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本報告書（以下「本書」という。）において、「ウエストパック」、「WBC」、「ウエストパック・グループ」、「当行グルー

プ」、「当行」とは、ウエストパック・バンキング・コーポレーション（オーストラリア事業番号（「ABN」） 33 007 457

141）及びその被支配事業体を指す（ただし、これらが明確にウエストパック・バンキング・コーポレーションのみを指してい

る場合を除く。）。

 

別段の記載がある場合を除き、本書に記載のすべての数値は、2024年９月30日に終了した12か月間に係るものである。また、

別段の記載がある場合を除き、すべての比較は2023年９月30日に終了した12か月間の成績に対するものである。

 

別段の記載がある場合を除き、「ドル」建ての数値はすべて、オーストラリア・ドル（本書では豪ドルと記す。）建ての数値

である。別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている日本円への換算は、１豪ドル＝98.2359円の換算率

（2024年９月30日現在のブルームバーグの発表に係る豪ドルと米ドルの仲値と、米ドルと日本円の仲値を掛け合わせることに

より算出した値）により計算されている。

 

本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

 

また、本書には、米国1934年証券取引所法の第21条Eの意味における「将来予想に関する記述」が含まれている。将来予想に関

する記述及びこれに影響を及ぼすリスク、不確定要素及び仮定の説明については、後述の「将来予想に関する記述の開示」を

参照のこと。

 

本書において言及されるウェブサイトに含まれるか又は当該ウェブサイトを通じて入手可能な情報は、本書の一部を成すもの

ではない。ただし、当行が当該情報を参照することにより本書の一部を成す旨を明確に表明している場合を除く。本書におけ

るウェブサイトへの言及は、そのすべてが文脈上の言及であり、あくまで参考情報に過ぎない。

 

将来予想に関する記述の開示

本書には、米国1934年証券取引所法の第21条Eの意味における「将来予想に関する記述」が含まれている。

将来予想に関する記述とは過去に起こった事実ではない記述を意味する。かかる将来予想に関する記述は、本書のあらゆる箇

所に見られ、当行の事業及び経営、マクロ経済及びミクロ経済の状況、市況、経営成績及び財政状態及び業績、自己資本比率

及び流動性並びにリスク管理に対する当行の現時点の意図、意見、又は予測に関する記述が含まれている（将来的な貸倒引当

金に関する記述及び特定の債務者向けの財政支援、予測された経済指標及び性能測定基準の結果、指標となる要因、気候及び

その他の持続可能性に関連した記述、約束、目標、予測及び測定基準並びにその他の推計データ及びプロキシデータを含むが

これに限定されない。）。

将来予想に関する記述を明示するため、「予定である」、「なり得る」、「期待する」、「意図する」、「求める」、「であ

ろう」、「するべきである」、「可能性がある」、「継続する」、「計画する」、「見込む」、「推定する」、「考える」、

「可能性」、「指標となる」、「リスク」、「目的とする」、「見通し」、「予想する」、「仮定」、「予測」、「目標」、

「目的」、「指導」、「課題」及び「野心」といった用語又はこれらに類似する表現が使用されている。当該記述は、将来的

な出来事に対する当行の現在の見解を反映しており、これらは、当行（並びに当行の役員、従業員、代理人及び顧問）にとっ

て多くの場合制御不能である、変更、特定の既知及び未知のリスク、不確定要素及び仮定並びにその他の要因の対象であり、

経営陣が将来的な発展及びそれらの当行に対する潜在的な影響に関する現時点の期待又は意見に基づき形成したものである。
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当行の経営陣又は取締役会のメンバーは、本書に関連する将来予想に関する記述を口頭又は書面で行うことも可能である。当

該記述には、本書に記載されているものと同じ制限、不確実性、仮定及び免責事項が適用される。

将来における発展又は業績が当行の期待どおりである保証はなく、また、かかる将来的な発展の影響が予想されたものである

とは限らない。実際の成績は、以下のあらゆる要素（ただし、これらを含むがこれらに限定されない。）によって当行の期待

又は将来予想に関する記述において明示的若しくは黙示的に示されるものと大幅に異なる可能性がある。

・サイバー攻撃事象を含む情報セキュリティーの侵害

・法律、規制、規制方針、課税、又は会計基準若しくは会計慣行、並びに、流動性、レバレッジ及び資本要件を含む政府及

び中央銀行による金融政策の影響及び変更

・監督機関による捜査、レビュー（業界レビューを含む。）及びその他の行為、調査、訴訟、罰金、刑罰、規制又はその他

の監督機関により課せられる条件（当行による法律、規制又は規制政策の実際の不遵守又は不遵守の疑いによるものを含

む。）

・当行の枠組み、方針、処理、システム及び従業員を含む、当行のリスク管理実務方針の有効性

・当行の技術の信頼性及び安全性、並びに技術システムの変化に関連するリスク

・当行又はその顧客若しくは取引先が事業を行う国における地政学的事象又はその他の変化

・気候パターンの変化から生じる可能性のある気候関連リスク（物理的リスク、移行リスク及び流動性リスクを含む。）、

並びに低炭素経済への移行に関連するリスク（ネットゼロ・気候変動適応銀行になるという当行の野心も含む。）又は法

的措置及び規制当局の措置によるリスク又は人権及び自然資本等のその他の持続可能性要因によるリスク

・当行の事業及びレピュテーションに悪影響を与え、今後も悪影響を与える可能性がある金融犯罪防止義務（マネーロンダ

リング防止法及びテロ資金対策法、贈収賄及び汚職防止法、制裁法並びに税金の透明性に関する法律を含む。）の不遵守

・当行のレピュテーションの悪化をもたらす可能性のある内部及び外部事象

・訴訟等の法的手続、規制当局による調査及び執行措置（紛争を解決するために多額の和解金及び訴訟費用を支払う当行の

責任を含む。）

・資金調達、株式及び資産市場における不安定な状況を含む市場ボラティリティー及び市場の混乱、並びに当行又はその顧

客若しくは取引先が被る損失又は事業への影響

・不十分な資本水準の発生

・オーストラリア、ニュージーランド及び当行又はその顧客若しくは取引先が事業を展開するその他の国における経済状

況、消費者の消費又は事業支出、貯蓄及び借入れ動向の変化、並びに当行の市場シェア、利鞘及び手数料を維持又は拡大

し、費用を抑制する能力

・資産、クレジット若しくは資本市場における不利な市況又は経済状況の悪化による債務不履行、減損及び引当金の増加

・政府がその債務について不履行となる、契約上の債務を履行できない又は借換えができないリスクを含むソブリン・リス

ク

・当行の信用格付け又は信用格付機関が使用するメソドロジーの変更

・当行が事業を行う地域に影響を与える市場競争及び競争規制方針の影響

・無効なプロセス及び統制に起因するオペレーショナル・リスク

・インフレの水準、金利の変更、為替レート、市場及び金融の変動、並びにボラティリティー

・低品質のデータ、不適切なデータ利用又は不適切なデータ保持

・多様化、イノベーション、維持、投資の引上げ、買収、拡大、統合及び一部業務の停止決定等の戦略的意思決定

・主要な業務執行役員、従業員及び取締役の採用及び維持の失敗

・当行の重要な会計上の前提及び見積りの変更、並びに当行の無形資産の価値の変動

・当行にとって制御不能な要素を含むその他様々な要素

上記のリストは網羅的ではない。当行の将来予想に関する記述に影響するその他の特定の要素については、本書の第一部　第

３　３「ⅱ. リスク管理」及び第一部　第３　３「ⅰ. リスク要因」を参照のこと。当行に関する判断を行う際に、将来予想

に関する記述に依拠する場合、投資家及び本有価証券報告書の情報に依拠するその他の者は、前述の要素、並びにその他の不

確定要素及び事象につき慎重に検討すべきである。

当行は、法律上要求される場合を除き、本書提出後において、新たな情報、将来的な出来事、状況又はその他により、本書に

記載されるいかなる将来予想に関する記述をも訂正又は更新する義務を負わない。
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気候変動及び持続可能性に関する記述に関するさらなる重要な情報

本有価証券報告書には、気候変動、ネットゼロ、気候変動に対する強靭性、自然資本、厳しい排出量、人権及びその他の持続

可能性に関する記述、コミットメント、目標、予測、シナリオ、リスク及び機会の評価、経路、予測並びにその他のプロキシ

データを含むがこれらに限定されない、ESGのトピックに関する将来予想に関する記述及びその他の表明が含まれる。

 

これらは既知及び未知のリスクに左右され、これらの記述が依拠する指標及びモデリングには、重大な不確実性、制限、リス

ク及び仮定が存在する。

 

特に、排出量の推定及び計算におけるアプローチ及び共通基準の変化並びに将来の気候及び持続可能性に関連する政策及び法

律に関する不確実性を含む、気候及び持続可能性に関連する指標、メソドロジー及びデータは、急速に進化し成熟している。

気候変動及びその影響に関する現在の科学的理解には、固有の限界がある。本有価証券報告書に記載した資料には、一般に入

手可能な情報源又は政府若しくは業界の情報源から得られた独自に検証されていない情報（メソドロジー、モデル、シナリ

オ、報告書、ベンチマーク、ツール及びデータを含むがこれらに限定されない。）が含まれる場合がある。当該情報の正確

性、完全性又は信頼性については、一切の表明又は保証は行われない。当行が使用する見積り、判断、仮定、見解、モデル、

シナリオ又は予測が誤っていることが判明するというリスクが存在する。これらのリスクは、コミットメント及び目標を達成

する能力を含む実際の成果が、第一部　第３　３「i. リスク要因」において明示又は黙示されたものと著しく異なることを引

き起こす可能性がある。本有価証券報告書及び第一部　第３　３「i. リスク要因」に記載されている気候及び持続可能性に関

する将来予想に関する記述は、将来の業績を保証又は予測するものではなく、また当行は、表明、保証又は確約（これらの記

述の質、正確性又は完全性に関するものを含む。）を一切行わず、また将来予想に関する記述において明示又は黙示されてい

る事象の発生を保証しない。事象及び実際の状況が予測どおりに発生しないことも多く、これらの違いが重大である可能性が

あるため、通常、予測と実際の結果には違いが存在する。当行は今後も、この分野が成熟するにつれ、ESGへの取組みを検討

し、発展させていく。
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第一部 【企業情報】

第１ 【本国における法制等の概要】

１ 【会社制度等の概要】

 

(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

(a) 一般条項

当行は、連邦制度の中で営業する企業としてオーストラリア連邦法（「連邦法」）及び当行が営業している

州及び特別地域の法律（「州法」）の適用を受ける。オーストラリアの会社法の大部分は、2001年会社法（コ

モンウェルス）（Corporations Act 2001 (Cth)）（「会社法」）に規定されている。

連邦法は、直接・間接を問わず当行の営業の諸相に影響を及ぼしている。当行にとって当面、最も重要性の

高い連邦法の主要分野の一つは、銀行業務に関する連邦議会法である（同法については、「オーストラリアの

銀行制度とその法的基盤」の項で詳述する。）。

 

(b) オーストラリアの会社制度

(イ) 一般事項

会社法に基づき、オーストラリア国内で設立された会社は、オーストラリア証券投資委員会

（Australian Securities and Investments Commission）（「ASIC」）に登録すること（さらに、公開会

社であればその設立関係の文書を預託すること）を要する。

会社法の主要規定の概略は下記のとおりである。かかる規定の一部は一定の種類の管理会社には適用さ

れていない。

会社の内部運営は、会社に適用される会社法の規定（代替規則として知られている。）、定款、又はそ

の両方を組み合せることによって規定される。代替規則は、かかる規則が会社の定款の規定によって代替

又は修正されない限り、会社に適用される。会社は、代替規則の一部又は全部を採用するか、会社の特定

のニーズを満たす規則を独自に設定するかのいずれかを選ぶことができる。ただし、一部の規則は会社法

の通常規定として「公開会社」に適用され、会社の規約によって代替又は修正することはできない。

会社の定款は、会社の経営及び会社の取締役と株主の関係を規定するものである。通常、定款において

規定される事項には、株主総会の統治、株式、株式の種類及び株主の権利、議決権行使手続、会社文書の

締結、並びに会社の取締役の任命、権限及び解任が含まれる。会社は、特別決議を行うことにより、定款

を変更又は廃止することができる（下記(ハ)を参照のこと。）。
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会社法は、特定の場合を除き、会社と取引関係を有する者は、かかる会社が設立に関する文書に規定さ

れる権限の範囲内で行動しているとみなしてよい旨定めている。さらに、会社の役員若しくは代理人と取

引をする者は、かかる役員若しくは代理人が行使した権限及び果たした役割は、その権限及び役割をかか

る役員及び代理人が有しているとみなしてよい旨定めている。

大多数の会社及びその他の事業体（当行を含む。）は、会社法によって、取引内容及び財務状況並びに

業績を正確に記録し説明する会計帳簿を作成することを義務づけられている。また、会計年度ごとに以下

を構成内容とする年次財務報告書を作成しなければならない。

(a)　財務書類（損益計算書、包括利益計算書、貸借対照表、持分変動計算書及びキャッシュ・フロー

計算書）

(b)　財務書類注記

(c)　連結対象事業体に関する開示書類（公開企業のみ）

(d)　取締役会の財務書類及び注記に関する宣言

財務報告書は監査を受け、その会計年度の財務報告書について監査報告書を取得しなければならない。

大多数の会社及びその他の事業体（当行を含む。）は、会社法に明記された様々な一般事項及び特定事

項を記載した取締役会の報告書も作成しなければならない。この報告書には、特に、会社の主な事業活動

の内容及び事業活動の性質の著しい変動、その会計年度中に支払われた配当額及びその会計年度中に宣言

された又は推奨された未払いの配当額、会社の事業の概況及びかかる事業の会計年度の業績、会計年度末

以降に発生した事象で、会社の事業、かかる事業の業績又は状況に著しく影響し又は著しく影響しうるも

の、並びに将来の会計年度において予想される事業の展開、及びかかる事業について予想される業績をす

べて記載しなければならない。

会社は、株主に以下を入手可能にすることにより報告しなければならない。

(a)　その会計年度の財務報告書、取締役会の報告書及び財務報告書に関する監査報告書の写し

(b)　一定の条件に従い、会社法の要件に準拠した書式で作成したその会計年度の要約書類

会社法に基づき、当行は、以下の報告を行わなければならない。

(a)　ASICに対しては会計年度末より３か月以内。

(b)　株主に対しては

(ⅰ) 会計年度末後の次回の定時株主総会より21日前又は

(ⅱ) 会計年度末より４か月後

のいずれか早い方まで。

取締役は、定時株主総会の前に終了した最終会計年度の年次財務報告書、取締役会の報告書及び監査報

告書を定時株主総会にて提出しなければならない。
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(ロ) 株主総会

会社法に基づき、公開会社は、少なくとも各暦年に１回、会計年度末より５か月以内に年次株主総会を

開催しなければならない。これを定時株主総会という。定時株主総会の議事には、当行の年次財務報告

書、取締役会の報告書及び監査報告書の検証、取締役の選任、並びに（該当する場合には）監査人の選任

及び監査人の報酬の決定が含まれることがある。

 

(ハ) 運営及び経営

取締役の会社を経営する権能（及びその権能に対する制限事項）は、通常、規約に定められている。か

かる権能は、取締役会の取締役に与えられている。個々の取締役の場合は取締役会決議により同取締役に

付与された範囲内、マネージング・ディレクターの場合は規約により同取締役に付与された範囲内で会社

のために行為する権限を有する。

通常は規約によって、取締役に対し、会社の経営についての独占的な権限が与えられているが、次の事

項については、株主が最終的な承認を行うことができる。

・取締役に対し権能を付与している規約を、特別決議（決議について投票を行う資格を有し、会社法に

基づいて通知が送付されている株主の75パーセント以上の議決権を得た決議）によって変更すること

・株主がその承認しかねる行為を行った退任取締役を再選しないこと、又は、公開会社の場合かかる取

締役の解任を株主総会において決議すること

 

(c) オーストラリアの銀行制度とその法的基盤

オーストラリアの銀行制度は、現在、オーストラリア準備銀行（Reserve Bank of Australia）、当行を含

む全国規模で営業を展開している主要銀行４行、多数の小規模な銀行、専門開発銀行数行、子会社及び支店の

形態で営業を展開している多数の外国銀行並びに物理的に存在することなくオンラインで又はモバイル・アプ

リを通じてバンキング・サービスを提供する「デジタル・バンク」で構成されている。当行は、その銀行及び

金融サービス事業を主に連邦法、とりわけ1959年銀行法（コモンウェルス）（Banking Act 1959

(Commonwealth)）（「銀行法」）に基づいて行っている。

多数の非銀行系金融機関も金融サービスを提供している。これらの機関は短期金融会社及び金融会社、農

業・牧畜金融会社、開発金融会社、信用組合及び建築組合（住宅用貸付及び消費者金融を行う。）、生命保険

会社、退職（年金）基金、抵当権付住宅ローン融資金融機関、並びに金融サービス・セクターに最近参入した

者（テクノロジー企業を含む。）を含んでいる。
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(d) 監督及び規制

(イ)  オーストラリア

当行は、オーストラリアにおいて、オーストラリア金融監督局（Australian Prudential Regulation

Authority）（APRA）、オーストラリア準備銀行（Reserve Bank of Australia）（RBA）、オーストラリア証

券投資委員会（Australian Securities and Investments Commission）（ASIC）、オーストラリア証券取引所

（Australian Securities Exchange Limited）（ASX）、オーストラリア競争・消費者委員会（Australian

Competition and Consumer Commission）（ACCC）、オーストラリア取引報告分析センター（Australian

Transaction Reports and Analysis Centre）（AUSTRAC）及びオーストラリア情報コミッショナー事務局

（Office of the Australian Information Commissioner）（OAIC）の７つの主要機関及び組織の監督及び規

制を受けている。

APRAは、オーストラリアの金融サービス業界の健全性規制機関である。当行は、ADIとして、自己資本比

率、大型エクスポージャー、信用度及び流動性に係る健全性に関する情報をAPRAに対して報告する。

RBAは、金融政策、金融システムの安定維持並びに支払システムの安全性及び有効性の強化に責任を負って

いる。RBAは、金融市場に積極的に関与しており、オーストラリアの外貨準備高の管理、オーストラリア紙幣

の発行を行い、またオーストラリア政府の政府銀行としての役割を果たしている。

ASICは、オーストラリアの企業、市場、金融サービス及び消費者信用に関する監督機関である。ASICは、金

融セクター内のオーストラリア企業の規制及び消費者保護に関する責任を負う。ASICは、独立したオーストラ

リア政府機関であり、2001年オーストラリア証券投資委員会法（コモンウェルス）(Australian Securities

and Investments Commission Act 2001 (Cth))に基づき設立された。ASICは、その規制及び監督の役割の大部

分を、会社法に基づき実行する。

ASXは、上場企業により発行される証券の取引を行うためのオーストラリア国内第一市場を運営する。当行

の証券の一部（当行の普通株式を含む。）はASXに上場しているため、当行は、会社法に基づく法的根拠を有

するASX上場規則を遵守する義務を負う。

ACCCは、オーストラリアにおける反競争的行為及び不公平な市場慣行並びにM&Aの規制及び禁止を行う連邦

政府の監督機関である。ACCCの広範な目標は、競争力、公正取引、消費者保護及び商品の安全性の強化をオー

ストラリアの経済にもたらすために、2010年競争・消費者法（コモンウェルス）（Competition and Consumer

Act 2010 (Cth)）及び関連する法律を統括することである。

AUSTRACは、会計報告主体（当行を含む。）が、2006年マネーロンダリング防止及びテロ資金対策法（コモ

ンウェルス）（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth)）、並びに1988年

金融取引報告法（コモンウェルス）（Financial Transaction Reports Act 1988 (Cth)）の要件を遵守するよ

う監督を行っている。これらの要件には以下のものが含まれる。

・顧客の特定及び監視を行うためのプログラム及びマネーロンダリング及びテロ資金対策に関するリスクを

管理するためのプログラムを実施すること

・不審事項、一定の値以上の取引（threshold transactions）及び国際的な資金振替に関する指示について

報告を行うこと

・年次コンプライアンス報告書を提出すること
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OAICは、1988年プライバシー法（コモンウェルス）（Privacy Act 1988 (Cth)）（「プライバシー法」）に

基づくものを含め、プライバシー及び情報に関する権利を規制する責任を負っている。その機能には、個人情

報の取扱いに関する苦情に対処すること、プライバシー法違反の可能性について調査を実施すること及び執行

措置を執ることが含まれる。

 

(ロ) ニュージーランド

ニュージーランド準備銀行（RBNZ）は、ニュージーランドの登録銀行を監督する責任を負い、最小限の健全

性義務の適用を通じてニュージーランドの金融の安定性を保護している。ニュージーランドの健全性監督制度

では、登録銀行は、財務業績及びリスク・ポジションに関する情報、並びに銀行が登録条件及びその他の事項

を遵守していることについての取締役による証明を含む開示書類を公表することが求められている。

 

金融市場局（FMA）及びニュージーランド商業委員会（NZCC）は、調査及び執行に関する二つの主要な監督

機関である。FMA及びNZCCは、市場が公正かつ透明であり、自信に満ち、情報に通じた投資家及び消費者に

よって支持されることを確保する責任がある。市場及びその参加者の規制は、市場監督、コーポレート・ガバ

ナンス及び許認可の組み合わせを通じて行われる。

 

ニュージーランドでは、その他の該当する監督機関の権能には、課税、プライバシー、外交及び貿易に関す

るものが含まれる。

 

ニュージーランドの銀行も、多くの自主規制制度の対象となっている。例としては、ペイメンツNZ

（Payments NZ）、ニュージーランド銀行協会（New Zealand Bankers’ Association）（「NZBA」）及び金融

サービス評議会（Financial Services Council）（「FSC」）等がある。業界で合意された規範の例として

は、NZBAの銀行実務規範及びFSCの行動規範等がある。

 

(ハ) 米国

当行のニューヨーク支店は、米国連邦政府の認可を受けた支店であるため、1978年米国国際銀行法（IBA）

及び関連規則に基づき、米国連邦通貨監督局（US Office of the Comptroller of the Currency）及び連邦準

備制度理事会（Board of Governors of the Federal Reserve System）（「米国連邦準備制度（US Federal

Reserve）」）による監督、審査及び規制の対象となっている。
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米国連邦支店は、米国連邦準備制度の加盟銀行において、米国連邦通貨監督局が規定する自己資本相当額を

維持しなければならない。当該金額は、その総負債の５パーセント以上とする（手形引受を含むが、外国銀行

のその他の支店、代理店及び子会社に対する未払費用並びに未払金及びその他の負債を除く。）。

 

また、米国連邦支店は、米国連邦通貨監督局による定期的な現地調査の対象となる。当該調査では、リスク

管理、業務、資産の質、記録保持及び報告の遵守、並びに米国連邦通貨監督局が随時定める追加要件を取り扱

う可能性がある。

 

外国銀行の米国連邦支店は、IBAにより、米国連邦通貨監督局が行使可能な管財権限に服する。

 

2016年６月22日現在、当行は、1956年銀行持株会社法（Bank Holding Company Act of 1956）及び連邦準備

制度理事会のレギュレーションY（Federal Reserve Board Regulation Y）に基づき、米国の金融持株会社と

して取り扱われることを選択した。当行の選択は、米国連邦準備制度により定められた一定の資本及び経営基

準を当行が満たす限り依然として有効である。

 

当行及びその一部の関連会社は、米国証券取引委員会（US Securities and Exchange Commission）、米国

金融業規制庁（US Financial Industry Regulatory Authority）、米国商品先物取引委員会（US Commodity

Futures Trading Commission）及び米国先物協会（National Futures Association）を含む米国のその他の連

邦監督機関による規制の対象となる様々な活動に従事している。

 

2012年イラン脅威削減及びシリア人権法（Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012）

の第219条により、1934年米国証券取引法（U.S. Securities Exchange Act of 1934）（その後の改正を含

む。）の第13条（r）が追加され、各SECの報告義務を負う発行体は、その年次報告書及び（該当する場合に

は）四半期報告書において、当該発行体又はその関連会社が、報告書の対象期間中に、イラン、イラン政府又

はテロ若しくは大量破壊兵器の拡散に関与する特定の者若しくは事業体に関連する特定の活動又は取引に故意

に関与したかどうかを開示することが義務付けられた。第219条は、米国又はその他の法律によって禁止され

ていない特定の活動についても、また当該活動が非米国の関連会社によって、米国外で、現地の法律に従って

行われたものであっても、開示することを要求している。
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当行及びWNZLは、この目的に関連する活動に従事している。WBC及びWNZLは（完全子会社として）、適用さ

れるすべての経済制裁法及び規則を遵守するためのコンプライアンス方針及び手順を維持している。これに関

連して、当該取引が米国又はその他の経済制裁の下で禁止されている又は制裁対象となる活動に関与していな

いことを確認した後に限り、米国外の上記当行グループの事業体は、本有価証券報告書の対象となる期間中

に、下記のとおり、第219条に基づき報告すべき限られた数の活動に従事した。米国の個人若しくは事業体、

又は米国の個人により所有若しくは支配されている事業体は、これらの活動に一切関与しなかった。

 

当報告期間（2023年10月１日から2024年９月30日まで）において開示が義務付けられる事項は以下の二点で

ある。

 

1.　在オーストラリアイラン大使館への支払

2023年10月１日から2024年９月30日までの間、WBCの小売顧客及び企業顧客は、WBCの口座からオーストラリ

アの非関連銀行の在オーストラリアイラン大使館の口座に豪ドルを送金した。これらの取引の目的は、イラン

への旅行のための旅行ビザの取得又は強制加入の旅行保険の取得等、大使館の領事目的に一般的に関連してい

ることが観察された。WBCは米国人ではなく、又は米国人によって所有若しくは支配されておらず、したがっ

て、米国の法域の要素を含まないWBCの取引は、米国財務省外国資産管理局（U.S. Department of the

Treasury’s Office of Foreign Assets Control）によって発行された、連邦行政命令集（Code of Federal

Regulations）のタイトル31のパート560に記載されるイラン取引制裁規則（Iranian Transactions and

Sanctions Regulations）（「ITSR」）の適用を受けない。さらに、イランへの「通常の旅行に付随する」取

引は、ITSRから除外される（連邦行政命令集第560.210（d）条の31）。すべての支払は、NPPの国内支払プ

ラットフォームを通じて促進された。この活動による当行グループの総収益及び純利益は微増にとどまった。

 

2.　在ニュージーランドイラン大使館への支払

2023年10月１日から2024年９月30日までの間に、WNZLのニュージーランドベースの顧客は、WNZLのその口座

から、ニュージーランドの非関連銀行の在ニュージーランドイラン大使館の口座にニュージーランド・ドルを

国内送金した。これらの取引の目的は、概ね大使館の外交及び領事業務に関連していることが確認された。す

べての支払は、WNZLの国内ニュージーランド・ドル支払プラットフォームを通じて促進された。この活動によ

る当行グループの総収益及び純利益は微増にとどまった。

 

WNZLは米国人ではなく、又は米国人によって所有若しくは支配されておらず、したがって、米国の法域の要

素を含まないWNZLの取引は、米国財務省外国資産管理局によって発行された、連邦行政命令集のタイトル31の

パート560に記載されるITSRの適用を受けない。さらに、イランへの「通常の旅行に付随する」取引は、ITSR

から除外される（連邦行政命令集第560.210（d）条の31）。
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当行及びWNZLは、在オーストラリアイラン大使館及び在ニュージーランドイラン大使館への支払を継続する

予定であるが、送金がそのコンプライアンス方針、手続及び適用されるすべての制裁法令等に適合していると

当行グループが判断する限られた状況においてのみとする。

 

(e) 当行の証券保有者に影響を与える制限事項

下記のオーストラリアの法律は、オーストラリアの非居住者又は非市民が当行の株式を保有、所有又は選択

する権利に制限を課す。

 

1975年外資による資産買収・企業買収法（Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975）

一定の基準を満たす外国人によるオーストラリア企業の株式の買収は、1975年外資による資産買収・企業買

収法（コモンウェルス）に基づき、（外国投資審査委員会を通じて）オーストラリア財務大臣に通知されなけ

ればならず、また、同法に基づき異議がない旨の通知を取得しなければならない。本法は、外国人（相互に関

係する外国人により組織される企業又はグループを含む。）による、オーストラリア企業の発行済株式の20

パーセント以上の保有、又は総議決権の20パーセント以上を支配する能力をもたらすあらゆる買収に適用され

る。加えて、本法は、外国政府投資家がオーストラリア企業について総議決権又は所有権の10パーセント以上

（又は外国政府投資家が取締役の任命権等の支配権要素を取得する場合は当該持分）を買収する場合に適用さ

れる。さらに、この10パーセント未満又は支配権及び／若しくは影響力の基準は、当行が2018年重要インフラ

保安法（コモンウェルス）（Security of Critical Infrastructure Act 2018 (Cth)）で定義されている重要

な銀行資産を所有又は運営している限りにおいて、外国人（相互に関係する外国人により組織される企業又は

グループを含む。）によるあらゆる買収にも適用される。本法は、上記の買収を行うことを計画するすべての

個人に対して、まず初めに財務大臣にかかる計画について報告を行うことを義務付けている。異議がない旨の

通知が行われていないにもかかわらず上記の買収が既に発生しており、財務大臣が、当該買収がオーストラリ

アの国益に反すると考える場合、資本の引上げを命じる権限を有する。

 

1998年金融セクター（株式保有）法（Financial Sector (Shareholdings) Act 1998）

1998年金融セクター（株式保有）法（コモンウェルス）は、当行を含むオーストラリアの金融セクター企業

における株式保有に対して制限を課している。

本法により、個人又は法人は、オーストラリア財務大臣による事前の承認を取得することなく、金融セク

ター企業一社において20パーセントを超える「株式持分」を保有してはならない。金融セクター企業における

一人の個人又は一社の株式持分は、当該企業におけるその者の議決権及びその者の連携者の議決権の総計によ

り算定される。

議決権の概念は広く定義されている。財務大臣は、国益に資すると判断する場合には、上記よりも高い株式

持分の比率を承認する場合もある。

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

 12/623



また、金融セクター企業一社における個人の株式持分が、20パーセントの制限を超えない場合であっても、

財務大臣は、当該の者が金融セクター企業の「事実上の支配力」を保有すると認定し、その者に対して当該支

配力の放棄又は当該企業における株式持分の減少を要求する権限を有する。

 

会社法

会社法は、個人又は法人による当行の議決権株式における関連持分の取得によって、当該個人又はその他の

者が当行の株式のうち20パーセントを超える議決権を行使する権限を有することになる場合、そのような取得

を禁止しているが、かかる規制には一定の例外も存する。さらに、会社法に基づき、当行株式の大量保有を開

始又は終了する者、あるいは既に当行株式の大量保有を行い、かかる保有持分の少なくとも１パーセントを移

動させる者は、当行及びASXに対して通知を行い、所定の特定情報（氏名又は名称、住所及び当行の議決権株

式における関連持分の詳細を含む。）を提供する義務を負う。かかる通知は、その者がかかる特定情報を認識

してから通常２営業日以内に行わなければならない。

ある者又はその者の連携者が関連持分を保有する当行の議決権株式に属する総議決権が、当行のすべての議

決権株式に属する議決権総数の５パーセント以上である場合、その者は、株式の大量保有を行っているとみな

される。「連携者」及び「関連持分」の概念は、会社法において非常に広く定義されており、投資家はこれら

の範囲につき自ら検討することが要求される。一般的には、下記の場合に関連持分を保有しているとみなされ

る。

(a)　その者が当該株式の保有者である場合

(b)　その者が当該株式に属する議決権を行使する権限又はその行使を支配する権限を有する場合

(c)　その者が当該株式の処分権限又は処分権限の行使を支配する権限を有する場合

関連持分が僅少であるか、あるいはどのように生じたかは問題とはならない。２名以上の者が上記権限のい

ずれかを共同で行使することができる場合、各人が当該権限を有しているとみなされる。権限又は支配力が明

示であるか黙示であるか、公式であるか非公式であるか、単独行使可能か他者との共同により行使可能かとい

う点は問題とならない。

 

オーストラリアにおける外国判決の執行可能性

当行は、オーストラリアの有限責任公開株式会社である。当行のすべての取締役及び執行役員は、米国外に

居住している。かかる人物のすべて又は多数の資産の実質的に全部又は大部分は、米国外に所在している。こ

のため投資家は、当該者に対して米国国内で訴訟手続きを行うこと、又は米国の連邦証券法の民事責任条項に

基づき米国の裁判所で得られた判決を当該者に対して執行することができない可能性がある。オーストラリア

における、米国の連邦証券法に基づく民事責任に関する原審又は米国の裁判所による判決の執行を目的とする

訴訟の執行可能性については、疑いが残る可能性がある。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】

(a) ウエストパック・バンキング・コーポレーション：法人格の変更

当行は、一般的な会社法がオーストラリアにはなかった当時、ニュー・サウス・ウェールズ州議会により特

別法案として可決された1850年ザ・バンク・オブ・ニュー・サウス・ウェールズ法（The Bank of New South

Wales Act, 1850）（「NSW」）に基づいて1850年に設立された。2002年８月23日、当行は、会社法に基づく株

式公開会社として登録された。

当行の法人格を会社法に基づく会社に変更する手続の一環として、株主は、2000年12月15日に開催された当

行の定時総会（「AGM」）において新たな定款を採択し、定款は2002年８月23日から施行された。当該定款は

その後、2005年12月15日、2007年12月13日、2012年12月13日及び直近では2021年12月15日に株主により改正さ

れた。

 

(b) 当行定款

当行の定款には、当行の事業目的が記載されていない。会社法に基づく会社として当行は、オーストラリア

国内外において独立の法的能力及び権限を有し、株式の発行及び消却、社債の発行、株主への財産分配（現物

支給又はその他の方法による）、未払込資本の請求による担保の提供、当行の財産への企業担保の設定及び法

律により許可される範囲でその他の行為を行う権限を含め法人としてのすべての権限を有する。

会社法に基づき、種類株式の発行条件に別段の規定がない限り、当行の種類株式の発行条件は、当行の特別

決議によって、かつ、当該種類株式における議決権の75パーセント以上を保有する株主の書面による同意か、

当該種類株式の保有者による別個の会議において可決された特別決議をもってのみ変更し又は取消すことがで

きる。

オーストラリアのすべての企業には、各々にオーストラリア会社番号（「ACN」）という９桁のID番号が割

り当てられており、公開文書、適格流通証券及び社印にこれを記載しなければならない。さらに、事業体は、

オーストラリア事業登録簿（Australian Business Register）への登録を申請し、オーストラリア事業番号

（「ABN」）という11桁の識別番号を取得することもできる。オーストラリアの企業については、ABNの最後の

９桁がそのACNと同一となる。ABNは、ACNの代わりに文書に引用される場合がある。

当行のACNは、007 457 141で、ABNは、33 007 457 141である。

以下は、当行定款の重要な条項をまとめたものである。

(イ) 株式の発行

定款では、株式の発行について、以下の取締役の管理下で行うよう定められている。

(a)　いかなる者に対しても随時かついかなる条件でも株式を発行又は処分することができ、かつかか

る株式に対して、配当受領権、議決権、払戻資本受領権等を問わず取締役会が適当と判断する優

先権、劣後権又はその他の特別権若しくは制限を付することができる取締役会

(b)　いかなる者に対してもストック・オプション又は新株予約権を随時かつ適当と判断する対価と引

換えに付与することができる取締役会

(c)　端株が発生した場合にその取扱い方法について決定権を有する取締役会
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ただし、いずれの場合も会社法、ASX上場規則及び株式又は種類株式の株主に付与されている特別権に

よる規制を受けるものとする。

当行は、非全額払込株式を発行することができる。

当行は現在、ウエストパック業績連動型制度（「WPP」）、ウエストパック長期変動報酬制度（「LTVR

制度」）及び株式インセンティブ制度（「EIP」）を含む各種の従業員持株制度に基づく全額払込済普通

株式に関する新株引受権を発行している。WPP、LTVR制度及びEIPの下で、適格従業員は、サービス及び／

又は業績条件が満たされることを条件として、株式を取得する新株引受権を受けることができる。

新株引受権の行使価格はゼロである。LTVR制度の下で発行される業績連動型新株引受権並びにEIPの下

で発行される業績連動型新株引受権及び制限新株引受権は、その権利が確定し権利行使可能となる前に充

足しなければならない業績要件に服する。WPP及びEIPの下で発行される業績要件を課さない新株引受権

は、サービスを基準とした権利確定条件のみに服する
1
。

 

 

 

1　取締役会は、重大な不正行為を含む特定の状況、取締役会の見解において、当該判断の全部若しくは一部が適切ではな

かったことを意味する重大な状況若しくは新たな情報が判明した場合、又は法律若しくは健全性基準により要求される場

合には、株式数を下方修正する（ゼロにすることを含む。）裁量を有する。クローバックは、法律上許容されかつ実行可

能な範囲で、株式の権利に適用される。

 

(ロ)  株式の払込請求

取締役は、

(a)　未払込金が指定期日になっても支払われない場合、株主に対しその払込みを請求することができ

る。

(b)　株式の分割払込みを請求することができる。

(c)　払込請求を解除又は延期することができる。

当行定款に基づいて、非全額払込株式を保有する株主は、払込みの期日及び場所が記載された通知を30

営業日前までに受領した場合、その株式に対して払込請求がなされた金額を所定の期日及び場所で当行に

支払わなければならない。株式に関して支払請求がなされた金銭の支払期日までの払込みがない場合、支

払義務者は、支払が履行されるまでの期間について取締役会が当行定款に基づいて決定する利率（又はか

かる決定がなされない場合は、年率10パーセント）による利息を支払わなければならない。取締役会は、

かかる利息の全部又は一部の支払を免除することができる。株主が、支払請求された払込金又は分割払込

金の支払を支払期日に行わなかった場合、取締役会は、その後いつでも、払込請求分又は分割払込金の一

部が未払いの間、当該株主に対してかかる未払込金及びこれに対する利息がある場合にはその金額、また

株主からの支払がなかったことにより生じたすべての費用の支払を請求する通知を行うことができる。か

かる払込請求通知に基づいて払込がなされていない株式は、通知により請求された払込がなされる前であ

れば、取締役会決議によりいつでも失権させることができる。会社法に従って、これにより失権した株式

は、取締役会が適当と判断する者にかつ、取締役会が適当と判断する条件で売却、再発行又は処分するこ

とができる。
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払込請求の対象となっており払込期日を経過しているが、払込みを行っていない株式を有する株主は、

株主総会において議決権を有さない。当行が解散する場合において当行の資産が負債の返済額に満たない

ときには、株主は、各々が保有する株式につき未払込金があればこれを限度として責任を負うものとす

る。

 

(ハ)  株主の配当等受領権等

普通株式の株主は、その株式について当行の取締役により決定された配当を随時受ける権利を有する。

未請求の配当は、請求がなされる又は未請求金に関する法律に従って処理すべきことが要請されるまで、

当行の利益のために当行の取締役会がその適切な判断により投資することができる。

会社法に従って、配当が宣言される直前において、当行の資産がその債務を上回っており、かつかかる

超過額が配当の支払に十分である場合でなければ、当行は配当金を支払ってはならない。また、当該支払

は、総じて当行の株主に対して公正かつ合理的なものでなければならず、当行の債権者に対して支払を行

う能力を大幅に損なうものであってはならない。

会社法、当行定款、配当について特別権を付された株式を有する株主（もしあれば）の権利及び株式へ

の異なる発行条件又は申込条件に従い、当行の取締役は、配当の支払の有無を決定し、金額及び支払時期

を設定し、また当行からの、場合によっては配当受領権を有する株主の指示により、当該株主に対する支

払又は振込を決定することができる。

配当が未請求のまま返還された場合、当行は、通常、1959年銀行法（コモンウェルス）（「銀行法」）

に基づいてかかる金額を未請求金として７年間保管しなければならない。当該期間が終了しても当該株主

からの請求がない場合は、当行は、各年の３月31日までに、ASICに対し、前年の12月31日現在の未請求金

を含む年次未請求金を返還しなければならない。かかる支払を行った時点で、当行は、かかる金額に関す

る債務を弁済したものとみなされる。

当行の取締役は、配当支払前に、当行の取締役会の裁量で利益の適正な利用という目的に充当するため

準備金として妥当と判断する金額を当行の利益から積み立てることができる。当行の取締役は、配当とし

て分配すべきでないと判断する利益の残高を準備金に移管せずに繰越利益とすることができる。

下記の追加的制約が、当行の配当の宣言・支払権限について適用される。
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(ⅰ)　配当の支払が、当行に適用される自己資本比率規制又はその他APRAの規制（当行の普通株等Tier

１資本比率がAPRAの資本保全バッファーの範囲（資本保全バッファーにカウンターシクリカル資

本バッファーが加えられたため、現在はリスク加重資産の5.75パーセント）に該当する場合を含

む。）に違反する又は違反の原因となる場合。現在、かかる規制の一つとして、連続した前12か

月間において分配された当行の株式に関するその他のすべての配当（もしあれば）及びより上級

の資本商品に関する支払を考慮した結果、当該配当の支払により、配当総額が、その連続した前

12か月間の当行の監査済連結財務書類に反映される当行の税引後利益を超えることが明らかに

なった場合には、APRAの事前の同意なく配当の支払を行ってはならないとされている。

(ⅱ)　銀行法に基づいて当行に対してAPRAから配当不払の指示がある場合

(ⅲ)　配当の宣言又は支払を行うことにより当行が支払不能になる状態を招く場合

(ⅳ)　利息の支払、配当又は当行が発行する特定のその他Tier１証券に係る分配が、かかる証券の条件

に従って支払われなかった場合、当行は、普通株式に係る配当を宣言及び／又は支払うことを制

限される可能性がある。当該制限は、複数の例外に服する。

(ニ)  株式の譲渡

当行の株式は、ASX上場規則及び当行定款に従って以下の場合に譲渡することができる。

(a)　CHESSの名称で知られる電子株式登録・譲渡システムにより承認された株式については、当該シス

テムに適用される規則に従って譲渡が可能である。

(b)　通常の様式又は当行の取締役会が許可したその他の様式による証書によって譲渡可能である。

(c)　市場性のある有価証券については、会社法、オーストラリア証券取引所の上場規則及びASX決済が

認めており、かつ当行の取締役が承認したその他の譲渡方法によって譲渡可能である。

当行の取締役会は、ASX上場規則により認められた場合、当行の株式の譲渡を防ぐため又は譲渡登録を

拒絶するための措置を講ずることができる（ASX上場規則によりその義務がある場合は、当該措置を講じ

なければならない。）。この場合、取締役会は、株式の保有者、譲受人及び株式仲介人がいれば、それら

に対して拒絶する旨を書面にて通知しなければならない。取締役会は、譲渡又はそれに関連する取引に不

正行為の疑いがない限り、登録することを拒絶する通知を送付してから12か月以内に要求がある場合に

は、差し入れられている株式を当該預託人に返還しなければならない。

 

(ホ)  株主名簿

主たる株主名簿はオーストラリアのシドニー市に備置かれ、別の株主名簿はニュージーランドのオーク

ランドに備置かれている。
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(へ)  株主総会

当行定款によれば、当行の取締役会は、適当と判断する時にはいつでも当行の株主総会を招集し開催手

続を行うことができ、また、会社法及びASX上場規則によりその旨要求されている場合はその義務を有す

る。会社法によれば、当行の取締役会は、株主総会において投じることができる議決権のうち５パーセン

ト以上を有する株主によって要求された場合には当行の株主総会を招集し、開催手続を行わなければなら

ない。株主総会において議決権の５パーセント以上を有する株主は、自費で当行の株主総会を招集し、開

催手続を行うこともできる。

当行の株主総会に関する招集通知は、総会の28日前までにこれを行わなくてはならない。また、書面に

よる通知は、株主総会に出席し、議決を行う権利を有するすべての株主に対して発送しなければならな

い。すべての普通株主は、株主総会に出席する権利を有し、当行定款及び会社法に従って当行の株主総会

で議決を行うことができる。

当行の全額払込済普通株式を保有する株主は、株主総会（特別株主総会を含む。）において、挙手投票

の場合においては１個の議決権を、投票による場合においてはその保有する全額払込済普通株式１株につ

き１個の議決権を有する。

 

(ト)  取締役

当行定款の第9.11条（a）に基づき、重大な個人的利害関係に係る事項の開示及びこれに対する投票に

関して会社法を遵守することを条件に、当行の取締役は、

(a)　監査人を除く当行の役職を務めることができる。

(b)　当行が発起した又は当行が何らかの利益を有するその他の企業、会社、信託又は事業体の役職を

務めることができる。

(c)　当行と契約又は約定を締結することができる。

(d)　当行の過去又は現在の従業員又は取締役、若しくはこれらの扶養家族若しくは関係者のための協

会、団体、基金、信託又は組織に参加することができる。

(e)　監査人を除く当行のための専門職（又は専門業務を提供する会社の構成員）として役割を果たす

ことができる。

(f)　取締役会のいかなる会議、決議又は決定にも参加、投票できるとともに定足数の人数として計算

され、取締役会が議事を審議する会議に出席することができる。

当行定款の第9.11条（b）に基づき、取締役は、取締役としての信認関係にかかわらず上記事項を行う

ことができ、これにより

(a)　取締役が利得する直接又は間接的な利益につき当行に対して説明責任を負わず、かつ

(b)　契約又は約定の有効性に影響しない。

ただし、取締役会で審議される議案について重大な個人的利害関係を有する取締役は、会社法に基づ

き、その他の取締役により当該取締役が出席し、投票できることを決議しない限り、又はASICにより当該

取締役の出席及び投票について許可することが宣言されない限り、当該議事が審議されている間当該取締

役会に出席することができず、当該議事に関して投票を行うこともできない。これらの制約は、取締役の

利害関係が、会社法第191条(2)に定められている限られた以下の事項に関する場合には適用されない。
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(a)　取締役が当行の株主であるという理由で発生しており、他の株主と同じようにこれを有する場合

(b)　当行の取締役として支給される取締役の報酬に関連して発生する場合

(c)　当行が締結しようと提案している契約で、株主の承認を必要とし、株主により承認されなかった

場合でも当行に義務を負わせない契約に関係する場合

(d)　単に取締役が保証人である、又は当行からの借入（又は申し入れのあった借入）の全部又は一部

について補償又は担保を提供しているという理由で発生する場合

(e)　単に取締役が上記（d）で言及される保証又は補償に関連して代位権を有するという理由で発生す

る場合

(f)　当行の役員としての職務につき負担する取締役の債務を保証している又は保証する契約に関連す

る場合。ただし、当該契約により、当行あるいは関連企業が保証人とならない場合に限る。

(g)　会社法により許可される一定の補償又は当該補償に関する契約について、当行又は関連企業から

の支払に関連する場合

(h)　関連企業との契約、又は関連企業のために若しくはその代理で締結した契約があり又は契約が提

案されており、単に取締役が当該関連企業の取締役であるという理由で発生する場合

ある特定の議事について、取締役の利害関係の理由により取締役会が定足数に達しない場合は、当該議

事を検討するために株主総会を招集することができ、利害関係のある取締役はかかる取締役会の議決の必

要性により議案について投票する資格を与えられる。

当行定款の第9.7条に基づき、当行の非業務執行取締役に支給される年間報酬総額の上限額は、株主に

より承認されなければならない。当該年間報酬総額は、取締役会が随時決定する方法により各非業務執行

取締役に支給される。取締役が個人的に重要な利害関係を有している事項について、出席及び投票するこ

とは禁止されているが、取締役の報酬は、会社法第191条に規定されるその例外の一つに当たる。

 

(チ)  取締役、秘書役及び従業員に対する補償

当行定款によれば、当行は、法令により禁止されているか無効とされる場合を除き、当行及び当行の各

関連会社（認可を受けた証券取引所に上場している関連会社を除く。）の取締役若しくは会社秘書役又は

これらであった者、当行及び当行の子会社（認可を受けた証券取引所に上場している子会社を除く。）の

従業員又は従業員であった者、並びにオーストラリア金融サービス免許の条件に基づいて当行の完全子会

社の担当マネジャーを務める又は勤めていた個人に対して、（場合によって）取締役、会社秘書役、従業

員又は担当マネジャーとして各人がその職責において負担したすべての債務（法務費用に係る債務を除

く。）、及び上記の者がその職責のために当事者として法的手続（民事、刑事、行政又は調査目的である

かを問わない。）に対して防御又は抵抗するために（あるいはそれ以外で当該手続に関連して）負担した

すべての法務費用を補償する。
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取締役会の報告書に記載の各取締役及び当行の会社秘書役は、上記の補償を受ける権利を有する。

2000年度定時株主総会において株主による承認を得て、当行は、各取締役との間で、当行の定款におい

て定められるのと同一の条件での補償を含む、アクセス及び補償に関する証書（Deed of Access and

Indemnity）を締結した。

当行は、2009年９月、当行定款に定める補償と同一の補償を下記の役職を担う又は担っていた個人に対

して提供する捺印証書を作成した。

・法定役員（当行の取締役を除く。）

・当行の完全子会社の取締役及びその他の法定役員

・当行が捺印証書に記載の条件及び契約上の補償方針に基づき承認した、その他の会社の取締役及び法

定役員

当行の関連法人の従業員の一部、並びに当行及び関連法人の経営陣もまた、現在、2009年９月付けの捺

印証書と同様の条件を有する2004年11月に締結された捺印証書の対象となっている。

さらに、当行定款では、以下の場合を除き、法令で認められる範囲において、その職務につき負担する

法務費用を含むすべての債務について、当行又は関連法人の現在又は過去の取締役又は会社秘書役を被保

険者とする契約の保険料を支払うこと又は支払に合意することが認められている。

・当行が法令により保険料を支払う又は支払に合意することが禁じられている場合

・当行が保険料を支払うことによって契約が法令により無効とされる場合

2009年９月付けの捺印証書に基づき、当行は、当行の取締役及び当行の完全子会社（認可を受けた証券

取引所に上場している完全子会社を除く。）の取締役に対し、取締役・役員向け賠償責任保険を提供する

ことにつき合意した。

当行グループは、2024年９月30日に終了する年度において、当行が上記に定める補償に基づいて支払わ

なければならない金額を特定の場合において賠償する保険を付保した。かかる付保は、当該保険によって

提供される補償の限度を含むがこれに限定されない、当該保険において規定される条件に服している。保

険証券では、支払われる保険料及び被保険債務の内容の開示が禁じられている。

 

(リ)  当行の外部監査人

会社法に従って、当行は、その定時株主総会において、個人、法人又は会社を監査人として任命しなけ

ればならない。当該監査人は、死亡、解任若しくは退任するまで、又は会社法に基づく監査人として行為

できなくなるまで監査人を務める。当行の監査人が不在の場合、当行はこれを補完する個人、法人又は会

社を任命しなければならない。
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(ヌ)  当行の会計

会社法に基づき、当行は、

(a)　正確にその取引内容、財務状態及び業績について記録、説明し、

(b)　真実かつ公正な財務書類を作成及び監査ができる

会計帳簿を作成しなければならない。

当行は、会計年度ごとに財務報告書及び取締役会の報告書を作成することを義務づけられている。財務

報告書には、とりわけ損益計算書、包括利益計算書、貸借対照表、持分変動計算書及びキャッシュ・フ

ロー計算書が含まれなければならない。財務報告書は会計年度ごとに会社法に基づく監査を受け、監査報

告書を取得しなければならない。

当行の会計方針については、第一部　第６　１「財務書類」を参照のこと。

 

２ 【外国為替管理制度】

 

オーストラリアの法律は、オーストラリアの非居住者を当事者とする様々な支払及び取引を管理・規制し、

又はかかる管理・規制を行う権限を与えている。数々の免除、許可及び認可に基づき、オーストラリアから非

居住者への送金又は投資に対する一般的な規制はない。ただし、オーストラリアの外国為替管理は所定の国、

法人及び個人について随時実施されており、現時点では以下のものが含まれる。

(a)　送金又は配当（フランキング前である場合）若しくは利息の支払に係る源泉徴収税

(b)　2011年自主制裁法（コモンウェルス）（Autonomous Sanctions Act 2011 (Cth)）及び2011年自主制

裁に関する規則（Autonomous Sanctions Regulations 2011）に基づきオーストラリア外務貿易省

（ DFAT ） が 課 す 金 融 制 裁 で 、 と り わ け 、 DFAT の 制 裁 に 関 す る ホ ー ム ペ ー ジ

(https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions)に掲載される

ものとして外務大臣が指定する個人又は法人に対して行われ、それらの者の指図によって行われ、又

はそれらの者を代理して行われる送金又は支払に関連する取引に対する制裁

(c)　以下を含むDFATが履行する、国際連合安全保障理事会（国連安保理）の経済制裁

・テロリスト資産凍結体制

1945年国連憲章法（コモンウェルス）（Charter of the United Nations Act 1945 (Cth)）及び

2008年国連憲章（資産取引）規則（Charter of the United Nations (Dealings with Assets)

Regulations 2008）に従って、外務大臣がオーストラリア連邦の官報においてテロリストとして指

定した個人又は法人の資金、金融資産又は経済的資源を利用又は取引することは禁じられている。

かかる個人又は法人に対して資産を利用可能とすることも犯罪行為である。
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・国別の制裁措置

1945年国連憲章法及び関連規則に基づき、国連安保理の経済制裁が導入されている。国連安保理が

指定する国家との関係を有する特定の個人又は法人の資金、金融資産又は経済的資源を利用又は取

引することは禁じられている。また、かかる個人又は法人に対して資産を利用可能とすることも犯

罪行為である。

 

３ 【課税上の取扱い】

 

下記の税務に関する検討は、単なる概要の記述であり、完全な技術的分析又は当行株式の日本の実質保有者

に対するオーストラリア及び日本のすべての税効果を列挙することを意図するものではない。かかる検討は、

現在有効な法律、規則及び決定に基づいており、オーストラリア及び日本の法律の改正の影響を受ける。税務

は複雑な法分野であり、保有者の税効果は、保有者がおかれる特有の状況によっては本解説において詳述され

たものとは異なる可能性がある。その場合、保有者は、当行の株式の保有者であることによる税効果について

自分自身で別途税務上の助言を求めるべきである。

 

(1) オーストラリアの課税

　以下の議論は、資本勘定に株式を保有する株主に対する、普通株式の所有及び処分に関するオーストラリア

の税務上の取扱いについての概要である。かかる議論は、本書の日付現在において施行されている法律及び所

得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのオーストラリア政府と米国政府との間の条約

（Convention between the Government of Australia and the Government of the United States of America

for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on

Income）（「租税条約」）に基づいており、同日以後におけるオーストラリア法の改正及び租税条約の変更に

服する。

　かかる議論は、概要を説明することのみを目的としており、普通株式の保有及び処分に関してオーストラリ

アの税務上の取扱いを受ける可能性のすべてを完全に分析したものではない。各投資家の具体的な税務ポジ

ションにより、その投資家に適用されるオーストラリアの所得税上の取扱いが決定されるため、投資家は普通

株式の保有及び処分の税務上の取扱いに関して各々の税務顧問に相談することが望まれる。

 

(a) 配当に対する課税

オーストラリアの配当金帰属課税制度に基づき、法人段階で支払われるオーストラリアの税金は、当該法人

が株主に対して支払った配当に対する株式帰属方式税額控除（インピュテーション・クレジット（フランキン

グ・クレジットという場合もある。））によって株主に帰属（あるいは配分）される。かかる配当は、「フラ

ンキング済配当（franked dividend）」と称される。
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オーストラリアの居住者である個人株主がフランキング済配当を受領する場合には、当該株主は、その特別

な状況に応じて、その納付すべきオーストラリアの所得税と相殺する可能性があるフランキング・クレジット

を限度として、税額の相殺を受けることができる場合がある。オーストラリアの居住者である株主は、一定の

場合においては、税額の相殺による超過分の還付を受けることができる場合がある。

配当のフランキングの程度は、一般に会社が配当実施時に利用可能なフランキング・クレジットに左右され

る。したがって、株主に支払われる配当は、全部又は一部がフランキングされているか、あるいは全部フラン

キングされていない場合がある。

非居住者である株主に支払われる全額フランキング済配当については、オーストラリアの配当に係る源泉所

得税が免除される。

非居住者である株主に支払われる配当のうち、全額のフランキングが済んでいないものについては、（二重

課税条約により軽減されない限り）フランキングされていない部分につき30パーセントの税率で配当に係る源

泉徴収税が課せられる。租税条約の恩恵を受けることができ、配当を有利に受領することができる米国の居住

者の場合、適用される租税条約に基づき税率は15パーセントまで引き下げられる。ただし、当該株式が、非居

住者がオーストラリアで事業を行ううえでの媒体となっている又は個人的にサービス提供を行っているオース

トラリアの恒久的施設又は非居住者の固定の拠点との間に実質的な関連を有するものでない場合に限る。オー

ストラリアにおいて恒久的施設又は固定の拠点を有する米国の居住者で、支払われる配当がかかる恒久的施設

又は固定の拠点に帰属する場合、配当に係る源泉徴収税が課されることはない。当該配当は純額ベースで課税

され、フランキングが行われる場合、税控除の対象となる可能性がある。

非居住者である株主に支払われる全額フランキング済配当及び配当に係る源泉徴収税が適用されている配当

については、更なるオーストラリアの所得税は課せられない。

株主は、フランキング・クレジットの恩恵を受けることができない可能性がある。こうした規則の適用は、

株式保有期間及び当該株主がその株式保有につき「リスクに晒される」程度等、株主自身の状況に左右され

る。

 

(b) 株式譲渡損益

一般的に、オーストラリア居住の株主が当該株式を処分する際に獲得するキャピタル・ゲインは、キャピタ

ル・ゲイン税の課税の対象となる。しかしながら、株主がトレーダー若しくは投機家とみなされた場合、又は

営利目的で投資業務を行っているとみなされた場合、利益が経常利益として課税される可能性がある。

オーストラリア居住の個人、トラスト又は年金基金が12か月以上保有する株式に係るキャピタル・ゲインに

対しては税率の引き下げが適用される可能性がある。税率の引き下げは、個人又はトラストについては二分の

一、年金基金については三分の一である。会社はキャピタル・ゲイン税の税率引き下げの対象とはならない。

1999年９月21日以前に取得した株式については、異なる基準のキャピタル・ゲイン算定方法が適用され、定数

方式が使用可能である。
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このように算出されたキャピタル・ゲインには、通常の所得税率が適用される。キャピタル・ロスはキャピ

タル・ゲインとのみ相殺することができる。キャピタル・ロスの超過分は、将来のキャピタル・ゲインと相殺

するために繰り越すことができる場合がある。

一般的に、オーストラリアの公開会社の株式を譲渡する、当該株式を資本勘定に保有する非居住者は２つの

例外を除き、オーストラリアの所得税が免除される。主な例外は、以下のとおりである。

・オーストラリアの恒久的施設を介して行われる取引又は事業の一環として保有されている株式。この場合

は、譲渡益に対して通常の税金が課せられる。損失は、キャピタル・ロスをもたらすか、その他控除可能

となる可能性がある。

・株式会社に関して株主及びその関係者が当該会社の株式の10パーセント以上及びオーストラリアの不動産

権で構成される当該会社の資産の50パーセント超を譲渡時に（又は譲渡前24か月のうち少なくとも12か月

間）保有するもの（当行に該当する可能性は低い。）。この場合は、キャピタル・ゲイン税が課せられ

る。

 

(2) 日本の課税

支払われた配当についてオーストラリアの源泉徴収税が課される日本の実質株主は、租税条約第25条第１項

に基づく租税控除を受けることができる。

日本における当行株式に関する日本の課税の詳細については、第一部　第８　２ （4）「配当等に関する課

税上の取扱い」を参照のこと。

 

４ 【法律意見】

 

当行のグループ法務・戦略投資部長カミール・プリチャードより、以下を確認する法律意見が提出されてい

る。

・当行は、オーストラリア連邦法に基づく株式公開会社として適法に設立されかつ有効に存続し、かつ

ニュー・サウス・ウェールズ州において登記されており、有価証券報告書（第八号様式）に記載されている

資産を保有し、その業務を遂行するための完全な権限を有していること。

・有価証券報告書（第八号様式）に記載の当行普通株式について、2024年９月30日現在で、普通株式

3,441,411,361株は、適法に授権され有効に発行済かつ全額払込済であること。

・有価証券報告書（第八号様式）に記載のオーストラリア連邦法及びニュー・サウス・ウェールズ州法に関

する記述は、すべての重要事項につき真実かつ正確なものであること。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

下表は、オーストラリアの会計基準（「AAS」）に準拠して作成された、最近５会計年度に係る主要な経営指

標等の推移を示したものである
1
。

 

９月30日に終了した年度 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年

純業務収益（百万豪ドル）
a 21,588 21,645 19,606 21,222 20,183

税引前利益（百万豪ドル）
a 10,107 10,305 8,469 8,501 4,266

ウエストパック・バンキング・
コーポレーション所有者に帰属する

当期純利益（百万豪ドル）
a

6,990 7,195 5,694 5,458 2,290

株主持分及び非支配株主持分合計

（百万豪ドル）
a 72,052 72,539 70,509 72,092 68,074

発行済かつ全額払込済普通株式数

（百万株）
a 3,441 3,509 3,501 3,669 3,612

純資産額（百万豪ドル）
a 72,052 72,539 70,509 72,092 68,074

資産合計（百万豪ドル）
a 1,077,544 1,029,774 1,014,198 935,877 911,946

普通株式等Tier１資本比率（％） 12.49 12.38 11.29 12.32 11.13

Tier１資本比率（％） 14.82 14.59 13.39 14.65 13.23

規制上の自己資本比率合計（％） 21.38 20.45 18.40 18.86 16.38

１株当たり全額フランキング済普通
株式配当金（豪セント）

151 142 125 118 31

１株当たり全額フランキング済普通
株式中間配当金（豪セント）
（１株当たり全額フランキング済普
通株式配当金に含まれる）

75 70 61 58 -

１株当たり全額フランキング済特別

配当金（豪セント）
b 15 - - - -

基本的普通株式１株当たり利益（豪
セント）

200.9 205.3 159.9 149.4 63.7

希薄化後普通株式１株当たり利益

（豪セント）
c 191.7 195.2 152.4 137.8 63.7

配当性向（％）
d 74.62 69.20 76.79 79.25 48.87

従業員合計

（フルタイム相当）（人）
e 35,240 36,146 37,476 40,143 36,849

 

a　上記の2024年度、2023年度及び2022年度の損益計算書からの抜粋、並びに2024年度及び2023年度の貸借対照表からの抜粋

は、本書の連結財務書類に基づいたものである。上記の2021年度及び2020年度の損益計算書からの抜粋、並びに2022年

度、2021年度及び2020年度の貸借対照表からの抜粋は、以前公表された財務書類に基づいたものである。

b　2024年度上半期に関連する。

c　全額払込済みの発行済普通株式の加重平均株式数が、対価なしに発行される希薄化効果のある潜在的普通株式の転換によ

り調整され、希薄化効果のある潜在的普通株式の配当に関する利益が調整された後の、基本的１株当たり利益に基づき算

出されている。

d　自己株式につき調整されている。

e　フルタイム社員及びパートタイム社員が通常の業務の一環として労働した時間数に基づいて計算されている。例えば、フ

ルタイム相当従業員１人のフルタイム換算は、２週間当たり76時間の有給労働である。
 

 

1　会計上の分類が変更された場合、又は会計方針の変更が遡及的に適用された場合、比較数値が修正再表示され、従前に報

告された実績と異なることがある。
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２ 【沿革】

 

当行は、オーストラリアに一般的な会社法が存在しなかった1850年に、ニュー・サウス・ウェールズ州議会に

より可決された特別法である1850年バンク・オブ・ニュー・サウス・ウェールズ法（ニュー・サウス・ウェール

ズ）（Bank of New South Wales Act, 1850 (NSW)）に基づき法人化された。2002年８月23日には、当行は、会

社法に基づき、株式公開会社として登録された。

会社法の規制を受ける会社となるための手続の一環として、新たな定款が2000年12月15日の定時総会において

株主により採択され、2002年８月23日に運用開始された。その後、当行の定款は、2005年12月15日、2007年12月

13日、2012年12月13日及び2021年12月15日に株主により変更されている。

 

３ 【事業の内容】

 

(ⅰ) 会社の目的

当行の定款には、当行の事業目的が記載されていない。会社法の規制を受ける会社として、当行は、オース

トラリア国内外において独立の法的能力及び権限を有し、また、株式の発行及び消却、社債の発行、株主間で

の財産分配（現物支給又はその他の方法による。）、未払込資本の請求による担保の提供、当行の財産への浮

動担保の設定、並びに法律により許可される範囲におけるその他の行為を行う権限を含め、法人としてのすべ

ての権限を有している。

 

(ⅱ) 事業の内容

(a) 概要

当行は1817年に設立され、オーストラリア及びニュージーランドで銀行業務及びその他の金融サービスを提

供している。

オーストラリア最大規模の企業及び雇用主として、当行は、オーストラリア及びニュージーランドの人々の

社会、環境及び経済的アウトカムを向上させる上で重要な役割を担っていることを自覚している。当行は、13

百万人の顧客にサービスを提供することにより、顧客が安定した経済的未来を築き、変化の時期を乗り切る支

えとなることに専心している。

当行は長年にわたって地域社会に貢献しており、ウエストパック・ライフセーバー・レスキュー・ヘリコプ

ター・サービスとの51年にわたる提携もその一例である。当行は、ウエストパック及びセント・ジョージの各

ファウンデーション及びトラストの設立に携わったことを誇りに思っている。これらの個別の非営利団体は、

人々の生活に有意義な変化をもたらすために、過去10年間で90百万豪ドルを拠出してきた。

当行は、ネットゼロ・気候変動適応銀行を目指して取り組んでいる。当行の2024年度気候変動報告書（2024

Climate Report）には、排出削減、顧客のネットゼロ移行の支援及び前向きな変化の提唱のための取組みにつ

いて詳しく記載している。
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当行は、59億豪ドルの給与、57億豪ドルの株主配当金、35億豪ドルの税金及び課徴金、並びにオーストラリ

ア国内のサプライヤーに対する44億豪ドルの支払を通じて、国の繁栄に貢献していることを誇りに思っている

1
。

当行は、顧客、顧客のニーズ、及び当行の事業目的からインスピレーションを得ながら進化している。当行

の価値観は、より良い未来を創造するための当行の行動の指針となっている。
 

 

1　2024年持続可能性指標・データシート（2024 Sustainability Index and Datasheet）を参照のこと。

 

2024年９月30日現在の市場シェア

 シェア

オーストラリア
a  

個人預金 21％

抵当権付住宅ローン 21％

法人向け貸付 16％

ニュージーランド
b  

消費者向け貸付 18％

預金 17％

法人向け貸付 16％
 

a　APRA銀行業統計、2024年９月

b　RBNZ、2024年９月

 

当行の価値観：

・役に立つこと－素晴らしい顧客満足度を提供することに情熱を注ぐ

・倫理的であること－正しい行動を取ると信頼されている

・変化を牽引すること－より良くし、より良くある意思を持っている

・実行すること－実行する責任を負う

・簡易的であること－簡易的かつ簡単であることを目指す

 

当行の４つの事業セグメント：

・コンシューマー－ウエストパック、セント・ジョージ、バンク・エスエー及びバンク・オブ・メルボルンの

ブランドの下で銀行業務に関する様々な商品を提供し、より多くのオーストラリア人が住宅購入、将来のた

めの貯蓄及び資産管理を行えるよう支援している。

・ビジネス・アンド・ウェルス－オーストラリア全土の中小企業並びに商業及びアグリビジネス顧客のニーズ

に応えている。このセグメントには、個人向け資産管理業務、BTファイナンシャル・グループ並びに当行の

フィジー及びパプアニューギニアにおける事業も含まれる。

・ウエストパック・インスティテューショナル・バンク（「WIB」）－オーストラリア及びニュージーランド

で事業を展開する、又は両国と関係を有する法人、機関投資家及び政府顧客向けに幅広い金融サービスを提

供している。

・ウエストパック・ニュージーランド－ニュージーランドの消費者、企業及び機関投資家向けに銀行業務及び

資産管理サービスを提供している。
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当行の基盤：

・変化をもたらす熱意ある人材

・データに基づくインサイト及び意思決定

・積極的なリスク管理及びリスク文化

・強固なバランスシート

 

当行が創出する価値：

・株主－585,000人を超える株主に対して持続可能な利益を還元する。

・顧客－13百万人の顧客にとってより良い未来を創造する。

・当行の人材－35,000人を超える従業員が潜在能力を発揮できるよう支援する。

・地域社会－より強固で、より包括的な地域社会の創造に投資する。

・環境－2050年までにネットゼロを目指すグローバルな取組みを支援する。

 

(b) 主な変更事項

ウエストパックの主な変更事項－オーストラリア

議長、取締役及び経営陣の変更

2023年12月14日、定時総会終結をもって退任したマクファーレン氏の後任として、スティーブン・グレッグ

氏が取締役会議長に就任した。

2024年９月９日、当行は、CEO兼マネージング・ディレクターを退任するピーター・キング氏の後任とし

て、2024年12月16日付けでアンソニー・ミラー氏がCEO兼マネージング・ディレクターに就任することを発表

した。

独立非業務執行取締役のクリス・リンチ氏は、2023年12月14日の定時総会終結をもって取締役を退任した。

2024年７月15日、アンディー・マグワイア氏が独立非業務執行取締役に就任した。

2024年11月６日、独立非業務執行取締役のノラ・シャインケステル氏は、取締役を退任した。

2024年11月６日、当行は、2024年12月13日付けで独立非業務執行取締役のオーデット・エクセル氏（AO）が

退任することを発表した。

2024年11月５日、当行は、人事担当グループ業務執行役員のクリスティーン・パーカー氏が退任することを

発表した。パーカー氏は、後任者が決定するまで現職に留まる予定である。

 

市場での株式の買戻し

2024年９月30日現在、当行は、過去に発表した25億豪ドル相当の当行株式の市場での買戻しのうち、67.7百

万株の当行株式を平均価格26.78豪ドルで購入し、18億豪ドル相当の買戻しを完了している。買い戻された株

式は、その後消却された。2024年11月４日、当行は、予定する当行株式の買戻しの上限額をさらに最大で10億

豪ドル引き上げ、最大で総額35億豪ドルとすることを発表した。当行は、この買戻しをいつでも変更、保留又

は終了する権利を留保している。
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外部監査人の交代

2024年３月８日、当行は、当行の2024年10月１日に開始する2025会計年度の外部監査人としてKPMGを選任す

ることが望ましいと発表した。この選任は、2024年度定時総会において当行株主の承認を得ることを条件とし

ている。

 

技術の簡素化

2024年３月27日及び2024年11月４日に、当行は、2024年度に開始された技術簡素化作業計画であるUNITEに

関する最新情報を公表した。

 

RAMSの新規受付終了

2024年８月６日、当行は、RAMSファイナンシャル・グループ・ピーティーワイ・リミテッド（「RAMS」）の

戦略的レビューが完了し、RAMSの新規住宅ローン申請の受付を終了する予定であることを発表した。RAMSの既

存顧客に対するサービスは継続され、当該顧客のローンも維持される。

 

監督機関及びリスクに関する変更事項

リスク・ガバナンスの是正、包括的プラン及びCOREプログラムに関する法的強制力のある合意

2023年12月、当行は、当行のリスク・ガバナンスの是正に関して2020年12月にAPRAと締結した法的強制力の

ある合意（「EU」）により義務付けられ、当行のリスク・ガバナンス、説明責任及びカルチャーの強化を支え

る包括的プラン（「IP」）を完了した。独立レビュー担当者（プロモントリー・オーストラリア）は、2024年

４月30日に交付された最終報告書において、当行がIPを成功裏に完了したことを確認した。プロモントリー・

オ ー ス ト ラ リ ア の 最 終 報 告 書 は 、 過 去 の 報 告 書 と と も に 、 当 行 の ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.westpac.com.au/about-westpac/media/core/）において入手可能である。当行は、IPにより実

現された改善の持続可能性及び有効性について、移行段階を通じて引き続き注視している。

 

APRAの最終版健全性基準CPS 230：オペレーショナル・リスクの管理の公表

2023年７月17日、APRAは、2025年７月１日に施行される予定の、健全性基準CPS 230：オペレーショナル・

リスクの管理の最終版を公表した。CPS 230は、当行のオペレーショナル・リスクの管理、重要なサービス・

プロバイダーの管理及び事業継続計画に関する要件を新たに追加し、また強化するものであり、当行は、当該

要件を履行するための作業計画を実施している。オペレーショナル・リスク、及び規制上の要件の不遵守に伴

う影響の詳細については、本書の第一部　第３　３「(ⅰ)リスク要因」に記載されている。
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金融犯罪

当行は、複数年作業計画（AML／CTF、制裁、賄賂及び腐敗防止、米国外国口座税務コンプライアンス法

（「FATCA」）並びに共通報告基準（「CRS」）を含む。）を実施する中で、大規模な継続的作業を通じて、引

き続き当行の金融犯罪リスク管理の改善を進めている。

当該作業を通じて、当行は、取引当初の、より厳格な、及び継続的な顧客デュー・ディリジェンス及びそれ

らに関する記録管理、顧客・支払の審査の改良、取引の監視及び関連プロセスの強化、電子資金振替に関する

指示のプロセスの改善、当行の金融犯罪に関するシステムへのデータ提供の完全性を確保するためのデータの

調整及び確認体制の確立、並びに監督機関への報告（国際的な資金振替に関する指示に関する報告、一定の値

以上の取引の報告、不審事項の報告（「内報（tipping off）」統制等）及びFATCAやCRSに関する報告、並び

にオーストラリア以外の法域における同様の報告を含む。）の改善など複数の領域において、当行の取引監視

プログラムを含むAML／CTFプログラムの強化並びに金融犯罪に関する統制の是正及び改善のための活動を続け

ている。

2024年11月29日、オーストラリア議会は、2024年マネーロンダリング防止及びテロ資金対策改正法案

（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Bill 2024）を可決した。同法案

は、オーストラリアにおける金融犯罪の効果的な抑止、発見及び阻止を引き続き確保するために、AML／CTF制

度を近代化し、全面的に見直すことを目的としている。当行は、同法案が当行のポリシー、手続、システム及

び統制等に与える可能性のある影響について検討している。

金融犯罪への関心の高まりに伴い、不遵守が生じ得るコンプライアンス違反の領域が新たに特定されてお

り、今後も引き続き特定される可能性があり、当行は、当行グループ全体での大規模な継続的作業計画により

監督機関の指摘事項を是正し、その提言を採用するためのものを含め、適宜、AUSTRAC、オーストラリア税務

局（Australian Taxation Office）（「ATO」）及びオーストラリア以外の法域の現地監督機関と連絡を取り

続けている。金融犯罪に関する義務の不遵守に伴う影響の詳細については、本書の第一部　第３　３「(ⅰ)リ

スク要因」に記載されている。

 

詐欺

2024年11月、詐欺防止フレームワーク（「SPF」）を実施するための2024年詐欺防止フレームワーク法案

（Scams Prevention Framework Bill 2024）が議会に提出され、2025年２月３日までに調査及び報告を行うた

めに上院経済立法委員会に付託された。SPFは、オーストラリア国内における詐欺の防止、発見、報告、阻止

及び対応のために指定されたセクター（当初は銀行、電気通信及びデジタル・プラットフォーム・サービス・

プロバイダー）が負う責任の概要を示している。当行は、同法案が当行のポリシー、手続、システム及び統制

等に与える可能性のある影響について検討している。
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新たな気候関連報告基準

オーストラリア会計基準審議会（Australian Accounting Standards Board）により、新たに気候変動に関

する強制的な報告基準が最終決定され、オーストラリア議会により、その遵守を義務付ける法律が可決され

た。当行は、2026年９月30日に終了する会計年度から、これらの新たな要件に従って報告を行う予定である。

2024年４月４日現在、2026年度から当行に適用される予定であった気候関連情報の開示に関する米国証券取

引委員会（「SEC」）の新たな規則は、米国第８巡回区控訴裁判所において当該規則について異議を申し立て

る訴訟の結果が出るまで延期されている。

 

APRAの資本要件

オペレーショナル・リスクに関する資本オーバーレイ

2019年、APRAは、当行のオペレーショナル・リスクに関する資本要件に対し、10億豪ドルの追加的な資本

オーバーレイを適用した。

これらのオーバーレイは、リスク調整後資産（「RWA」）の増加を通じて適用されていた。

2024年７月19日、APRAは、当行のオペレーショナル・リスクに関する合計資本オーバーレイを10億豪ドルか

ら500百万豪ドルに減額する決定を発表した。

500百万豪ドルのオーバーレイの減額が2024年９月30日現在における当行のレベル２普通株式等Tier１

（「CET１」）資本比率に与えた影響は、18ベーシス・ポイントの上昇であった。

 

その他Tier１資本の置換えに関するAPRA協議文書

2024年９月10日、APRAは、「危機対応のためのより効果的な資本枠組み」と題する協議文書（「APRA協議文

書」）を公表し、APRAの健全性に関する規制枠組みの改正案の概要を示すとともに、銀行を対象に、その他

Tier１（「AT１」）資本を段階的に廃止し、より高額のTier２資本及びCET１資本に置き換えるという提案に

対するフィードバックを求めた。APRA協議文書は、AT１資本商品の有効性向上に関するAPRAの2023年９月の協

議文書に続くものである。

2024年12月９日、APRAは、銀行の健全性に関する規制枠組みからAT１資本商品を段階的に削除する案を進め

ることを確認した。これにより現行の1.5パーセントのAT１資本が0.25パーセントのCET１資本及び1.25パーセ

ントのTier２資本に置き換えられ、その結果、CET１最低要件（規制資本バッファーを含む。）が合計10.25

パーセントから10.50パーセント（当行のような国際的に活動する大手銀行に適用される。）に引き上げられ

ることになる。これには、CET１の最低要件を4.5パーセントから6.0パーセントに引き上げることも含まれる

が、かかる引上げは、バーゼル最低基準に沿って最低Tier１資本比率を6.0パーセント、資本保全バッファー

（「CCB」）を最低2.5パーセントに維持するために、CCBのアドバンスド部分である1.25パーセントを撤廃す

ることで相殺される。

かかる変更は2027年１月１日に施行される予定である。また、同日以降、既存のAT１商品は、その初回の繰

上償還予定日までTier２資本として計上されることが認められる。すべての既存のAT１商品（オーストラリア

の銀行により発行されるもの）は、遅くとも2032年までに初回の繰上償還予定日を迎えることとなる。
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APRAは、当該枠組みからのAT１資本商品の削除を実施することに伴う関連健全性基準及び報告基準の具体的

な変更について2025年半ばに正式に協議し、新たな枠組みの施行日である2027年１月１日に先立って、2025年

末までに改定後の健全性基準及び報告基準を最終決定する予定である。

 

ウエストパックの主な変更事項－ニュージーランド

RBNZによる海外銀行支店の見直し

2024年８月21日、RBNZは、海外銀行の支店に関する方針の見直しの一環として決定された内容を実施する、

2023年預金受入業者法（Deposit Takers Act 2023）に基づく支店基準の草案を公表した。この支店基準案で

は、海外銀行の支店はホールセール顧客のみと取引を行うこと、海外銀行の支店の資産合計は150億ニュー

ジーランド・ドルを超えてはならないこと、並びに（当行のニュージーランド支店のように）二重登録された

支店は「大口」の法人及び機関投資家顧客のみと取引を行うことが求められている。「大口」とは、連結年間

取引高が50百万ニュージーランド・ドルを超えるか、資産合計が75百万ニュージーランド・ドルを超えるか、

又は運用資産合計が10億ニュージーランド・ドルを超える（ファンド管理会社の場合に限られる。）の企業を

指すものとすることが提案されている。施行日は2028年７月となる見込みである。

当行のニュージーランド支店は現在、金融市場、貿易金融及び国際決済に関する商品及びサービスを、WNZL

が紹介する顧客に提供している。RBNZの支店基準により、当行のニュージーランド支店の業務内容を変更する

必要が生じる見込みであり、その結果、WNZLも業務範囲を変更することとなる可能性がある。

 

当行の事業に影響を与える全般的な規制変更

サイバー・セキュリティー

2024年11月、オーストラリア議会は、サイバー・セキュリティー法案（Cyber Security Bill）、2024年情

報機関法等改正（サイバー・セキュリティー）法案（Intelligence Services and Other Legislation

Amendment (Cyber Security) Bill 2024）、及び2024年重要インフラ・セキュリティー法等改正（対応及び防

止策の強化）法案（Security of Critical Infrastructure and Other Legislation Amendment (Enhanced

Response and Prevention) Bill 2024）を可決した。これらは、2023年－2030年オーストラリア・サイバー・

セキュリティー戦略で政府が提案した特定の措置を実行するものである。
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監督機関は、サイバー関連のインシデントが注目を集めていることを受けて、サイバー・セキュリティーを

引き続き重視している。APRAは、規制対象会社によるサイバー・セキュリティーの実務慣行の向上を確保する

ことを目指し、健全性基準CPS 234：情報セキュリティーの継続的な遵守の効果的な実施に重点を置いてい

る。APRAは、2024年６月及び８月に２通のレターを規制対象会社に発出し、データのバックアップ、構成管理

におけるセキュリティー、アクセス権限の管理及びセキュリティー・テストを含むサイバー統制の効果的な実

施に関する期待事項を明確にするなど、サイバー・レジリエンスの重要性を強調するために、企業と積極的に

コミュニケーションを行っている。ASICも同様に、規制対象会社のサイバー・セキュリティー向上を重視して

おり、提案されているテスト戦略を通じてサイバー・セキュリティーの向上に重点的に取り組む方針を示して

いる。オーストラリア通信電子局（Australian Signals Directorate）及びオーストラリア・サイバー・セ

キュリティー・センター（Australian Cyber Security Centre）は、組織における情報セキュリティー対策の

強化を支えるため、脅威インテリジェンスや個々の必要性に応じたガイダンスの提供を増やしている。当行

は、サイバー関連の規制、法律及び政策に関し、監督機関及び政府とより幅広い対話を続ける予定である。

当行は、第三者に関するものを含め、サイバー・セキュリティーに関するリスクを軽減し、規制の変更に対

応するためのシステム及びプロセスの強化を続けている。サイバー攻撃を含むオペレーショナル・リスク及び

情報セキュリティー・リスクの詳細については、第一部　第３　３「(ⅰ)リスク要因」に記載されている。

 

人工知能

2024年９月５日、オーストラリア政府は、以下を発表した。

・オーストラリアの組織がAIを安全に、かつ責任を持って使用する上で取るべき方法についてリスクベース

のガードレールを導入する、自主的なAI安全基準

・オーストラリアにおいて高リスクな環境でAIを開発及び展開する際にAIを安全に、かつ責任を持って使用

する方法について義務的なガードレールを導入するための協議（協議のための意見提出は2024年10月４日

に締め切られた。）

当行は、AIにより増幅される可能性のあるリスクを軽減するためのシステム及びプロセスの強化に引き続き

取り組むとともに、協議の一環として意見を提出することなどを通じて、AIに対する規制の策定に向けて業界

及び政府と協力している。AIを含むオペレーショナル・リスク及び情報セキュリティー・リスクの詳細につい

ては、本書の第一部　第３　３「(ⅰ)リスク要因」に記載されている。
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プライバシー法の改正

2024年11月29日、議会は、オーストラリア政府のプライバシー法評価により合意された提言の第１弾を実行

する2024年プライバシー法等改正法案（コモンウェルス）（Privacy and Other Legislation Amendment Bill

2024 (Cth)）を可決した。

第１弾で導入される主な変更点は、以下のとおりである。

・重大なプライバシー侵害に関する新たな法定不法行為責任

・個人に影響を与える自動化された意思決定における個人情報の利用に関する透明性の向上

・個人データの悪意ある開示（いわゆるドキシング）に関する新たな刑事犯罪

・執行権限の強化及びプライバシー侵害の重大性に応じて量定することが可能な新たな民事罰

プライバシー法評価により提案された改革案の多くが延期されており、第２弾の協議のための草案はさらに

後の段階で作成される見込みである。

 

銀行取引準則の改定

2024年６月27日、ASICは、オーストラリア銀行協会（「ABA」）の銀行取引準則（「準則」）の改定版を承

認し、準則を採択している各銀行（当行を含む。）を対象に、2025年２月28日からこれを施行することとし

た。

この強化された準則は、ABA及びASICがステークホルダー、消費者代表及び銀行準則コンプライアンス委員

会（「BCCC」）と協議した結果を反映したもので、既存の規定の改善と、小企業顧客、保証人、脆弱な顧客及

び追加支援を必要とする顧客に対する追加的な保護措置が盛り込まれている。変更点には、以下が含まれる。

・借入限度額を３百万豪ドルから５百万豪ドルに引き上げる形での小企業の定義の拡大。これにより、最大

で10,000社の小企業が新たに準則に基づく保護を受けられるようになる見込みである。

・保証契約の締結前に、借り手の立会いなしに保証人との面談が行われることを確保する新たな義務

・脆弱性のカテゴリーを拡大し、顧客はいつでも脆弱な状況に陥る可能性があることを認識する形での脆弱

性の定義の更新

・故人の財産管理に関する規定の更新

・LGBTQIA+の人々を明示的に含める形での包括性及びアクセシビリティに関する規定の改善、並びに無料支

援サービスを組織し、又はそのようなサービスを顧客に紹介する新たな取組み

 

法的手続

当行の事業体は、当行の事業の遂行に起因する法的手続の当事者となることがある。特定の訴訟（監督機関

による法的手続を含む。）及び集団訴訟については、本書の第一部　第６　１「財務書類」に対する注記25に

記載されている。
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(c) 事業内容の変更

2024年９月30日に終了した会計年度における当行グループの主な事業は、貸付、預金受入、決済サービス、

投資プラットフォーム、リース金融、一般金融、金利リスク管理並びに外国為替サービスを含む金融サービス

の提供であった。

2024年度において、当行グループの主要な事業の内容に大きな変更はなかった。

 

(d) その他情報

当行の事業環境
1

 

 

1　別段の記載がない限り、年次はすべて暦年を指す。

 

オーストラリアの経済成長は低迷

オーストラリアの経済成長は、特に民間部門において、長期にわたりトレンドを下回っている。政府支出

は、労働市場の逼迫や貿易条件の改善とともに、一定程度支えになっている。しかしながら、力強い人口増加

の陰で、１人当たりの成長率は過去数十年間で最も低い水準にある。オーストラリアの経済成長は、2024年の

1.5パーセントから2025年には2.5パーセントに回復すると予測されている。

 

所得への圧迫が家計に影響

実質家計所得は、高金利、生活費の上昇及び増税により負のショックを受けた。これにより悲観的なムード

が生じ、消費は低迷した。影響は不均一で、若年層や低所得層が特に大きな影響を受けた。抵当権付住宅ロー

ンのストレスは、当年度に入って上昇しているものの、依然として低水準にある。インフレ率の低下と減税に

より、一定程度の緩和が生じた。住宅供給が不足し、住宅価格の上昇が続いたことにより、住宅融資の増加率

は、当年度を通じて、年間ベースで４パーセントを下回る最低値から５パーセントを超えるまでに回復した。

2025年のシステム・クレジット増加率は、約５パーセントと予想される。

 

予想を上回る力強い事業成長

オーストラリアの企業は、需要の低下とコスト圧力という厳しい事業条件に対応してきた。収益性は、

COVID-19前の10年間と同等の水準に落ち着いた。小企業は、特に一般消費財セクターの企業を中心として、よ

り厳しい取引環境を経験した。強固な財務状況、高い設備稼働率及び人口増加により、とりわけインフラ、医

療、教育及び技術投資における借入需要が増加した。全体的な事業投資は減速しているものの、2025年には借

入需要は約６パーセント増加すると予想されている。

 

ニュージーランド経済は減速

インフレ圧力に対抗するための大幅な金融引締めにより、ニュージーランド経済は停滞した。経済活動の減

速、失業率の上昇及びインフレ率の低下を受け、ニュージーランド準備銀行は、2024年８月に金利の引下げに

踏み切った。金融状況の緩和により、2025年には経済活動の改善が見込まれる。
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世界経済はソフトランディングへ

主要先進国経済全体でインフレが抑制され、2022年の８パーセント超から2024年半ばには３パーセントを下

回るまでに低下したことで、世界経済の見通しは改善した。その結果、日本を除くＧ７各国の中央銀行は金融

政策を緩和している。中国経済の低迷による下振れリスクは、大規模な景気刺激策の発表により緩和される見

通しである。中国が中期的に取り組む必要のある構造的な課題は存在するものの、その経済活動は短期的には

下支えされることとなる。世界経済の成長率は、2025年には３パーセントを超えると予想される。

当行は、変化、新たなリスク及び機会を特定するために、定期的に当行の事業環境の評価を行っている。こ

れは、現在及び将来の主要なリスクに対する当行の戦略及びアプローチを進化させることに役立っている。以

下は、当行の価値創造能力に短期的、中期的又は長期的に影響を及ぼす可能性のある要因
1
の一部である。当

行の主要なリスク・カテゴリー、緩和戦略及び注力分野については、第一部　第３　３「(ⅱ)リスク管理」に

詳述されている。さらなる情報については、第一部　第３　３「(ⅰ)リスク要因」を参照のこと。
 

 

1　網羅的なものではない。本書の第一部　第３　３「(ⅱ)リスク管理」を参照のこと。

 

脅威の高まり：詐欺及び不正行為の巧妙化

不正行為及び詐欺は、より巧妙な手法で、より幅広い個人や企業を標的として増加している。過去２年間、

当行は、Westpac SaferPayやWestpac Verifyなど、顧客をサポートするための新たな防止策や検知策に100百

万豪ドル超を投資してきた。当行は、防御策をさらに強化し、オーストラリアを詐欺師にとって標的としにく

い国にするために、政府や業界と緊密に協力している。

 

財務安定性のサポート：慎重な貸付及び顧客支援

慎重な貸付慣行及び方針の維持は、当行の財務安定性と収益性を確保する上で極めて重要である。

当行のオーストラリアにおけるカスタマー・アシスト・チーム及びビジネス・アシスト・チームは、47,500

件の財務的困難・災害支援パッケージを提供した。生活費の圧迫、金利の上昇等の要因が、支援の増加につな

がった。当行は、顧客が再び軌道に乗ることができるよう、様々な支援を継続的に提供している。

 

課題への対応：気候変動への取組みに対する期待

気候変動は引き続き世界に重大な影響を与えている。銀行は、移行を支援し、顧客が気候変動により良く適

応できるよう手助けする上で重要な役割を担っている。新たな気候変動関連の報告要件の義務化により、企業

は、そのバリューチェーン全体にわたる気候変動に関するリスク、機会及び排出量の開示を求められることに

なる。当行は、当行の2024年度気候変動報告書に記載されるとおり、気候変動に対応するためのアプローチを

強化している。
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競争を勝ち抜く：戦略的な顧客重視の重要性

現在、多くの外国銀行を含め、100行に近い銀行がオーストラリアで営業している。当行は、４大銀行の１

行であり、200年超にわたって顧客にサービスを提供している。外部環境は変化しており、特に抵当権付住宅

ローンでは競争が激化している。当行は、大手銀行としての利点と規模を活用し、顧客に優れたサービスと利

益を提供するために、テクノロジーと人材に投資している。

 

レピュテーションの保護：より良い結果を得るための強固なリスク管理

監督機関や地域社会からの期待事項に対処し、それらに応えるためには、強固なリスク管理が必要となる。

不適切な行為、顧客満足度の低下、又は詐欺等のリスクへの適切な対応の欠如は、当行の誠実性やステークホ

ルダーからの信頼に影響を与える可能性がある。より良い顧客アウトカムを推進するため、当行は、COREプロ

グラムの包括的プランを通じて、リスク・ガバナンス、説明責任及びリスク文化を強化してきた。

 

４ 【関係会社の状況】

 

ウエストパック・バンキング・コーポレーション（「当銀行」）は、当行各グループ会社の親会社である。当

銀行には、親会社は存在しない。当銀行の主要な子会社の一覧は、第一部　第６　１「財務書類」に対する注記

29に記載されている。

2024年９月30日現在及び同日に終了した年度において、当銀行の特定子会社は、ウエストパック・ニュージー

ランド・リミテッド、ウエストパック・ニュージーランド・グループ・リミテッド及びウエストパック・オー

バーシーズ・ホールディングス・No.２・プロプライアタリー・リミテッドであった。

 

５ 【従業員の状況】

 

９月30日現在の各事業分野のFTE従業員数

FTE数 2024年 2023年 2022年

2023年から
2024年の
増減率(％)

コンシューマー 12,042 12,534 13,189 (4)

ビジネス・アンド・ウェルス 6,851 6,954 7,118 (1)

ウエストパック・インスティテューショナル・バンク 2,870 2,776 2,689 3

ウエストパック・ニュージーランド 5,221 5,288 5,070 (1)

当行グループ事業 8,256 8,594 9,410 (4)

当行グループ合計 35,240 36,146 37,476 (3)
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第３ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

(ⅰ) 経営方針

当行の戦略

当行の成長及びリターンに関する戦略は、当行の事業目的を指針とし、顧客にとってナンバーワンの銀行か

つ生涯を通じたパートナーとなるという意欲を支えている。

４つの柱に支えられたこの戦略は、顧客と強固な関係を築くことにより、ターゲット市場における成長を促

進し、リターンを向上させることに重点を置いている。このことは、ひいては当行の影響力を生かして地域社

会、経済及び環境を支え、前向きな変化やより良い未来を生み出すことにもつながっている。

顧客　顧客は、当行の活動の中心である。当行は、顧客との関係全体を大切にし、パーソナライズされた体

験、提案及び見識の提供等を通じて、顧客のニーズを察知することに尽力している。取引口座及び決済は、当

行の顧客との関係の中核をなしており、当行が早期に、より深いつながりを築くことを可能にしている。

簡便　当行は、銀行取引をより簡便、直感的かつデジタル化されたものにしようと取り組んでいる。ペイ

ン・ポイントを解消し、手作業のプロセスをなくし、銀行取引をより安全にし、ワークフローを自動化するこ

とで、当行は、当行という銀行を簡略化している。当行は、チャネルを超えたシームレスな顧客体験を生み出

すことを目指している。

専門的　当行は、顧客をより良い意思決定へ導くための専門的なソリューション及びツールを提供してい

る。当行の見識を共有することで、顧客における日々の資金管理のみならず、将来設計をも支援している。当

行の人員は、顧客と共に、生活費の管理やネットゼロへの移行等の課題に取り組んでいる。

提唱　当行は、前向きな変化を提唱し、正しいことのために声を上げる。当行は、金融包摂、詐欺を助長す

るソーシャル・メディア・プラットフォームの責任の厳格化、気候変動対策及びより安全なデジタル・サービ

スを、当行の事業、業界及び地域社会全体に向けて提唱している。

 

指標：

・有形自己資本利益率

・市場における地位
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持続可能性

当行の目的及び戦略の柱に沿って、当行の持続可能性に対するアプローチは、主な重要トピックをもとに、

国連の持続可能な開発目標を指針として形成されている。当行の持続可能性戦略に関する詳細情報（2024年持

続可能性指標・データシートを含む。）は、当行のウェブサイトに掲載されている。

グローバル・レポーティング・イニシアチブ（「GRI」）の世界基準に従い、当行は毎年、戦略の指針とな

る、持続可能性に関する最重要トピックを特定し、当行のステークホルダーへの影響が最も大きい分野に重点

的に取り組んでいる。かかる重要トピックのプロセス及び内容についても、当行のウェブサイトに概説されて

いる。

 

成長及びリターンに関する戦略：進展

顧客との関係の強さは、当行の長期的な成功にとって極めて重要である。商品とサービスを強化すること

で、当行は、成長の推進につながる優れた顧客満足度を生み出している。競合他行よりもコストを低下させる

イニシアチブとの組み合わせにより、当行は、戦略の主な指標である市場における地位とROTEの向上を目指し

ている。

 

株主－株主への利益還元の向上

ROTEはわずかに減少したものの、当行の事業は成長し、強固な財政状態が維持された。これは、全額フラン

キング済の普通株式配当金が増額されたことや、５億豪ドルの特別配当金と市場での買戻しによる18億豪ドル

1
の株式の取得からなる23億豪ドルの株主への資本還元があったことに反映されている。

 

 

1　2024年９月30日現在。

 

顧客－顧客との長期的な関係の構築

当行は、デジタル・イノベーションを通じて、顧客満足度と詐欺防止策を強化した。このことは、銀行取引

を顧客にとってより簡単かつ安全でパーソナライズされたものにする一助となっている。日常的な銀行サービ

スを一貫性のあるシンプルなものにしたことは預金の増加につながり、処理時間を短縮したことは当行の住宅

ローンのシェアの安定化につながった。新規の便利な決済手段やマーチャント・テクノロジーにより、当行

は、オーストラリアとニュージーランドで新たな法人顧客を獲得した。法人向け貸付は、システムを上回る

ペースで増加した。

 

人材－優秀な人材が働きたいと思う職場であること

当行の組織の健全性指標（「OHI」）は５ポイント上昇して80となり、世界の上位25パーセントに入った。

当行は、研修やキャリア開発に投資するとともに福利厚生をサポートすることで、有能な人材を惹き付け、維

持している。当行は、安全でインクルーシブな職場環境の醸成に尽力する、インクルーシブな雇用主であると

自負している。
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地域社会－地域社会のリーダーであること

当行の成功は、経済及び地域社会の成功と本質的に結び付いている。当行には、従業員寄付、ボランティア

活動、地域社会に関するイニシアチブ、並びに個別のウエストパック・ファウンデーション、セント・ジョー

ジ・ファウンデーション
1
及びトラスト等を通じて、地域社会を支援してきた実績がある。当行は、社会にお

ける現金の流通の維持に貢献し、人権の向上及び和解・協調の支援に関する当行の目標に向かって前進した。
 

 

1　バンク・エスエー・ファウンデーション及びバンク・オブ・メルボルン・ファウンデーションを含む。

 

環境－ネットゼロへの移行に貢献すること

当行はまた、気候戦略においても進展を遂げ、顧客の移行計画をサポートすることへ焦点を移している。当

行のスコープ１及び２の排出量は、2021年のベースラインから86パーセント削減され、2030年度の目標値が達

成された
1
。当行は、NZBAの枠組みの下、最も排出量の多い９つのセクターにわたる13の目標を設定し、顧客

がより排出量の少ない実務慣行に移行する助けとなるために顧客と関わっている。
 

 

1　詳細については、2024年持続可能性指標・データシートを参照のこと。

 

株主価値の創出

当行は、優れた顧客サービスの提供、強固なバランスシートの維持、及び資本コストを上回る持続可能な利

益還元に重点的に取り組むことで、株主に長期的な価値を提供することに尽力している。

 

主要ハイライト

・年間普通株式配当金は151豪セント

・株主総利回りは58パーセント

・特別配当金は15豪セント

・合計20億豪ドル
1
の自社株買戻しを発表

・当期純利益は70億豪ドル（2023年度比３パーセント減）

・純利鞘は1.93パーセント（2023年度比２ベーシス・ポイント低下）

・平均貸付金に対する減損費用は７ベーシス・ポイント（2023年度比２ベーシス・ポイント低下）
 

 

1　2024年５月に発表された10億豪ドル及び2024年11月に発表された10億豪ドル。
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堅実な業績
1

当行の業績は、当行が事業を成長させ、強固な財政状態を維持しながら、株主への持続可能な利益還元に注

力し続けていることを示している。

当期純利益は、純利鞘の規律ある管理と事業全体における成長を通じて得られた。

引当金考慮前利益は、前年度比で３パーセント減少した。重要項目を除くと、業務収益の１パーセントの増

加を相殺してなお余りある業務費用の７パーセントの増加により、引当金考慮前利益は４パーセント減少し

た。

業務収益は、貸付金の堅調な増加が、純利鞘のわずかな減少により抑制されたことを反映していた。業務費

用の増加は、ソフトウェアの償却費用及びテクノロジー費用の増加、並びにRAMSが新規事業の受付を終了した

ことの影響によるものであった。
 

 

1　特に記載がない限り、すべての数値は2024年９月30日に終了した年度（比較対象の数値は2023年９月30日に終了した年

度）に関するものである。一部の金額、指標及び比率は、オーストラリアの会計基準（「AAS」）では定義されていな

い。非AASベースの指標は、第一部　第３　４「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」で明示され、説明されている。重要項目については、第一部　第３　４「(ⅲ)重要項目の影響」に詳述されている。

 

純利鞘（「NIM」）

NIMの小幅な縮小は、抵当権付住宅ローンに関する競争や、高利回りの預金を好む顧客の傾向を反映してお

り、資本収益及びヘッジ対象預金の増加による利益、並びに財務部門からの寄与の増加を相殺してなお余りあ

るものであった。

 

減損費用及び信用度

減損費用の少なさは、当行の慎重な貸付慣行、並びに個人顧客及び法人顧客の両方の強靱性を反映してい

る。

信用度の指標のわずかな悪化は、個人の実質可処分所得の減少、並びに法人顧客の需要減退及びコスト圧力

の影響によるものであった。当行は、5,096百万豪ドルの適切な信用減損引当金を計上しており、これは当行

のベース・ケースの経済シナリオで予想される損失額を15億豪ドル上回っている。

 

（単位：百万豪ドル）
2024年度
通年

2023年度
通年

2023年から
2024年の
増減率(％)

純業務収益 21,588 21,645 -

業務費用 (10,944) (10,692) 2

引当金考慮前利益 10,644 10,953 (3)

当期純利益 6,990 7,195 (3)
 

 

詳細は、第一部　第３　４の「業績評価」を参照のこと。
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強固な財政状態

当行は、資本、資金調達及び流動性がいずれも規制上の最低要件を上回る、強固な財政状態を維持した。

 

 

 

銀行業務の簡素化

株主に長期的な価値をもたらすため、当行は優れた顧客サービスの提供に重点的に取り組んでいる。
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顧客及び当行の人員にとってのアウトカムの向上

当行は、顧客満足度を向上させるためのイニシアチブを進展させた。当年度のハイライトには、法人向けに

新しく、より柔軟な決済テクノロジーを提供したこと、当行の銀行アプリを改善したこと、オーストラリア初

の顧客向け詐欺防止策を開発したこと等が含まれる。

当行の人員は、当行の成功の鍵であり、当行は、人員の能力開発に投資している。

当行は、ビジネス主導の、テクノロジーを駆使した変革プログラムであるUNITEを始動した。これは、当行

のプロセス及びテクノロジーの簡素化を目指すことで、当行の将来の基盤を築くものである。

進捗状況の詳細については、第一部　第３　１　(ⅰ)の「顧客のための価値創出」及び「人員のための価値

創出」を参照のこと。

 

リスク管理能力の大幅な向上

過去４年間にわたり、当行はリスク文化とリスク管理の向上に関するプログラムを実施した。CORE包括的プ

ランの活動は2023年12月に完了し、2024年５月にはプロモントリーにより、プログラムは完了したと評価され

た。

当行は現在、これまでに実施した改善策を長期的に定着させるための移行段階を完了しつつある。その後、

2024年７月には、APRAは10億豪ドルのオペレーショナル・リスクに関する資本オーバーレイを500百万豪ドル

に減額した。

詳細については、第一部　第３　３「(ⅱ)リスク管理」を参照のこと。

 

株主還元の改善

585,000人の株主にとっての価値を創出するため、当行は、資本コストを上回る持続可能な利益還元を目指

している。

 

株主還元

当期純利益の減少により、ROTEは38ベーシス・ポイント低下して11.0パーセントとなり、普通株式１株当た

り利益は２パーセント減少して201豪セントとなった。

この１年で、当行の株価は50パーセント上昇し、株主総利回り（「TSR」）の58パーセント上昇につながっ

た。S&P ASXオール・オーディナリーズ累積指数は、同期間に22パーセント上昇した。
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普通株式配当金

当年度、株主には52億豪ドルの全額フランキング済普通株式配当金が支払われる。普通株式配当は、１株当

たり９豪セント（６パーセント）の増配となった。

当年度の配当性向は、当期純利益ベースで75パーセント、重要項目を除くと73パーセントとなる。

 

 

 

 

 

1　2024年５月に発表された10億豪ドル及び2024年11月に発表された10億豪ドル。

 

顧客のための価値創出

優れた顧客サービスを提供することは、当行の人員のモチベーションを高め、当行の目的を具現化すること

につながる。

より優れた商品及びサービス、テクノロジー、並びに不正行為及び詐欺の防止を通じて、当行は、顧客が人

生の困難を乗り越えられるようサポートし、顧客が経済的目標を達成できるよう支援している。
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主要ハイライト：

・顧客数13.0百万人

・銀行アプリ第１位
1

・オーストラリア抵当権付住宅ローン市場シェア
2
21パーセント

・消費者ネット・プロモーター・スコア（「NPS」）
3
＋４、大手競合銀行中第３位

 

 

1　フォレスター・デジタル・エクスペリエンス・レビュー：オーストラリアのモバイル・バンキング・アプリ、2024年第３

四半期。

2　APRA銀行業統計、2024年９月。

3　出典：フィフス・ディメンションによる2024年９月の半期レビュー。MFI顧客。

 

ナンバーワン・バンキング・アプリ

当行の銀行アプリは、そのシンプルな設計と豊富な機能により、フォレスターのモバイルアプリ第１位
1
を

含む数々の賞を獲得している。顧客が好むバンキング・チャネルの１つとして、当行は、アプリをよりシンプ

ルかつ安全でパーソナライズされたものにするために、その機能への投資を続けており、これは長期的な顧客

満足度とロイヤルティに直接寄与している。

当行の銀行アプリは、日常的なバンキングや資金管理に欠かせないツールを提供している。百万人を超える

顧客
2
が、予算管理、財務管理及び財務状況の把握のために、ネット・ワース表示やファイナンシャル・ウェ

ルビーイング等の資金管理機能を利用している。セービングス・ファインダーは、顧客の年間のサブスクリプ

ションに関する支出や固定費を自動的に計算する機能であり、節減又は解約できる可能性のある項目を特定す

るのに役立つ。その他の機能には、スマート・サーチや、デビットカード及びクレジットカードを管理するた

めのカード・ハブがある。

顧客は、アプリ内で個人向けバンキングと法人向けバンキングを簡単に切り替え、１か所で財務管理を行う

ことができる。

Westpac SaferPayとWestpac SafeCallは、顧客の詐欺被害防止を助けるための、オーストラリア初の新たな

イノベーションである。デジタルカードのセキュリティーをさらに強化するため、動的CVCが24時間ごとに更

新されることで、不正行為や不正アクセスを減少させている。

第一部　第３　１　(ⅰ)の「顧客保護及び犯罪防止」を参照のこと。
 

 

1　フォレスター・デジタル・エクスペリエンス・レビュー：オーストラリアのモバイル・バンキング・アプリ、2024年第３

四半期。

2　2024年９月30日までの90日間。
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金融リテラシーの育成

当行は、顧客及びより広いコミュニティにおける経済的な自信の醸成をサポートすることに尽力している。

これは、顧客がより効果的に財務を管理することに役立ち、信頼の構築につながり、最終的には当行の事業の

持続的な成長を後押しする。

資金管理機能に加えて、当行では、銀行アプリにポケット・マネー・アンド・チョアーズ機能を導入した。

親又は保護者は、この機能を使って子どもの口座への定期的又は１回限りのポケット・マネーの送金を設定す

ることで、家の手伝いを管理したり、子どもの金銭管理能力を養ったり、貯蓄を促したりすることができる。

これは、子どもにお金の価値や、責任をもってお金を使い、貯蓄する方法を教えることに役立つ。貯蓄預金口

座に関する機能、特に若年層向けデビットカードで利用可能な安全機能の利用も加速した。

当行は、当行のデジタル・バンキングのチャネルに、当行のローンに関連付けられた顧客の財産ポートフォ

リオの概要を提示する、新たなプロパティ・ダッシュボードを導入した。これにより、顧客は財産の評価額や

ホーム・エクイティ等の有益なインサイトを得て、自らの財政状態の把握に役立てることができる。

経済的な自信やウェルビーイングの醸成をさらに支援するため、当行は、顧客、従業員及び地域社会に様々

なリソースを提供している。当行は、ウエストパック・マスター・ユア・マネー及び若年層向けのフィンリッ

ト・プログラムを通じて、インタラクティブなウェビナー、オンライン学習モジュール、記事及びツールを提

供している。

ニュージーランドでは、12,000人超がマネジング・ユア・マネー・ワークショップに参加したほか、国内の

主要商工会議所との提携等を通じて、法人及び企業顧客向けのセミナーも開催された。
 

 

1　フォレスター・デジタル・エクスペリエンス・レビュー：オーストラリア・モバイルバンキング・アプリ、2024年第３四

半期。

2　2024年９月30日までの90日間。
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顧客の声に耳を傾ける

当行は、顧客及び従業員からのフィードバックを積極的に収集し、サービスの向上につなげている。NPSや

苦情から得られるインサイトは、より優れたソリューションの創出、改善効果の測定及び顧客第一の文化の推

進に役立っている。

当行の消費者NPSは＋４、企業NPSは－３に改善した。支店NPSにおける当行のリーダーシップは強化され、

法人向け貸付に関しても前向きな進展が見られたが、より広範な顧客満足度を反映する総合スコアは、当行が

望む水準に達していない。

機関投資家顧客に関しては、当行は、機関投資家に選ばれる銀行となり、そのあらゆる銀行取引のニーズに

応えることを目指している。当行を主要金融機関とする顧客は当年度に２倍を超えて増加し、当行のポジショ

ンも第３位から第２位に上昇した。

 

苦情の解決

苦情は、当行が顧客のために状況を是正し、不便をかけたことに対して謝罪するための、やり直しの機会で

ある。当行は、顧客第一のアプローチを通じて、顧客からの個々の苦情を客観的、公平かつ効果的に、共感の

姿勢を持って解決することを目指している。当行は、銀行員の研修を強化し、対応力を高め、分類及びエスカ

レーションのプロセスを改善することで、苦情対応の方法を改善している。苦情解決までの平均時間は安定し

ており、93パーセントの苦情がエスカレーションを要することなく解決に至っている。

当行のカスタマー・アドボケイトは、苦情処理チームに助言を行い、方針の変更を勧告し、脆弱な顧客をサ

ポートしている。

フィードバックに耳を傾けることは、当行の商品及びサービスの継続的な改善に役立っている。その一例と

して、当行では、カードの再注文を行う顧客のデジタル・エクスペリエンスを改善した結果、関連する苦情が

減少した。
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地域社会におけるプレゼンスの維持

顧客がデジタルを好む傾向がますます強まっている一方で、当行は、オーストラリア全土に626の支店を有

しており、そのうち111店舗は複数のブランドを展開する併設型支店である。当行の顧客は、国内最大の手数

料無料ATMのネットワークを利用できるほか、オーストラリア・ポストのBank@Postサービスとの契約により、

さらに3,400か所の拠点で当行の銀行サービスを利用することができる。

また、当行のバーチャル・バンキング・チームは、安全な通話、ビデオ及びチャットサービスを通じた追加

的なサポートを提供している。オーストラリア全土の地方コミュニティをサポートする上で、当行はまだ課題

を抱えていると認識している。当行は、主要都市以外に住む多くの顧客が直面する特有の課題について理解を

深めるため、顧客や地域社会からのフィードバックに耳を傾けた。その後、当行は少なくとも2027年までは地

方支店を閉鎖しないことを約束し、当行の顧客、人員及び地域社会により確かな安定性を提供している。

 

金融包摂の推進

当行は、障害、傷病又はニューロダイバーシティーを抱える顧客も利用可能な商品及びサービスを提供する

ことに重点的に取り組んでいる。当行の「アクセス及びインクルージョン計画」は、よりインクルーシブかつ

アクセシブルな職場、支店、サービス及び販促資料の構築を含む当行の取組みの指針となっている。当行は、

デジタル・サービスの改善も行っている。

 

女性起業家の支援：当行は、726人を超える女性による起業又は事業の拡大を支援し、より多くの女性主導

の事業をサポートするための500百万豪ドルのコミットメント
1
に基づき274百万豪ドルを拠出した。また、

ニュー・サウス・ウェールズ大学の起業家10Ｘ加速プログラムと提携し、女性が仕事と個人的な責務を両立で

きるよう支援する３つの20,000豪ドルのスカラーシップに資金を提供した。新人研修では、女性経営者が直面

する障壁について当行の人員が理解を深められるよう支援している。
 

 

1　2023年６月以来、2024年９月までに、当行は726人の女性を支援した。女性起業家への貸付に500百万豪ドルが割り当てら

れているものの、スタート・アップのためのビジネス・ローン及びスケール・アップのためのビジネスローンは、性別に

関係なく利用可能である。

 

先住民顧客のサポート：当行は、通訳者が先住民の言語に対応可能な専用の先住民コールセンターを含む複

数のチャネルを通じて、先住民である顧客をサポートしている。また、すべての州及び準州の遠隔地に配置さ

れた現場チームが、地域団体との協力の下、銀行取引のニーズを抱える先住民顧客のエンパワーメントに取り

組んでいる。
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住宅所有を現実的なものに：住宅価格や賃貸供給の問題により、住宅所有はより困難になっている。当行

は、人々が住宅所有に関する目標を早期に実現するための方策を提供しており、当行の貸付担当者は、顧客が

最適なレベルのサポートを選択するのを支援している。看護師及び助産師を含む23の専門職を対象に、レン

ダーズ・モーゲージ・インシュアランスの免除も行っている。13,300人の顧客がその恩恵を受け、4,000人の

顧客が当行のファミリー・セキュリティー保証を利用した。また、ハウジング・オーストラリア住宅保証制度

の対象を当行の全ブランドへと拡大し、顧客の頭金の負担を軽減させるために同制度の下で52億豪ドルの貸付

を行った。

ウエストパック・ニュージーランドは、共有持分や借地権プロジェクト等、様々な公営住宅や手頃な価格の

住宅のオプションを通じてより多くの人々が住宅を確保することを支援するため、支援制度提供者や住宅購入

者への貸付を通じて今後３年間で10億ニュージーランド・ドルを融資することを約束した。

 

 

顧客のサポート

財務上の困難に直面している顧客に対する当行のサポートのあり方には、当行の価値観が真に反映されてい

る。当行は、生活費の上昇、病気、関係性の破綻、事業キャッシュ・フローの減少、自然災害等により、困難

な状況は誰にでも起こりうると理解している。

そのため、当行では、カスタマー・アシスト・チーム及びビジネス・アシスト・チームに400人を超える熟

練した専門家を配置し、返済猶予等、顧客を助けるための幅広いオプションを提供している。この１年で、当

行は、47,500件の財務的困難・災害支援パッケージを提供し、顧客及び企業が再び軌道に乗ることができるよ

う支援した。年度末の時点で、19,000件の口座が依然として財務的困難に陥っていた。

当行はまた、フィードバックに基づき、顧客をサポートする他の方法も見出した。オーストラリア初の取組

みとして、当行は、日用品の購入にアルティテュード・リワードのポイントを使用する柔軟性と裁量権を顧客

に与えた
1
。アプリ内の貯蓄に関する追加的なプロンプトは、193,000人の顧客が平均324豪ドルの合計利息を

追加的に得ることにつながった
2
。ウエストパック・リワードのショップバック・プログラムでは、顧客が

4,000の対象小売店での購入に伴うキャッシュバックにより、24百万豪ドル超を獲得するのを支援した。ウエ

ストパック・リワードは、金融サービス部門の最優秀総合ロイヤルティ・プログラムと評価された
3
。
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当行は、ASICの先住民消費者のための銀行業務向上プロジェクトに参加し、ABSTUDY（先住民就学手当）の

受給者及びプロジェクト対象郵便番号地域の居住者である顧客をサポートした。これには、対象となる顧客に

対し、2019年７月まで遡って口座維持手数料、借入利息及び当座貸越手数料を払い戻すことが含まれた。ま

た、オーストラリア政府給付金の受給者で、コンセッション・カード又はヘルスケア・カードの保有資格のあ

る顧客も当行の基本銀行口座を利用できるよう対象を拡大した。当行の基本銀行口座には、口座維持手数料、

当座貸越手数料及び借入利息は発生しない。
 

 

1　ペイ・ウィズ・ポインツは、アルティテュード・リワード利用規約に基づき、対象となる購入をアルティテュード・リ

ワードのポイントを使って行う方法である。

2　2024年１月から2024年９月まで。

3　ウエストパック・リワードは、2023／2024年アジア太平洋地域ロイヤルティ・アワードにおいて、金融サービス部門の最

優秀総合ロイヤルティ・プログラムを受賞した。

 

融資判断の迅速化

当行は、業務とテクノロジーの最適化により、住宅ローンに関する顧客体験をより効率的なものにした。こ

れにより、住宅ローンの平均審査時間は約５日に短縮され、即日決済が業界トップ水準まで増加した。その結

果、過去２年間でブローカーNPS
1
は41ポイントと大幅に上昇し、顧客感情にも向上が見られた。また、審査を

さらに合理化するため、当行はAIを活用した新たな手法の試験運用も行っている。

 

 

法人向け貸付では、昨年４月の導入以来、10億豪ドル超の申請が当行の簡素化された経路を通じて承認され

ている。これにより、企業が最大で３百万豪ドルを借り入れることや、顧客が事業活動報告書から最新の財務

情報に迅速にアクセスすることが可能となった。法人向け貸付の処理時間は９日であるが、これは、今後数年

間にわたり引き続きプロセス全体のデジタル化を進める中で、さらに短縮される見込みである。
 

 

1　９月24日付け社内ブローカーNPS調査－統合ブランドに関するスポット・ブランドNPS。過去６か月以内に当行グループで

ローンを決済したブローカーに対して回答を依頼（10,459件の依頼を送付し、回答数は1,399件／回答率は13パーセント

であった。）。
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持続可能な未来の構築

よりエネルギー効率が高く、気候変動に強い住宅に対する消費者需要の高まりを受けて、当行は、住宅ロー

ン及び投資家向けローン商品であるサステナブル・アップグレードを売り出し、銀行としては初めてクリー

ン・エネルギー・ファイナンス・コーポレーションの支援を受けた。

このローンは、既存の顧客を対象に、顧客の不動産のエネルギー効率及び自然災害への耐性を高める改修工

事のために、50,000豪ドルを上限とするローンの金利優遇を提供するものである。

 

企業のための効率化推進

小企業は、オーストラリアの全事業の97パーセント
1
を占め、オーストラリア経済に多大な貢献をしてい

る。当行は、顧客が自信を持って事業を立ち上げたり、事業の拡大を目指したりできるよう、運転資本に関す

る様々なソリューションを提供している。顧客のフィードバックに応えて、当行は、専門の銀行保証スペシャ

リスト・チームを新設し、顧客が24時間以内に銀行保証を取得できるようにした。

40年前にオーストラリア初のEFTPOS端末を発売して以来、当行は、企業向けのマーチャント・テクノロジー

の強化を続けてきた。当行の最新の、高速かつ費用対効果の高いマーチャント・ターミナルであるEFTPOS

Flexは、550を超えるPOSシステムと統合されている。当行はEFTPOS Airをより多くの顧客に提供し、企業がス

マートフォンやタブレットを通じて即時の支払を受けることを可能にした。

当行は、企業が定期的な支払をより安全に管理できるよう、リアルタイムで支払契約を管理し、エラーや詐

欺のリスクを低減する取組みを行っている。当行は、商業顧客及び機関投資家顧客がその恩恵を受けられるよ

うにした。小企業及び商業顧客向けに即時の電子健康保健請求サービスを提供するヘルスポイントの買収は、

高齢化に伴うヘルスケア分野の成長を踏まえたものである。

大企業における従業員の支出をより簡単かつ安全にするため、出張する従業員に新たなダイナミック・バー

チャル・カードを発行することが可能となった。これにより、物理的なカードや現金の支給が不要になるとと

もに、支出の管理と透明化を実現することができる。

当行は、機関投資家向け銀行業務を再びナンバーワンにするという目標に向けて、新規及び既存の顧客によ

り充実したサポートを提供できるよう銀行員を増員した。当行の金融市場フランチャイズは引き続き好調で、

債券市場でトップの地位
2
、豪ドル建債券のリーグ・テーブルで第１位

3
を維持している。また、オーストラリ

ア債務管理庁（Australian Office of Financial Management）（「AOFM」）による初のグリーン・ボンドの

発行では、共同主幹事を務めた。詳細については、第一部　第３　２の「影響に対する協力」を参照のこと。
 

 

1　出典：オーストラリア統計局（Australian Bureau of Statistics）。従業員20名未満の企業が小企業と定義されてい

る。

2　債券及び準政府債市場シェア第１位、投資適格社債市場シェア第１位、金利スワップ市場シェア第１位、OIS市場シェア

第１位、資産担保証券市場シェア第１位－2023年ピーター・リー・アソシエイツ債券調査の全銀行を対象としたランキン

グ。

3　ブルームバーグ・オーストラリア債券リーグ・テーブル（自己主導の発行を除く。）。2024年９月27日までの年初来の実

績。
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金銭的虐待の撲滅

当行は金銭的虐待に反対する姿勢を取っており、当行のスペシャリスト・チームは、ドメスティック及び

ファミリー・バイオレンス、金銭的虐待、問題のあるギャンブル等、脆弱性を抱える顧客を支えるための訓練

を受けている。当行は引き続き、商品設計に「設計による安全」の原則を組み込み、新たに1,200人の従業員

を対象に、顧客の安全に関する研修を行った。詳細については、第一部　第３　１　(ⅰ)の「人権の尊重と推

進」を参照のこと。

 

当行は、以下を取り入れることで保護対策を強化した。

・教育及び意識向上：当行は、リーガル・エイド・ニュー・サウス・ウェールズ及びアワーウォッチと提携

し、金銭的虐待、高齢者に対する金銭的虐待及びギャンブルに関する当行ウェブサイト上での教育を強化し

た。

・ギャンブルのブロック：顧客は、当行のモバイル又はオンライン・バンキングを通じて、特定のギャンブル

関連取引の即時ブロックを適用することができる。

・ペアレンタル・コントロール及び子供への教育：若年層が安全な金銭管理の方法を学ぶのを支援すると同時

に、保護者に銀行取引の「セーフティネット」となる機会を提供するため、当行のチョイス・ユース普通口

座及びバンプ・セービングス口座に、14歳未満を対象とするプッシュ通知機能、オンライン決済の制限及び

１日当たり50豪ドルの支払限度額を追加した。

・代理人指定口座のモニタリング：大多数の代理人は口座保有者の最善の利益のために行動しているものの、

残念ながら、これはすべての代理人には当てはまらない。当行は、対象口座からの異常な取引を検知するた

めの取引モニタリングのレイヤーを追加した。これにより、当行のスペシャリスト・チームが介入し、顧客

とその代理人の権利義務に関してサポートを行うことが可能となる。

・貯蓄預金、取引、個人向け貸付及びクレジットカード商品に関する最新の利用規約では、金銭的虐待のため

に商品を不正に利用することを一切容認しないという当行の方針を顧客に対して明示している。
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顧客保護及び犯罪防止

当行は、不正行為、詐欺、サイバー脅威及び金融犯罪から顧客を守る上で重要な役割を担っている。当行

は、過去２年間で詐欺防止に関するイニシアチブに100百万豪ドル超を投資し、これは当年度に顧客からの詐

欺被害の報告件数が29パーセント減少したことにつながった。

当行の不正検知システムは、人工知能（「AI」）と人の知能を組み合わせることで１日当たり約30百万件の

銀行取引をスクリーニングし、異常なアクティビティーを検知して、毎日24時間体制で顧客に警告を発してい

る。当行は、報告された詐欺・不正口座への支払を阻止するとともに、フィッシングサイトや顧客を標的とし

た脅威を検知し、排除することに24時間体制で取り組んでいる。

 

 

顧客の意識向上

顧客を守る取組みを強化する中で、当行は、顧客に対して常に最新の情報や、自らを守るための備えを提供

することに重点を置いている。当行のサイバー・レスポンス・プレイブックは、最新の詐欺に関する情報や動

画を提供している。当行の銀行アプリには、セキュリティー・ウェルビーイング・チェック、ウエストパッ

ク・プロテクトSMSコード、生体認証等の高度なセキュリティー機能が搭載されている。当行は、新たな詐欺

に関するデジタル及びソーシャル・アラートを発信し、スキャム・スポット動画シリーズを通じて意識向上を

図り、詐欺啓蒙週間にも積極的に参加している。

 

被害に遭った顧客のサポート

不正行為や詐欺は、顧客や企業に深刻な影響を及ぼすおそれがある。当行のオンライン・バンキング・セ

キュリティー保証
1
及び不正行為返金保証

1
は、特定の状況において安心を提供している。当行は詐欺犯に送金

された金銭の回収に全力を尽くしているものの、残念ながら回収ができないケースもある。当行は、被害に

遭った顧客と緊密に連携し、オーストラリア及びニュージーランドの全国的な個人情報及びサイバー・サポー

ト・サービスであるIDCAREとの提携による無料サポートや、オンライン・プロテクションの強化のためのマカ

フィー無料トライアルを提供している。
 

 

1　オンライン・バンキング利用規約（Online Banking Terms and Conditions）及び関連するカード利用規約（Card Terms

and Conditions）を参照のこと。
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変化の提唱

詐欺や不正行為を撲滅するには、複数のステークホルダーによる一体的なアプローチが必要である。当行

は、オーストラリアを詐欺師にとってより標的としにくい国にするために、業界、監督機関、政府及び法執行

機関と連携し、脅威を特定している。また、詐欺の多くがソーシャル・メディア・プラットフォーム上で発生

しているとの認識の下、より厳格な規制を通じて、これらのプラットフォームの運営者に説明責任を課すこと

を提唱している。

 

人員のための価値創出

当行の成功の鍵は、当行の人員にある。当行は、人員のキャリアや、力強いリーダーシップと成長の機会を

備えたインクルーシブかつ多様な職場環境の構築のために投資している。

 

主要ハイライト：

・組織の健全性指標は80

・給与支払額は59億豪ドル

・上級指導職
1
の49パーセントが女性

・従業員
2
数35,240人

・3,000人に上る指導職がリーダー・フォーラムに参加

・11,200人が従業員アドボカシー・グループに参加

・138人の新卒者が当行に入行
 

 

1　上級指導職には、経営陣、ゼネラル・マネジャー及びその直属の部下（事務的又は補助的な役職を除く。）が含まれる。

2　2024年９月30日現在のフルタイム相当従業員数。

 

文化的変化の定着

当行は、当行の文化とリスク管理方法の改善において大きな進展を遂げた。この進展は、当行のCOREプログ

ラムの最終独立報告書の内容と、年次従業員調査であるVoice+における良好なエンゲージメント結果の両方に

反映されている。

当行の指導職は、ロール・モデルとして、前向きな変化を定着させる上で引き続き重要な役割を担ってい

る。当行の上級指導職は、以下を重視した行動を奨励している。

・一貫した、質の高い顧客体験

・優れたパフォーマンス

・自信を持ってリスクを管理すること

リーダー・フォーラムでは、業務執行役員が約3,000人の指導職と関わり、良好な顧客アウトカム及びリス

ク・アウトカムを推進するための実務的な方法について見解を共有した。第３期目のゼネラル・マネジャーら

がホライズン・リーダーシップ・プログラムを修了し、当行は、より広範なリーダーシップ・グループを対象

としたベター・リーダーズ・プログラムを開始した。
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当行では、定期的な「スキル・ブースト」学習モジュールを通じて、望ましいリスク行動を強化している。

また、200人の有志の文化擁護者（カルチャー・チャンピオン）が社内アンバサダーとなり、同僚に対して積

極的なリスク及び顧客重視の文化を推進している。

当行の業績管理の枠組みは、従業員が何を期待されているかを理解することを確保するものである。また、

この枠組みは、明確な目標設定と定期的なフィードバックを通じて従業員のモチベーションを高めている。す

べての従業員にはリスク目標が設定されており、優れたリスク・アウトカムを達成した621人の従業員に追加

の変動報酬が支払われた。また、当行の表彰プラットフォームを通じて、個人やチームが同僚や指導職によっ

て表彰され、積極的なリスク管理やリスク行動を表彰するアクションは115,000件近くに上った。

Voice+従業員調査は、従業員エンゲージメントの全体像を提供するものであり、OHIのグローバル・ベンチ

マーク測定を含んでいる。当年度の調査結果では、80（＋５）という大幅な改善が見られ、当行は世界の上位

25パーセントに入った。

また、リスク文化の改善も示された。これらの結果は、当行の組織戦略の方向性や、年間を通じて実施され

た顧客、文化及び従業員に関するイニシアチブがもたらしたポジティブな影響を反映している。

 

将来のためのスキル構築

当行の人員に、現在と将来の両方に必要なスキルや能力を備えさせることは、当行の学習及び人材戦略の中

心である。当行は、データ、デジタル及びAI等の重要なスキル領域における当行の組織としてのスキル・アッ

プに重点的に取り組んでいる。

2,300人の従業員が新たにデータ及びデジタル能力プログラムを修了し、過去２年間に外部の認定バッジを

取得した従業員の総数は6,200人を超えた。参加者の98パーセントが、このプログラムによって今後３年間で

役立つであろうスキル、知識及びツールを習得できたと報告している。

当行のスキル・ベースの戦略は、当行が労働力需要を満たすために必要なスキルを定義し、関係管理、持続

可能性、サイバー・セキュリティー及びデータ管理等の重要な領域における具体的な道筋を特定するのに役

立っている。すべての従業員は、サイバー意識、データ保護及びサイバー脅威に関する必須の研修を修了して

いる。また、生成AIに関する新たな学習モジュールが、当行の人員が新興テクノロジーについて学び、自信を

得るのに役立っている。

 

キャリアへの投資

当行は、キャリアをサポートし、顧客サービスを向上させるために、当行の人員に対して将来においても通

用するスキルを備えさせる取組みを行っている。ホールセール及び機関投資家向け銀行業務に従事する1,155

人の従業員を対象に、気候移行計画、サステナブル・ファイナンス及びサステナビリティ報告に関するオンラ

インのサステナビリティ研修を実施した。
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人員の確保と評価

当行は、当行の人員が成長し、自らの仕事にベストを尽くす意欲を持ち、キャリア・アップの機会を得られ

るようにすることで、人員にとってより良い未来を作ることに尽力している。当行の刷新されたエンプロイ

ヤー・ブランド「変化をもたらす熱意ある人材」は、当行を働きやすい職場として位置づけている。

当行は、業界で認められた
1
新卒者向けプログラムを通じて、138人の優秀な人材を獲得したことを誇りに

思っている。そのうち40パーセント超が、STEM分野の学位を取得している。当年度の採用者には当行の多様性

及びインクルージョンに関する取組みが反映されており、新卒採用者の57パーセントが女性である。

当行は、引き続きエンジニアリング及びデータの専門家を雇用することに投資しており、350人を超えるエ

ンジニアと130人を超えるデータ・スペシャリストを組織に迎え入れている。当行の受賞歴のある
2
モブ・テッ

ク・プログラムは、ファースト・ネーションの人々がクラウド・コンピューティング、セキュリティー、デー

タ分析及びウェブ開発の包括的なトレーニングを受けるための代替的な道筋を提供している。このプログラム

は非常に成功しており、パイロット・グループの28名の参加者全員が、当行におけるテクノロジー関連の継続

的な職務へ移行している。

当行は、当行の人員がキャリアや学習に関する目標を達成できるようにするための投資を続けている。キャ

リア・プランニングのリソースを拡充し、現在では11,600人に対して次なる役職の候補や成功への道筋に関す

るガイダンスを提供している。また、384人の常勤のフルタイム及びパートタイム従業員が、学習休暇及び卒

業休暇のオプションを利用している。採用方針の更新により、社内の昇進機会の可視性が28パーセント増加

し、優秀な人材の定着やキャリア・アップにつながった。
 

 

1　2024年オーストラリアHRアワード－最優秀新卒者向け開発プログラム。

2　2024年ウィメン・イン・バンキング・アンド・ファイナンス・アワード－インクルーシブ・ワークプレイス・オブ・ザ・

イヤー受賞。

 

従業員のウェルビーイングの推進

柔軟、安全かつ健康的な職場環境の醸成は、当行の人材戦略の中核をなしている。当行は、従業員の職場体

験を向上させ、健全なメンタルヘルスの維持を支えることが、誰もが成長できる環境を創出する上で不可欠で

あると理解している。

当行の首席メンタルヘルス担当役員は、予防、早期介入及びコネクテッド・ケアに重点を置き、当行の人材

のメンタルヘルスをサポートする戦略を主導している。当行は従業員のウェルビーイングを推進するため、職

場評価を実施し、対象を絞ったリソース、サポート及び教育を提供している。

当年度、当行はウェルビーイングに影響を与えうる要因に関する包括的なレビューを完了した。これによ

り、当行の人員のメンタルヘルス及びウェルビーイング、並びに職場におけるより広範な経験をサポートする

ための、カスタマイズされたソリューションを提供することが可能となった。それが首尾よく実施されること

を確保するため、当行は、心理学者や安全のスペシャリストの知識を活用した。
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従業員は、私生活と仕事の両方に関するサポートのために、24時間体制の秘密厳守のカウンセリング・サ

ポートやその他のリソースを利用することができる。当行の柔軟な職場環境、幅広い休暇のオプション、銀行

取引に関する福利厚生及び民間医療割引も、従業員のウェルビーイングをさらに支えている。例えば、当行で

は、育児休暇（流産を経験した人員へのサポートを含む。）、文化、ウェルビーイング及びライフスタイル休

暇、上限なしのドメスティック及びファミリー・バイオレンス被害者支援休暇、ジェンダー肯定休暇、ソー

リー・ビジネス休暇等を提供している。

 

女性のエンパワーメント

EmPOWERUPテック・リターンシップ・プログラムは、女性がテクノロジー分野でのキャリアを再開させるた

めの道筋を提供している。当行は、37人の有能な女性を当行に迎え入れ、最初の24週間にわたって幅広いサ

ポートと研修を提供した。1,000人を超える応募者があったこのプログラムは、当行の女性人材のパイプライ

ンを強化し続けている。EmPOWERUPは、個人の成長、柔軟な働き方及びネットワーキングの機会を促進しなが

ら、多様な視点とスキルで当行の職場を豊かにしている。

 

 

多様性、公平性及びインクルージョンの強化

当行は、バックグラウンド、ジェンダー又はアイデンティティに関わらず、すべての人にとって安全でイン

クルーシブな職場づくりに尽力する、インクルーシブな雇用主であると自負している。当行は、当行の人員

に、職場において評価され、尊重され、安心して自分らしく過ごせると感じてほしいと望んでいる。当行には

10の従業員アドボカシー・グループがあり、従業員が関心を抱いているテーマに関し、11,200人を超える人員

を結び付けている。

いかなる形態の差別及びハラスメントも一切許容しないという当行のアプローチは、当行の行動規範並びに

差別、いじめ及びハラスメントに関する方針によって補強されている。当行の取組みは、指導職及び従業員に

対する研修、専用の報告チャネル、調査、並びに支援プロセスによって支えられている。当年度には、5,000

人を超える従業員が、不適切な行動に対して声を上げることを奨励するアップスタンダー・イニシアチブに参

加した。
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当行の業界で認められた
1
プログラム及びイニシアチブには、毎年のインクルージョン及び多様性調査で収

集された当行の人員の意見が反映されている。以下はその一例である。

 

周縁化されたグループをサポートするための学習及び能力開発　当行は、多様な意見、経験及

びバックグラウンドを持つ人々をサポートするために必要なツール及び能力を指導職に備えさ

せるための必須の研修を導入した。
 

文化の多様性を優先し、文化的に多様な指導職を増やすこと　アジア・リーダーシップ・プロ

ジェクト及びジョン・ユー博士のフェローシップとの提携により、将来の指導職にネットワー

キング、メンターシップ及びキャリア開発の機会を提供している。
 

ファースト・ネーションズの人々の有意義なキャリア構築を支援すること　当行は、協調行動

計画（Reconciliation Action Plan）（「RAP」）に記載されるとおり、ファースト・ネー

ションズの人々が有意義なキャリアを築けるよう支援することに尽力している。当年度には、

ファースト・ネーションズの人々の比率を1.08パーセントに上昇させており、来年度にはこれ

を1.5パーセントまで引き上げることを目指している。詳細については、第一部　第３　１　

(ⅰ)の「地域社会のための価値創出」を参照のこと。
 

障害を持つ候補者にインクルーシブなキャリア機会を提供すること　当行は、オーストラリア

で初めて障害者雇用に積極的なリクルーターとして認定を受けた金融機関として、ニューロダ

イバーシティーを持つ候補者を含む障害のある人々に対して、公平な採用プロセスを確保して

いる。また、当行はまた、当行初の取組みとして、障害のある女性の地位向上を目指すプログ

ラムを立ち上げるため、ピープル・ウィズ・ディサビリティ・オーストラリアと提携した。
 

女性のキャリア・アップをサポートするための行動　当行は、40：40ビジョンを支持してお

り、上級指導職
a
の49パーセントが女性であることを誇りに思っている。イルミネイト・プロ

グラムでは、ゼネラル・マネジャーのスポンサーシップを通じて、オーストラリア、フィ

ジー、パプアニューギニア、シンガポール及びニュージーランドの82人の意欲ある女性指導職

をサポートしている。また、銀行として初めて、多様な文化的背景を持つ女性指導職のキャリ

ア・アップを支援するダイバーシティー・カウンシル・オーストラリアのRISEプロジェクトに

参画している。当行のEmPOWERUPプログラムでは、長期休暇後の女性がキャリアを再開するた

めの道筋を作っている（第一部　第３　１　(ⅰ)の「女性のエンパワーメント」を参照のこ

と。）。
 

当行は、人員に対して公正かつ公平な報酬を支払うよう尽力している。しかしながら、当行は

まだ課題を抱えていると認識している。男女平等雇用機関に報告したとおり、当行の中央値男

女格差は29.3パーセントである。かかる格差、及び主要な役職における女性の比率を高めるた

めの当行の戦略の詳細については、当行のウェブサイトの男女賃金声明（Gender Pay

Statement）を参照のこと。
 

a　上級指導職には、経営陣、ゼネラル・マネジャー及びその直属の部下（事務的又は補助的な役職を除く。）が含まれる。

 

詳細は、2024年持続可能性指標・データシートに記載されている。
 

 

1　当行の多様性、インクルージョン及び公平性に関する慣行に対する国際的な評価には、エクイリープの2024年の報告書、

オーストラリアの職場における平等指標（「AWEI」）、オーストラリア障害者ネットワークINDEX、及びオーストラリア

国防軍予備役雇用者支援アワードが含まれる。
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地域社会のための価値創出

当行は、オーストラリアの人々にとってより良い未来を築く人々、地域団体及び社会的企業へのサポートを

通じて有意義な影響を生み出すことを決意している。

 

主要ハイライト：

・企業寄付は銀行第１位
1

・当行従業員によるボランティア活動時間は73,000時間

・地域社会への投資は177百万豪ドル
2

・多様なサプライヤーに対する支出は37.9百万豪ドル
3

 

 

1　当行は、2024年にオーストラリア版フォーブス誌により企業寄付第１位の銀行に選出された。

2　かかる金額には、商業スポンサーシップ及び放棄された手数料収入が含まれる。

3　定義については、2024年持続可能性指標・データシートを参照のこと。

 

社会貢献は当行のDNAに組み込まれている

オーストラリア最大規模の組織として、当行は、重要な変化をもたらすための投資により地域社会をサポー

トしてきた実績がある。1879年に最初の慈善事業を設立して以来、当行は、当行の従業員寄付プログラム、ウ

エストパック・ファウンデーション、セント・ジョージ・ファウンデーション及びウエストパック・スカラー

ズ・トラスト
1
を通じて、オーストラリア企業の中でも特に有力な地域貢献プログラムを築いてきた

2
。

当行の人員は、自らが関心を抱いているテーマに対するサポートに時間と労力を注いでいる。当年度、当行

の人員は、地域社会にポジティブな変化と価値をもたらすために、73,000時間を超えるボランティア活動を

行った。また、当行の人員は、コミュニティ・アンバサダー、ウエストパック取締役会オブザーバー及びジャ

ウン・プログラム等のプログラムに参加した。

当行は、従業員寄付イニシアチブを再活性化し、従業員参加率を16パーセント上昇させた。当行の人員は、

非営利団体に2.4百万豪ドル超を寄付し、当行も同額を寄付した。

当行の2024年ファウンデーション・インパクト・レポート（2024 Foundations Impact Report）を参照のこ

と。
 

 

1　当行は、2024年にオーストラリア版フォーブス誌により企業寄付第１位の銀行に選出された。

2　当行グループは、ウエストパック・コミュニティ・トラスト、ウエストパック・バックランド・ファンド（ウエストパッ

ク・ファウンデーションとして知られている。）、ウエストパック・スカラーズ・トラスト及びセント・ジョージ・ファ

ウンデーション・トラスト（セント・ジョージ・ファウンデーション、バンク・エスエー・ファウンデーション及びバン

ク・オブ・メルボルン・ファウンデーションとして知られている。）にサポートを提供している。これらの財団の設立に

は当行が関与したものの、各財団は、当行グループとは別個の非営利団体である。セント・ジョージ・ファウンデーショ

ン・トラストの受託者（セント・ジョージ・ファウンデーション・リミテッド）は、当行の関連法人である。
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地域社会との強固な提携

ウエストパック・ライフセーバー・レスキュー・ヘリコプター・サービスとの51年にわたる提携により、こ

れまでに捜索、救助及び病院への緊急搬送を含む、100,000件を超えるコミュニティ・ミッションが実施され

た。当行はまた、地方の重病の子どもが都市部で生命維持に必要な医療サービスを受けられるよう、無料送迎

サービスを提供する子ども向け慈善事業であるリトル・ウィングスも支援している。当行のラグビー・リー

グ・プログラムでは、ナショナル・ラグビー・リーグ及び女子ナショナル・ラグビー・リーグの両大会を支援

し、奨励しており、これには若い女性の進路及び育成に関するプログラムも含まれている。当行はまた、

ニュー・サウス・ウェールズ州及びクイーンズランド州の男子及び女子州選抜チームの主要スポンサーを務め

ている。

 

ウエストパック・ファウンデーション
1

雇用創出と社会的企業への投資を通じて、より強固かつインクルーシブなオーストラリアの構築を支援。

当年度、ウエストパック・ファウンデーションは、45の社会的企業パートナーに2.8百万豪ドルを授与し

た。また、2015年以来、雇用に関する障壁に直面しているオーストラリア人に対してパートナー企業が10,141

件の雇用を創出することを支援し、2030年までに10,000件の雇用創出という目標を上回る重要なマイルストー

ンを達成した。
 

 

1　当行グループは、ウエストパック・コミュニティ・トラスト、ウエストパック・バックランド・ファンド（ウエストパッ

ク・ファウンデーションとして知られている。）、ウエストパック・スカラーズ・トラスト及びセント・ジョージ・ファ

ウンデーション・トラスト（セント・ジョージ・ファウンデーション、バンク・エスエー・ファウンデーション及びバン

ク・オブ・メルボルン・ファウンデーションとして知られている。）にサポートを提供している。これらの財団の設立に

は当行が関与したものの、各財団は、当行グループとは別個の非営利団体である。セント・ジョージ・ファウンデーショ

ン・トラストの受託者（セント・ジョージ・ファウンデーション・リミテッド）は、当行の関連法人である。

 

ウエストパック・スカラーズ・トラスト
1

より持続可能な、インクルーシブな、又は世界とつながった国にすることに重点的に取り組むオーストラリ

アの次世代リーダーへの投資。

毎年100人に対するスカラーシップを通じて、ウエストパック・スカラーズ・トラストは、大学生、研究者

及び社会起業家をサポートしている。当年度、同トラストは、多様かつ有意義な活動に取り組む100人の奨学

生に4.9百万豪ドルを提供し、2015年以来、提供した総額は45百万豪ドルを超え、受給者は824人に上ってい

る。
 

 

1　当行グループは、ウエストパック・コミュニティ・トラスト、ウエストパック・バックランド・ファンド（ウエストパッ

ク・ファウンデーションとして知られている。）、ウエストパック・スカラーズ・トラスト及びセント・ジョージ・ファ

ウンデーション・トラスト（セント・ジョージ・ファウンデーション、バンク・エスエー・ファウンデーション及びバン

ク・オブ・メルボルン・ファウンデーションとして知られている。）にサポートを提供している。これらの財団の設立に

は当行が関与したものの、各財団は、当行グループとは別個の非営利団体である。セント・ジョージ・ファウンデーショ

ン・トラストの受託者（セント・ジョージ・ファウンデーション・リミテッド）は、当行の関連法人である。
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セント・ジョージ・ファウンデーション
1

地域の小規模な慈善事業に投資し、子どもや若者に教育及びウェルビーイングに関するイニシアチブへのア

クセスを提供。

オーストラリア全土の51の慈善事業に３百万豪ドル超を提供し、若者の人生に実質的な変化をもたらすイニ

シアチブをサポートしている。
 

 

1　当行グループは、ウエストパック・コミュニティ・トラスト、ウエストパック・バックランド・ファンド（ウエストパッ

ク・ファウンデーションとして知られている。）、ウエストパック・スカラーズ・トラスト及びセント・ジョージ・ファ

ウンデーション・トラスト（セント・ジョージ・ファウンデーション、バンク・エスエー・ファウンデーション及びバン

ク・オブ・メルボルン・ファウンデーションとして知られている。）にサポートを提供している。これらの財団の設立に

は当行が関与したものの、各財団は、当行グループとは別個の非営利団体である。セント・ジョージ・ファウンデーショ

ン・トラストの受託者（セント・ジョージ・ファウンデーション・リミテッド）は、当行の関連法人である。

 

テ・ワイウ・オ・アオテアロア・トラスト
1

一般企業、銀行及び金融業界におけるマオリ族の教育及び進出への投資。

毎年、アオテアロア全土のマオリ族の受給者を対象に、高等教育の学費の補助として、１人当たり5,000豪

ドルの奨学金が提供されている。

当行グループがサポートするファウンデーション及びトラストは、2024年度、200人を超える新規及び継続

的助成金パートナー及び受給者に対して11百万豪ドルを提供した。
 

 

1　ウエストパック・ニュージーランドは、慈善トラストであり当行グループには属していないテ・ワイウ・オ・アオテアロ

ア・トラストに、事務管理のサポート及び技能者ボランティアを提供している。

 

人権の尊重と推進

当行は人権の尊重に尽力している。当行の人権に関するポジション・ステートメント（Human Rights

Position Statement）（「HRPS」）及び行動計画には、当行のコミットメント、アプローチ、重点分野、及び

国連ビジネスと人権に関する指導原則（UN Guiding Principles on Business and Human Rights）に対する支

持が記載されている。当行の目標は、人権デュー・ディリジェンスを実施し、当行の取引関係から生じるもの

も含め、人権に関するリスク及び影響を特定、防止及び緩和し、それらに対処することである。当行のプロセ

スには、ESGリスクの評価、取引のモニタリング、責任ある調達に関する評価、従業員及び第三者のデュー・

ディリジェンス、並びにカスタマー・ケアの手順等が含まれる。

当行ではESGツールの強化を行い、その結果、人権及び現代奴隷のリスクに関するさらなる調査を要する顧

客のエスカレーションが164件あった。当行は、サプライヤーと連携し、現代奴隷に対するアプローチにおけ

る潜在的なギャップに対処するための100件を超える優先行動計画を完了させた。当行は、苦情処理メカニズ

ムの評価を行い、人権に関する苦情への対応について改善点を特定した。また、現代奴隷に関する14の指標に

焦点を当て、当行の人権に関する取組みの影響を追跡し、報告するためのモニタリングの枠組みの試験運用を

行った。詳細については、当行の現代奴隷声明（Modern Slavery Statement）を参照のこと。
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子供や若者にとってより安全なコミュニティの構築

当行のより安全な子どもたち、より安全なコミュニティ（「SCSC」）プログラムは、開始以来、順調に進展

している。2020年以来、当行は、オーストラリア及びアジアの50を超える児童保護団体に77百万豪ドル超を提

供している。当年度、この助成金は、当行のパートナーが様々なプログラムを通じて69,000人を超える
1
子ど

も、若者及び成人を支援するのに役立てられた。３つの州の７つの地域団体をサポートし、子どもの安全に関

する結果の改善に取り組んでいるザ・ベネヴォレント・ソサエティは、その一例である。また、当行の子ども

の保護に関する補足（Child Safeguarding Supplement）におけるコミットメントについても進展があった。

詳細については、SCSCインパクト・レポート（SCSC Impact Report）に記載されている。
 

 

1　2023年10月１日から2024年３月31日までの期間に関するデータであり、オーストラリア、フィリピン、タイ及びカンボジ

アで、当行が資金を提供したプログラムを通じて直接・間接的に支援を受けた子ども、若者及び成人が含まれる。

 

リスク管理の強化

当行の人権リスク評価（「HRRA」）の第一段階では、当行の貸付及びサプライチェーン全体における顕著な

人権問題に関するインサイトが得られた。顕著な問題とは、当行の活動に関わる人々に対して最も深刻な影響

を及ぼす問題である。今後の評価は、当行の金融商品、サービス、雇用慣行及び地域社会との連携を対象に行

われる予定である。当行は、すべての問題をコントロールすることはできないものの、好ましくない結果を減

らすことを目指しており、対応を強化し、改善の機会を探るために取るべき行動を特定している。
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顕著な人権問題

当行の銀行としての役割

企業、法人及び機関投資家に

対する貸し手として

個人に対する貸し

手として

商品及びサービス

の購入者として

顕著な問題 当行の役割 内容

健康、安全及び

ウェルビーイング

当行及びその顧客の事業及びサプライチェーンにおける労働

者、消費者及び地域社会の健康、安全及びウェルビーイングへ

の影響。

現代奴隷及び労働

搾取

当行及びその顧客の事業又はサプライチェーンにおける現代奴

隷及び労働搾取に関する慣行。これには、奴隷制、隷属状態、

人身売買、強制労働、債務による拘束、詐欺的な求人、児童労

働及び強制結婚等が含まれる。

紛争及び安全保障

に関する慣行

地域紛争若しくはその悪化、及び／又は地域社会又は労働者に

対する安全保障の慣行の有害な行使への顧客の関与。

土地権及び生計 土地権の侵害、自由意志に基づく事前のインフォームド・コン

セント（「FPIC」）、又は土地利用及び補償の慣行に関連する

コミュニティ及びその生計への悪影響への顧客の関与。

気候変動に対する

脆弱性及び耐性

気候変動の影響を受けやすい、又は影響を受けた顧客及び地域

社会のサポート、気候変動への耐性を備えるための支援、並び

に気候変動の緩和及び適応に関するプロジェクトへの資金提供

を行う当行の役割。

顧客の財務的困難

及び搾取

財務的困難、脆弱性、搾取又は虐待（不正行為、詐欺、金銭的

虐待、強要行為又はドメスティック及びファミリー・バイオレ

ンス等の状況を含む。）が生じた際に顧客をサポートし、顧客

への影響を回避する当行の役割。

住宅の取得能力

及び包括性

顧客及び地域社会における手頃、インクルーシブかつ十分な住

宅の入手可能性の確保をサポートする当行の役割。

金融包摂及び経済

的ウェルビーイン

グ

多様な顧客をサポートし、金融への公平なアクセスを促進し、

顧客及び地域社会が基本的なニーズを満たせるよう経済的ウェ

ルビーイングを推進する当行の役割。

プライバシー及び

データ保護

顧客及びそのデータのプライバシーを保護し、尊重すること。
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地域社会における現金の流通の維持

現金は、多くの顧客にとって重要である。当行は、今後、地域社会における現金サービスを維持するための

持続可能かつ長期的なソリューションを開発するため、業界や政府と協力することに尽力していく。当行は、

他の大手銀行や企業と連携し、地域社会における現金の入手可能性を維持するためのアルマガードの支援に約

50百万豪ドルを拠出した。この資金拠出により、当行がオーストラリア人に現金サービスを提供するために今

年度拠出した資金は、約330百万豪ドルとなった。

 

多様なサプライヤー

当行は、前向きな変化を推進する事業を支援することで、より強固かつインクルーシブな社会を構築するこ

とを目指している。当行は、サプライヤー・インクルージョン及び多様性プログラムを通じて、先住民が所有

する企業、社会的企業、オーストラリア障害企業、女性が所有する企業、B-Corp認証を受けた企業（社会及び

環境に関する実績、透明性及び説明責任の水準の高さを認められた企業）と協力している。当年度、多様なサ

プライヤー
1
に支出した金額は37.9百万豪ドルで、これは昨年度から10百万豪ドルの増加であった。この中に

は、先住民が所有する企業に支出した21.1百万豪ドルが含まれる。
 

 

1　定義については、2024年持続可能性指標・データシートを参照のこと。

 

和解・協調の支援

和解・協調に関する当行のビジョンは、アボリジニ及びトレス海峡諸島民が公平に経済に参加し、経済的

ウェルビーイングを得られるオーストラリアである。2022年度－2025年度RAPは、当行の貸し手、雇用主、購

入者、地域社会の支援者、そして企業の代弁者としての役割を通じて当行のビジョンを達成するためのコミッ

トメント及び行動を定めている。RAPの最終年度が近づく中、当行は、４つの重点分野における取組みを順調

に進めている。
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自己決定の尊重及びFPICに対するより深い理解

当行のRAPは、当行のFPICに関する理解をさらに深め、ステークホルダーと協働し、当行の能力を向上さ

せ、当行の学びをできる限り広く共有することを目指すFPICプロジェクトについて定めている。詳細について

は、当行のRAPを参照のこと。

当年度、当行は、銀行及び貸し手としての役割について理解を深めるために地域社会との協議を続けるとと

もに、当行の機関投資家顧客向けリスク評価ツールを改良した。

 

RAP重点分野
2024年度通年における進展

a

文化を大切にすること：信

頼と尊敬に基づく関係の構

築、文化や歴史を大切にす

ること、及び自己決定の重

要性の認識

・ナショナル・リコンシリエーション・ウィーク及びNAIDOCウィー

クに関連して社内外で30を超えるイベントを開催することによ

り、先住民文化を祝福し、サポートした。

・30人の人員がジャウンに出向し、８つの地域の地域団体に対して

6,800時間を超える貢献をした。

・100パーセントの従業員が必須の研修を修了し、文化理解を維持し

た。

有意義なキャリア：アボリ

ジニ及びトレス海峡諸島民

を採用、保持及び育成する

ための専用プログラムを通

じて、先住民のキャリアに

投資

・従業員におけるアボリジニ及びトレス海峡諸島民の比率を、2024

年の目標であった0.9パーセントを上回る1.08パーセントまで引き

上げた。

・モブ・テック・プログラムを通じて28人の研修生を採用し、全員

が当行で常勤の職務を得た。詳細については、第一部　第３　

１　(ⅰ)の「将来のためのスキル構築」を参照のこと。

・リーダーシップ及びコーチングのプログラムであるエコーや先住

民従業員サミットであるバヤラ・ジュラリを通じて、リーダー

シップ開発の機会を拡大した。

銀行業務体験の改善：先住

民の顧客がより容易に当行

との取引を行えるように

し、金融包摂と経済参加を

改善

・2022年度以来、先住民コールセンターを通じて12,867人を超える

一意な
a
顧客を支援した。

・顧客オンボーディング・プロセスを簡素化し、遠隔地の顧客が支

店を訪問することなく銀行取引を開始できるようにした。

・詐欺及び不正行為への対応専用の電話回線を新設し、被害に遭っ

た顧客へのサポートを改善した。

先住民企業の支援：より多

くのアボリジニ及びトレス

海峡諸島民が、当行の顧

客、サプライヤー及び取引

先として事業を拡大できる

よう支援

・当年度、先住民が所有するサプライヤーに21.1百万豪ドルを支出

し、2022年４月以来の総支出額は32.6百万豪ドルとなった。これ

は、2022年４月１日から2025年９月30日までの期間に、先住民が

所有するサプライヤーに累計８百万豪ドルを支出するというRAPの

目標を上回っている。

・技能者ボランティア・ネットワークを通じて、11の先住民所有の

組織をサポートした。
 

 

 

a　定義については、2024年持続可能性指標・データシートを参照のこと。
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(ⅱ) 経営環境

第一部　第２　３　(ii)　(d) 「その他情報」を参照のこと。

 

(ⅲ) 対処すべき課題

第一部　第２　３　(ii)　(d) 「その他情報」及び第一部　第３　３「事業等のリスク」を参照のこと。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

 

環境のための価値の創出

当行は事業を通して顧客の移行を支援し、影響に対して協力することにより、2050年度までのネットゼロ達成に

向けたグローバルな取組みにコミットしている。

主なハイライト
1
：

・NZBAの排出原単位の大きい全９つのセクターに及ぶ13の目標
2

・2021年度以降、スコープ１及び２の排出量を86パーセント削減

・290億豪ドルのサステナブルファイナンス融資（コミッテッド・エクスポージャー合計）

・2022年度期首以降137億豪ドルの債券円滑化

 

より良い未来を共に創るという当行の目的に従い、ネットゼロ・気候変動適応銀行を目指すという野心をもって

気候移行計画を進めている。

気候変動報告書に詳述されている当行の気候変動へのアプローチは、カーボンフットプリントを削減するという

当行の取組みに関する組織全体の指針となっている。

当行は、３つの行動分野に向けて引き続き進展を見せた。当行の目標及び計画の詳細については、2024年度気候

変動報告書を参照のこと。

 

１. ネットゼロ・気候変動適応事業

当行は、そのスコープ１、２及び３の上流部門における排出量削減を通じて、当行の事業による気候変動への影

響を削減することに取り組んでいる。

当年度、当行は主に再生可能エネルギーの目標を前倒しで達成したことにより、事業からの総排出量（スコープ

１、２及び３の上流部門）をさらに19パーセント削減した。当行のスコープ１及び２の排出量は、現在、2021年度

のベースライン
3
よりも86パーセント低く、これは予定より６年前倒しで2030年度の削減目標である76パーセント

を上回っている。スコープ１の排出量をさらに削減するために、当行は電気自動車（EV）充電ステーションをさら

に多くの事業所に設置し、当行の車両にEVを導入し始めた。

スコープ３の上流部門の排出量は、現在、2021年度のベースライン
3
よりも41パーセント低く、2030年度の目標

である50パーセント削減に向けて順調に進行している。また、従業員が小売業者との契約を再生可能電力に切り替

えることで、家庭からの排出量削減を支援する新しいプログラムを展開した。
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当行の業務上の排出量

(CO2換算トン）

 

 

1　定義及び詳細については、当行の2024年度気候変動報告書を参照のこと

2　当行は2022年度にネットゼロ・バンキング・アライアンス（「NZBA」）に加盟

3　これらの目標の2021年度のベースラインは、COVID-19のパンデミック及びその他の影響を考慮して調整されているため、

ここに記載されている数値とは異なる。

 

２. 顧客のネットゼロへの移行と気候変動への耐性の構築をサポート

当行のカーボンフットプリントの99パーセント超は、ファイナンスド・エミッション、すなわち当行の融資先顧

客の活動に伴う排出に由来している。銀行として当行が果たすことのできる最も重要な役割の１つは、顧客の移行

をサポートするために資本を動員し、融資ポートフォリオの排出原単位を削減することである。この取組みはネッ

トゼロ経済への移行を支援し、当行のファイナンスド・エミッションを削減することにもつながる。

当行は、その取組みの指針とするためにNZBAに加盟し、当行の融資の中でも最も排出原単位の大きい複数のセク

ターについて2030年度の目標を設定した。

当行は昨年度、目標を設定している12のセクターのうち11のセクターで排出量プロファイルを改善する進展を見

せた。当年度、当行は新たにアルミニウムのセクターで目標を導入し、当行のNZBAのコミットメントの中で排出原

単位の大きいセクター全体から合計13の目標を設定した。2023年度の当行のグループレベルでの顧客のスコープ１

及び２の排出量から推定される当行のスコープ３のファイナンスド・エミッションの最大54パーセントは、当行が

NZBAのセクター目標で掲げた顧客と産業に関連している。

当行が150社を超える法人顧客のために気候移行計画を策定したところ、顧客の84パーセントが移行計画を公表

していることがわかった。当行の取組みの一環として、業界のペストプラクティス、気候戦略及びESGトレンドに

関する知見を提供した。
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上記の他に、以下の分野も進展を見せている。

・クリーンエネルギー・ファイナンス・コーポレーションによる10億豪ドルのハウスホールド・エネルギー・アッ

プグレード・ファンドの支援を受け、顧客が不動産のエネルギー効率や気候変動への耐性を改善する機能や技術

を新規導入するための住宅及び投資家向けサステナブル・アップグレード・ローンを開始した。

・昨年度に開始したニュージーランドにおけるサステナブル・ファーム・ローン及びサステナブルファイナンス・

ビジネス・ローンの成功を基に、新たにサステナブル・エクイップメント・ファイナンス・ローンを導入した。

この取組みは、より多くの事業体が、電気自動車をはじめとする幅広い持続可能な資産を通じて、気候変動への

影響を削減することをサポートしている。

・当行のローン及び債券円滑化活動をサステナブルファイナンス・フレームワークに沿って見直した。2024年９月

30日現在、当行は290億豪ドルを融資する一方、2022年度期首以降の債券円滑化活動の累計は137億豪ドルであ

り、当行の2030年度の目標である各550億豪ドル及び400億豪ドルの達成に向けて順調に進捗している。

 

▶産業レベルでのファイナンスド・エミッションについての詳細は、2024年度気候変動報告書を参照のこと

 

当行グループのファイナンスド・エミッション及びNZBAのセクター目標の進捗

ファイナンスド・エミッションは、顧客のスコープ１、２及び一部のセクターについてはスコープ３の排出量に

対する当行の推定シェアであり、これらを総称して当行のスコープ３ファイナンスド・エミッションという。2023

年度の当行のポートフォリオにおけるファイナンスド・エミッションは26.2 MtCO2-e（顧客のスコープ１及び２）

と推定され、コミッテッド・エクスポージャー合計が前年比３パーセント増加したこともあり、2022年度比で６

パーセント増加した。

NZBAのセクター目標は、当行のポートフォリオのセクター内のサブセットに設定されている。これらの目標の進

捗指標は、当行グループのファイナンスド・エミッションの計算に用いられる方法とは異なる方法を用いて計算さ

れる。計算は通常、顧客又は関連資産の排出量を含む、より詳細なデータに依拠する。計算の複雑性及び顧客情報

の収集に要する時間に鑑みて、当行グループのポートフォリオにおける推定ファイナンスド・エミッション及び

NZBAのセクター目標の進捗状況は、別段の記載がある場合を除き、2023年９月30日に終了した期間について１年遅

れで報告される。
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下表は、NZBAのセクター目標に関する当行の進捗をまとめたものである。詳細は、2024年度気候変動報告書を参

照のこと。

 

当行のNZBAのセクター目標の進捗

NZBAのセクター 当行のセクター 目標の種別

ベースライン年度からの排出量の累積変化(％)
a

2022年度の進捗 2023年度の進捗
2030年度の目標
（二次目標）

発電 発電 原単位 -12 -23 -62

セメント セメント生産 原単位 0 -5 -14

石油・ガス 上流部門石油・ガス 総量 -18 -45 -23

石炭 一般炭鉱 総量 -23 -81 -100

輸送 航空（旅客機運航会
社）

原単位 -18 -45 -60

鉄鋼 鉄鋼生産 原単位 2023年度は2030年度の目標達成に向けて順調に進捗しており、
依然として当行の排出量パスウェイを下回っている。顧客数が

少ないため、この情報は公表していない。

アルミニウム
アルミニウム

a 原単位 この目標のベースライン年度は2023年度である。顧客数が少な
いため、この情報は公表していない。

商業用及び住宅
用不動産

商業用不動産（オ

フィス）
a

原単位 該当なし
ベースライン年度

は2022年度

-18 -59

住宅用不動産（オー

ストラリア）
a

原単位 該当なし
ベースライン年度

は2022年度

-11 -56

農業 オーストラリアの肉
牛及び緬羊

原単位 +4 +4 -9

オーストラリアの酪
農

原単位 -7 -8 -10

ニュージーランドの
肉牛及び緬羊

原単位 -1 -4 -9

ニュージーランドの
酪農

原単位 +4 -7 -10

 

a　商業用不動産及び住宅用不動産の目標のベースライン年度は2022年度。アルミニウムのベースライン年度は2023年度。その

他のNZBAのセクター目標のベースライン年度は2021年度。住宅用不動産の目標のベースライン及び進捗指標は、８月31日現

在。

 

３. 影響に対する協力

ネットゼロへの移行には、グローバル経済の全セクターに亘る協力が必要である。当行は、以下を含む、政府、

業界団体、NGO、地域社会及び国際機関と協同し、また、複数の基準設定団体のイニシアチブに参加している。

・オーストラリア・バンキング・アソシエーションの会員として、AASB気候関連開示基準の協議及びクライメー

ト・アクティブのプログラムに参加

・オーストラリア・サステナブルファイナンス・インスティテュートの会員として、オーストラリア・サステナブ

ルファイナンス・タクソノミーの策定に参加

・責任銀行原則を監督する国連環境計画・金融イニシアチブの銀行委員会の共同議長を務め、NZBAを管理するステ

アリング・グループ及びプリンシパル・グループに関与
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当行は、初期段階の気候技術に焦点を当てたヴァイアセント・ベンチャーズによる新しいファンドへの投資を表

明した。この投資は、クリーンエネルギー・ファイナンス・コーポレーションと共に新興技術に対する洞察を提供

し、特に、削減が困難なセクターの顧客が移行計画を進める上でのサポートをする手助けとなる。

 

持続可能な未来への移行支援

当行は、オーストラリア債務管理庁による初の70億豪ドルの10年グリーン国債の発行にあたり、共同主幹事とし

てオーストラリア債務管理庁を支援した。オーストラリア債務管理庁はオーストラリア政府の債券ポートフォリオ

を管理している。

グリーン債の収益は、オーストラリアを2050年までにネットゼロに移行させ、温室効果ガス排出量の削減、再生

可能エネルギー生産の増加、並びに、生物多様性の保全、回復及び気候変動への適応の強化を目指すプロジェクト

に割り当てられる。

 

自然資本

天然資源が減少し、重要生息地が圧迫される中、世界の自然資本は脅威にさらされている。気候変動と同様に、

当行は、顧客が自然を保護し、自然資本の喪失を減らすサポートをする役割を担っている。

昨年度、当行は自然資本に関するポジション・ステートメントを発表し、自然関連の依存、影響、リスク及び機

会についての理解をさらに深めることに取り組んでいる。自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）の参照セ

クターによると、当行の融資の13パーセント超が自然関連の依存及び影響が大きいセクターに対するものであると

推定される。

当行は、地理空間機能の開発を推し進め、重要セクターを対象としたTNFD LEAP（発見、診断、評価、準備）評

価の試験運用を実施している。これは、追加的な取組みのベースラインの設定に貢献している。

顧客や投資家が自然関連のリスクや機会の認識を高めてきたことに伴い、当行は引き続き顧客と関わり、その取

組みをサポートし、当該影響についての当行の理解を深めていく。2024年度には、オーストラリア・サステナブル

ファイナンス・インスティテュートのナチュラル・キャピタル・アドバイザリー・グループの一員として、バ

リューイング・ナチュラル・キャピタルをサポートした。

当行は、最前線にいる銀行員向けの基礎的な研修や、責任銀行原則によるワークショップを含む外部講習への参

加を展開している。次年度は、自然関連のトピックに関する他の従業員、経営陣及び理事会の認識をさらに高める

ことを目指している。
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TNFD参照セクターへのエクスポージャー

 

TNFD参照セクター
a

2024年度における当行グ
ループのコミッテッド・
エクスポージャー合計に

占める割合
b
（％）

自動車及び部品 0.07

耐久消費財及び衣料品 0.34

消費者向けサービス及び生活必需品の流通及び小売 1.71

エネルギー 0.62

食品及び飲料 2.74

家庭用品及び個人向け用品 0.01

資材 1.12

医薬品及びバイオテクノロジー 0.09

不動産の管理及び開発、エクイティ不動産投資信託（REIT）、住宅建設
並びに資本財

2.83

半導体及び半導体装置 0.13

輸送 2.09

公益事業、商用サービス及びプロフェッショナルサービス 1.54

合計 13.29
 

a　参照セクターは、TNFDのセクター・ガイダンス、金融機関向け追加ガイダンス バージョン2.0 2024年６月の付属文書１の

中に記載されている。詳細については、2024年持続可能性指標及びデータシートのグロッサリーを参照のこと。

b　各参照セクターの顧客のコミッテッド・エクスポージャー合計（流通市場の取引及び引受リスクのコミッテッド部分に係る

エクスポージャーを除く。）を当行のコミッテッド・エクスポージャー合計に占める割合で表す。
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３ 【事業等のリスク】

 

（ⅰ）リスク要因

当行の事業活動は、当行の業績、財政状態及び将来の業績に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに晒されて

いる。本書では、当行の事業、リスク管理に対するアプローチ及び主要な注力分野に影響を及ぼす11の主要な

リスク・カテゴリーについて記載している。本書の第一部　第３　３（ⅰ）「リスク要因」は、当行が直面す

る現在及び将来のリスク並びにかかるリスクが顕在化した場合にもたらされる潜在的な結果に関する更なる情

報を、当行の投資家（及び潜在的投資家）に提供するものである。

本書の第一部　第３　３（ⅰ）「リスク要因」の内容は、提出日現在のものであり、今後の展開がリスク要

因の妥当性に影響を与える可能性があることに留意することが重要である。リスク及びリスク管理の戦略は本

質的に動的であり、外部環境、市場状況及び組織の優先事項の変化とともに進化する。以下に記載するリスク

及び不確定要因は、以下に示す順序とは無関係な形で、同時に、又は急速に連続して出現する可能性があり、

以下に記載するものに限定されない。当行が認識していないか、又は現在重要でないと考えているその他のリ

スク及び不確定要因も、当行に影響を及ぼす重要な要因となる可能性がある。

下記のリスクが顕在化した場合、当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に重大な悪影

響が及ぶことがあり、これにより当行の証券の取引価格や配当水準が下落する可能性があり、また、証券保有

者による投資の全部又は一部が失われる可能性がある。当行の証券に対する投資又は当行の証券の保有の継続

に先立ち、本書の第一部　第３　３（ⅰ）「リスク要因」及びその後の開示書類に（個別に又は共同で）記載

のリスク及びその他情報を慎重に検討すべきである。

 

当行の事業に関連するリスク

 

当行は、サイバー攻撃を含む情報セキュリティー・

リスクに晒されており、今後も晒される可能性があ

る。

・サイバー・リスク

・サイバー攻撃

・オペレーショナル・リスク

・情報セキュリティー・リスク

・データ漏洩

・第三者リスク
 

 

当行の業務は、当行及び外部サプライヤーのシステム上の情報の安全な処理、保管及び伝達に依存している。

当行は、その情報の機密性、利用可能性及び完全性を保護するために対策を実施しているが、当行の情報資産

が、セキュリティーの侵害、不正アクセス、マルウェア、ソーシャル・エンジニアリング、サービス拒否攻撃、

ランサムウェア、破壊的な攻撃、従業員による不正行為、人為的過誤又はその他の外部的若しくは内部的脅威に

直面する可能性がある。これらの脅威は、当行及びその他の者の機密情報、並びにシステムの利用可能性に悪影

響を及ぼす可能性がある。
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情報セキュリティー・リスクは、新規のテクノロジー、デジタル化の進展、機密データ量の増大、巧妙なサイ

バー犯罪、サプライチェーンの混乱、リモートワーク及びハイブリッドワーク、重要なインフラ提供者のターゲ

ティング、地政学的緊張、テロリズム、国家支援を受けた攻撃、サイバー攻撃における（サイバー攻撃の速度、

複雑さ及び効果を高めることができる）AIの利用など、様々な要因により高まり、これらの要因はそれぞれ、当

行、その顧客、サプライヤー及び取引先の情報資産を侵害し、通常業務を中断させる可能性がある。

データ漏洩、サイバー攻撃、スパイ活動及びエラー（人為的なものを含む。）などの有害事象の頻度及び影響

は増加している。これらは、金融の不安定化、レピュテーションの悪化、サービスの混乱、波及リスクに加え

て、当行、当行の顧客、株主、サプライヤー、取引先又はその他の関係者への経済的及び非経済的損失を含む、

様々な影響を引き起こす可能性がある。これらの脅威を予防し、対処する当行のシステム及びプロセスは、常に

効果的であったとは限らず、また常に効果的であるとは限らないことから、人為的過誤が発生する可能性があ

る。

当行、当行の顧客及びその他のステークホルダーがサイバー攻撃、情報セキュリティーの侵害又は無効なサイ

バー・レジリエンスによる損失を被る可能性がある。法律上又は規制上の義務に違反して顧客データが保有され

ており、当該データが情報セキュリティー・インシデントの一環として漏洩された場合、深刻な結果をもたらす

可能性がある。当行は、このようなインシデントを予期及び阻止したり、効果的に対処したりすることができる

とは限らず、又はその結果として生じた損失に効果的に対処し、及び／若しくは是正することができるとは限ら

ない。当行のサプライヤー、取引先、その他当行の活動、金融プラットフォーム及びインフラに関与している

か、又はそれらを促進する関係者、並びに当行の顧客のサプライヤー及び取引先もリスクに晒されており、当行

が影響を受ける可能性がある。

サイバー攻撃が世界的に増加するにつれ、情報セキュリティー上の失敗に対して監督機関による執行措置や、

顧客又は株主による法的措置が講じられる可能性が増大している。これには、情報セキュリティー・リスクの管

理の失敗、情報セキュリティーの慣行に関する、誤解を招く宣言、又はサイバー攻撃や情報セキュリティー脅威

への対応の不備（遅延した、不備のある、又は誤解を招く通知を含む。）などの問題に対する集団訴訟が含まれ

る場合がある。

攻撃が成功した場合の結果には、技術インフラの損傷、政府による介入、サービスの中断、顧客の損失及び市

場シェアの喪失、データの消失、サイバー恐喝、顧客関係の是正及び／又は補償、法違反、詐欺行為に対する脆

弱性、訴訟、罰金及び監督機関による監視やその他の執行措置の強化が含まれる可能性がある。
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これらの潜在的な結果は、当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能

性がある。サイバー脅威が進化するにつれて、当行は、当行のシステムを強化し、脆弱性若しくはインシデント

に対処し、規制上の変更に対応するために、多額の資金を配分し、追加コストを負担する必要が生じる可能性が

ある。

 

当行は、法規制の変更によって悪影響を受ける可能

性がある。

・コンプライアンス及びコンダク

ト・リスク

・監督機関による期待

・法規制の変更

・罰金、刑罰、その他の費用及び資

本オーバーレイ
 

 

当行は、金融サービスの提供者に対する持続的な法規制の変更及び継続的な監視がされている、高度に規制さ

れた環境下で事業を行っている。当行の事業、見通し、レピュテーション、業績及び財政状態は、国内外の法規

制、政策、監督業務、監督機関による期待及び銀行行動規範などの業界の行動規範の変更によって悪影響を受け

てきており、また今後も受ける可能性がある。

このような変更は、当行が事業を行う方法にも影響を与える可能性があり、当行の商品及びサービスの提供方

法が変更されており、また、今後も変更される可能性があり、当行による提供を変更又は中止することが求めら

れる場合があった。これには、業界全体のレビューや調査から生じる、法規制、政策又は監督機関による期待の

変更が含まれる。これらの変更やレビューの影響には、当行の柔軟性が制限されること、当行が多額の費用（例

えば、システム変更の費用、最終補償制度（Compensation Scheme of Last Resort）に関連する賦課金、又は法

規制の変更により詐欺行為に対する当行の責任や詐欺行為の管理又はその他の業界全体の問題に関連する業務費

用が増加した場合など）を負担する必要性が生じること、専門家リソースが吸収されること、当行の事業の収益

性に影響すること、当行が追加資本を保有する必要性が生じること、当行の戦略的イニシアチブを追求する能力

又はその他の変更を実施する能力に影響することが含まれており、また、今後も引き続き含まれる可能性があ

り、その結果、当行は市場シェアの増大又は維持ができなくなるか、利鞘及び手数料が圧力を受ける可能性もあ

る。
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当行グループが法規制の変更を効果的に、かつ要求される期間内に管理することができなかったことにより、

当行グループはそのコンプライアンス義務を果たすことができなくなったことがあり、また今後も果たすことが

できない可能性がある。また、執行措置、罰則、罰金、民事訴訟、資本への影響、そして最終的には営業許可の

剥奪という結果を招く可能性がある。大量の規制変更を管理することは、実行リスクを生じさせる一因となる。

法規制の変更に合わせた当行のテクノロジー、システム及びプロセスの更新は必ずしも成功するとは限らず、こ

のような変更は、不具合、人為的過誤又は意図しない結果のリスクを増大させる可能性がある。このリスクは、

頻繁な変更の要求によって増幅される。かかる変更を遵守するべく既存のプロセスを更新し、又は新しいプロセ

スを導入するためには、多大な経営上の注意、コスト及び資源が必要になる可能性がある。変更を実施するため

に必要なスキルを有する人材の確保が困難な場合がある。

当行グループに影響を与える監督機関に関する事項及びその他の事項（集団訴訟を含む。）に関する追加情報

は、本書の第一部　第２　３（ⅱ）（b）「主な変更事項」並びに第一部　第６　１「財務書類」の財務書類に

対する注記１に記載の「重要な会計上の仮定及び見積り」及び「会計基準の今後の展望」に記載されている。

 

当行は法規制若しくは規制政策を遵守しないことに

よって悪影響を受けてきており、また受ける可能性

がある。

・コンプライアンス及びコンダク

ト・リスク

・監督機関による期待

・法規制

・業界の行動規範

・罰金、刑罰及び資本オーバーレイ
 

 

当行は、当行が事業又は資金調達を行っている法域における適用あるすべての法的要件及び規制要件、並びに

業界の行動規範を確実に遵守する責任を有している。

当行はコンプライアンス・リスク及びコンダクト・リスクに服している。これらのリスクは、当行がその義務

及び権利について監督機関又は裁判所、法廷若しくはその他の機関と異なる解釈をした場合、又は（異なる法域

やオーストラリアの制度間）の適用法が抵触する場合を含めて、規制の複雑さ及びその量、並びに継続的な規制

上の変更の度合いによって増幅される可能性がある。この可能性は、かかる規制が新しい場合、試行されていな

い場合若しくは広範な規制ガイダンスを伴わない場合、又は業界の協議が限定的である場合に高まるおそれがあ

る。
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当行の（顧客、その他の利害関係者及び金融市場の利益のために、当行が規制上の要件を満たし、コンプライ

アンス及びコンダクト・リスクを効果的に管理するという当行のコミットメントを支援することを目的としてい

る）コンプライアンス及びコンダクトの管理体制は、常に効果的であったわけではなく、また常に効果的である

とは限らない。当行が下す決断において適切な判断ができなかったり、統制又はプロセスの設計又は実施におい

て欠陥があったり、新たな対策が実施されたりすることにより、破綻が生じたことがあり、また今後も生じる可

能性がある。これらの要因により、当行グループがそのコンプライアンス義務（監督機関への報告や情報提供の

義務を含む。）を果たすことができない可能性がある。レビュー及び変更プログラムの進行に伴い、コンプライ

アンス上の問題が特定され、また今後も引き続き特定される可能性がある。

コンダクト・リスクは、顧客（脆弱な顧客及び困難な状況にある顧客を含む。）に対する商品及びサービスの

提供が当該顧客のニーズを満たさない場合又は市場の期待に応えない場合に生じており、また、今後も引き続き

生じる可能性がある。これは、当行の統制、プロセス、方針及び手続の回避又はその不適切な実施をもたらす、

当行の従業員、業務委託者、代理人、授権代理人、信用供与取引の代理人及び／又は外部のサービス提供者の意

図的な、無謀な、過失による、偶発的な若しくは意図しない行為から生じており、また、今後も引き続き生じる

可能性がある。これは、特定の顧客に対する業務上の義務（受託者責任、適合性要件、責任ある貸付及び財務的

困難に関する要件を含む。）の不履行、リスク文化、コーポレート・ガバナンス若しくは組織文化の脆弱性、商

品の設計及び導入不良、顧客のニーズを適切に検討しないこと若しくは顧客ターゲットの市場外における商品及

びサービスの販売、又は人為的過誤により生じる可能性がある。これらのリスクは、当行の流通経路の監督及び

監視が不十分であった場合、又は今後不十分となる場合に高くなる。当行の従業員が、当行が期待する行動、当

行の方針及び手続又は法律を遵守しない場合は、他の従業員にも悪影響を及ぼす可能性があり、訴訟や当行のレ

ピュテーションの悪化などの結果につながる可能性がある。第三者がコンダクト・リスクの一因となっている場

合（例えば、顧客が商品申込書において自身の立場を偽って申告し、当行がそれを特定できなかった場合）、当

行及びその関連事業体は、これらの第三者に対して講じることができる手段が限られる可能性があり、第三者の

有責性によって監督機関による措置が軽減されない可能性がある。

これらの要因は、顧客（脆弱な顧客及び困難な状況にある顧客を含む。）に好ましくない結果、当行グループ

によるコンプライアンス義務の不履行（又は不遵守を迅速に検出し、報告及び／又は是正することができないこ

と）、及びその他の結果（当行が事業を行う市場や当行が報告するデータの完全性を損なう可能性のある影響、

レピュテーションの悪化、監督機関の監視又は調査の強化及び結果管理に関連する雇用紛争を含む。）をもたら

したことがあり、また、今後も引き続きもたらす可能性がある。当行は現在、複数の調査、レビュー及び業界に

対する照会の対象となっており、APRA、ASIC、ATO、ACCC、AUSTRAC、BCCC、FINRA、AFCA、RBNZ及びフェアワー

ク・オンブズマン（Fair Work Ombudsman）、BaFin及びBPNGの財務分析・監督ユニット（Financial Analysis

and Supervision Unit）を含む国内外の監督機関からのいくつかの要求に対応しており、また、今後も引き続き

対応し、それには多額の資金及びコストが伴う（これにより、専門家リソースが他の作業計画から流用される可

能性がある）。
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監督機関によるレビュー及び調査により、監督機関が当行グループ及び／又はその代表者に対して行政・執行

措置を講じたことがあり、また今後も講じる可能性がある。監督機関は、広範な権限を有しており、一定の状況

において当行に対して指示を発すること（商品の設計及び配布、並びに是正措置を行うことに関する指示を含

む。）ができる。また、監督機関は、多額の罰金、民事罰、コンプライアンス体制又はその他の執行結果を求め

る民事又は刑事手続を実施する可能性がある。違反の特定、又は違反の調査、修正若しくは是正に時間がかかっ

た場合、同様の行為パターンがある場合、又は違反の認識があった場合は、罰金がより多額になる可能性がある

（また、より多額になっている）。これらのリスクは、監督機関が特に注視している分野における当行の義務

（又は監督機関の期待）を当行が履行できない場合に高まる。これには、例えば、脆弱な顧客、困難な状況にあ

る顧客及び先住民の顧客に関連する分野、又は監督機関により問題が重大であるとみなされるか、或いは組織的

な問題を指摘された分野が含まれる。また、監督機関による調査は、取締役及び経営陣に対して、資格剥奪とな

る可能性を含む不利な結果をもたらす可能性がある。監督機関によるレビューや調査に資金を配分することは、

変更、簡素化及び是正活動を含む他の活動を妨げる可能性がある。

さらに、APRAは、資本オーバーレイ又はリスク調整後資産の増加を通じて、当行グループに追加資本を確保す

ることを要求することができる（例えばストレス・テストや流動性管理などに関連する、健全性基準及び／又は

期待を遵守できない場合に対する対応として要求する場合を含む。）。民事制裁金訴訟の開始後、APRAは、2019

年に必要なオペレーショナル・リスク資本に対し、500百万豪ドルの文化、ガバナンス及び説明責任レビューの

オーバーレイを課し、さらに追加で500百万豪ドルのリスク・ガバナンスのオーバーレイを課した。2024年７月

19日、APRAは、当行グループのオペレーショナル・リスクの資本オーバーレイ総額を10億豪ドルから500百万豪

ドルに引き下げることを発表した。これにより、普通株式等Tier１（CET１）の自己資本比率が約18ベーシス・

ポイント増加し、これは、リスク調整後資産における6,250百万豪ドルの削減を反映している。この変更は直ち

に適用された。当行グループが更なる資本オーバーレイの適用を受ける場合は、追加資本を調達する必要が生じ

る可能性があり、これは、当行の業績に悪影響を及ぼすおそれがある。

当行が事業を行う政治及び規制を取り巻く環境においては、法人及び金融部門による不正行為又は不遵守に対

する民事制裁金及び罰金が実質的に増加されるとともに、監督機関の権限の拡大、並びに機関及び／又はその従

業員若しくは代表者に対する刑事訴追の増加（過失要素がない場合を含む。）が見られた（また、今後も引き続

き見られる可能性がある。）。その結果、レピュテーションが損なわれ、顧客、投資家その他のステークホル

ダーの当行との取引意欲が損なわれる可能性もある。当行や当行の事業活動の規模を考慮すると、当行による不

遵守は、複数の違反につながる可能性があり、その結果、多額の制裁金やその他の罰則につながる可能性があ

る。財務説明責任制度（Financial Accountability Regime）の導入は、責任及び説明責任の枠組みを強化する

ものであるため、これらのリスクを高める可能性がある。
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当行グループに対して開始される監督機関による調査又は措置によって、当行グループは、第三者に訴訟を提

起される（集団訴訟手続によるものを含む。）更なるリスクに晒されており、また今後も晒される場合があり、

これにより、当行グループは第三者に対する賠償の支払及び／又は更なる修復活動を行うことを要求される場合

がある。場合によっては、請求される及び／又は支払われるべき金額が多額になる可能性がある。市場の動向か

ら、潜在的な請求の範囲及び性質が拡大していることが示唆され、これにはサイバー・インシデント、金融犯

罪、並びに環境、社会及びガバナンスの問題に関連するものが含まれる。当行は幾度も多大な是正費用（補償金

及び問題を是正するための費用を含む。）を支出しており、また今後も、是正を必要とする新たな問題が発生す

る可能性がある。当行は、是正活動を効果的にかつ確実に調査、数値化、及び実施する上で課題に直面してお

り、また今後も引き続き直面する可能性がある。これらには、影響を受ける当事者に対して適切、公正かつ適時

に補償する方法を決定する上での課題が含まれる。是正活動は、影響を受ける顧客（又はその他の当事者）の

数、調査又は訴訟（監督機関による措置又は集団訴訟手続を含む。）の開始、監督機関からの要求（是正の方法

又はその期間に関するものを含む。）、影響を受ける当事者を特定又は連絡を取ることが困難である場合、及び

影響を受ける当事者が連絡に応じようとしない場合を含め、多数の要因によって影響を受けたり、遅延したりす

る可能性がある。時間の経過、技術的なシステム上の制約、又は当行の記録が不適当であることによって、根本

的な問題の調査が妨げられる可能性がある。是正プログラムは、監督機関による措置又は調査、訴訟その他の手

続が実施されること、又は制裁措置が課されることを防ぐことができない可能性がある。

監督機関による調査、照会、訴訟、罰金、刑罰、権利侵害通知、規制上の許可の取消し、停止若しくは条件変

更、又はその他の執行措置、行政措置若しくは合意（法的強制力のある合意等）は、個別に又は他の規制当局の

措置と併せてのいずれであるかを問わず、当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に悪影響

を及ぼし、集団訴訟のリスクを増大させる可能性があり、また今後もその可能性がある。

当行グループに影響を与える規制変更の特定の側面に関する追加情報は、本書の第一部　第２　３（ⅱ）

（b）「主な変更事項」並びに第一部　第６　１「財務書類」の財務書類に対する注記１の「重要な会計上の仮

定及び見積り」及び「会計基準の今後の展望」に記載されている。

 

効果的なリスク管理の実施ができないことにより、

当行は損失を被っており、また今後被る可能性があ

り、かつ悪影響を受ける可能性がある。

・リスク管理

・統制及びプロセス

・リスク文化

・リスク・ガバナンス

・罰金、刑罰
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当行のリスク管理の枠組みが、常に十分に効果的であったとはいえず、また今後も常に効果的であるとは限ら

ない。重大なリスクを特定、測定、評価、監視、報告、及び統制又は軽減するために当行が有するリソースは常

に適切であるとは限らない。これは、枠組みの設計又は主要なリスク管理の方針、統制及びプロセス、当行の報

酬の構造及び被害管理プロセスの設計又は運用が不適切であること、技術的な不具合、当行の企業構造、不完全

な実施若しくは埋め込み、当行の人材（業務委託者、代理人、授権代理人及び外部のサービス提供者を含む。）

による当行の方針やプロセスの不遵守若しくは適切な実施ができないことによって生じる可能性がある。当行の

主要な役職に、適切なスキル及び訓練を受けた適格な者が就いていない場合、又はリスクを適切に管理するため

の十分な能力（人材、プロセス及び技術を含む。）を有していない場合、このような事態が生じる可能性が高ま

る。

また、いかなるリスク管理の枠組みにも内在的限界がある。当行が想定していない若しくは特定していないリ

スクが存在若しくは将来発生する可能性がある。

また、リスク管理の枠組みは、リスク文化又はリスク・ガバナンス慣行及び方針の脆弱性によって効果を発揮

しない可能性がある。これには、例えば、当行の方針、統制及びプロセスに対する認識の欠如がある場合や、そ

れらが適切に遵守、監視、監査又は執行されていない場合が含まれる。これによって、不適切な意思決定をもた

らすか、又はリスク及び統制の脆弱性が特定、上程若しくは対処されない可能性がある。

当行は、当行のリスク管理の枠組みを定期的に見直し、それが適切なものであるかを判断している。現在進行

中の分析及びレビューは、監督機関からのフィードバックに加えて、改善された点がある一方で、リスク管理の

枠組みが多くの点で未だ十分に機能しておらず、引き続き重点的に取り組む必要があることを強調している。

当行のリスク管理の枠組みの一環として、当行はそのリスク選好に対するリスクを測定し、監視する。リスク

がリスク選好外である場合、当行は、かかるリスクをリスク選好内に戻す手段を取るよう努めている。これに

は、当行のリスク管理の枠組みとそれを支える方針の設計を改善することが含まれる可能性がある。ただし、当

行が常に提案された期限までにリスクを選好内に戻したり、効果的な改善策を講じたりすることができるとは限

らない。その原因として、例えば、要求される変更が著しく複雑であること、又は当行が当行の情報技術システ

ムを強化することについて遅延が生じた場合、必要な業務を行うのに十分な適切な訓練を受けたスタッフを保有

していない場合、（スタッフが他の規制上の変更や是正プロジェクトに専属的に従事している場合を含む。）や

業務上の不首尾があった場合が挙げられる。また、当行の力の及ばない外部要因によって、特定のリスクが一定

期間にわたり本質的にリスク選好外である場合がある。
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当行は、当行のリスク・ガバナンスの欠点の根本的な原因に対処するために包括的プラン（IP）を策定し、こ

れにより、当行のリスク・ガバナンスの是正並びに当行のリスク・ガバナンス、説明責任及び文化の強化の支援

に関連して、2020年12月にAPRAとの間で法的強制力のある合意（EU）が成立した。当行は、約束されたとおり、

IPを2023年12月に完了した。プロモントリー・オーストラリア（独立レビュー担当者）は、2024年４月30日に、

当行がIPを無事完了したことを確認する最終報告書を発行した。当該報告書及びこれまでに発行された報告書

は、当行のウェブサイト（https://www.westpac.com.au/about-westpac/media/core/）で公開されている。当行

は引き続き、2024年度に移行期を経て、IPによる改善の持続可能性及び有効性に重点を置く。

当行のガバナンス又はリスク管理プロセス及び手続のいずれかが、効果的でない若しくは不十分であると判明

した場合、或いは適切に実施されていない場合、又は当行がリスクをリスク選好内に戻すことができなかった場

合、当行は、予想を超えるレベルの高いリスクに晒され、また、持続的かつ強化された監督機関による監視及び

措置に服することとなる可能性がある。リスク文化の改善は、コンプライアンス上の懸念の早期の、より多くの

自己認識及び是正を促進する一方で、監督機関による更なる措置につながる可能性のある懸念を浮き彫りにする

可能性もある。これは、当行の事業、見通し、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性のある財務上の損失、

資本要件の賦課、コンプライアンス義務違反、罰金及びレピュテーションの悪化並びに大幅な是正措置につなが

る可能性がある。

 

当行は、テクノロジーの欠陥による損失を被る可能

性がある。

・オペレーショナル・リスク

・情報及びテクノロジー

・変更の管理

・テクノロジーの欠陥

・機能停止
 

 

当行の情報及び技術の信頼性、利用可能性、完全性、機密性、安全性及びレジリエンスの維持は、当行の事業

にとって非常に重要である。当行グループは、当行システムの利用可能性を保護及び監視し、回復を促進する

ためのプロセスを多数整備しているものの、当行が全面的に又は部分的に制御できない事象等によって当行の

情報技術システムが不適切である、適切に動作しない又は機能停止状態になるリスクがある。

当行においてテクノロジーの欠陥が生じた場合、当行がコンプライアンス義務（一定の期間にわたる記録及

び／若しくはデータを保持する義務、一定の期間の経過後に記録及び／若しくはデータを破棄する義務、又は

その他のリスク管理、プライバシー、事業継続管理若しくは委託義務等）を果たせなくなる可能性や、当行の

顧客が不利な影響を受ける可能性がある（当行の商品及びサービスにアクセスできないこと、プライバシーの

侵害又は個人データの紛失によるものを含む。）。その結果、レピュテーションの悪化や改善費用が生じ、ま

た、監督機関が調査を開始し、及び／又は当行に対し措置を講じたり、その他の者が当行に対し訴訟を開始し

たりする可能性がある。金融セクターにおける技術問題も、複数の機関に影響を及ぼす可能性がある。これ

は、当行が他の機関に影響を与えたり、他の機関から影響を受けたりする可能性があることを意味する。
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当行の技術力を向上させるために進行中の取り組みに加え、旧来のシステムを使用することは、テクノロジー

の欠陥リスク、変更の管理上の問題及び当行による規制上の義務の不遵守又は不適切な顧客アウトカムのリスク

を高める可能性がある。システムの簡素化／合理化を目的としたプロジェクト（UNITEプログラムを含む。）に

は、多大なリソース（専門家の専門知識を含む。）を投じる必要があり、コストが生じる。また、これらのプロ

ジェクトが実施されている間、又は予期しない結果や影響が生じている場合は実施後に、テクノロジーの欠陥、

規制上の義務の不遵守又は不適切な顧客アウトカムのリスクが高まる可能性がある。当行はまた、これらのプロ

ジェクトが予定通りに完了しないリスクや、予想以上に資源や資金を必要とするリスクにも晒されている。これ

らのプロジェクトの成功は、強固なガバナンス体制が備えられていること、並びに取締役会及び上級管理職レベ

ルで適切な監督がなされていることに部分的に依存しており、これらが不十分な場合に、規制上の義務の不遵

守、不適切な顧客アウトカム、遅延、コストの増加又はリソースの需要増加のリスクが高まる可能性がある。

新たな商品及びサービスを提供し、規制上の義務及び継続的な規制変更を遵守し、当行のシステムや統制の自

動化を改善し、並びに当行の顧客及び監督機関の期待を果たすために、定期的にテクノロジーを更新し、強化す

ることができなかった場合、又は新規のテクノロジー・プロジェクトを効果的に実施することができなかった場

合、費用超過、テクノロジーの欠陥（実施における人為的過誤によるものも含む。）、生産性の低下、機能停

止、業務上の不首尾若しくは不安定性、コンプライアンスの不遵守、レピュテーションの悪化及び／又は市場

シェアの喪失をもたらす可能性がある。このことにより、当行は競合会社よりも不利な立場におかれ、当行の事

業、見通し、業績又は財政状態に悪影響を及ぼすおそれがある。

 

当行は、地政学的事象による損失を被る可能性があ

る。

・地政学的リスク

・紛争

・オペレーショナル・リスク

・信用リスク
 

 

当行、当行の顧客及び当行のサプライヤーは、異なる地域において事業を行っており、資産を所有している。

重大なリスクは依然としてあり、これには、地政学的不安定性、紛争、貿易摩擦、関税、制裁措置、社会的混

乱、社会不安、戦争、テロ活動、国際的な敵対行為、及び特定の種類の犯罪への加担又はそのような犯罪に対し

て措置を講じることへの抵抗から生じるものが含まれる。
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かかる事象は、国内外の経済の安定性に影響を及ぼし、顧客及び投資家の信頼に影響を及ぼすことで、業界、

事業、サービス提供者及びサプライチェーンに混乱をもたらし、最終的には経済活動に悪影響を及ぼす可能性が

ある。これは、材料や労働力の不足、より高額なエネルギー・コスト及びコモディティ価格、市場におけるボラ

ティリティー並びに財産への被害をもたらす可能性がある。その結果、資産価値及び当行に対する当行の顧客の

返済能力、並びに当行が貸付金額を回収する能力への影響などをもたらす可能性がある。これらはいずれも当行

の事業、見通し、業績又は財政状態に不利な影響を及ぼすおそれがある。現在の世界情勢は、重大な紛争及び緊

張の高まりによって特徴付けられており、これらの影響をさらに強める可能性がある。

 

気候変動及び人権や自然資本などのその他の持続可

能性の要因は、当行の事業に悪影響を及ぼす可能性

がある。

・気候及び自然リスク

・物理的リスク及び移行リスク

・社会的リスク及び人権リスク

・信用リスク

・オペレーショナル・リスク

・レピュテーション及び持続可能性

に関するリスク

・コンプライアンス及びコンダク

ト・リスク
 

 

気候変動及びその他の持続可能性関連のリスクは、当行、その顧客、外部のサプライヤー、及び当行が事業を

行う地域に悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性がある。これらのリスクを管理することは、気候及

びその他の持続可能性関連のリスク及び機会をモデル化し、その影響を評価する際に重大な不確実性があること

から、困難である。

気候関連のリスクは、物理的リスク、移行リスク、並びに法的措置及び監督機関による措置に関連するリスク

として現れる可能性がある。

気候変動による物理的リスクには、事業活動、収益、ビジネスモデル、資産価値、資産の保険性（又は保険の

利用可能性／価格の手頃さ）、資産への損害の頻度又は程度に混乱や変化が生じ、当行に影響を及ぼす可能性の

ある、当行に対する直接的なリスク、並びに当行の顧客、サプライヤー及びその他の利害関係者に対するリスク

も含まれる。これらのリスクは、気温の上昇及び変動、降水の変化、海面の上昇、自然資本の損失（生物多様性

の損失を含む。）、並びに火災、荒天、洪水、干ばつ等のより深刻で頻繁な気象事象から生じる可能性がある。

これらの事象は、人権リスク及び／又は顧客の脆弱性を増大させる可能性もある。
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移行リスクは、低炭素社会への移行が当行に影響を及ぼす可能性のあるリスクである。これは、気候変動の緩

和、エネルギー転換を含む特定の事業の陳腐化、投資家の選好度の変化、顧客の嗜好の変化、技術開発、監督機

関の期待・方針の変更から生じる可能性がある。移行リスクは、収益や資産価値の減少、コストの増加を経験す

る特定の顧客への貸付を通じて発生する可能性があり、その結果、当行の信用リスクに影響を与える。当行はま

た、移行リスクの影響を直接受けるか、影響を受ける顧客、サプライヤー及びその他の第三者に対するエクス

ポージャーを低減できない可能性がある。

ネットゼロ・気候変動適応銀行になるという当行の目標は、当行の方針及びプロセスの変更につながってお

り、また、今後もつながり、関連する実行リスクを伴う可能性がある。当行のコミットメント及び目標を達成す

るための能力は、ネットゼロに向けた経済の秩序ある移行に部分的に依存しており、これは、政府及びその他の

政策、投資、電力網の能力並びに必要な変更を実施するために必要とされる技術、インフラ及び熟練労働力の開

発及び供給における制約を含む（ただし、これらに限定されない。）、外的要因の影響を受ける可能性がある。

当行の移行するための能力（当行の目標及びコメットメントを達成するための能力を含む。）は、顧客が自身の

移行計画やコミットメントを達成する上で直面する課題によっても影響を受ける可能性がある。

経済の自然への依存度の高さは、自然資本の損失が、主に自然に実質的に依存しているか又は影響を与えてい

る顧客へのエクスポージャーを通じて、当行にとってリスクとなる。自然資本とは、再生可能及び非再生可能な

天然資源（例えば、植物、動物、空気、水、土壌、鉱物等）のストックのことを指し、これらが相まって、人々

に絶え間ない利益をもたらしている。自然資本の損失及び生態系の劣化もまた、気候変動の一因となったり、気

候変動によって加速されたりする可能性がある。このリスクに対する認識の高まり及び反応は、当行に対する監

督機関や利害関係者からの期待の増大ももたらしている。当行の気候変動に関する野心と同様に、ネイチャー・

ポジティブな銀行になるという当行の野心は、関連する実行リスクとなる可能性のある当行の方針及びプロセス

の変更につながるものであり、こうした野心を達成するための当行の能力は、当行がコントロールできない外部

要因によって影響を受ける可能性がある。ネイチャー・ポジティブに関する世界的な戦略及び基準は初期段階に

あり、規制上のリスク及び不確実性を増大させる。

当行の事業は、当行の業務、サプライチェーン及び金融サービスの提供を通じて、社会的及び人権リスクに晒

される可能性がある。これらのリスクを適切に特定し、管理しなければ、社会的及び人権的な悪影響を及ぼした

り、それらを助長したり、それらとの直接的な結び付きをもたらす可能性がある。これには、人権侵害又は犯罪

活動に関与している者に金融サービスを提供したり、その者が提供するサービスを利用したりするリスクや、犯

罪目的で当行のプラットフォームや商品が悪用されるリスクが含まれる。

当行は、社会的リスクを管理及び評価し、リスクを特定した場合に行動するよう努めているが、当行の評価が

確実にこれらのリスクを発見及び／又は行動することを可能にするとは限らない。これは、加害者がますます巧

妙になっていること及び／又は当行の監視システムや分析が変化に対応できていないことが原因である可能性が

ある。
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気候変動リスク及びその他の持続可能性関連のリスクの評価及び管理に関連するデータは、成熟し続けてい

る。場合によっては、当行は、当行のエクスポージャー及びリスクを予測するために第三者からのデータを必要

とする。これらのデータソースが十分に利用可能でないか、信頼性がない場合は、当行の意思決定（目標設定及

び報告を含む。）が影響を受けるリスクがあり、当行の目標及びコミットメントを達成できない可能性がある。

関連するリスクは、報告義務によりデータの開示が要求される場合、増大する。

気候変動やその他の持続可能性に関するリスクや機会（例えば、持続可能性に関する主張、コミットメント及

び／若しくは目標が虚偽の表明であると認識された場合、或いは適切な実施若しくは達成ができない場合を含

む。）を積極的に管理するために当行グループの戦略、ガバナンス、手続、システム及び／又は統制が適応でき

ない場合、又は適応できないと認識された場合、事業リスク、レピュテーション・リスク及び法律上のリスクが

生じる可能性がある。これには、当行グループの収益性や見通しに影響を及ぼす可能性のある財務リスクや信用

リスク、監督機関によるリスク、又は当行及び／又は当行の顧客に対して訴訟（集団訴訟を含む。）が提起され

るリスクが含まれている。

当行は、アクティビスト又はその他の団体によって提起された訴訟により、法的及び事業上の課題に随時晒さ

れる可能性もある。アクティビズムや課題を誘引したセクターの例としては、気候関連の物理的リスク及び移行

リスクにより、リスクがより高いと認識されている企業、並びに／又は気候若しくはその他の持続可能性に関す

る問題を責任を持って管理しているとは認識されていない企業に融資を行うこと、気候関連及び持続可能性関連

の開示（ネットゼロや排出量削減に関する戦略、目標及び方針を含む。）が挙げられる。

気候関連のリスク管理慣行、貸付方針、目標及びコミットメント、並びにその他の持続可能な商品、持続可能

性に関する主張及びマーケティング慣行について、監督機関、株主、アクティビスト、及びその他のステークホ

ルダーからの監視が高い水準で続くと予想される。適用される法規制の体制、方針、報告及びその他の基準も進

化している。例えば、オーストラリアでは、義務的な気候変動報告が導入されているほか、ASIC及びACCCによ

る、持続可能性、持続可能な財政運営、及び関連する主張の監視・調査に関連する幅広い問題に対するコンプラ

イアンス及び執行措置の強化が挙げられる。これにより、コンプライス上、法律上及び規制上のリスクが高ま

り、コストが増加する。

これらのリスクの特定、評価及び管理に関する更なる詳細については、当行の2024年度気候変動報告書及び本

書の第一部　第３　１　(ⅰ)「地域社会のための価値の創出」、第一部　第３　２「環境のための価値の創

出」、第一部　第３　３（ⅱ）「リスク管理」、及び第一部　第５　３「持続可能性に関するガバナンス」の項

目を参照のこと。

 

金融犯罪に関する義務を遵守できないことにより、

当行の事業及びレピュテーションは悪影響を受けて

おり、また更なる悪影響を受ける可能性がある。

・金融犯罪リスク

・賄賂及び腐敗

・脱税

・マネーロンダリング及びテロ資金

供与

・経済及び貿易制裁
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当行グループは、当行グループが事業を行う法域において、マネーロンダリング防止及びテロ資金対策

（AML／CTF）法、賄賂及び腐敗防止法、経済及び貿易制裁関連法並びに税の透明性に関する法律（金融犯罪法）

に服する。これらの法律は、複雑なものである場合があり、状況により様々な義務を課す可能性がある。その結

果、規制リスク、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクが高まっている。一部の法域（例え

ば太平洋領域など）では、金融犯罪リスクは、当行グループのリスク選好を超えるレベルに引き上げられてお

り、リスクを軽減し、リスク選好内に戻すための適切な行動計画が必要である。

金融犯罪法によれば、当行は特定の事項及び取引を監督機関に報告（国際的な資金振替に関する指示、一定の

値以上の取引に関する報告、不審事項に関する報告、FATCA及びCRS報告など）し、また顧客が誰であるかを把握

し、適切な顧客デュー・デリジェンスが進行中であることを徹底しなければならない。これらの法律の一部を遵

守できないことにより、当行グループは悪影響を受けており、また今後も受ける可能性がある。

当行グループは、特に新しい決済技術の出現、金融犯罪法に影響を与える現行の法改正、デジタル資産に対す

る監督機関の注目の強化及び国際的に懸念される問題を管理するための経済・貿易制裁への依存の高まりによっ

て、絶えず変化する環境の中で事業を行っている。これらの発展は、当行グループに新たな金融犯罪リスク（並

びに詐欺行為及び不正行為、様々な技術やプラットフォームを使用する犯罪活動を含むその他のリスク）をもた

らし、当行グループのシステム、方針、プロセス及び統制の調整が必要となる可能性がある。

世界中の監督機関が、不遵守を特定した場合に（しばしば多額の制裁金を課すべく）、調査を開始し、執行措

置を講じていることから、金融犯罪に関する法律の遵守が重視されるようになっており、また今後も継続して重

視される。当行グループの事業規模から、システム、方針、プロセス又は統制に関して発覚していない不具合が

ある場合又はそれらの実施、監視若しくは修復が効果的でない場合（監督機関に対する報告義務を含む。）、

AML／CTF又はその他の金融犯罪に関する義務の多数の違反を引き起こしており、今後も引き起こす可能性があ

る。これは、ひいては、多額の制裁金及びレピュテーションの悪化や訴訟リスク等の当行グループにとってのそ

の他の悪影響をもたらす可能性がある。

当行グループは、金融犯罪に関する義務（報告義務を含む。）の管理を目的としたシステム、方針、プロセス

及び統制を整備しているが、これらが常に効果的であったとは限らず、また今後も常に効果的であるとは限らな

い。これは、例えば、統制の設計の欠陥、技術的な不具合、又は金融犯罪リスク若しくは金融犯罪の類型の変化

を含む、様々な理由が考えられる。監督機関からのフィードバックに加えて、当行の分析及びレビューは、当行

のシステム、方針、プロセス及び統制が多くの点で常に満足のいく運用がなされているわけではなく、改善が必

要であることを浮き彫りにした。当行は引き続き、金融犯罪のリスク管理をより一層重視しており、そのため、

注意を要する更なる問題が特定されており、今後も引き続き特定される可能性がある。
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当行グループは、様々な監督機関に対し、当行グループの是正及びその他のプログラムの更新活動に関する最

新の情報を提供しているが、かかる是正及びプログラムの更新活動が当行グループのコンプライアンス・プログ

ラムを適切又は効果的に強化するとこれらの監督機関又はその他の監督機関が認めるという保証はない。

当行がこれらの金融犯罪防止義務を遵守しない場合、当行は、（「当行は法規制若しくは規制政策を遵守しな

いことによって悪影響を受けてきており、また受ける可能性がある」のリスク要因において記載している）監督

機関の執行措置及びその他の結果、並びに（「レピュテーションの悪化は、当行の事業及び見通しに悪影響を及

ぼしており、また今後も及ぼす可能性がある」のリスク要因において記載している）レピュテーションに関する

リスクに直面しており、また今後も直面する可能性がある。

金融犯罪事項に関する追加情報は、本書の第一部　第２　３（ⅱ）（b）「主な変更事項」に記載されてい

る。

 

レピュテーションの悪化は、当行の事業及び見通し

に悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性

がある。

・レピュテーション及び持続可能性

に関するリスク

・マイナスの顧客アウトカム
 

 

レピュテーションに関するリスクは、利害関係者の現在及び生成途中の認識、信念及び期待と、当行の過去、

現在又は計画中の活動、プロセス、業績及び行動との間に不一致がある場合に発生する。

レピュテーションの悪化の潜在的要因には、当行の行為（又は当行の業務委託者、代理人、授権代理人及び信

用供与取引の代理人による行為）が顧客、株主、利害関係者若しくは地域に不利な結果を生じさせた場合又は生

じさせたとみなされる場合が含まれる。レピュテーションの悪化は、有効なリスク管理の失敗、法律上及び規制

上の要件の不遵守、監督機関による執行措置又は監督措置、監督機関によるレビューにおける不利な結果、地

域、環境・社会・倫理的問題又は期待及びサイバー・インシデントを適切に阻止若しくは対応できないか又は適

切に阻止若しくは対応できていないとみなされること、並びに当行の過去の決定がその時点において適切であっ

たことの立証又は決定を妨げる不適切な記録管理により生じうる。当行はまた、他の金融機関及び／又は、より

広く言えば金融セクターにおいて発生した（又は影響を及ぼした）インシデントによる波及リスクにも晒されて

いる（例えば、キャッシュ・イン・トランジット（CIT）業界に影響を及ぼす問題、現金の利用可能性に混乱が

生じる可能性、及びこれらに起因して発生する結果（取り付け騒動を含む。）など。）。

環境、社会及びガバナンスに関連するリスクを適切に特定、評価及び管理することができない場合、又は進化

する基準及びステークホルダーの期待に効果的に対応することができない場合、潜在的なレピュテーションへの

影響（並びにその他の潜在的な商業上及び運営上の影響）がある。当行のレピュテーションは、顧客、サプライ

ヤー、業務委託者、授権代理人、信用供与取引の代理人、合弁事業パートナー、戦略的パートナー又はその他の

取引先の行為により悪影響を受ける可能性もある。
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レピュテーションに関するリスクをもたらす可能性がある、又は実際にもたらす問題を処理できないか又は処

理できていないとみなされたことにより、追加的な法律上のリスクが発生しており、また発生する可能性があ

り、当行は規制上の調査、規制上の執行措置、罰金及び刑罰を科されるか、第三者の提起する訴訟若しくはその

他の措置（集団訴訟を含む。）の対象となるか、顧客（潜在顧客、投資家及び市場を含む。）を改善及び賠償す

るための要件を課される可能性がある。これは、顧客の喪失を招いたり、当行グループが資本市場を効率的に利

用する能力を制限したりする可能性もある。これは、当行の事業、見通し、業績又は財政状態に悪影響を与える

可能性がある。

 

当行は、訴訟による損失を被っており、また被る可

能性がある。

・コンプライアンス及びコンダク

ト・リスク

・執行措置

・訴訟

・集団訴訟

・多額の罰金及び課徴金
 

 

顧客、株主、従業員、サプライヤー、取引先、アクティビスト及び監督機関等、様々な原告により、訴訟が開

始されたことがあり、また今後も開始される可能性があり、それらが個別に又は全体としてのいずれであるかを

問わず、当行グループの事業、業務、見通し、レピュテーション又は財政状態に悪影響を与えるおそれがある。

近年ではより広範な市場において集団訴訟手続が増加しており、こうした集団訴訟手続の多くにおいて多額の

和解金が支払われている。集団訴訟のリスクは、監督機関による執行措置、規制に係る調査及び照会件数の増

加、監督機関による裁判手続の開始意欲の高まり、メディアによる調査の増加、このような訴訟に対する現在の

障壁の一部を除去する可能性のある規制改革の見通しの高まり、並びに第三者による訴訟資金の提供及びその他

の資金提供に関する取り決めの増加を含む多数の要因によって高まっている。競合会社に対し開始された集団訴

訟が、当行に対する同様の手続に発展するリスクもあり、これらの訴訟に対する競合会社の対応は、当行の訴訟

の相手方の姿勢に影響を及ぼす可能性がある。

金融機関を対象としたアクティビズム戦略は、特に気候変動、持続可能性及びエネルギー転換の分野におい

て、近年世界的に増加しており、訴訟手続の開始を通じたものを含め、特定の問題を公に強調すること、法的若

しくは規制上の基準を強化すること、又は金融機関にその事業運営や活動を変更するよう影響を与えることが焦

点となる場合がある。当行は現在、物言う株主や組織による訴訟及び／又は戦略に晒されており、また、今後も

晒される可能性がある。

訴訟には不確実な要素が多く、結果を正確に予測することができない可能性がある。さらに、当行グループが

訴訟に対応し、訴訟で防御活動を行う能力は、不適切な記録の保管によって悪影響を受ける可能性がある。当行

グループが合理的な条件で訴訟を解決する能力は、相手方の姿勢に影響される。
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いずれの訴訟の結果によっても、当行グループは多岐にわたる裁判所命令（遵守命令及び執行命令を含む。）

の遵守やその他多額の賠償金、課徴金、罰金又は訴訟費用等の支払を求められたことがあり、また今後も求めら

れる可能性がある。法的手続に関して、和解若しくは裁判所による決定の後に実際に支払われる罰金又は賠償金

が関連するいかなる引当金よりも著しく高額若しくは低額となる可能性があるリスク（該当する場合）又はかか

る偶発債務が予想を上回る可能性があるリスクが存在する。また追加的な訴訟又は偶発債務が生じるリスクも存

在し、かかるリスクのすべてが、当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす

可能性がある。

当行グループに影響を及ぼす可能性のある法的手続に関する追加情報は、本書の第一部　第２　３（ⅱ）

（b）「主な変更事項」及び第一部　第６　１「財務書類」の財務書類に対する注記25に記載されている。

 

当行は、不利な資金調達市場の状況に晒されてい

る。

・市場リスク

・ボラティリティー及び混乱

・資金調達及び流動性リスク

・信用リスク
 

 

当行は、事業及び流動性の源泉に必要な資金の調達を預金及び国際金融市場・国際資本市場に依存している。

当行の流動性及び資金調達を確保するための費用は、資金調達市場及び一般的な経済状況に加え、当行の信用度

及びクレジット・プロファイルに関連している。

資金源は、予測不能となり、著しいボラティリティー、混乱及び流動性の低下の時期を経験する可能性があ

る。市場の状況及び市場参加者の行動は、非常に短期間で大きく変化する可能性がある。当行が直面している主

要なリスクは、市場の信頼に対する悪影響、資金調達の機会と費用に関する変化、及び当行に対するエクスポー

ジャーへの選好の低下に加えて、より広範なマクロ経済のテーマから生じる潜在的な影響である。さらに、投資

に関する志向の変化は、預金の引出しにつながる可能性があり、これは、他の源泉から資金調達を行う必要を増

加させる可能性がある。これらの他の源泉により、流動性の水準が低下し、コストが増加する可能性がある。

経済、政治、規制又はその他の理由（当行に特有なものを含む。）により市況が悪化した場合には、銀行預金

への信頼が失われ、想定外の払戻しが生じるおそれがある。このような事象は、ソーシャルメディアでの情報発

信により、急速に広まり、悪化する可能性がある。これにより当行の資金調達費用が増加する可能性があり、当

行の流動性、資金調達及び貸付活動も抑制され、当行の支払能力が脅かされる可能性がある。その場合、たとえ

強固な資本水準であっても、有害な資金調達の損失から当行を保護するのに十分でない可能性がある。
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当行の現在の資金調達源が不十分であることが判明した場合、当行は、市況、当行の信用格付、レピュテー

ション及び信頼に関する問題、並びに市場のキャパシティといった要素に左右される代替手段を確保する必要が

生じる可能性がある。代替手段が利用可能であっても、かかる代替手段が現在の資金調達費用よりも高コストで

あるか又は不利な条件である可能性があり、それが当行の業績、流動性、資本の源泉又は財政状態に悪影響を与

えることも考えられる。

適切な資金調達を行うことができない場合、当行は事業活動（例えば、貸付等）又はより少額な流動性バッ

ファーで事業を運営することを強いられる可能性がある。これにより、当行の事業、流動性、資本の源泉、業績

又は財政状態に悪影響を与える可能性がある。当行が長期間にわたり適切な資金調達を行うことができない場

合、又はこれ以上現金化することができない場合、当行は、支払期限の到来した当行の負債を返済すること又は

その他の契約上の義務を履行することができなくなる可能性がある。

当行が負う担保付デリバティブ債務について、当行はまた、市場に変動が生じた場合に追加担保の差入れを求

められる可能性がある。その場合、当行の流動性又は当行がデリバティブを金利、為替及びその他金融リスクの

ヘッジに利用する当行の能力に悪影響が及ぶ可能性がある。

 

当行は、資本水準が不十分となるリスクにより悪影

響を受ける可能性がある。

・自己資本比率

・資本リスク

・規制資本要件
 

 

当行グループは、当行の事業環境又はストレスのかかる状況下において、通常の事業活動を支え、規制資本要

件を満たし、また、当行の支払能力を維持するための資本水準又は資本構成が不十分であるというリスクに晒さ

れている。たとえ強固な資本水準であっても、銀行破綻を懸念して預金者が速やかに資金を引き出す銀行取り付

け騒動が発生した場合に当行の持続可能性を確保するには十分ではない可能性がある。

当行の資本水準は規制及びリスク選好度によって決定され、ストレス・テストによって把握される。規制要件

のバッファーは、ストレス時の自己資本比率を維持するために構築されている。当行は、様々な要因を考慮し

て、管理バッファーを決定している。これには、当行の貸借対照表、見通し、ポートフォリオの構成、潜在的な

資本に対する逆風（不動産の評価額、インフレ及び金利の上昇を含む。）及びストレス条件下の結果が含まれる

（また、モデルや仮定が特定のストレス事象の性質や規模を予測する上で正確でない場合がある）。マクロ経済

の環境、ストレスのある状況及び／又は規制の枠組みは、リスク調整後資産の大幅な増加又は当行の自己資本比

率に影響を与え、資本分配の制限を引き起こし、当行の財政的実行可能性を脅かす、及び／又は当行の希薄化効

果の高い資本調達を行うことを要求する可能性がある。
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資本分配の制限は、ADIの普通株式等Tier１資本比率が健全性資本バッファー（資本保全バッファーにカウン

ターシクリカル資本バッファーを加えたもの。）の範囲内にある場合に適用される。このような資本制限は、追

加的Tier１（AT１）資本商品に係る将来的な配当及び配当支払能力に影響を及ぼす可能性がある。当行が発行し

たAT１及びTier２資本証券が普通株式に転換された場合（例えば、当行のCET１比率が一定の水準を下回った場

合、又は資本商品が転換されなければ、或いはそれに相当する支援がなければ当行は存続不可能であるとAPRAが

判断した場合）、既存の普通株式の価値が著しく希薄化する可能性がある。さらに、APRAは現在、AT１資本商品

を段階的に廃止する提案について協議していることに留意すべきである（更なる情報については、本書の第一

部　第２　３（ⅱ）（b）「主な変更事項」を参照のこと。）。

 

当行の事業は、オーストラリア及びニュージーラン

ドの経済に大きく依存しており、これらの経済又

は、又はその他の金融システムにおける重大な下降

又はショックが、当行に悪影響を与える可能性があ

る。

・戦略リスク

・マクロ経済的リスク

・市場の混乱

・国内外の経済情勢

・地政学的リスク

・信用リスク
 

 

当行の収益及び利益は、国内外の経済活動、景気及び顧客が求める金融サービスの水準に左右される。当行の

事業のほとんどは、オーストラリア及びニュージーランドで行われているため、当行の経営成績は、これらの

国々における活動の水準及び循環的性質に左右される。金融サービス業界及び資本市場は、ボラティリティー、

世界経済の状況（インフレ及び金利の上昇を含む。）、外部事象、地政学的な不安定、政治的変化、サイバー攻

撃又は大規模なシステミック・ショックにより悪影響を受けており、また、今後も受ける可能性がある。

市場及び経済の混乱が発生した場合（又は、金利が予想よりも長期にわたり高止まりする可能性）、消費者及

び企業の出費が減少し、失業率が上昇し、当行の商品及びサービスの需要が減少し、信用損失が増加し、それに

より収益が減少する可能性がある。これらの事象は、金融システムに対する信用の低下、流動性の減少、資金調

達へのアクセスの制限、並びに当行の顧客及び取引先へ悪影響をもたらす可能性がある。

オーストラリアの輸出が中国に依存していることを考慮すると、中国の経済成長の減速及び外国の政策（貿易

保護政策又は制裁の採用を含む。）が、オーストラリアの経済に悪影響を及ぼす可能性がある。その結果、当行

の商品及びサービスに対する需要を減少させ、サプライチェーン、経済活動の水準及び当行の借り手のローン返

済能力に影響を及ぼす可能性がある。
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かかる事象の性質及び結果を予想することは困難であるが、これらの各要因は、当行の事業、見通し、業績又

は財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

資産市場の低迷が当行の業務又は収益性に悪影響を

与える可能性があり、減損及び引当金の増加は当行

の業績又は財政状態に悪影響を与える可能性があ

る。

・市場リスク

・資産価格の低下

・減損

・信用リスク
 

 

株式市場、債券市場、並びに居住用及び商業用不動産市場を含むオーストラリア、ニュージーランド又はその

他の資産市場の低迷が、当行の業務及び収益性に悪影響を与えており、また今後も与える可能性がある。税制の

変更や賃料を制限する法律の制定の可能性などによる資産価格の低下も、顧客及び取引先、並びに当行が保有す

る担保（居住用及び商業用不動産を含む。）の価値に影響を与える可能性がある。これにより顧客又は取引先が

債務不履行に陥った場合、当行が貸付金額を回収する能力が影響を受ける可能性がある。また、これは減損費用

及び引当金に影響を与え、ひいては当行の業績、財政状態及び資本水準に影響を与える可能性がある。資産価格

の低下は、当行が保有又は管理する有価証券及び／又は資産の価値をベースとする手数料にその収益が部分的に

依存しているため、当行の資産管理業務にも影響を及ぼす可能性がある。

当行は、最新の情報及び当行の予想を利用した会計基準に基づき、信用減損に対する引当金を積んでいる。当

行の予想を超えて経済状況が悪化した場合、顧客及び／又は取引先の一部がより大きな財務上の圧力を経験する

可能性があり、減損、債務不履行及び償却が増加し、引当金が増額される可能性がある。困難な状況にある顧客

の扱いに関する監督機関の期待の変化は、減損の増加及び／又は引当金の増加につながる可能性がある。かかる

事態は、当行の流動性、資本の源泉、業績又は財政状態に悪影響を与える可能性がある。

また、信用リスクは、当行が締結する特定のデリバティブ契約、清算及び決済契約、並びにその他の機関及び

政府機関が発行する債券の取引及び所有からも発生する。これらについては、国際金融市場における経済状況に

より、その財政状態が様々な形で影響を受ける可能性がある。

 

ソブリン・リスクは、金融市場を不安定にするおそ

れがある。

・ソブリン・リスク

・不履行
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潜在的なソブリンの契約不履行、ソブリン・デフォルト及び政府が経済の一部（（当行のような）金融機関の

資産を含む。）を国有化するリスクにより、当行が保有する資産の価値に悪影響を及ぼすおそれがある。かかる

事象は、国際金融市場を不安定にさせ、当行の流動性、業績又は財政状態に悪影響を与える可能性もある。

 

当行の信用格付を維持できない場合、当行が悪影響

を受ける可能性がある。

・資金調達の利用可否

・資金調達のコスト

・信用格付の引き下げ
 

 

信用格付は、当行の信用価値についての独立第三者の意見である。当行の信用格付は、当行の資金調達のコス

ト及び利用の可否に影響する場合があり、また投資家、一定の機関投資家である顧客及び取引先が当行グループ

への投資、当行の商品及びサービスの評価を行う際に重要となる可能性がある。

格付の引下げは、オーストラリアのソブリン信用格下げ、当行の業績の大幅な悪化又は当項目で挙げるリスク

のうち一つ若しくは複数又はその他の事象により発生する可能性があり、これには格付機関が信用格付を決定す

る際に使用する方法の変更も含まれる。格付機関が重大な事象による主要な格付要素への影響について不確実性

が非常に高いと考えた場合、信用格付又は格付見通しは引き下げられたり、修正されたりする可能性がある。

当行の信用格付の引下げが生じた場合、当行の資金調達コスト、担保要件、流動性、競争力、資本市場へのア

クセス及び当行の財政的安定性が悪影響を受ける可能性がある。これらの影響の程度及び性質は、格付の変更の

程度、格付機関の違い（スプリット・レーティング）、及び競合会社又は金融業界も影響を受けているか等の複

数の要因に左右される。

 

当行は、当行の事業のすべての側面において激しい

競争に晒されている。

・利鞘

・監督機関による監視

・戦略に関するリスク

・新規参入者
 

 

金融サービス業界では、激しい競争が行われている。当行は、消費者向け及び商業銀行、投資銀行、その他金

融サービス会社、フィンテック企業及び金融サービスに意欲的なその他の業界の企業を含む様々な企業と競争し

ている。これには、当行と同一の資本要件及び規制要件に服していない競合他社、又は他の市場から多額の収益

を得ている競合他社も含まれ、これらの競合他社は当行よりも柔軟に、より低い資金コストで業務を行うことが

可能である場合がある。

既存の事業モデルを断絶させる目的で新規のビジネスモデルを採用し又は最新技術の活用を狙って、新興の競

合会社は、競争環境を次々と変えつつある。
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競争環境は、部門の監督機関による監視の強化（例えば、決済分野において、又はACCCのリテール預金商品の

供給市場に関する照会結果に基づく勧告の結果として）並びに競争を刺激し、顧客の選択を改善し、新規及び既

存の企業との競争を増大させる可能性のあるその他の法改正の結果によっても左右される可能性がある。

当行が事業を運営している様々な市場における競争は、当行の利鞘又は市場のシェアが減少しており、また減

少し続ける可能性がある。

預金は、当行の貸借対照表の大部分の資金源であり、これまで比較的安定した資金源であった。当行が預金を

めぐる競争で優位に立つことができない場合、当行の資金調達コストは増加し、当行がその他の種類の資金調達

の利用を模索するか、又は貸付を縮小する必要性を生じさせる可能性がある。

当行の競争力は、進化する顧客の志向に合致した商品及びサービスを提供する能力に依存している。顧客の志

向の変化に対応しない場合、当行は顧客を失う可能性がある。これは、当行の事業、見通し、業績又は財政状態

に悪影響を及ぼす可能性がある。

当行の競争圧力への対応に関する詳細については、本書の第一部　第２　３（d）「その他の情報」を参照の

こと。

 

当行は、オペレーショナル・リスクによる損失を

被っており、また引き続き被る可能性がある。

・オペレーショナル・リスク

・変更の実行

・記録管理

・非効果的なプロセス及び統制

・不正行為及び詐欺

・第三者

・AI
 

 

オペレーショナル・リスクとは、不適切な又は不備のある内部プロセス、人及びシステム又は外部事象に起因

する損失のリスクをいう。これには、とりわけモデル・リスク、データ・リスク、オペレーショナル・リスク、

変更の実行リスク及び第三者リスクが含まれる。当行は、これらのリスクを管理する方針、プロセス及び統制を

整備しているが、これらが常に効果的であったとはいえず、また今後も常に効果的であるとは限らない。

プロセス及び統制（当行の業務委託者、代理人、授権代理人及び信用供与取引の代理人によるもの、又はそれ

らの活動の不適切な監督及び監視を含む。）が効果的でないため、顧客、従業員又は第三者に不利な結果が生じ

ており、また引き続き生じる可能性がある。

外部事象に対応して迅速に対策が実施される場合、業務上の機能停止が発生するリスクは高くなる。このよう

な種類の業務上の不首尾によって、財務上の損失となる場合、顧客関係の是正を招く場合、監督機関による監視

がされる場合、及び監督機関により介入される場合や罰金、罰則及び資本オーバーレイを課される場合があり、

不首尾の性質によっては、訴訟（集団訴訟手続を含む。）をもたらす可能性がある。
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オペレーショナル・リスクの例として以下が含まれる。

・不正行為及び詐欺：当行は、詐欺的な貸付金申込み（顧客による虚偽の申告を含む。）、又は不適当若しく

は詐欺的な支払及び決済などの不正行為及び詐欺により損失を被っており、また、今後も被る可能性があ

る。このような損失（追加の顧客補償や制裁金の可能性を含む。）は、規制変更（例えば、当行グループ

が、近々導入される義務的かつ異業種横断的なスキャム・コード・フレームワーク（scam code

framework）に定められた義務を遵守しない場合、及び／又は英国式の銀行の補償制度がオーストラリア又

はニュージーランドで実施され、オーストラリア及びニュージーランドの銀行が詐欺被害者への賠償責任を

負うことになった場合など）により著しく増加する可能性がある。詐欺的な行為は、当行のシステム又は顧

客の口座にアクセスしようと試みる外部者、ミュール・アカウントの使用、及び第三者のサイバー・セキュ

リティー事象により本人確認記録が侵害された場合にも発生する可能性がある。これらのリスクは、リアル

タイムの取引機能によって高まっており、また、他の機関に影響を及ぼしたインシデントによる波及リスク

にも晒されている。不正行為、詐欺行為又は当行のシステムや顧客の預金口座への不正なアクセスの発生を

防止し、管理するシステム、手続及びプロトコルが機能しない場合又は不適切若しくは有効でない場合、そ

れらは、当行の顧客、事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性のある

損失をもたらすおそれがある。規制上及びコンプライアンスの要件は、不正行為や詐欺行為を迅速に特定

し、対応する能力、又は影響を受ける者と連絡を取る能力を妨げおそれがある。

・記録管理：当行は、効果的な記録管理に関する方針及びプロセスを適切に実施及び監視することができな

かった場合、損失を被る可能性がある。これは、関連する記録の保護又は特定、文書作成通知及び監督機関

からの通知への対応、是正の実施、並びに記録のライフサイクル管理及びコンプライアンス義務を全般的に

果たす当行の能力に影響を与える可能性がある。当行のシステムに不備や複雑性が存在する場合、例えば、

一定の期間にわたる記録及びデータを保持すること、一定の期間の経過後に記録を破棄すること又は記録を

非識別化することなどについて、これらのリスクはさらに高まる。

・人工知能（AI）：当行は、顧客及び業務プロセスをサポートするためのAIの導入がより一層進むにつれて、

透明性の欠如、不正確なデータ入力、無意識の偏見若しくは不正確なアウトプット、守秘義務及びプライバ

シー義務の違反、不正確な決定、当行の方針や価値観と矛盾する意図しない結果など、テクノロジーの利用

に関連するリスクに晒される可能性がある。さらに、AIを導入することができなかったり、導入に遅延が発

生したりすることによって、競争上の不利益につながるか、又はリスク管理をより適切に支援したり、顧客

アウトカムを向上させたりする能力を活用できなくなる可能性がある。これらは財務上、規制上、コンダク

ト、レピュテーション及び顧客に影響を与える可能性がある。

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

 95/623



・第三者：当行は、当行及び当行の顧客へのサービスの提供について、オーストラリア及び海外の両方におけ

る第三者に依存している。これらの第三者（当行の授権代理人及び信用供与取引の代理人を含む。）が要求

に応じた、並びに法規制及び監督機関による期待に基づくサービスを提供できない場合、当行の商品及び

サービス提供能力に混乱が生じ、また、当行の顧客、業務、業績又はレピュテーションに悪影響が及ぶ可能

性がある。例えば、当行は、現金輸送、現金取扱い及び現金保管サービスの提供について、第三者に依存し

ている。現金需要の減少によりCIT業界に圧力がかかっており、当行は、当行に代わってCITプロバイダーが

保有する現金の損失（又は現金へのアクセスの遅延）、システム全般における現金の利用可能性の低下（こ

れは取り付け騒動につながる可能性がある。）、及び当行又は当行の顧客がCITサービスの途絶により損失

又は損害を被った場合の関連する結果などのオペレーショナル・リスクに晒されている。

・変更の実行：当行はまた、テクノロジー・プログラム及びその他の変更プログラムの提供を通じて変更の実

行リスクにも晒されている。変更プログラムが望ましい成果を達成できなかったり、変革の実現に関連す

る課題の削減、未然防止、軽減及び管理ができなかったりするリスクがある。その結果、事業の途絶及び

遅延、技術的な課題、財務上の損失、又は監督機関による更なる監視につながるリスクである。当行のテ

クノロジー・システム又は金融インフラが正常に動作しなかった場合、当行又はその顧客が損失又は損害

を被るリスクもある。これは当行のシステムの複雑性、及びそれらのシステム間の相互作用から生じる可

能性もある。これには、例えば、システム上の問題によって誤った手数料や料金が顧客に適用されること

や、その他の不適切な顧客アウトカムが含まれる。

・保険の適用範囲：当行が晒される可能性のあるリスクに対して、適切な再保険及び／又は保険に今後加入で

きず、現在も加入していないリスクもある。これは、利用可能な保険又は適切な保険がないこと、保険料の

増加、又は保険業者の不履行が原因である可能性がある。保険証券が利用不能である場合又は損失に対応し

ない場合、当行は保険証券から損失を取り戻す能力を有しない。

 

当行は、市場のボラティリティーによる損失を被る

可能性がある。

・市場リスク

・地政学的リスク

・ボラティリティー及び混乱

・信用リスク
 

 

市場リスクとは、外国為替相場、商品価格、株価、信用スプレッド及び金利等の市場要因の変動により、当行

グループの業績、財政状態、資本及び流動性に悪影響が及ぶリスクである。市場リスクは、銀行勘定及びトレー

ディング勘定の両方において存在する。当行は、当行の金融市場業務、資産及び負債の管理、当行が保有する流

動資産の有価証券、並びに当行の確定給付制度を要因として市場リスクに晒されている。

市場要因の変動は、経済的混乱、地政学的事象、市場流動性又は主要な市場参加者若しくはセクターに関連す

る懸念を含む様々な出来事によって引き起こされる。その結果生じる市場のボラティリティーは、損失につなが

る可能性があり、当行の業績に悪影響が及ぶことがある。
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当行は、金融仲介機関として、上場及び非上場の債券及び株式の引受けを行っている。かかるリスクをその他

の者に対してシンジケート又は売却により解消することができない場合、当行は損失を被る可能性がある。この

リスクは、市場のボラティリティーが上昇しているときにより顕著になる。

 

質の悪いデータが、当行の事業及び業務に悪影響を

及ぼす可能性がある。

・オペレーショナル・リスク

・データ品質

・不十分な顧客及びリスク成果

 

 

正確、完全かつ信頼性の高いデータを保有することは、適切なデータの管理、保持及び破壊方法、並びに内部

の枠組み及びプロセスによって支えられており、当行の事業を効果的に運営するために必要不可欠である。デー

タは、当行の顧客への商品やサービスの提供方法の決定、当行のシステム及びリスク管理の枠組みの有効性、並

びに効果的な決定を行ったり戦略的計画を立案したりする当行の能力において重要な役割を果たしている。

当行の事業の一部では、質の悪いデータ及び／又は制限されたデータの利用可能性の影響を受けている。これ

は、システム、プロセス及び方針全体における不備、データ管理の枠組みの効果的でない導入を含め、様々な要

因によるものであり、今後も発生する可能性がある。

質の悪いデータは、顧客サービスの成果の低下、リスク管理の不利な結果、並びにシステム出力及びプロセス

の欠陥につながる可能性がある。これは、データの品質が不十分であると、情報に基づいたビジネス上の意思決

定を支援するデータの信頼性が損なわれるためである。内部システム及びプロセスの欠陥は、顧客に対する信用

供与及び信用枠の提供条件などの分野において、当行の意思決定に悪影響を及ぼす可能性がある。正確なデータ

の作成は、財務報告及びその他の報告（内部及び外部）など、当行グループ全体のその他の機能にとっても重要

である。

データの品質及び可用性の低下は、当行の事業が、その運営を効果的に監視・管理し、文書作成通知

（production notice）を遵守し、監督機関からの通知に対応し、訴訟に対して防御及び対応し、是正活動を行

う能力に影響を与えている。相反するデータの保持又は破棄の義務は、そのリスクを高める可能性がある。

質の悪いデータ及び／又は質の悪いデータの保持／破棄方法、統制上の弱点や脆弱性をもたらす不十分な統制

は、当行のコンプライアンス義務（監督機関に対する報告義務を含む。）を履行する能力にも悪影響を与える。

過去には、これが監督機関による調査や不利な調査結果、当行に対する措置につながったことがあり、当行が保

有し使用するデータについて許容範囲の品質水準を維持し、効果的な監督慣行を実施しなければ、このような措

置は今後も続く可能性がある。

当行のデータ品質及びデータ管理慣行が適切で、目的に適合し、持続可能であることを確保するために当行が

導入しているデータ関連の枠組み及びプロセスは、継続的に見直され、必要に応じて改善されなければならな

い。これは、時代遅れ又は持続不可能な慣行が、非効率的なデータ管理慣行及び／又は質の悪いデータにつなが

る可能性があるためである。
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質の悪いデータ及び／又はデータの監督・統制が不十分であるデータを保有することによりもたらされる可能

性のある結果には、当行グループが既存事業を効果的に運営する能力、第三者から有望な事業を獲得する能力、

当行グループのレピュテーション、業績及び財務状態に悪影響を及ぼすことが含まれる。

 

一部の戦略的な決断は、当行の事業に悪影響を及ぼ

すおそれがある。

・戦略に関するリスク

・保証及び補償

・売却及び買収

・導入リスク
 

 

当行は、定期的に戦略的な決断、優先事項及び目標（簡素化、多様化、革新、投資の引上げ、投資、買収、事

業の拡大又は一部の事業の閉鎖の決定に関するイニシアチブを含む。）を検討しており、それを実施している。

これらの活動はそれぞれ、複雑かつ高コストであり、適時に進行しない可能性がある。例えば、当行は、特定の

取引、事業の分離若しくは統合を予定された期間内に完了すること、或いは完了すること自体が困難となった

り、業務が中断されたり、経営資源の流用又は予想を上回る取引費用に直面したり、第三者が影響を受けたり、

戦略的な選択に関する市場の見解に相違があったりする可能性があり、その結果、当行のレピュテーションが損

なわれる可能性がある。

事業や資産を売却できなかった場合、より高い業務コスト及びそれらの事業に内在するより高いリスクに晒さ

れ続ける可能性がある。事業の維持を決定することは、当行が、それらの事業に内在するより高いリスクに晒さ

れる可能性があることを意味する。例えば、当行の太平洋地域の事業は、当行の顧客、事業、見通し、レピュ

テーション、業績又は財務状態に悪影響を及ぼす可能性のあるオペレーショナル・リスク、ソブリン・リスク、

金融犯罪及び為替管理リスクを含む多くのリスクに直面している。当行はまた、現在完了しているスペシャリス

ト・ビジネスの取引の一環として、特定の完了前の事項に関して相手方にいくつかの保証及び補償を提供し、そ

の他の契約上の制約（移行サービスに関連するものを含む。）を行った。保証、補償及び制約は、当行が行うそ

の他の売却に関連して、将来提供される可能性もある。これらの保証、補償及びその他の契約上の義務に基づく

請求は、様々な契約上の責任体制が効力を有している間は、当行が当該相手方に対して多額な支払を行う責任を

負う結果となる可能性がある。行動や顧客救済に関連する潜在的な事項については、APRAが公表したガイダンス

に従い、当該リスクに対してオペレーショナル・リスクの追加資本を保有している。これらの偶発債務は、本書

の第一部　第６　１「財務書類」の財務書類に対する注記25に記載されている。

当行はまた、事業の取得やかかる事業への投資も行っている。これらの取引は、数々のリスク及びコストを伴

う。投資対象の事業の業績が予想を下回る可能性があり、その結果、未知で未計上の負債や規制上のリスクを負

う可能性があり、また、最終的には、取引開始時において過大評価されていたことが最終的に明らかになる可能

性がある。

当行と買収した事業の間で、業務、文化、ガバナンス、コンプライアンス及びリスク選好度に違いがあるた

め、統合が長期化し、コストが増大する可能性がある。
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当行の内部要因（例えば、不適切な資金調達、資源調達、取引能力又は経営モデルなど）により戦略を適切に

実行できないリスク、又は外部の経営環境の変化（経済、地政学、規制、消費者心理、技術、環境、社会及び競

争関連の要因を含む。）を特定、理解又は効果的に対応できないリスクも存在する。これは、当行の市場シェア

の拡大又は維持ができなくなったり、利鞘及び手数料が圧力を受けたりするなど、当行に様々な悪影響を及ぼす

可能性がある。

これらのリスクは、当行の事業、成長見通し、レピュテーション、監督機関との約束、業績又は財政状態に悪

影響を及ぼすおそれがある。

 

その他のリスク
 

 

・当行が主要な役員、従業員及び取締役の採用及び維持ができない場合、当行の事業、見通し、レピュテー

ション、業績又は財政状態は悪影響を受ける可能性がある。低失業率、移住者数の制限、業務のオンショア

リング及び競争の激しい人材市場などのマクロ環境要因は、当行グループの専門的なスキルを有する人材の

確保に悪影響を及ぼす可能性がある。

・（本書の第一部　第６　１「財務書類」の財務書類に対する注記１に概説された）重要な会計上の仮定及び

見積りに関する変更により、当行グループは予想又は認識された金額を上回る損失を被る可能性があり、こ

れは、当行の業績、財政状態及びレピュテーションに悪影響を及ぼすおそれがある。

 

（ⅱ）リスク管理

積極的なリスク管理及びリスク文化は、当行の基本である。それらは、当行の強固さ及びレジリエンスを支

え、当行が事業を行う方法を形作り、意思決定のための明確なパラメータを提供している。当行が直面するリ

スクの性質が変化し進化する可能性があるため、リスク管理の強化は引き続き優先事項である。

当行は、顧客を中心としたリスク管理の枠組み（「当行枠組み」）、強固なリスク文化及び３つの防衛ライ

ン（「3LoD」）モデルを通じてリスクを管理している。これらは、当行がどのようにリスクを管理し、公正な

顧客アウトカムをもたらすかを導くために連携する９つの要素によって構成されている。当行は、当行枠組み

が効果的に運用されていることを確認するために、各要素を定期的に見直している。当行枠組みは、取締役会

の承認を得ており、当行のリスク・クラスの枠組み、方針及びリスク選好度ステートメントに支えられた当行

のリスク管理の戦略を通じて実施されている。

当行枠組みは、持続可能性に関するリスクを管理するために、持続可能性に関するリスク管理枠組み

（「SRMF」）及び関連するポリシーに支えられており、事業、貸付及びサプライチェーン全体にわたる気候変

動及び人権などに関するリスクの当行の管理方法の指針となっている。当行が直面するリスクに関する更なる

情報については、本書の第一部　第３　３（i）「リスク要因」を参照のこと。
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リスク管理の枠組みの構成要素
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リスク管理の強化

当行は、リスク管理慣行を強化するために、COREプログラムを通じて総合的なIPを実施した。2023年12月31日

に３か年計画が完了したことは、当行のリスク文化、ガバナンス及び説明責任を強化する上で重要なマイルス

トーンとなった。当行のIPの独立レビュー担当者であるプロモントリー・オーストラリアは、その最終報告書

において進捗状況に言及した。その後、APRAは、当行のオペレーショナル・リスクの資本オーバーレイの総額

を10億豪ドルから500百万豪ドルに引き下げた。当行は現在、これまで行ってきた改善を長期的に定着させ、そ

の持続可能性及び有効性を実証するための移行フェーズを完了している。

 

３つの防衛ライン

３LoDは、次のように連携して、リスクに基づく健全な意思決定を行っている。

－強固かつ積極的なエンゲージメント、コミュニケーション、信頼及び協力

－信頼性があり、一貫性があり、透明性のある経営情報

－不必要な重複やずれが生じないよう、３LoD全体での活動の整合性

 

当行の３つの防衛ライン
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持続可能性に関する慣行の組込み

ビジネス・アンド・ウェルス、WIB及びウエストパック・ニュージーランドの各事業セグメントには、専任の

ESG専門家が組み込まれている。

ESGリスク・チームは、第２のラインとして、リスク及び統制の評価に当行の持続可能性に関するリスクが正

確に反映されるようにするために、リスク・プロファイルの独立した監視及び監督を実施している。

気候関連のリスク及び機会の管理に対する当行のアプローチ（気候に関する物理的リスク及び移行リスクの評

価を含む。）は、2024年度気候変動報告書において概説されている。

 

リスクの評価

当行は、当行枠組みに沿って、当行の戦略的目標に影響を及ぼす可能性のあるリスクを定期的に評価してい

る。このプロセスでは、第１及び第２のラインのチームとワークショップを行い、潜在的なリスクを特定し、そ

の影響を評価し、それらのリスクを実施されている統制でどのように管理し、監視し、報告するかについて概要

を示す。新たなリスクや外部環境の変化も評価の一環として考慮される。当行は、重大な財務以外のリスクにつ

いては、各リスクを「低い」から「非常に高い」まで格付けできるように、リスク・プロファイルを生成してい

る。各リスクは、財務、顧客、スタッフ、規制、レピュテーション、社会及び環境への影響についても評価され

る。

 

主要なリスク・カテゴリー

当行は、当行に影響を及ぼす可能性のある潜在的なリスクの中から、11の主要なリスク・カテゴリーを特定し

た。気候変動を含む持続可能性に関するリスクは、様々な方法で当行に影響を及ぼす可能性があり、その主な影

響は、（財務リスクとして）信用リスク並びに（財務以外のリスクとして）レピュテーション及び持続可能性に

関するリスクの重大なリスクに分類されている。

 

 

取締役会は、主要なリスク・カテゴリーごとに、リスク選好を設定しており、これは、取締役会のリスク選好

度ステートメント（「RAS」）に明示されている。RASには、当行の主要なリスク並びに各リスクを監視するた

めに用いられる指標及び許容値が記載されている。これらの指標のほとんどは、リスクが取締役会により許可

されたリスク選好に接近又は超過しているかを示す「グリーン」、「アンバー」及び「レッド」の許容値に

よって監視されている。下表は、主要なリスク・カテゴリーについてより詳細に説明したものである。
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主要なリスク・カテゴリー

１

自己資本比率

当行が、通常の事業活動を支

え、規制上の資本要件を満た

すための資本の水準又は構成

が不適切であるリスク。

リスク選好及び軽減

当行は、ストレス・シナリオにおける場合も含め、強固なバランスシートを維

持することを目指している。

当行は、自己資本充実度に関する内部評価プロセスを通じて自己資本管理を評

価しており、その特徴は以下のとおりである。

・資本管理戦略

・経済的及び規制上の要件、並びにステークホルダーの視点の検討

・ストレス・テストの考慮事項

・主要な自己資本比率の目標運転範囲

 

注力した分野：

・自己資本の見通しを継続的に監視すること

・資本に対する逆風を考慮すること

・経済見通しと、金利の上昇及び生活費の圧迫から生じる信用リスクを積極的

に監視すること

 

リスク選好指標の例：

・CET１資本比率－銀行が損失を吸収する能力を示す指標

２

資金調達及び流動性リスク

当行が、その支払義務を果た

せないリスク又はその資産を

支える適切な金額、期間又は

構成の資金及び流動性を有し

ないリスク。

リスク選好及び軽減

当行は、以下を確保できるようバランスシートを管理することを目指してい

る。

・多様で安定した費用対効果の高い資金調達基盤の維持

・必要に応じた資金調達が行えること

・当行の資金調達及び現先取引の要件を満たすのに十分な担保可能な資産の保

有

・安定的な資金調達源による貸付の拡大

資金調達及び流動性リスクの管理に関する更なる情報については、第一部　第

６　１「財務書類」を参照のこと。

 

注力した分野：

・バランスシートの成長をサポートし、満期を迎える債務の借換えを行うため

に、大口資金調達計画を実行すること

・市場環境に沿った規制上の要件及び当行の流動性に関するニーズを満たすた

めに、流動性リスクを管理すること

 

リスク選好指標の例：

・安定調達比率（「NSFR」）

・流動性カバレッジ比率（「LCR」）
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主要なリスク・カテゴリー

３

信用リスク

顧客又は取引先が当行に対す

るその金融債務を履行できな

い場合の財務上の損失のリス

ク。

 

リスク選好及び軽減

当行は、大量かつ同質的な信用リスクについてはプログラム管理型アプロー

チ、個々の顧客については取引管理型のアプローチを用いて信用リスクを管理

している。

これらのアプローチには、以下が含まれる。

・事業環境の変化を含め、適切かつ信用リスクを意識した戦略的選択の指針と

なる境界線を設定すること

・幅広い方針、プロセス、システム、リスク委任当局及び取締役会が承認した

信用リスク限度

信用リスクの管理及び引当金に関する更なる情報については、第一部　第６　

１「財務書類」の財務書類に対する注記10及び注記11、並びに2024年９月

Pillar ３報告書を参照のこと。

 

注力した分野：

・急速な金利引き締めサイクル、進行中の地政学的リスク、不確実な経済環境

及びインフレ圧力による信用リスクの高まりに対応すること

・気候変動（ネットゼロへの移行を含む。）に対する当行のクレジット・ポー

トフォリオのストレス・テスト

・当行のクレジット・ポートフォリオに影響を与え得る外部事象（すなわち、

地政学的事象、業界特有の事象）が、全体的な予想信用損失引当金の適切性

に与える影響を評価すること

 

リスク選好指標の例：

・企業及びノンバンク金融機関に対するエクスポージャーのコミッテッド・エ

クスポージャー合計に占める割合の上位10件

４

市場リスク

外国為替相場、コモディティ

価格、株価、信用スプレッド

及び金利等の様々な市場要因

の変動により、当行の業績又

は財政状態に悪影響が及ぶリ

スク。これには、銀行勘定内

の金利リスクが含まれる。

リスク選好及び軽減

当行は、当行の限度枠内で承認された商品につき、市場リスクを選好してい

る。当行は、慎重なリスク管理の戦略を採用し、金融市場における不利な動き

の潜在的なリスクを捕捉する、取締役会が承認した指標を監視することによ

り、市場リスクを管理している。取締役会は、バリュー・アット・リスク

（「VaR」）、ストレスVaR（「SVaR」）、リスク対象の純利息収益

（「NaR」）、並びに資本ヘッジの金利及び流動性の高い証券のポートフォリ

オの信用スプレッドに対するリスク感応度の測定を通じて、取引リスク及び非

取引リスクのリスク選好を承認した。市場リスクの管理は、市場リスク管理の

枠組み並びに関連する方針、制限、プロセス、システム及び委任当局によって

支えられている。

市場リスクの管理に関する更なる情報については、第一部　第６　１「財務書

類」の財務書類に対する注記21を参照のこと。

 

注力した分野：

・市場リスクのシステム及びそれをサポートするインフラを更新・置換えるこ

と

・健全な市場リスク基準に関連する規制変更を実施すること

 

リスク選好指標の例：

・当行の金融市場業務から発生する可能性のある財務上の損失の程度を定量化

する統計であるVaR
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主要なリスク・カテゴリー

５

戦略に関するリスク

当行が不適切な戦略に関する

選択を行ったり、その戦略の

実行に失敗したり、環境の変

化に効果的に対応できないな

どのリスク。

リスク選好及び軽減

当行は、当行の戦略及びリスク選好に沿った、熟慮されたイニシアチブを通じ

て成長することを目指している。当行は、当行の戦略を実行する能力に重大な

影響を及ぼす可能性のある環境の変化による脅威の影響を管理できるよう努め

ている。当行は、計画に照らして、また変化を踏まえて当行のパフォーマンス

を継続的に評価し、それらの要因に適時に対応しなければならない。

 

注力した分野：

・テクノロジーの簡素化及び変革アジェンダを加速させること

・適切な資金調達、リソースの提供、及び規制上のコミットメントを果たすこ

と

・デジタル及びデータの行路への投資を継続し、顧客体験を向上させること

 

リスク選好指標の例：

・目標ROTEに対する実際のROTE

６

リスク文化

当行の文化が、リスクを特定

し、理解し、リスクについて

議論及び対処するための行動

に関する期待事項や体制を促

進及び強化するものでないリ

スク。

リスク選好及び軽減

当行は、当行の目的、戦略及び価値観を支えるリスク文化並びにリスクを効果

的に管理する能力を推進している。当行は、継続的に改善できるよう当行のリ

スク文化を定期的に評価し、イニシアチブを実施している。

 

注力した分野：

・リスク文化を支援するツールやプロセスを維持し、継続的に見直し・改善す

ること

・意思決定、オーナーシップ、挑戦及び強化を含む主要な行動変容の分野にお

ける能力向上を支援し、行動変容を推進するための行動計画を成熟させるこ

と

・あらゆるレベルで変革を推進するためのより広範な組織文化の計画との連携

を継続すること

 

リスク選好指標の例：

・社内のVoice+調査の結果－リスク及び／又は懸念事項を安心して提起するこ

とができると感じる回答者の割合
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主要なリスク・カテゴリー

７

オペレーショナル・リスク

不十分若しくは不適切な内部

処理、人材及びシステム、又

は外部的事象により発生する

損失に関するリスク。

リスク選好及び軽減

当行は、強固なプロセス及び統制を通じて、オペレーショナル・リスクに抵抗

し、リスクを最小限に抑えられるよう努めている。当行は、重大な業務上の問

題や事案を迅速かつ効果的に是正することを目指している。

 

注力した分野：

・組織全体においてリスク管理を継続的に強化するため、オペレーショナル・

リスク管理の枠組み及び慣行を成熟させること

・リスク予防及び自動化など、統制環境を強化すること

・当行のオペレーショナル・レジリエンスを強化し、根本的な問題を完全に理

解するために、組織横断的な事象の見方を採用すること。注力分野には、

データ、記録管理及び第三者リスクが含まれる。

 

リスク選好指標の例：

・「不十分」と評価された主要統制の割合

８

コンプライアンス及びコンダ

クト・リスク

当行に課せられたコンプライ

アンス義務を遵守すること、

又はその他当行の顧客に適

切、公正かつ明確な成果をも

たらし市場の健全性を支える

行動及び慣行を有することが

できないリスク。

リスク選好及び軽減

当行は、コンプライアンス・リスク及びコンダクト・リスクを管理するための

強固な統制及びシステムを確立している。当行は、コンプライアンス違反の事

案を迅速に認識、調査及び是正することを目指している。当行は、以下の事項

を排除することを目指している。

・規制要件の違反

・不適切、不公正又は不明確な顧客アウトカムをもたらしたり、市場の健全性

に悪影響を及ぼしたりする行為

・規制要件の体系的又は重大な違反をもたらす可能性のある複雑なシステム又

はプロセス

 

注力した分野：

・利益相反、プロダクト・ガバナンス及びプライバシー・リスクの管理を強化

すること

・当行の実務慣行の、公正な顧客アウトカム及び市場の健全性確保との整合性

を支援するためのツール及びプロセスを改善すること

・当行の顧客、コミュニティ及び互いのためにより適切な成果をもたらすため

に、「すべきか（Should We?）」のテストを含む、行動規範を適用すること

 

リスク選好指標の例：

・すべてのコンプライアンス評価を完了するまでの平均暦日数
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主要なリスク・カテゴリー

９

金融犯罪リスク

当行グループが金融犯罪を防

止し、及び／又は適用される

世界的な金融犯罪に関する規

制上の義務を遵守することが

できないリスク。

金融犯罪には、賄賂及び腐敗

行為、マネーロンダリング、

制裁及び輸出管理違反、脱

税、不正行為及び詐欺、テロ

資金供与及び拡散が含まれ

る。

リスク選好及び軽減

当行は、金融犯罪リスクを積極的に特定し、評価し、軽減し及び報告し、適用

されるすべての世界的及び各地域の金融犯罪に関する規制上の義務を遵守する

ことにより、金融犯罪の防止を支援している。これは、当行の金融犯罪リスク

は、強固な統制及びシステムを通じて管理されなければならず、金融犯罪事案

が発生した場合には迅速に認識、調査及び是正しなければならないことを意味

する。

 

注力した分野：

・戦略的能力を簡素化し、定着させ、検知及び監視能力を向上させ、ネット

ワーク分析の利用を拡大させること

・金融犯罪を阻止するための官民パートナーシップやその他の情報機関への関

与を通じて協力すること

・KYC開始前の顧客関係の是正、デジタル機能及び自動化された統制による顧

客ライフサイクルの管理の強化など、顧客確認（Know Your Customer）

（KYC）の本人確認を継続すること。KYC開始前の顧客とは、2007年12月12日

にKYC要件が発効する前にオンボーディングされた顧客を指す。

 

リスク選好指標の例：

・当初合意された期間内に是正されていない高格付けの問題の件数

10

サイバー・リスク

当行又は第三者のデータ若し

くは技術がサイバー脅威又は

脆弱性により、不適切にアク

セスされ、操作され、又は損

害を受けるリスク。

リスク選好及び軽減

当行は、サイバー脅威及び脆弱性に対する回復力を確保するため、当行のサイ

バー・リスクに対するエクスポージャーを積極的に管理している。

当行は、サイバー・リスクを管理する際、以下を確保するよう努めている。

・適切な規制の枠組みの中でリスクが管理されること

・当行の戦略、財務、レピュテーション又は規制に係る地位を損なわないこと

・当行が対応するサイバー脅威に見合ったサイバー統制が実施されること

当行は、サイバー事象が発生する可能性があるが、その影響及びそれが将来発

生する可能性を抑えるために、かかる事象を適時かつ効果的に管理しなければ

ならないことを認識している。

 

注力した分野：

・データ・セキュリティーのための統制、アプリケーション保護のための統

制、アイデンティティ及びアクセス管理などのサイバー・セキュリティー能

力を向上させ、ネットワーク境界を強化すること

・一貫したサイバー・リスク管理の枠組みを組み込むこと

 

リスク選好指標の例：

・外部からのサイバー脅威に対する統制の有効性

・サプライヤーのセキュリティー評価の成果
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主要なリスク・カテゴリー

11

レピュテーションに関するリ

スク及び持続可能性リスク

環境・社会・ガバナンス

（「ESG」）に関する問題に

対する認識又は対処を怠るリ

スク、並びにある行為、不作

為、取引、投資又は事象が当

行の誠実さ及び能力への信頼

を低下させるリスク。

リスク選好及び軽減

当行は、当行の誠実さ及び能力への信頼を高めることで、すべてのステークホ

ルダーの信頼を維持することを目指している。当行のアプローチは、人々やコ

ミュニティ、環境に対する潜在的な影響を考慮しつつ、意思決定の商業的側面

とステークホルダーの期待のバランスを取るよう努めている。当行は、ESGに

関する問題が複雑で相互に関連し、時には対立する考慮事項が含まれる可能性

があることを認識している。

 

当行の貸付

ESG信用リスク方針は、SRMFを支援し、当行の信用リスクの評価プロセスの一

部を構成している。ESGリスクの評価ツールは、顧客、取引及び支援されてい

る活動に関連するESGリスクを評価するために、企業向け及び機関投資家向け

銀行業務のチーム内で使用される。これらの評価は、定期的なリスク・レ

ビューの一環として、又は融資枠に大きな変更がある場合に、新規顧客及び既

存顧客に対して実施される。潜在的なESGリスクが残存する場合は、かかるリ

スクは顧客及び取引リスク・エスカレーション委員会に上申され、関連する事

業部門における追加的なレビューを受ける。気候変動信用リスク委員会は、

ポートフォリオの監督を行い、気候関連の信用リスクに関する適切な決定を行

う際に説明責任を負う個人に情報を提供する。

 

当行のサプライチェーン

当行は、サプライヤーに対し、倫理的、社会的及び環境的な商慣行に関する当

行の基準の概要を示す評価を完了することにより、当行の責任ある調達に関す

る行動規範を遵守することを要求している。

 

注力した分野：

・当行の貸付及びサプライチェーンに関連する持続可能性に関するリスクを理

解するためのツール及びプロセスを改善すること

・自然資本に関するポジション・ステートメントに沿って、自然関連リスクの

理解を構築すること

・リスク管理プロセスにおいて、当行の顕著な人権に関するリスク評価の結果

を組み込むこと。第一部　第３　１（i）「経営方針」を参照のこと。

 

リスク選好指標の例：

・レプトラック（RepTrak）（会社のレピュテーション、ブランド及びESGに関

する独立した評価を提供する企業）によるレピュテーション・ランキング

・当行のNZBA目標の進捗
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（ⅲ）サイバー・セキュリティーの管理及びガバナンス

首席グループ情報セキュリティー担当役員（「CISO」）は、経営陣のメンバーである首席情報担当役員

（「CIO」）の直属である。CISOは、主要なサイバー・セキュリティー・ガバナンス・フォーラムのメンバーで

あり、サイバー・セキュリティー機能の指導及び管理、サイバー・セキュリティーの戦略及び方向性の設定、並

びにサイバー・セキュリティーに関する方針、基準、統制及び能力（当行の情報資産の管理を委託している第三

者向けのものを含む。）の導入、運用及び実行を監督する責任を負う。

当行は、そのようなリスクを評価、特定及び管理する取組みを促進するために、様々なサイバー・セキュリ

ティーのプロセス、技術及び統制を実施しており、これには、定期的なネットワーク及びエンドポイントの監

視、アクセス制御、脆弱性評価、侵入テスト、従業員を対象とした毎年の情報セキュリティー研修、並びにサイ

バー・セキュリティー・インシデント対応の机上訓練が含まれる。

当行には、サイバー・セキュリティー・インシデントが疑われる、又は確認された場合に取るべき行動の指針

となるインシデント対応計画がある。この計画には、インシデントのトリアージ、調査、抑制及び修復のプロセ

スが含まれている。この計画は、サイバー・セキュリティー・インシデントが顧客に与える影響を抑制し、最小

限に抑えるように設計されている。当行はまた、事業継続計画を維持しており、これは、当行の業務に重大な影

響を及ぼす可能性のあるサイバー・セキュリティー・インシデントによるものを含む、事業の中断が発生した場

合に、重要な事業プロセスの継続性を維持するための手順を定めたものである。

当行のサイバー・セキュリティー・チームは、戦略プロセスの管理及び当該プロセスへの参加を通じて、サイ

バー・セキュリティーに関する脅威の防止、軽減、検出及ぶ修復に関する情報を入手し、監視している。

CISO及びサイバー・セキュリティー・チームは、戦略、ガバナンス、リスク管理、脅威インテリジェンス、イ

ンシデント対応、セキュリティー運用、アーキテクチャ、エンジニアリング、テスト、意識向上など、サイ

バー・セキュリティーの様々な側面について、関連する専門知識や経験を有している。CISOは、情報技術及びサ

イバー・セキュリティーの分野において幅広い経験を有している。サイバー・セキュリティー・チームは、サイ

バー・セキュリティーに関する多様な経歴やスキルを持つ、適格で有能な専門家によって構成されている。サイ

バー・セキュリティー・チームは、進化するサイバー・セキュリティーの状況に対応できるよう、知識及びスキ

ルを強化するために、訓練、教育及び育成プログラムに定期的に参加している。

当行は、サイバー・セキュリティー・リスクの管理の一環として、第三者と協力して、サイバー・セキュリ

ティーに関する方針、基準、統制及び能力の独立したレビュー及び評価を行っている。これらの第三者には、外

部監査人、業界団体、コンサルタント及び専門家が含まれる。これらの取組みの目的は、当行のサイバー・セ

キュリティーの態勢及び成熟度に関する保証、検証、ベンチマーキング及び改善の推奨事項を取得することであ

る。当行は、当行グループの各分野でISO27001、PCI-DSS及びSOC２タイプ２の認証を取得している。
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CISOは、主要なサイバー・セキュリティー・リスク及びその統制に関する問題を、必要に応じて、テクノロ

ジー・リスク委員会（「TRC」）又は適切な事業部門及び部門別委員会に上申する。上級役員職の委員会である

TRCは、テクノロジー機能及びテクノロジー・リスクの管理を監督している。TRCは、当行グループの戦略、業績

及びリスク管理の監督を担当する業務執行経営陣附属委員会であるグループ業務執行リスク委員会

（「GRISKCO」）に対して報告を行う。

取締役会は、CIO及びCISOからサイバー・セキュリティーに関する最新情報の報告を定期的に受ける。取締役

会は、サイバー・セキュリティー・リスクの管理に関する監督の最終的な責任を負っている。取締役会は、取締

役会によるサイバー・セキュリティー・リスクの管理の監督を支援している取締役会附属リスク委員会に対し、

その監督責任の一部を委任している。

本書の対象期間中、当行の事業戦略、経営成績又は財務状況に重大な影響を及ぼす、又はそのおそれがあると

合理的に判断されるサイバー・セキュリティー・インシデントは発生していない。しかし、近年、当行のような

機関並びに当行の従業員、サービス提供者及びその他の第三者が晒される情報セキュリティー・リスク及びサイ

バー・セキュリティー・リスクが大幅に増加しており、今後もますます高度なサイバー関連攻撃の標的となる可

能性が高い。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

業績評価

抜粋された連結財務データ及び営業データ

以下の2024年９月30日、2023年９月30日及び2022年９月30日現在の、並びに2024年９月30日、2023年９月30日

及び2022年９月30日に終了した会計年度に係る財務情報の抜粋は、当行の連結財務書類及び関連する注記から抜

粋したものである（市場シェア情報等の特定のデータ、及び規制当局への提出書類から抜粋され、かつ未監査で

あるその他の規制関連情報を除く。）。

当該情報は、本書に含まれる当行の監査済みの連結財務書類及びその注記と併せて読まれるべきものである。

 

非AAS財務指標

当行の法定業績は、オーストラリアの会計基準（「AAS」）に従って作成され、国際財務報告基準

（「IFRS」）にも準拠している。

当行の業績及びオペレーティング・セグメントの業績を評価するにあたり、当行は、以下において記載すると

おり、多数の財務指標（非AASベースで表示される金額、指標及び比率を含む。）を使用している。

非AAS財務指標及び比率は、AASに基づく標準化された意味を有しない。したがって、これらを他の会社が表示

する類似の指標と直接比較できる可能性は低く、これらをAASの業績と切り離して、あるいはAASに基づく業績に

代わるものとみなすべきではない。

当行の非AAS財務指標は、以下のカテゴリーに分類される。

 

指標／比率 内容 参照先

重要項目及び売却事業の影響を除く

業績指標

純利息収益、利息以外の収益、業務費用及び本書におけ

るセグメント報告は、重要項目、売却事業及び／又は売却

目的保有を除く業績指標を含む。

重要項目（notable items）は、経営陣が当行の継続事

業の業績を反映していないと考える項目である。重要項目

の詳細については、第一部　第３　４(ⅲ)「重要項目の影

響」に記載される。

売却事業は、その売却前の期間における当行業績への寄

与を反映している。また、売却に関連する損益も含まれる

が、重要項目として特定された項目は除外される。

これらの項目の１つ以上につき調整が行われた業績指標

には、以下のものが含まれる。

・純利息収益

・利息以外の収益（純手数料収益、資産管理及び保険業

務による純収益、トレーディング収益並びにその他の

収益を含む。）

・業務費用（人件費、賃借費用、テクノロジー費用及び

その他の費用を含む。）

・引当金考慮前利益

・純利益

・WBC所有者に帰属する当期純利益

・平均普通株主資本利益率

・普通株主有形自己資本利益率

これらの指標は、当行の継続事業の業績を反映した見解

を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有

用であると考えている。

第一部　第３　

１ (ⅰ) 、 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅰ) 乃 至 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅶ)、第一部　

第３　４(ⅸ)及

び 第 一 部 　第

３　４(ⅻ)参照
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引当金考慮前利益 引当金考慮前利益は、信用減損（費用）／戻入れ、及び

法人税等（費用）／還付を除く純利益／（損失）である。

これは、純利息収益に利息以外の収益を付加し、業務費

用を差し引いて算出される。これには、予想信用損失以外

の引当金及び減損に関する（費用）／戻入れが含まれる。

この指標は、当行の事業成績の影響に関する見解を読者

に提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有

用であると考えている。

第一部　第３　

１ (ⅰ) 、 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅰ) 乃 至 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅶ)、第一部　

第３　４(ⅸ)及

び 第 一 部 　第

３　４(ⅻ)参照

基本的１株当たり利益（重要項目を

除く。）及び希薄化後１株当たり利

益（重要項目を除く。）

基本的１株当たり利益（重要項目を除く。）は、重要項

目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益（RSPの配当金に

つき調整後）を期間中の普通株式の加重平均発行株式数

（自己株式調整後）で除して算出される。

希薄化後１株当たり利益は、基本的１株当たり利益（重

要項目を除く。）を、希薄化効果のある潜在的普通株式が

すべて転換されたものと仮定して調整することにより算出

される。

これらの指標は、当行の継続事業の業績に基づく基本的

及び希薄化後１株当たり利益に関する見解を提供するもの

であることから、経営陣は、当該情報が有用であると考え

ている。

第一部　第３　

４（ⅱ）、第一

部 　第 ３ 　４

(ⅻ)参照

コア純利息収益及びコア純利鞘

（NIM）

コア純利息収益は、重要項目並びに財務部門及びマー

ケット部門の収益を除く純利息収益として算出される。

コア純利鞘は、コア純利息収益（該当する場合は年額換

算される。）を平均利付資産で除して算出される。

これらの指標は、貸付け、預金及び大口資金調達に係る

当行の純利息収益及び利鞘の基礎となる業績に関する見解

を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有

用であると考えている。

第一部　第３　

１ (ⅰ) 、 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅱ) 及 び 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅳ)(a)参照

配当性向（重要項目を除く。） 発行済株式（自己株式控除後）に係る普通株式配当金の

支払額／宣言額を、重要項目を除くWBC所有者に帰属する

当期純利益で除して算出される。

この指標は、当行の継続事業の業績に基づく配当性向に

関する見解を提供するものであることから、経営陣は、当

該情報が有用であると考えている。

第一部　第３　

４（ⅱ）及び第

一部　第３　４

(ⅻ)参照

費用収益比率（重要項目を除く。） 重要項目を除く業務費用を、重要項目を除く純業務収益

で除して算出される。

この指標は、当行の継続事業の業績の効率性に関する見

解を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が

有用であると考えている。

第一部　第３　

１ (ⅰ) 、 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅱ)、第一部　

第 ３ 　４ (ⅳ)

(g) 及 び 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅻ)参照

平均普通株主有形自己資本及び平均

普 通 株 主 有 形 自 己 資 本 利 益 率

（ROTE）

平均普通株主有形自己資本は、平均普通株主資本から平

均のれん及びその他の無形資産（資産計上されたソフト

ウェアを除く。）を差し引いて算出される。

平均普通株主有形自己資本利益率は、WBC所有者に帰属

する当期純利益（RSPの配当金につき調整後）（該当する

場合は年額換算される。）を平均普通株主有形自己資本で

除して算出される。

これらの指標は、当行の株主持分の充当状況を評価する

際に、当行、投資家、アナリスト、その他の人々によって

業績の指標として一般的に使用されることから、経営陣

は、当該情報が有用であると考えている。

第一部　第３　

１ (ⅰ) 、 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅱ) 及 び 第 一

部 　第 ３ 　４

(ⅻ)参照

 

 

表示の変更
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2024年度において、当行はセグメントの構成とセグメント業績の測定の両方を変更した。比較数値は、当期の

表示に一致させるため修正再表示されている。詳細については、本書の第一部　第３　４(ⅸ)の「セグメント報

告」を参照のこと。

また、比較可能性を高めるべく、比較情報の一部を当期の表示の変更に一致させるために適宜修正している。

 

参照先のウェブサイト

本書において言及されるウェブサイトに含まれるか又は当該ウェブサイトを通じて入手可能な情報は、本書の

一部を成すものではない。ただし、当行が当該情報を参照することにより本書の一部を成す旨を明確に表明して

いる場合を除く。

 

(ⅰ) 業績の概要

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増減
率（％）

純利息収益 18,753 18,317 17,161 2

利息以外の収益 2,835 3,328 2,445 (15)

純業務収益 21,588 21,645 19,606 -

業務費用 (10,944) (10,692) (10,802) 2

引当金考慮前利益 10,644 10,953 8,804 (3)

減損(費用)/戻入れ (537) (648) (335) (17)

税引前利益 10,107 10,305 8,469 (2)

法人税等 (3,117) (3,104) (2,770) -

税引後利益 6,990 7,201 5,699 (3)

非支配株主持分（「NCI」）に帰属する当期利益 - (6) (5) (100)

WBC所有者に帰属する当期純利益 6,990 7,195 5,694 (3)

重要項目 (123) (173) (874) (29)

実効税率 30.84％ 30.12％ 32.71％ 72bps
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業績の概要（重要項目を除く）

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増減
率（％）

純利息収益 18,916 18,414 16,606 3

利息以外の収益 2,847 3,128 3,299 (9)

純業務収益 21,763 21,542 19,905 1

業務費用 (10,944) (10,232) (10,181) 7

引当金考慮前利益 10,819 11,310 9,724 (4)

減損(費用)/戻入れ (537) (648) (335) (17)

税引前利益 10,282 10,662 9,389 (4)

法人税等 (3,169) (3,288) (2,816) (4)

税引後利益 7,113 7,374 6,573 (4)

非支配株主持分（「NCI」）に帰属する当期利益 - (6) (5) (100)

WBC所有者に帰属する当期純利益 7,113 7,368 6,568 (3)
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(ⅱ) 主要財務情報

 

 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の
増減率

（％）
a

株主価値     

基本的普通株式１株当たり利益（豪セント） 200.9 205.3 159.9 (2)

基本的普通株式１株当たり利益（重要項目を除く）
（豪セント）

204.4 210.3 184.5 (3)

希薄化後普通株式１株当たり利益（豪セント） 191.7 195.2 152.4 (2)

希薄化後普通株式１株当たり利益（重要項目を除く）
（豪セント）

194.8 199.6 174.9 (2)

加重平均普通株式数（百万株） 3,476 3,502 3,559 (1)

１株当たり全額フランキング済普通株式配当金
（豪セント）

151 142 125 6

１株当たり全額フランキング済特別配当金
（豪セント）

15 - - -

配当性向
b 74.62％ 69.20％ 76.79％ 大

配当性向（重要項目を除く）
b 73.32％ 67.57％ 66.57％ 大

平均普通株主資本利益率 9.77％ 10.09％ 8.10％ (32bps)

平均普通株主資本利益率（重要項目を除く） 9.94％ 10.34％ 9.34％ (40bps)

平均普通株主有形自己資本利益率（「ROTE」）
c 11.01％ 11.39％ 9.17％ (38bps)

ROTE（重要項目を除く） 11.21％ 11.67％ 10.58％ (46bps)

平均普通株主資本（百万豪ドル） 71,493 71,229 70,268 -

平均普通株主有形自己資本（百万豪ドル） 63,415 63,117 62,078 -

平均総資本（百万豪ドル） 71,549 71,274 70,323 -

普通株式１株当たり純有形資産（豪ドル） 17.75 17.58 17.18 1

業績     

当行グループ純利鞘 1.93％ 1.95％ 1.94％ (2bps)

　コア純利鞘
ｃ 1.82％ 1.86％ 1.76％ (4bps)

財務部門及びマーケット部門の純利鞘への影響
c 0.13％ 0.10％ 0.12％ 3bps

重要項目の純利鞘への影響 (0.02％) (0.01％) 0.06％ (1bps)

平均利付資産（百万豪ドル）
d 970,055 940,449 886,205 3

平均資産利益率 0.66％ 0.70％ 0.58％ (4bps)

費用収益比率 50.69％ 49.40％ 55.10％ 129bps

費用収益比率（重要項目を除く。） 50.29％ 47.50％ 51.15％ 279bps

フルタイム相当従業員（「FTE」） 35,240 36,146 37,476 (3)

FTE１名当たりの収益（1,000豪ドル） 612 577 508 6
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2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の
増減率

（％）
a

資本、資金調達及び流動性     

レベル２普通株等Tier１資本比率     

－オーストラリア金融監督局（「APRA」） 12.49％ 12.38％ 11.29％ 11bps

－国際比較可能 18.27％ 18.73％ 17.57％ (46bps)

信用リスク調整後資産（「RWA」）（百万豪ドル） 345,964 339,758 362,098 2

RWA合計（百万豪ドル） 437,430 451,418 477,620 (3)

流動性カバレッジ比率（「LCR」） 133％ 134％ 132％ (59bps)

安定調達比率（「NSFR」） 112％ 115％ 121％ (261bps)

預貸率 83.50％ 82.89％ 82.85％ 61bps

信用度及び減損費用     

総貸付金に対する減損エクスポージャー総額 0.24％ 0.17％ 0.20％ 7bps

減損エクスポージャー総額に対する減損エクスポー
ジャー引当金総額

41.28％ 43.47％ 47.95％ (219bps)

信用RWAに対する一括評価引当金 132bps 135bps 116bps (3bps)

信用RWAに対する引当金合計 147bps 145bps 128bps 2bps

コミッテッド・エクスポージャー合計（「TCE」）
（十億豪ドル）

1,252 1,218 1,186 3

TCEに対するストレスを受けたエクスポージャー合計 1.45％ 1.26％ 1.07％ 19bps

総貸付金に対する引当金合計 63bps 63bps 62bps -

抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行 1.05％ 0.81％ 0.69％ 24bps

その他の消費者向けローンの90日以上の債務不履行 1.40％ 1.28％ 1.56％ 12bps

平均貸付金に対する減損(費用)／戻入れ 7bps 9bps 5bps (2bps)

貸借対照表（百万豪ドル）     

貸付金 806,767 773,254 739,647 4

資産合計 1,077,544 1,029,774 1,014,198 5

顧客預金 673,615 640,951 612,834 5
 

a　本書において、「大」とは、a)前期比で200パーセントを超える金額の変動があったこと、b)前期比で400ベーシス・ポイン

トを超える割合の変動があったこと、又はc)前期比で符号がプラスからマイナスに転じたこと若しくはその反対のいずれか

を意味している。

b　2022年度の特別配当と市場外での株式の買戻しによる配当要素の影響を除く。

c　比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。

d　住宅ローン相殺口座平均残高を控除後。

 

(ⅲ)重要項目の影響

当行の業績を説明する一助として、当行は「重要項目」を報告している。重要項目は、当行の継続事業の業績

を反映しているものとはみなされない特定の項目を表している。

重要項目は、大まかに以下のカテゴリーに分類される。

・ヘッジ会計として適格ではない経済的ヘッジに係る未実現公正価値利益／（損失）。

・適格ヘッジに係る非有効部分純額。

・当行の通常の事業活動を反映してない、金額的に重要な項目。個別の報告期間において、金額的に重要な項

目には以下のものが含まれることがある。

－是正、訴訟、罰金及び罰則に係る引当金

－資産売却及び再評価の影響

－資産（のれん及び資産計上されたソフトウェアを含む。）の評価減

－事業再編費用
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配当金の決定にあたっては、通常、重要項目の影響は除外される。

重要項目により、2024年度の税引後純利益は123百万豪ドル減少した（2023年度：173百万豪ドル、2022年度：

874百万豪ドル）。

2024年度及び2023年度の業績に影響を与えた重要項目（税引後）の詳細は以下のとおりであった。

 
分類 純利益への影響 詳細

2024年   

ヘッジ会計とし

て適格ではない

経済的ヘッジに

係る未実現公正

価値利益／（損

失）

128百万豪ドルの減少

当年度の発生主義によるターム・ファンディング取引のヘッジに係る

未実現公正価値損失は、128百万豪ドルであった。これは法定業績のタ

イミングのずれを表すものであるが、ヘッジの有効期間中の利益には

影響しない。

適格ヘッジに係

る非有効部分純

額

５百万豪ドルの利益

当年度の適格ヘッジに係る非有効部分純額の５百万豪ドルは、当該

ヘッジの公正価値の変動によるもので、これは時間の経過とともに戻

し入れられるため、利益への長期的な影響はない。

重要項目合計 123百万豪ドルの減少  

2023年   

資産の売却及び

再評価の影響
256百万豪ドルの利益

アドバンス・アセット・マネジメント・リミテッドの売却益243百万豪

ドル。これには、取引及び分離費用に関連する税還付も含まれる。

是正、訴訟、罰

金及び罰則に係

る引当金

176百万豪ドルの減少

 

純業務収益 － 103百万豪ドル。

・機関投資家、法人及び退職年金顧客に対する追加の返金による収益

の減少。

費用 － 132百万豪ドル

・顧客関係是正プログラム、規制当局による調査及び訴訟に関連する

費用のための引当金の90百万豪ドルの増加。

・コモンウェルスの最終補償制度のための１回限りの賦課金の見積費

用42百万豪ドル。

事業再編費用 140百万豪ドルの減少
組織の簡略化とスペシャリスト・ビジネスの廃止の加速に関連する費

用。

資産の評価減 87百万豪ドルの減少
コーポレート・オフィス・スペースの縮小及び支店統廃合の加速に関

連する資産の評価減及び費用。

ヘッジ会計とし

て適格ではない

経済的ヘッジに

係る未実現公正

価値利益／（損

失）

92百万豪ドルの減少

当該年度の発生主義によるターム・ファンディング取引のヘッジに係

る未実現公正価値損失は、92百万豪ドルであった。これは法定業績の

タイミングのずれを表すものであり、ヘッジの有効期間中の利益には

影響しない。

適格ヘッジに係

る非有効部分純

額

66百万豪ドルの利益

当該年度の適格ヘッジに係る非有効部分純額の66百万豪ドルは、ヘッ

ジの公正価値の変動によるもので、これは時間の経過とともに戻し入

れられるため、利益への長期的な影響はない。

重要項目合計 173百万豪ドルの減少  
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2024年度、2023年度及び2022年度の重要項目の要約は、以下のとおりである。

 

（単位：百万豪ドル）
経済的
ヘッジ

ヘッジの
非有効部分

純額

是正、訴
訟、罰金
及び罰則に
係る引当金

資産売却
及び再評価

資産の
評価減

事業再編
費用 合計

2024年        

純利息収益 (171) 8 - - - - (163)

利息以外の収益 (12) - - - - - (12)

純業務収益 (183) 8 - - - - (175)

業務費用 - - - - - - -

引当金考慮前利益 (183) 8 - - - - (175)

法人税等（費用）／還付及び
NCI

55 (3) - - - - 52

純利益／（損失） (128) 5 - - - - (123)

2023年        

純利息収益 (113) 94 (78) - - - (97)

利息以外の収益 (18) - (25) 243 - - 200

純業務収益 (131) 94 (103) 243 - - 103

業務費用 - - (132) - (126) (202) (460)

引当金考慮前利益 (131) 94 (235) 243 (126) (202) (357)

法人税等（費用）／還付及び
NCI

39 (28) 59 13 39 62 184

純利益／（損失） (92) 66 (176) 256 (87) (140) (173)

2022年
純利息収益

 
633

 
(77)

 
(1)

 
-

 
-

 
-

 
555

利息以外の収益 39 - (52) (841) - - (854)

純業務収益 672 (77) (53) (841) - - (299)

業務費用 - - (126) (144) (351) - (621)

引当金考慮前利益 672 (77) (179) (985) (351) - (920)

法人税等（費用）／還付及び
NCI

(202) 25 46 109 68 - 46

純利益／（損失） 470 (52) (133) (876) (283) - (874)
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(ⅳ) 収益の評価

以下(ⅳ)乃至(ⅶ)においては、別段の記載のない限り、2024年９月30日に終了した会計年度の当行の業績を

2023年９月30日に終了した会計年度と比較して論じている。主に個別の事業セグメントに関連する要素について

は、(ⅸ)「セグメント報告」で詳述する。

 

a. 純利息収益

 
 
 
 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

純利息収益（百万豪ドル）     

純利息収益 18,753 18,317 17,161 2

コア純利息収益
a 17,608 17,519 15,532 1

重要項目 (163) (97) 555 68

財務部門
a、b 1,056 729 951 45

マーケット部門
a 252 166 123 52

平均利付資産（百万豪ドル）
c     

貸付金 732,660 703,832 676,469 4

住宅
a、d 500,338 484,214 469,492 3

個人向け 11,754 13,055 15,043 (10)

法人向け 220,568 206,563 191,934 7

流動性資産 206,266 210,960 191,749 (2)

その他の利付資産 31,129 25,657 17,987 21

平均利付資産 970,055 940,449 886,205 3

純利鞘（％）     

純利鞘 1.93％ 1.95％ 1.94％ (2bps)

　コア純利鞘
a 1.82％ 1.86％ 1.76％ (4bps)

財務部門及びマーケット部門の

純利鞘への影響
a 0.13％ 0.10％ 0.12％ 3bps

重要項目の純利鞘への影響 (0.02％) (0.01％) 0.06％ (1bps)
 

a　比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。

b　財務部門の純利息収益は、資本利益を含まない。

c　売却目的保有資産を含む。

d　住宅ローン相殺口座平均残高を控除後。

 

純利息収益は、２パーセント増の18,753百万豪ドルであった。主な要因には、以下のものが含まれた。

・バランスシートの拡大により、コア純利息収益が１パーセント増の17,608百万豪ドルであったこと。当該増

加は、純利鞘の縮小によって一部相殺された。

・重要項目が収益を163百万豪ドル減少させたこと（前年度には、利益を97百万豪ドル減少させた。）。

・財務部門及びマーケット部門の収益が、金利のボラティリティーに対する有利なポジショニングによる財務

部門の業績の改善により、46パーセント増の1,308百万豪ドルであったこと。

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

119/623



平均利付資産は３パーセント増の9,701億豪ドルであった（法人向けローンの７パーセントの増加及び住宅

ローンの３パーセントの増加を含む。）。これは、オートファイナンス・ローンの廃止手続を含む個人向けロー

ンの減少により一部相殺された。平均流動性資産は２パーセント減少したが、主に顧客との取引を円滑化するた

めのマーケット部門におけるリバース・レポ契約の保有に関連するトレーディング目的有価証券の保有高の増加

により、その他の利付資産は21パーセント増加した。

 

b. 純利鞘

 

1　大口資金調達コスト

2　財務部門及びマーケット部門の寄与
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・純利鞘は、２ベーシス・ポイント縮小して1.93パーセントとなった。純利鞘は以下から構成される。

－コア純利鞘が、以下の主な要因により４ベーシス・ポイント縮小して1.82パーセントとなった。

－財務部門及びマーケット部門による、13ベーシス・ポイントの拡大。金利ボラティリティーに対する有利

なポジショニングによって財務部門の寄与が高まったことにより、３ベーシス・ポイント拡大した。

－ターム・ファンディングの経済的ヘッジに関連する会計処理に係る未実現公正価値損失による重要項目

は、２ベーシス・ポイントの縮小であった（前年度は１ベーシス・ポイント）。

・コア純利鞘の４ベーシス・ポイントの縮小は、以下の変動によるものであった。

－貸付金の利幅：主に新規及び既存の顧客の獲得競争によるオーストラリアの抵当権付住宅ローンにおける

利幅の縮小による、10ベーシス・ポイントの縮小。クレジットカード及び法人向け貸付の利幅も利鞘縮

小の一因となった。2024年度下半期のローンの利幅の縮小は1ベーシス・ポイントであり、当年度を通じ

て縮小のペースは鈍化した。

－大口資金調達：新規の長期大口資金調達における利幅が満期を迎えた融資枠（ターム・ファンディング・

ファシリティ（「TTF」）を含む。）よりも大きかったことによる、２ベーシス・ポイントの縮小。

－預金の利幅：１ベーシス・ポイントの縮小には、利幅の小さい貯蓄預金や定期預金口座への構成上の変化

の影響が含まれている。ヘッジ対象預金の収益は増加した。

－流動性資産：流動性資産残高の減少による、２ベーシス・ポイントの拡大。

－資本及びその他：金利上昇による資本残高の利益の増加を主因とする、７ベーシス・ポイントの拡大。
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c.平均貸借対照表

 
 2024年 2023年 2022年

 平均残高
（百万豪
ドル）

受取利息
（百万豪
ドル）

平均
レート
（％）

平均残高
（百万豪
ドル）

受取利息
（百万豪
ドル）

平均
レート
（％）

平均残高
（百万豪
ドル）

受取利息
（百万豪
ドル）

平均
レート
（％）

資産          

利付資産          

貸付金
a 732,660 44,460 6.1 703,832 35,582 5.1 676,054 21,096 3.1

住宅
a 500,338 28,560 5.7 484,214 22,360 4.6 469,492 13,666 2.9

個人 11,754 1,137 9.7 13,055 1,104 8.5 15,043 1,200 8.0

法人
a 220,568 14,763 6.7 206,563 12,118 5.9 191,519 6,230 3.3

トレーディング目的有価証
券及びFVISで測定する金融資
産

36,350 1,600 4.4 30,086 1,143 3.8 22,836 347 1.5

投資有価証券 93,925 3,494 3.7 74,877 2,037 2.7 77,781 1,126 1.4

その他の利付資産
b 107,120 4,793 4.5 131,654 4,990 3.8 109,109 676 0.6

売却目的保有資産 - - - - - - 425 6 1.4

利付資産及び受取利息合計
a

970,055 54,347 5.6 940,449 43,752 4.7 886,205 23,251 2.6

無利息資産   

金融派生商品 16,786   23,423   23,395   

売却目的保有資産 -   -   2,444   

その他すべての資産
a、c 70,468   59,356   62,719   

無利息資産合計
a 87,254   82,779   88,558   

資産合計 1,057,309   1,023,228   974,763   

負債          

利付負債          

預金及びその他の借入金
d 574,119 23,657 4.1 544,041 16,918 3.1 508,950 3,209 0.6

譲渡性預金証書 48,889 2,386 4.9 47,887 1,921 4.0 47,308 395 0.8

取引口座 131,894 4,529 3.4 139,275 3,412 2.4 141,643 709 0.5

貯蓄預金 208,866 7,667 3.7 185,211 5,182 2.8 181,918 791 0.4

定期預金 184,470 9,075 4.9 171,668 6,403 3.7 138,081 1,314 1.0

買戻契約 26,551 937 3.5 39,652 556 1.4 37,779 150 0.4

借入資本 40,212 1,848 4.6 34,384 1,448 4.2 30,708 1,026 3.3

その他の利付負債
e 185,809 9,152 4.9 176,699 6,513 3.7 158,251 1,705 1.1

利付負債及び支払利息合計
d 826,691 35,594 4.3 794,776 25,435 3.2 735,688 6,090 0.8

無利息負債  

預金及びその他の借入金
d 131,632   131,043   136,251   

金融派生商品 21,413   26,353   24,750   

売却目的保有負債 -   -   682   

その他すべての負債 6,024   (218)   7,069   

無利息負債合計
d 159,069   157,178   168,752   

負債合計 985,760   951,954   904,440   

株主持分 71,493   71,229   70,268   

非支配株主持分 56   45   55   

株主持分合計 71,549   71,274   70,323   

負債及び株主持分合計 1,057,309   1,023,228   974,763   

貸付金
a          

オーストラリア 633,772 37,865 6.0 607,154 30,164 5.0 582,456 17,694 3.0

ニュージーランド 92,222 6,155 6.7 90,130 5,028 5.6 87,236 3,203 3.7

その他の海外 6,666 440 6.6 6,548 390 6.0 6,362 199 3.1

預金及びその他の借入金
d          

オーストラリア 489,693 19,413 4.0 460,149 13,544 2.9 427,097 2,249 0.5

ニュージーランド 65,070 3,220 4.9 63,760 2,464 3.9 60,678 765 1.3

その他の海外 19,356 1,024 5.3 20,132 910 4.5 21,175 195 0.9
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a　貸付金の一部は無利息であり、「その他すべての資産」において表示されている。無利息部分は、貸付金の利息を計算する

際に考慮される住宅ローン相殺預金の影響を表している。2024年度において、ニュージーランドで相殺されたローンは再分

類され、「その他すべての資産」に計上された。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。

b　受取利息には、適格ヘッジに係る非有効部分純額が含まれる。

c　不動産及び設備、無形資産、繰延税金資産、住宅ローン相殺口座に関連する無利息ローン、並びにその他すべての無利息資

産が含まれる。住宅ローン相殺口座の残高は54,980百万豪ドルであった（2023年度：48,022百万豪ドル、2022年度：45,996

百万豪ドル）。

d　2024年度において、顧客へのマーケティング方法との整合のため、特定の預金商品を貯蓄預金と取引口座の間で再分類し

た。当行グループは、特定の預金商品の有利子と無利息の区分も変更した。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正

再表示されている。

e　支払利息には、財務部門によるバランスシート管理活動と銀行税の正味影響が含まれる。

 

d. 貸付金

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

オーストラリア 704,907 674,422 647,122 5

住宅 473,435 449,509 431,538 5

RAMS（廃止手続中） 29,836 35,965 35,844 (17)

個人向け 9,403 9,638 9,722 (2)

法人向け 194,138 178,965 166,402 8

オートファイナンス（廃止手続

中）
a 2,116 4,195 7,344 (50)

引当金 (4,021) (3,850) (3,728) 4

ニュージーランド（単位：百万豪ド
ル）

94,137 92,854 85,772 1

ニュージーランド
（単位：百万ニュージーランド・ド
ル）

102,463 99,711 97,393 3

住宅 68,011 65,757 63,827 3

個人向け 1,151 1,163 1,202 (1)

法人向け 33,802 33,298 32,764 2

引当金 (501) (507) (400) (1)

その他海外（単位：百万豪ドル） 7,723 5,978 6,753 29

貸付金合計 806,767 773,254 739,647 4
 

a　個人向け及び法人向けのオートファイナンス貸付金が含まれる。
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貸付金は、４パーセント増の8,068億豪ドルであり、以下の変動から構成される。

・オーストラリアの住宅ローン（RAMSを除く。）は、居住用抵当権付住宅ローンの増加の加速により、５パー

セント増の4,734億豪ドルであり、APRAの住宅ローン・システムの1.2倍の増加であった。顧客は引き続き変

動金利型抵当権付き住宅ローンを選好しており、その抵当権付住宅ローンの合計に対する割合は2023年９月

の76パーセントから上昇し、90パーセントとなった。

・RAMSの住宅ローンは、新規事業のポートフォリオが終了したため、17パーセント減の298億豪ドルであっ

た。

・返済の増加と新規貸付の低迷により、特に個人向けローンについてオーストラリアの個人向け貸付が２パー

セント減の94億豪ドルとなった。

・オーストラリアの法人向け貸付は８パーセント増の1,941億豪ドルであった。ウエストパック・インスティ

テューショナル・バンク（「WIB」）の貸付金の堅調な増加は、主に機関投資家向け物件、工業・インフラ

部門における既存顧客との関係強化によるものである。さらに、事業セグメントの貸付金の増加は、当行の

ターゲット業界である、農業、医療及び専門サービスにおける増加により、多岐にわたった。

・オートファイナンス・ローンは、ポートフォリオの廃止手続が継続中であるため、50パーセント減の21億豪

ドルであった。当該ポートフォリオの売却は、決算日後の2024年10月に発表された。

・ニュージーランドの貸付けは、ニュージーランド・ドル建てで３パーセント増の1,025億ニュージーラン

ド・ドルであった。これは、抵当権付住宅ローンの３パーセントの増加及び法人向け貸付の２パーセントの

増加による。

・その他の海外の貸付金残高は、29パーセント増の77億豪ドルであった。これは、米国顧客への貸付けの増加

を反映したものである。
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e. 預金及びその他の借入金

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

顧客預金     

オーストラリア 593,795 557,781 535,645 6

取引口座
a 110,393 114,097 137,361 (3)

貯蓄預金
a 197,415 179,110 148,153 10

定期預金 157,282 144,220 127,921 9

無利息
a 128,705 120,354 122,210 7

ニュージーランド
（単位：百万豪ドル）

73,201 74,297 68,614 (1)

ニュージーランド
（単位：百万ニュージーランド・
ドル）

79,676 79,783 77,910 -

取引口座
a 9,595 8,762 9,609 10

貯蓄預金
a 19,433 20,185 21,423 (4)

定期預金 39,451 38,472 32,273 3

無利息
a 11,197 12,364 14,605 (9)

その他の海外（単位：百万豪ドル） 6,619 8,873 8,575 (25)

顧客預金合計 673,615 640,951 612,834 5

譲渡性預金証書 46,874 47,217 46,295 (1)

オーストラリア 33,215 32,947 30,507 1

ニュージーランド
（単位：百万豪ドル）

1,711 2,247 2,588 (24)

その他の海外
（単位：百万豪ドル）

11,948 12,023 13,200 (1)

預金及びその他の借入金合計 720,489 688,168 659,129 5
 

a　比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。

 

顧客預金は、５パーセント増の6,736億豪ドルであり、以下の変動から構成される。

・オーストラリアの預金は、主にコンシューマー及びWIBセグメントにおける、より金利の高い利付商品の増

加により６パーセント増の5,938億豪ドルであった。無利息預金は７パーセント増の1,287億豪ドルであっ

た。これは、顧客が変動金利ローンを選好し、固定金利ローンから移行していることを受け、住宅ローン相

殺口座の残高が増加したことによるものであった。

・ニュージーランドの預金は、定期預金の増加が無利息預金の減少により相殺されたため、797億ニュージー

ランド・ドルで安定していた。

・その他の海外の預金は25パーセント減の66億豪ドルであったが、これは主に、競争に起因するWIBの定期預

金における減少によるものであった。

当年度において預金の増加が貸付金の増加の大部分を賄ったことから、預貸率は83.5パーセントとなり、2023

年９月30日時点の預貸率を上回った。
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貸付金及び預金の市場シェア及びシステム別の指標

 
 2024年 2023年 2022年

市場シェア    

オーストラリア    

ADIシステム（APRA）    

住宅融資 21％ 21％ 22％

個人向けクレジットカード 21％ 21％ 21％

法人向け融資
a 16％ 15％ 15％

個人預金 21％ 21％ 20％

法人預金
b 18％ 18％ 18％

金融システム（オーストラリア準備銀行
（RBA））

   

住宅融資 20％ 21％ 21％

法人向け融資
c 14％ 15％ 15％

リテール及び法人預金
d 19％ 19％ 20％

ニュージーランド

（ニュージーランド準備銀行（RBNZ））
e

   

消費者向け貸付 18％ 18％ 18％

法人向け貸付 16％ 16％ 16％

預金 17％ 18％ 18％
 

 

システム別の指標

 
 2024年 2023年 2022年

オーストラリア    

ADIシステム（APRA）    

住宅融資 0.8 0.8 0.5

個人向けクレジットカード
f 該当なし 0.5 0.7

法人向け融資
a 1.2 0.8 0.9

個人預金 1.1 1.3 0.7

法人預金
b、ｆ 1.5 該当なし 0.8

金融システム（RBA）    

住宅融資 0.8 0.9 0.5

法人向け融資
ｃ 0.7 0.7 0.8

リテール及び法人預金
d 1.1 0.6 0.8

ニュージーランド（RBNZ）
e    

消費者向け貸付 0.9 0.8 1.0

法人向け貸付 0.9 1.6 0.8

預金
f 該当なし 0.9 0.5
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a　当行グループの法人向け融資の増加率及び指標は、APRAが月次ADI統計で公表しているADIシステムに基づいている。法人向

け融資には、すべてのセグメントにおける非金融事業者及びコミュニティ・サービス組織への貸付金が含まれる。

b　当行グループの法人預金の増加率及び指標は、APRAが月次ADI統計で公表しているADIシステムに基づいている。法人預金に

は、すべてのセグメントにおける非金融事業者及びコミュニティ・サービス組織からの預金が含まれる。

c　当行グループの法人融資の増加率及び指標は、RBAの貸付・信用総計で公表されている金融システムに基づいている。法人

融資には、非金融事業者者、コミュニティ・サービス組織、及び特定の金融機関への貸付金が含まれる。

d　リテール預金及び企業預金には、RBAの金融総計において定義されているとおり、家計、非金融事業者、及び特定の金融機

関からの預金が含まれる。

e　ニュージーランドは、ニュージーランドの銀行業務で構成されている。

f　該当なしは、システムの増加率及び／又は当行の増加率がマイナスであることを示している。

 

f. 利息以外の収益

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

純手数料収益 1,672 1,645 1,671 2

資産管理及び保険業務による純収益
a 441 562 808 (22)

トレーディング収益 704 717 664 (2)

その他の収益 18 404 (698) (96)

利息以外の収益合計 2,835 3,328 2,445 (15)
 

a　2023年度における保険事業の売却後、2024年度通年に保険収益はなかった。

 

利息以外の収益は、以下によって構成される。

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

重要項目及び売却事業を除く利息以外
の収益

    

純手数料収益 1,672 1,645 1,672 2

資産管理及び保険業務による純収益
a 441 457 467 (4)

トレーディング収益 716 750 620 (5)

その他の収益 18 136 148 (87)

重要項目及び売却事業を除く利息以外
の収益

2,847 2,988 2,907 (5)

重要項目     

純手数料収益 - - (1) -

資産管理及び保険業務による純収益
a - (10) (51) (100)

トレーディング収益 (12) (33) 44 (64)

その他の収益 - 243 (846) (100)

利息以外の収益合計－重要項目 (12) 200 (854) 大

売却事業     

資産管理及び保険業務による純収益
a - 115 392 (100)

その他の収益 - 25 - (100)

利息以外の収益合計－売却事業 - 140 392 (100)

利息以外の収益合計 2,835 3,328 2,445 (15)
 

a　2023年度における保険事業の売却後、2024年度通年に保険収益はなかった。
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利息以外の収益は、15パーセント減の2,835百万豪ドルであった。重要項目及び売却事業の影響を除くと、利

息以外の収益は、５パーセント減の2,847百万豪ドルであった。

 

純手数料収益

純手数料収益は、２パーセント増の1,672百万豪ドルであった。主な変動には、以下のものが含まれた。

・引受業務の増加及び貸付金の増加による、機関投資家向け貸付手数料の59百万豪ドルの増加。

・取引量の減少による、オーストラリアの加盟店収益の16百万豪ドルの減少。

・ポートフォリオの廃止手続による、オートファイナンスの収益の14百万豪ドルの減少。

 

資産管理による純収益

資産管理による純収益は、22パーセント減の441百万豪ドルであった。重要項目及び売却事業の影響を除く

と、プラットフォームの利鞘の縮小が管理ファンドの増加を相殺してなお余りあるものであったことから、資産

管理による純収益は、４パーセント減の441百万豪ドルとなった。

 

トレーディング収益

トレーディング収益は、２パーセント減の704百万豪ドルであった。重要項目を除くと、トレーディング収益

は５パーセント減の716百万豪ドルであり、これは主に、利幅の縮小とデリバティブ評価調整（「DVA」）の減少

を反映したWIBにおける外国為替（「FX」）取引の減少によるものである。この減少は、コモディティ及びFXデ

リバティブのヘッジの影響により一部相殺された。

 

その他の収益

その他の収益は、386百万豪ドル減少した。重要項目及び売却事業の影響を除くと、その他の収益は、主にコ

モディティ及びFXデリバティブの損失により、118百万豪ドル減少した。

 

売却事業

2024年度通年に売却された事業はなかった。2024年10月、当行はレジマック・グループ・リミテッドにオート

ファイナンス・ポートフォリオを売却する契約を締結した。売却は2025年度上半期に完了する予定で、取引額は

14億豪ドル乃至16億豪ドルと見込まれている。

2023年度通年の売却事業による寄与は、合計で140百万豪ドルであった。これは、廃止前のBTの退職年金事業

であるアドバンス・アセット・マネジメント・リミテッド及びウエストパック・ライフ・インシュアランス・リ

ミテッドに関連するものであった。各事業の寄与の詳細については、第一部　第３　４(ⅸ)「セグメント報告－

売却事業の純利益への寄与」を参照のこと。
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市場関連の収益
1

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

純利息収益
a 252 166 123 52

利息以外の収益 677 858 619 (21)

市場収益 929 1,024 742 (9)

販売及びリスク管理収益 937 968 773 (3)

デリバティブ評価調整 (8) 56 (31) 大

市場収益 929 1,024 742 (9)
 

a　比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。

 

市場収益は、当行の顧客に対するリスク管理商品の組成、価格設定及び販売から得られる販売及びリスク管理

収益で構成される。専任の顧客関係の専門家が、金利、外国為替、コモディティ、信用、ストラクチャード商品

のリスク・エクスポージャー管理を支援するための商品ソリューションを顧客に提供している。

市場収益は、９パーセント減の929百万豪ドルであった。

販売及びリスク管理収益は、３パーセント減の937百万豪ドルとなった。FXトレーディング収益の減少は、債

券商品における継続的かつ堅調な顧客取引高と効果的なリスク管理による収益を相殺してなお余りあるもので

あった。

DVAは、前年度においては56百万豪ドルのプラス寄与であったのに対し、８百万豪ドルのマイナス影響となっ

た。これは、前年度のカウンターパーティー・クレジット・スプレッドの縮小が当年度においては発生しなかっ

たことによる。
 

 

1　市場収益は、WIB、ビジネス・アンド・ウェルス及びウエストパック・ニュージーランド（債券資本市場の活動を除く。）

からの金融市場収益を含む。

 

g. 業務費用

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

人件費 (5,899) (6,098) (5,866) (3)

賃借費用 (700) (786) (914) (11)

テクノロジー費用 (2,764) (2,211) (2,203) 25

その他の費用 (1,581) (1,597) (1,819) (1)

業務費用合計 (10,944) (10,692) (10,802) 2

重要項目を除く     

人件費 (5,899) (5,863) (5,758) 1

賃借費用 (700) (722) (788) (3)

テクノロジー費用 (2,764) (2,178) (2,106) 27

その他の費用 (1,581) (1,469) (1,529) 8

重要項目を除く業務費用合計 (10,944) (10,232) (10,181) 7

業務費用－売却事業 - 46 (127) (100)

重要項目及び売却事業を除く業務費用 (10,944) (10,278) (10,054) 6
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フルタイム相当（「FTE」）従業員数

 

 
（単位：FTE人数） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

常勤従業員 33,583 33,664 33,774 -

非常勤従業員 1,657 2,482 3,702 (33)

FTE 35,240 36,146 37,476 (3)

FTEの平均 35,254 37,503 38,573 (6)
 

 

業務費用合計は、２パーセント増の10,944百万豪ドルであった。

重要項目を除くと、業務費用は７パーセント増の10,944百万豪ドルであった。当該増加の主な要因は、ソフト

ウェアの償却の増加、第三者テクノロジー・ベンダー費用の増加、及びRAMSの新規事業の停止に関連する費用で

あった。コスト・リセット活動により、当該増加は一部相殺された。重要項目を除くと、費用収益比率は50.3

パーセントであり、前年度の47.5パーセントから上昇した。

人件費は、３パーセント減の5,899百万豪ドルであった。重要項目を除くと、人件費は、賃金上昇の影響、退

職年金負担率の継続的な上昇、及びRAMSの事業再編費用により１パーセント増加した。コスト・リセット活動の

継続的な影響と効率性向上への取組みを反映し、平均FTE数が６パーセント減少したことで、当該増加は一部相

殺された。

賃借費用は、11パーセント減の700百万豪ドルであった。重要項目を除くと、当行グループのオフィス及び支

店の拠点数のさらなる削減（18の支店を閉鎖し、29の併設型店舗を設置したことを含む。）により、賃借費用は

３パーセント減少した。

テクノロジー費用は、25パーセント増の2,764百万豪ドルであった。重要項目を除くと、テクノロジー費用

は、以下によって27パーセント増加した。

・大型プロジェクトの完了に伴う、ソフトウェアの償却の268百万豪ドルの増加。

・コンシューマー及びウエストパック・ニュージーランドの両セグメントのソフトウェア費用の増加。

・第三者ベンダーとの契約更新及びUNITEに関連する、コストの増加。

その他の費用は、１パーセント減の1,581百万豪ドルであった。重要項目を除くと、その他の費用は、主に

RAMSブランドの32百万豪ドルの直接償却額、詐欺及び不正行為防止費用の増加並びに訴訟引当金により、８パー

セント増の1,581百万豪ドルであった。
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投資費用

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

費用計上 992 816 883 22

資産計上されたソフトウェア、
固定資産及び前払い

764 1,106 1,104 (31)

合計 1,756 1,922 1,987 (9)

UNITE 147 - - -

成長・生産性 550 728 675 (24)

リスク及び規制 1,059 1,194 1,312 (11)

合計 1,756 1,922 1,987 (9)
 

 

2024年度の投資費用合計は1,756百万豪ドルで、前年度比で９パーセント減少した。この減少は、2023年度に

おいて複数の大型プログラムが完了したことを反映している。投資費用のうち、UNITEに８パーセント、成長・

生産性に32パーセント、リスク及び規制関連イニシアチブに60パーセントが割り当てられた。

UNITEは、技術の簡素化を加速させるために2024年度に開始された。

成長・生産性への投資には、以下のものが含まれた。

・当行アプリの新機能。詳細については、第一部　第３　１(i)「経営方針」の「ナンバーワン・バンキン

グ・アプリ」を参照のこと。

・トランザクション・バンキングとマーチャント・サービスの体験が向上。詳細については、第一部　第３　

１(i)「経営方針」の「企業のための効率化推進」を参照のこと。

・顧客がクレジットカードの購入代金をポイントで支払うことを可能にする「ポイント払い」。

・国際送金機能の強化。固定為替レートによる国際送金の導入により、顧客は合意した為替レートで将来の日

付に国際送金を行うことが可能になった。

・自宅のエネルギー効率を向上させるためのアップグレードを検討している顧客を対象とした、サステナブ

ル・アップグレード住宅ローン及び投資家向けローンの提供開始。

・法人向け貸付組成の統合プラットフォームの開発の開始。

・コーポレート・キャッシュマネジメント・プラットフォームの開発を継続。

リスク及び規制関連の支出には、以下のものが含まれた。

・コア統合計画の全活動の完了。当行は現在、移行段階にあり、当行全体のリスク管理とリスク文化の強化を

目的として行う変更の持続可能性と有効性を担保することに注力している。

・詐欺防止機能の拡大。詳細については、第一部　第３　１(i)「経営方針」の「顧客保護及び犯罪防止」を

参照のこと。

・国際決済インフラの継続的な改善。

・オーストラリアの新決済プラットフォーム・スキーム（New Payments Platform Australia）の遵守を継続

し、決済の耐障害性、安定性、リスクを改善。
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・リスクを軽減し、高品質データを利用に供するために、データ環境の簡素化を継続。

・2025年度に健全性基準CPS 230「オペレーショナル・リスク管理」に準拠するための変更を実施。この新基

準により、事業体はオペレーショナル・リスクの管理を強化し、事業中断に対応することを求められる。

 

資産計上されたソフトウェア

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

期首残高 2,797 2,264 1,840 24

増加の合計 792 1,141 1,101 (31)

償却費用 (889) (621) (545) 43

減損費用 (19) (8) (110) 138

為替相場の変動 (6) 21 (22) 大

期末残高 2,675 2,797 2,264 (4)

平均償却期間（年） 3.1 3.6 3.2 (0.5)年
 

 

資産計上されたソフトウェアは、2023年９月30日から122百万豪ドル（４パーセント）減少した。当該減少

は、ワン・バンキング・プラットフォーム、決済、投資等、RBNZのアウトソーシング・ポリシーBS11を遵守する

ための主要プロジェクトの完了による償却の増加を反映している。増加の鈍化は、技術簡素化プログラムである

「UNITE」の重点が計画立案フェーズに移行したことによる投資費用の減少による。これにより、2023年９月以

降、平均償却期間は0.5年短縮され、3.1年となった。

 

h. 信用減損費用

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

個別評価引当金（「IAP」）     

新規IAP (423) (197) (220) 115

戻入れ 93 127 115 (27)

回収 190 191 189 (1)

IAP、戻入れ及び回収の合計 (140) 121 84 大

一括評価引当金（「CAP」）     

直接償却 (486) (440) (446) 10

CAPのその他の変動 89 (329) 27 大

CAP合計 (397) (769) (419) (48)

減損（費用）/戻入れ合計 (537) (648) (335) (17)

減損費用/（戻入れ）が平均貸付金に
占める割合

7bps 9bps 5bps (2bps)

直接償却純額が平均総貸付金に占める
割合

5bps 5bps 10bps -
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信用減損費用は、537百万豪ドルであり、平均貸付金に占める割合は、前年度の９ベーシス・ポイントから７

ベーシス・ポイントに低下した。かかる減損費用は、CAP費用が397百万豪ドルに減少したことと、IAP費用が140

百万豪ドルであったことによる。前年度において、CAP費用は769百万豪ドル、IAPの戻入益は121百万豪ドルで

あった。

CAP費用397百万豪ドルは、486百万豪ドルの直接償却がその他のCAPの変動の恩恵89百万豪ドルによって一部相

殺されたことによる。CAPのその他の変動は以下による。

・抵当権付住宅ローン関連オーバーレイの一部戻入れによる、ポートフォリオ・オーバーレイの253百万豪ド

ルの減少。

・2024年度上半期における、マクロ経済の不確実性の緩やかな緩和を反映した、ダウンサイドのシナリオの

ウェイトの2.5パーセントの引下げ。

・抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行の0.81パーセントから1.05パーセントへの増加。

・商業用不動産価格及びGDPの不利な見通し、並びに金利低下が予想されるタイミングの遅延。

140百万豪ドルのIAP費用の内訳は以下のとおりである。

・主に卸売業及び小売業部門並びに製造業部門、並びに抵当権付住宅ローン・ポートフォリオにおける、新規

IAP423百万豪ドル。

・主にクレジットカード及び個人向け貸付ポートフォリオにおける、回収額190百万豪ドル。

・主にビジネス・アンド・ウェルス・セグメントにおける93百万豪ドルの戻入れ。

 

i. 法人税等

2024年度の実効税率は、30.84パーセント（2023年度：30.12パーセント）に上昇した。これは、2023年度には

課税対象外のアドバンス・アセット・マネジメント・リミテッドの売却による会計上の利益が含まれたことによ

る。実効税率は、いずれの年度もオーストラリアの法人税率30パーセントを上回っている。

 

j. 非支配株主持分

当年度中、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドは375百万ニュージーランド・ドルの永久優先株

式を発行し、これはウエストパック・ニュージーランド・リミテッドのその他Tier１資本として認識されてい

る。当該証券は、完全子会社が発行し、外部投資家によって保有され、不利な事象が発生した場合に当行が契約

上の返済義務を負わない持分証券であるため、当行にとって、当該金融商品の条件はAPRAの自己資本要件を満た

しておらず、非支配株主持分とみなされる。

さらに、当行はウエストパック・バンク・ピーエヌジー・リミテッドの非支配株主持分の8.74パーセントを取

得し、当行の支配株主持分は98.65パーセントに増加する。
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(v) 信用度

 

信用度の主要な指標

 

 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占め
る割合（信用度別）：

   
 

減損 0.16％ 0.11％ 0.13％ 5bps

不良債権（延滞期間が90日以上） 0.47％ 0.39％ 0.32％ 8bps

不良債権（延滞期間が90日未満） 0.23％ 0.22％ 0.19％ 1bps

監視対象及び基準以下 0.59％ 0.54％ 0.43％ 5bps

ストレスを受けたエクスポージャー合計 1.45％ 1.26％ 1.07％ 19bps

　     

法人及び機関投資家の減損エクスポージャー総額
がTCEに占める割合：

    

オーストラリア法人 0.65％ 0.44％ 0.55％ 21bps

ニュージーランド法人 0.32％ 0.12％ 0.16％ 20bps

機関投資家 0.04％ 0.02％ 0.05％ 2bps

　     

抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行：     

当行グループ 1.05％ 0.81％ 0.69％ 24bps

オーストラリア 1.12％ 0.86％ 0.75％ 26bps

ニュージーランド 0.49％ 0.33％ 0.22％ 16bps

　     

その他消費者向け貸付の90日以上の債務不履行：     

当行グループ 1.40％ 1.28％ 1.56％ 12bps

オーストラリア 1.47％ 1.32％ 1.60％ 15bps

ニュージーランド 0.87％ 0.92％ 1.03％ (5bps)

　     

その他：     

減損エクスポージャー総額が総貸付金に占める割合 0.24％ 0.17％ 0.20％ 7bps

減損エクスポージャー引当金総額が減損エクスポー
ジャー総額に占める割合

41.28％ 43.47％ 47.95％ (219bps)

引当金合計が総貸付金に占める割合 63bps 63bps 62bps -

一括評価引当金が信用リスク調整後資産に占める割
合

132bps 135bps 116bps (3bps)

引当金合計が信用リスク調整後資産に占める割合 147bps 145bps 128bps 2bps
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減損エクスポージャー総額の推移

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

期首残高 1,302 1,514 2,142 (14)

個別の運用（新規分及び増加分） 701 367 430 91

直接償却 (620) (601) (934) 3

正常債権に戻ったもの又は返済済み (288) (449) (436) (36)

ポートフォリオによる運用（新規分／
増加分／正常化／返済済み）

870 468 296 86

為替レート及びその他調整 (10) 3 16 大

期末残高 1,955 1,302 1,514 50
 

 

貸付金の質

延滞した住宅ローン及び個人向けローンは、延滞日数に基づいて以下のとおり分類される。

 
 2024年 2023年

連結（単位：百万豪ドル） 30-89日 90日以上 合計 30-89日 90日以上 合計

貸付金       

貸付金－住宅 3,890 5,914 9,804 3,644 4,385 8,029

貸付金－個人 125 143 268 128 144 272

合計 4,015 6,057 10,072 3,772 4,529 8,301
 

 

ストレスを受けたエクスポージャーがコミッテッド・エクスポージャー合計（「TCE」）に占める割合が19

ベーシス・ポイント上昇して1.45パーセントとなったものの、信用度は引き続き堅調であった。ストレスを受け

たエクスポージャーの構成及び要因は、以下のとおりであった。

・減損エクスポージャーによる16ベーシス・ポイント：抵当権付住宅ローンのポートフォリオ、並びに卸売業

及び小売業部門並びに製造業部門における減損残高の増加を反映した、５ベーシス・ポイントの増加。

・90日以上延滞し、かつ減損していない不稼働のエクスポージャーによる47ベーシス・ポイント：抵当権付住

宅ローンの90日以上の債務不履行の増加を反映した、８ベーシス・ポイントの増加。

・90日以上延滞しておらず、かつ減損していない不稼働のエクスポージャーによる23ベーシス・ポイント：１

ベーシス・ポイントの増加

・監視対象及び基準以下のエクスポージャーによる59ベーシス・ポイント：卸売業及び小売業部門並びに製造

業部門に関連する、５ベーシス・ポイントの増加。

減損エクスポージャー総額が総貸付金に占める割合は、抵当権付住宅ローンのポートフォリオ、並びに卸売業

及び小売業部門並びに製造業部門における減損エクスポージャーの増加により、７ベーシス・ポイント上昇して

0.24パーセントであった。減損ポートフォリオの引当金カバレッジは、2023年９月30日時点の43パーセントから

低下し、41パーセントであった。減損エクスポージャーには、適切な水準の引当金が設定されている。
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ポートフォリオ・セグメント

WIBにおけるストレスを受けたエクスポージャーは、貿易及び不動産部門における基準以下のエクスポー

ジャーの増加により、18ベーシス・ポイント増加して0.76パーセントとなった。減損エクスポージャーがTCEに

占める割合は、0.05パーセントと引き続き低水準であった。

卸売業及び小売業部門、並びに輸送及び貯蔵部門における監視対象への評価格下げにより、オーストラリア法

人のストレスを受けたエクスポージャーは、29ベーシス・ポイント増加して5.24パーセントとなった。TCEに対

する減損エクスポージャーの割合は、卸売業及び小売業部門、並びに農業、林業、並びに漁業部門の悪化に伴

い、20ベーシス・ポイント上昇して0.65パーセントとなった。

オーストラリアの抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行は、金利の上昇と生活コストによる圧迫に伴

い、26ベーシス・ポイント増加して1.12パーセントとなった。顧客からの追加支援の要請により、財務的困難

は、43ベーシス・ポイント増の1.14パーセントとなった。

差押物件は201物件であり、住宅市場における回復と価格のモメンタムの増加を反映し、2023年９月30日から

９物件の減少となった。

生活コストの高騰がカード及び個人向け貸付ポートフォリオに影響を与えていることから、オーストラリアの

その他消費者向け貸付の90日以上の債務不履行は、15ベーシス・ポイント増加し、1.47パーセントであった。

ニュージーランドでは、ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める割合は、24ベーシス・ポイント上

昇し、1.73パーセントであった。これは、主に製造業部門における減損エクスポージャーが10ベーシス・ポイン

ト増加して0.16パーセントになったこと、並びに農業、林業及び漁業部門における監視対象及び基準以下のエク

スポージャーの増加によるものである。

ニュージーランドの抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行は、16ベーシス・ポイント増加し、0.49パー

セントであった。かかる増加は、生活コストによる圧迫の影響を反映したものであった。個人向け貸付ポート

フォリオにおける延滞件数の減少を反映し、その他消費者向け貸付の90日以上の債務不履行は、５ベーシス・ポ

イント減少し、0.87パーセントであった。財務的困難の事例の数は、当年度を通じて安定していた。
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引当金

 

（単位：百万豪ドル）
 

2024年
 

2023年
 

2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

貸付金及び信用コミットメントの予想
信用損失（「ECL」）に対する引当金

    

一括評価引当金     

モデル化された引当金 4,369 4,147 3,473 5

オーバーレイ 179 432 700 (59)

一括評価引当金合計 4,548 4,579 4,173 (1)

個別評価引当金 536 351 452 53

貸付金及び信用コミットメントのECLに
対する引当金合計

5,084 4,930 4,625 3

償却原価で測定する負債証券のECLに対
する引当金

6 6 6 -

FVOCIで測定する負債証券のECLに対す

る引当金
a 6 5 4 20

ECLに対する引当金合計 5,096 4,941 4,635 3
 

a　FVOCIとは、その他の包括利益を通じた公正価値をいう。

 

引当金合計は、３パーセント増の5,096百万豪ドルであった。当該増加は、IAPの増加によるものであった。

IAPの185百万豪ドルの増加は、抵当権付住宅ローンのポートフォリオ、並びに卸売業及び小売業部門並びに製

造業部門における新規IAPによるものであった。

CAPは31百万豪ドル減となったが、これは、ポートフォリオ・オーバーレイの減少とダウンサイドのシナリオ

のウェイトの減少がモデル化された引当金の増加を相殺してなお余りあるものであったことを反映している。

モデル化された引当金は、以下により増加した。

・商業用不動産価格、GDP及び金利の不利な見通し。

・ポートフォリオ内のストレス、特に抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行のレベルの上昇。

これは、2024年度上半期のマクロ経済の不確実性の緩和を反映し、2024年度上半期のダウンサイドのシナリオ

のウェイトが2.5パーセント減の42.5パーセントとなったことにより一部相殺された。2024年度下半期のシナリ

オのウェイトについては変更がなかった。

予想されたリスクが実現しなかった、又は現在はモデル化された結果に反映されていることにより、ポート

フォリオ・オーバーレイは、253百万豪ドル減少した。この減少は、抵当権付住宅ローンに関連するオーバーレ

イの一部戻入れを反映している。

 
シナリオのウェイト（％） 2024年 2023年 2022年

アップサイド 5.0 5.0 5.0

ベース 52.5 50.0 50.0

ダウンサイド 42.5 45.0 45.0
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(ⅵ) 貸借対照表及び資金調達

 

a. 貸借対照表

 

貸借対照表の詳細な構成要素は、財務書類の注記に記載されている。

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

資産     

貸付金 806,767 773,254 739,647 4

住宅 566,081 547,074 523,952 3

個人向け 11,238 12,379 13,897 (9)

法人向け 234,016 218,234 206,004 7

予想信用損失に対する引当金 (4,568) (4,433) (4,206) 3

流動性資産 200,682 196,720 194,058 2

売却目的保有資産 - - 75 -

その他すべての資産 70,095 59,800 80,418 17

資産合計 1,077,544 1,029,774 1,014,198 5

負債     

顧客預金 673,615 640,951 612,834 5

取引口座
a 119,944 123,046 146,759 (3)

貯蓄預金
a 216,256 198,909 167,966 9

定期預金 197,230 185,770 161,858 6

無利息
a 140,185 133,226 136,251 5

譲渡性預金証書 46,874 47,217 46,295 (1)

発行済債券 169,284 156,573 144,868 8

中央銀行からのターム・ファンディング 2,777 16,586 33,277 (83)

借入資本 37,883 33,176 31,254 14

売却目的保有負債 - - 32 -

その他すべての負債 75,059 62,732 75,129 20

負債合計 1,005,492 957,235 943,689 5

株主持分     

WBC所有者に帰属する株主持分合計 71,705 72,495 70,452 (1)

非支配株主持分
b 347 44 57 大

株主持分合計 72,052 72,539 70,509 (1)
 

a　比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。

b　当行は、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドが発行した永久優先株式を非支配株主持分として認識している。
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b. 資金調達及び流動性リスクの管理

流動性リスクは、銀行が資産の資金調達及び満期を迎えた債務の履行を行うことができないリスクである。こ

のリスクは、預金者と借り手の間の仲介者として、すべての銀行に内在するものである。当行は、あらゆる市況

及びシナリオにおいて、そのキャッシュ・フロー債務を履行し、LCR及びNSFRの要件を満たすことを目指した、

流動性リスク管理の枠組みを有している。

流動性リスク管理の枠組みは、取締役会により承認され、資金調達及び流動性のリスク選好を定めている。ま

た、資金調達及び流動性のリスク、リスク報告並びに管理プロセスを管理する主要な人々の役割及び責任を決定

する。さらに、大口資金調達の限度、流動性リスクの限度及びストレス・テストを含む、当行の貸借対照表の管

理に使用される限度及び目標を定めている。

年間を通じて、強固な流動性ポジションと保守的な資金調達プロファイルが維持され、主要な比率と指標は、

引き続き規制上の最低要件を十分に上回っている。当行のリスク・プロファイルが低かったことを反映し、2024

年３月と４月に主要格付機関により一部のターム・ファンディング及び資本商品の信用格付が引き上げられた。

 

LCR

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

質の高い流動性資（「HQLA」） 172,722 181,882 175,595 (5)

流動性供給枠（「CLF」） - - 15,512 -

LCR流動性資産合計 172,722 181,882 191,107 (5)

APRAが定義する30日間のモデ
ル・ストレス・シナリオにおけ
るキャッシュ・アウトフロー

    

顧客預金 95,133 95,008 101,271 -

大口資金調達 8,715 11,249 12,975 (23)

その他フロー
a 26,067 29,943 31,051 (13)

合計 129,915 136,200 145,297 (5)

LCR
ｂ 133％ 134％ 132％ (59bps)

 

a　その他フローには、信用及び流動性ファシリティ、担保アウトフロー、顧客からのインフロー並びにTFFの満期が含まれ

る。

b　９月30日に終了した四半期の四半期平均で算出されている。

 

LCRは、監督機関によって定義されるストレス・シナリオの下、30暦日の間、その流動性需要に備えて保有さ

れるHQLA（別途定義されるとおり。）のレベルを測定することにより、銀行の短期間における強靱性を高めるこ

とを目的とするものである。

2024年９月30日に終了した四半期における平均LCRは、流動性資産及び正味キャッシュ・アウトフローの両方

の減少によって、2023年９月30日に終了した四半期からわずかに変動し、133パーセントであった。当該割合

は、規制上の最低要件である100パーセントを十分に上回っていた。
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2024年９月に終了した四半期の平均HQLAは、LCRの最低値である100パーセントを約430億豪ドル上回る1,730億

豪ドルであった。HQLAのポートフォリオは、規制要件を満たすことに加え、流動性のストレス期間に対するバッ

ファーを提供する。HQLAには、現金、中央銀行預け金、政府証券及び準政府証券が含まれており、それらは、

LCRの計算上、時価で計上される。

流動性資産ポートフォリオの金利リスクをヘッジし、公正価値の変動に対するエクスポージャーを軽減するた

めにデリバティブが利用される。流動性資産の公正価値の変動は、関連する資本準備金を通じてその他の包括利

益に計上される。

当行はまた、一定の条件の下で中央銀行による買戻しの対象となり、かつ追加の流動性資源を提供する非HQLA

及びその他の資産を利用することができる。これらの資産には、民間証券及び自社発行AAA格付抵当権付住宅

ローン担保証券が含まれる。

 

NSFR

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

利用可能な安定調達額 736,202 707,893 687,442 4

所要安定調達額 654,798 615,341 570,185 6

安定調達比率 112％ 115％ 121％ (261bps)
 

 

NSFRは、より長期にわたる銀行による資金調達の強靱性を強化することを目的とするものである。これを遵守

するため、銀行は、常時100パーセント以上のNSFRを維持することを義務付けられている。当行の2024年９月30

日現在のNSFRは、112パーセントであり、最低要件の100パーセントを十分に上回り、かつ、当行グループの通常

運用の範囲内であった。当行の流動性リスク又は構造的な期間特性は、ほとんど変化していない。

当該比率は2023年９月30日時点の115パーセントから低下した。顧客預金の増加により、利用可能な安定調達

額は増加した。抵当権付き住宅ローンを担保とする融資枠がTFFの担保として使用されなくなったため、貸付金

とTFFの満期の増加による所要安定調達額の増加により、当該増加は相殺された。

 

資金調達

当行グループは、資金調達リスク選好並びにLCR及びNSFR双方の規制上の要件を遵守するため、その資金調達

の構成及び安定性を監視している。建設的な信用市場の市況により、大口資金調達の満期に伴うリファイナンス

の機会がもたらされ、バランスシートのニーズに迅速に対応することができたことから、当年度においては安定

した資金調達プロファイルが維持された。
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残存期間別資金調達

 

 

2024年 2023年 2022年

(百万豪ドル)
全体に占める
割合(％) (百万豪ドル)

全体に占める
割合(％) (百万豪ドル)

全体に占める
割合(％)

顧客預金 673,615 66.9 640,951 66.0 612,834 65.1

大口資金調達       

短期 82,590 8.2 79,181 8.1 79,098 8.4

長期－残存期間１年以下 31,790 3.2 40,607 4.2 38,896 4.1

長期－残存期間１年超 140,458 13.9 133,979 13.8 136,586 14.5

証券化 5,539 0.6 4,298 0.4 4,973 0.5

大口資金調達合計 260,377 25.9 258,065 26.5 259,553 27.5

株主持分
a 72,052 7.2 72,543 7.5 69,967 7.4

資金調達合計 1,006,044 100.0 971,559 100.0 942,354 100.0
 

a　株式資本総額、株式報酬に関する積立金及び利益剰余金を含む。

 

長期大口資金調達

2024年９月30日現在の残存期間が12か月を超える長期資金調達が資金調達総額に占める割合は13.9パーセント

であり、2023年９月30日の13.8パーセントから上昇した。証券化による資金調達は、資金調達総額の0.6パーセ

ントを占め、2023年９月30日現在の0.4パーセントから増加した。これは、2024年２月に発行された27.5億豪ド

ルの取引を反映したものである。

2024年度において、長期大口資金調達として総額419億豪ドル（ウエストパック・ニュージーランド・リミ

テッドが発行した51億豪ドルが含まれる。）が調達された。当行グループの大口資金調達フランチャイズの規模

と多様性を活用し、新規発行には無担保優先社債やカバード債、RMBS、資本証券（Tier２資本証券54億豪ドル、

その他Tier１資本証券21億豪ドルを含む。）が含まれた。新規長期発行証券は、さまざまな期間と通貨で発行さ

れたが、その約半分は豪ドル建てで発行され、オーストラリアの債券市場の継続的な厚みから恩恵を受けた。

 

短期大口資金調達

2024年９月30日現在の短期大口資金調達が資金調達総額に占める割合は、2023年９月30日時点の8.1パーセン

トから上昇し、8.2パーセントとなった。2024年９月30日現在の残存期間が１年未満の長期資金調達は、主にTFF

の満期の返済により、2023年９月30日時点の4.2パーセントから、3.2パーセントに低下した。短期大口資金調達

のポートフォリオ（残存期間が１年未満の長期資金調達を含む。）の満期までの加重平均残存期間は、2023年９

月30日時点の149日から増加し、151日であった。
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預貸率

 

 

2024年 2023年 2022年

(百万豪ドル)
全体に占める
割合(％) (百万豪ドル)

全体に占める
割合(％)

 
(百万豪ドル)

全体に占める
割合(％)

顧客預金 673,615  640,951  612,834  

貸付金 806,767 83.50 773,254 82.89 739,647 82.85
 

 

顧客預金

2024年９月30日現在の顧客預金が資金調達総額に占める割合は、2023年９月30日時点の66.0パーセントから

66.9パーセントとなった。前年度比で、顧客預金は327億豪ドル増加した一方、貸付金は335億豪ドル増加した。

顧客預金の5.1パーセントの増加に対し、貸付金の増加が4.3パーセントであったことから、預貸率は83.5パーセ

ントに上昇した。

 

株主持分

2024年９月30日現在の株主持分による資金調達が資金調達総額に占める割合は、2023年９月30日時点の7.5

パーセントに対し、7.2パーセントであった。これは、当年度中に行われた市場内での株式の買戻しの影響を反

映したものである。

 

(ⅶ) 資本及び配当

 

 2024年 2023年 2022年
a

2023年-
2024年の

増減率（％）

レベル２規制資本構造     

控除後の普通株式等Tier１（CET１）
資本（百万豪ドル）

54,648 55,885 53,943 (2)

リスク調整後資産（「RWA」）
（百万豪ドル）

437,430 451,418 477,620 (3)

CET１資本比率 12.49％ 12.38％ 11.29％ 11bps

その他Tier１資本比率 2.33％ 2.21％ 2.10％ 12bps

Tier１資本比率 14.82％ 14.59％ 13.39％ 23bps

Tier２資本比率 6.56％ 5.86％ 5.01％ 70bps

規制資本比率合計 21.38％ 20.45％ 18.40％ 93bps

APRAレバレッジ比率 5.30％ 5.50％ 5.61％ (20bps)

レベル１規制資本構造     

控除後のCET１資本（百万豪ドル） 50,454 52,273 50,722 (3)

リスク調整後資産（百万豪ドル） 397,719 414,293 447,010 (4)

レベル１CET１資本比率 12.69％ 12.62％ 11.35％ 7bps
 

a　APRAの改定された資本枠組み（バーゼルⅢ）は2023年１月１日に発効し、自己資本比率と信用リスク資本に関する最新の健

全性基準を含んでいる。2022年度の比較数値については、現在の資本枠組みに整合させるための修正再表示を行っていな

い。
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資本管理戦略

資本管理戦略は、毎年の自己資本充実度評価プロセスを通じたものを含め、継続的に見直されており、その重

要な考慮事項は以下のとおりである。

・規制資本の最低値並びに資本保全バッファー及びカウンターシクリカル資本バッファーは、CET１要件の合

計である。国内のシステム上重要な銀行（D-SIBs）（当行を含む。）に課されるCET１要件の合計は、10.25

パーセント以上である
1
。

・戦略、事業構成及び運営並びに不測の事態への対応計画。

・格付機関、株式投資家及び債券投資家等の外部の利害関係者の観点。

・不利な経済シナリオの範囲内の当行の強靭性を測定するストレス・テストの枠組み。

取締役会は、当行が通常の営業条件において、CET１の運転資本の目標を11.0パーセントから11.5パーセント

の範囲とすることを決定した。
 

 

1　APRAは、各ADIに対しより厳格なCET１要件を課す場合がある。

 

2024年度におけるレベル２CET１資本比率の変動

 

 

2024年９月30日現在のレベル２CET１資本比率は、2023年９月30日から11ベーシス・ポイント上昇し、12.49

パーセントであった。主な変動には、以下のものが含まれる。

・2024年度の純利益：160ベーシス・ポイントの上昇。

・2023年度普通株式最終配当及び2024年度中間配当の支払（117ベーシス・ポイントの低下）。

・RWAの変動：信用リスク以外のRWAの57ベーシス・ポイントの減少により36ベーシス・ポイント上昇したが、

信用RWAの21ベーシス・ポイントの増加により一部相殺された。

・資本控除及びその他の項目：主にその他の準備金の変動及び繰延税金資産の控除額の増加による、11ベーシ

ス・ポイントの低下。
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・外貨換算の影響：主に米ドルに対する豪ドル高による、３ベーシス・ポイントの低下。

・資本利益：54ベーシス・ポイントの低下は、５億豪ドルの特別配当と約18億豪ドルの市場内での株式買戻し

から構成される。

レベル１CET１資本比率は、主にレベル２の動きに連動して、2024年９月30日現在、12.69パーセントであり、

2023年９月30日から７ベーシス・ポイント上昇した。

 

2024年度のその他Tier１及びTier２資本の変動

当年度中、当行はAPRAの基準に適格であるその他Tier１資本商品17.5億豪ドルを発行し、14億豪ドルを償還し

た（ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドによるその他Tier１資本証券の発行及び償還を除く。）。

これらの取引の正味の影響は、Tier１自己資本比率の約７ベーシス・ポイントの上昇であった。

当行は、当年度を通じてTier２資本商品54億豪ドルを発行し、13.5億豪ドルを償還した。当該取引による正味

影響は、総自己資本比率の約92ベーシス・ポイントの上昇であった。

国内のシステム上重要な銀行（「D-SIBs」）（当行を含む。）は、2026年１月１日以降、18.25パーセントの

総自己資本比率要件を適用される。当行の総自己資本比率は、2024年９月30日現在、21.38パーセントであっ

た。

 

レバレッジ比率

レバレッジ比率は、エクスポージャーに対するTier１資本の金額を示している
1
。2024年９月30日現在のレバ

レッジ比率は、2023年９月30日から20ベーシス・ポイント低下し、5.30パーセントとなり、APRAの規制上の最低

要件である3.5パーセントを上回った。レバレッジ比率の低下は、主に当年度中に完了した市場内での株式の買

戻しによりTier１規制資本が減少したことによるものである。
 

 

1　APS第110号別紙Ｄ「自己資本比率」の定義に基づく。

 

国際的に比較可能な自己資本比率

APRAの自己資本比率要件は、バーゼル銀行監督委員会のものより保守的であるため、報告ベースの自己資本比

率は国際的な大手銀行のものを下回ることとなる。

国際的に比較可能な自己資本比率は、2023年３月10日に公表されたオーストラリア銀行協会の調査に概説され

る方法を用いて算出されている。2022年度の比較数値は修正再表示されておらず、自己資本比率は、2015年７月

に公表されたAPRAの調査に基づいて報告されている。

 

（単位：％） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

国際的に比較可能な自己資本比率     

CET１資本比率 18.27％ 18.73％ 17.57％ (46bps)

Tier１資本比率 21.33％ 21.76％ 20.57％ (43bps)

規制上の資本比率合計 29.93％ 29.87％ 27.75％ 6bps

レバレッジ比率 5.78％ 5.98％ 6.00％ (20bps)
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リスク調整後資産（「RWA」）

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年
a

2023年-
2024年の

増減率（％）

信用リスク：     

　企業 25,976 24,818  5

　法人向け貸付 25,033 23,860  5

　不動産ファイナンス 32,196 30,416  6

　大口法人 21,035 20,570  2

　ソブリン 2,047 2,143  (4)

　金融機関 13,694 13,457  2

　住宅ローン 116,228 112,948  3

オーストラリアのクレジットカード 3,565 3,712  (4)

　その他のリテール 3,995 4,607  (13)

　中小事業 17,123 17,040  -

　特定貸付 3,695 3,065  21

　証券化 7,821 7,661  2

　標準貸付 25,414 28,813  (12)

　ニュージーランド
b 48,142 46,648  3

信用リスク合計 345,964 339,758 362,098 2

市場リスク 9,555 11,538 9,290 (17)

オペレーショナル・リスク 48,196 55,175 59,063 (13)

銀 行 勘 定 内 で の 金 利 リ ス ク
（「IRRBB」）

27,955 40,138 42,782 (30)

その他 5,760 4,809 4,387 20

リスク調整後資産合計 437,430 451,418 477,620 (3)
 

a　APRAの改定された資本枠組み（バーゼルⅢ）は2023年１月１日に発効し、自己資本比率と信用リスク資本に関する最新の健

全性基準を含んでいる。2022年度の信用資産クラスは現在の資本の枠組みに一致していないため、本表には含まれていな

い。

b　RBNZの健全性要件に基づき規制される信用及び証券化のエクスポージャーを含む。

 

RWA合計は、主に非信用RWAの減少により、前年度比3.1パーセント減の4,374億豪ドルであった。信用RWAは1.8

パーセント（62億豪ドル）増加した。主な変動には以下のものが含まれた。

・主に企業、大企業及び不動産金融向け貸付の増加による、69億豪ドルの増加。

・主に住宅ローン及びニュージーランドのエクスポージャーにおける延滞の増加による信用度の悪化による、

81億豪ドルの増加。

・主に住宅ローン、企業及び大企業のエクスポージャーに関連するデータの精査による、72億豪ドルの減少。

・基礎となる外国為替レートの変動に伴うカウンターパーティー信用リスク及び時価評価関連信用リスクによ

る、３億豪ドルの減少。

・主に米ドルに対する豪ドル高による、外貨換算の影響による13億豪ドルの減少。

非信用RWAは、202億豪ドル減少した。主な変動には以下のものが含まれた。
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・　IRRBB RWA：主に以下による、122億豪ドルの減少。

－金利低下とIRRBBモデルの修正による171億豪ドルの減少。その結果、2024年９月30日現在において13億豪

ドルの利益が組み込まれた（2023年９月時点では159億豪ドルの損失）。

－リプライシングとイールドカーブ、基礎となるバンキング勘定のポジションに合致するベーシス・リスク

及びオプショナリティ・リスクにおける49億豪ドルの増加。

・オペレーショナルRWA：主にAPRAの資本オーバーレイの削減による、70億豪ドルの減少。

・市場RWA：市場イベントが観測期間の対象から外れたことによる１年間のヒストリカルVaRウィンドウにおけ

る市場ボラティリティーの低下、市場リスク・エクスポージャーの減少によるストレスを受けたVaR

（SVaR）の減少、VaRに含まれないリスク（RNIV）のアドオンの減少による20億豪ドルの減少。
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自己資本比率

 

（単位：百万豪ドル）
2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

Tier１資本     

CET１資本     

　払込済普通株式資本 37,958 39,826 39,666 (5)

　自己株式 (815) (759) (712) 7

　株式報酬 2,028 1,929 1,843 5

　外貨換算積立金 (471) (171) (537) 175

　その他の包括利益累計額 (617) (221) 28 179

　非支配持分－その他 8 44 57 (82)

　利益剰余金 32,773 31,436 29,063 4

控除：生命保険及び損害保険
会社、ファンド管理会社並び
に証券化会社における利益剰
余金

(357) (369) (300) (3)

　繰延手数料 350 334 300 5

CET１資本合計 70,857 72,049 69,408 (2)

CET１資本からの控除     

　のれん（ファンド管理会社を
除く）

(7,922) (7,940) (7,914) -

　繰延税金資産 (2,377) (2,144) (1,746) 11

　生命保険及び損害保険会社、
ファンド管理会社並びに証券
化会社におけるのれん

(149) (149) (204) -

　資産計上費用 (2,349) (2,375) (2,148) (1)

　資産計上されたソフトウェア (2,668) (2,797) (2,263) (5)

　規制上連結されない子会社へ
の投資

(154) (76) (316) 103

　適格引当金を超える規制上の
景気後退期の予想損失

- - (144) -

　証券化 (9) (16) - (44)

確定給付型退職年金基金の余
剰金

(215) (217) (219) (1)

　エクイティ投資 (235) (228) (187) 3

　公正価値ポジションに対する
規制上の調整

(131) (222) (324) (41)

CET１資本からの控除合計 (16,209) (16,164) (15,465) -

控除後のCET１資本合計 54,648 55,885 53,943 (2)

その他Tier１資本     

　バーゼルⅢに準拠している金
融商品

10,225 10,037 10,021 2

その他Tier１資本合計 10,225 10,037 10,021 2

その他Tier１資本からの控除     

自社及び他の金融機関のその
他Tier１資本商品の保有

(30) (46) (25) (35)

その他Tier１資本からの控除合
計

(30) (46) (25) (35)

規制上のその他Tier１資本純額 10,195 9,991 9,996 2

規制上のTier１資本純額 64,843 65,876 63,939 (2)
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Tier２資本     

　バーゼルⅢに準拠している金
融商品

28,293 25,740 23,791 10

　信用損失に対する適格一般積
立金

770 1,051 411 (27)

Tier２資本合計 29,063 26,791 24,202 8

Tier２資本からの控除     

　自社及び他の金融機関のTier
２資本商品の保有

(368) (370) (243) (1)

Tier２資本からの控除合計 (368) (370) (243) (1)

規制上のTier２資本純額 28,695 26,421 23,959 9

規制上の自己資本合計 93,538 92,297 87,898 1

リスク調整後資産 437,430 451,418 477,620 (3)

CET１資本比率 12.49％ 12.38％ 11.29％ 11bps

その他Tier１資本比率 2.33％ 2.21％ 2.10％ 12bps

Tier１資本比率 14.82％ 14.59％ 13.39％ 23bps

Tier２資本比率 6.56％ 5.86％ 5.01％ 70bps

規制上の自己資本比率合計 21.38％ 20.45％ 18.40％ 93bps
 

 

配当

 

 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

普通株式配当－中間
（１株当たり豪セント）

75 70 61 7

普通株式配当－最終
（１株当たり豪セント）

76 72 64 6

普通株式配当金合計
（１株当たり豪セント）

151 142 125 6

特別配当（１株当たり豪セント） 15 - - -

普通株式配当性向
a 74.62％ 69.20％ 76.79％ 大

普通株式配当性向（重要項目を除く） 73.32％ 67.57％ 66.57％ 大

調整後フランキング・クレジット残高
（百万豪ドル）

3,504 3,520 3,298 -
 

a　配当性向には、2022年２月14日に公表され、既に完了した市場外での株式の買戻しの配当要素は含まれない。

 

取締役会は、2024年11月８日を基準日とする株主名簿に記載されている株主に対し１株当たり76豪セントの全

額フランキング済普通株式最終配当を2024年12月19日に支払うことを決定した。2024年度の中間配当及び普通株

式最終配当の配当性向は、重要項目を除くと73.32パーセントであった。

全額フランキング済であることに加え、当該普通株式最終配当には、ニュージーランドの税法上の居住者が利

用できる、0.06ニュージーランド・ドルのニュージーランドの株式帰属方式税額控除（インピュテーション・ク

レジット）も含まれる。

取締役会は、第三者による市場における株式の購入を手配することにより、普通株式最終配当に関してDRPを

満たすことを決定している。DRPの参加者に提供される株式数の決定のために使用される市場価格は、2024年11

月13日に開始する15取引日の間に設定され、割引は適用されない。
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取締役会は、従前において公表された25億豪ドルを上限とする市場での株式の買戻しに加え、市場での株式の

買戻額をさらに10億豪ドル増額することを決定した。これにより、株式の買戻しの上限額は総額35億豪ドルとな

る。

 

規制上の予想信用損失に係る資本控除

自己資本の適切性のため、APRAは、適格引当金を超える規制上の予想信用損失額をCET１資本から控除するよ

う求めている。下表は、当該資本控除の計算を示している。

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

適格ポートフォリオ関連引当金     

　予想信用損失に対する引当金
合計

5,096 4,941 4,635 3

　付加：一部貸倒償却に係る引
当金

290 292 377 (1)

　控除：不適格引当金
a (201) (192) (143) 5

適格引当金合計 5,185 5,041 4,869 3

規制上の景気後退期の予想損失 4,486 4,078 4,690 10

規制上の景気後退期の予想損失
に対する適格引当金の超過／
（不足）

699 963 179 (27)

適格引当金を超える
規制上の景気後退期の予想損失

のためのCET１資本控除
b

- - (144) -

 

a　信用リスクに対するバーゼルの標準的アプローチの対象となるポートフォリオに関連する引当金は、不適格である。

b　規制上の予想損失は、信用リスクに対するバーゼル先進資本IRBアプローチの対象となるポートフォリオについて計算され

る。規制上の予想損失と適格引当金の比較は、デフォルトしたエクスポージャーとデフォルトしていないエクスポージャー

とで区別して行う。

 

次へ
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(ⅷ) コミットメント

契約債務及びコミットメント

当行は、その営業活動に関連して、特定の契約債務及びコミットメントを負担する。下表は、2024年９月30

日現在の当行の重要な契約債務を示したものである。

 

（単位：百万豪ドル） １年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内 ５年超 合計

オンバランスの長期債券
a 27,583 51,400 43,800 14,173 136,956

リース負債 430 746 580 460 2,216

契約上の現金債務合計 28,013 52,146 44,380 14,633 139,172
 

a　オンバランスの長期債券の詳細については、第一部　第６　１「財務書類」に対する注記13を参照のこと。

 

上記の表には、通常の銀行業務の過程における預金及びその他の債務、並びに短期及び期限の定めのない債

務は含まれていない。

 

商業債務
1

下表は、2024年９月30日現在の当行の重要な商業債務を示したものである。

 

（単位：百万豪ドル） １年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内 ５年超 合計

信用状及び保証 5,306 4,037 618 3,157 13,118

信用供与契約 63,270 39,257 18,956 77,393 198,876

その他 - 67 - 50 117

未実行の信用コミットメント合計 68,576 43,361 19,574 80,600 212,111
 

1　本表の数値は、想定元本である（第一部　第６　１「財務書類」に対する注記25を参照のこと。）。

 

(ⅸ) セグメント報告

報告の目的上、当行は、収益と費用に関する重要項目の影響を特定し、「引当金考慮前利益」という小計を

含めている。引当金考慮前利益は、減損費用及び法人税等控除前利益を表している。

2024年度中、当行は「ビジネス・アンド・ウェルス」という新たな事業セグメントを設立し、スペシャリス

ト・ビジネス部門（「SBD」）を廃止した。SBDの残りの事業（プラットフォーム事業、パシフィック・バンキ

ング、マージン・レンディング、及びオートファイナンス・ポートフォリオを含む。）は、ビジネス・アン

ド・ウェルス・セグメントに集約された。従前におけるSBDの売却事業からの寄与は、当行グループ事業に集

約された。

さらに、業績報告と評価を強化するために、いくつかの変更を行った。

・資金移転価格：大口資金調達及び流動性に係る費用のセグメントへの配分方法を改善した。

・資本配分：2023年１月に採用されたバーゼルⅢの枠組みに整合するように資本配分を修正した。

・費用配分：セグメントのエンタープライズ機能の業務及び費用の再配分。
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これらの変更はセグメント報告に反映されており、表示されている情報は主要な意思決定者に内部で提供さ

れた情報と整合している。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。

 

（単位：百万豪ドル）
コンシュー

マー

ビジネス・ア
ンド・ウェル

ス

ウエスト
パック・
インスティ
テューショナ

ル・
バンク

ウエスト
パック・
ニュージー
ランド

（豪ドル）
a

当行
グループ
事業

当行
グループ

2024年       

純利息収益 7,632 5,338 2,240 2,388 1,318 18,916

利息以外の収益 528 798 1,265 257 (1) 2,847

重要項目 - - - (8) (167) (175)

純業務収益 8,160 6,136 3,505 2,637 1,150 21,588

業務費用 (4,787) (2,626) (1,465) (1,262) (804) (10,944)

業務費用合計 (4,787) (2,626) (1,465) (1,262) (804) (10,944)

引当金考慮前利益 3,373 3,510 2,040 1,375 346 10,644

減損(費用)／戻入れ (248) (142) (120) (25) (2) (537)

法人税等（費用）／還付前
利益

3,125 3,368 1,920 1,350 344 10,107

法人税等（費用）／還付及

びNCI
b (941) (1,012) (553) (377) (234) (3,117)

純利益／（損失） 2,184 2,356 1,367 973 110 6,990

重要項目（税引後）
b
の影響

を含む純利益:
- - - (6) (117) (123)

2023年       

純利息収益 8,177 4,992 1,926 2,317 1,002 18,414

利息以外の収益 524 844 1,367 240 153 3,128

重要項目 - (88) - - 191 103

純業務収益 8,701 5,748 3,293 2,557 1,346 21,645

業務費用 (4,533) (2,459) (1,316) (1,186) (738) (10,232)

重要項目 (202) (64) (15) (9) (170) (460)

業務費用合計 (4,735) (2,523) (1,331) (1,195) (908) (10,692)

引当金考慮前利益 3,966 3,225 1,962 1,362 438 10,953

減損(費用)／戻入れ (179) (257) (87) (124) (1) (648)

法人税等（費用）／還付前
利益

3,787 2,968 1,875 1,238 437 10,305

法人税等（費用）／還付及

びNCI
b (1,142) (882) (538) (350) (198) (3,110)

純利益／（損失） 2,645 2,086 1,337 888 239 7,195

以下の影響を含む純利益:       

重要項目（税引後）
b (148) (107) (10) (7) 99 (173)

売却事業に帰属する利

益／（損失）
c

 
-

 
-

 
-

 
-

 
131

 
131

 

a　詳細については、ウエストパック・ニュージーランドのニュージーランド・ドル建てのセグメント報告を参照のこと。

b　2024年度の重要項目に係る52百万豪ドルの税還付を含む（2023年度：184百万豪ドル）。

c　詳細については、下記「非AAS財務指標に関する追加情報」を参照のこと。
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（単位：百万豪ドル）
コンシュー

マー

ビジネス・ア
ンド・ウェル

ス

ウエスト
パック・
インスティ
テューショナ

ル・
バンク

ウエスト
パック・
ニュージー
ランド

（豪ドル）
a

当行
グループ
事業

当行
グループ

2022年       

純利息収益 8,473 3,508 1,438 2,107 1,080 16,606

利息以外の収益 557 881 1,150 279 432 3,299

重要項目 - (1) - 120 (418) (299)

純業務収益 9,030 4,388 2,588 2,506 1,094 19,606

業務費用 (4,411) (2,446) (1,265) (1,072) (987) (10,181)

重要項目 (66) (13) - - (542) (621)

業務費用合計 (4,477) (2,459) (1,265) (1,072) (1,529) (10,802)

引当金考慮前利益 4,553 1,929 1,323 1,434 (435) 8,804

減損(費用)／戻入れ (187) (97) (85) 25 9 (335)

法人税等（費用）／還付前
利益

4,366 1,832 1,238 1,459 (426) 8,469

法人税等（費用）／還付及

びNCI
b (1,314) (557) (372) (382) (150) (2,775)

純利益／（損失） 3,052 1,275 866 1,077 (576) 5,694

以下の影響を含む純利益:       

重要項目（税引後）
b (47) (9) - 119 (937) (874)

売却事業に帰属する利益／

（損失）
c - - - 18 168 186

 

a　詳細については、ウエストパック・ニュージーランドのニュージーランド・ドル建てのセグメント報告を参照のこと。

b　重要項目に係る46百万豪ドルの税還付を含む。

c　詳細については、下記「非AAS財務指標に関する追加情報」を参照のこと。
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売却事業

下表は、セグメントの売却事業に帰属する利益／（損失）を該当する期間別に示したものである。2024年度通

年において売却された事業はなかった。

 

（単位：百万豪ドル）
コンシュー

マー

ビジネス・ア
ンド・ウェル

ス

ウエスト
パック・
インスティ
テューショナ

ル・
バンク

ウエスト
パック・
ニュージー
ランド

（豪ドル）

当行
グループ
事業

当行
グループ

2023年       

純利息収益 - - - - - -

利息以外の収益 - - - - 140 140

純業務収益 - - - - 140 140

業務費用 - - - - 46 46

引当金考慮前利益 - - - - 186 186

減損(費用)／戻入れ - - - - - -

法人税等（費用）／還付
前利益

- - - - 186 186

法人税等（費用）／還付
及びNCI

- - - - (55) (55)

純利益 - - - - 131 131

2022年    

純利息収益 - - - - 6 6

利息以外の収益 - - - 28 364 392

純業務収益 - - - 28 370 398

業務費用 - - - (3) (124) (127)

引当金考慮前利益 - - - 25 246 271

減損(費用)／戻入れ - - - - 7 7

法人税等（費用）／還付
前利益

- - - 25 253 278

法人税等（費用）／還付
及びNCI

- - - (7) (85) (92)

純利益 - - - 18 168 186
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売却事業の純利益への寄与

当該事業の寄与に関する理解の一助として、下表において、売却事業体に帰属する利益（重要項目を除く。）

を示す。各事業に帰属する利益は、売却日までの寄与及び当該取引のその他の利益／損失のうち、重要項目とし

て特定されなかったものを反映している。バランスシートの日付は完了日である。2023会計年度に売却された事

業によるバランスシートへの寄与は、ほとんどなかった。2024年度において売却された事業はなかった。

 

 
 
 

（単位：百万豪ドル）

アドバンス・ア
セット・マネジメ

ント

BT個人及び
法人退職年

金
a

ウエスト
パック・ラ
イフ・イン
シュアラン
ス・リミ
テッド

モーター
ビークル・
ファイナン
ス及びノ
ベーテッド
リース事業

ウエスト
パック・
ライフ・
ニュー
ジーラン
ド・リミ
テッド
（豪ド
ル）

売却事業の
寄与

ウエスト
パック・ラ
イフ・

ニュージー
ランド・リ
ミテッド
（ニュー
ジーラン
ド・ドル）

2023年        

利息以外の収益 38 77 25 - - 140 -

業務費用 (8) 26 28 - - 46 -

法人税等及びNCI (9) (31) (15) - - (55) -

純利益 21 72 38 - - 131 -

2022年        

純利息収益 - - - 6 - 6 -

利息以外の収益 80 177 107 - 28 392 30

業務費用 (18) (77) (23) (6) (3) (127) (3)

減損費用 - - - 7 - 7 -

法人税等及びNCI (19) (30) (34) (2) (7) (92) (8)

純利益 43 70 50 5 18 186 19
 

a　BTファンズ・マネジメント・リミテッドの個人及び法人（プラットフォーム外）退職年金商品の加入者及び給付の、後継

ファンドへの移管を通じたマーサー・スーパー・トラストへの移管。

 

 
 
 

（単位：十億豪ドル）

アドバン
ス・アセッ
ト・マネジ
メント

BT個人及び
法人退職年

金

ウエスト
パック・ラ
イフ・イン
シュアラン
ス・リミ
テッド

モーター
ビークル・
ファイナン
ス及びノ
ベーテッド
リース事業

ウエスト
パック・ラ
イフ・

ニュージー
ランド・リ
ミテッド
（豪ドル）

売却事業の
寄与

ウエスト
パック・ラ
イフ・

ニュージー
ランド・リ
ミテッド
（ニュー
ジーラン
ド・ドル）

2022年９月30日現在        

資産合計 - - 2.6 - - 2.6 -
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a. コンシューマー

コンシューマー・セグメントは、幅広いバンキングの商品及びサービスをオーストラリアの顧客に提供す

る。商品及びサービスは、デジタル販売網、コールセンター、モバイルバンカー、支店及び第三者ブロー

カーを用いてウエストパック、セント・ジョージ、バンク・エスエー及びバンク・オブ・メルボルンから成

るブランド・ポートフォリオを通じて提供されている。同セグメントには、新規事業を停止したRAMS事業も

含まれる。

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増減
率（％）

純利息収益 7,632 8,177 8,473 (7)

利息以外の収益 528 524 557 1

純業務収益 8,160 8,701 9,030 (6)

業務費用 (4,787) (4,533) (4,411) 6

重要項目 - (202) (66) (100)

業務費用合計 (4,787) (4,735) (4,477) 1

引当金考慮前利益 3,373 3,966 4,553 (15)

減損(費用)／戻入れ (248) (179) (187) 39

税引前利益 3,125 3,787 4,366 (17)

法人税等及びNCI (941) (1,142) (1,314) (18)

純利益 2,184 2,645 3,052 (17)

重要項目（税引後） - (148) (47) (100)

費用収益比率（重要項目を除く） 58.66％ 52.10％ 48.85％ 大

純利鞘（重要項目を除く） 1.70％ 1.88％ 2.00％ (18bps)

FTE 12,042 12,534 13,189 (4)
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（単位：十億豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

顧客預金

取引口座 46.6 49.5 61.3 (6)

貯蓄預金 159.0 138.3 103.1 15

定期預金 65.6 63.9 62.1 3

住宅ローン相殺 63.3 56.6 54.0 12

顧客預金合計 334.5 308.3 280.5 8

貸付金     

住宅ローン 473.5 449.6 431.8 5

RAMS（廃止手続中） 29.8 36.0 35.8 (17)

その他 8.8 8.9 8.8 (1)

引当金 (1.8) (1.8) (1.8) -

貸付金合計 510.3 492.7 474.6 4

預貸率 65.54％ 62.58％ 59.11％ 296bps

資産合計 521.8 504.2 486.0 3

TCE 594.2 577.7 562.3 3

リスク調整後資産 174.4 174.7 180.2 -

平均利付資産 449.9 435.3 422.7 3

平均割当資本 24.0 24.3 24.0 (1)

信用度     

平均貸付金に対する減損費用／（戻入れ） 0.05％ 0.04％ 0.04％ 1bps

抵当権付住宅ローン90日以上の債務不履行 1.12％ 0.86％ 0.75％ 26bps

その他の消費者向けローンの90日以上の債務不履行 1.23％ 1.01％ 1.35％ 22bps

TCEに対するストレスを受けたエクスポージャー合計 1.10％ 0.86％ 0.67％ 24bps
 

 

純利益は、17パーセント減の2,184百万豪ドルであった。

引当金考慮前利益は、15パーセント減の3,373百万豪ドルであった。事業再編費用と支店改革プログラムに関

連する2023年度通年の重要項目を除くと、引当金考慮前利益は、19パーセント減少したが、これは、業務収益が

６パーセント減少し、業務費用が６パーセント増加したことによる。業務収益のかかる減少は、純利鞘の継続的

な縮小を反映した一方、RAMS事業の終了に伴う費用、インフレ圧力、投資費用及び償却の増加により費用が増加

した。
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純利息収益は７パーセ

ント減少した。

・純利鞘は、18ベーシス・ポイント縮小した。2024年度下半期には利鞘が１ベーシス・

ポイント拡大するも、当年度を通じて低迷した。新規の抵当権付住宅ローンをめぐる

金利競争と、借換えを検討している顧客の引留めのために提示された抵当権付住宅

ローンの金利引下げの影響が縮小の最大の要因となった。預金の利幅の縮小は、主に

高金利商品への構成上の変化や利鞘の小さい貯蓄口座の影響によるものであるが、

ヘッジ対象預金と資本の利益の増加により相殺された。

・貸付金純額は、４パーセント増の5,103億豪ドルであった。抵当権付住宅ローンは４

パーセントの増加となり、システム全体を下回ったが、これは、RAMS事業の終了の決

定を反映したものである。当該影響を除くと、抵当権付住宅ローンは５パーセント増

加したが、その大半は変動金利の居住用抵当権付住宅ローンであり、APRAの住宅シス

テムの増加率の1.2倍に相当した。満期を迎えた650億豪ドルの固定金利ローンの大半

が維持され、変動金利に切り替えられたことに加え、ほぼすべての新規ローンが変動

金利であったことから、変動金利の抵当権付住宅ローンがポートフォリオに占める割

合は、76パーセントから91パーセントに上昇した。

・預金は８パーセント増の3,345億豪ドルとなり、APRAの個人預金システムの増加率の

1.1倍に相当した。顧客が引き続きより利幅の大きい商品を選好しているため、貯蓄預

金残高の207億豪ドルの増加は、取引口座残高の29億豪ドルの減少を相殺してなお余り

あるものであった。固定金利の抵当権付住宅ローンの顧客が預金相殺機能付きの変動

金利抵当権付住宅ローンへと移行したため、住宅ローン相殺口座の残高は、12パーセ

ント増の633億豪ドルとなった。

・預金の伸びが貸付けの伸びを上回り続けていることから、預貸率は296ベーシス・ポイ

ント改善して65.5パーセントとなった。

利息以外の収益は１

パーセント増加した。

・顧客関係の是正費用が増加したことでクレジットカード手数料の増加が一部相殺され

たことにより、利息以外の収益は、１パーセント増の528百万豪ドルであった。

 

費用は１パーセント増

加した。

・重要項目を除く業務費用は、６パーセント増加した。当該増加は、主に以下の要因に

よる。

－RAMSの新規事業の停止の決定による、RAMSブランド、テクノロジー及びソフトウェ

ア資産の減損、並びに事業再編費用の発生。

－賃金及び給与並びに第三者ベンダー費用の両方によるインフレ圧力。

－償却費用の増加。

・One Bankプラットフォームの導入による業務モデルの簡素化と、コーポレートオフィ

ス及び支店等の占有面積の縮小（29の併設型店舗の追加による恩恵を含む。）による

恩恵により、費用の増加は一部相殺された。

減損費用は248百万豪

ドルであった。

・減損費用が平均貸付金に占める割合は、前年度から１ベーシス・ポイント上昇して５

ベーシス・ポイントであった。当該費用は、抵当権付住宅ローンの増加及びその他の

消費者向けローンの債務不履行の増加（抵当権付住宅ローンのオーバーレイの及びダ

ウンサイドのシナリオのウェイトの減少により一部相殺された。）を反映している。

・TCEに対するストレスを受けたエクスポージャーは、24ベーシス・ポイント悪化して

1.10パーセントとなった。抵当権付住宅ローンの金利の上昇及び生活コストの増加を

反映して、抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行は、26ベーシス・ポイント増

加して1.12パーセントとなった。生活コストの圧迫が顧客に影響を及ぼしていること

から、その他の消費者向けローンの90日以上の債務不履行は、22ベーシス・ポイント

増加して1.23パーセントとなった。
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b. ビジネス・アンド・ウェルス

ビジネス・アンド・ウェルス・セグメントは、ビジネス・バンキング、資産管理業務、個人向け資産管理

業務、及びウエストパック・パシフィックにおいて顧客にバンキングの商品及びサービスを提供する。ビジ

ネス・バンキングは、エクスポージャーが通常、最大で200百万豪ドルの貸付、eコマース・ソリューション

とトランザクション・バンキング・サービスを利用したマーチャント・サービスを提供する。顧客は、商業

企業、中小企業及びアグリビジネスに分類される。同セグメントは、富裕層の個人のニーズをサポートする

個人向け資産管理業務、及び資産管理業務プラットフォーム・サービスを提供するBTファイナンシャル・グ

ループを含む。また、同セグメントは、ウエストパック・パシフィック、及び当行のオートファイナンス・

ポートフォリオ（廃止手続中）も含む。2024年10月、当行は、オートファイナンス・ポートフォリオの売却

契約を締結した。規制当局の承認を条件として、売却は2025年度上半期に完了する予定である。同セグメン

トは、ウエストパック、セント・ジョージ、バンク・エスエー、バンク・オブ・メルボルン及びBTの各ブラ

ンドの下で事業を行っている。

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

純利息収益 5,338 4,992 3,508 7

利息以外の収益 798 844 881 (5)

重要項目 - (88) (1) (100)

純業務収益 6,136 5,748 4,388 7

業務費用 (2,626) (2,459) (2,446) 7

重要項目 - (64) (13) (100)

業務費用合計 (2,626) (2,523) (2,459) 4

引当金考慮前利益 3,510 3,225 1,929 9

減損(費用)／戻入れ (142) (257) (97) (45)

税引前利益 3,368 2,968 1,832 13

法人税等及びNCI (1,012) (882) (557) 15

純利益 2,356 2,086 1,275 13

重要項目（税引後） - (107) (9) (100)

費用収益比率（重要項目を除く） 42.80％ 42.14％ 55.73％ 66bps

純利鞘（重要項目を除く） 5.35％ 5.17％ 3.70％ 18bps

FTE 6,851 6,954 7,118 (1)
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（単位：十億豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

顧客預金

取引口座 65.2 64.8 76.1 1

貯蓄預金 29.1 31.3 35.1 (7)

定期預金 50.0 44.4 30.9 13

顧客預金合計 144.3 140.5 142.1 3

貸付金     

法人向け/中小企業 99.1 90.5 86.4 10

パシフィック 1.3 1.2 1.1 8

法人向け貸付 100.4 91.7 87.5 9

その他 1.4 1.5 1.8 (7)

オートファイナンス（廃止手続中)a 2.1 4.2 7.3 (50)

引当金 (1.9) (1.9) (1.8) -

貸付金合計 102.0 95.5 94.8 7

預貸率 141.48％ 147.08％ 149.97％ 大

資産合計 107.1 101.2 100.7 6

TCE 137.8 129.7 127.0 6

リスク調整後資産 92.9 87.1 95.8 7

平均利付資産 99.7 96.6 94.8 3

平均割当資本 11.6 11.3 11.0 3

信用度     

平均貸付金に対する減損費用／（戻入れ） 0.14％ 0.27％ 0.10％ (13bps)

TCEに対する減損エクスポージャー 0.68％ 0.52％ 0.66％ 16bps

TCEに対するストレスを受けたエクスポージャー合計 5.56％ 5.46％ 5.44％ 10bps
 

a　個人向け及び法人向け貸付金を含む。

 

純利益は、13パーセント増の2,356百万豪ドルであった。

引当金考慮前利益は、９パーセント増の3,510百万豪ドルであった。2023年度通年における是正引当金及び事

業再編費用に関連する重要項目を除くと、引当金考慮前利益は４パーセント増加したが、当該増加は、業務収益

の５パーセントの増加が、業務費用の７パーセントの増加を相殺してなお余りあるものであったことによる。純

利鞘の拡大及び貸付の増加によって業務収益は増加したが、業務費用の増加は、バンカー及び賃金の増加、テク

ノロジー費用の増加、投資費用の増加並びに訴訟引当金の増加を反映した。
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純利息収益は９パーセ

ント増加した。

・2023年度通年における重要項目の影響を除くと、純利息収益は７パーセント増加し

た。

・重要項目を除くと、純利鞘は18ベーシス・ポイント拡大した。過去の金利上昇の平準

的な影響により、預金利幅の拡大、並びにヘッジ対象預金及び資本の両方の利益がも

たらされた。これは、より高金利で利鞘の小さい定期預金への構成上の変化、並びに

競争の高まる部門における金利競争及び利幅の大きいオートファイナンス・ポート

フォリオの廃止手続に伴う、貸付けの利幅の縮小を相殺してなお余りあるものであっ

た。

・貸付金純額は、７パーセント増の1,020億豪ドルであった。法人向け貸付の９パーセン

トの増加は、当行のターゲット業界である農業、医療及び専門サービスにおける堅調

な増加により、多岐にわたった。当該増加は、オートファイナンス・ポートフォリオ

が21億豪ドルまで縮小されていることによって一部相殺された。

・預金は、３パーセント増の1,443億豪ドルであった。顧客が引き続きより利幅の大きい

商品を選好しているため、定期預金の56億豪ドルの増加が通知預金残高の18億豪ドル

の減少を相殺した。ビジネス・セグメントにおいて、経済と取引の状況の低迷によ

り、中小企業顧客における減少は、法人顧客における増加を相殺してなお余りあるも

のであった。

利息以外の収益は４

パーセント減少した。

・重要項目を除く利息以外の収益は、マーチャント収益の減少、オートファイナンス・

ポートフォリオの縮小及びプラットフォーム収益の減少により５パーセント減少し

た。

費用は４パーセント増

加した。

・重要項目を除く業務費用は、７パーセント増加した。訴訟引当金の増加を除くと、業

務費用は、以下の要因を反映して５パーセント増加した。

－賃金及び給与、並びに第三者テクノロジーベンダー費用へのインフレ圧力。

－新ビジネス創出のプラットフォームBizEdge、HealthPoint、UNITEの開始及び統合、

並びに加盟店端末のアップグレードによる投資費用の増加。

－成長促進のためのビジネスバンカーへの投資。

減損費用は142百万豪

ドルであった。

・減損費用は、平均貸付金の14ベーシス・ポイント（前年度においては27ベーシス・ポ

イント）に相当した。当該費用は、商業用不動産に係る不利な見通しの大部分が2024

年度上半期のダウンサイドのシナリオのウェイトの減少によって相殺されたことによ

る、新規IAP及びCAPの若干の増加を反映している。

・主に卸売業及び小売業部門においてストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める

割合が10ベーシス・ポイント上昇して5.56パーセントになったことから、信用度の指

標は悪化した。減損貸付金がTCEに占める割合は、16ベーシス・ポイント上昇して0.68

パーセントとなった。
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プラットフォーム及び投資

 

（単位：十億豪ドル）
2024年 インフロー

アウトフ
ロー

正味フロー
その他の
変動

2023年
2023年-

2024年の増
減率（％）

プラットフォーム 150.8 20.5 (23.6) (3.1) 18.2 135.7 11

パッケージ・ファンド - - (1.4) (1.4) (0.1) 1.5 (100)

ファンド合計 150.8 20.5 (25.0) (4.5) 18.1 137.2 10
 

 

BT及び個人向け資産管理業務のプラットフォームの管理資産は、株式市場評価額及び配当金の増加を反映し、

2024年度において11パーセント増の1,508億豪ドルであった。正味フローはマイナスとなったが、これは年金の

流出を反映したものであり、この影響を除くと正味フローは34億豪ドルのプラスであった。

BTパッケージ・ファンドの管理資産は、プライベート・ボートフォリオ・マネジメント事業の売却完了を反映

し、2024年度に15億豪ドル減少した。
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c. ウエストパック・インスティテューショナル・バンク（「WIB」）

ウエストパック・インスティテューショナル・バンク（「WIB」）は、コーポレート・アンド・インス

ティテューショナル・バンク（「CIB」）、グローバル・トランザクション・サービス（「GTS」）及びファ

イナンシャル・マーケッツ（「FM」）の３つの専門分野を通じて、主に企業、機関投資家及び政府の顧客に

対してサービスを提供している。CIBは、顧客の融資のニーズをサポートするにあたり、業界関係・専門家

向け商品の特別チームを利用する。GTSは、WIBの顧客に対する決済及び流動性管理ソリューションの提供、

並びに当行の国内外の決済インフラについて責任を負う。FMは、WIBの顧客向けのリスク管理、投資及び債

券資本市場に関する幅広いソリューション、並びに消費者・法人顧客向けの金融市場商品へのアクセスを提

供する。顧客は、オーストラリア全域で、またニュージーランド、ニューヨーク、ロンドン、フランクフル

ト及びシンガポールにおける支店及び子会社を通じて、サポートを受けている。

 

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

純利息収益 2,240 1,926 1,438 16

利息以外の収益 1,265 1,367 1,150 (7)

純業務収益 3,505 3,293 2,588 6

業務費用 (1,465) (1,316) (1,265) 11

重要項目 - (15) - (100)

業務費用合計 (1,465) (1,331) (1,265) 10

引当金考慮前利益 2,040 1,962 1,323 4

減損(費用)／戻入れ (120) (87) (85) 38

税引前利益 1,920 1,875 1,238 2

法人税等及びNCI (553) (538) (372) 3

純利益 1,367 1,337 866 2

重要項目（税引後） - (10) - (100)

費用収益比率（重要項目を除く） 41.80％ 39.96％ 48.88％ 184bps

純利鞘（重要項目を除く） 1.83％ 1.89％ 1.63％ (6bps)

FTE 2,870 2,776 2,689 3
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（単位：十億豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

顧客預金     

取引口座及びその他 64.2 64.2 66.1 -

貯蓄預金 10.4 10.5 11.0 (1)

定期預金 45.2 41.4 40.2 9

顧客預金合計 119.8 116.1 117.3 3

貸付金     

貸付金 101.0 92.9 85.5 9

引当金 (0.4) (0.3) (0.3) 33

貸付金合計 100.6 92.6 85.2 9

預貸率 119.10％ 125.37％ 137.65％ 大

資産合計 137.2 106.3 106.2 29

TCE 216.2 207.4 199.3 4

リスク調整後資産 83.0 82.1 94.8 1

平均利付資産 122.2 101.7 88.2 20

平均割当資本 9.6 9.2 7.8 4

信用度     

平均貸付金に対する減損費用 0.13％ 0.10％ 0.11％ 3bps

TCEに対する減損エクスポージャー 0.05％ 0.04％ 0.10％ 1bps

TCEに対するストレスを受けたエクスポージャー合計 0.76％ 0.58％ 0.35％ 18bps
 

 

純業務収益への寄与
1

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年

増減率（％）

貸付け及び預金収益 2,561 2,339 1,994 9

販売及びリスク管理収益 846 886 695 (5)

DVA (8) 56 (31) 大

その他
a 106 12 (70) 大

純業務収益への寄与 3,505 3,293 2,588 6
 

a　資本からの収益と銀行税を含む。
 

 

1　DVAには、資金調達評価調整（FVA）及び信用評価調整（CVA）が含まれる。販売及びリスク管理収益には、顧客収益及び

非顧客収益の両方が含まれる。
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純利益は２パーセント増の1,367百万豪ドルであった。

引当金考慮前利益は、４パーセント増の2,040百万豪ドルであった。2023年度の重要項目を除くと、引当金考

慮前利益は、業務収益の６パーセントの増加及び費用の11パーセントの増加により３パーセント増加した。業務

収益の増加が貸付け及び預金の増加を反映した一方、業務費用の増加は、ソフトウェアの償却の増加、並びに成

長を支援するための人件費及び第三者ベンダー費用の増加によるものであった。

 
純利息収益は16パーセ

ント増加した。

・マーケット部門におけるリバース・レポ契約に関連するトレーディング目的有価証券

の増加を反映して、純利鞘は６ベーシス・ポイント縮小した。これを除くと、純利鞘

は貸付金の利幅の拡大とヘッジ対象資本に対する金利上昇の恩恵を反映して、４ベー

シス・ポイント拡大した。これらの影響は、利鞘の小さな定期預金への預金構成上の

変化と資金調達コストの増加により一部相殺された。

・平均利付資産は、貸付の堅調な増加（９パーセント増）と、マーケット部門の顧客向

けの追加の取引資産の影響を反映して20パーセント増加した。

・貸付金純額は、主に不動産、インフラ、産業部門における既存顧客との関係が強化さ

れたことにより、９パーセント増の1,006億豪ドルであった。

・顧客活動の活発化により達成された下半期における定期預金の増加により、預金は３

パーセント増の1,198億豪ドルとなった。

利息以外の収益は７

パーセント減少した。

・利息以外の収益は、７パーセント減の1,265百万豪ドルであった。主な要因には以下の

ものが含まれた。

－販売及びリスク管理収益（為替を含む）の減少。

－引受業務の増加と貸付残高の増加による手数料収益の増加。

－前年度におけるカウンターパーティー・クレジット・スプレッドの縮小が当年度に

おいては発生しなかったことによる、DVAからの66百万豪ドルの減少。

費用は10パーセント増

加した。

・重要項目を除く費用は、11パーセント増の1,465百万豪ドルであった。変動は以下を反

映した。

－決済を含む大規模なテクノロジー・インフラ投資による、ソフトウェアの償却費用

の増加。

－顧客との関係構築と貸付けの増加をサポートする新規の第一線スタッフの雇用を含

む、賃金及び給与費用の増加。

減損費用は120百万豪

ドルであった。

・減損費用が平均貸付金に占める割合は、前年度の10ベーシス・ポイントに対し13ベー

シス・ポイントであった。当該費用は、ストレスを受けたエクスポージャーの増加と

経済予測の修正による、１件の新規IAP及び若干のCAP費用によるものであった。

・ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める割合は、卸売業及び小売業部門並び

に不動産部門における監視対象及び基準以下のエクスポージャーの増加を反映し、18

ベーシス・ポイント低下して0.76パーセントであった。減損エクスポージャーがTCEに

占める割合は、わずかに悪化して0.05パーセントであった。
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ｄ. ウエストパック・ニュージーランド

ウエストパック・ニュージーランドは、ニュージーランドの消費者、法人及び機関投資家顧客に対し、

バンキング及び資産管理の商品及びサービスを提供する。

別段の記載のない限り、すべての金額はニュージーランド・ドル建てで表示されている。

 

 
（単位：百万ニュージーランド・ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

純利息収益 2,590 2,514 2,280 3

利息以外の収益 279 261 306 7

重要項目 (9) - 127 -

純業務収益 2,860 2,775 2,713 3

業務費用 (1,369) (1,286) (1,158) 6

重要項目 - (10) - (100)

業務費用合計 (1,369) (1,296) (1,158) 6

引当金考慮前利益 1,491 1,479 1,555 1

減損(費用)／戻入れ (27) (135) 27 (80)

税引前利益 1,464 1,344 1,582 9

法人税等及びNCI (409) (381) (414) 7

純利益 1,055 963 1,168 10

重要項目（税引後） (6) (7) 127 (14)

売却事業に帰属する利益／（損失） - - 19 -

費用収益比率（重要項目を除く） 47.72％ 46.34％ 44.78％ 138bps

純利鞘（重要項目を除く） 2.17％ 2.13％ 2.02％ 4bps

FTE 5,221 5,288 5,070 (1)
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（単位：十億ニュージーランド・ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

顧客預金

取引口座及びその他 20.8 21.1 24.2 (1)

貯蓄預金 19.4 20.2 21.4 (4)

定期預金 39.5 38.5 32.3 3

顧客預金合計 79.7 79.8 77.9 -

貸付金     

抵当権付住宅ローン 68.0 65.8 63.8 3

法人 33.4 32.8 32.2 2

その他 1.2 1.2 1.2 -

引当金 (0.5) (0.5) (0.4) -

貸付金合計 102.1 99.3 96.8 3

預貸率 78.06％ 80.36％ 80.48％ (230bps)

資産合計 123.5 121.8 119.2 1

TCE 147.3 147.1 144.6 -

リスク調整後資産 62.0 60.3 53.6 3

流動性資産 17.8 19.2 18.4 (7)

平均利付資産 119.2 118.0 113.0 1

平均割当資本 8.2 7.9 7.2 4

ファンド合計 13.2 11.4 10.9 16

信用度     

平均貸付金に対する減損費用／（戻入れ） 0.03％ 0.14％ (0.03％) (11bps)

抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行 0.49％ 0.33％ 0.22％ 16bps

その他の消費者向けローンの90日以上の債務不履行 0.87％ 0.92％ 1.03％ (5bps)

TCEに対する減損エクスポージャー 0.16％ 0.06％ 0.06％ 10bps

TCEに対するストレスを受けたエクスポージャー合計 1.73％ 1.49％ 0.97％ 24bps
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純利益は、10パーセント増の1,055百万ニュージーランド・ドルであった。

業務収益の３パーセントの増加が、業務費用の６パーセントの増加を相殺してなお余りあるものであったこと

を反映して、引当金考慮前利益は、１パーセント増の1,491百万ニュージーランド・ドルであった。業務収益が

貸付けの増加と純利鞘の拡大を反映した一方で、業務費用は、テクノロジー及びオンショアリング費用、ソフ

トウェアの償却並びにインフレ圧力の増加によるものであった。

 
純利息収益は３パーセ

ント増加した。

・純利鞘は４ベーシス・ポイント拡大した。取引預金と資本残高の両方の利益の増加

は、顧客がより高金利の定期預金口座を選好したことや、金利競争による貸付けの利

幅の縮小により一部相殺された。

・貸付金純額は３パーセント増加したが、これは、厳しいマクロ経済環境により借入需

要が減少したため、システム上の貸付けの増加率が鈍化したことを反映している。主

な要因には、以下のものが含まれた。

－抵当権付住宅ローンの３パーセントの増加がRBNZの住宅システムの増加率の0.9倍に

相当したこと。RBNZが金利の引下げを継続するという期待から、顧客はより短期の

固定金利及び変動金利のローンを選好した。

－法人向け貸付は、企業向け及び機関投資家向け貸付の増加により２パーセント増加

し、システムの1.7倍となった。

・預金は、顧客がより利幅の大きい定期預金への選好を強めたことによる取引口座と貯

蓄預金の減少を反映して、若干減少し、797億ニュージーランド・ドルとなった。定期

預金は、個人定期預金口座の増加により10億ニュージーランド・ドル増加したが、機

関投資家向け定期預金商品の減少により一部相殺された。

利息以外の収益は７

パーセント増加した。

・活動の増加による投資収益及び事業手数料の増加を反映して、利息以外の収益は、７

パーセント増の279百万ニュージーランド・ドルであった。

費用は６パーセント増

加した。

・重要項目を除く業務費用は、以下を反映して６パーセント増加した。

－賃金及び給与、並びに第三者ベンダー費用の増加。

－RBNZのアウトソーシング・ポリシーの遵守活動の完了後のテクノロジー投資及び償

却費用、並びに継続的な業務支援費用の増加。

減 損 費 用 は 27 百 万

ニュージーランド・ド

ルであった。

・減損費用が平均貸付金に占める割合は、３ベーシス・ポイントであった（前年度に

は、減損費用は平均貸付金の14ベーシス・ポイントを占めた。）。当該費用の減少

は、CAPの減少（ビジネス・ポートフォリオ内のIAPの増加によって一部相殺され

た。）によるものであった。

・ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める割合は、主に抵当権付住宅ローンの

90日以上の債務不履行の悪化、消費者や企業が金利上昇や厳しい経済環境によるスト

レスを受けていることによる減損残高の増加により、24ベーシス・ポイント上昇して

1.73パーセントとなった。
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ウエストパック・ニュージーランド・セグメントの業績（豪ドル換算）

業績は、各報告期間の平均為替レートで豪ドルに換算されており、2024年度については１豪ドル＝1.0846

ニュージーランド・ドルである（2023年度：１豪ドル＝1.0846ニュージーランド・ドル、2022年度：1.0831

ニュージーランド・ドル）。別段の記載がない限り、資産及び負債は、各期間の末日現在のスポットレートで換

算されており、2024年９月末現在においては１豪ドル＝1.0885ニュージーランド・ドルである（2023年：１豪ド

ル＝1.0738ニュージーランド・ドル、2022年度：1.1355ニュージーランド・ドル）。

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

純利息収益 2,388 2,317 2,107 3

利息以外の収益 257 240 279 7

重要項目 (8) - 120 -

純業務収益 2,637 2,557 2,506 3

業務費用 (1,262) (1,186) (1,072) 6

重要項目 - (9) - (100)

業務費用合計 (1,262) (1,195) (1,072) 6

引当金考慮前利益 1,375 1,362 1,434 1

減損(費用)／戻入れ (25) (124) 25 (80)

税引前利益 1,350 1,238 1,459 9

法人税等及びNCI (377) (350) (382) 8

純利益 973 888 1,077 10

重要項目（税引後） (6) (7) 119 (14)

売却事業に帰属する利益／（損失） - - 18 -

費用収益比率（重要項目を除く）
a 47.72％ 46.34％ 44.78％ 138bps

純利鞘（重要項目を除く）
a 2.17％ 2.13％ 2.02％ 4bps

 

a　比率は、ニュージーランド・ドルを用いて算出されている。

 

（単位：十億豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の増
減率（％）

顧客預金 73.2 74.3 68.6 (1)

貸付金 93.8 92.5 85.3 1

預貸率
a 78.06％ 80.36％ 80.48％ (230bps)

資産合計 113.5 113.5 105.0 -

TCE 135.3 136.9 127.3 (1)

リスク調整後資産 56.9 56.2 47.2 1

流動性資産 16.3 17.9 16.2 (9)

平均利付資産
b 110.0 108.8 104.4 1

平均割当資本
b 7.5 7.3 6.6 3

ファンド合計 12.1 10.6 9.6 14
 

a　比率は、ニュージーランド・ドルを用いて算出されている。

b　平均値は、適用される平均レートで換算される。
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e. 当行グループ事業

当該セグメントは、以下から構成される。

・当行のバランスシートの管理（大口資金調達、資本及び流動性管理を含む。）に責任を負う財務部門。財務

部門は、大口資金調達に関連する金利リスク及び為替リスクの管理も行う。

・セグメントに割り当てられない資本に係る利益、特定のグループ間取引、資産の売却損益、当行のフィン

テック投資に関連する利益及びコストを含むエンタープライズ・サービス。

・その他の費用には、企業事務及びUNITEに関連する企業テクノロジー費用の一部、特定の顧客関係の是正費

用並びに企業引当金等のセグメントに直接帰属しない費用が含まれる。

 

（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

純利息収益 1,318 1,002 1,080 32

利息以外の収益 (1) 153 432 大

重要項目 (167) 191 (418) 大

純業務収益 1,150 1,346 1,094 (15)

業務費用 (804) (738) (987) 9

重要項目 - (170) (542) (100)

業務費用合計 (804) (908) (1,529) (11)

引当金考慮前利益 346 438 (435) (21)

減損(費用)／戻入れ (2) (1) 9 100

税引前利益 344 437 (426) (21)

法人税等及びNCI (234) (198) (150) 18

純利益／（損失） 110 239 (576) (54)

重要項目（税引後） (117) 99 (937) 大

売却事業に帰属する利益／（損失） - 131 168 (100)
 

 

財務部門
 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

2023年-
2024年の

増減率（％）

純利息収益 1,054 665 979 58

利息以外の収益 20 14 21 43

重要項目 (158) (20) 553 大

純業務収益 916 659 1,553 39

純利益 484 319 960 52
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純利益は、前年度の239百万豪ドルに対し、110百万豪ドルとなった。

引当金考慮前利益は、前年度の438百万豪ドルから減少し、346百万豪ドルとなった。重要項目を除くと、引当

金考慮前利益は、前年度の417百万豪ドルに対し、513百万豪ドルであった。

 
純業務収益は15パー

セント減少した。

・重要項目を除くと、収益は14パーセント増の1,317百万豪ドルであった。変動には、以

下のものが含まれた。

－金利ボラティリティーに対する有利なポジショニングによる財務部門の貢献の増

加。

－前年度の事業の廃止による収益の減少。

－流動性資産の売却による実現利益の減少。

費用は11パーセント

減少した。

・重要項目を除くと、主に技術簡素化プログラム「UNITE」に関連する、テクノロジー投

資費用の増加により、費用は９パーセント増の804百万豪ドルであった。
 

 

(x) 2023年度と2022年度の利益の評価

当行グループの業績

業績の概要

2023年度の純利益は、2022年度比で1,501百万豪ドル（26パーセント）増の7,195百万豪ドルであった。純利益

の増加は、主に業務収益の増加及び業務費用の減少が信用減損費用の増加によって一部相殺されたことによる。

以下は、純利益に係る主要勘定科目の変動の要約である。

当行グループ純利鞘は、１ベーシス・ポイント拡大し、1.95パーセントとなった。主な変動には以下のものが

含まれた。

・コア純利鞘：10ベーシス・ポイントの拡大。上半期の預金の利幅の拡大、並びに金利上昇によるヘッジ対象

預金及び資本の両方の利益の増加は、貸付の利幅の縮小と競争の激化を相殺してなお余りあるものであっ

た。

・重要項目：当行のターム・ファンディングの経済的ヘッジに関連する未実現公正価値損失を反映した、７

ベーシス・ポイントの縮小。

財務部門及びマーケット部門の収益の減少を相殺する純利鞘とバランスシートの拡大により、純利息収益は、

2023年度を通じて1,156百万豪ドル（７パーセント）増加した。持家向け抵当権付住宅ローン、機関投資家向け

の貸付け及び商業不動産の増加により、平均利付資産が６パーセント増加した。顧客預金は、前年度比で５パー

セント増加し、貸付金の増加の全額が賄われたことから、顧客預金の預貸率は82.9パーセントで維持された。

利息以外の収益は、36パーセント増の3,328百万豪ドルであった。2023年度において、アドバンス・アセッ

ト・マネジメント・リミテッドの売却益243百万豪ドルを反映し、重要項目及び売却事業の影響により、利息以

外の収益は340百万豪ドル（10パーセント）増加した。重要項目及び売却事業を除くと、利息以外の収益は、信

用スプレッドの拡大と外国為替取引によるトレーディング収益の増加により、３パーセント増の2,988百万豪ド

ルであった。
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業務費用は、2022年度比で110百万豪ドル（１パーセント）減少した。当該減少は、主に以下による。

・88支店の閉鎖と55カ所の併設型店舗の設立を含む、本社及び支店の占有面積の縮小に伴う占有費用の削減。

・第三者サービス及びコンサルティング・サービスの利用削減。

業務費用の削減は、以下により一部相殺された。

・給与及び賃金、並びにソフトウェアのメンテナンス及びライセンスの費用に係るインフレ圧力。

・成長、生産性、規制及びリスク関連投資に関連するソフトウェアの償却の約80百万豪ドルの増加。

2022年度の335百万豪ドルの信用減損費用に対し、2023年度には648百万豪ドルの信用減損費用となった。2023

年度の費用は、平均総貸付金の９ベーシス・ポイントに相当し、依然として長期的な過去の平均を下回ってい

る。2023年度の費用は、以下の影響を反映していた。

・インフレ進行、金利上昇、及び経済活動の鈍化の予想。

・抵当権付住宅ローン及び機関投資家向け貸付におけるストレスを受けたエクスポージャーの増加を含む、年

間を通じた信用度の指標の悪化。

控除の対象とならない一部の費用及びハイブリッド資本の分配金により、2023年度の実効税率は、オーストラ

リアの法人税率30パーセントをわずかに上回る30.1パーセントであった。2022年度において、控除の対象となら

ない一部の費用（当行のオーストラリアの生命保険事業の売却損を含む。）により、実効税率は上昇した。

2023年度において、取締役会は、普通株式１株当たり72豪セントの最終配当を決定した。2023年度通年の普通

株式の配当額は、2022年度に宣言された普通株式配当額を上回る1.42豪ドルであり、配当性向は69.20パーセン

トであった。2023年度の普通株式最終配当は、全額フランキング済みであった。

 

コンシューマー

2023年度の純利益は2,645百万豪ドルであり、407百万豪ドル（13パーセント）減少した。事業再編費用及び支

店変革プログラムに関連する重要項目を除くと、純利益は306百万豪ドル（10パーセント）減少した。以下は、

純利益に係る主な勘定科目の変動の要約である。

・　純利鞘の12ベーシス・ポイントの縮小が取引量の増加を相殺してなお余りあるものであったことを反映

し、純利息収益は３パーセント減少した。

・前年度に損害保険の販売契約による受取金が2023年度には計上されなかったことに加え、カード及び株式の

トレーディング収益が減少したことを反映し、利息以外の収益は６パーセント減少した。

・業務費用は、賃金及びベンダーサービスに係るインフレの進行、並びに償却費用の増加により、３パーセン

ト増加した。

・減損費用は179百万豪ドルであり、前年度より若干減少した。これは、オーバーレイの削減によるCAPの戻入

益が抵当権付住宅ローンのポートフォリオの信用リスク指標の悪化を相殺してなお余りあるものだったこと

による。
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ビジネス・アンド・ウェルス

純利益は2,086百万豪ドルであり、2022年度比で811百万豪ドル（64パーセント）増加した。是正費用に関連す

る重要項目を除くと、純利益は909百万豪ドル増加した。以下は、純利益に係る主な勘定科目の変動の要約であ

る。

・金利上昇により預金利幅の拡大並びにヘッジ対象預金及び資本の両方の利益の増加が後押しされたことによ

る、純利鞘の147ベーシス・ポイントの拡大を反映し、純利息収益は42パーセント増加した。

・利息以外の収益は、加盟店手数料とオートファイナンス手数料の減少により、４パーセント減少した。

・　業務費用は、外貨換算の不利な影響とインフレの進行により、１パーセント増加した。

・減損費用は257百万豪ドルであり、これは経済環境の悪化と信用度指標の悪化を反映したもので、ストレス

を受けたエクスポージャーがコミッテッド・エクスポージャー合計に占める割合は、5.46パーセントに上昇

した。

オートファイナンスは廃止手続中であり、2023年９月30日時点で42億豪ドルの残高を有していた。

プラットフォームの助言対象のファンドは、株式市場の高騰と配当金の分配を反映して７パーセント増加し

た。

 

ウエストパック・インスティテューショナル・バンク

純利益は1,337百万豪ドルであり、2022年度比で471百万豪ドル増加した。事業再編費用に関連する重要項目を

除くと、純利益は481百万豪ドル増加した。以下は、純利益に係る主な勘定科目の変動の要約である。

・　純利息収益は34パーセント増加したが、これは、金利の上昇が貸付金及び預金の利幅の拡大並びに資本利

益の増加を後押ししたことの恩恵を受けた、貸付金の９パーセントの増加と、純利鞘の26ベーシス・ポイン

トの拡大によるものであった。

・　デリバティブ評価調整のプラスの影響と信用及び外国為替取引高の増加により、利息以外の収益は19パー

セント増加した。

・給与及び賃金、並びに第三者ベンダー費用へのインフレ圧力（コスト・リセットの結果を相殺してなお余り

あるものであった。）を反映し、業務費用は４パーセント増加した。

・減損費用は87百万豪ドルであり、監視対象となった顧客の増加を反映したCAP費用の増加により、前年度を

若干上回った。
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ウエストパック・ニュージーランド

純利益は963百万ニュージーランド・ドルであり、2022年度比で205百万ニュージーランド・ドル（18パーセン

ト）減少した。これは主に、規制、リスク、コンプライアンス関連の費用の増加、並びにポートフォリオに生じ

たストレス及び経済見通しの悪化による貸付金の減損費用の増加によるものであった。これは、金利上昇の恩恵

を受けた純利息収益の増加により一部相殺された。

 

当行グループ事業

純利益は239百万豪ドルであり、2022年度比で815百万豪ドル増加した。以下は、純利益に係る主な勘定科目の

変動の要約である。

・　市場のボラティリティーによる財務部門の収益の減少と流動性資産の売却による実現利益の減少を反映し

た、純利息収益の減少。

・従業員引当金のプラスの変動、コンサルティング及び第三者コストの減少、並びにサービスとしてのバンキ

ング（BaaS）プラットフォームのコスト削減による、業務費用の減少。
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重要項目の影響

2022年度の業績に影響を与えた重要項目（税引後）の詳細は以下のとおりである。

 

分類 純利益への影響 内容

2022年   

資産の売却及び

再評価の影響

876百万豪ドルの減少 ・利息以外の収益に計上された、オーストラリアの生命保険の売却損

1,112百万豪ドル（税引後1,120百万豪ドル）。

・資産売却（アドバンス・アセット・マネジメントを含む。）及びBTの

個人及び法人向け退職年金ファンドの後継ファンドへの移管に関連す

る費用及び再評価額125百万豪ドル（税引後101百万豪ドル）。

・当行グループの事業売却に関連するその他の費用。以下によって一部

相殺された。

・ニュージーランドの生命保険事業の売却益。

・当行グループのモータービークル・ディーラーファイナンス及びノ

ベーテッドリース事業の売却益。また、これには、当行グループの

モータービークル・ディーラーファイナンス、ノベーテッドリース事

業及びベンダー・ファイナンス事業に関する取引・分離費用に関連す

る税還付も含まれる。

資産の評価減 283百万豪ドルの減少 ・退職年金事業の廃止準備に関連する資産の評価減。これには、同事業

に帰属するすべてののれんと、資産計上されたソフトウェアの一部に

係る167百万豪ドルの費用（税引後154百万豪ドル）が含まれた。

・必要なコーポレート・オフィス・スペースの縮小による資産の評価

減。必要スペースの縮小は、事業売却、人員削減、より柔軟な働き方

によるものである。当該評価減は、残存リース期間の資産計上額から

サブリース収益の見込額（118百万豪ドルの費用（税引後82百万豪ド

ル）を控除した額を考慮したものである。

・近年よりも急速に進展した支店統廃合に関連する費用66百万豪ドル

（税引後47百万豪ドル）。

是正、訴訟、罰

金及び罰則に係

る引当金

133百万豪ドルの減少

 

・顧客への返金の見積りに対する追加の引当金。

－オーストラリアの生命保険事業が発行した特定の生命保険商品の

保険料引上げに関する是正。

－資産管理業務に関連する追加の是正。ウエストパック・ニュー

ジーランドにおける顧客関係是正のための引当金の戻入れによ

り、一部相殺された。

・顧客関係是正プログラムのための追加費用。

・訴訟引当金の増加。

ヘッジ項目 418百万豪ドルの増加 ・当該期間における発生主義によるターム・ファンディング取引の経済

的ヘッジに係る未実現公正価値損益、及び適格ヘッジに係る非有効部

分純額。当該ヘッジは戻し入れられることから、当行の利益への長期

的な影響はない。

重要項目合計 874百万豪ドルの減少  
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(ⅺ) ９月30日に終了した各年度の連結キャッシュ・フロー計算書

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年

営業活動によるキャッシュ・フロー   

利息受取額 52,515 41,970

利息支払額 (34,000) (22,654)

配当金受取額 3 1

利息以外のその他の収益受取額 4,314 3,567

業務費用支払額 (9,679) (9,856)

法人税等支払額 (3,369) (2,439)

営業資産及び負債の増減考慮前の営業活動からのキャッシュ・
フロー

9,784 10,589

純（増）／減：   

支払担保金 (2,097) 1,545

トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資
産

(18,994) (4,524)

金融派生商品 (836) 4,082

貸付金 (35,083) (27,270)

その他の金融資産 (348) 128

その他の資産 (34) 8

純増／（減）：   

受入担保金 (318) (2,888)

預金及びその他の借入金 35,243 24,692

その他の金融負債 (7,084) (17,146)

その他の負債 - (12)

営業活動から得た／（に使用した）現金・預金（純額） (19,767) (10,796)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券による収入 47,624 36,480

投資有価証券の購入 (72,786) (33,753)

被支配事業体及びその他の事業の売却による収入（処分現金控
除後）

- 293

被支配事業体及びその他の事業の取得 (30) -

関連会社の取得 (4) (1)

不動産及び設備の売却による収入 46 72

不動産及び設備の購入 (235) (238)

無形資産の購入 (782) (1,141)

投資活動から得た／（に使用した）現金・預金（純額） (26,167) 1,712
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（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年

財務活動によるキャッシュ・フロー   

債券発行による収入（発行費用控除後） 80,245 70,974

発行済債券の償還 (67,100) (62,596)

リース負債の元本部分の支払 (416) (401)

借入資本の発行（発行費用控除後） 6,326 3,453

借入資本の償還 (1,957) (1,171)

株式の買戻しに係る支払 (1,812) -

永久優先株式の発行（発行費用控除後） 339 -

株式報酬制度に関連する株式の購入 (56) (32)

自己株式の買戻し（制限株式制度（「RSP」）及びEIPの制限株
式を含む）

(56) (47)

配当金の支払 (5,652) (4,504)

NCIに対する配当金の支払 (4) (21)

NCIからの持分取得 (25) -

財務活動から得た／（に使用した）現金・預金（純額） 9,832 5,655

現金・預金及び中央銀行預け金の純増／（減）額 (36,102) (3,429)

現金・預金及び中央銀行預け金の為替相場変動による影響額 (753) 694

現金・預金及び中央銀行預け金の期首残高 102,522 105,257

現金・預金及び中央銀行預け金の期末残高 65,667 102,522
 

 

キャッシュ・フロー分析

営業活動によるキャッシュ・アフトフローは、8,971百万豪ドル増加した。これは主に、トレーディング目的

有価証券及びFVISで測定する金融資産からのアウトフローの14,470百万豪ドルの増加、利息支払額からのアウト

フローの11,346百万豪ドルの増加、貸付金からのアウトフローの7,813百万豪ドルの増加、金融派生商品からの

アウトフローの4,918百万豪ドルの改善、並びに支払担保金からのアウトフローの3,642百万豪ドルの改善による

ものであった。これらは、預金及びその他の借入金からのインフローの10,551百万豪ドルの増加、利息受取額か

らのインフローの10,545百万豪ドルの増加、その他の金融負債からのアウトフローの10,062百万豪ドルの減少、

並びに受入担保金からのアウトフローの2,570百万豪ドルの減少によって一部相殺された。

投資活動によるキャッシュ・フローは、27,879百万豪ドル減少し、26,167百万豪ドルのキャッシュ・アウトフ

ローとなった（2023年度には、1,712百万豪ドルのキャッシュ・インフロー）。これは主に、投資有価証券の購

入の39,033百万豪ドルの増加によるものであったが、投資有価証券による収入の11,144百万豪ドルの増加によっ

て一部相殺された。

財務活動によるキャッシュ・インフローは、4,177百万豪ドル増加した。これは主に、債券発行による収入の

9,271百万豪ドルの増加、及び借入資本の発行による2,873百万豪ドルの増加によるものであった。これらは、発

行済債券の償還によるアウトフローの4,504百万豪ドルの増加、市場内での株式の買戻しによるアウトフロー

1,812百万豪ドル、配当金の支払の1,148百万豪ドルの増加及び借入資本の償還からのアウトフローの786百万豪

ドルの増加によって一部相殺された。
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(ⅻ) 非AAS財務指標に関する追加情報

非AAS財務指標の算出

他で開示されていない非AAS財務指標の算出の詳細は、以下のとおりである。

 

費用収益比率（重要項目を除く）

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

業務費用 10,944 10,692 10,802

差引：重要項目（業務費用） - (460) (621)

重要項目を除く業務費用 10,944 10,232 10,181

純業務収益 21,588 21,645 19,606

加算／（差引）：重要項目（純利息収
益）

163 97 (555)

加算／（差引）：重要項目（利息以外
の収益）

12 (200) 854

重要項目を除く純業務収益 21,763 21,542 19,905

費用収益比率（重要項目を除く） 50.29％ 47.50％ 51.15％
 

 

平均普通株主有形自己資本及び平均普通株主有形自己資本利益率(ROTE)

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年

WBC所有者に帰属する当期純利益（RSP
の配当金について調整後）a 6,983 7,190 5,691 5,456 2,288

平均普通株主資本 71,493 71,229 70,268 70,849 68,014

差引：無形資産（平均） (10,758) (10,664) (10,182) (11,310) (11,964)

加算：コンピューター・ソフトウェア
（平均）

2,680 2,552 1,992 2,361 2,371

平均普通株主有形自己資本 63,415 63,117 62,078 61,900 58,421

平均普通株主有形自己資本利益率
(ROTE)

11.01％ 11.39％ 9.17％ 8.81％ 3.92％
 

a　当該利益の測定については、第一部　第６　１「財務書類」に対する注記８を参照のこと。

 

重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益（RSPの配当金について調整後）

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年

WBC所有者に帰属する当期純利益（RSP
の配当金について調整後）

6,983 7,190 5,691 5,456 2,288

加算／（差引）：重要項目（税引後） 123 173 874 1,495 2,937

重要項目を除くWBC所有者に帰属する
当期純利益（RSPの配当金について調
整後）

7,106 7,363 6,565 6,951 5,225
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ROE（重要項目を除く）及びROTE（重要項目を除く）

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年

重要項目を除くWBC所有者に帰属する
当期純利益（RSPの配当金について調
整後）

7,106 7,363 6,565 6,951 5,225

平均普通株主資本 71,493 71,229 70,268 70,849 68,014

平均普通株主有形自己資本 63,415 63,117 62,078 61,900 58,421

平均普通株主資本利益率（重要項目を
除く）

9.94％ 10.34％ 9.34％ 9.81％ 7.68％

平均普通株主有形自己資本利益率（重
要項目を除く）

11.21％ 11.67％ 10.58％ 11.23％ 8.94％
 

 

引当金考慮前利益

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

純利息収益 18,753 18,317 17,161

利息以外の収益 2,835 3,328 2,445

業務費用 (10,944) (10,692) (10,802)

引当金考慮前利益 10,644 10,953 8,804
 

 

配当性向（重要項目を除く）

 
（単位：百万豪ドル） 2024年 2023年 2022年

発行済株式（自己株式控除後）に係る
普通株式配当金の支払額／宣言額

5,210 4,975 4,370

除：重要項目を除くWBC所有者に帰属
する当期純利益（RSPの配当金につい
て調整後）

7,106 7,363 6,565

配当性向（重要項目を除く）a 73.32％ 67.57％ 66.57％
 

a　計算に使用される配当金は、四捨五入の対象外である。
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重要項目を除くセグメント別引当金考慮前利益

 

（単位：百万豪ドル）
コンシュー

マー

ビジネス・
アンド・
ウェルス

ウエスト
パック・イ
ンスティ
テューショ
ナル・バン

ク

ウエスト
パック・
ニュージー
ランド（豪
ドル）

当行グルー
プ事業

当行グルー
プ

2024年       

引当金考慮前利益／（損失） 3,373 3,510 2,040 1,375 346 10,644

加算／（差引）：重要項目 - - - 8 167 175

重要項目を除く引当金考慮前利益／
（損失）

3,373 3,510 2,040 1,383 513 10,819

2023年       

引当金考慮前利益／（損失） 3,966 3,225 1,962 1,362 438 10,953

加算／（差引）：重要項目 202 152 15 9 (21) 357

重要項目を除く引当金考慮前利益／
（損失）

4,168 3,377 1,977 1,371 417 11,310

2022年       

引当金考慮前利益／（損失） 4,553 1,929 1,323 1,434 (435) 8,804

加算／（差引）：重要項目 66 14 - (120) 960 920

重要項目を除く引当金考慮前利益／
（損失）

4,619 1,943 1,323 1,314 525 9,724
 

 

普通株式１株当たり利益（重要項目を除く）

 2024年 2023年 2022年

 基本的 希薄化後 基本的 希薄化後 基本的 希薄化後

WBC所有者に帰属す
る当期純利益（RSP
の配当金について
調整後）(単位：百
万豪ドル)

6,983 7,466 7,190 7,595 5,691 5,927

加算／（差引）：
重要項目(単位：
百万豪ドル)

123 123 173 173 874 874

WBC所有者に帰属す
る調整後当期純利
益（RSPの配当金に
ついて調整後）
（重要項目を除
く）（単位：百万
豪ドル)

7,106 7,589 7,363 7,768 6,565 6,801

普通株式の加重平
均株式数(調整後)

3,476 3,895 3,502 3,891 3,559 3,889

普通株式１株当た
り利益（重要項目
を除く）（単位：
豪セント）

204.4 194.8 210.3 199.6 184.5 174.9
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５ 【経営上の重要な契約等】

 

2024年９月30日に終了した年度中、上記において言及されたもの（第一部　第２　３ (2) (b) 「主な変更事

項」において言及されたものを含む。）のほかに、

・当行グループの事業活動

・当行グループの業績

・当会計期間における当行グループの営業状況

に重大な影響を与えた、又はかかる影響を与えると予想される事情又は状況は発生していない。

 

６ 【研究開発活動】

 

当銀行は大手金融機関であるため、研究開発活動はほとんどない。
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

 

第一部　第３　４ (ⅷ)「コミットメント」に記載の、リース債務（契約満期までの残存期間別のもの）に係

る契約上の割引前見積将来キャッシュ・フローを除き、該当なし。

 

２ 【主要な設備の状況】

 

占有されている施設は、主にオーストラリア、ニュージーランド及び太平洋地域にある。2024年９月30日現在

の支店数は762店（2023年度は786店）であった。これには、複数のブランドをサポートするオーストラリア国内

の111店（2023年度は82店）の同一の場所にある支店が含まれる。２店の所有支店を除き、オーストラリア及び

ニュージーランドにおいて占有されているすべての消費者向け施設は、商用リースに基づき12か月から７年間の

リース期間にわたり占有されている。当行が直接所有する法人向け及び消費者向け施設の帳簿価額は、45百万豪

ドル（2023年度は61百万豪ドル）であった。

本店は、シドニー市ケントストリート275番地ウエストパック・プレイスに所在し、１階から23階までのリー

ス契約があるため、2030年度まで占有することが可能である。また、シドニーのバランガルーにあるインターナ

ショナル・タワー２の１階から28階については、2030年度までのリース契約がある。これらの階のうち９階分

は、転貸されている。これらの施設を併せると、現時点で、ハイブリッドワークで、約16,500名のスタッフを収

容することができる。

シドニー都市圏では、コガラにある企業オフィスのリース契約は2034年度に満了するが、これによりハイブ

リッドワークで、約2,000名のスタッフを収容することができる。パラマタのパラマタ・スクエア８の８階分の

リース契約により、ハイブリッドワークで、約3,000名のスタッフを収容することができる。

メルボルン市では、コリンズ・ストリート150番地の大部分について2033年度までのリース契約があり、約

2,000名のスタッフを収容することができる。

ウエストパック・オン・タクタイ・スクエアは、ニュージーランドの本店であり、オークランド市のカストム

ズ・ストリートに近接するブリトーマート区域東端に位置しており、３棟の建物にまたがる26,710平方メートル

のオフィス・スペースを含んでいる。当該施設のリース契約は、2031年度までであるが、２棟の建物につき２回

にわたる６年間の延長オプション及び３棟目の建物について１回の６年間の延長オプションが付いている。

2024年度において、ウェリントン市の本社オフィスは、ランプトン・キー318番地及びグレイ・ストリート１

番地に所在していた２つのビルから、ビクトリア・ストリート１番地にある3,905平方メートルの改装された６

フロアに集約された。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

 

当行は、アデレードCBDオフィスの移転を予定しており、2025年度から７年間、アデレードのフェスティバル

タワーの４階分につき、新しいリース契約を締結する。これにより、ハイブリッドワークで、約1,100名のス

タッフを収容することができる。

2025年度において、ウエストパック・ニュージーランドは、ブリトマート本社のワーフサイドビルの３フロ

ア、合計4,807平方メートルを明け渡す予定である。
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第５ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 株式の総数等

① 普通株式の総数

(2024年９月30日現在)

授権普通株数 発行済普通株式総数 未発行普通株式数

無制限
（無額面）

3,441,411,361株 該当なし
 

 

② 発行済株式

(2024年９月30日現在)

発
行
済
株
式

記名・無記名の別
及び額面・無額面

の別
種類 発行済普通株式総数 上場金融商品取引所名 内容

記名式無額面株式 普通株式 3,441,411,361株
オーストラリア証券取
引所、ニュージーラン
ド証券取引所

普通株式は、同一の議
決権を有する。

 

 

普通株式オプション

当行の業務執行役員及び上席役員株式報酬制度において、現在は普通株式に係るオプションはない。詳細は第

一部　第６　１「財務書類」に対する注記31を参照のこと。

 

(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

該当なし。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

183/623



(3) 発行済普通株式総数及び資本金の推移

単位：千豪ドル(百万円)

年月日 増（減）資額
増（減）資後

資本金
摘　　　　　　要

2019年９月30日  
37,508,179
(2,731,608)

全額払込済普通株式数：3,489,928,773

 
272,748
(20,443)

 

配当金株式再投資制度（当該制度に基づき、当行の株主は、一部

又は全部の配当が、更なる当行普通株式取得のために自動的に再

投資されるよう選択することができる。）

（普通株式10,836,236株）

 
2,757,261
(206,663)

 
ウエストパック株主割当による新株発行

（普通株式110,919,861株

 
△29,128
(△2,183)

 

株主報酬制度を全額決済するための市場における購入（普通株式

1,107,481株）。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して

無償で発行された。

2019年10月１日から2020年９月30日にかけての株式の増（減）

数：121,756,097

2020年９月30日  
40,509,060
(3,036,239)

全額払込済普通株式数：3,611,684,870

 
400,828
(32,318)

 

配当金株式再投資制度（当該制度に基づき、当行の株主は、一部

又は全部の配当が、更なる当行普通株式取得のために自動的に再

投資されるよう選択することができる。）

（普通株式20,213,205株）

 
718,940
(57,968)

 
配当金株式再投資制度の引受

（普通株式36,693,733株）

 
△27,513
(△2,218)

 

株主報酬制度を全額決済するための市場における購入（普通株式

1,410,440株）。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して

無償で発行された。

2020年10月１日から2021年９月30日にかけての株式の増（減）

数：56,906,938

2021年９月30日  
41,601,315
(3,354,281)

全額払込済普通株式数：3,668,591,808

 
△1,901,687
(△178,369)

 市場外での株式の買戻し（普通株式167,464,114株）。

 
△33,674
(△3,158)

 

株主報酬制度を全額決済するための市場における購入（普通株式

1,471,678株）。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して

無償で発行された。

2021年10月１日から2022年９月30日にかけての株式の増（減）

数：△167,464,114

2022年９月30日  
39,665,954
(3,720,468)

全額払込済普通株式数：3,501,127,694

 
192,066
(18,518)

 

配当金株式再投資制度（当該制度に基づき、当行の株主は、一部

又は全部の配当が、更なる当行普通株式取得のために自動的に再

投資されるよう選択することができる。）

（普通株式7,949,266株）

 
△31,530
(△3,040)

 

株主報酬制度を全額決済するための市場における購入（普通株式

1,339,346株）。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して

無償で発行された。2022年10月１日から2023年９月30日にかけて

の株式の増（減）数：7,949,266
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年月日 増（減）資額
増（減）資後

資本金
摘　　　　　　要

2023年９月30日  
39,826,490
(3,839,919)

全額払込済普通株式数：3,509,076,960

 
△1,812,239
(△178,027)

 市場での株式の買戻し（普通株式67,665,599株）。

 
△56,210
(△5,522)

 

株主報酬制度を決済するための市場における購入（将来の新株引

受権行使のために保有される普通株式679,694株を含む、普通株式

2,291,670株）。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して

無償で発行された。

2024年９月30日  
37,958,041
(3,728,842)

2023年10月１日から2024年９月30日にかけての株式の増（減）

数：67,665,599

全額払込済普通株式数：3,441,411,361
 

(注)　上記の表の日本円への換算は、便宜上各年度の９月の最終営業日時点の換算率により計算されている。

更なる詳細は、第一部　第６　１「財務書類」に対する注記26を参照のこと。

 

発行済のオプション、新株引受権及び制限株式

従業員持株制度に基づいて発行されたオプション及び新株引受権

2024年９月30日に終了した年度中、当行の従業員持株制度の下で、合計898,756個の業績連動型新株引受権及

び334,167個の業績要件を課さない新株引受権が対価なしで付与された。権利確定条件を満たすことを条件とし

て、新株引受権は対価なしで行使することができる。2024年９月30日現在、発行済新株引受権は、5,067,712個

であった。

2024年９月30日に終了した年度中、オプションは付与されなかった。2024年９月30日現在、発行済株式オプ

ションはなかった。

業績連動型新株引受権はすべて、業績査定期間の終了後に行使可能となる割合（もしあれば）を決定する業績

要件に服する。業績要件を課さない新株引受権は、最低限の勤続年数要件に服する。
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従業員持株制度に基づく市場における株式購入

2024年９月30日に終了した年度中、以下の普通株式が購入された。

 

連結及び親会社
2024年
株式数

2024年
平均株価

（単位：豪ドル）

株式報酬制度について：   

従業員持株制度（「ESP」） 1,294,803 21.05

制限株式制度（RSP）
a 2,456,247 23.02

ウエストパック業績連動型制度（「WPP」）
－行使された新株引受権

317,173 22.00

ウエストパック株式インセンティブ制度(EIP）
－行使された業績要件を課さない新株引受権

836 21.47

ウエストパック長期変動報酬制度（LTVR）

－行使される新株引受権
b
　

679,694 32.54

市場で買戻された普通株式の純数 4,748,753 -
 

a　RSP及びEIPに基づき従業員に割り当てられた普通株式は、株式の権利確定まで自己株式に分類される。

b　2024年９月中に、将来の新株引受権行使のために679,694株が購入された。

(注)　株式報酬制度の更なる詳細は、第一部　第６　１「財務書類」に対する注記31を参照のこと。

 

(4) 普通株式の所有者別状況

(2024年９月30日現在)

区　　　　分 株　　主　　数（人）
所有普通株式数(Ａ)

（株）
普通株式総数に対する
(Ａ)の割合（％）

個　　　　人 505,082 962,448,527 27.97

ノミニー 17,237 31,892,757 0.93

法　　　　人 124,028 2,447,070,077 71.10

計 646,347 3,441,411,361 100.00
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(5) 普通株式の大株主の状況

（a） 普通株式の大株主の状況

(2024年９月30日現在)

名　　　　　　　称 住　　　　　　　　所
所有株式数
（株）

発行済普通株
式総数に対す
る所有株式数

の割合
（％）

HSBCカストディー・ノミニーズ（オーストラリ
ア）リミテッド
(HSBC Custody Nominees (Australia)
Limited)

ニュー・サウス・ウェールズ
州シドニー市

866,714,876 25.18

JPモルガン・ノミニーズ・オーストラリア・プ
ロプライアタリー・リミテッド
(JP Morgan Nominees Australia Pty Limited)

ニュー・サウス・ウェールズ
州シドニー市

512,401,798 14.89

シティーコープ・ノミニーズ・プロプライアタ
リー・リミテッド
(Citicorp Nominees Pty Limited)

ビクトリア州メルボルン市 228,997,948 6.65

BNPパリバ・ノミニーズ・プロプライアタ
リー・リミテッド＜エージェンシー・レンディ
ングA/C＞
(BNP Paribas Nominees Pty Ltd <Agency
Lending A/C>)

ニュー・サウス・ウェールズ
州シドニー市

61,463,468 1.79

ナショナル・ノミニーズ・リミテッド
(National Nominees Limited)

ビクトリア州メルボルン市 40,456,973 1.18

BNPパリバ・エヌオーエムエス・プロプライア
タリー・リミテッド
(BNP Paribas NOMS Pty Ltd)

ニュー・サウス・ウェールズ
州シドニー市

26,864,218 0.78

HSBCカストディー・ノミニーズ（オーストラリ
ア）リミテッド＜NTコモンウェルス・スー
パー・コープ A/C＞
(HSBC Custody Nominees (Australia) Limited
<NT-Comnwlth Super Corp A/C>)

ニュー・サウス・ウェールズ
州シドニー市

25,113,326 0.73

シティーコープ・ノミニーズ・プロプライアタ
リー・リミテッド＜コローニアル・ファース
ト・ステートInv A/C＞
(Citicorp Nominees Pty Limited <Colonial
First State Inv A/C>)

ビクトリア州メルボルン市 24,642,154 0.72

パシフィック・カストディアンズ・プロプライ
アタリー・リミテッド＜WBCプランズCtrl A/C
＞
(Pacific Custodians Pty Limited <WBC Plans
Ctrl A/C>)

ニュー・サウス・ウェールズ
州シドニー市

18,679,841 0.54

ネットウェルス・インベストメンツ・リミテッ
ド＜ラップ・サービス A/C＞
(Netwealth Investments Limited <WRAP
Services A/C>)

ビクトリア州メルボルン市 16,586,728 0.48

合　　　　計  1,821,921,330 52.94
 

 

２ 【配当政策】

 

第一部　第１　１(2)(b)(ハ)「株主の配当等受領権等」を参照のこと。
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３ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

当行のガバナンスに対するアプローチ

コーポレート・ガバナンスとは、当行が業務を行い、当行の人材に当行の事業、業務、顧客及びステークホル

ダーに影響のある意思決定について権限を与え、責任を課す上で用いる制度、方針及びプロセスの枠組みであ

る。かかる枠組みは、当行の取締役会、経営陣、従業員及びサプライヤーの役割及び責任について規定している

ほか、取締役会及び経営陣の業績並びに企業としての報告、開示、報酬、リスク管理及び証券保有者のエンゲー

ジメントに関する慣行の監視及び評価のための制度、方針及びプロセスについても規定している。

当行のコーポレート・ガバナンスに対するアプローチは、当行の日常業務を支える一連の価値観及び行動を基

礎としている。当行の価値観及び行動は、透明性、公正な取引、並びに当行の顧客、株主、従業員及びコミュニ

ティを含むステークホルダーの利益の保護を推進するよう設計されている。当行は、その事業及び業績の持続性

の基盤であると考える、最高基準のコーポレート・ガバナンスを目指している。

当行はオーストラリア証券取引所（「ASX」）を主たる上場証券取引所としており、オーストラリア証券取引

所コーポレート・ガバナンス委員会（ASX Limited’s Corporate Governance Council）（「ASXCGC」）により

発行されたASXコーポレート・ガバナンスの原則及び提言（第４版）（「ASXCGC提言」）に年間を通じて従って

きた。当行の普通株式は、NZX・リミテッドが運営するメインボード株式市場であるNZX・メインボードにも上場

している。

 

2024年度通年における取締役会の重点分野

当年度、取締役会は、（その附属委員会の補助も受けて）以下の監督に重点的に取り組んだ。

・当行のプロセス、制度及び技術をより簡素にし、顧客へのサービスを向上させることに重点を置いた当行の

UNITEプログラム

・当行グループの財務及び事業成績（同業他社と比較して当行グループの財務成績を改善する上での進展を含

む。）

・財務的困難に直面している当行の顧客を支援し、詐欺から当行の顧客を保護することを支援することを目的

とした継続的なイニシアチブ

・顧客アウトカム及びリスク・エクセレンス（「CORE」）プログラムに基づく統合計画の完了、並びにCOREプ

ログラムにより実施された変更を持続的に組み込むことに重点を置いた移行段階・経済的・地政学的情勢及

び規制・競争環境の変化に伴う現在のリスク及び新たに生じるリスクの管理

・当行の資本状態及び様々な資本管理イニシアチブ

・潜在的なサイバー・インシデント及びデータ漏洩への当行グループのシステムのレジリエンス及び対応の検

討及び評価
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・当行の持続可能性戦略に概説された優先事項及び当行の気候変動に関するポジション・ステートメント及び

行動計画

・取締役会及び上級業務執行役員の引継ぎ、並びに取締役会附属委員会の構成の継続的な検討

 

役割及び責任

取締役会

取締役会の役割は、当行グループの堅実かつ健全な経営の監督のほか、当行及びその関連法人に対する指導及

び戦略的助言の提供である。取締役会憲章に、取締役会の役割及び責任がまとめられている。主要な責任は以下

のとおりである。

・当行グループの戦略的方針、事業計画及び重要な企業戦略イチシアチブの承認、及び経営陣によるこれらの

実施の監督

・CEO及び首席財務担当役員（「CFO」）の任命、並びにグループ業務執行役員、グループ監査部門担当ゼネラ

ル・マネジャー、及び取締役会が決定するその他あらゆる人員の任命の承認

・トップダウンで方向性を定めることによる当行グループ全体の文化の監視、当行グループとしての行動規範

及び価値観の承認、及び当行グループの文化に関する報告の受領

・取締役会、取締役会附属委員会、CEO及びグループ業務執行役員の業績の評価及び検討

・当行グループのテクノロジー戦略及び主要なテクノロジー・イニシアチブの実施の監督・ウエストパック取

締役任命及び刷新方針の承認、並びに取締役会の人数及び構成の決定

・ウエストパック・グループ報酬方針の承認

・ウエストパック・グループ報酬方針に従い、グループ業務執行役員、財務説明責任制度（「FAR」）に基づ

き説明責任を有するその他の従業員（「説明責任者」）、オーストラリア金融監督局（「APRA」）により指

定された役割を担う者、及び取締役会が決定するその他あらゆる人員の報酬の取決め、変動報酬の実績及び

適切な場合における変動報酬の調整の承認

・年間財務目標及び財務書類の承認、並びに予測及び過年度業績に対する業績の監視

・当行の配当政策並びに支払われる配当の金額、性質及び時期の決定

・当行グループのストレス・テストの結果／シナリオの見直しを含む自己資本充実度評価プロセスの承認、並

びに回復及び解決計画の承認

・当行の財務及び財務以外のリスクの管理に関する全体的なリスク管理の枠組みの検討及び承認

・当行グループのリスク管理の枠組み、当行グループのリスク管理戦略及び取締役会のリスク選好宣言の承

認、並びに当行グループによるリスク管理の有効性の監視

・当行のリスク文化に対する見方の形成、並びにリスク文化の望ましい変更の特定及びかかる変更のための取

組みの監督

・当行の活動による社会的、倫理的及び環境的な影響（気候変動の影響を含む。）の検討、基準の設定、並び

に当行の持続可能性に関する方針及び慣行の遵守の監視

・当行グループにおける職場の安全衛生（「WHS」）に関する問題の監督及び監視、並びにWHSに関する適切な

報告及び情報の検討

・当行の主任監督機関の代表者との定期的な面会
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取締役会憲章は、当行のウェブサイト（www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-

governance/constitution-board/）において入手可能である。

 

当行の取締役会及び取締役会附属委員会の構成

 

 

取締役はCEOに対し、及びCEOを通じて経営陣に対し、当行の事業の日常的な管理に対する責任を委任してい

る。かかる委任には、委任文書に明示された制限及び制約が課されている。

取締役会は、その役割及び責任を果たす上で、４つの常設取締役会附属委員会の補助を受けている。各取締役

会附属委員会に関する更なる情報は、「取締役会附属委員会の役割」と題する項目に記載される。
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議長

取締役会は、独立非業務執行取締役のうち１名を議長に選任する。議長は、スティーブン・グレッグ氏であ

る。同氏の役割には以下が含まれる。

・取締役会に関するすべての事項について、取締役会に対して効果的な指導を行うこと

・討議、課題及び意思決定を円滑に進めるため、議案を提示し、取締役会のすべての会議を主導すること

・会社秘書役との協力の下、年間を通じて取締役会の定期の会議を設定すること、並びに会議の議事録に、決

定事項、及び必要に応じて個々の取締役の見解が正確に記録されるよう確認すること

・各取締役及び取締役会全体に対する評価のプロセスを監督すること

・取締役会の引継ぎ（取締役会議長及び取締役会附属委員会委員長の役職に関連するものを含む。）を監督す

ること

・経営陣と取締役会を繋ぐ役割を果たし、取締役会とCEOの間のコミュニケーションの主要な窓口となること

・取締役会の見解を公に提示すること

・効果的なコーポレート・ガバナンスの体制を築き、これを維持する上での主導的役割を担うこと

 

CEO

当行のマネージング・ディレクター兼CEOは、ピーター・キング氏
1
である。同氏の役割には以下が含まれる。

・経営陣のリーダーシップをとり、取締役会とともに経営陣の引継ぎに関する計画を監督すること

・事業及び計画された成果の達成のための戦略的目標を策定すること

・取締役会により承認された特定の権限の委任に基づき、当行グループの業務の日常的な管理を行うこと
　

 

1　2024年９月９日に、当行は、アンソニー・ミラー氏がピーター・キング氏の後任としてCEO兼マネージング・ディレク

ターに就任することを発表した。ミラー氏は、キング氏がCEO兼マネージング・ディレクターを退任した後、2024年12月

16日付で任命を開始することとなる。

 

取締役の技能、経験及び特性

当行は、当行グループの事業を主導するために必要となる金融その他に関する幅広い技能、知識及び経験を備

えた取締役会を維持するよう努めている。当行取締役会は、取締役会がその全体的な構成において実現を目指し

ている主要な技能及び経験、並びに各技能及び経験を備えた取締役の人数を、スキル・マトリックスを用いて示

している。

スキル・マトリックスは、取締役の継続教育及び専門能力開発における重点分野を特定するのにも役立つ。例

えば、2024年度通年の重点分野にはサイバー・リスク、技術開発、危機管理、並びに主要な環境、社会及びガバ

ナンス関連のトピック等が含まれた。スキル・マトリックスはまた、取締役会の技能及び経験を補完するために

外部専門家を雇用することが望ましい分野を特定する上でも有用である。スキル・マトリックスは図１に示すと

おりである。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

191/623



図１－2024年９月30日現在の取締役の技能、経験及び特性

 

 

上記の技能に加えて、当行取締役会は、取締役会が当行グループを指導し、経営を監督するために様々な視点

を結集し、団結力のあるチームとして機能することを確保するよう努めている。取締役会はまた、そのメンバー

に対し、当行の目的を支援し、当行の価値観を守るために献身的に取り組むことを期待している。
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取締役会の多様性

熟練した多様な取締役の集まりは、当行を、より良い意思決定を行うことのできる、より強力な組織にするた

めに役立っている。性別の多様性に関して、2024年、取締役会附属指名及びガバナンス委員会は、当行取締役会

の構成に関し、40パーセントを女性、40パーセントを男性とし、20パーセントについては性別を問わないという

その目標を確認した。

当行は取締役会の性別の多様性に関する2024年の目標を達成しているが、目標の達成度は取締役会の刷新の時

期や取締役会の構成の変更によって随時変動するため、目標に沿った構成を維持することが焦点となっている。

2024年９月30日現在の取締役会の性別の多様性は、以下のとおりである。

 

 

独立性

すべての非業務執行取締役が、当行の独立性の基準を満たしており、当該基準はASXCGC提言に規定される指針

に則している。

取締役会は、非業務執行取締役の任命の際及び毎年、非業務執行取締役の独立性の評価を行っている。各非業

務執行取締役は、毎年自身の利害関係及び独立性に関する証明書を開示する。取締役は、経営陣から独立してお

り、かつ以下を重要な程度に妨害する可能性のある、又は重要な程度に妨害すると合理的に予測できる取引関係

又はその他の関係を有していない場合に、独立していると認められる。

・当該取締役による、独立した自由な判断の実施

・他の者の利益ではなく、当行全体の最善の利益のために行動する能力

重要性は、一般的な重要性の基準を適用するのではなく、各非業務執行取締役の個人的な状況を考慮して個別

に判断される。

各非業務執行取締役は、直接、又は当行若しくは他の当行グループ会社との間に利害関係、取引関係若しくは

その他の関係を有している会社若しくはその他の事業体のパートナー、株主若しくは役員として、取引関係又は

その他の関係を有する場合、これを開示することを求められている。取締役会は、非業務執行取締役の独立性を

評価するのに際し、かかる利害関係又はその他の関係に関する情報（関連する財務その他の詳細を含む。）を考

慮する。
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取締役の任命

取締役会附属指名及びガバナンス委員会は、取締役に任命する候補者を検討し、取締役会に推薦する。かかる

推薦においては、以下の事項が特に考慮される。

・現任の取締役の技能、経験、専門知識、多様性、独立性及びその他の資質の組合せ

・当該候補者の特性が、いかにかかる技能及び資質のバランスをとり、これらを補完し、また取締役会の現在

及び将来の構成に関する潜在的な技能のギャップを解消するか

定款及びASX上場規則に従うことを条件として、取締役会は、一時的欠員を補充する目的で、又は現任の取締

役に加えて取締役を任命することができる。CEOを除き、取締役会により任命された取締役の任期は、次回の定

時総会終了時に満了するが、当該取締役は当該定時総会において株主により再選される資格を有する。

当行の定款では、CEOを除く取締役は（再選された場合を除き）任命又は直近の選任から３回目の定時総会ま

で又は３年を超える期間のいずれか長い期間を超えて在任してはならないと規定されている。退任する取締役の

任期は、退任にかかる株主総会の終了時に満了するが、当該取締役は当該総会において再選される資格を有す

る。

また、当行の定款では、各定時総会において、少なくとも１名の取締役が選任又は再選のために立候補しなけ

ればならないと規定されている。この要件は、新取締役、一時的欠員を補充するために指名され選任を求める取

締役、又は（上述した）在任期間の制限により再選を求める取締役のいずれかとして立候補する者がいれば充足

される。定時総会において選任又は再選される必要のある取締役が存在せず、自ら再選のために立候補する取締

役もいない場合には、前回の選任又は再選以降、最も長く在任している取締役が退任し、再選のために立候補し

なければならない。CEOは、再選のために立候補する必要はない。

取締役の任命又は株主による選任若しくは再選の検討に先立って、取締役会は、デュー・ディリジェンスを行

い、当該年度に実施された取締役会の業績評価の結果を考慮する。取締役が選任又は再選を希望する場合、当行

は、取締役の選任又は再選の可否の判断に関連するあらゆる重要な情報を株主に提供している。

新取締役は、期待される役割、並びに予定される任期及び報酬を含む任命の条件が記載された任命通知を含む

就任書面一式を受領する。かかる通知は、ASXCGC提言に合致する。すべての新取締役は、当行の事業、戦略、文

化及び価値観、並びに取締役会又は取締役会附属委員会が現在直面している問題について理解を深めるための研

修プログラムに参加する。研修プログラムには、主要文書を検討し、議長、CEO、各取締役会附属委員会の委員

長及び各グループ業務執行役員を含む組織内の様々な代表者と会合する機会が含まれる。

ウエストパック取締役任命及び刷新方針は、議長を除く非業務執行取締役の最長在任期間を、最初に株主に

よって選任されてから９年に制限している。

議長の最長在任期間は、最初に株主によって選任されてから12年である（議長に選任される前に取締役として

勤めた任期を含む。）。取締役会は、上記の最長在任期間を延長することが当行グループの利益となると認める

場合、これを例外的に延長することができる。取締役会は、この裁量権を１年単位で行使することができ、該当

する取締役は毎年再選のために立候補する必要がある。
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2024年９月30日現在の取締役の平均在任期間は、以下に示すとおりである。各取締役の勤続年数については、

第一部　第５　３（２）「役員の状況」に記載されている。

 

 

利益相反

すべての取締役は、取締役会に対し、実際の、潜在的な、又は明白な利益相反について、同職に任命された際

に開示し、かつ随時最新情報を開示することを求められている。

取締役会が検討する事項に関して個人的に重要な利害関係を有する取締役は、その利害関係を申告しなくては

ならない。当該取締役は、取締役会が別段の決定をしない限り、関連する取締役会の協議に出席することができ

ず、関連する事項について議決権を行使することもできない。

 

継続的教育

取締役は、その役割を効果的に果たすために必要な技能及び知識を開発し、維持するため、年間を通じて開催

されるワークショップへの参加、関連する現場視察への出席、及び関連する外部教育の受講を含め、継続的な教

育及び訓練を受けている。

これらの活動は毎年計画され、取締役会及び取締役会附属委員会の年間予定に組み込まれている。さらに、取

締役会及び取締役会附属委員会は、毎年行われる取締役会の有効性評価の一環として、追加的な教育及び専門能

力開発の機会が提供されるべきか検討している。

 

情報へのアクセス

すべての取締役は、その職務を履行するために必要な会社の記録及び情報に無制限にアクセスすることがで

き、上級役員職から詳細な財務報告及び業務報告を定期的に受け取る。

各取締役は、取締役退任後最長７年間の書類へのアクセスに関する規定を含む、アクセス及び補償に関する契

約も締結している。

議長及びその他の非業務執行取締役は、定期的にCEO、CFO及びその他の上級業務執行役員と協議するほか、当

行の従業員と協議し、追加情報を求めることができる。
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助言へのアクセス

すべての取締役は、グループ・ゼネラル・カウンセルを含む内部の上級法律顧問に助言を求めることができ

る。

取締役会全体及び各取締役は、その責任の遂行に役立てるために、当行の費用で、独立した専門家に助言を求

めることもできる。議長の事前の承認が必要であるものの、かかる承認は不合理に留保されてはならない。

 

報酬の枠組み

非業務執行取締役、CEO及びその他の上級業務執行役員の報酬に関する方針及び慣行を含む当行の報酬の枠組

みに関する情報は、第一部　第５　３（４）「役員の報酬」を参照のこと。当行は、非業務執行取締役に対し、

（退職年金を除き）業績連動型報酬又は退職給付を支給していない。第一部　第５　３（４）「役員の報酬」に

は、従業員持株制度の参加者が株式報酬に関連するリスクを軽減する取引を行うことを禁止する当行のヘッジ方

針の詳細も記載されている。

 

業績評価

取締役会、取締役会附属委員会及び取締役

取締役会は、継続的な自己評価のほか、独立したコンサルタントによって定期的に行われる年次業績評価を受

けている。

業績評価のプロセスには、取締役会、取締役会附属委員会及び各取締役の業績の査定が含まれ、その成果は収

集及び分析され、取締役会に提出される。取締役会は、当該業績評価の結果について議論し、フォローアップ措

置について合意する。これまでの業績評価に伴う措置は、取締役会のプロセス、継続的な引継ぎに関する計画、

並びに取締役会と当行グループの事業及び業務との間のつながりを強化するための更なる機会の創出に関する事

項に関連するものであった。

取締役は、業績に関するフィードバックについて話し合うために個別に議長と面談する（議長の場合は、別の

取締役会附属委員会委員長との間で業績について話し合う。）。コーポレート・ガバナンスに関する当項目の日

付現在、2024会計年度の評価は最終段階にあり、2024暦年末までに完了する予定である。
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取締役会による経営陣の業績の評価

取締役会は、取締役会附属報酬委員会とともに、以下について責任を負う。

・CEO及びCFOの選任、任命、及び任命の条件の決定

・CEOの目標及び目的の決定、並びにかかる目的に照らしてのCEOの業績の評価

・グループ業務執行役員、グループ監査部門担当ゼネラル・マネジャー、及び取締役会が決定するその他あら

ゆる人員の任命の承認

・CEO、首席リスク担当役員、人事担当グループ業務執行役員、グループ監査部門担当ゼネラル・マネ

ジャー、並びに取締役会附属リスク委員会及び取締役会附属監査委員会の各委員長から取締役会附属報酬委

員会に報告された関連事項を踏まえて行う場合を含む、グループ業務執行役員及び特定のその他の上層部の

従業員の個別の報酬の取決め、及び適切な場合における変動報酬の調整の承認

新たな上級業務執行役員は全員、その雇用条件が記載された雇用契約書を受領し、そのうち説明責任者である

者は、それぞれの役割に関する説明責任明細書も併せて受領する。当行の戦略及び経営、並びに取締役会及び上

級役員職の役割及び責任について話し合うため、ブリーフィング・セッションが設定される。

当行の業務執行役員報酬の枠組みの下で、上級業務執行役員の業績は毎年評価される。2024年９月30日に終了

した会計年度における経営陣の業績の評価は、会計年度終了後に実施された。

上級業務執行役員の業績を見直すプロセス、並びに当行の業務執行役員報酬の枠組み、2024年度通年の業績目

標及び達成された業績に関する更なる情報は、第一部　第５　３（４）「役員の報酬」に記載されている。

 

取締役会附属委員会の役割

取締役会は、その４つの常設取締役会附属委員会の補助を受けており、各取締役会附属委員会の主要な役割、

責任及び構成に関する要件は、それぞれの憲章に概説され、下表に要約されている。

取締役会附属委員会憲章は、当行のウェブサイト（ www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-

group/corporate-governance/constitution-board/）において入手可能である。現在、すべての取締役会附属委

員会は、独立非業務執行取締役で構成されている。
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取締役会附属委員会の委員は、それぞれの取締役会附属委員会に貢献できる技能と経験に基づいて選任されて

おり、その資質については第一部　第５　３（２）「役員の状況」に記載されている。

 

委員会 主要な責任

構成に関する

要件 委員

取締役会附属

リスク委員会

（「リスク委

員会」）

以下に関して取締役会を補助すること

・財務及び財務以外のリスク並びに新規のリスクの管理

のための当行グループの全体的なリスク管理の枠組み

の検討及び承認

・当行グループ全体のリスク文化の監督

・当行グループのリスク管理の枠組み、当行グループの

リスク管理戦略、及び取締役会のリスク選好宣言の検

討及び承認

・APRA健全性基準CPS 220 リスク管理に基づくAPRAへの

リスク管理に関する年次申告

当該委員会は、以下についても責任を負う。

・当行グループのリスク選好宣言との整合性について、

当行グループのリスクの構造及び統制を検討及び監視

・財務及び財務以外のリスクに関するその他のリスク管

理の枠組みの見直し及び承認、並びに当該枠組みに基

づく成果の監視の検討（必要な場合）・委任された信

用リスク及び市場リスクの承認権限に適用される制限

及び条件の検討及び承認

・目標資本の範囲（必要な場合）を含む自己資本充実度

評価プロセスの検討及び承認を得るための勧告、並び

に取締役会のリスク選好宣言との整合性について、資

本水準の検討及び監視

・ストレス・テストの結果の検討、経営陣による対応の

監視、及び取締役会と共に将来のシナリオに関する勧

告

・必要に応じて回復及び解決計画の検討及びそれらにつ

き取締役会の承認を得るための勧告

・当行グループのサイバー・リスクの管理及び統制の監

視及び実施に関する情報を含む、当行グループのサイ

バー・リスク及びサイバー・セキュリティ関連の報告

の検討

・当行グループによる顧客関係の是正に関する活動への

アプローチ、顧客からの苦情及び顧客の財務的困難の

管理に関連するリスクの監督

・当行グループによるその他の財務及び財務以外のリス

ク（金融犯罪リスク、レピュテーション、及び気候リ

スクを含む持続可能性リスク等）の管理の監督

・新規のリスク及びその他の要因の検討を含め、経済環

境及び事業環境に関して予想される変化の監視

 

３名以上が非業務

執行取締役である

こと

委員の過半数が独

立取締役であるこ

と

委員長が取締役会

議長以外の独立非

業務執行取締役で

あること

取締役会附属監査

委員会の委員１名

以上及び取締役会

附属報酬委員会の

委員１名以上が委

員であること

・オーデット・

エクセル（委

員長）

・ テ ィ ム ・ バ

ローズ

・ ピ ー タ ー ・

ナッシュ

・ノラ・シャイ

ンケステル

・マイケル・ウ

ルマー

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

198/623



取締役会附属

監査委員会

（「監査委員

会」）

以下により、取締役会を補助すること

・当行及びその関連法人の財務書類及び財務報告制度の

完全性の監督

・外部監査人の任命及び解任（筆頭監査業務執行責任者

のローテーションを含む。）についての取締役会への

勧告を含む外部監査の委任の監督の維持、並びに外部

監査人の資格、業績、独立性及び報酬の監督

・内部監査機能の実施の監督

・当行グループの財務報告を含む当行グループの企業報

告の完全性、並びに健全性監督機関への報告及び職業

会計に関する要件の遵守の監督

・半期及び通年の財務書類、年次報告書における開示

（持続可能性に関する開示を含む。）及び気候変動報

告書（又は委員会との間で随時合意されるその他の持

続可能性に関する定期的な報告書）についての経営陣

及び外部監査人との検討及び協議、並びにそれらの承

認について取締役会に勧告

・当行グループの利益に関する情報及び主要な持続可能

性指標の完全性について経営陣が保証するプロセスの

検討及び協議

 

３名以上が非業務

執行取締役である

こと

委員の過半数が独

立取締役であるこ

と

委員長が取締役会

議長以外の独立非

業務執行取締役で

あること

・ ピ ー タ ー ・

ナッシュ（委

員長）

・ネリダ・シー

ザー

・オーデット・

エクセル

・マイケル・ウ

ルマー

取締役会附属

報酬委員会

（「報酬委員

会」）

以下について検討し、勧告することにより、取締役会を

補助すること

・当行グループの報酬の枠組み（当行グループ報酬方針

に明示される。）、並びに当行グループによる法令、

規制及び健全性基準の遵守状況の評価

・CEO、グループ業務執行役員、その他の説明責任者、

及び取締役会が決定するその他の人員の個別の報酬の

取決め及び変動報酬の実績

・当行取締役会及び子会社の取締役会の非業務執行取締

役の報酬の枠組み、方針及び報酬水準（退職年金を含

む。）

・特定の従業員に関するコホート・ベースの報酬の取決

め（変動報酬の実績を含む。）

・取締役会議長との協力の下でのCEOの業績の評価（当

行グループ業績評価に照らしてのCEOの目標及び目的

の評価を含む。）

・すべての株式ベースの報酬制度の設計及び条件

 

３名以上が非業務

執行取締役である

こと

委員の過半数が独

立取締役であるこ

と

委員長が取締役会

議長以外の独立非

業務執行取締役で

あること

・ノラ・シャイ

ン ケ ス テ ル

（委員長）

・ テ ィ ム ・ バ

ローズ

・ マ ー ガ レ ッ

ト・シール

取締役会附属

指名及びガバ

ナンス委員会

（「指名及び

ガバナンス委

員会」）

以下を含め、取締役会を補助すること

・当行取締役会及び主要子会社の取締役会への非業務執

行取締役候補者の推薦

・取締役の就任及び継続的教育に関するプロセスの検討

・非業務執行取締役の引継ぎに関する計画の検討

・取締役会の全体的な技能、経験、専門知識及び多様性

の評価

・当行グループ内の全般的な多様性に関する毎年の検討

（多様性を実現するための測定可能な目標、並びに当

行グループにおけるかかる目標の達成度の承認を含

む。）

・取締役会の非業務執行取締役が要求される当行の業務

へのコミットメント時間の毎年の検討（当該非業務執

行取締役のその他のコミットメントの検討を含む。）

・当行グループのコーポレート・ガバナンスの方針の検

討及び（必要に応じて）承認

 

３名以上が非業務

執行取締役である

こと

委員の過半数が独

立取締役であるこ

と

委員長が取締役会

議長であること

・ ス テ ィ ー ブ

ン・グレッグ

（委員長）

・ ピ ー タ ー ・

ナッシュ

・ マ ー ガ レ ッ

ト・シール
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2024年度通年で生じた取締役会附属委員会の構成の変更についての情報は、第一部　第５　３（２）「役員の

状況」に記載されている。

取締役会は随時、この他に委員会を設置し、又は取締役に対して特定の追加的任務を引き受けるよう要求する

ことができる。また、取締役会は、戦略的意思決定並びに資本及び資金調達活動に関するデュー・ディリジェン

ス委員会に（直接又は代表者を通じて）参加することができる。

各取締役会附属委員会は、

・当該取締役会附属委員会が把握した取締役会又は他の取締役会附属委員会に関連する事項を、取締役会又は

当該取締役会附属委員会に報告する。

・必要な資源及び情報を利用する権利を有し、当行の従業員及びアドバイザーに直接連絡することができる。

 

取締役会及び取締役会附属委員会の会議

取締役会附属委員会の定例会議は、少なくとも四半期ごとに開催され、取締役会附属リスク委員会は少なくと

も年５回会議を行う。すべての取締役会附属委員会は、必要に応じてより頻繁に会合することができる。

非業務執行取締役は、定期的に経営陣が不在の場で会議を行い、かかる場にふさわしい問題を議論する。上級

業務執行役員及び指名されたその他の従業員は、適切と認められる場合、取締役会及び取締役会附属委員会の会

議に参加することができる。また、各会議の間に取締役がこれらの者と連絡をとることもできる。

すべての取締役は、利益相反がないことを条件として、取締役会附属委員会の全書類を受け取り、取締役会附

属委員会のすべての会議に出席することができる。

CEOは、検討される事項について個人的に重要な利害関係がある場合を除いて、取締役会附属委員会のすべて

の会議に出席する。

 

取締役会附属監査委員会の財務に関する知識

取締役会附属監査委員会のすべての委員は、適切な財務経験及び金融サービス業界に関する知識を有してお

り、ASXCGC提言、1934年証券取引所法（米国）（その後の改正を含む。）及びその関係規則に基づく独立性の要

件を満たしている。

取締役会は、ナッシュ氏が米国証券法に基づく「監査委員会の金融専門家」であり、独立していると判断し

た。

ナッシュ氏の監査委員会の金融専門家への指名は、同氏に取締役会附属監査委員会の委員として担う以上の職

務、義務又は責任を課すものではなく、他の取締役会附属監査委員会の委員又は取締役会のメンバーの職務、義

務又は責任に影響を与えるものでもない。監査委員会の金融専門家は、他の目的に関する「専門家」とはみなさ

れない。
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監督機関との面会

取締役らは、当年度中、オーストラリア証券投資委員会（「ASIC」）及びAPRAの代表者と面会した。

 

会社秘書役の役割

当行の会社秘書役は、取締役会及び取締役会附属委員会の会議に出席し、ガバナンスに関して取締役会に助言

すること及び経営陣と共同して取締役会の決定に実務上の効果を与えることを含む秘書役の機能に対して責任を

有する。会社秘書役はまた、取締役会の適切な機能に関するあらゆる事項について、議長を通じて取締役会に対

して説明責任を有する。

 

多様性

当行では、人々が評価され、尊重され、安全だと感じられる、多様でインクルーシブな職場を築くことに力を

注いでいる。

当行は、年齢、文化的背景、障害、民族性、性別、性自認、婚姻又は家族の状況、宗教的信念、性的指向、社

会経済的背景等、一人一人の個性であるアイデンティティのあらゆる要素を受け入れたいと考えている。

当行の多様性、公平性及びインクルージョンに関する戦略及び方針は、当行のあらゆる活動の中心に人々を据

えることを目的としており、当行の人々がよりインクルーシブな職場で顧客のサポートを行うことを推奨するこ

とを目標に定めている。当行は、個人差を受け入れ、賞賛し、人々が安心して働くことのできる文化の中で多様

な人材を採用し、育成し、維持することに尽力している。

 

2023-25年度通年の当行の多様性、公平性及びインクルージョンに関する優先事項

当行の経営陣は、当行グループ全体の多様性、公平性及びインクルージョンに関する戦略を監督し、進捗状況

を年１回以上確認している。当行の2023-25年度通年の戦略では、以下を目標として、全従業員にとってインク

ルーシブな環境づくりを目指している。

・当行の従業員のキャリア及び私生活の両方において大事な瞬間のサポート

・行動を起こし、より公平でインクルーシブな社会を提唱する人材の育成、すなわち、バイスタンダーから

アップスタンダーへの移行

・自分らしくいることが安全であり、信頼できるコミュニティ及び仲間を通じて自分のユニークなアイデン

ティティが賞賛される職場の構築
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インクルージョンの実現

当行は、すべての従業員に、多様性を尊重し、すべての人を包摂する文化を育むことを期待する。

取締役会附属指名及びガバナンス委員会は、多様性及びインクルージョンに関する目標の承認並びに当該目標

の達成度の監督を含め、当行グループ内の多様性について毎年検討している。

当行は40：40ビジョンに署名しており、取締役会附属指名及びガバナンス委員会は、取締役会、経営陣、ゼネ

ラル・マネジャー及び従業員全般の構成における性別の多様性を達成するための当行グループの測定可能な目標

（当該報告期間に関して設けられたもの）を、以下のとおりとすることを確認した。

・当行取締役会について40：40：20を達成すること

・経営陣
1
について40：40：20を達成すること

・ゼネラル・マネジャー人口の40パーセント（±２パーセント）を女性とすること

・当行の上級指導職
2
の50パーセント（±２パーセント）を女性とすること

・従業員全般に占める女性の割合を50パーセント以上で維持すること

詳細は、下表に記載されている。

 

 

当行は、男女同一賃金の達成に取り組んでいる。当行は、男女間の賃金の公平性に関する潜在的な問題を特定

するために同条件分析及びレベル別分析を行っており、必要に応じて措置を講じている。当行は、上級職並びに

機関投資家向け銀行業務及びテクノロジー等の専門分野における女性の参加率を引き上げることで男女間の賃金

格差を改善することに注力している。

当行は引き続き、セクシャル・ハラスメントを含むあらゆる差別、いじめ及びハラスメントを一切容認しない

アプローチを支持することを目指している。当行の差別、いじめ及びハラスメント、並びにセクシャル・ハラス

メントに関する方針は、www.westpac.com.au/about-westpac/inclusion-and-diversity/において入手可能であ

る。当行の「アップスタンダー」イニシアチブは、他者に悪影響を与える言動や行為に対して、声を上げたり、

行動を起こす従業員の自信及び能力を育てることを目的としている。当行はまた、すべてのピープル・リーダー

が受講しなければならないオンラインのインクルーシブなリーダーシップ・モジュールを導入した。
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当行は、第５次協調活動計画のコミットメントについても進展させた。当行は、当行の従業員におけるアボリ

ジニ及びトレス海峡諸島民の比率を、当行の2024年度の目標であった0.9パーセントを上回る1.08パーセントま

で引き上げた。当行は、リーダーシップ開発の機会の拡大を含め、アボリジニ及びトレス海峡諸島民の従業員を

支援するための措置を導入した。これらの措置には、（リーダーシップ能力及びキャリア形成を構築することで

新興リーダーを支援することを目的とした）当行のエコー・プログラム及び当行の先住民従業員サミット（バヤ

ラ・ジュラリ）が含まれる。当行は、従業員向けに先住民の文化に関するオンライン学習プログラムを提供して

おり、対面オプションも用意している。当行は、和解を進展させ、共に前進するにあたって、やるべきことがた

くさんあると考えており、時に当行が自身に期待する水準に達しないこともあるかもしれないと認識している。

しかしながら、当行は失敗した場合、速やかにそれを正すことを目指している。

当行の10個の従業員擁護グループは、ジェンダー、LGBTQIA+、若年及び熟年従業員の重視、指導職の文化的多

様性、アクセシビリティ、先住民の従業員、退役軍人、技能者ボランティア、並びにドメスティック及びファミ

リー・バイオレンス被害者への支援を賞賛し、提唱する信頼できるコミュニティを構築することにより、当行に

おけるインクルーシブな文化の強化に貢献している。

当行では、就業場所に柔軟性を持たせており、育児休暇（流産を経験した従業員への支援を含む。）、不妊治

療休暇、介護・看護休暇、福利・ライフスタイル休暇、キャリア休暇、追加購入休暇、無制限のドメスティック

及びファミリー・バイオレンス被害者支援休暇、ジェンダー肯定休暇、「ソーリー・ビジネス」休暇、ボラン

ティア休暇、緊急サービス休暇等、様々な休暇のオプションも従業員に提供している。

当行のインクルージョン及び多様性に関するプログラム及び実績のほか、当行の多様性、公平性及びインク

ルージョンに関する方針、並びに当行の男女平等雇用機関（「WGEA」）に対する報告書の各写しは、当行のウェ

ブサイト（www.westpac.com.au/about-westpac/inclusion-and-diversity/）に掲載されている。
　

 

1　CEOを除いた経営陣全体を指す。

2　上級指導職とは、当行グループ全体で上級指導職にある（常勤又は最長の期間雇用の）女性の比率を指す。これには、経

営陣、ゼネラル・マネジャー、及びゼネラル・マネジャーの直属の部下（事務的又は補助的な役職を除く。）が含まれ

る。

 

倫理的な意思決定

当行の意思決定において、倫理的かつ責任ある意思決定は極めて重要である。当行の目的、価値観及び行動

は、当行の行動規範並びに関連する方針及び枠組みとともに、当行グループ全体にわたって倫理的かつ責任ある

意思決定の文化を浸透させ、強化することに重点を置いている。
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目的、価値観及び行動

当行は、より良い未来を共に創ることを目的に掲げている。目的を達成するための取組みにおいて、当行は

「HELPS」の価値観を指針としている。当行の目的、価値観及び行動は、何が最も尊重されるのか、当行の人材

は何をすべきかを明確にし、当行の文化の方向性を定めている。

 

図２－目的、価値観及び行動

 

当行の５つの価値観は、当行の行動ステートメント（上記の図２を参照のこと。）によって支えられている。

これらのステートメントは、シンプルで行動指向的な言葉によって表現され、発言、所有権、協力及び権限付与

等の重要なテーマに取り組んでいる。

当行の目的、価値観及び行動は、従業員及びリーダーシップに関するイニシアチブを通じて根付き、当行は、

これらを当行の日常業務に影響を与える制度、プロセス及び方針と合致させている。

 

行動規範

当行グループの行動規範（「当行規範」）は、当行の人材が正しい行動をとることに関して一貫した基準を設

け、期待事項を定めている。当行規範は、法令及び方針を遵守する義務を超え、顧客、コミュニティ及び相互に

とって公正な結果を確保するために行動を改善する上での重要な側面となっている。

当行規範は、意思決定の際に「すべきか（Should We?）」のテスト（下記の図３を参照のこと。）を行い、基

準が満たされない場合には声を上げることを当行の人材に奨励している。

当行は、当行規範の不遵守を深刻に捉えている。当行規範に対する重大な違反は、取締役会附属リスク委員会

に報告される。

当行規範を支えるのは、持続可能な商慣行及び行動に対する当行のコミットメントをまとめた多数の枠組み及

び方針である。これらには、当行の目的、価値観及び行動、方針、並びに人権、気候変動、及びその他の環境・

社会への影響等、持続可能性に関するテーマを扱うポジション・ステートメントが含まれる。

当 行 規 範 は 、 当 行 の ウ ェ ブ サ イ ト （ www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-

governance/principles-policies/）において入手可能である。
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図３－「すべきか（Should We?）」テスト

 

 

重要な方針

当行は、規制のコンプライアンス及び人的資源の要件の管理を目的とした、多数の重要な方針を有している。

また、当行は銀行取引準則及び電子決済に関する行動規範等、様々な外部産業規定の適用を受けている。

 

上級財務担当役員の倫理規定

当行の会計慣行及び財務報告規定（「COAPFR」）は、当行の行動規範を補完するものである。COAPFRは、当行

のCEO、CFO及びその他の主要な財務担当役員が最高レベルの倫理基準に基づいて会計慣行及び財務報告に関する

義務及び責任を果たすことを支える目的で制定されている。COAPFRは、これらの役員に以下を要求している。

・誠実かつ倫理的に行動すること（私的な関係と業務上の関係との間の実際の又は明らかな利益相反の取扱い

を含む。）

・報告及びその他のコミュニケーションにおいて完全、公正、正確かつ適時な、また、理解しやすい開示を行

うこと

・関係法令及び規則を遵守すること

・COAPFRに対する違反を迅速に報告すること

・COAPFRの遵守に対し、説明責任を負うこと

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

205/623



COAPFR は 、 当 行 の ウ ェ ブ サ イ ト （ www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-

governance/principles-policies/）において入手可能である。

 

権限の委任

権限の委任に関する方針は、当行グループ内での意思決定（取締役会への上申及び報告の手段を含む。）を統

制する主要な原則をまとめたものである（同方針はまた、枠組みの一部を構成する。）。

取締役会がCEOに対し、及びCEOを通じて他のグループ業務執行役員に対し委任した権限の範囲及び制限は、委

任文書に明示されており、支出、資金調達及び証券化、並びに貸付等に及ぶ。当該委任は、経営陣の効果的な監

督と、適切な権限付与及び説明責任との間の均衡を保つことを目的として実施されている。

経営陣が委任を受けた権限の範囲外の事項や取引については、取締役会又は関連する取締役会附属委員会に承

認を求めなければならない。

 

証券取引

ウエストパック・グループ証券取引方針に基づき、取締役、従業員、出向者及び業務受託者は、内部情報を有

する有価証券及びその他の金融商品の取引を禁止されている。これらの者は、内部情報を利用して証券取引をす

る可能性のある他者に当該情報を提供することや、他者に取引を行わせることも禁止されている。同方針の要件

は、関係者の口座にも適用される。

また、役職の序列又は性質により、当行の重要な秘密情報に接する取締役及び従業員、出向者又は業務受託者

（指定従業員と呼ばれる。）には、年次及び中間決算発表の前及び直後における取引の禁止を含む追加的な制限

が適用される。これらの制限は、その関係者にも適用される。

ウエストパック・グループ証券取引方針は、当行のウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセクション

（www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/principles-policies/）において

入手可能である。

 

問題報告及び告発者保護

ウエストパック・グループ内部告発方針に基づき、当行は従業員、業務受託者、出向者、元従業員、ブロー

カー、サービス提供者及びサプライヤーに対し、当行の違法な又は倫理に反する可能性のある活動又は行動につ

き、問題を提起することを推奨している。当行の上級役員職は、内部告発者を支援することに尽力している。当

行は、内部告発に関連して不利益を与える行為を容認しない。

問題の提起は、当行の問題報告システムであるコンサーン・オンライン（Concern Online）及び内部告発者

ホットライン（Whistleblower Hotline）を含む内部告発手段を用いて行うことができる。いずれの手段におい

ても、匿名での報告が可能である。

当行の内部告発者保護委員（Whistleblower Protection Officers）は、内部告発を行うことによって不利益

を与える行為を受ける不安がある内部告発者を保護する責任を有する。内部告発者保護委員はまた、内部告発者

と直接やり取りし、報復行為のリスクに対処する。内部告発者は、内部告発者保護委員に問題を直接提起するこ

とができる。
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当行グループの内部告発方針に基づき、当行は、問題の調査を内密、公正かつ客観的な形で行わなければなら

ない。かかる調査により不正行為が明らかになった場合、当行はそのプロセスを変更し、当該不正行為に関わっ

た当事者の処分を行うことを含む措置を講じる。また、かかる問題を関係当局及び監督機関に報告する結果とな

る場合もある。

取締役会附属監査委員会は、取締役会附属リスク委員会とともに、当行の内部告発プログラムの監督を担って

いる。ウエストパック・グループ内部告発方針の下で提起された重要な内部告発の事案は、取締役会附属リスク

委員会に報告される。取締役会附属リスク委員会は、定期的に内部告発に関する報告（内部告発プログラムの実

績を把握するための主要な指標、評価基準及び議題を含む。）も受ける。

ウエストパック・グループ内部告発方針は、当行のウェブサイト（www.westpac.com.au/about-

westpac/westpac-group/corporate-governance/principles-policies/）において入手可能である。

 

賄賂及び腐敗防止

当行グループは、賄賂及び腐敗防止（「ABC」）方針、並びに関連する賄賂及び腐敗防止のための基準、手順

及び制度を有している。ABC方針の重大な違反は、取締役会附属リスク委員会に報告される。ABC方針は、当行の

ウ ェ ブ サ イ ト （ www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/anti-bribery-

corruption-policy-procedures/）において入手可能である。

当行は、いかなる形態の賄賂及び腐敗行為も一切許容しない。これには、便宜を図るための金銭授受や秘密の

手数料の要求の禁止が含まれる。

当行は、賄賂及び腐敗行為に関するリスクの管理並びに業務又は取引を行うすべての法域における関連する

ABC法の遵守を通じて、賄賂及び腐敗行為の防止、発見及び抑止に取り組んでいる。これには、オーストラリア

1995年刑法典法（コモンウェルス）、2010年贈収賄法（英国）及び1977年海外腐敗行為防止法（米国）の遵守が

含まれる。

ABC方針の下で、当行は、当行の役員、取締役、従業員、代理人、業務受託者、サービス提供者、子会社、及

び当行のために又は当行に代わって行為する第三者に対し、適用あるすべてのABC法を遵守すること及び賄賂又

は賄賂とみなされる可能性のある一切のものを提示、提供、承認、要求又は受領しないことを求めている。

 

適任かつ適切な人材評価

当行取締役会に承認された当行グループの資質規定（Fit and Proper）方針（「F&P方針」）は、当行が取締

役、説明責任者、及びその他の主要な責任ある役職者の適性及び適切性をどのように評価するかをまとめたもの

である。

F&P方針は、当行によるAPRA健全性基準CPS 520及びSPS 520、1959年銀行法（コモンウェルス）、2023年財務

説明責任制度法（コモンウェルス）、1993年退職年金業（監督）法（コモンウェルス）、関連するASICライセン

ス要件（オーストラリア金融サービス認可及びオーストラリア信用業務認可）並びにこれらに相当する海外の規

制（適用される場合）の遵守を支えている。
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取締役会議長は、当行のCEO及び非業務執行取締役の適性及び適切性の評価について責任を負っている。取締

役会（全体）は、議長の適性及び適切性の評価について責任を負っている。資質規定委員会は、取締役会から委

任された権限に基づき、その他すべての主要な責任ある役職者の資質規定評価について責任を負っている。いず

れの場合も、資質規定評価は当初の任命前に実施されるほか、毎年再評価が行われる。これには、対象の人員に

よる申告の提出が含まれ、適宜、素性調査（犯罪歴及び破産歴に関する調査を含む。）も実施される。

 

利益相反

当行の利益相反に関する枠組みは、実際の、潜在的な及び認識された利益相反を特定し、管理することを目的

としている。利益相反に関する枠組みには、当行グループの利益相反に関する方針のほか、これを支える方針、

基準及び手続が含まれる。

当行グループを代表して行動する者は、利益相反に関する枠組みに基づき、以下を行わなければならない。

・利益相反を速やかに、かつ適切に特定、申告、評価、管理及び記録すること

・利益相反に関する自らの義務を、誠実に、公正に、正直に、かつ然るべき技能、注意及び配慮を払って履行

すること

・有効に管理することができない利益相反は回避すること

・職業上の判断に影響を与える又は影響を与えると思われる可能性のある金銭、贈答品、恩恵又は歓待の要求

又は授受を行わないこと

 

現代奴隷

当行は、オーストラリアの2018年現代奴隷法（コモンウェルス）（Modern Slavery Act 2018 (Cth)）及び

2015年現代奴隷法（英国）（Modern Slavery Act 2015 (UK)）により、当行の業務及びサプライチェーン全体に

おける現代奴隷のリスク、並びに当該リスクについて講じている対策を記載した年次報告を義務付けられてい

る。当行は、2023年度通年に関し、当行及び当行グループ内の特定の報告対象会社を代表して、両法の要件に対

応する共同声明を発表した。

当 行 グ ル ー プ の 2023 年 現 代 奴 隷 声 明 は 、 2024 年 ３ 月 に 発 表 さ れ て お り 、

westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-2023-modern-slavery-

statement.pdfに掲載されている。

 

カスタマー・アドボケイト

当行のカスタマー・アドボケイトは、個人向け銀行業務及び小企業に関する事項に関連して顧客から寄せられ

た苦情について、当行の苦情処理チームに助言及びガイダンスを提供している。また、カスタマー・アドボケイ

トは、顧客からの苦情に基づいて方針、手続及びプロセスの変更を勧告しており、特に、弱い立場にある顧客に

対していかにして最良のサポートを提供できるかに注力している。
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持続可能性

当行は、持続可能かつ責任ある商慣行が、当行の事業及びステークホルダーにとって重要であると考えてい

る。持続可能性とは、当行の事業全体で環境及び社会に関するリスク及び機会を、当行のステークホルダー（す

なわち当行の顧客、従業員、サプライヤー、投資家及び当行が事業を行っている地域）のニーズのバランスをと

ることができるよう管理することである。

当行は、現在及び将来において、当行の事業及びステークホルダーにとって最も重要と考えられる事項に対処

することを目指している。環境及び社会に関するリスク及び機会が絶えず変化しているため、当行は、これらの

展開を監視しつつ、持続可能性を当行の商慣行に組み込んでいくことを目指している。

当行は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ（「GRI」）、国連グローバル・コンパクト、及び気候

関連財務情報開示タスクフォース（「TCFD」）の勧告（これは現在、国際サステナビリティ基準審議会

（「ISSB」）の基準に組み込まれている。）を含む複数の自発的なイニシアチブに参加している。当行は、当行

の年次の重要性評価において特定され、GRI基準に沿った最も重要な持続可能性に関するトピックについて報告

している。本書及び気候変動報告書には、持続可能性に関するガバナンス及びリスク管理について記載されてお

り、当行のウェブサイト（www.westpac.com.au/2024annualreport/）において入手可能である。

 

持続可能性リスクに関する重要なエクスポージャー及びその他のリスクのカテゴリー

当行は、気候変動リスク等の環境・社会リスクに晒されている。当行は、これらのリスク及び当行が直面して

いるその他の重大なリスクに対する重要なエクスポージャーをリスク管理の戦略と枠組みに基づいて管理するよ

う努めている。

当行が直面するリスク、並びに当行におけるこれらのリスクの管理のための取組みの詳細については、第一

部　第３　１　(ⅰ)「地域社会のための価値の創出」及び第一部　第３　２「環境のための価値の創出」、並び

に第一部　第３　３「ⅰ．リスク要因」及び「ⅱ．リスク管理」に記載されている。さらに、当行の気候変動に

関するポジション・ステートメント及び行動計画、気候変動報告書、人権に関するポジション・ステートメント

及び行動計画（Human Rights Position Statement and Action Plan）、並びに現代奴隷声明は、当行のウェブ

サイト（www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/）において入手可能である。

 

リスク管理

当行のリスク管理の枠組みは、当行の事業が直面する重大なリスク及びそれらがどのように管理されるかを示

すものである。当該枠組みは、顧客をその中心に据えており、強固なリスク文化と３つの防衛ラインのモデルに

裏付けられた９つの構成要素からなる。これらの構成要素は、下図によって表される。

効果的なリスク管理には、枠組みのすべての要素が独立して機能しながら相互に作用して、リスク管理及び公

正な顧客アウトカムの達成のための完全なアプローチを実現することが必要である。

COREプログラムの移行段階の一環として、当行は、統合計画に基づき達成された改善の持続可能性及び有効性

を引き続き注視している。
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当行グループのリスク管理の枠組み、リスク管理の戦略、及び取締役会のリスク選好宣言は、取締役会附属リ

スク委員会により毎年見直されている。取締役会附属リスク委員会は、当行がリスク選好を適切に考慮して業務

を行っているかについての監督も行っている。リスク管理の枠組みの見直しには、その枠組みが健全性を維持し

ているかについての検討が含まれる。2024年９月30日に終了した会計年度中、リスク管理の枠組み、リスク管理

の戦略、及び取締役会のリスク選好宣言は、取締役会附属リスク委員会の勧告に基づき、取締役会により承認さ

れた。

CEO及び経営陣は、当行グループのリスク管理の枠組み及びリスク管理の戦略の実施、並びに当行の活動にお

けるリスクを特定及び管理するための枠組み、方針、統制、プロセス及び手続の開発について責任を負う。

当行のリスク管理を支援するため、当行は、説明責任のある個人による、当行グループに関するリスクに関連

する意思決定を補助する業務執行リスク委員会を設置している。業務執行リスク委員会は、重要なリスク・エク

スポージャー、それらの取締役会により承認されたリスク選好との合致、及び関連する措置を監視している。ま

た、リスク管理の枠組み及びリスク管理の戦略の実施及び実績、並びに必要な統制及び措置も監督している。業

務執行リスク委員会は、複数の経営小委員会によって支えられている。業務執行リスク委員会及びこれらの小委

員会は、上級役員職がリスクに関する事項についてコミュニケーションをとり、報告するための重要な手段と

なっている。
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リスク文化

当行は、当行グループのリスク管理の枠組みが効果的に機能するためには、強固なリスク文化が不可欠である

と考えている。強固なリスク文化の構築及び維持は、取締役会の継続的な注力分野であり、当行がよりシンプル

かつ強固な銀行であり続ける一助となる。

COREプログラムに基づき設定された枠組みを通じて、当行は、引き続きリスク文化を改善するとともに、リス

クを積極的に特定、管理及び軽減し、リスク事象から学び、新たなリスクや機会を継続的に予測するリスク文化

という当行の目標に向けた進展状況を追跡するためのプロセス及びツールを根付かせている。また、従業員に対

してリスク管理の具体的な議論に時間を割く機会を与える、当行グループ全体の学習プログラムも実施してい

る。
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３つの防衛ライン

当行は、リスク管理の一助として、当行のすべての人材が積極的なリスク管理における自らの役割と責任を理

解できるようにするために３つの防衛ラインによるモデルを採用し、引き続き根付かせようとしている（下記の

図４を参照のこと。）。
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財務報告及び監査

財務報告に対するアプローチ

当行の財務報告に対するアプローチには、以下の３つの中核となる原則がある。

・当行の財務報告書が当行の財政状態及び業績について真実かつ公正な見解を示していること

・当行の会計方針が適用ある会計基準及び方針に適合していること

・当行の外部監査人が独立しており、証券保有者の利益にかなうこと

取締役会は、当行の慣行を検討するに当たり、取締役会附属監査委員会を通じて、当該原則に関するオースト

ラリア及び海外における動向を考慮に入れている。

取締役会は、財務書類及び財務報告システムの完全性に関する監督責任を、取締役会附属監査委員会に委任し

ている。取締役会附属リスク委員会は、取締役会附属監査委員会に対し、関連する定期的な保証及び報告（必要

な場合）を提供している。同様に、取締役会は、報酬に関する報告書の作成及び開示に対する監督責任を、取締

役会附属報酬委員会に委任しており、同委員会は取締役会附属監査委員会を通じて、承認を得るため、取締役会

に対して報酬に関する報告書及び関連する開示について勧告し、関連する保証を提供している。

 

CEO及びCFOによる保証

取締役会は、経営陣から、当行の財政状態及び業務成績に関する報告を定期的に受ける。CEO及びCFOは、取締

役会が半期及び年次の財務書類を承認する前に、取締役会に対して、すべての重要な点について以下のとおりで

ある旨を宣言する。

・当行の財務記録は、

- 取引、財政状態及び業績を正しく記録及び説明している

- 真実かつ公正な財務書類の作成及び監査を可能にしている

- 記録に記載された取引の完了後７年間は保管されている

・財務書類及び注記は、適用ある会計基準を遵守している

・財務書類及び注記は、当行の財政状態及びその業績について真実かつ公正な見解を示している

・（通年の財務書類に関連して）連結対象事業体に関する開示書類は真実かつ正確である

・2001年会社法（コモンウェルス）及び規則に定められているその他の事項であって、財務書類及び注記に関

連するものは充足されている

・上記の宣言は、リスク管理及び内部統制の確固としたシステムに基づいており、当該システムは、財務報告

リスクに関するすべての重要な点において効果的に機能している

CEO及びCFOは、2024年９月30日に終了した会計年度に関しても当該声明を提出した。

 

外部監査人

当行の（2024会計年度の）外部監査人は、プライスウォーターハウスクーパース（「PwC」）であり、2002年

度定時総会において株主により任命された。2002年度の前までは、1968年度以降、PwC又はその前身事務所の

パートナーであった個人が当行の外部監査人を務めていた。PwCのリード監査パートナーは、コリン・ヒース氏

である。ヒース氏は、2021年12月に当該役職に就任した。
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当行は、2023年11月に外部監査サービスの入札を開始したが、これは監査法人のローテーションのためのベス

トプラクティスを反映していると考えられる。PwCは、当行グループの外部監査人としての在任期間を理由とし

て、入札への参加を求められなかった。2024年３月に当行の入札手続が完了した後、当行は、2025会計年度から

KPMGをその外部監査人に任命することが望ましいことを確認した。KPMGを外部監査人に任命することについて

は、2024年度定時総会において当行の株主の承認が求められる予定である。

外部監査人は、取締役会附属監査委員会及び取締役会附属リスク委員会の全書類を受領し、これらの委員会の

すべての会議に出席し、その委員に常時対応する。外部監査人は定時総会にも出席し、外部監査人の監査、監査

報告書及び財務書類並びに外部監査人の独立性に関する株主からの質問に対応する。

外部監査人は、半期及び会計年度ごとにその独立性及び特定の独立性基準の遵守を確認することを求められて

いるが、実際には、四半期ごとに独立性の確認を行っている。

当行は、外部監査人との関係を厳密に管理しており、これには雇用、取引関係、財務上の利害及び外部監査人

による当行の金融商品の使用等の制限が含まれる。

取締役会附属監査委員会は、財務情報、報告及び開示に関する内部統制、並びに当行グループの財務書類の完

全性及び正確性について、定期的に経営陣の参加なしに外部監査人と協議する。同委員会はまた、経営陣の他の

メンバーの参加なしにグループ監査部門担当ゼネラル・マネジャーと会合する。

 

外部監査人の関与

独立性又は利益相反の問題の発生を回避するため、当行の「外部監査人による監査及び非監査サービスへの関

与に係る事前承認に関する方針」（「非監査サービス方針」）においては、外部監査人が当行に対し、一定の非

監査サービスを行うことが禁止されている。また、非監査サービス方針においては、外部監査人がその他の非監

査サービスを行うことができる範囲も制限されている。非監査サービスに関する外部監査人の利用は、非監査

サービス方針に記載される事前承認のプロセスに従って評価され、承認される必要がある。

 

グループ監査部門（内部監査）

グループ監査部門は、防衛ラインのうち第１及び第２ラインから独立しており、取締役会及び経営陣に対し、

当行グループによるガバナンス、リスク管理及び内部統制の妥当性及び有効性について独立したかつ客観的な保

証及び洞察を提供する。

グループ監査部門は、取締役会附属監査委員会により承認された、かかる部門の目的、役割、範囲及び責任に

ついて定めた憲章に準拠している。グループ監査部門は、規制上の基準に沿った活動を行うことを目指してお

り、内部監査の専門職的実施の基本原則、内部監査の定義、倫理規定、内部監査の専門職的実施の国際基準を含

む、内部監査人協会の必須ガイダンスを遵守している。

グループ監査部門は、経営陣からの独立性を支援するために構成されており、グループ監査部門担当ゼネラ

ル・マネジャーは、取締役会附属監査委員会委員長を通じて取締役会附属監査委員会へ、また、管理上の目的で

のみCFOへの直接の報告ラインを有している。
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グループ監査部門は、制限なくかつ非公開でCEO及び上級経営陣、取締役会議長及び取締役会附属監査委員会

委員長、関連するその他の取締役、並びに外部の監督機関に連絡することもできる。グループ監査部門の責任に

は、当行グループのリスク管理の枠組みに関連する取締役会附属委員会及び経営委員会に出席し、関連する報告

書を提出することが含まれる。

 

取締役会附属監査委員会の経営陣、外部監査人及びグループ監査部門との対話

取締役会附属監査委員会は、経営陣、外部監査人及びグループ監査部門との間で、外部監査人の報告書におい

て主要な監査事項に指定される可能性の高い事項を含め、継続的な対話を維持している。主要な監査事項は、外

部監査人の見解において、財務報告書の監査の際に最重要な事項である。

その監督責任の一環として、取締役会附属監査委員会はまた、以下に記載される者を含む幅広い内外のステー

クホルダーと討議を行う。

・当行の重要な財務報告リスク・エクスポージャー、並びに経営陣が当該エクスポージャーを監視及び管理す

るために取った措置について、外部監査人と行う討議

・グループ監査部門及び外部監査人による監査における重要な検討結果の報告についてグループ監査部門及び

外部監査人と行う討議、並びに特定された問題が経営陣により適切かつ適時に是正されるか又は取締役会附

属リスク委員会（取締役会附属リスク委員会はかかる問題の是正に関する経営陣の対応を監督する。）に適

宜報告されることの監督

・中間及び通期の財務書類について経営陣及び外部監査人と行う討議

・監督機関又は政府機関とのやり取り、及び公表された報告書であって重要な問題を提起するもの又は当行グ

ループの財務書類若しくは会計方針に関する事項に影響を及ぼす可能性のあるものについて経営陣及び外部

監査人と行う討議

・財務書類に重大な影響を及ぼす、又は財務書類における開示を要する可能性のあるあらゆる法律上の問題に

ついてグループ・ゼネラル・カウンセルと行う討議

 

市場への開示及び株主とのコミュニケーション

定期企業報告の検証

市場に公開される定期企業報告のうち、外部監査人による監査又はレビューが義務付けられていないものにつ

いて、当行は、開示される情報の完全性を裏付けるための検証・承認プロセスを設けている。このプロセスは報

告の種類によって異なるが、一般的に、当該情報の責任者による、当該責任者の知る限りにおいて当該情報が正

確なものであり誤解を招くものではない旨の確認が含まれる。また、このプロセスには、関連する主題に関する

内部の専門家（及び、適切な場合においては当行の外部アドバイザー）によるレビュー、並びに企業報告書の責

任者による、当該報告が開示に適したものであるかに関するレビュー及び確認が含まれる。これらの定期企業報

告は、下記のとおり、当行の市場開示ポリシーに基づき開示委員会、開示担当役員（若しくはその委任を受けた

者）、又は取締役会の承認を要する場合がある。
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市場への開示

当行は、すべての投資家に対して公平、適時、正確かつバランスのとれた開示を行うよう努めている。

取締役会により承認された当行の市場開示ポリシーは、当行が株主及び投資業界とコミュニケーションを取る

方法を定めている。当行の市場開示ポリシーは、当行ウェブサイト（www.westpac.com.au/about-

westpac/westpac-group/corporate-governance/principles-policies/）において入手可能である。

当該ポリシーは、当行の開示義務の管理方法の枠組みを定めたものであり、ASX、NZX及び関連するその他の海

外証券取引所の開示に関する要件、並びに関連する有価証券及び企業に関する法令を遵守している。当行のポリ

シーに基づき、かつ、当行の義務に従って、合理的一般人が当行の証券の価格又は価値に重大な影響を及ぼすこ

とを予測できるような情報は、規制上の要件に基づく例外が適用されない限り、直ちにASXを通じて開示されな

ければならない。

一定の開示に関する決定（例えば、当行グループにとって根本的に重要な事項に関するもの（重要な取引又は

重要な戦略的方向性の転換等））については、取締役会が責任を有する。その他の決定については、当行の開示

委員会は、該当する事項を市場開示ポリシーに基づいて公に開示するべきか否かを決定し、いかなる情報が市場

への影響力を根拠に市場への開示を求められるのかについて従業員の理解を深める責任を有している。

 

開示委員会は、開示担当役員（CFOが兼務する。）及びグループ・ゼネラル・カウンセルのほか、CEO、首席リ

スク担当役員、顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員、当行会社秘書役並びに投資家向け広報活

動担当ゼネラル・マネジャーのうち少なくとも１名により構成される。

開示担当役員は、関連する証券取引所との開示に関するすべてのコミュニケーションについて最終的な責任を

有する。会社秘書役又はその委任を受けた者は、承認を得た上でASXへの発表を行う権限を有する。重要な問題

に関する発表については、事前に提供済みである場合を除き、ASXへの公開後速やかに、取締役会にも写しが提

供される。

当行は、新たに重要な投資家向け又はアナリスト向けプレゼンテーションを行う前に、当該プレゼンテーショ

ンの写しを市場に公開する。関連情報が市場に開示され、投資家により入手可能となると、当該情報は当行の

ウェブサイト上においても公開される場合がある。当該情報には、投資家向けディスカッション・パック、並び

に当行の財務成績についてのプレゼンテーションが含まれる。

また、同ウェブサイトには、年次報告書、決算発表、投資家向けカンファレンス又はプレゼンテーションにお

けるスピーチ及び補足資料、株主総会通知並びに主要なメディア・リリースも掲載されている。

 

株主とのコミュニケーション及び株主の参加

当行は、当行の戦略、運営及び業績からガバナンス及び持続可能性へのアプローチに至るまで、当行の義務に

従い、株主に対して常に当行に関する完全な情報提供を行うよう努めている。当行は、当行の投資家向け広報活

動プログラムの一環として、かつ当行の市場開示ポリシーに従って、株主との双方向コミュニケーションを促進

するべく、以下を含む各種業務に取り組んでいる。
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・当行のウェブサイトのインベスターセンターを通じて、オンラインで関連企業情報を提供する

・株主に対し、情報及び連絡を電子形式又は印刷物のいずれかの形で受け取るオプションを提供する

・電話、Ｅメール及び郵便を通じて、株主からの問い合わせに直接対応する

・株主が主要な市場報告会を視聴できるようにし、インベスターセンターにおいて当該情報を保存する

当行のインベスターセンター内の財務行事予定においては、すべての主要な市場報告会及び株主総会が記載さ

れている。また、当該行事についてはASXを通じた告知も行われる。

当行は、株主総会への株主の参加を推奨している。当行は、株主総会につき株主にとって便利な日時及び場所

を選択するよう努めており、通常、主要都市を巡回する形で株主総会を開催している。また、当行は、株主に送

付される招集通知に説明を掲載しており、株主総会は、ウェブで生放送され、当行のインベスターセンターで再

放送を視聴することができる。

当行は、年間を通じて株主及び株主のグループと関わり、フィードバックを募集し、質問ができるようにして

いる。かかるフィードバックは、当行の意思決定を支援し、当行がその報告書及び／又は総会において重要な

テーマを扱うことを可能にする。

当行は、当年度は「ハイブリッド型定時総会」を開催し、株主が現地又はオンライン若しくは電話で定時総会

に参加できるようにする予定である。

2024年度の定時総会にオンラインで参加する株主（並びにその議決権行使代理人、法人の代表者及び代理人）

は、定時総会オンライン・プラットフォーム又は電話を通じて質問及び発言し、議案の採決に参加することがで

きる。

さらに、株主は、定時総会に先立ち、直接票を投じることもできる。株主総会における採決に関する慣行に則

り、すべての決議に関する採決は投票によって行われる。

 

持続可能性に関するガバナンス

取締役会は、当行の活動の社会的、倫理的及び環境的な影響を検討する責任がある。取締役会は、気候変動に

関するポジション・ステートメント及び人権に関するポジション・ステートメント等の主要な政策を承認するこ

とにより、持続可能性に関する当行の戦略的優先事項の設定を支援する。取締役会は、リスク及び機会を監督す

るほか、ネットゼロ・バンキング・アライアンスのコミットメントに対する進捗を監視する。

取締役会附属リスク委員会は、２年毎に持続可能性リスク管理の枠組みを検討及び承認し、レピュテーション

の監視及び持続可能性に関するリスクのパフォーマンスを検討する。詳細については、第一部　第３　３「ⅱ．

リスク管理」を参照のこと。

取締役会の技能に関連して、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の取締役会のスキル・

マトリックスにおける「環境及び社会」のカテゴリーは、深い経験及び知識を有する４名の取締役及び一般的な

実務経験及び知識を有する５名の取締役を反映している。
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取締役会と取締役会附属委員会は、気候関連の事項について、CEO、グループ業務執行役員及びその他の機能

から定期的な報告を受けている。取締役会と取締役会附属委員会の憲章は、当行のウェブサイトにおいて入手可

能である。

 

2024年度通年における取締役会と取締役会附属委員会の持続可能性関連の主要議題項目

取締役会 ・持続可能性戦略の監督（持続可能性関連の戦略的イニシアチブに関する最新情報の受領

を含む。）を提供した。

・気候変動報告書を承認した。

・取締役会のリスク選好度ステートメント（持続可能性の格付機関によるESGスコアに関

連する対策を含む。）を承認した。

・NZBAセクター目標に対する進捗状況に関する最新情報を受領した。

・気候変動及び人権を含む環境的及び社会的トピックに関する研修を受けた。

取締役会附属

リスク委員会

・取締役会による承認を得るために、取締役会リスク選好度ステートメント（気候変動リ

スクに関連する対策を含む。）を検討し、勧告した。

・信用リスク及びレピュテーション並びに持続可能性に関するリスク・クラス（気候リス

クに関連する対策を含む。）を検討し、監視した。

取締役会附属

監査委員会

・持続可能性に関する報告及び基準（気候に関する基準を含む。）に関する最新情報を受

領した。

・取締役会の承認を得るための気候変動報告書の勧告を含め、気候変動報告書の監督を提

供した。

取締役会附属

報酬委員会

・当行グループの短期変動報酬（「STVR」）スコアカードのための新しい気候変動対策を

勧告した。
 

 

経営陣の役割

当行の持続可能性に対するアプローチの日々の管理はCEOの責任であり、必要に応じてグループ業務執行役員

及び上級役員職に委任される。CEO及び上級役員職は、持続可能性に関するリスク及び機会（気候変動を含

む。）を当行の業務に組み込み、当行の従業員が、当行グループの持続可能性に関する野心を支援する役割を確

実に理解することができるよう努めている。

複数の経営委員会が、気候に関連する事項の評価を手助けし、業務執行経営陣の意思決定を支援している。そ

の概要は以下の図のとおりである。

 

業務執行役員報酬における気候対策

当行グループのSTVRスコアカードは、CEO及び特定のグループ業務執行役員のための気候関連の対策を含んで

おり、これは、気候移行計画の達成を目標としている。本対策は、より広範な「戦略的実施」の主要優先事項の

一環である。

2024年度の進捗状況は、３つの基準を用いて評価される。

１．NZBA炭素集約部門について設定された2030年度の目標数

２．移行計画に従事しているトップ・エミッターの数

３．2030年度の持続可能なファイナンス目標の当行の年間計画に対するパフォーマンス

これらの対策に対するパフォーマンスに関する情報については、第一部　第５　３（４）「役員の報酬」を参

照のこと。
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持続可能性に関するガバナンス体制
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(2)【役員の状況】

男性の取締役及び業務執行役員の数：12名、女性の取締役及び業務執行役員の数：６名（女性の取締役及び業

務執行役員の割合：33パーセント）

 

(1) 取締役

(本書提出日現在(2024年12月13日)。「当行の普通株式における関連持分」並びに直接保有及び間接保有に
ついては、2024年９月30日現在)

役　職 氏　　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分

(直接保有及び

間接保有を

含む)
a

任　　期

取締役兼取

締役会議長

（会長）

スティーブ

ン・グレッグ

(Steven

Gregg)

1961年

３月21日

在職期間：2023年11月より取締役、2023

年12月より取締役会議長(会長)（独立取

締役）

上場企業における現在の役職及び任期：

アンポル・リミテッドの取締役（2015年

10月より）

その他の主な役職：ローナ・ホジキンソ

ン・ファウンデーションの会長（及びユ

ニッソン・ディサビリティ・リミテッド

の取締役）

その他の役職：なし

その他ウエストパック関連団体における

役職及び任期：なし

職能／経歴：オーストラリア、アジア、

ヨーロッパ及び米国において、グローバ

ル金融サービス、戦略コンサルティング

及びプロフェッショナル・サービスの分

野で35年超の経験を有する。ABNアム

ロ、チェース・マンハッタン、リーマ

ン・ブラザーズ、AMPモルガン・グレン

フェルにて上級職を務めるなど、グロー

バル投資銀行業務の豊富な経験を有す

る。直近に就いた幹部職は、マッキン

ゼー・アンド・カンパニーのパートナー

であり、主にオーストラリア及びアジア

の金融サービスやその他の部門の顧客に

アドバイスを提供していた。

様々な分野の企業で会長や取締役を歴任

し、現在はアンポル・リミテッド及び

ローナ・ホジキンソン・ファウンデー

ションの会長（並びにユニッソン・ディ

サビリティ・リミテッドの取締役）を務

めている。また、ウィリアム・イングリ

ス・アンド・サン・リミテッドの取締役

も務める。ロッタリー・コーポレーショ

ン、タブコープ・ホールディングス・リ

ミテッド、グッドマン・フィールダー・

リミテッド及びオーストック・グルー

プ・リミテッドの元会長であり、チャレ

ンジャー・リミテッドの元非業務執行取

締役でもある。

75,208株 2026年12月

まで
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役　職 氏　　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分

(直接保有及び

間接保有を

含む)
a

任　　期

マネージン

グ・ディレ

クター兼最

高経営責任

者

ピーター・

キング

(Peter King)

1970年

３月27日

在職期間：2019年12月より取締役（社内

取締役）

上場企業における現在の役職及び任期：

なし

その他の主な役職：オーストラリア銀行

協会の取締役、国際金融協会の取締役、

ファイナンシャル・マーケッツ・ファウ

ンデーション・フォー・チルドレンの取

締役、及びジャウンの取締役

その他の役職：なし

その他ウエストパック関連団体における

役職及び任期：なし

職能／経歴：2020年４月、当行グループ

最高経営責任者に就任。現職就任前の

2019年12月から2020年３月まで同職の代

理を務めた。1994年に当行グループに入

行して以来、上級財務職を歴任した。か

かる上級財務職には、首席財務担当役員

が含まれ、当行の金融、税務、財務及び

IRを担当した。グループ・ファイナン

ス、ビジネス及びコンシューマー・バン

キング、ビジネス及びテクノロジー・

サービス、財務及びファイナンシャル・

マーケッツの各部門における役職を含

め、当行グループ全体にわたって複数の

上級財務職を務めた。同氏は、デロイ

ト・トウシュ・トーマツでそのキャリア

をスタートさせた。シドニー大学で経済

学の学士号を取得しており、INSEADのア

ドバンスド・マネジメント・プログラム

を修了している。オーストラリア銀行協

会（ABA）の取締役であり、勅許会計士

協会のフェローでもある。

262,333株 該当なし
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役　職 氏　　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分

(直接保有及び

間接保有を

含む)
a

任　　期

取　締　役 ティム・

バローズ

(Tim

Burroughs)

1954年

４月21日

在職期間：2023年３月より取締役（独立

取締役）

上場企業における現在の役職及び任期：

なし

その他の主な役職：なし

その他の役職：アダラ・パートナーズ

（オーストラリア）・プロプライアタ

リー・リミテッドのパネル・メンバー

その他ウエストパック関連団体における

役職及び任期：なし

職能／経歴：金融、国際銀行及び合併買

収の分野で40年超の経験を有する。ゴー

ルドマン・サックス・オーストラリアの

投資銀行部門の元会長であり、同社で11

年間勤務した。その前は、メリルリンチ

にて合併買収部門の会長を含む複数の上

級職を歴任した。1993年から1997年の間

は、独立系大手アドバイザリー会社のケ

ンタウルス・コーポレート・ファイナン

スのプリンシパルを務めた。自身のキャ

リアを通して、大企業とその取締役会に

戦略的財務アドバイスを提供することに

特化してきた。これまで、資本再編、資

本調達及び100件超の上場企業買収に関

する助言を行ってきた。ケンブリッジ大

学の工学の学位を有しており、勅許会計

士協会のフェローである。マッコーリー

大学で心理学を学び、教えた経験もあ

る。

67,302株 2026年12月

まで
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役　職 氏　　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分

(直接保有及び

間接保有を

含む)
a

任　　期

取　締　役 ネリダ・

シーザー

(Nerida

Caesar)

1964年

８月24日

在職期間：2017年９月より取締役（独立

取締役）

上場企業における現在の役職及び任期：

なし

その他の主な役職：Good2Give及びその

関連団体のワークプレイス・ギビング・

オーストラリア、Good2Giveリサーチ・

アンド・テクノロジー・ファンド、シェ

アギフトの共同会長、NBNカンパニー・

リミテッドの取締役、クレディター

ウォッチの取締役、及びオコンネル・ス

トリート・アソシエイツ・プロプライア

タリー・リミテッドの取締役

その他の役職：技術分野のスタートアッ

プ企業のアドバイザー

その他ウエストパック関連団体における

役職及び任期：なし

職能／経歴：38年超にわたる幅広い事業

管理及び経営管理の経験を有し、特に技

術主導型ビジネスに精通する。同氏は、

エキファックス（オーストラリア証券取

引所上場の旧ベダ・グループ・リミテッ

ド）のグループ・マネージング・ディレ

クター兼最高経営責任者（オーストラリ

ア・ニュージーランド担当）、並びにゲ

ノム・ワン・プロプライアタリー・リミ

テッド及びストーン・アンド・チョー

ク・リミテッドの取締役を務めた。同氏

は、エキファックス入社前、テルストラ

において複数の上級管理職（エンタープ

ライズ・アンド・ガバメントのグルー

プ・マネージング・ディレクター及び

ホールセールのグループ・マネージン

グ・ディレクターを含む。）を歴任し

た。

同氏は、IBMにおいても、オーストラリ

ア国内外で複数の業務執行役員及び上級

管理職（IBMのアジア太平洋地域向けイ

ンテル・サーバー部門のヴァイス・プレ

ジデントを含む。）を歴任した。

13,583株 2026年12月

まで
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役　職 氏　　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分

(直接保有及び

間接保有を

含む)
a

任　　期

取　締　役 アンディー・

マグワイア

(Andy

Maguire)

1966年

10月13日

在職期間：2024年７月より取締役（独立

取締役）

上場企業における現在の役職及び任期：

AIBグループ・ピーエルシーの取締役

(2021年３月より)

その他の主な役職：ソート・マシン・グ

ループの会長

その他の役職：なし

その他ウエストパック関連団体における

役職及び任期：なし

職能／経歴：金融サービスにおいて35年

超の経験を有し、ロイズ・バンキング・

グループで銀行業務のキャリアをスター

トさせた。2014年から2020年まで、HSBC

ホールディングスplcのグループ最高執

行責任者として、オペレーション、テク

ノロジー、不動産、変革と移行、オペ

レーショナル・レジリエンスを担当し

た。以前は、ボストン コンサルティン

グ グループに16年間勤務し、英国及び

アイルランドを担当するロンドンオフィ

スのマネージング・パートナー、並びに

同グループのグローバル業務執行委員会

のメンバーを務め、また、リテールバン

キングのグローバル・ヘッドも務めた。

現在、英国の銀行業務ソフトウェア・

フィンテック企業であるソート・マシ

ン・グループの会長を務める。また、ア

イルランド共和国及び英国を中心に事業

を展開する金融サービスグループのAIB

グループ・ピーエルシーの独立非業務執

行取締役でもある。以前、コンプライア

ンス管理レグテック企業のネイピアAI及

びITサービス管理プロバイダーのCXホー

ルディングス（セノックス・グループ）

で会長職を務めた。

なし 2027年12月

まで
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役　職 氏　　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分

(直接保有及び

間接保有を

含む)
a

任　　期

取　締　役 ピーター・

ナッシュ

(Peter Nash)

1961年

12月18日

在職期間：2018年３月より取締役（独立

取締役）

上場企業における現在の役職及び任期：

ジョンズ・リング・グループ・リミテッ

ド（2017年10月より会長）、ミルバッ

ク・グループ（2018年11月より）及び

ASXリミテッド（2019年６月より）の各

取締役

その他の主な役職：ゼネラル・サー・

ジョン・モナシュ・ファウンデーション

の取締役

その他の役職：なし

その他ウエストパック関連団体における

役職及び任期：なし

職能／経歴：以前はKPMGのシニア・パー

トナーであり、1993年にオーストラリア

のパートナーシップに加入した。KPMG

オーストラリアのナショナル・チェアマ

ンを務め、KPMGのグローバル及びリー

ジョナル・ボードのメンバーも務めた。

KPMGでの前の役職には、監査部門のアジ

ア・パシフィック担当リージョナル・

ヘッド、監査部門のオーストラリア担当

ナショナル・マネージング・パートナー

及びKPMGファイナンシャル・サービスの

最高責任者等がある。同氏は、地理的に

多様で複雑な業務環境で、事業戦略、リ

スク管理、内部統制、業務プロセス及び

規制変更を含む幅広いトピックに関して

アドバイスを提供した経験を有する。ま

た、多くの州及び連邦政府関連事業に対

し、金融及び商業上のアドバイスを提供

してきた。過去には、オーストラリア経

営評議会及びその経済・規制委員会のメ

ンバーも務めた。

15,360株 2025年12月

まで
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役　職 氏　　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分

(直接保有及び

間接保有を

含む)
a

任　　期

取　締　役 マーガレット

（マー

ギー）・シー

ル

(Margaret

(Margie)

Seale)

1960年

９月17日

在職期間：2019年３月より取締役（独立

取締役）

上場企業における現在の役職及び任期：

センター・グループ・リミテッドの取締

役（2016年２月より）

その他の主な役職：ウエストパック・ス

カラーズ・リミテッド、シーボーン・ブ

ロートン・アンド・ウォルフォード・プ

ロプライアタリー・リミテッド、ピンチ

ガット・オペラ・リミテッド及びジャ

ナ・インベストメント・アドバイザー

ズ・プロプライアタリー・リミテッドの

各取締役

その他の役職：なし

その他ウエストパック関連団体における

役職及び任期：なし

職能／経歴：25年超にわたりオーストラ

リア国内外で上級業務執行役員として、

消費財、グローバル出版、販売及びマー

ケティングに従事したほか、伝統的なビ

ジネスモデルからデジタル環境への移行

を成功させた経験を有する。非業務執行

役員になる前は、ランダム・ハウス・

オーストラリア・アンド・ニュージーラ

ンドのマネージング・ディレクター、及

びアジア・デベロップメント・フォー・

ランダム・ハウス・インコーポレイ

ティッドのプレジデントを務めた。同氏

は、ペンギン・ランダム・ハウス・オー

ストラリア・プロプライアタリー・リミ

テッドの取締役及び会長、並びにテルス

トラ・コーポレーション・リミテッド、

ラムゼー・ヘルスケア・リミテッド、バ

ンク・オブ・クイーンズランド・リミ

テッド及びオーストラリアン・パブリッ

シャーズ・アソシエーションの取締役を

歴任した。また、チーフ・エグゼクティ

ブ・ウィメン（スカラシップ・コミッ

ティーの議長）、パワーハウス・ミュー

ジアム及びシドニー・ライターズ・フェ

スティバルの理事会のメンバーも務め

た。

26,158株 2027年12月

まで
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役　職 氏　　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分

(直接保有及び

間接保有を

含む)
a

任　　期

取　締　役 マイケル・

ウルマーAO

(Michael

Ullmer AO)

1951年

２月15日

在職期間：2023年４月より取締役（独立

取締役）

上場企業における現在の役職及び任期：

なし

その他の主な役職：なし

その他の役職：ビクトリア国立美術館

ファウンデーション・ボードのメンバー

その他ウエストパック関連団体における

役職及び任期：なし

職能／経歴：国際銀行、金融及びプロ

フェッショナル・サービスの分野で40年

超の経験を有する。2007年から退職する

2011年８月まで、ナショナルオーストラ

リア銀行（NAB）のデュプティ・グルー

プ・チーフ・エグゼクティブ・オフィ

サーを務めた。NABには2004年にファイ

ナンス・ディレクターとして入行し、子

会社のグレート・ウエスタン・バンク

（US）及びJBWereの会長など、要職を歴

任した。NAB入行前は、オーストラリ

ア・コモンウェルス銀行にて、グルー

プ・チーフ・ファイナンシャル・オフィ

サーを務めた後、グループ・エグゼク

ティブとして、機関投資家及び企業向け

銀行業務部門を担当した。その前は、会

計事務所のKPMG（1982年から1992年）及

びクーパース＆ライブランド（1992年か

ら1997年）にてパートナーを務めた。慈

善活動の観点から、キャリアを通じて芸

術と教育分野の支援に深く関わってき

た。

12,570株 2026年12月

まで

 

a　間接保有とは、個人の関係者が保有する株式をいう。関係者には、配偶者、被扶養者及びその他特定の近親者、並びにト

ラスト、退職年金基金又は当該個人によって支配される組織等の事業体が含まれる。
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2023年10月１日からの取締役の変更

・スティーブン・グレッグ氏は、2023年11月７日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業

務執行取締役及び次期取締役会議長（会長）に就任した。

・スティーブン・グレッグ氏は、2023年12月14日の当行の2023年度定時総会の終了をもって、ウエストパッ

ク・バンキング・コーポレーションの取締役会議長（会長）に就任した。

・ジョン・マクファーレン氏は、2023年12月14日の当行の2023年度定時総会の終了をもって、ウエストパッ

ク・バンキング・コーポレーションの取締役会議長（会長）及び非業務執行取締役を退任した。

・クリス・リンチ氏は、2023年12月14日の当行の2023年度定時総会の終了をもって、ウエストパック・バン

キング・コーポレーションの非業務執行取締役を退任した。

・アンディー・マグワイア氏は、2024年７月15日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業

務執行取締役に就任した。

・ノラ・シャインケステル氏は、2024年11月６日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業

務執行取締役を退任した。

・オーデット・エクセル氏は、2024年12月13日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業務

執行取締役を退任した。
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(2) 業務執行役員

(本書提出日現在(2024年12月13日)。「当行の普通株式における関連持分」並びに直接保有及び間接保有に
ついては、2024年９月30日現在)

役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

マネージン

グ・ディレ

クター兼最

高経営責任

者

ピーター・

キング

(Peter King)

1970年

３月27日

2019年12月から2020年３月に当行グルー

プ最高経営責任者代理を務めた後、2020

年４月に当行グループ最高経営責任者に

就任。1994年に当行に入行して以来、上

級財務職を歴任した。かかる上級財務職

には、首席財務担当役員が含まれ、当行

の金融、グループ監査、税務、財務及び

IR活動を担当した。グループ・ファイナ

ンス、ビジネス及びコンシューマー・バ

ンキング、ビジネス及びテクノロジー・

サービス、財務及びファイナンシャル・

マーケッツの各部門における役職を含

め、当行グループ全体にわたって複数の

上級財務職を務めた。同氏は、デロイ

ト・トウシュ・トーマツでそのキャリア

をスタートさせた。シドニー大学で経済

学の学士号を取得しており、INSEADのア

ドバンスド・マネジメント・プログラム

を修了している。現在は、オーストラリ

ア銀行協会（ABA）の取締役であり、勅

許会計士協会のフェローでもある。

262,333株 該当なし

 

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

229/623



 

役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

首席グルー

プ情報担当

役員、テク

ノロジー担

当

スコット・

コラリー

(Scott

Collary)

1964年

６月27日

2023年８月、当行グループの首席情報担

当役員に就任。その前は、2020年11月に

最高執行責任者として当行に入行後、顧

客サービス及びテクノロジー担当グルー

プ業務執行役員を務めた。

同氏は、37年超にわたってグローバルな

銀行業務の経験を有し、技術、オペレー

ション、リスク軽減及び商業機能に関す

る広範な専門知識を有する。

当行に入行する前は、カナダのバンク・

オブ・モントリオールの北米コンシュー

マー、ビジネス、ウェルス及びグローバ

ル・アセット・マネジメント事業部門の

チーフ・インフォーメーション・アン

ド・オペレーションズ・オフィサーを務

めた。その前は、ANZ、シティバンク、

フィフス・サード・バンク及びバンク・

オブ・アメリカを含む、複数の多国籍金

融機関で上級管理職を歴任した。

同氏は、米国のメリーランド大学カレッ

ジパーク校の学士号を取得している。

140,543株 該当なし
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役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

ビジネス・

ア ン ド ・

ウェルス部

門担当最高

責任者代理

ピーター・

ハーバート

(Peter

Herbert)

1982年

７月19日

2024年11月にビジネス・アンド・ウェル

ス部門担当最高責任者代理に就任。法人

向け貸付、マーチャント・サービス、個

人向け資産管理業務、当行の太平洋地域

における銀行事業、BT、及び持続可能性

など、幅広い銀行業務及び資産管理サー

ビスを顧客に提供する責任を担う。

2020年にコンシューマー及びビジネス・

バンキング部門の首席移行担当役員とし

て当行に入行し、最近ではビジネス・ア

ンド・ウェルス部門の最高執行責任者を

務めた経験豊富な銀行幹部である。

当行入行前は、HSBCで広範なキャリアを

積み、直近ではアジア太平洋地域のリ

テール・バンキング及びウェルス・マネ

ジメント部門の最高執行責任者を務め

た。

該当なし

 

該当なし
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役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

ウ エ ス ト

パック・イ

ン ス テ ィ

テューショ

ナル・バン

ク担当最高

責任者

ネル・

ハットン

(Nell

Hutton)

1976年

３月10日

2023年10月にウエストパック・インス

ティテューショナル・バンク担当最高責

任者に就任。同行は、オーストラリア、

ニュージーランド、アジア、ヨーロッパ

及び米国の市場と連携し、商業、法人、

機関投資家及び公共部門の顧客に幅広い

バンキング・サービスを提供している。

2021年２月に金融市場部門のマネージン

グ・ディレクターとして当行に入行した

が、それ以前は、ロンドン及びオースト

ラリアのゴールドマン・サックスで21年

間勤務し、直近ではオーストラリア及び

ニュージーランドのグローバル・マー

ケッツ部門の責任者を務めていた。

ケンブリッジ大学で金融及び経済学の研

究修士号（MPhil）を取得し、シドニー

大学で商学の学士号（最優等学位）を取

得。

オーストラリア金融市場協会のデュプ

ティ・チェアであり、オーストラリア取

締役協会（AICD）及びチーフ・エグゼク

ティブ・ウィメンのメンバーである。

165,060株 該当なし
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役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

顧客及び法

人向けサー

ビス担当グ

ループ業務

執行役員

キャロリン・

マッキャン

(Carolyn

McCann)

1972年

１月３日

2018年から当行グループ経営陣の一員

で、現在は顧客及び法人向けサービス担

当グループ業務執行役員であり、オペ

レーション、カスタマー・ソリューショ

ン、詐欺防止、不動産、調達及び保護

サービス、総務、ブランド及びマーケ

ティング、人事並びに金融サービスにつ

いて責任を負う。同氏は、金融サービス

において27年超の経験を有する。2013年

に総務及び持続可能性担当ゼネラル・マ

ネジャーとして当行に入行した。当行入

行前には、インシュアランス・オースト

ラリア・グループに13年間勤め、総務及

びIR担当グループ・ゼネラル・マネ

ジャーを含む様々な役職を務めた。同氏

は、金融サービスのコンサルティング業

からキャリアをスタートさせた。

クイーンズランド大学で文学の学士号、

クイーンズランド工科大学で経営学の学

士号、及びセキュリティーズ・インス

ティテュート・オブ・オーストラリアで

応用金融及び投資の準修士号を取得して

いる。オーストラリア取締役協会

（AICD）及びチーフ・エグゼクティブ・

ウィメン(CEW)のメンバーである。

111,091株 該当なし
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役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

ウ エ ス ト

パ ッ ク ・

ニュージー

ランド最高

経営責任者

キャサリン・

マクグラス

(Catherine

McGrath)

1971年

１月20日

2021年11月にウエストパック・ニュー

ジーランドの最高経営責任者に就任。

金融サービスで25年超の経験を有してお

り、ビジネス、業務及び人材の各分野で

リーダーシップを発揮し、人材、構造、

技術及び戦略面の大きな変革を推進して

きた。

当行に入行する前は、英国のバークレイ

ズ・グループ及びロイズTSBなど、世界

で最も有名な銀行の複数行で大規模な革

新を主導した。そこではチャネル担当責

任者、取引商品及び支払担当マネージン

グ・ディレクター、並びに銀行取引業務

ディレクターなど様々な役職に就いた。

過去に、BNZ、ASB及びプルデンシャル・

グループに勤めた。

ニュージーランド育ちである。カンタベ

リー大学において法学の学士号及び商学

の学士号を取得している。

なし 該当なし

 

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

234/623



 

役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

次期最高経

営責任者

アンソニー・

ミラー

(Anthony

Miller)

1970年

５月29日

2024年９月、当行は同氏が2024年12月16

日付で最高経営責任者兼マネージング・

ディレクターに就任することを発表し

た。同氏は、2020年に当行グループに入

行以来、ビジネス・アンド・ウェルス部

門担当最高責任者及びウエストパック・

インスティテューショナル・バンク担当

最高責任者の役職も担ってきた。

当行グループに入行前は、2017年からド

イツ銀行のオーストラリア・ニュージー

ランド部門のCEO兼アジア大洋地域の投

資銀行部門の共同責任者を務めていた。

ドイツ銀行に入行前は、香港を拠点とし

てゴールドマン・サックスにおいて投資

銀行部門のパートナーを務めており、そ

れ以前には、2001年にゴールドマン・

サックスに入社後、オーストラリア及び

ニュージーランドのゴールドマン・サッ

クスにおいて多数の役職を担った。ゴー

ルドマン・サックスに入社前は、クレ

ディ・スイスにおいて勤務していた。

同氏は、クイーンズランド工科大学にお

いて法学の優等学士号を、グリフィス大

学において文学士号（日本語、現代アジ

ア学）を取得している。

186,263株 該当なし
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役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

人事担当グ

ループ業務

執行役員

クリスティー

ン・パーカー

(Christine

Parker)

1960年

６月６日

2011年10月に、当行のグループ業務執行

役員に任命された。当行グループ全体の

人事機能を主導する責任を負う。当行グ

ループの人事戦略及び管理（報酬及び表

彰、安全、学習及び開発、キャリア及び

人材、従業員関係並びに雇用方針を含

む。）を担当している。

また、財務説明責任制度(FAR)も担当し

ているほか、文化及び行動に関してCEO

及び取締役会を支援している。2007年に

当行に入行して以来、人事担当グルー

プ・ゼネラル・マネジャー及びウエスト

パック・ニュージーランド・リミテッド

の人事担当ゼネラル・マネジャーを含む

様々な上級指導職を歴任。

当行に入行する前は、カーター・ホル

ト・ハーベイ及びレストラン・ブラン

ズ・ニュージーランドを含む幅広い業界

の数々の有名組織において人事関連の上

級職を務めた。現在、セント・ジョー

ジ・ファウンデーションの総裁及びウエ

ストパック・ニュージーランドの取締役

である。過去には、オリジン・ユース・

メンタル・ヘルス・ファウンデーション

及びウィメンズ・コミュニティ・シェル

ターズの取締役、並びに退役軍人の雇用

に関する産業諮問委員会の委員を務め

た。

70,407株 該当なし
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役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

首席財務

担当役員

マイケル・

ローランド

(Michael

Rowland）

1961年

８月29日

2020年９月に首席財務担当役員として当

行グループに入行。当行の財務、グルー

プ監査、IR、税務、財務、グループ事業

管理、経営、法人及び事業開発機能に責

任を負う。当行に入行前は、KPMGにおい

て、経営コンサルティングのパートナー

を務めていた。それ以前においては、

1999年から2013年にかけて、ANZにおい

て多数の上級管理職を歴任した。これに

は、機関投資家向け銀行部門のCFO、資

産管理部門のCFO、ニュージーランド部

門のCFO、個人向け金融サービス部門の

CFO、及び太平洋部門のCEOとしてのビジ

ネス・リーダーシップ職、抵当権付住宅

ローンのマネージング・ディレクター及

び革新部門のゼネラル・マネジャーが含

まれた。同氏は、KPMGにおいてキャリア

をスタートし、1993年には、税務パート

ナーに就任した。同氏は、メルボルン大

学において商学の学士号を取得し、モナ

シュ大学において税法の準修士号を取得

した。同氏は、オーストラリア及び

ニュージーランドの勅許会計士協会の

フェローである。

55,516株 該当なし
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役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

コンシュー

マー部門担

当最高責任

者

ジェイソン・

イエットン

(Jason

Yetton)

1970年

12月８日

2023年８月にコンシューマー部門担当最

高責任者に就任。同部門は、銀行業務に

関するあらゆる種類の商品やサービス

（オーストラリアの顧客を対象とする、

抵当権付住宅ローン、クレジットカー

ド、個人向け貸付及び預金など）を提供

している。

以前は、当行グループのスペシャリス

ト・ビジネス部門を率い、より簡易的で

強固な銀行の創造を目指し数々の投資及

び事業売却を監督した。また、当行では

20年超にわたり異なる時期においてグ

ループ戦略やウエストパック消費者向け

及び企業向け銀行業務担当のグループ業

務執行役員を歴任し、BTファイナンシャ

ル・グループでは上級職を務めた。

当行外では、同氏は、オーストラリア・

コモンウェルス銀行のNewCoの最高経営

責任者として、資産管理業務と抵当権付

住宅ローンの仲介業務の分離を主導した

経験を有する。それ以前には、初期の金

融サービス業界の革新企業であり、消費

者金融市場のレンダーであるソサイエ

ティワンの最高経営責任者兼マネージン

グ・ディレクターを務めた。

ニュー・サウス・ウェールズ大学で商学

（マーケティング及び金融）の学士号、

並びにセキュリティーズ・インスティ

テュート・オブ・オーストラリアで応用

金融及び投資の準修士号を取得してい

る。

78,446株 該当なし
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役　職 氏　　　名 生年月日 略　　　　　　　　　歴

当行の普通

株式における

関連持分
a

(直接保有及び

間接保有
b
を

含む)

任　　期

首席リスク

担当役員

ライアン・

ザニン

(Ryan Zanin)

1962年

７月14日

2022年４月に首席リスク担当役員に就

任。信用リスク、オペレーショナル・リ

スク、金融犯罪、コンプライアンス及び

行動を含む当行グループ全体のリスク管

理に責任を負う。

金融サービスにおいて30年超の経験を有

し、リスク管理を専門としている。当行

グループに入行する前は、ファニーメイ

（連邦住宅抵当公庫）のエグゼクティ

ブ・ヴァイス・プレジデント兼首席リス

ク担当役員を務め、同機関のグローバル

リスク管理のガバナンス及び戦略を監督

していた。

その前は、GEキャピタル、ウェルズ・

ファーゴ・アンド・カンパニー及びドイ

ツ銀行において上級職を歴任した。ま

た、ファニーメイ及びGEキャピタルでは

取締役会のメンバーであった。カナダ人

である同氏は、バンク・オブ・モントリ

オールの信用サービス部門でキャリアを

スタートさせた後、シティバンク・カナ

ダ及びバンカース・トラスト・カンパ

ニーで様々な役職に就いた。CFA協会認

定証券アナリストである。

53,236株 該当なし

 

a　一部の業務執行役員は、業績連動型新株引受権（行使価格がゼロのオプション）も保有している。

b　間接保有とは、個人の関係者が保有する株式をいう。関係者には、配偶者、被扶養者及びその他特定の近親者、並びにト

ラスト、退職年金基金又は当該個人によって支配される組織等の事業体が含まれる。

 

2023年10月１日からのグループ業務執行役員の変更

・2024年９月９日、当行はピーター・キング氏の後任としてアンソニー・ミラー氏が最高経営責任者兼マネー

ジング・ディレクターに就任することを発表した。ミラー氏は、キング氏の退任後の2024年12月16日に就任

する。

・ピーター・ハーバート氏は2024年11月５日にビジネス・アンド・ウェルス部門担当最高責任者代理に就任し

た。
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(3)【監査の状況】

 

(a)　監査委員会

第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「取締役会附属監査委員会」を参照のこと。

 

(b)　監査報酬の内容等

① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

単位：千豪ドル（百万円）

区　　分

当連結会計年度 前連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

提出会社
28,362
(2,786)

2,918
(287)

26,392
(2,545)

2,605
(251)

連結子会社
5,102
(501)

318
(31)

5,179
(499)

378
(36)

計
33,464
(3,287)

3,236
(318)

31,571
(3,044)

2,983
(287)

 

(注)　上記の表の日本円への換算は、便宜上各年度の９月の最終営業日時点の換算率により計算されている。

 

② 監査に関するその他重要な報酬の内容

 

第一部　第６　１「財務書類」に対する注記33を参照のこと。

 

③ 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

 

第一部　第６　１「財務書類」に対する注記33を参照のこと。

 

④ 監査報酬の決定方針

 

第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(1)「財務報告及び監査」を参照のこと。
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当行の公認会計士の変更

2024年３月８日、当行は、2024年10月１日に始まる当行の2025年の会計年度の外部監査人に推奨される事務所

として、KPMGを指定することを発表した。この指定は、2024年12月13日に予定されている当行の定時総会

（AGM）において当行株主の承認を得ることを条件とする。外部監査人の選任及び変更は、競争入札プロセス

を経て、当行の取締役会附属監査委員会の推薦により、当行取締役会で採択された。PwCには、監査法人の

ローテーションのベストプラクティス及び当行グループの外部監査人としての在任期間を考慮し、今回の監査

入札プロセスへの参加を求めなかった。したがって、PwCは、定時総会において当行株主がKPMGの指定を承認

することを条件として、当該定時総会の閉会をもって当行の外部監査人を退任する。

 

2024年11月３日及び2023年11月５日付の監査報告書には、不適正意見又は意見不表明は含まれておらず、不確

実性、監査範囲若しくは会計原則に関して限定又は修正はなされていない。2024年９月30日及び2023年９月30

日に終了した会計年度中、会計原則若しくは会計実務、財務書類の開示、又は監査の範囲若しくは手続に関す

る事項で、PwCが納得する形で解決がなされなかった場合に当該監査報告書に関してかかる不一致事項に言及

するような不一致はなく、また第20-F号様式（Form 20-F）の第16F(a)(1)(v)に記載される「報告すべき事

象」もなかった。

 

さらに、2024年９月30日及び2023年９月30日に終了した会計年度中、当行及びその代理人のいずれも、(ⅰ)特

定の取引（完了しているか提案されているかを問わない）への会計原則の適用、若しくはKPMGが会計、監査若

しくは財務報告の問題に関する意思決定をする際に考慮すべき重要な要素であると結論づけた報告書面が当行

に提出され、若しくは口頭で助言が提供されたにかかわらず、当行の連結財務諸表に関して提出される可能性

がある監査意見の種類について、又は(ⅱ)第20-F号様式の項目16F(a)(1)(ⅳ)で定義される不一致事項及び関

連指示、又は第20-F号様式の項目16F(a)(1)(ⅴ)に定義される「報告すべき事象」に該当する事項について、

KPMGとの協議を行っていない。

 

当行はPwCに対し、上記の開示内容の写しを提供しており、また、かかる開示に同意するか否かについて記し

たSEC宛の文書を当行に提供するよう求めた。2024年11月５日付の当該文書は、別紙16.1として本書とともに

提出する。
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(4)【役員の報酬】

１．2024年度報酬の概要

当行の報酬戦略及び原則

当行の報酬戦略は、優秀な従業員を引き付け、維持することである。当行は、高い業績を達成し、当行の顧客

及び株主のために優れた長期的成果を達成した従業員に対し報奨を提供している。

 

 

当行の役員報酬の枠組み

2023年10月１日より、役員報酬の枠組みの改訂版が導入された。この枠組みは、当行の戦略、市場慣行、投資

家の期待及びCPS511へのコンプライアンスに合致するよう設計されている。

 

 

最小株式保有要件は、CEOについては固定報酬の２倍、グループ業務執行役員については固定報酬の１倍に相

当する。詳細については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」の

セクション5.5を参照のこと。
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報酬の構成

報酬の構成
1
は、相当の割合がリスクを伴う変動報酬が占め、業績に基づくよう設計されている。

以下の図は、報酬上限の構成
1
を定めるもので、執行役員の報酬の枠組みにおける各構成要素の上限機会全体

に対する相対的割合を示している。執行役員報酬の取り決めの詳細については、後述の第一部　第５　３

「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション５を参照のこと。

 

 

 

1　上図の報酬構成は、主要経営陣（KMP）10名のうち７名の職務に適用される。残りの３名の職務（首席財務担当役員、

首席リスク担当役員、人事担当グループ業務執行役員）は、固定報酬33パーセント、上限STVR31パーセント、LTVR制

限新株引受権18パーセント、及びLTVR業績連動型新株引受権18パーセントで構成される同様の報酬上限構成となって

いる。これら３名の職務についても、いずれ上記の報酬構成へと移行する予定である。

 

業績の概要
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グループSTVRスコアカードのすべての基準に照らした業績の詳細については、第一部　第５　３「コーポレー

ト・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション3.3を参照のこと。

 

報酬実績
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２．主要経営陣（KMP）

KMPの報酬は、本書において開示されている。2023年10月１日以前に退任した元KMPに関する開示事項は、2023

年度報酬報告書に含まれている。KMPは、当該事業体の取締役（執行役員であるか否かを問わない。）を含

む、事業体の活動を直接又は間接に計画、指示、及び管理する権限及び責任を有する者と定義される。

 
氏名 役職 KMPを務めた期間

マネージング・ディレクター兼最高経営責任者  

ピーター・キング マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 通年

グループ業務執行役員
a  

スコット・コラリー 最高情報責任者 通年

ネル・ハットン
ウエストパック・インスティテューショナル・バンク
担当最高責任者

通年

キャロリン・マッキャン 顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員 通年

キャサリン・マクグラス ウエストパック・ニュージーランド最高経営責任者 通年

アンソニー・ミラー ビジネス・アンド・ウェルス部門担当最高責任者 通年

クリスティーン・パーカー 人事担当グループ業務執行役員 通年

マイケル・ローランド 首席財務担当役員 通年

ジェイソン・イエットン コンシューマー担当最高責任者 通年

ライアン・ザニン 首席リスク担当役員 通年

現非業務執行取締役

スティーブン・グレッグ 議長

2023年11月７日に非
業務執行取締役に就
任し次期議長に選
出、2023年度定時総
会の終了後、2023年
12月14日に議長就任

ティム・バローズ 取締役 通年

ネリダ・シーザー 取締役 通年

オーデット・エクセルAO 取締役 通年

アンディー・マグワイア 取締役 2024年７月15日就任

ピーター・ナッシュ 取締役 通年

ノラ・シャインケステル 取締役 通年

マーガレット・シール 取締役 通年

マイケル・ウルマーAO 取締役 通年

元非業務執行取締役

ジョン・マクファーレン 議長
2023年度定時総会の
終了後、2023年12月
14日退任

クリス・リンチ 取締役
2023年度定時総会の
終了後、2023年12月
14日退任

 

a　本書中のグループ業務執行役員への言及は、KMPを務めるグループ業務執行役員を指す。
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３．2024年度報酬の実績及び業績との整合性

3.1　当行グループの業績

下表は、直近５年間の変動報酬の実績と当行グループの業績の概要を示している。

 
 ９月30日に終了した年度

 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年

CEO STVR実績（上限に対する割合）
a 83％ 60％ 52％ 47％ 0％

CEO STVR実績（目標に対する割合）
b 104％ 90％ 78％ 70％ 0％

グループ業務執行役員平均STVR実績

（上限に対する割合）
a 82％ 60％ 53％ 48％ 0％

グループ業務執行役員平均STVR実績

（目標に対する割合）
b 102％ 89％ 79％ 73％ 0％

LTVR実績（権利確定した割合） 50％ 0％ 0％ 0％ 0％

WBC所有者に帰属する税引後純利益（百
万豪ドル）

6,990 7,195 5,694 5,458 2,290

税引後純利益（重要項目を除く）（百

万豪ドル）
c

7,113 7,368 6,568 6,953 5,227

有形自己資本利益率（ROTE）（法定基
準）

11.01％ 11.39％ 9.17％ 8.82％ 3.92％

有形自己資本利益率（ROTE）（重要項

目を除く）
c

11.21％ 11.67％ 10.58％ 11.23％ 8.95％

TSR―４年 113.10％ (9.27％) (11.15％) (1.95％) (27.28％)

TSR―５年 34.24％ (4.05％) (13.82％) 10.34％ (27.87％)

普通株式１株当たり配当金（豪セン
ト）

151 142 125 118 31

１株当たり特別配当金（豪セント） 15 0 0 0 0

株価―終値（豪ドル） $31.72 $21.15 $20.64 $26.00 $16.84
 

a　2024年から、上限STVR機会は目標STVRの150パーセントから125パーセントに引き下げられた。

b　2024年から、目標STVR機会は職務上の任務に対する固定報酬の約100パーセントから75パーセントに引き下げられ、職

能上の役割に対しては固定報酬の75パーセントを維持した。

c　当該調整については、本書の第一部　第３　４(ⅻ)の「非AAS財務指標に関する追加情報」を参照のこと。
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3.2　2021年度LTVR権利確定実績

当行は、2024年10月１日に2021年度LTVRを検証した
1
。当行の４年間の業績期間のTSRは113パーセントであ

り、対照群と比較して50番目のパーセンタイル順位となった。これにより、2021年のLTVR報奨の50パーセント

が権利確定した。

 
   業績幅    

実績目標 実 績 開
始日

検査日 基準 上限 実績 確定割合
（％）

失効割合
（％）

TSR（報奨
の100％）

2020 年
10 月 １
日

2024 年
10 月 １
日

パーセンタ
イル順位は
中央値

パーセンタイル
順位は75パーセ
ンタイル以上

対照群に対し
て50パーセン
タイル順位

50％ 50％

 

 

 
 

1　さらに、当行はジェイソン・イエットン氏に比例配分して付与された2020年LTVR報奨、並びにピーター・キング氏、

キャロリン・マッキャン氏、及びジェイソン・イエットン氏に付与された追加の2020年LTVR報奨について、同氏らの

合計目標報酬額の変化を検証した。報奨は、2020年LTVRと同じ条件で付与されていた。報奨は2024年４月１日に検証

され、TSR業績条件を満たさなかったため、すべて失効した。

 

3.3　2024年度当行グループSTVRスコアカード

当行グループの優先事項は、CEOのスコアカードの一部を構成する当行グループのSTVRスコアカードに示さ

れている。グループ業務執行役員のスコアカードには、部門別の指標を反映した個別の目標とともに、共通の

要素が見られる。

業績の評価の概要は以下に記載されており、２頁にわたって目を通すよう設計されている。個別の指標は、

必要に応じて下記凡例に記載する「閾値」「目標値」「最大値」の評価基準に照らして評価されている。各優

先事項についても、同じ凡例を使って全体を評価している。
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a　当該調整については、本書の第一部　第３　４(ⅻ)の「非AAS財務指標に関する追加情報」を参照のこと。

 

2024年度グループSTVRスコアカードの主な変更点

顧客アウトカム及びリスク・エクセレンス（CORE）プログラムの進捗を踏まえ、当行は2024年度のスコアカー

ドのウェイトを見直した。その結果、リスク管理のウェイトを10パーセント下げ、財務的業績及び戦略的実行

のウェイトを５パーセントずつ引き上げることを決定した。
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業績評価

当行は、競争的な市場において財務目標を達成した。NPAT（重要項目を除く）は71億1300万豪ド

ルで、目標を上回った。引当金考慮前利益は108億1900万豪ドルで、目標を下回った。有形自己資本

利益率（ROTE）は11.21パーセントで、目標を上回った。

主要市場で成長を遂げると同時に、純利鞘（NIM）とのマージン（重要項目を除く）を１ベーシス

ポイント（bp）低下させ、目標を上回った。費用は目標を上回ったが、これは主にRAMS事業の縮小

と技術コストによるものである。当行の事業主導の技術簡素化プログラムであるUNITEプログラムの

開始は、当行グループ全体の複雑性によるコストを削減し、ひいては競合他社との投資収益率の差

を徐々に削減していく上で極めて重要になる。

減損は、主要な経済指標が予測を上回ったこと、及び個別の引当金が減少したことにより、目標

を下回った。ストレスエクスポージャーが増加したものの、信用度は底堅さを維持した。

当行は、財務業績について目標をわずかに上回ると評価した。

引き続き、COREプログラムを期日どおりに完了し、Promontory Australiaによって完了評価を受

けるという重要なマイルストーンを達成し、リスク管理を強化することに重点を置いた。APRAは、

当行が行った進捗と改善を認め、オペレーショナル・リスク資本オーバーレイのレベルを10億豪ド

ルから５億豪ドルに部分的に削減した。

COREプログラムが完了し、通常業務への移行を完了することに焦点を当てており、計画に向かっ

て進んでいる。UNITEプログラムの実施は、当行グループ全体の複雑性リスクをさらに軽減するため

に不可欠となる。

当行は、リスク管理について目標程度と評価した。

当行グループの変革アジェンダ全般において順調に進捗している。当期の主な動きは、UNITEプロ

グラムの実施、当行の決済及びトランザクション・バンキング機能全般における具体的な進展、並

びに顧客のための詐欺対策の拡大である。

請求者向けPayTo、PayToの法人顧客への拡大、Pay with Pointsの開始、EFTPOS Flexの開始、

EFTPOS Airの対象拡大、国際的な決済処理業者の移行のためのトラッキング、企業の資金管理プ

ラットフォーム（ウエストパック・インスティテューショナル・バンクのWestpac One Coreプログ

ラム）の導入の順調な進展など、機能の改善において明らかな進展を遂げた。

UNITEプログラムは約60件のイニシアチブで構成されており、2024年９月30日現在、そのうち39件

が開始され、２件が完了している。当行の気候移行計画の実施にあたり、当行はNZBAの枠組みに基

づく９つの排出集約型セクターすべてにおいて13の目標を掲げて当期を終了した。当行はセクター

目標の事業化に重点を置いてきた。150を超える機関投資家顧客が気候移行計画に参画し、うち84

パーセントが移行計画を策定し公開していることを把握している。

当行は今期、サステナブルファイナンス貸付及びボンドファシリテーションをそれぞれ96億豪ド

ルと49億豪ドル増額し、2030年の目標達成に向けて順調に進捗している。

当行は、戦略的実施について目標を上回ると評価した。
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オーストラリアの消費者NPSスコアは当期上昇したが、当行が期待するペースではなかった。製品

とチャネルのNPSに改善が見られたが、まだブランド全体のNPS指標に反映されるに至っていない。

オーストラリア事業では、当行のスコアが年間を通じて上昇し、目標を達成した。カスタマー

ジャーニーや顧客サービスに関しては、まだ課題があると考えている。当行の機関投資家顧客は依

然として強力な支持者である。WNZL顧客NPSは５位を維持し、市場平均に沿って成長している。

顧客サービスの他の分野では、当行は、22の顧客確認プロセスを１つのデジタル識別ソリュー

ションに統合し、Forresterにモバイルバンキングアプリ第１位（２年連続）と認定され、SafeCall

やSaferPayなどのセキュリティ機能を改善するなど、順調に進んでいる。詐欺による顧客損失は、

前年比で約30パーセント減少した。当行の平均顧客苦情解決時間は安定しており、エスカレーショ

ンを必要とせず、93パーセントは従業員によりすぐに解消されている。

市場シェアの観点から見ると、当行は事業全体で成長しつつモメンタムを維持している。顧客の

優位性とリレーションシップ・バンキングに不可欠である預金が増加した。オーストラリアの住宅

ローンの成長率は、ADI金融システムの成長率の0.8倍で、目標を下回った。オーストラリアの法人

向け貸付の成長率は、ADI金融システムの成長率の1.3倍で、最大値を達成した。

当行は、顧客サービスについて目標値を下回ると評価した。

当行は、従業員及びその育成に引き続き投資を行う。当行の人材はOHIスコアが80と年間で５ポイ

ント上昇させ、当行は現在世界の上位四分の一にランクインした。当行は、大規模な部署すべてに

おいてOHIを改善した。

当行は、リーダーの育成と経営陣の強化を引き続き行っている。グループ業務執行役員及び重要

なゼネラル・マネジャーの任務は少なくとも１名の緊急時の後継者が設定されている。上級指導職

の女性は2024年末時点で49パーセントであり、48～52パーセントの目標範囲内である。

当行は、人材について目標を上回ると評価した。

当行グループ全体のSTVRスコアカード業績評価 目標値の101パーセント、上

限の81パーセント

STVRスコアカードには、取締役会がリスクと評判、人材管理及び取締役会が決定するその他の事項

を考慮できるように設計されたモディファイアがある。個々の業績の詳細については、第一部　第

５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション3.5を参照のこ

と。
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3.4　実現報酬合計―最高経営責任者及びグループ業務執行役員

下表は、2024年度及び2023年度にKMPの職務に関連して実際に支払われた報酬額及び権利確定し又は失効し

た株主持分
1
を示すものである。退職金及び買取報酬は含まれていない。下表は、オーストラリア会計基準に

従って作成されておらず、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」の

セクション７の開示とは異なる。

 

 固定報酬
現金STVRの

支払
 

過年度繰延
STVR報奨の
権利確定

 
過年度

LTVR報奨の
権利確定

 実現報酬合計  過年度失効
LTVR

氏名 （豪ドル） （豪ドル）  （豪ドル）  (豪ドル)  （豪ドル）  （豪ドル）

マネージング・ディレクター兼最高経営責任者

ピーター・キング（マネージング・ディレクター兼最高経営責任者）

2024年度 2,502,920 975,000  1,442,898  2,990,401  7,911,219  3,314,178

2023年度 2,507,497 1,125,000  861,964  -  4,494,461  1,878,389

グループ業務執行役員

スコット・コラリー（最高情報責任者
a
）

2024年度 1,293,976 508,500  706,444  1,927,412  4,436,332  1,927,412

2023年度 1,234,741 508,500  458,147  -  2,201,388  -

 

ネル・ハットン（ウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者）

2024年度 1,278,338 502,000  -  -  1,780,338  -

2023年度 2023年度はKMP未就任   

 

キャロリン・マッキャン（顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員）

2024年度 1,062,447 437,500  484,098  1,149,441  3,133,486  1,269,346

2023年度 1,019,918 380,000  289,602  -  1,689,520  743,801

 

キャサリン・マクグラス（ウエストパック・ニュージーランド最高経営責任者）

2024年度 981,129 311,189  502,028  -  1,794,346  -

2023年度 890,307 350,356  152,519  -  1,393,182  -

 

アンソニー・ミラー（ビジネス・アンド・ウェルス部門担当最高責任者
b
）

2024年度 1,277,944 478,000  706,795  1,925,462  4,388,201  1,925,462

2023年度 1,198,066 611,000  384,960  -  2,194,026  -

 

クリスティーン・パーカー（人事担当グループ業務執行役員）

2024年度 1,041,206 417,000  513,821  1,459,709  3,431,736  1,459,677

2023年度 1,007,812 392,000  321,423  -  1,721,235  1,104,203

 

マイケル・ローランド（首席財務担当役員）

2024年度 1,274,390 500,500  577,773  1,588,668  3,941,331  1,588,636

2023年度 1,263,779 446,500  381,624  -  2,091,903  -

 

ジェイソン・イエットン（コンシューマー担当最高責任者）

2024年度 1,277,944 443,000  782,285  2,009,165  4,512,394  3,432,493

2023年度 1,198,066 611,000  548,354  -  2,357,420  -

 

ライアン・ザニン（首席リスク担当役員
c
）

2024年度 1,699,186 674,000  504,105  -  2,877,291  -

2023年度 1,691,361 503,500  102,432  -  2,297,293  -
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a　スコット・コラリー氏はまた、買取報酬に関連して、2023年12月に権利確定した45,879株の制限株式を保有してい

た。

b　アンソニー・ミラー氏はまた、買取報酬に関連して、2024年３月に1,003,290豪ドルの現金延払いを受領し、2024年３

月に権利確定した46,798株の制限株式を保有していた。

c　ライアン・ザニン氏はまた、買取報酬に関連して、2024年１月に196,839豪ドル、2024年４月に64,623豪ドル、2024年

６月に64,623豪ドルの現金延払いを受領した。
 

 

1　2024年10月に権利確定した株主持分は、2024年度の数値に含まれている。2023年10月に権利確定した株主持分は、

2023年度の数値に含まれている。繰延STVRの価値は、制限株式又は新株引受権の数に権利確定する日（当日を含

む。）までの５日間出来高加重平均価格（VWAP）を乗じた値に基づく。LTVRの価値は、新株引受権の数に検証する日

（当日を含む。）までの５日間VWAPを乗じた値に基づく。株主持分の価値は、第一部　第５　３「コーポレート・ガ

バナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション７に開示される数値とは異なる。

 

実現報酬合計の説明

 

構成要素 説明

固定報酬 会計年度中に支払われた給与及び退職年金を示す。

現金STVRの支払 会計年度中のSTVR実績の現金の部分を示す。これは、STVR全体の50パーセントに

相当し、残り50パーセントが繰り延べられ、２年にわたり均等に付与される。

過年度繰延STVR報奨の権利確定 過年度に繰り延べられ、当会計年度に権利確定したSTVR額を示す。

過年度LTVR報奨の権利確定 業績条件が満たされた場合、過年度に繰り延べられ、会計年度中に権利確定した

LTVR報奨を示す。

実現報酬合計 上記の構成要素の合計額。

過年度失効LTVR 失効した、又は失効が決定した過年度のLTVR報奨を示す。
 

 

3.5　2024年度に付与された変動報酬

下表は、以下を含め、2024年度にCEO及びグループ業務執行役員に付与された変動報酬
1
を示している。

・2024年度に関するSTVR実績（現金及び繰延株主持分要素を含む。）

・2024年度LTVR制度として2024年１月に付与された株主持分。下表に額面金額を示す2024年度LTVR報奨は、

2027年10月１日に検証される予定である。

CEOについては、取締役会はスコアカードを目標STVR機会の104パーセント（グループSTVRスコアカードでは

＋３パーセント）と評価した。これは、COREプログラムを完了し、UNITEプログラム実施のための体制を構築

したピーター・キング氏のリーダーシップを評価したものである。
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取締役会は、リーダーシップ行動の評価に基づき、一部のグループ業務執行役員の2024年のSTVR実績を下方

修正した。CEO及びグループ業務執行役員について、リスク関連の調整はされていない。

 

 
2024年度
STVR報奨

2024年度
LTVR報奨

 
目標STVR
機会

上限STVR
機会

STVR実績
（目標に対
する割合）

STVR実績
（上限に対
する割合）

STVR実績
放棄された
STVR上限

制限新株引
受権

業績連動型
新株引受権

 (豪ドル) (豪ドル) (％) (％) (豪ドル) (豪ドル) (豪ドル)
a

(豪ドル)
a

氏名         

マネージング・ディレクター
兼最高経営責任者

        

ピーター・キング 1,875,000 2,343,750 104％ 83％ 1,950,000 393,750 1,750,000 1,750,000

グループ業務執行役員         

スコット・コラリー
最高情報責任者

968,600 1,210,750 105％ 84％ 1,017,000 193,750 904,000 904,000

ネル・ハットン
ウエストパック・インスティテュー
ショナル・バンク担当最高責任者

956,250 1,195,313 105％ 84％ 1,004,000 191,313 892,500 892,500

キャロリン・マッキャン
顧客及び法人向けサービス担当グ
ループ業務執行役員

795,000 993,750 110％ 88％ 875,000 118,750 742,000 742,000

キャサリン・マクグラス
ウエストパック・ニュージーランド
最高経営責任者

715,734 894,667 87％ 70％ 622,377 272,290 668,018 668,018

アンソニー・ミラー
ビジネス・アンド・ウェルス部門担
当最高責任者

956,250 1,195,313 100％ 80％ 956,000 239,313 892,500 892,500

クリスティーン・パーカー
人事担当グループ業務執行役員

779,300 974,125 107％ 86％ 834,000 140,125 571,500 571,500

マイケル・ローランド
首席財務担当役員

953,600 1,192,000 105％ 84％ 1,001,000 191,000 699,300 699,300

ジェイソン・イエットン
コンシューマー担当最高責任者

956,250 1,195,313 93％ 74％ 886,000 309,313 892,500 892,500

ライアン・ザニン
b

首席リスク担当役員

1,271,500 1,589,375 106％ 85％ 1,348,000 241,375 932,400 932,400

グループ業務執行役員平均STVR実績   102％ 82％     
 

a　額面価値は、権利数に業績期間開始までの５日間のVWAPを乗じて計算される。５日間のVWAPは、2024年１月に付与さ

れた報奨に対して21.09豪ドルであった。

b　さらに、ライアン・ザニン氏は2024年１月19日に50万豪ドルの制限株式の付与を受けた。報奨は、重要なリスク管理

とリスク文化の変革の完了における同氏の役割の重要性を認識したものであり、株式保有を拡大することで、株主と

の連携を強化している。報奨は、労働条件及び報酬調整の対象となる場合がある。2026年１月、2028年１月、2029年

１月の３回に分けて付与される。
 

 

1　受け取られた株主持分の最終的な価値は、権利確定時の株価、及び業績条件（該当する場合）、勤務条件、及び報酬

調整に応じて権利確定する制限株式又は新株引受権の数によって決まる。株主持分の価値は、オーストラリア会計基

準に従って作成された未確定の株主持分付与に関する年換算した会計価値を示す第一部　第５　３「コーポレート・

ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション７における開示内容とは異なる。
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2024年度LTVR制限新株引受権付与前評価

2023年10月に完了した付与前評価を経て、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション3.5に概説する2024年度LTVR制限新株引受権を付与した。取締役会は、さらなる

調整は不要と判断した。詳細については、2023年度報酬報告書を参照のこと。

 

2025年度LTVR制限新株引受権付与前評価

2025年度LTVR制限新株引受権付与前評価は2024年10月に完了した。取締役会は、調整は不要であり、2025年度

LTVR制限新株引受権はすべて付与されることを決定した。

健全性ゲートは、CET1、LCR及びNSFRを含む主要な自己資本比率及び流動性比率を見直したことにより充足さ

れた。これらの比率は、いずれも健全性の最低要件を上回っている。

当行グループのリスク文化の成熟度は「維持されている」と評価された。取締役会は、年次リスク文化自己評

価の当行グループの格付（「システマティック」を維持）、当行の年次従業員調査であるVoice+調査で示され

た、リスク文化に関する質問項目における改善結果、及びCPS220リスク管理宣言の内容を記載したその他の証

拠ポイント（リスク管理の枠組みの成熟度、根本原因分析、健全性証明、監査及び保証に関する結果並びに規

制上の審査を含む。）を考慮した。

他の箇所で十分な対処がなされていない重要なリスクの発生又は深刻な不正行為の問題はなかった。

LTVR制限新株引受権は2028年９月30日に終了する４年間の業績期間後も、権利確定前評価の対象となる。制限

新株引受権はまた、当期業績期間中及びその後、報酬調整の対象となる。

 

付与前評価 アウトカム

ステップ１：評価

健全性ゲート：当行は、取引資本基盤及び流動性を考慮して、安全かつ安心な状

態を維持してきたか。

充足

グループのリスク文化：グループのリスク文化の成熟度は、執行役員の作為及び

不作為の両方を考慮して、維持又は改善されたか。

維持

重大なリスクアウトカム：当行グループに重大な著しいリスクが生じ、それが他

の箇所で未対応になっている件はなかったか。

調整なし

重大な不正行為：当行に重大な不正行為の問題があり、それが他の箇所で未対応

になっている件はなかったか。

調整なし

ステップ２：取締役会の裁量を検討する 調整なし

付与前評価全体 全額付与
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４. 報酬ガバナンス

4.1　当行グループ報酬方針

当行グループ報酬方針は、当行全体の報酬の設計、取決め及び成果に関する情報を定めている。当該方針

は、ガバナンスに関する確立された構造、制度及び枠組みによってサポートされる。当該方針は、当行による

法的要件及び規制要件の遵守をサポートする。

 

報酬戦略

当行の報酬戦略は、有能な従業員を引き付け、引き留めることを目的として設計されている。当行は、高い

業績の達成並びに当行の顧客及び株主のために優れた長期的な成果を提供することに対して報酬を与える。

 

報酬原則

・当行の目的、価値観及び行動を推進すること

・当行の戦略と一致させ、持続可能な株主価値を創出すること

・市場競争力のある公正な報酬を提供すること

・顧客アウトカム及びリスク・エクセレンスを含む、財務的及び非財務的業績に対して報酬を与えること

・当行のリスク及び行動に関する期待を強化すること

 

4.2　当行グループ報酬ガバナンス

 

取締役会

取締役会は、報酬枠組み及びその適用に関する全体的な説明責任を有する。取締役会憲章に規定のとおり、取

締役会は、その役割を制限することなく、（取締役会附属報酬委員会からの勧告を受けた後）以下を承認す

る。

・当行グループ報酬方針

・年間の当行グループ変動報酬プールの規模

・CEOの業績指標及び報酬の実績

・説明責任者、特定の役割を担う者及び取締役会が決定するその他の人員についての報酬協定及び結果、並び

に

・株式報酬制度

取締役会は、全体及び個人の変動報酬を繰延、調整し又は取り消すための裁量権を有する。

詳細については、当行のウェブサイトにおいて入手可能な取締役会及び委員会の憲章に定められている

（https://www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/constitution-

board/）。
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取締役会附属報酬委員会

取締役会附属報酬委員会は、報酬枠組みの設計、運用及び監視を監督することにより、取締役会がその責任を

果たすことを補助する。取締役会附属報酬委員会の委員は、独立した非業務執行取締役である。取締役会及び

取締役会附属報酬委員会は、それぞれの義務の遂行にあたり、内部及び外部の人材に自由にアクセスすること

ができる。

詳細については、当行のウェブサイトにおいて入手可能な取締役会附属報酬委員会の憲章に定められている

（https://www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/constitution-

board/）。
 

 

経営報酬監督 その他の取締役会附属委員会

取締役会及び取締役会附属報酬委員会は、内部グルー

プ及び委員会（グループ報酬監督委員会及び事業別の

報酬監督委員会を含むがこれらに限定されない。）か

らサポートを受けている。

取締役会附属報酬委員会は、報酬の実績、関連する事

項に照らした報酬の調整及び報酬とリスク管理の枠組

みとの調整に関し、その他の取締役会附属委員会から

のフィードバックを求め、それらが提起した事項を検

討する。

取締役会附属報酬委員会及び取締役会附属リスク委員

会の委員が委員を兼任することにより、リスクと報酬

の調整をサポートする。

報酬の実績において考慮する必要があるリスク、コン

プライアンス及び行動に関する事項について、首席リ

スク担当役員から独立した情報を受領している。

報酬相談役

取締役会又は取締役会附属報酬委員会は、独立した報

酬相談役を雇い、主要な経営陣の報酬について専門的

な情報の提供を直接受けることができる。取締役会附

属報酬委員会の委員長は、当該雇用及び関連費用を監

督する。
 

 

報酬相談役の雇用：2024年度中、取締役会は、アーンスト・アンド・ヤングとの間で、非業務執行役員及びグ

ループ業務執行役員の報酬に関する市場ベンチマーク情報の提供に関する契約を締結した。2024年、アーンス

ト・アンド・ヤングは、会社法に基づく報酬に関する勧告を行わなかった。

 

4.3　当行の報酬調整の考え方

報酬調整は、当行のリスク、コンプライアンス及び行動に関する期待事項を強化する方法の一つである。こ

れには、不利な結果に対する下方調整及びポジティブなリスク行動に報いるための上方調整が含まれる。
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重大なリスク、コンプライアンス、行動に関する事項

当行は、重大なリスク、コンプライアンス、行動に関する事項の比例的な調整を一貫して適用する支援を行

うためのガイドラインを策定している。

 

 

その他のリスク、コンプライアンス、行動に関する事項

重要事項の評価に加えて、当行は、重要性の低いリスク、コンプライアンス又は行動に関する事項を含むそ

の他の事項も評価し、当行の期待に沿わない行動に対して報酬調整及び非財務的影響を適用することができ

る。

当行は、その行動規範を通じて当行従業員に期待される行動の基準を設定している。当行の期待事項は、当

行の従業員、文化及び望ましい行動の成果を支援するために設定されている。これらは交渉の余地がなく、当

行従業員は、その任務又は責任にかかわらず、これらを遵守しなければならない。

 

ポジティブなリスク行動及び成果を認識

当行は、ポジティブなリスク行動とその成果のロールモデルとなる当行従業員を評価し、報酬を付与する。

これにより、当行の全従業員に期待する行動を強化している。当行は、評価プラットフォームや変動報酬の上

方修正を含む様々な方法でこの取組みを行っている。

合意された業績目標の達成にまだ反映されていない非常に優れたリスク業績については、変動報酬の上方修

正が検討される場合がある。

さらに、取締役はポジティブなリスク行動と成果を示した従業員を評価することができる。当行は、取締役

会及び各委員会がポジティブなリスク行動を行った従業員を定期的に把握するための仕組みを設けている。
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2024年度の調整及び成果の業績

報酬調整による下方修正を受けた上級指導者
a 2

報酬調整による上方修正を受けた上級指導者 9

業績評価でリスクに関する期待事項を満たしていないとされた従業員 1,538

報酬調整による下方修正を受けた従業員 235

結果の業績に基づき退職する従業員 160

当行の評価プラットフォームを通じてポジティブなリスク管理及びリスク行動を
評価する行為

114,350

優れたリスク成果を達成し追加の変額報酬を受け取った従業員 621
 

a　これらの従業員は当行のトップの管理職であり、最高経営責任者、グループ業務執行役員、及びゼネラル・マネ

ジャーと定義される。

 

５.業務執行役員の報酬協定に関する詳細

5.1　固定報酬

下表は、固定報酬の重要な設計特性を示している。

 

固定報酬

目的 役職の範囲及び説明責任を反映した市場競争力のある報酬を提供すること

付与額及びベンチ

マーク

必要に応じて、金融サービス業界やオーストラリアの大企業の市場ベンチマークを参考

に設定する。また、役職の規模、責任及び複雑さ並びに業務執行役員のスキル及び経験

についても考慮する。
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5.2　短期変動報酬

下表は、2024年度STVR制度の重要な設計特性を示している。

 

短期変動報酬

目的 財務及び財務以外の年間目標の達成に対し業務執行役員に報酬を付与すること

構造及び付与 STVRの50パーセントが現金で付与され、50パーセントが制限株式（又は、オーストラリ

ア国外を拠点とするグループ業務執行役員の場合は業績目標のない新株引受権）の形式

の株主持分に繰延される。

制限株式１株につき、保有者は、取引制限を受けることを条件として、費用を一切負担

することなく、権利確定時までの間、普通株式１株を受け取る権利を与えられる。業績

目標のない新株引受権１個につき、保有者は、権利確定時に行使価格ゼロで普通株式１

株を受け取る権利を与えられる。制限株式に対する配当は、付与日から支払われる。

目標付与額及び上

限付与額

CEO及びグループ業務執行役員に対する目標付与額は、固定報酬の割合として表示され、

固定報酬の75パーセントに設定される（2023年10月１日現在、退職年金を含む。）。目

標付与額は、市場競争力を含む様々な要因を考慮した上で設定する。

STVR目標付与額：財務及び財務以外の指標について合意された目標付与額の達成に対し

付与される。業績の低下は、基準値の業績に対して判断される。

STVR上限付与額：業績が目標付与額を上回った場合、STVR目標付与額の125パーセントを

上限とする報酬を付与する。

業績指標 STVR報奨は、最低限の行動及びリスク・コンプライアンスに関するゲートオープナーの

達成、並びに業績に基づき、株主利益と一致させるように設計されたスコアカードを参

照して決定される。STVRスコアカードは、以下の３つの要素で構成される。

・価値観及び行動評価：当行の価値観である「役に立つこと、倫理的であること、変化を

牽引すること、実行すること及び簡易的であること」に沿って行動を評価する。

・注力領域：業績は、当行の戦略の効果的な実行をサポートする財務及び財務以外の指標

のバランスと比較して評価される。並びに

・モディファイア：モディファイアは、リスク及びレピュテーション、人的管理に関する

検討事項並びに取締役会が判断するその他の事項について、実績の増減（ゼロにするこ

とを含む。）の調整を可能にする。

2024年度の当行グループのSTVRスコアカードの詳しい情報については、第一部　第５　

３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション3.3を参照

のこと。

猶予期間 STVRの50パーセントは、２年間を上限として株主持分に繰延され、業務執行役員報酬を

株主利益と一致させ、保持メカニズムとして機能する。繰延STVRは、勤続を条件とし

て、また、調整にかかるものとして、１年ないし２年後に同等の比率で権利確定する。

権利確定の遅延 詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。

雇用終了時の報奨

の扱い

詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。

報酬調整 詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。
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5.3　長期変動報酬

LTVRは、均等に重み付けされた２つの構成要素であるLTVR制限新株引受権とLTVR業績連動型新株引受権で構

成されている。下表は、2023年10月に取締役会によって決定され、2024年１月に付与された2024年度LTVR制度

の重要な設計特性を示している。

 

5.3.1　2024年度の長期変動報酬制限新株引受権

 

長期変動報酬制限新株引受権

目的 持続可能なリスク文化及び長期的な株主価値の創出に対し業務執行役員に報酬を付与す

ること

構造及び付与 LTVRの50パーセントは、制限新株引受権により付与される。CEOについては、50パーセン

トが４年後に権利確定し、50パーセントが５年後に権利確定する。グループ業務執行役

員については、100パーセントが４年後に権利確定する。

制限新株引受権１個につき、保有者は、権利確定時に行使価格ゼロで普通株式１株を受

け取る。業務執行役員は、以下のとおり、配当相当額を受領する。

目標付与額 CEO及びグループ業務執行役員に付与されるLTVR制限新株引受権の価値は、固定報酬の割

合として表示される。LTVR制限新株引受権の価値は、市場競争力を含む様々な要因を考

慮した上で設定する。

ビジネス上の役職にあるCEO及びグループ業務執行役員に対する2024年度のLTVR制限新株

引受権の目標付与額の額面価格は、固定報酬の70パーセントである（2023年10月１日現

在、退職年金を含む。）。機能的役職にあるグループ業務執行役員に対するLTVR制限新

株引受権の目標付与額の額面価格は、固定報酬の55パーセントである（2023年10月１日

現在、退職年金を含む。）。

配分方法 各業務執行役員の取得する制限新株引受権の数は、LTVR制限新株引受権報奨の豪ドル価

値を業績期間の初日における制限新株引受権の額面価格で除して計算される。制限新株

引受権の額面価格は、業績期間の開始（2024年度LTVR付与については、2023年10月１日

である。）までの５日間のVWAPである。

業績条件 制限新株引受権は、付与前及び権利確定前に評価される業績条件に服する。かかる評価

は、付与前評価及び権利確定前評価として知られる。

評価は、当行グループのリスク文化の維持又は改善に焦点を当てている。評価は、主と

して、様々な要因に基づき、証拠に基づいたプロセスである健全性基準CPS220リスク管

理に基づく、取締役会によるAPRAに対する年一度の証明の一環として評価される当行グ

ループ全体のリスク文化の評価に基づいている。これには健全性ゲートが適用される。

取締役会はまた、業績管理又はSTVR実績を通じて十分に対処されていない重大なリスク

の発生又は重大な不正行為の有無について検討を行う予定である。

 

ステップ１：リスク要因の評価

1.　健全性ゲート：当行は、取引資本基盤及び流動性を考慮して、安全かつ安心な状態

を維持しているか。健全性は、普通株式等Tier 1資本比率、流動性カバレッジ比率及

び安定調達比率で測定される。

2.　当行グループのリスク文化：当行グループのリスク文化の成熟度は、業務執行役員

の作為及び不作為の両方を考慮して、維持又は改善されているか。リスク文化の評価

には、一連のインプット、審査プロセス及び取締役会による当行グループのリスク文

化の評価が含まれる。

3.　重大なリスクアウトカム：当行グループに重大で著しいリスクが生じ、それが他の

箇所で未対応になっているものはないか。

4.　重大な不正行為：当行に重大な不正行為の問題があり、それが他の箇所で未対応に

なっているものはないか。
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長期変動報酬制限新株引受権（続き）

業績条件

（続き）

ステップ２：取締役会の裁量の検討

裁量の適用及び評価全体の手引きとなる検討事項は、以下のとおりである。

・当行の財務状況、評判、顧客、株主、従業員又は規制上の地位に対する悪影響の重大

性

・結果が当行、銀行業界又はより広範な市場に固有のものであったかどうか

・業績及び報酬の成果が、（例えば、報酬調整を通じて）集団又は個人レベルで既に影

響を受けている程度

・集団又は個人ベースで調整が必要か否か

業績期間を通じて当行グループのリスク文化の維持又は改善に注力していることに鑑

み、付与前評価の段階では調整の可能性は低く、権利確定前評価の段階では潜在的な調

整がなされる可能性が高い。

業績実績の評価 LTVR制限新株引受権は、付与時及び４年間の業績期間後にリスク文化に照らして評価され

る。業績の評価にはリスク要因の評価が含まれ、取締役会の裁量を考慮に入れる。

配当相当額の支払 配当相当額の支払は、LTVRが権利確定する範囲で行われる。LTVR制限新株引受権について

は、業績期間及び業績期間後の猶予期間（該当する場合）について発生し、猶予期間の終

了時に支払われる。配当相当額の支払は、権利確定可能なLTVR制限新株引受権の数に、当

該期間中の各基準日に公表された配当価格を乗じて計算される。計算にはフランキング・

クレジットは含まれない。

行使期間 権利確定した新株引受権は、報奨の権利確定日から最大２年行使することができ、期間内

に行使しない場合には自動的に行使される。新株引受権の行使価格はゼロである。

再テストは実施し

ない

再テストは実施されていない。業績期間後に権利確定していない報奨は失効する。

早期権利確定 権利確定されていない報奨は、当行の支配権の変更があった場合には取締役会の裁量で、

又は死亡若しくは障害により雇用が終了した場合、業績テスト日より前に権利確定するこ

とが可能である（法律により妨げられる場合を除く。）。

権利確定の遅延 詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。

雇用終了時の報奨

の扱い

詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。

報酬調整 詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。
 

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

261/623



5.3.2　2024年度の長期変動報酬業績連動型新株引受権

 

長期変動報酬業績連動型新株引受権

目的 長期的な株主価値の創出に対し業務執行役員に報酬を付与すること

構造及び付与 LTVRの50パーセントは、業績連動型新株引受権により付与される。CEOについては６年後

に権利確定し、グループ業務執行役員については５年後に権利確定する。

業績連動型新株引受権１個につき、保有者は、権利確定時に行使価格ゼロで普通株式１

株を受け取る。業務執行役員は、以下のとおり、配当相当額を受領する。

目標付与額 CEO及びグループ業務執行役員に付与されるLTVR業績連動型新株引受権の価値は、固定報

酬の割合として表示される。LTVR業績連動型新株引受権の価値は、市場競争力を含む

様々な要因を考慮した上で設定する。

ビジネス上の役職にあるCEO及びグループ業務執行役員に対する2024年度のLTVR業績連動

型新株引受権の目標付与額の額面価格は、固定報酬の70パーセントである（2023年10月

１日現在、退職年金を含む。）。機能的役職にあるグループ業務執行役員に対するLTVR

業績連動型新株引受権の目標付与額の額面価格は、固定報酬の55パーセントである

（2023年10月１日現在、退職年金を含む。）。

配分方法 各業務執行役員の取得する業績連動型新株引受権の数は、LTVR業績連動型新株引受権報

奨の豪ドル価値を業績期間の初日における業績連動型新株引受権の額面価格で除して計

算される。額面価格は、業績期間の開始（2024年度LTVR付与については、2023年10月１

日である。）までの５日間のVWAPである。

業績条件 LTVR業績連動型新株引受権は、株主価値の長期的な成長を達成し、業務執行役員報酬と

株主利益の一致をサポートすることを目的とした相対的TSR目標を条件としている。相対

的TSRは、配当金が同業他社に比例して再投資されることを前提とした場合における、業

績期間にわたり株主に提供される全利益に関する指標である。

当該業績条件は、下記に概説されるパーセンタイル順位の権利確定表を用いて、当行の

TSR業績を８社のオーストラリアの金融サービス企業に照らして測定する。
 

当行のTSR業績 権利確定する割合の参照指標

75パーセンタイル以上の場合 100パーセント

中央値と75パーセンタイルの間の場合 50パーセントから100パーセントの

間で権利確定（按分ベース）

中央値の場合 50パーセント

中央値を下回る場合 0パーセント

 

同業他社グループには、以下の会社が含まれる。AMP・リミテッド、オーストラリア・ア

ンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド、バンク・オブ・クイー

ンズランド・リミテッド、ベンディゴ・アンド・アデレード・バンク・リミテッド、コ

モンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、マッコーリー・グループ・リミテッ

ド、ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド及びサンコープ・グループ・リ

ミテッド。取締役会は、必要に応じて、同業他社グループを変更し、全体的な権利確定

結果を決定する裁量権を有する。

業績実績の評価 LTVR業績連動型新株引受権は、４年間の業績期間後の相対的TSR実績に従う。

外部的客観性を確保するため、相対的TSR結果は、権利確定結果の決定のために取締役会

に提供される前に、独立して計算される。取締役会は、最終的な権利確定結果を決定す

るにあたり、裁量権を行使することができる。
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長期変動報酬業績連動型新株引受権（続き）

配当相当額の支払 配当相当額の支払は、LTVRが権利確定する範囲で行われる。LTVR業績連動型新株引受権

については、業績期間後の猶予期間についてのみ発生し、猶予期間の終了時に支払われ

る。配当相当額の支払は、権利確定可能なLTVR業績連動型新株引受権の数に、当該期間

中の各基準日に公表された配当価格を乗じて計算される。計算にはフランキング・クレ

ジットは含まれない。

行使期間 権利確定した新株引受権は、報奨の権利確定日から最大２年行使することができ、期間

内に行使しない場合には自動的に行使される。新株引受権の行使価格はゼロである。

再テストは実施し

ない
再テストは実施されていない。業績期間後に権利確定していない報奨は失効する。

早期権利確定 権利確定されていない報奨は、当行の支配権の変更があった場合には取締役会の裁量

で、又は死亡若しくは障害により雇用が終了した場合、業績テスト日より前に権利確定

することが可能である（法律により妨げられる場合を除く。）。

権利確定の遅延 詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。

雇用終了時の報奨

の扱い

詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。

報酬調整 詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)

「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。
 

 

5.4　変動報酬の共通の設計特性

 

権利確定の遅延 取締役会は、個人が、有害リスク若しくは不正行為等の行為事由について調査に服してい

る場合、法的手続又は規制機関による手続の対象であるか又はかかる手続に関与している

場合、権利確定の遅延が合理的であると取締役会が判断する場合、或いはその他法律上必

要とされる場合には、（法律に従い）変動報酬の権利確定を遅延させる裁量権を有する。

雇用終了時の報奨

の扱い

権利確定していない変動報酬は、当該権利確定していない変動報酬の一部を維持すべきで

あると取締役会が判断した場合を除き、CEO又はグループ業務執行役員が権利確定前に辞

職するか、又はその他の理由により当行グループを去った場合（以下に記載される理由を

除く。）、失権する。

CEO又はグループ業務執行役員が死亡又は永久全身障害を理由に雇用を終了した場合、法

律によって妨げられない限り、権利確定していない変動報酬はすべて、直ちに権利確定す

るか又は行使可能となる。

CEO又はグループ業務執行役員が退職、人員削減又は合意された離職により雇用を終了し

た場合、権利確定していない変動報酬は、該当する業績条件に服するものとし、取締役会

が決定する減額に従い維持される。

報酬調整 取締役会は、重大な不正行為を含む特定の状況において、報奨の全部又は一部が適切では

なかったと取締役会が判断する重大な状況又は新たな情報が判明した場合、或いは法律又

は健全性基準により要求される場合には、変動報酬（当年度STVRを含む。）を下方向に調

整（ゼロにすることを含む。）ことができる。

取締役会は、通常、当年度STVRに対する調整が不十分であるか又は利用できないと考えら

れる場合には、権利確定されていない繰延STVRに対して調整を適用し、その後、当年度及

び繰延STVRに対する調整が不十分であるか又は利用できないと考えられる場合には、権利

確定されていないLTVRに対して調整を適用する。法的に許容されかつ実行可能な範囲で、

権利確定した変動報酬に対してクローバックが適用される。

報酬調整に対するアプローチの詳しい情報については、第一部　第５　３「コーポレー

ト・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション4.3を参照のこと。
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5.5　業務執行役員最低株式保有要件及び現在のコンプライアンス

CEO及びグループ業務執行役員は、株主利益との一致を強化する目的で、多数の当行株式を取得し、保持す

ることを要求されている。LTVR制限新株引受権及びLTVR業績連動型新株引受権は、業績条件が満たされるま

で、株式保有の計算には含まれない。

2024年９月30日現在、CEO及びグループ業務執行役員は、かかる要件を遵守しているか又は遵守しようとし

ている。

 

要件の側面 説明

要件レベル CEO：年金を含む固定報酬の２倍

グループ業務執行役員：年金を含む固定報酬の１倍

売却制限 業務執行役員は、納税義務を果たす目的以外は、以下のとおり権利確定株式の売

却を制限される。

・2021年10月１日以降のLTVR付与については、必要な株式保有水準が満たされる

まで

・STVR付与については、積立期間の終了時に、必要な株式保有水準が満たされて

いない場合

積立期間 2022年10月１日から５年以内（すなわち2027年10月１日まで）又は任命から５年

以内のいずれか遅い方。取締役会附属報酬委員会は、例外的な状況において調整

を行う裁量を有している。

株式保有の計算 権利確定されていないLTVR（制限新株引受権及び業績連動型新株引受権を含

む。）は、業績条件が満たされるまで、株式保有の計算に含まれない。その他の

株式保有は認識される。これには、以下のものが含まれる。

・従業員持株制度で保有される株式（繰延STVRを含む。）

・単独又は他者と共同で、完全に個人の名義で保有する株式及び

・家族信託又は自己運用退職年金基金が保有する株式
 

 

5.6　ヘッジ方針

当行の株式制度の参加者は、直接的又は間接的を問わず、権利未確定の報奨についてヘッジ取引を締結する

ことを禁止されている。これらの報奨に関連するリスクを軽減する目的で金融商品を利用することは一切でき

ない。これらの報奨につきいかなるヘッジを試みた場合でも、その権利を喪失し、取締役会はその他の懲戒処

分を検討する可能性がある。かかる制限は、権利未確定の報奨のヘッジ取引を禁止する会社法の要件を満たし

ている。
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5.7　雇用契約

CEO及びグループ業務執行役員の報酬及びその他の雇用条件については、雇用契約にまとめられている。各

契約は、固定報酬（退職年金拠出金を含む。）、変動報酬並びに死亡及び終身障害保険等のその他の給付につ

いて規定している。

下表は、CEO及びグループ業務執行役員の雇用契約の解除規定を含む重要条項の詳細を示すものである。

 

条項 条件

契約期間 いずれかの当事者による通知がない限り継続。

（業務執行役員又

は当行グループに

よる）雇用解除の

通知

12か月
a
。

正当な理由のない

解除の場合の解除

金
b

繰延STVR（過去１年間について比例配分ベースで付与される。）及び権利確定していな

いLTVRは、適用ある株式制度の規則に従い権利確定され、報奨が維持された場合、報酬

調整の対象となる。

正当な理由のある

場合の解除

不正行為については直ちに解除される。繰延STVR及びLTVRは失権する（取締役会は、その

他の決定を行う裁量を有する。）。

退職後の制限 CEO：12か月間の競業禁止及び勧誘制限。

グループ業務執行役員：６か月間の競業禁止及び12か月間の勧誘制限。
 

a　一定の場合において、取締役会は、通知期間の一部又は全部に関して通知に代わる支払を承認することができる。

b　CEO及びグループ業務執行役員に対する通知期間に関する契約解除給付の責任限度額総額は、2024年９月30日現在12.5

百万豪ドル（2023年度は11.0百万豪ドル）であった。

 

６. 非業務執行取締役の報酬

6.1 体系及び方針

非業務執行取締役報酬は、当行の業績には関連しない。報酬は現金で支払われ、業績に対する変動報酬は支

払われていない。非業務執行取締役は、株主の利益と自らの利益とを一致させるため、自らの資金を用いて最

低株式保有数を取得し、保持することを要求されている（詳細については、第一部　第５　３「コーポレー

ト・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション6.3を参照のこと。）。
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下表は、非業務執行取締役の報酬の要素を示したものである。

 

非業務執行取締役の報酬

基本報酬 ウエストパック・バンキング・コーポレーション取締役会の役務に関連する。議

長の基本報酬は、取締役会附属委員会を含むあらゆる職務を対象とするものであ

る。

委員会報酬 非業務執行取締役（議長以外）には、取締役会附属委員会（取締役会附属指名及

びガバナンス委員会を除く。）の委員長又は委員の役務に対する追加的な報酬が

支払われる。

雇用者退職年金拠出金 退職年金保証法に規定される退職年金拠出金基本額の上限額を上限とする、法定

の退職年金拠出金を反映している。
 

 

6.2 2023年度における非業務執行取締役の報酬

下表は、取締役会及び委員会の年間報酬（退職年金を除く。）を示すものである。当年度中の取締役会及び

委員会の構成の変更は、第一部　第５　３の(2)「役員の状況」に記載されている。

2024年度において、報酬プールのうち3.3百万豪ドル（72パーセント）が利用された。年間4.5百万豪ドルの

非業務執行取締役の報酬プールは、2008年度の定時総会において株主により承認され、雇用者退職年金拠出金

を含む。

取締役会附属指名及びガバナンス委員会の委員は、同委員会における役務に対する追加的な報酬を受領して

いない。

 

基本報酬及び委員会報酬
年間レート

（単位：豪ドル）
（退職年金を除く。）

議長 823,000

その他の非業務執行取締役 215,000

委員会委員長報酬  

取締役会附属監査委員会 69,000

取締役会附属リスク委員会 69,000

取締役会附属報酬委員会 59,000

委員会委員報酬  

取締役会附属監査委員会 31,000

取締役会附属リスク委員会 31,000

取締役会附属報酬委員会 28,000
 

 

当年度、当行は、非業務執行取締役の報酬について、基準による評価を実施した。その結果、当行は、すべ

ての委員会報酬を34,000豪ドルに引き上げた。また、当行は、金融サービスにおける報酬の監督に関する規制

の複雑化を反映し、市場に合わせて取締役会附属報酬委員会の委員長報酬を69,000豪ドルに引き上げた。いず

れの変更も2024年10月１日から適用される。
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また、非業務執行取締役は、委員会委員については2,000豪ドル、委員会委員長については4,000豪ドル（退

職年金を除く。）が会議ごとに支払われる、追加の職務に対する報酬を受領することができる。報告期間中、

ピーター・ナッシュ氏は、デュー・ディリジェンス委員会の責務及び参加に対して12,000豪ドルの追加報酬を

受領し、マーガレット・シール氏は、新議長の採用支援に対して20,000豪ドルの追加報酬を受領した。

さらに、UNITEプログラムを通じて提供されている技術転換を支援するため、３名の非業務執行取締役（ネ

リダ・シーザー氏、アンディー・マグワイア氏、ピーター・ナッシュ氏）で構成されるUNITE監視グループを

2024年５月に設立した。追加の職務を認識するために、これらの非業務執行取締役は、2024年６月１日から、

年間34,000豪ドル（退職年金を除く。）の追加報酬を受領する。

 

6.3 非業務執行取締役の最低株式保有要件

非業務執行取締役は、取締役に任命されてから５年以内に、取締役会基本報酬（議長の場合は議長報酬）を

下回らない価値の当行普通株式を取得し、保持することを要求されている。

2024年９月30日現在、すべての非業務執行取締役は、要件を遵守しているか又は遵守しようとしている。
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７. 法定報酬開示

7.1　非業務執行取締役の報酬の詳細

下表は、非業務執行取締役の報酬の詳細を示すものである。

 
 短期報酬  退職給付  

 
 
氏名

 
当行

取締役会

報酬
a

非貨幣性

給付
b  

 
 
 

退職年金

 
 
 

合計

（豪ドル） （豪ドル）  （豪ドル） （豪ドル）

現非業務執行取締役      

スティーブン・グレッグ（議長）c      

2024年度 680,727 5,893  30,017 716,637

2023年度 ------------------ 2023年度はKMPに該当せず--------------------

      

ティム・バローズ      

2024年度 269,410 -  28,054 297,464

2023年度 138,123 -  14,163 152,286

      

ネリダ・シーザー      

2024年度 258,208 -  27,674 285,882

2023年度 240,392 -  24,901 265,293

      

オーデット・エクセルAO      

2024年度 316,232 -  28,211 344,443

2023年度 302,177 -  26,020 328,197

      

アンディー・マグワイアc      

2024年度 53,631 -  6,168 59,798

2023年度 ------------------ 2023年度はKMPに該当せず--------------------

      

ピーター・ナッシュ      

2024年度 339,478 -  28,316 367,795

2023年度 316,177 -  25,851 342,028

      

ノラ・シャインケステル      

2024年度 340,346 -  - 340,346

2023年度 306,951 -  25,076 332,027

      

マーガレット・シール      

2024年度 263,977 -  26,459 290,436

2023年度 270,731 -  25,452 296,183

      

マイケル・ウルマーAO      

2024年度 300,846 -  8,214 309,060

2023年度 134,764 -  6,323 141,087
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 短期報酬  退職給付  

 
 
氏名

 
当行

取締役会

報酬
a

非貨幣性

給付
b  

 
 
 

退職年金

 
 
 

合計

（豪ドル） （豪ドル）  （豪ドル） （豪ドル）

元非業務執行取締役      

ジョン・マクファーレンc      

2024年度 170,927 1,756  4,761 177,444

2023年度 824,177 8,335  25,909 858,421

      

クリス・リンチc      

2024年度 56,904 -  6,155 63,059

2023年度 275,177 -  25,846 301,023

報酬合計      

2024年度 3,050,685 7,649 194,029 3,252,364

2023年度d 3,082,704 8,335 210,822 3,301,861

      
 

a　基本報酬、委員会報酬及びその他の報酬を含む。

b　非貨幣性給付は、当行グループに発生する費用（該当する場合は関連付加給付税(「FBT」)を含む。）に基づき決定さ

れ、銀行負担の駐車場を含む。

c　本情報は個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンス

の状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション２を参照のこと。

d　2023年度の報酬合計は、2023年度有価証券報告書に報告されたものを記載している。2023年度の報酬合計は、2024年

度にKMPではなかった個人を含んでおり、当該個人の報酬は上記の表に含まれていない。
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7.2　法定報酬の詳細―CEO及びグループ業務執行役員

下表は、オーストラリアの会計基準に従って作成及び監査されたCEO及びグループ業務執行役員の報酬の詳

細を示すものである。

 

 短期報酬   退職給付  
その他の
長期報酬

 
 

株式報酬   

 
氏名

固定

報酬
a

現金STVR

報奨
b

非貨幣性

給付
c

その他の

報酬
d  

退職年金

給付
e

 長期勤続
休暇給付

 制限株式
f

制限新株引

受権
g

業績連動型
新株

引受権
g

 合計
h

(豪ドル) （豪ドル） （豪ドル） （豪ドル）  （豪ドル）  (豪ドル)  （豪ドル）  （豪ドル）  （豪ドル）

マネージング・ディレクター兼最高経営責任者

ピーター・キング（マネージング・ディレクター兼最高経営責任者）

2024年度 2,418,943 975,000 20,823 -  48,249  22,024  1,198,595 728,328 1,521,487  6,933,449

2023年度 2,437,773 1,125,000 30,873 -  45,676  37,773  982,267 - 1,084,059  5,743,421

グループ業務執行役員

スコット・コラリー（首席情報担当役員）

2024年度 1,300,753 508,500 8,333 -  34,739  21,537  563,784 241,512 740,674  3,419,832

2023年度 1,187,292 508,500 19,658 -  33,161  18,593  806,081 - 631,647  3,204,932

               

ネル・ハットン（ウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者）

2024年度 1,230,101 502,000 5,359 -  35,046  17,352  1,132,285 238,441 105,932  3,266,516

2023年度 ----------------------------------- 2023年度はKMPに該当せず---------------------------------------

  

キャロリン・マッキャン（顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員）

2024年度 1,038,679 437,500 5,359 -  36,479  15,727  398,684 198,233 482,393  2,613,054

2023年度 1,014,216 380,000 5,631 -  29,927  21,684  329,981 - 449,375  2,230,814

               

キャサリン・マクグラス（ウエストパック・ニュージーランド最高経営責任者）

2024年度 857,768 311,189 8,386 -  119,894  -  - 523,182 388,367  2,208,786

2023年度 816,255 350,356 11,050 -  114,168  -  - 281,725 308,247  1,881,801

  

アンソニー・ミラー（ビジネス・アンド・ウェルス担当最高責任者）

2024年度 1,279,390 478,000 3,315 166,277  37,898  19,056  684,787 238,441 717,728  3,624,892

2023年度 1,195,992 611,000 4,489 404,713  35,432  21,539  851,380 - 610,124  3,734,669

  

クリスティーン・パーカー（人事担当グループ業務執行役員）

2024年度 1,045,623 417,000 3,315 -  32,976  16,896  401,268 152,684 524,412  2,594,174

2023年度 995,877 392,000 3,306 -  30,305  15,183  353,590 - 534,136  2,324,397

               

マイケル・ローランド（首席財務担当役員）

2024年度 1,249,398 500,500 3,315 -  34,007  18,870  465,327 186,823 579,245  3,037,485

2023年度 1,207,072 446,500 4,888 -  31,278  19,038  404,955 - 494,888  2,608,619

  

ジェイソン・イエットン（コンシューマー部門担当最高責任者）

2024年度 1,200,082 443,000 3,315 -  38,009  19,050  539,012 238,441 770,574  3,251,483

2023年度 1,175,407 611,000 4,489 -  35,495  22,119  559,508 - 702,392  3,110,410

               

ライアン・ザニン（首席リスク担当役員）

2024年度 1,663,065 674,000 151,817 116,682  2,097  25,268  730,310 249,101 541,063  4,153,403

2023年度 1,737,772 503,500 81,424 594,277  9,482  25,453  319,974 - 429,219  3,701,101
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a　固定報酬は、現金給与、給与の天引きによる給付及び年次有給休暇給付計上額の総額を示す。現金で支払われる拠出

限度額を超える退職年金も含まれている。

b　現金STVR報奨は、通常会計年度末後の12月に支払われる。リーダーシップ行動の評価に基づいて、１名のグループ業

務執行役員の2024年度STVR報奨の現金及び繰延部分について下方調整が適用された。

c　非貨幣性給付は、当行グループに発生する費用（該当する場合は関連FBTを含む。）に基づき決定され、年度ごとの健

診、課税に関する助言の提供、銀行負担の駐車場、役員生命保険、移転費用及び通勤手当等を含む。移転現金手当

は、KMPとしての開始日からクローバック期間の終了までの費用として認識される。

d　雇用終了時の支払又は現KMPについてはその他契約に基づく支払を含む。買取合意の現金部分は、KMPとしての開始日

から猶予期間の終了までの費用として認識される。アンソニー・ミラー氏について、現金買取合意が2021年３月25日

に合意された。買取合意の現金部分の29パーセントが2024年に支払われ、報奨の残りの現金部分は2025年３月までに

支払われる予定である。ライアン・ザニン氏について、現金買取合意が2022年８月30日に合意されたが、2024年に支

払われた同報酬は31パーセントであり、報奨の残りの部分は2024年12月までに支払われる予定である。

e　個人に無償で提供される当行グループの生命保険及び給与継続保険を含む。退職年金給付は、AASB第119号「従業員給

付」に基づき計算されている。

f　制限株式の償却方法は、報酬が得られた任期から開始し、猶予期間の終了時に終了する。スコット・コラリー氏、ネ

ル・ハットン氏及びアンソニー・ミラー氏が保有する一部の制限株式とは、当行に入行するために退職した際に前雇

用主から放棄された報酬を補償するために行われた配分を示すものである。制限株式の猶予期間は、放棄された株式

の猶予期間と同じである。

g　株式決済報酬は、業績期間及び猶予期間にわたる償却に基づいている。当該報酬は、2024年９月30日までの会計年度

中に付与される業績目標のある／業績目標のない新株引受権の付与日における公正価値を用いて計算される。公正価

値は、招待オプトアウト日に基づく外部評価を用いて計算される。キャサリン・マクグラス氏の2024年度の数値のう

ち38パーセントは、繰延STVR報奨に帰属する。

h　表には、2024年度にKMPである個人の報酬の詳細が含まれているが、第一部　第６　１「財務書類」の注記34に記載さ

れる合計額には、2023年度にKMPではなくなった元KMPが含まれている。報酬総額のうち、業績連動型のもの（現金

STVR報奨及び株式報酬）の割合は、以下のとおりである。ピーター・キング氏64パーセント、スコット・コラリー氏

60パーセント、ネル・ハットン氏61パーセント、キャロリン・マッキャン氏58パーセント、キャサリン・マクグラス

氏55パーセント、アンソニー・ミラー氏58パーセント、クリスティーン・パーカー氏58パーセント、マイケル・ロー

ランド氏57パーセント、ジェイソン・イエットン氏61パーセント、ライアン・ザニン氏53パーセント。報酬総額のう

ち、新株引受権の形態で付与されたものの割合は、以下のとおりである。ピーター・キング氏32パーセント、スコッ

ト・コラリー氏29パーセント、ネル・ハットン氏11パーセント、キャロリン・マッキャン氏26パーセント、キャサリ

ン・マクグラス氏41パーセント、アンソニー・ミラー氏26パーセント、クリスティーン・パーカー氏26パーセント、

マイケル・ローランド氏25パーセント、ジェイソン・イエットン氏31パーセント、ライアン・ザニン氏19パーセン

ト。

i　ピーター・キング氏は、2024年12月15日に最高経営責任者を退任する予定である。同氏の2024年度の法定報酬には、

株式報酬の償却に関連する3,448,410豪ドルが含まれている。2024年12月15日をもって退任する同氏の意向を受けて、

かかる株式報酬（制限株式、制限新株引受権及び業績連動型新株引受権）の償却は、加速化される権利確定期間にお

いて認識されている。これにより、すべての株式報酬において2024年度に認識された850,382豪ドルの追加的な会計上

の償却が行われた。かかる報酬に関連する残りの会計上の償却は、2025年度に認識される予定である。報奨が最終的

に権利確定するか否かにかかわらず、かかる報奨の全額が加速化される権利確定期間に認識される。報奨は、引き続

き、既存の業績条件に従うものとし、業績条件の達成を条件に権利確定する。ピーター・キング氏の終了手続の詳細

については、2024年９月９日付のオーストラリア証券取引所のリリースを参照のこと。

さらに、2024年７月、ピーター・キング氏は、従業員が当行での勤続30年に達したときに受領する3,000豪ドルの標準

勤続報奨を受領した。
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7.3　当期中の株式決済商品の変動

下表は、2024年度における、CEO及びグループ業務執行役員についてのエクイティ商品の数及び価値の変動

を示したものである。

 

 
氏名

 
エクイティ商品の種類

 

付与数
1

 
権利

確定数
2

 

行使数
3

 
 

付与価値
4

（豪ドル）

行使
された
ものの

価値
5

（豪ドル）

失権又は
失効した
ものの

価値
5

（豪ドル）

マネージング・ディレクター兼最高経営責任者       

ピーター・キング 制限株式 48,806 40,821 - 1,132,299 - -

 制限新株引受権 82,977 - - 1,925,066 - -

 業績連動型新株引受権 82,978 - - 1,062,948 - 2,228,805

        

グループ業務執行役員        

スコット・コラリー 制限株式 22,060 67,576 - 511,792 - -

 制限新株引受権 42,863 - - 994,422 - -

 業績連動型新株引受権 42,864 - - 549,088 - -

        

ネル・ハットン 制限株式 54,229 8,983 - 1,258,113 - -

 制限新株引受権 42,318 - - 981,778 - -

 業績連動型新株引受権 42,319 - - 542,106 - -

        

キャロリン・マッキャン 制限株式 16,485 13,715 - 382,452 - -

 制限新株引受権 35,182 - - 816,222 - -

 業績連動型新株引受権 35,183 - - 450,694 - 873,728

        

キャサリン・マクグラス 業績目標のない新株引受権 16,597 7,223 - 360,951 - -

 制限新株引受権 31,670 - - 734,744 - -

 業績連動型新株引受権 31,670 - - 405,693 - -

        

アンソニー・ミラー 制限株式 26,507 65,029 - 614,962 - -

 制限新株引受権 42,318 - - 981,778 - -

 業績連動型新株引受権 42,319 - - 542,106 - -

        

クリスティーン・パーカー 制限株式 17,006 15,222 - 394,539 - -

 制限新株引受権 27,098 - - 628,674 - -

 業績連動型新株引受権 27,098 - - 347,125 - 1,107,043

        

マイケル・ローランド 制限株式 19,370 18,073 - 449,384 - -

 制限新株引受権 33,157 - - 769,242 - -

 業績連動型新株引受権 33,158 - - 424,754 - -

        

ジェイソン・イエットン 制限株式 26,507 25,969 - 614,962 - -

 制限新株引受権 42,318 - - 981,778 - -

 業績連動型新株引受権 42,319 - - 542,106 - 1,519,196

        

ライアン・ザニン 制限株式 43,534 4,851 - 1,009,989 - -

 制限新株引受権 44,210 - - 1,025,672 - -

 業績連動型新株引受権 44,211 - - 566,343 - -
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a　CEOに付与された制限新株引受権及び業績連動型新株引受権は、ASX上場規則10.14に基づき毎年定時総会で株主に承認

される。当行は、オプションの付与は行わない。繰延STVR報奨は、制限株式（又はニュージーランドのKMPの業績目標

のない新株引受権）によって付与される。2023年度の繰延STVR報奨は、CEO及びグループ業務執行役員に対して2024年

１月19日に付与され、猶予期間は2023年10月１日に開始した。報奨の50パーセントは2024年10月１日に権利確定し、

残りの50パーセントは2025年10月１日に権利確定する（勤続を条件とし、報酬調整にかかる。）。

b　2019年度に付与された業績連動型新株引受権について、2023年10月に相対的TSR業績条件に照らして評価された際に、

権利確定したものは存在しない。2023年に権利確定する予定の繰延STVRの100パーセントが猶予期間の終了時に権利確

定した。スコット・コラリー氏の場合、権利確定した制限株式67,576株のうち45,879株は、買取報酬に関連したもの

で、当該報酬に配分された株式総数の61パーセントに相当する。かかる報酬の全額が権利確定した。アンソニー・ミ

ラー氏の場合、権利確定した制限株式65,029株のうち46,798株は、買取報酬に関連したもので、当該報酬に配分され

た株式総数の38パーセントに相当する。残りの報酬は、2025年３月までに権利確定する。ネル・ハットン氏の場合、

付与された制限株式は、KMPに就任する前の同氏の役職に対する報酬に関連したものである。

c　2023年９月以前に付与された新株引受権で権利確定したものは、開始日から最長で15年の間これを行使することがで

きる。2023年９月以降に付与された新株引受権で権利確定したものは、権利確定日から２年間これを行使することが

できる。そうでない場合は、新株引受権は、期間の終了時に自動的に行使される。

d　業績連動型新株引受権について、付与価値とは、付与された証券の数に、「権利確定していない株式報酬の概要」と

いうサブセクションの表に記載の各商品の公正価値を乗じた額を示すものである。制限株式及び制限新株引受権につ

いて、付与価値とは、付与された新株引受権の数に、報酬の付与日における当行普通株式の終値を乗じた額を示すも

のである（23.20豪ドル）。これらの価値は、2024年度のCEO及びグループ業務執行役員に対して付与された株式報酬

の全価値を表示しており、当年度中の株式報酬償却額を示した上記第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの

状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション7.2の表に記載の数値とは一致しない。付与された報酬の総価値の将来の

会計年度における最小値はゼロであり、将来の会計年度における推計最大可能値は上記の公正価値である。これに

は、ライアン・ザニン氏に対する追加の制限株式の付与が含まれており、その推計最大可能値は公正価値500,000豪ド

ルである。

e　行使されたか又は失権した若しくは失効した新株引受権の価値は、行使日（又は失権日若しくは失効日）の当行普通

株式の終値に基づき算出される。全体の価値は、業績条件の不適合に起因する失権又は失効を反映している。

 

7.3.1　権利確定していない株式報酬の概要

下表は、2024年９月30日現在、KMPを務めている間にCEO及びグループ業務執行役員に付与されたSTVR及び

LTVR報奨で権利確定していないものの概要を示したものである
1
。すべての報酬は、勤続を条件とし、また、

業績条件（該当する場合）、猶予期間及び報酬調整に従うものとする。報酬の詳細については、過去の有価証

券報告書を参照のこと。

 

公正価値

公正価値は、AASB第２号株式報酬の要件に従い決定される。

STVR及びLTVR制限新株引受権の公正価値は、会計上は招待オプトアウト日である付与日の終値により算定さ

れている。

LTVR業績連動型新株引受権の公正価値は、モンテカルロ・シミュレーション価格決定モデルを用いて、PFS

コンサルティングによって、付与日（招待オプトアウト日）現在で個別に算定されている。
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配分価値

報酬のために業務執行役員に付与される金額は、会計上使用される公正価値とは異なる。

STVRの配分は、STVR報奨の豪ドル価値を付与日までの５日間VWAPで除して決定される。STVRの詳細について

は、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.2を参照の

こと。

LTVRの配分は、LTVR報奨の豪ドル価値を新株引受権の額面価格で除して決定される。新株引受権の額面価格

は、業績期間の開始までの５日間VWAPである。詳細については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナン

スの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.3を参照のこと。

 

報酬名 付与日
業績期間の
開始日

業績期間の
終了日

猶予期間の
終了日 失効日 公正価値 業績条件

2023年度STVR 2024年１月19日 2022年10月１日 2023年９月30日

2024年10月１日
（第１回）及び
2025年10月１日
（第２回）

該当なし 23.20豪ドル

勤続（STVRスコ
アカード評価が
完了しているも
のとする。）

2022年度STVR 2022年12月15日 2021年10月１日 2022年９月30日
2024年10月１日
（第２回）

該当なし 23.50豪ドル

勤続（STVRスコ
アカード評価が
完了しているも
のとする。）

2024年度LTVR業
績連動型新株引
受権

2024年１月19日 2023年10月１日 2027年９月30日

CEO：2029年11月
15日

グループ業務執行
役員：2028年11月

15日

CEO：2031年11月
15日

グループ業務執
行役員：2030年

11月15日

12.81豪ドル 相対的TSR

2024年度LTVR制
限新株引受権

2024年１月19日 2023年10月１日 2027年９月30日

CEO：2027年11月15
日に50％（第１
回）及び2028年11
月15日に50％（第

２回）
グループ業務執行
役員：2027年11月

15日

CEO：2029年11月
15日（第１回）
及び2030年11月
15日（第２回）
グループ業務執
行役員：2029年

11月15日

23.20豪ドル

リスク文化の権
利確定前評価
（付与前評価が
完了しているも
のとする。）

2023年度LTVR業
績連動型新株引
受権

2022年12月15日 2022年10月１日 2026年９月30日 2026年10月25日 2037年10月１日 11.90豪ドル 相対的TSR

2022年度LTVR業
績連動型新株引
受権

CEO：2021年12月
16日
グループ業務執
行役員：2021年
12月15日

2021年10月１日 2025年９月30日 2025年11月１日 2036年10月１日

CEO：5.81豪
ドル
グループ業
務 執 行 役
員：5.82豪
ドル

相対的TSR

2021年度LTVR業
績連動型新株引

受権
a

CEO：2020年12月
16日
グループ業務執
行役員：2020年
12月11日

2020年10月１日 2024年９月30日 2024年10月31日 2035年10月１日

CEO：6.35豪
ドル
グループ業
務 執 行 役
員：6.40豪
ドル

相対的TSR

 

a　2024年10月１日に2021年度LTVR業績連動型新株引受権のテストを行った。４年間の業績期間のTSRは113パーセントで

あり、比較グループに対して50番目のパーセンタイル順位となった。これにより、2021年度LTVR報奨の50パーセント

が権利確定した。

 
 

 

1　さらに、アンソニー・ミラー氏は、2021年４月８日に、公正価値18.73豪ドルで2025年３月に権利確定する買取報酬を

付与された。キャロリン・マッキャン氏は、2022年３月４日に、職務の拡大を認識するために、公正価値8.05豪ドル

で2022年度LTVR報奨を追加で付与された。ライアン・ザニン氏の比例配分2022年度LTVR報奨は、2022年５月17日に、

公正価値9.32豪ドルで付与された。これは、2022年４月の同氏の当行における開始日が、2021年12月の他のグループ

業務執行役員に対する2022年度LTVRの付与より後であったことを考慮したものである。ライアン・ザニン氏は、2024

年１月19日に、公正価値23.20豪ドルで500,000豪ドルの制限株式を付与された。報奨は、重要なリスク管理とリスク

文化の転換を完了させる上での同氏の役割の重要性を認識しており、株式の保有拡大を通じて株主との連携を強化し

ている。報奨は、2026年までの勤続条件及び報酬調整に服するものとし、2026年１月、2028年１月及び2029年１月の

３回に分けて権利確定する予定である。
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7.4　非業務執行取締役の保有する当行関連持分の詳細

下表は、2024年９月30日に終了した年度において非業務執行取締役（その関係者を含む。）が保有していた

当行普通株式の関連持分の詳細を示したものである
1
。

 
氏名 期首現在保有数 当期中の変動 期末現在保有数

現非業務執行取締役    

スティーブン・グレッグ
a 該当なし - 75,208

ティム・バローズ 67,302 - 67,302

ネリダ・シーザー 13,583 - 13,583

オーデット・エクセルAO 11,562 390 11,952

アンディー・マグワイア
a 該当なし - -

ピーター・ナッシュ 15,360 - 15,360

ノラ・シャインケステル 14,874 2,351 17,225

マーガレット・シール
b 26,158 - 26,158

マイケル・ウルマーAO
c 12,570 - 12,570

元非業務執行取締役    

ジョン・マクファーレン
a 50,000 - 該当なし

クリス・リンチ
a、d 13,090 - 該当なし

    
 

a　本情報は個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナン

スの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション２を参照のこと。

b　マーガレット・シール氏及びその関係者は、普通株式の他に、ウエストパック・キャピタル・ノート７（ASX：

WBCPJ）を100口期末現在で保有していた。

c　マイケル・ウルマーAO氏及びその関係者は、普通株式の他に、ウエストパック・キャピタル・ノート５（ASX：

WBCPH）を800口、ウエストパック・キャピタル・ノート９（ASX：WBCPL）を300口及びウエストパック劣後債を1,000

口期末現在で保有していた。

d　クリス・リンチ氏及びその関係者は、同氏の退任日である2023年12月14日現在、普通株式の他に、ウエストパック・

キャピタル・ノート５（ASX：WBCPH）を1,137口保有していた。

 
 

 

1　以上に開示されるもの以外で、株式持分には、受益権のない株式は含まれていない。
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7.5　主要な業務執行経営陣の保有する当行関連持分の詳細

下表は、2024年９月30日に終了した年度においてCEO及びグループ業務執行役員（その関係者を含む。）が

保有していた当行に関する持分及びその持分の変動の詳細を示したものである
1
。

 

 
氏名

 
エクイティ商品の種類

期首現在

保有数
a

当期中に
報酬とし
て付与さ
れた数

当期中に
行使によ
り受領さ
れた／行
使された

数

当期中の
失権した
又は

失効した数
b

当期中の
その他
変動

期末現在
保有数

期末現在
の権利確
定かつ行
使可能数

マネージング・ディレクター兼最高経営責任者        

ピーター・キング 普通株式 213,527 48,806 - - - 262,333 -

 制限新株引受権 - 82,977 - - - 82,977 -

 業績連動型新株引受権 570,644 82,978 - (101,348) - 552,274 -

         

グループ業務執行役員         

スコット・コラリー 普通株式 118,483 22,060 - - - 140,543 -

 制限新株引受権 - 42,863 - - - 42,863 -

 業績連動型新株引受権 315,956 42,864 - - - 358,820 -

         

ネル・ハットン 普通株式 119,814 54,229 - - (8,983) 165,060 -

 制限新株引受権 - 42,318 - - - 42,318 -

 業績連動型新株引受権 - 42,319 - - - 42,319 -

         

キャロリン・マッキャン 普通株式 94,606 16,485 - - - 111,091 -

 制限新株引受権 - 35,182 - - - 35,182 -

 業績連動型新株引受権 230,274 35,183 - (39,815) - 225,642 -

         

キャサリン・マクグラス 普通株式 - - - - - - -

 業績目標のない新株引受権 14,874 16,597 - - - 31,471 7,223

 制限新株引受権 - 31,670 - - - 31,670 -

 業績連動型新株引受権 133,483 31,670 - - - 165,153 -

         

アンソニー・ミラー 普通株式 159,756 26,507 - - - 186,263 -

 制限新株引受権 - 42,318 - - - 42,318 -

 業績連動型新株引受権 307,152 42,319 - - - 349,471 -

         

クリスティーン・パーカー 普通株式 53,401 17,006 - - - 70,407 -

 制限新株引受権 - 27,098 - - - 27,098 -

 業績連動型新株引受権 279,248 27,098 - (52,293) - 254,053 -

         

マイケル・ローランド 普通株式 36,146 19,370 - - - 55,516 -

 制限新株引受権 - 33,157 - - - 33,157 -

 業績連動型新株引受権 250,480 33,158 - - - 283,638 -

         

ジェイソン・イエットン 普通株式 51,939 26,507 - - - 78,446 -

 制限新株引受権 - 42,318 - - - 42,318 -

 業績連動型新株引受権 366,861 42,319 - (54,471) - 354,709 -

         

ライアン・ザニン 普通株式 9,702 43,534 - - - 53,236 -

 制限新株引受権 - 44,210 - - - 44,210 -

 業績連動型新株引受権 150,934 44,211 - - - 195,145 -

         
 

a　期首現在保有している普通株式は、２名のKMPの当報告期間中の残高の更新を反映するため修正されている。

b　当期中の失権又は失効は、業績条件の不適合に起因する。

 
 

 

1　上表において個人が保有する最大株式数は、2024年９月30日現在の当行発行済普通株式総数の0.0076パーセントであ

る。
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7.6　非業務執行取締役及び主要な業務執行経営陣に対する債権

金融商品取引は、通常の業務の過程において行われる。こうした取引は、全従業員に適用される条件で独立

当事者間取引として行われる。

下表は、非業務執行取締役、CEO及びグループ業務執行役員（その関係者を含む。）に対する当行グループ

の債権の詳細である。

 

  
期首現在残高

a

(豪ドル)  

当期中の
支払利息及び
未払利息
(豪ドル)  

当期中の
未付加利息
(豪ドル)  

期末現在残高
(豪ドル)  

期末現在
グループ内人数

非業務執行取締役  4,507,501  191,280  -  3,012,367  3

CEO及びグループ業務執行役員  30,377,545  839,000  -  29,051,817  7

合計  34,885,046  1,030,280  -  32,064,184  10
 

a　期首現在残高は、報告期間中の残高の更新を反映するため修正されている。

 

下表は、2024年度中に総額で100,000豪ドルを超える債務を有していたKMP（その関係者を含む。）の詳細で

ある。

 

  
期首現在残高

a

(豪ドル)  

当期中の
支払利息及び
未払利息
(豪ドル)  

当期中の
未付加利息
(豪ドル)  

期末現在残高
(豪ドル)  

当期中の
最高債務額
(豪ドル)

非業務執行取締役           

ピーター・ナッシュ  2,364,821  149,359  -  2,498,978  3,023,589

ノラ・シャインケステル  該当なし  -  -  100,000  1,600,000

マーガレット・シール  620,442  29,989  -  413,389  655,094

元非業務執行取締役           

クリス・リンチ
b  1,522,238  11,932  -  該当なし  1,522,238

CEO及びグループ業務執行役員           

ピーター・キング  1,158,000  10,492  -  1,158,000  1,159,175

スコット・コラリー  2,294,958  40,606  -  2,166,513  2,289,315

ネル・ハットン  14,441,500  303,040  -  14,432,940  14,471,500

キャロリン・マッキャン  3,396,296  121,040  -  3,250,672  3,401,353

アンソニー・ミラー  2,277,513  8,591  -  1,389,164  3,716,759

クリスティーン・パーカー  5,434,278  269,863  -  5,396,236  5,471,019

ジェイソン・イエットン  1,375,000  85,368  -  1,258,292  1,425,371
 

a　期首現在残高は、報告期間中の残高の更新を反映するため修正されている。

b　本情報は個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については、第一部　第５　３「コーポレート・ガバナン

スの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション２を参照のこと。

 

KMPに関するその他の取引

配当相当額の支払

2024年度LTVR制限新株引受権について発生した配当相当額の支払の結果として生じる非流動負債は、2024年

９月30日現在、381,700豪ドルであった。LTVR制限新株引受権の詳細については、第一部　第５　３「コーポ

レート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.3.1を参照のこと。
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(5)【株式の保有状況】

 

該当事項なし。
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第６ 【経理の状況】

（イ）本一般目的財務報告書は、1959年銀行法（改正後）に基づく認可預金受入機関に対する要件、オーストラリ

ア会計基準審議会（以下「AASB」という。）により公表されるオーストラリアの会計基準（以下「AAS」と

いう。）及び解釈指針並びに会社法に従って作成されている。

　ウエストパック・バンキング・コーポレーションの採用した会計原則、会計手続及び表示方法と、日本に

おいて一般に公正妥当と認められている会計原則、会計手続及び表示方法との間の主な相違点に関しては第

一部　第６　４「オーストラリアと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。

本書記載のウエストパック・バンキング・コーポレーションの財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第328条第１項の

規定の適用を受けている。

 

（ロ）本書記載のウエストパック・バンキング・コーポレーションの2024年９月30日に終了した事業年度の財務書

類は、オーストラリアの独立監査人であり、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１

条の３第７項に規定される外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパースの監査を

受けている。本書に金融商品取引法第193条の２第１項第１号に規定される監査証明に相当すると認められ

る証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付している。

 

（ハ）以下に掲げる財務書類及び監査報告書のうち、英文（原文）は、ウエストパック・バンキング・コーポレー

ションがオーストラリアにおいて株主、オーストラリア証券取引所及びオーストラリア証券投資委員会に提

出した年次報告書の内容と同一であり、日本文はこれを翻訳したものである。

 

（ニ）本書記載のウエストパック・バンキング・コーポレーションの財務書類（原文）は豪ドルで表示されてい

る。「日本円」で表示されている金額は、「財務諸表等規則」第331条の規定に基づき、１豪ドル＝98.2359

円（2024年９月30日現在のブルームバーグの発表に係る豪ドルと米ドルの仲値と、米ドルと日本円の仲値を

掛け合わせることにより算出した値）により計算されている。金額は百万円単位（四捨五入）で表示されて

いる。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。なお、円

表示額は単に便宜上の表示のためだけのものであり、豪ドル額が上記のレートで日本円に換算されることを

意味するものではない。

 

（ホ）円換算額及び第一部　第６　２「主な資産・負債及び収支の内容」から第一部　第６　４「オーストラリア

と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」までに記載されている事項は、原文の財務書類には含

まれておらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記（ロ）の会計監査の対象にもなってい

ない。
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１ 【財務書類】

(ⅰ)　損益計算書　９月30日終了事業年度

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

 

  連結 親会社

  2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 注記 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

受取利息：       

実効金利法で計算 3 52,739 42,515 22,981 48,358 38,909

その他 3 1,608 1,237 270 1,571 992

受取利息合計  54,347 43,752 23,251 49,929 39,901

支払利息 3 (35,594) (25,435) (6,090) (34,492) (24,786)

純利息収益  18,753 18,317 17,161 15,437 15,115

利息以外の収益       

純手数料収益 4 1,672 1,645 1,671 1,494 1,461

資産管理及び保険業務による純収益 4 441 562 808 － －

トレーディング収益 4 704 717 664 637 678

その他 4 18 404 (698) 1,851 1,668

利息以外の収益合計  2,835 3,328 2,445 3,982 3,807

純業務収益  21,588 21,645 19,606 19,419 18,922

業務費用 5 (10,944) (10,692) (10,802) (9,728) (9,473)

減損(費用)/戻入 6 (537) (648) (335) (475) (511)

税引前利益  10,107 10,305 8,469 9,216 8,938

法人税等 7 (3,117) (3,104) (2,770) (2,525) (2,504)

当期純利益  6,990 7,201 5,699 6,691 6,434

非支配株主持分(NCI)に帰属する当期純利益  － (6) (5) － －

ウエストパック・バンキング・コーポレー
ション(WBC)所有者に帰属する当期純利益

 6,990 7,195 5,694 6,691 6,434

  豪セント 豪セント 豪セント

 
１株当たり利益     

基本的 8 200.9 205.3 159.9

希薄化後 8 191.7 195.2 152.4
 

 

上記の損益計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅰ)　損益計算書　９月30日終了事業年度(続き)

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

 

  連結 親会社

  2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 注記 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

受取利息：       

実効金利法で計算 3 5,180,863 4,176,499 2,257,559 4,750,492 3,822,261

その他 3 157,963 121,518 26,524 154,329 97,450

受取利息合計  5,338,826 4,298,017 2,284,083 4,904,820 3,919,711

支払利息 3 (3,496,609) (2,498,630) (598,257) (3,388,353) (2,434,875)

純利息収益  1,842,218 1,799,387 1,685,826 1,516,468 1,484,836

利息以外の収益       

純手数料収益 4 164,250 161,598 164,152 146,764 143,523

資産管理及び保険業務による純収益 4 43,322 55,209 79,375 － －

トレーディング収益 4 69,158 70,435 65,229 62,576 66,604

その他 4 1,768 39,687 (68,569) 181,835 163,857

利息以外の収益合計  278,499 326,929 240,187 391,175 373,984

純業務収益  2,120,717 2,126,316 1,926,013 1,907,643 1,858,820

業務費用 5 (1,075,094) (1,050,338) (1,061,144) (955,639) (930,589)

減損(費用)/戻入 6 (52,753) (63,657) (32,909) (46,662) (50,199)

税引前利益  992,870 1,012,321 831,960 905,342 878,032

法人税等 7 (306,201) (304,924) (272,113) (248,046) (245,983)

当期純利益  686,669 707,397 559,846 657,296 632,050

非支配株主持分(NCI)に帰属する当期純利益  － (589) (491) － －

ウエストパック・バンキング・コーポレー
ション(WBC)所有者に帰属する当期純利益

 686,669 706,807 559,355 657,296 632,050

  円 円 円

 
１株当たり利益     

基本的 8 197 202 157

希薄化後 8 188 192 150
 

 

上記の損益計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅱ)　包括利益計算書　９月30日終了事業年度

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

 

  連結 親会社

  2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

  百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

当期純利益  6,990 7,201 5,699 6,691 6,434

その他の包括利益/(損失)       

後に損益に振替えられる可能性のある項目       

株主持分で認識される利益/(損失)：       

その他の包括利益を通じて公正価値
(FVOCI)で測定する負債証券

 (588) (201) (318) (813) (178)

キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ
手段

 501 (635) 1,107 873 (570)

損益計算書に振替：       

FVOCIで測定する負債証券  5 (125) (254) 5 (125)

キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ
手段

 77 (309) (237) 132 (349)

FVOCIで測定する負債証券に係る損失引当金
計上額

 1 1 (2) 1 1

在外営業活動体の換算から生じる為替差額
(関連ヘッジ控除後)

 (300) 367 (264) (134) 54

株主持分に計上された又は株主持分から振
替えられた項目に係る法人税等：

      

FVOCIで測定する負債証券  179 98 166 242 92

キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ
手段

 (182) 283 (253) (301) 276

後に損益に振替えられることのない項目       

FVOCIで測定する持分証券に係る利益/
(損失)(税引後)

 1 (10) 92 (3) (20)

公正価値で測定するものとして指定された
金融負債に係る自社の信用リスクの調整
(税引後)

 13 (21) 80 13 (21)

株主持分で認識される確定給付債務の再測
定(税引後)

 (14) (105) 446 (12) (110)

当期その他の包括利益/(損失)純額(税引後)  (307) (657) 563 3 (950)

当期包括利益合計  6,683 6,544 6,262 6,694 5,484

以下に帰属：       

WBC所有者  6,685 6,536 6,257 6,694 5,484

NCI  (2) 8 5 － －

当期包括利益合計  6,683 6,544 6,262 6,694 5,484
 

 

上記の包括利益計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅱ)　包括利益計算書　９月30日終了事業年度(続き)

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

 

  連結 親会社

  2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当期純利益  686,669 707,397 559,846 657,296 632,050

その他の包括利益/(損失)       

後に損益に振替えられる可能性のある項目       

株主持分で認識される利益/(損失)：       

その他の包括利益を通じて公正価値
(FVOCI)で測定する負債証券

 (57,763) (19,745) (31,239) (79,866) (17,486)

キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ
手段

 49,216 (62,380) 108,747 85,760 (55,994)

損益計算書に振替：       

FVOCIで測定する負債証券  491 (12,279) (24,952) 491 (12,279)

キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ
手段

 7,564 (30,355) (23,282) 12,967 (34,284)

FVOCIで測定する負債証券に係る損失引当金
計上額

 98 98 (196) 98 98

在外営業活動体の換算から生じる為替差額
(関連ヘッジ控除後)

 (29,471) 36,053 (25,934) (13,164) 5,305

株主持分に計上された又は株主持分から振
替えられた項目に係る法人税等：

      

FVOCIで測定する負債証券  17,584 9,627 16,307 23,773 9,038

キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ
手段

 (17,879) 27,801 (24,854) (29,569) 27,113

後に損益に振替えられることのない項目       

FVOCIで測定する持分証券に係る利益/
(損失)(税引後)

 98 (982) 9,038 (295) (1,965)

公正価値で測定するものとして指定された
金融負債に係る自社の信用リスクの調整
(税引後)

 1,277 (2,063) 7,859 1,277 (2,063)

株主持分で認識される確定給付債務の再測
定(税引後)

 (1,375) (10,315) 43,813 (1,179) (10,806)

当期その他の包括利益/(損失)純額(税引後)  (30,158) (64,541) 55,307 295 (93,324)

当期包括利益合計  656,511 642,856 615,153 657,591 538,726

以下に帰属：       

WBC所有者  656,707 642,070 614,662 657,591 538,726

NCI  (196) 786 491 － －

当期包括利益合計  656,511 642,856 615,153 657,591 538,726
 

 

上記の包括利益計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅲ)　貸借対照表　９月30日現在

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

 

  連結 親会社

  2024年 2023年 2024年 2023年

 注記 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産      

現金及び中央銀行預け金 35 65,667 102,522 58,400 93,466

支払担保金  6,269 4,535 6,199 4,505

トレーディング目的有価証券及び損益計算
書を通じて公正価値(FVIS)で測定する金
融資産

16 49,228 30,507 47,014 27,987

金融派生商品 20 24,109 21,343 23,902 21,038

投資有価証券 17 103,885 75,326 95,623 67,508

貸付金 9 806,767 773,254 710,043 678,021

その他の金融資産 18 5,456 6,219 4,951 5,812

子会社債権  － － 52,339 53,644

子会社に対する投資  － － 9,095 8,019

不動産及び設備  2,251 2,245 1,804 1,833

税金資産 7 2,160 2,100 1,896 1,962

無形資産 24 10,746 10,886 9,131 9,260

その他の資産  1,006 837 837 705

資産合計  1,077,544 1,029,774 1,021,234 973,760

負債      

受入担保金  3,078 3,525 2,935 3,243

預金及びその他の借入金 12 720,489 688,168 644,481 610,357

その他の金融負債 19 38,077 44,870 33,917 38,780

金融派生商品 20 30,974 24,647 30,795 24,574

発行済債券 13 169,284 156,573 143,882 134,957

税金負債 7 569 780 408 607

子会社債務  － － 55,722 55,663

引当金 25 2,505 2,777 2,271 2,543

その他の負債  2,633 2,719 2,065 2,177

借入資本を除く負債合計  967,609 924,059 916,476 872,901

借入資本 14 37,883 33,176 36,770 32,085

負債合計  1,005,492 957,235 953,246 904,986

純資産額  72,052 72,539 67,988 68,774

株主持分      

株式資本：      

普通株式 26 37,958 39,826 37,958 39,826

自己株式 26 (758) (702) (816) (760)

積立金 26 1,732 1,935 1,757 1,659

利益剰余金  32,773 31,436 29,089 28,049

WBC所有者に帰属する株主持分合計  71,705 72,495 67,988 68,774

NCI 26 347 44 － －

株主持分及びNCI合計  72,052 72,539 67,988 68,774
 

 

上記の貸借対照表は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅲ)　貸借対照表　９月30日現在(続き)

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

 

  連結 親会社

  2024年 2023年 2024年 2023年

 注記 百万円 百万円 百万円 百万円

資産      

現金及び中央銀行預け金 35 6,450,857 10,071,341 5,736,977 9,181,717

支払担保金  615,841 445,500 608,964 442,553

トレーディング目的有価証券及び損益計算
書を通じて公正価値(FVIS)で測定する金
融資産

16 4,835,957 2,996,883 4,618,463 2,749,328

金融派生商品 20 2,368,369 2,096,649 2,348,034 2,066,687

投資有価証券 17 10,205,236 7,399,717 9,393,611 6,631,709

貸付金 9 79,253,482 75,961,303 69,751,713 66,606,003

その他の金融資産 18 535,975 610,929 486,366 570,947

子会社債権  － － 5,141,569 5,269,767

子会社に対する投資  － － 893,456 787,754

不動産及び設備  221,129 220,540 177,218 180,066

税金資産 7 212,190 206,295 186,255 192,739

無形資産 24 1,055,643 1,069,396 896,992 909,664

その他の資産  98,825 82,223 82,223 69,256

資産合計  105,853,505 101,160,776 100,321,841 95,658,190

負債      

受入担保金  302,370 346,282 288,322 318,579

預金及びその他の借入金 12 70,777,885 67,602,803 63,311,171 59,958,969

その他の金融負債 19 3,740,528 4,407,845 3,331,867 3,809,588

金融派生商品 20 3,042,759 2,421,220 3,025,175 2,414,049

発行済債券 13 16,629,766 15,381,090 14,134,378 13,257,622

税金負債 7 55,896 76,624 40,080 59,629

子会社債務  － － 5,473,901 5,468,105

引当金 25 246,081 272,801 223,094 249,814

その他の負債  258,655 267,103 202,857 213,860

借入資本を除く負債合計  95,053,941 90,775,768 90,030,845 85,750,215

借入資本 14 3,721,471 3,259,074 3,612,134 3,151,899

負債合計  98,775,412 94,034,842 93,642,979 88,902,114

純資産額  7,078,093 7,125,934 6,678,862 6,756,076

株主持分      

株式資本：      

普通株式 26 3,728,838 3,912,343 3,728,838 3,912,343

自己株式 26 (74,463) (68,962) (80,160) (74,659)

積立金 26 170,145 190,086 172,600 162,973

利益剰余金  3,219,485 3,088,144 2,857,584 2,755,419

WBC所有者に帰属する株主持分合計  7,044,005 7,121,612 6,678,862 6,756,076

NCI 26 34,088 4,322 － －

株主持分及びNCI合計  7,078,093 7,125,934 6,678,862 6,756,076
 

 

上記の貸借対照表は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅳ)　株主持分変動計算書　９月30日終了事業年度

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

連結

 

 
株式資本
(注記26)

積立金
(注記26)

利益剰余金

WBC所有者に
帰属する
株主持分
合計

NCI
(注記26)

株主持分
及び

NCI合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2021年９月30日現在残高 40,995 2,227 28,813 72,035 57 72,092

当期純利益 － － 5,694 5,694 5 5,699

当期その他の包括利益/(損失)純額 － 37 526 563 － 563

当期包括利益/(損失)合計 － 37 6,220 6,257 5 6,262

株主持分保有者としての取引：       

普通株式配当金
a － － (4,337) (4,337) － (4,337)

その他の株主持分の増減：       

市場外での株式の買戻し(取引コスト

控除後)
b (1,902) － (1,601) (3,503) － (3,503)

株式報酬制度 － 87 － 87 － 87

株式の購入 (33) － － (33) － (33)

自己株式の取得純額 (49) － － (49) － (49)

その他 － 27 (32) (5) (5) (10)

拠出金及び分配金合計 (1,984) 114 (5,970) (7,840) (5) (7,845)

2022年９月30日現在残高 39,011 2,378 29,063 70,452 57 70,509

当期純利益 － － 7,195 7,195 6 7,201

当期その他の包括利益/(損失)純額 － (533) (126) (659) 2 (657)

当期包括利益/(損失)合計 － (533) 7,069 6,536 8 6,544

株主持分保有者としての取引：       

普通株式配当金
a － － (4,696) (4,696) － (4,696)

配当金株式再投資制度 192 － － 192 － 192

その他の株主持分の増減：       

株式報酬制度 － 90 － 90 － 90

株式の購入 (32) － － (32) － (32)

自己株式の取得純額 (47) － － (47) － (47)

その他 － － － － (21) (21)

拠出金及び分配金合計 113 90 (4,696) (4,493) (21) (4,514)

2023年９月30日現在残高 39,124 1,935 31,436 72,495 44 72,539

当期純利益 － － 6,990 6,990 － 6,990

当期その他の包括利益/(損失)純額 － (304) (1) (305) (2) (307)

当期包括利益/(損失)合計 － (304) 6,989 6,685 (2) 6,683

株主持分保有者としての取引：       

普通株式配当金
a － － (5,652) (5,652) － (5,652)

株式の買戻し
c (1,812) － － (1,812) － (1,812)

その他の株主持分の増減：       

株式報酬制度 － 96 － 96 － 96

株式の購入 (56) － － (56) － (56)

自己株式の取得純額 (56) － － (56) － (56)

少数株主持分の取得
d － 5 － 5 (30) (25)

優先株式の発行
e － － － － 339 339

その他 － － － － (4) (4)

拠出金及び分配金合計 (1,924) 101 (5,652) (7,475) 305 (7,170)

2024年９月30日現在残高 37,200 1,732 32,773 71,705 347 72,052
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a
　30％の税率で全額フランキング済の配当金に関連するものは以下のとおりである。

－2024年度：１株当たり75豪セントの2024年度中間配当金及び１株当たり15豪セントの特別配当金(3,125百万豪ドル)並び

に１株当たり72豪セントの2023年度最終配当金(2,527百万豪ドル)

－2023年度：１株当たり70豪セントの2023年度中間配当金(2,456百万豪ドル)及び１株当たり64豪セントの2022年度最終配

当金(2,240百万豪ドル)

－2022年度：１株当たり61豪セントの2022年度中間配当金(2,136百万豪ドル)及び１株当たり60豪セントの2021年度最終配

当金(2,201百万豪ドル)

b
　2022年度において、当行グループは、35億豪ドル相当のウエストパック普通株式の市場外での株式の買戻しを完了した。

c
　2024年度において、ウエストパックは、25億豪ドル相当のWBC普通株式を株式市場で買戻す予定であることを発表した。

2024年９月30日終了事業年度において、ウエストパックは、普通株式67,665,599株(1,812百万豪ドル)を１株当たり平均価

格26.78豪ドルで買戻し、消却した。

d
　2024年度において、ウエストパックはウエストパック・バンク-PNG-リミテッドの持分8.74％相当の非支配株主持分を取得

しており、これによりウエストパックの当社に対する持分は98.65％に増加することになる。

e
　2024年度において、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドは、375百万ニュージーランド・ドル(339百万豪ドル)

の永久優先株式を発行した。これは、ニュージーランド準備銀行(以下「RBNZ」という。)の要件によればその他Tier 1資本

として適格となる。ウエストパックは、この金融商品を非支配株主持分として認識している。

 

上記の株主持分変動計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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親会社

 

 
株式資本
(注記26)

積立金
(注記26)

利益剰余金
WBC所有者に
帰属する

株主持分合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2022年９月30日現在残高 38,953 2,388 26,442 67,783

当期純利益 － － 6,434 6,434

当期その他の包括利益/(損失)純額 － (819) (131) (950)

当期包括利益/(損失)合計 － (819) 6,303 5,484

株主持分保有者としての取引：     

普通株式配当金
a － － (4,696) (4,696)

配当金株式再投資制度 192 － － 192

その他の株主持分の増減：     

株式報酬制度 － 90 － 90

株式の購入 (32) － － (32)

自己株式の取得純額 (47) － － (47)

その他 － － － －

拠出金及び分配金合計 113 90 (4,696) (4,493)

2023年９月30日現在残高 39,066 1,659 28,049 68,774

当期純利益 － － 6,691 6,691

当期その他の包括利益/(損失)純額 － 2 1 3

当期包括利益/(損失)合計 － 2 6,692 6,694

株主持分保有者としての取引：     

普通株式配当金
a － － (5,652) (5,652)

株式の買戻し
b (1,812) － － (1,812)

その他の株主持分の増減：     

株式報酬制度 － 96 － 96

株式の購入 (56) － － (56)

自己株式の取得純額 (56) － － (56)

その他 － － － －

拠出金及び分配金合計 (1,924) 96 (5,652) (7,480)

2024年９月30日現在残高 37,142 1,757 29,089 67,988
 

 

a
　30％の税率で全額フランキング済の配当金に関連するものは以下のとおりである。

－2024年度：１株当たり75豪セントの2024年度中間配当金及び１株当たり15豪セントの特別配当金(3,125百万豪ドル)並び

に１株当たり72豪セントの2023年度最終配当金(2,527百万豪ドル)

－2023年度：１株当たり70豪セントの2023年度中間配当金(2,456百万豪ドル)及び１株当たり64豪セントの2022年度最終配

当金(2,240百万豪ドル)

b
　2024年度において、ウエストパックは、25億豪ドル相当のWBC普通株式を株式市場で買戻す予定であることを発表した。

2024年９月30日終了事業年度において、ウエストパックは、普通株式67,665,599株(1,812百万豪ドル)を１株当たり平均価

格26.78豪ドルで買戻し、消却した。

 

上記の株主持分変動計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅳ)　株主持分変動計算書　９月30日終了事業年度(続き)

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

連結

 

 
株式資本
(注記26)

積立金
(注記26)

利益剰余金

WBC所有者に
帰属する
株主持分
合計

NCI
(注記26)

株主持分
及び

NCI合計

 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年９月30日現在残高 4,027,181 218,771 2,830,471 7,076,423 5,599 7,082,023

当期純利益 － － 559,355 559,355 491 559,846

当期その他の包括利益/(損失)純額 － 3,635 51,672 55,307 － 55,307

当期包括利益/(損失)合計 － 3,635 611,027 614,662 491 615,153

株主持分保有者としての取引：       

普通株式配当金
a － － (426,049) (426,049) － (426,049)

その他の株主持分の増減：       

市場外での株式の買戻し(取引コスト

控除後)
b (186,845) － (157,276) (344,120) － (344,120)

株式報酬制度 － 8,547 － 8,547 － 8,547

株式の購入 (3,242) － － (3,242) － (3,242)

自己株式の取得純額 (4,814) － － (4,814) － (4,814)

その他 － 2,652 (3,144) (491) (491) (982)

拠出金及び分配金合計 (194,900) 11,199 (586,468) (770,169) (491) (770,661)

2022年９月30日現在残高 3,832,281 233,605 2,855,030 6,920,916 5,599 6,926,515

当期純利益 － － 706,807 706,807 589 707,397

当期その他の包括利益/(損失)純額 － (52,360) (12,378) (64,737) 196 (64,541)

当期包括利益/(損失)合計 － (52,360) 694,430 642,070 786 642,856

株主持分保有者としての取引：       

普通株式配当金
a － － (461,316) (461,316) － (461,316)

配当金株式再投資制度 18,861 － － 18,861 － 18,861

その他の株主持分の増減：       

株式報酬制度 － 8,841 － 8,841 － 8,841

株式の購入 (3,144) － － (3,144) － (3,144)

自己株式の取得純額 (4,617) － － (4,617) － (4,617)

その他 － － － － (2,063) (2,063)

拠出金及び分配金合計 11,101 8,841 (461,316) (441,374) (2,063) (443,437)

2023年９月30日現在残高 3,843,381 190,086 3,088,144 7,121,612 4,322 7,125,934

当期純利益 － － 686,669 686,669 － 686,669

当期その他の包括利益/(損失)純額 － (29,864) (98) (29,962) (196) (30,158)

当期包括利益/(損失)合計 － (29,864) 686,571 656,707 (196) 656,511

株主持分保有者としての取引：       

普通株式配当金
a － － (555,229) (555,229) － (555,229)

株式の買戻し
c (178,003) － － (178,003) － (178,003)

その他の株主持分の増減：       

株式報酬制度 － 9,431 － 9,431 － 9,431

株式の購入 (5,501) － － (5,501) － (5,501)

自己株式の取得純額 (5,501) － － (5,501) － (5,501)

少数株主持分の取得
d － 491 － 491 (2,947) (2,456)

優先株式の発行
e － － － － 33,302 33,302

その他 － － － － (393) (393)

拠出金及び分配金合計 (189,006) 9,922 (555,229) (734,313) 29,962 (704,351)

2024年９月30日現在残高 3,654,375 170,145 3,219,485 7,044,005 34,088 7,078,093
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a
　30％の税率で全額フランキング済の配当金に関連するものは以下のとおりである。

－2024年度：１株当たり74円の2024年度中間配当金及び１株当たり15円の特別配当金(306,987百万円)並びに１株当たり71

円の2023年度最終配当金(248,242百万円)

－2023年度：１株当たり69円の2023年度中間配当金(241,267百万円)及び１株当たり63円の2022年度最終配当金(220,048百

万円)

－2022年度：１株当たり60円の2022年度中間配当金(209,832百万円)及び１株当たり59円の2021年度最終配当金(216,217百

万円)

b
　2022年度において、当行グループは、3,438億円相当のウエストパック普通株式の市場外での株式の買戻しを完了した。

c
　2024年度において、ウエストパックは、2,456億円相当のWBC普通株式を株式市場で買戻す予定であることを発表した。2024

年９月30日終了事業年度において、ウエストパックは、普通株式67,665,599株(178,003百万円)を１株当たり平均価格2,631

円で買戻し、消却した。

d
　2024年度において、ウエストパックはウエストパック・バンク-PNG-リミテッドの持分8.74％相当の非支配株主持分を取得

しており、これによりウエストパックの当社に対する持分は98.65％に増加することになる。

e
　2024年度において、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドは、375百万ニュージーランド・ドル(33,302百万円

(訳注：339百万豪ドルからの換算値))の永久優先株式を発行した。これは、RBNZの要件によればその他Tier 1資本として適

格となる。ウエストパックは、この金融商品を非支配株主持分として認識している。

 

上記の株主持分変動計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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親会社

 

 
株式資本
(注記26)

積立金
(注記26)

利益剰余金
WBC所有者に
帰属する

株主持分合計

 百万円 百万円 百万円 百万円

2022年９月30日現在残高 3,826,583 234,587 2,597,554 6,658,724

当期純利益 － － 632,050 632,050

当期その他の包括利益/(損失)純額 － (80,455) (12,869) (93,324)

当期包括利益/(損失)合計 － (80,455) 619,181 538,726

株主持分保有者としての取引：     

普通株式配当金
a － － (461,316) (461,316)

配当金株式再投資制度 18,861 － － 18,861

その他の株主持分の増減：     

株式報酬制度 － 8,841 － 8,841

株式の購入 (3,144) － － (3,144)

自己株式の取得純額 (4,617) － － (4,617)

その他 － － － －

拠出金及び分配金合計 11,101 8,841 (461,316) (441,374)

2023年９月30日現在残高 3,837,684 162,973 2,755,419 6,756,076

当期純利益 － － 657,296 657,296

当期その他の包括利益/(損失)純額 － 196 98 295

当期包括利益/(損失)合計 － 196 657,395 657,591

株主持分保有者としての取引：     

普通株式配当金
a － － (555,229) (555,229)

株式の買戻し
b (178,003) － － (178,003)

その他の株主持分の増減：     

株式報酬制度 － 9,431 － 9,431

株式の購入 (5,501) － － (5,501)

自己株式の取得純額 (5,501) － － (5,501)

その他 － － － －

拠出金及び分配金合計 (189,006) 9,431 (555,229) (734,805)

2024年９月30日現在残高 3,648,678 172,600 2,857,584 6,678,862
 

 

a
　30％の税率で全額フランキング済の配当金に関連するものは以下のとおりである。

－2024年度：１株当たり74円の2024年度中間配当金及び１株当たり15円の特別配当金(306,987百万円)並びに１株当たり71

円の2023年度最終配当金(248,242百万円)

－2023年度：１株当たり69円の2023年度中間配当金(241,267百万円)及び１株当たり63円の2022年度最終配当金(220,048百

万円)

b
　2024年度において、ウエストパックは、2,456億円相当のWBC普通株式を株式市場で買戻す予定であることを発表した。2024

年９月30日終了事業年度において、ウエストパックは、普通株式67,665,599株(178,003百万円)を１株当たり平均価格2,631

円で買戻し、消却した。

 

上記の株主持分変動計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

291/623



(ⅴ)　キャッシュ・フロー計算書　９月30日終了事業年度

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

 

  連結 親会社

  2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 注記 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

営業活動によるキャッシュ・フロー       

利息受取額  52,515 41,970 22,423 48,242 38,311

利息支払額  (34,000) (22,654) (5,091) (33,039) (22,634)

配当金受取額(生命保険事業を除く)  3 1 4 1,285 1,051

利息以外のその他の収益受取額  4,314 3,567 4,208 4,274 3,301

業務費用支払額  (9,679) (9,856) (9,724) (8,464) (8,762)

法人税等支払額(生命保険事業を除く)  (3,369) (2,439) (2,278) (2,871) (2,141)

生命保険事業：       

保険契約者及び顧客からの入金  － － 845 － －

利息その他類似の項目  － － 1 － －

配当金受取額  － － 25 － －

保険契約者及びサプライヤ－への支払い  － － (619) － －

法人税等支払額  － － (65) － －

営業資産及び負債の増減考慮前の営業活動か
らのキャッシュ・フロー

 9,784 10,589 9,729 9,427 9,126

純(増)/減：       

支払担保金  (2,097) 1,545 (1,524) (2,057) 1,537

トレーディング目的有価証券及びFVISで
測定する金融資産

 (18,994) (4,524) (3,750) (19,452) (4,162)

金融派生商品  (836) 4,082 2,451 1,358 4,414

貸付金  (35,083) (27,270) (36,345) (32,528) (25,080)

その他の金融資産  (348) 128 279 (231) 94

生命保険に関する資産及び負債  － － 266 － －

その他の資産  (34) 8 20 2 11

純増/(減)：       

受入担保金  (318) (2,888) 3,643 (181) (3,092)

預金及びその他の借入金  35,243 24,692 35,054 35,870 23,347

その他の金融負債  (7,084) (17,146) 7,120 (5,281) (18,117)

その他の負債  － (12) 11 (9) (3)

営業活動から得た/(に使用した)現金・預金
(純額)

35 (19,767) (10,796) 16,954 (13,082) (11,925)

投資活動によるキャッシュ・フロー       

投資有価証券による収入  47,624 36,480 36,022 40,089 33,383

投資有価証券の購入  (72,786) (33,753) (34,076) (65,072) (29,406)

被支配事業体債権/債務の純増減  － － － (1,283) (625)

被支配事業体及びその他の事業の売却によ
る収入(処分現金控除後)

35 － 293 2,115 － －

被支配事業体及びその他の事業の取得 35 (30) － (14) － －

被支配事業体に対する投資の純(増)/減  － － － (254) 640

関連会社の取得  (4) (1) － (3) －

不動産及び設備の売却による収入  46 72 25 37 71

不動産及び設備の購入  (235) (238) (166) (168) (165)

無形資産の購入  (782) (1,141) (1,099) (673) (952)

投資活動から得た/(に使用した)現金・預金
(純額)

 (26,167) 1,712 2,807 (27,327) 2,946
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  連結 親会社

  2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 注記 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

財務活動によるキャッシュ・フロー       

債券発行による収入(発行費用控除後)  80,245 70,974 73,309 68,438 62,992

発行済債券の償還  (67,100) (62,596) (55,899) (58,931) (52,671)

リ－ス負債の元本部分の支払い  (416) (401) (427) (365) (358)

借入資本の発行(発行費用控除後)  6,326 3,453 6,527 6,326 2,894

借入資本の償還  (1,957) (1,171) (2,344) (1,951) (1,171)

株式の買戻しに係る支払い  (1,812) － (3,503) (1,812) －

永久優先株式の発行(発行費用控除後)  339 － － － －

株式報酬制度に関連する株式の購入  (56) (32) (33) (56) (32)

自己株式の買戻し(制限株式制度(RSP)及び
株式インセンティブ制度(EIP)の制限株式
を含む)

 (56) (47) (49) (56) (47)

配当金の支払い  (5,652) (4,504) (4,337) (5,652) (4,504)

NCIに対する配当金の支払い  (4) (21) (5) － －

NCIからの持分取得 35 (25) － － － －

財務活動から得た/(に使用した)現金・預金
(純額)

 9,832 5,655 13,239 5,941 7,103

現金・預金及び中央銀行預け金の純増/(減)額  (36,102) (3,429) 33,000 (34,468) (1,876)

現金・預金及び中央銀行預け金の為替相場変
動による影響額

 
(753) 694 897 (598) 160

売却目的保有資産に含まれる現金・預金及び
中央銀行預け金の純(増)/減額

 
－ － 7 － －

現金・預金及び中央銀行預け金の期首残高  102,522 105,257 71,353 93,466 95,182

現金・預金及び中央銀行預け金の期末残高 35 65,667 102,522 105,257 58,400 93,466
 

 

上記のキャッシュ・フロー計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅴ)　キャッシュ・フロー計算書　９月30日終了事業年度(続き)

　　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

 

  連結 親会社

  2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 注記 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー       

利息受取額  5,158,858 4,122,961 2,202,744 4,739,096 3,763,516

利息支払額  (3,340,021) (2,225,436) (500,119) (3,245,616) (2,223,471)

配当金受取額(生命保険事業を除く)  295 98 393 126,233 103,246

利息以外のその他の収益受取額  423,790 350,407 413,377 419,860 324,277

業務費用支払額  (950,825) (968,213) (955,246) (831,469) (860,743)

法人税等支払額(生命保険事業を除く)  (330,957) (239,597) (223,781) (282,035) (210,323)

生命保険事業：       

保険契約者及び顧客からの入金  － － 83,009 － －

利息その他類似の項目  － － 98 － －

配当金受取額  － － 2,456 － －

保険契約者及びサプライヤ－への支払い  － － (60,808) － －

法人税等支払額  － － (6,385) － －

営業資産及び負債の増減考慮前の営業活動か
らのキャッシュ・フロー

 961,140 1,040,220 955,737 926,070 896,501

純(増)/減：       

支払担保金  (206,001) 151,774 (149,712) (202,071) 150,989

トレーディング目的有価証券及びFVISで
測定する金融資産

 (1,865,893) (444,419) (368,385) (1,910,885) (408,858)

金融派生商品  (82,125) 400,999 240,776 133,404 433,613

貸付金  (3,446,410) (2,678,893) (3,570,384) (3,195,417) (2,463,756)

その他の金融資産  (34,186) 12,574 27,408 (22,692) 9,234

生命保険に関する資産及び負債  － － 26,131 － －

その他の資産  (3,340) 786 1,965 196 1,081

純増/(減)：       

受入担保金  (31,239) (283,705) 357,873 (17,781) (303,745)

預金及びその他の借入金  3,462,128 2,425,641 3,443,561 3,523,722 2,293,514

その他の金融負債  (695,903) (1,684,353) 699,440 (518,784) (1,779,740)

その他の負債  － (1,179) 1,081 (884) (295)

営業活動から得た/(に使用した)現金・預金
(純額)

35 (1,941,829) (1,060,555) 1,665,491 (1,285,122) (1,171,463)

投資活動によるキャッシュ・フロー       

投資有価証券による収入  4,678,387 3,583,646 3,538,654 3,938,179 3,279,409

投資有価証券の購入  (7,150,198) (3,315,756) (3,347,487) (6,392,406) (2,888,725)

被支配事業体債権/債務の純増減  － － － (126,037) (61,397)

被支配事業体及びその他の事業の売却によ
る収入(処分現金控除後)

35 － 28,783 207,769 － －

被支配事業体及びその他の事業の取得 35 (2,947) － (1,375) － －

被支配事業体に対する投資の純(増)/減  － － － (24,952) 62,871

関連会社の取得  (393) (98) － (295) －

不動産及び設備の売却による収入  4,519 7,073 2,456 3,635 6,975

不動産及び設備の購入  (23,085) (23,380) (16,307) (16,504) (16,209)

無形資産の購入  (76,820) (112,087) (107,961) (66,113) (93,521)

投資活動から得た/(に使用した)現金・預金
(純額)

 (2,570,539) 168,180 275,748 (2,684,492) 289,403
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  連結 親会社

  2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 注記 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー       

債券発行による収入(発行費用控除後)  7,882,940 6,972,195 7,201,576 6,723,069 6,188,076

発行済債券の償還  (6,591,629) (6,149,174) (5,491,289) (5,789,140) (5,174,183)

リ－ス負債の元本部分の支払い  (40,866) (39,393) (41,947) (35,856) (35,168)

借入資本の発行(発行費用控除後)  621,440 339,209 641,186 621,440 284,295

借入資本の償還  (192,248) (115,034) (230,265) (191,658) (115,034)

株式の買戻しに係る支払い  (178,003) － (344,120) (178,003) －

永久優先株式の発行(発行費用控除後)  33,302 － － － －

株式報酬制度に関連する株式の購入  (5,501) (3,144) (3,242) (5,501) (3,144)

自己株式の買戻し(制限株式制度(RSP)及び
株式インセンティブ制度(EIP)の制限株式
を含む)

 (5,501) (4,617) (4,814) (5,501) (4,617)

配当金の支払い  (555,229) (442,454) (426,049) (555,229) (442,454)

NCIに対する配当金の支払い  (393) (2,063) (491) － －

NCIからの持分取得 35 (2,456) － － － －

財務活動から得た/(に使用した)現金・預金
(純額)

 965,855 555,524 1,300,545 583,619 697,770

現金・預金及び中央銀行預け金の純増/(減)額  (3,546,512) (336,851) 3,241,785 (3,385,995) (184,291)

現金・預金及び中央銀行預け金の為替相場変
動による影響額

 
(73,972) 68,176 88,118 (58,745) 15,718

売却目的保有資産に含まれる現金・預金及び
中央銀行預け金の純(増)/減額

 
－ － 688 － －

現金・預金及び中央銀行預け金の期首残高  10,071,341 10,340,016 7,009,426 9,181,717 9,350,289

現金・預金及び中央銀行預け金の期末残高 35 6,450,857 10,071,341 10,340,016 5,736,977 9,181,717
 

 

上記のキャッシュ・フロー計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
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(ⅵ)　財務書類注記

 

注記１.　財務書類の作成

 

2024年９月30日終了事業年度におけるウエストパック・バンキング・コーポレーション(以下「親会社」とい

う。)及びその被支配事業体(以下「当行グループ」又は「ウエストパック」という。)の当財務報告書は、2024年

11月３日に取締役会によって公表を承認された。取締役会は、当財務報告書を修正及び再発行する権限を有してい

る。

重要性のある会計方針は、以下及び関連する財務書類注記に詳述されている。金融資産及び金融負債の認識及び

認識の中止に関する会計方針は、注記９の前に記載されている。これらの方針は、別途記載のない限り、全表示期

間に一貫して適用されている。

 

a.　作成基準

(ⅰ)　会計基準

 

当財務報告書は、以下に準拠して作成された一般目的財務報告書である。

・　1959年銀行法(改正後)に基づく認可預金受入機関(以下「ADI」という。)に対する要件

・　オーストラリア会計基準審議会(以下「AASB」という。)が公表したオーストラリア会計基準(以下「AAS」とい

う。)及び解釈指針

・　2001年会社法

ウエストパック・バンキング・コーポレーションは、オーストラリアにおいて設立され、同国を所在地としてお

り、当財務書類の作成目的上、営利目的企業である。

当財務報告書は、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表した国際財務報告基準(以下「IFRS」とい

う。)、及びIFRS解釈指針委員会(以下「IFRIC」という。)が公表した解釈指針も遵守している。当財務報告書には

また、米国証券取引委員会(以下「米国SEC」という。)が外国の登録会社について要求している追加の開示も含ま

れている。

別途記載のない限り、すべての金額は、ASIC企業(財務/取締役報告書における四捨五入)通達第2016/191号に従

い、百万豪ドル単位に四捨五入されている。

 

(ⅱ)　取得原価主義

 

当財務報告書は取得原価主義に基づき作成されており、損益計算書を通じて公正価値(以下「FVIS」という。)

で、又はその他の包括利益(以下「OCI」という。)を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債(金融派生商

品を含む)に対して公正価値会計を適用することにより修正されている。
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(ⅲ)　2024年９月30日終了事業年度において適用された基準

 

AASB第2023-2号「オーストラリア会計基準の修正－国際税制改革－第２の柱モデルの規則」(以下「AASB第2023-

2号」という。)は2023年６月22日に公表され、ウエストパックは2024年９月30日終了事業年度において適用した。

この基準は、経済協力開発機構(OECD)の国際税制改革、いわゆる「第２の柱」の結果として、AASB第112号を修

正し、以下を導入するものである。

・　第２の柱の実施により生じる繰延税金の認識及び開示に関する強制的な暫定的例外規定(ウエストパックはこ

れを適用している)

・　財務諸表利用者が第２の柱に基づく法人税等に対するウエストパックのエクスポージャーをより適切に理解で

きるようにするための、影響を受ける事業体に関する開示要求事項

第２の柱は、多国籍企業(以下「MNE」という。)がすべての管轄区域において利益に対して最低実効税率15％を

確実に支払うようにするための規則の範囲内で、MNEを対象とした新たな「トップアップ」税を導入するものであ

る。

第２の柱に関する法律は、ウエストパックが事業を行う一部の管轄区域で制定又は実質的に制定されている。こ

の法律は、ウエストパックの2024年10月１日以降に開始する事業年度から発効する。ウエストパックは、第２の柱

に基づく法人税等に対する潜在的なエクスポージャーの評価を行った。

この評価は、当行グループ内の構成事業体の直近の税務申告書、国別報告書及び財務書類に基づいている。実施

された評価に基づき、ウエストパックは、第２の柱に基づくトップアップ税に対する重大なエクスポージャーは予

想していない。第２の柱に関する法律が将来の財務成績に与える影響については、引き続き評価が行われる予定で

ある。

 

(ⅳ)　2024年９月30日終了事業年度におけるその他の変更

 

多国籍企業の税制改革－連結対象事業体に関する開示書類

当年度において、連邦政府は、税制の透明性に対応するために、2001年会社法を改正する法案を可決した。この

改正により、すべての公開企業は(上場企業も非上場企業も)、財務報告書に「連結対象事業体に関する開示書類」

を含めることが要求されている。この書類は、連結グループ内の事業体について、事業体の名称、法的構造、法人

化又は設立の場所、所有割合、税務上の居住国などの情報を要求している。これらの改正は、ウエストパックには

2024年９月30日終了事業年度について適用され、財務報告書の268ページ(訳注：原文のページ)の「連結対象事業

体に関する開示書類」に含まれている。
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(ⅴ)　企業結合

 

企業結合は取得法で会計処理される。取得原価は、譲渡された資産、発行されたエクイティ商品、又は発生した

若しくは引受けた負債の取得日現在の公正価値の合計として測定される。取得関連費用は発生時に費用計上される

(ただしエクイティ商品の発行時に生じる費用は、株主持分に直接認識される)。

企業結合で取得した識別可能な資産、並びに引受けた負債及び偶発債務は、取得日現在の公正価値で測定され

る。のれんは、取得原価、非支配株主持分の金額及び被買収会社におけるウエストパックの従来からの株主持分の

公正価値の合計が、取得した識別可能な純資産の公正価値を上回る部分として測定される。

 

(ⅵ)　外貨換算

 

機能通貨及び表示通貨

当連結財務書類は、親会社の機能通貨及び表示通貨である豪ドルで表示されている。オフショア事業体の機能通

貨は通常、当該事業体が事業を営む経済の主要通貨である。

 

取引及び残高

外貨取引は取引日現在の実勢為替レートで関連する支店又は子会社の機能通貨に換算される。かかる取引の決済

並びに外貨建の貨幣性資産及び負債の期末現在の為替レートでの換算から生じる為替(以下「FX」という。)差損益

は、適格なキャッシュ・フロー・ヘッジ及び適格な純投資ヘッジとしてOCIに繰り延べられる場合を除き、損益計

算書に認識される。

 

在外営業活動体

豪ドル以外の機能通貨を有する在外支店及び子会社の資産及び負債は、決算日現在の実勢為替レートで換算され

る。収益及び費用は期中平均実勢為替レートで換算される。株主持分の残高は発生時の為替レートで換算される。

その結果生じる換算差額はOCIの外貨換算積立金に認識される。

ウエストパックが在外営業活動体に対する純投資から生じる通貨換算リスクをヘッジしている場合、そのヘッジ

が有効である限り、ヘッジ手段に係る損益もOCIに反映される。在外営業活動体の全部若しくは一部が売却され

る、又は純投資の一部である借入金が返済される時点で、かかる為替差額の相当する部分は売却又は借入金の返済

に係る損益の一部として損益計算書に認識される。

 

(ⅶ)　比較数値の修正

 

比較情報は、当年度の表示変更に一致させるため、また、比較可能性を高めるために、必要に応じて修正されて

いる。
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b.　重要な会計上の仮定及び見積り

 

ウエストパックの会計方針の適用には、財務情報に影響を与える判断、仮定及び見積りの使用が必要となる。使

用された重要な仮定及び見積りは、以下の関連する注記に記載されている。

・　注記７　　法人税等

・　注記10　　予想信用損失(以下「ECL」という。)に対する引当金

・　注記22　　金融資産及び金融負債の公正価値

・　注記24　　無形資産

・　注記25　　引当金、偶発債務、偶発資産及び信用コミットメント

・　注記32　　退職年金契約

 

気候関連リスクの影響

ウエストパックは、気候変動の潜在的リスク(物理的リスクと移行リスクの両方を含む)が財務書類に与える影響

を検討している。ウエストパックは、現在使用している情報及び方法論に基づき、気候関連リスクは2024年９月30

日終了事業年度における判断、仮定及び見積りに重要な影響を及ぼさないと結論付けた。この結論は、気候変動に

よる最も重大な影響のほとんどが、当行グループのエクスポージャーの想定期間後に発生すると予想されることも

反映している。

この結論に達するにあたっての主要検討事項には、以下に対するウエストパックのエクスポージャーの評価が含

まれる。

・　全体的な信用エクスポージャーに占める移行リスクの比率が高い業界。

・　天候パターンの変化や異常気象事象によって生じる可能性のある物理的リスク。特にウエストパックの住宅

ローンに焦点を当てた。

気候変動は、中長期的な不確実性の重大な原因であり、将来において当行グループの財務書類に影響を与える可

能性がある。気候変動による財務的影響の測定は進化し続けており、ウエストパックは、これらの影響を評価する

ために、気候シナリオ分析及びストレステストの能力を引き続き向上させる予定である。

物理的な気候関連リスクに関連して維持されるオーバーレイを含む、ECLに対する引当金の詳細は、注記10に記

載されている。
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c.　今後の展望

(ⅰ)　会計基準

 

AASB第18号「財務諸表における表示及び開示」(以下「AASB第18号」という。)は2024年６月７日に公表され、早

期適用されない限り、2028年９月30日終了事業年度から発効される。AASB第18号はAASB第101号「財務諸表の表

示」を置き換えるものである。この基準は、財務書類における項目の認識及び測定を変更するものではないが、財

務書類の表示及び開示に影響を及ぼすものであり、以下が含まれる。

・　比較可能性を高めるための損益計算書における新たな区分及び小計

・　経営陣が定義した業績指標に関する開示の拡充

・　より有益な情報を提供するための財務書類における情報のグルーピングの変更

ウエストパックは、AASB第18号の適用による影響を引き続き評価している。

AASB第2024-2号「オーストラリア会計基準の修正－金融商品の分類及び測定」(以下「AASB第2024-2号」とい

う。)は2024年７月29日に公表され、早期適用されない限り、2027年９月30日終了事業年度から発効される。

この修正には以下が含まれる。

・　その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定されたエクイティ商品に対する投資に関する開

示の変更、並びに基本的な融資のリスク及びコストに直接関連しない偶発的な特性を有する金融商品に関する

追加の開示

・　電子送金システムを通じた決済について金融負債の認識の中止に関するガイダンス

・　環境・社会・ガバナンス(以下「ESG」という。)及び類似の特性を有する金融資産の契約上のキャッシュ・フ

ロー特性の評価に関するガイダンス

この基準は、ウエストパックにとって重大な影響を与えることはないと見込まれている。

 

(ⅱ)　その他の動向

 

AASB第S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的な要求事項」(以下「AASB第S1号」という。)

及びAASB第S2号「気候関連開示」(以下「AASB第S2号」という。)は、2024年９月20日にAASBにより公表された。

AASB第S1号が任意適用の基準であるのに対し、AASB第S2号は強制適用である。いずれの基準も、早期適用されない

限り、当行グループにおいては2026年９月30日終了事業年度から発効される。

これらの基準は、AASBが公表するオーストラリア・サステナビリティ報告基準であり、サステナビリティ報告書

及び一般目的財務報告書におけるサステナビリティ関連及び気候関連の財務開示について規定している。これらの

基準の主な特徴は以下のとおりである。
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AASB第S1号

この基準は、企業の一般目的財務報告書の一部を構成する気候関連の財務開示を含む、サステナビリティに関連

する可能性のあるさまざまなトピックに関するサステナビリティ関連財務情報の報告に適用される。この基準は、

それらの開示の表示に関する全般的要求事項、構成及びコンテンツ(ガバナンス、戦略、リスク管理、並びに指標

及び目標に関する開示を含む)に関する最低要件についてのガイドライン、開示の記載場所、報告のタイミング、

並びに判断、不確実性及び誤謬に関する開示について規定している。

 

AASB第S2号

この基準は、企業のキャッシュ・フロー、ファイナンスへのアクセス又は資本コストに短期、中期又は長期にわ

たり影響を及ぼすことが合理的に予想できる気候関連のリスク及び機会に関する、一般目的財務報告書における開

示要求事項について規定している。気候関連の財務開示に関する規定は主に、ガバナンス、戦略、リスク管理、並

びに指標及び目標という４つの主要分野に関連している。この基準はまた、シナリオ分析及び温室効果ガス排出

(スコープ１、２及び３)の開示も要求している。また、このような情報の報告に関する概念的基礎、開示の記載場

所、報告のタイミング、並びに判断、不確実性及び誤謬に関する開示などの全般的要求事項も規定されている。

 

当行グループは、AASB第S1号及びAASB第S2号の適用による影響を引き続き評価している。
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財務業績

 

注記２.　セグメント報告

 

会計方針

事業セグメントは、ウエストパックの主要な意思決定者に内部で提供された情報と一貫性のある基準により表示

されており、ウエストパックの法的構造ではなく、事業の経営管理を反映している。

各セグメントの純業務収益及び業務費用の勘定科目の法定額は、重要項目を除外した残高と、これら各カテゴ

リーの重要項目の合計を分けて示している。これは、ウエストパックの主要な意思決定者に内部で提供される情報

と整合している。

重要項目は、経営陣がウエストパックの継続事業の業績を反映していないと考えている項目であり、以下のカテ

ゴリーに大別される。

・　ヘッジ会計として適格ではない経済的ヘッジに係る未実現公正価値利益及び損失。

・　適格ヘッジに係る非有効部分純額。

・　当行グループの通常の事業活動を反映していない、金額的に重要な項目。個別の報告期間における金額的に重

要な項目には以下が含まれる場合がある。

－　是正、訴訟、罰金及び罰則に係る引当金

－　資産の売却及び再評価の影響

－　資産(のれん及び資産計上されたソフトウェアを含む)の評価減

－　事業再編費用

 

表示の変更

2024年度に、ウエストパックは「ビジネス及びウェルス」という新たな事業セグメントを創設し、スペシャリス

ト・ビジネス部門(以下「SBD」という。)を廃止した。SBDの残存業務には、プラットフォーム・ビジネス、パシ

フィック・バンキング、―マージン・レンディング及びオートファイナンスのポートフォリオが含まれていたが、

これらはビジネス及びウェルス・セグメントに集約された。SBDの売却された事業による過年度の寄与分は、当行

グループ事業に集約された。

さらに、当行グループは、業績報告及び評価を強化するために複数の変更を行った。

・　資金移転価格：大口資金調達及び流動性に係る費用のセグメントへの配分方法を改善した。

・　資本配分：2023年１月に当行グループが適用したバーゼルⅢの枠組みに整合するように資本配分を修正した。

・　費用配分：エンタープライズ機能をセグメント全体に再配分した。

これらの変更はセグメント報告に反映されており、表示されている情報は主要な意思決定者に内部で提供された

情報と整合している。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。
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報告すべき事業セグメント

当行グループは、オーストラリアにおける銀行業務及び特定の金融サービスの大手プロバイダーの１つで、複数

のブランドの下で事業を行っているが、大半がオーストラリア及びニュージーランドであり、ヨーロッパ、北米、

アジア及び太平洋地域でのプレゼンスは低い。当行グループは、広範囲に展開する支店及びATMネットワーク、

コール・センター並びにスペシャリストのリレーションシップ・マネジャーとプロダクト・マネジャーに支えられ

た高いオンライン処理能力を通じて事業を行っている。当行グループの事業は以下の主要なセグメントで構成され

ている。

・　コンシューマーは、住宅ローン、消費者金融並びに資金及びトランザクション・バンキングで構成される３つ

の事業分野を通じて、幅広い銀行業務関連の商品及びサービスをオーストラリアの顧客に提供する。

・　ビジネス及びウェルスは、ビジネス・バンキング(エクスポージャーは通常200百万豪ドルを上限としてい

る)、ウェルス・マネジメント、プライベート・ウェルス、ウエストパック・パシフィック、及びオートファ

イナンスから構成される。

・　ウエストパック・インスティテューショナル・バンク(WIB)は、法人顧客、機関投資家顧客及び政府顧客に幅

広い金融商品及びサービスを提供する。

・　ウエストパック・ニュージーランドは、ニュージーランドの個人顧客、事業顧客及び機関投資家顧客に銀行業

務並びに資産管理商品及びサービスを提供する。

・　当行グループ事業には、財務、カスタマー・アンド・コーポレート・サービス、テクノロジー、経理、人事、

法務及びその他のエンタープライズ・サービスなどのサポート機能が含まれる。これには、連結時に生じるグ

ループ全体の消去仕訳、一括計上引当金並びに各部門に割り当てられないその他の収益及び費用も含まれる。
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以下の表は、当行グループのセグメント業績を示している。

 

 
コンシュー

マー

ビジネス
及び

ウェルス

ウエスト
パック・イ
ンスティ
テューショ
ナル・バン

ク

ウエスト
パック・
ニュージー
ランド
(豪ドル)

当行
グループ
事業

合計
重要項目
(税引前)

損益
計算書

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年         

純利息収益 7,632 5,338 2,240 2,388 1,318 18,916 (163) 18,753

純手数料収益 515 341 653 179 (16) 1,672 － 1,672

資産管理による純収益 － 395 － 39 7 441 － 441

トレーディング収益 － 57 635 40 (16) 716 (12) 704

その他の収益 13 5 (23) (1) 24 18 － 18

重要項目 － － － (8) (167) (175) 175 －

純業務収益 8,160 6,136 3,505 2,637 1,150 21,588 － 21,588

業務費用
a (4,787) (2,626) (1,465) (1,262) (804) (10,944) － (10,944)

業務費用合計 (4,787) (2,626) (1,465) (1,262) (804) (10,944) － (10,944)

引当金考慮前利益 3,373 3,510 2,040 1,375 346 10,644 － 10,644

減損(費用)/戻入 (248) (142) (120) (25) (2) (537) － (537)

税引前利益 3,125 3,368 1,920 1,350 344 10,107 － 10,107

法人税等(費用)/便益
b (941) (1,012) (553) (377) (234) (3,117) － (3,117)

NCIに帰属する当期純利益 － － － － － － － －

WBC所有者に帰属する当期純利益 2,184 2,356 1,367 973 110 6,990 － 6,990

重要項目(税引後) － － － (6) (117) (123)   

貸借対照表         

貸付金 510,317 101,989 100,582 93,833 46 806,767   

預金及びその他の借入金 334,462 144,289 119,795 74,912 47,031 720,489   

         

2023年         

純利息収益 8,177 4,992 1,926 2,317 1,002 18,414 (97) 18,317

純手数料収益 504 360 596 177 8 1,645 － 1,645

資産管理による純収益 － 425 － 33 114 572 (10) 562

トレーディング収益 － 47 692 33 (22) 750 (33) 717

その他の収益 20 12 79 (3) 53 161 243 404

重要項目 － (88) － － 191 103 (103) －

純業務収益 8,701 5,748 3,293 2,557 1,346 21,645 － 21,645

業務費用
c (4,533) (2,459) (1,316) (1,186) (738) (10,232) (460) (10,692)

重要項目 (202) (64) (15) (9) (170) (460) 460 －

業務費用合計 (4,735) (2,523) (1,331) (1,195) (908) (10,692) － (10,692)

引当金考慮前利益 3,966 3,225 1,962 1,362 438 10,953 － 10,953

減損(費用)/戻入 (179) (257) (87) (124) (1) (648) － (648)

税引前利益 3,787 2,968 1,875 1,238 437 10,305 － 10,305

法人税等(費用)/便益
b (1,142) (877) (538) (350) (197) (3,104) － (3,104)

NCIに帰属する当期純利益 － (5) － － (1) (6) － (6)

WBC所有者に帰属する当期純利益 2,645 2,086 1,337 888 239 7,195 － 7,195

重要項目(税引後) (148) (107) (10) (7) 99 (173)   

貸借対照表         

貸付金 492,716 95,548 92,568 92,488 (66) 773,254   

預金及びその他の借入金 308,342 140,536 116,052 76,544 46,694 688,168   
 

 

a
　資産(のれん及びその他の無形資産を含む)の減損は、コンシューマーにおける5　5百万豪ドルを除き、すべてのセグメント

で金額的重要性がなかった。

b
　重要項目に係る法人税等便益52百万豪ドル(2023年度：184百万豪ドル)を含む。

c
　資産(のれん及びその他の無形資産を含む)の減損は、当行グループ事業における36百万豪ドルを除き、すべてのセグメント

で金額的重要性がなかった。
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コンシュー

マー

ビジネス
及び

ウェルス

ウエスト
パック・イ
ンスティ
テューショ
ナル・バン

ク

ウエスト
パック・
ニュージー
ランド
(豪ドル)

当行
グループ
事業

合計
重要項目
(税引前)

損益
計算書

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2022年         

純利息収益 8,473 3,508 1,438 2,107 1,080 16,606 555 17,161

純手数料収益 508 381 605 185 (7) 1,672 (1) 1,671

資産管理及び保険業務による
純収益

－ 441 － 54 364 859 (51) 808

トレーディング収益 － 41 516 43 20 620 44 664

その他の収益 49 18 29 (3) 55 148 (846) (698)

重要項目 － (1) － 120 (418) (299) 299 －

純業務収益 9,030 4,388 2,588 2,506 1,094 19,606 － 19,606

業務費用
a (4,411) (2,446) (1,265) (1,072) (987) (10,181) (621) (10,802)

重要項目 (66) (13) － － (542) (621) 621 －

業務費用合計 (4,477) (2,459) (1,265) (1,072) (1,529) (10,802) － (10,802)

引当金考慮前利益 4,553 1,929 1,323 1,434 (435) 8,804 － 8,804

減損(費用)/戻入 (187) (97) (85) 25 9 (335) － (335)

税引前利益 4,366 1,832 1,238 1,459 (426) 8,469 － 8,469

法人税等(費用)/便益
b (1,314) (553) (372) (382) (149) (2,770) － (2,770)

NCIに帰属する当期純利益 － (4) － － (1) (5) － (5)

WBC所有者に帰属する当期純利益 3,052 1,275 866 1,077 (576) 5,694 － 5,694

重要項目(税引後) (47) (9) － 119 (937) (874)   

貸借対照表         

貸付金 474,591 94,776 85,182 85,285 (187) 739,647   

預金及びその他の借入金 280,534 142,133 117,252 71,202 48,008 659,129   
 

 

a
　資産(のれん及びその他の無形資産を含む)の減損は、以下を除くすべてのセグメントで金額的重要性がなかった。

－　当行グループ事業：291百万豪ドル

－　ウエストパック・インスティテューショナル・バンク：45百万豪ドル

b
　重要項目に係る法人税等便益46百万豪ドルを含む。

 

重要項目(税引後)

 

 2024年 2023年 2022年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

経済的ヘッジ (128) (92) 470

ヘッジの非有効部分 5 66 (52)

是正、訴訟、罰金及び罰則に係る引当金 － (176) (133)

資産の売却及び再評価 － 256 (876)

資産の評価減 － (87) (283)

事業再編費用 － (140) －

重要項目(税引後)合計 (123) (173) (874)
 

 

商品及びサービスからの収益

商品又はサービス別の外部顧客からの収益の詳細は、注記３及び注記４に開示されている。単独で当行グループ

の収益の10％を超過する顧客はいなかった。
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地域別セグメント

地域別セグメントは、以下の項目が認識された拠点の所在地に基づいている。

 

 2024年 2023年 2022年

 百万豪ドル ％ 百万豪ドル ％ 百万豪ドル ％

収益       

オーストラリア 48,442 84.7 40,222 85.4 20,198 78.6

ニュージーランド 6,809 11.9 5,053 10.7 5,010 19.5

その他の海外
a 1,931 3.4 1,805 3.9 488 1.9

合計 57,182 100.0 47,080 100.0 25,696 100.0

非流動資産
b       

オーストラリア 11,573 89.0 11,782 89.7 11,606 91.0

ニュージーランド 1,319 10.1 1,282 9.8 1,088 8.5

その他の海外
a 105 0.9 67 0.5 62 0.5

合計 12,997 100.0 13,131 100.0 12,756 100.0
 

 

a
　その他の海外には、太平洋諸島、アジア、南北アメリカ及びヨーロッパが含まれている。

b
　非流動資産は、不動産及び設備並びに無形資産を示している。

 

注記３.　純利息収益並びに平均貸借対照表残高及び金利

 

純利息収益
1

 

会計方針

償却原価又はFVOCIで測定するすべての利付金融資産及び利付金融負債に係る受取利息及び支払利息は、下表に

詳述されているとおり、実効金利法を用いて認識される。財務部門の金利及び流動性管理業務から発生する純収

益、並びに銀行税費用は、純利息収益に含まれる。

実効金利法とは、金融商品の将来の見積現金受取額又は支払額をその現在価値まで割引くことによって当該金融

商品の償却原価を算定し、その商品に不可欠な手数料、費用、プレミアム又はディスカウントを含む受取利息又は

支払利息をその予想期間にわたり配分する方法のことである。

受取利息は、当行グループのECLモデルのステージ１及びステージ２の金融資産の帳簿価額総額、並びにステー

ジ３の金融資産についてのECLに対する引当金控除後の帳簿価額に基づき計算される。

 

1
　是正のコストに関連する項目が含まれており、当行グループについて純利息収益の47百万豪ドルの増加(2023年度：57百万

豪ドルの減少、2022年度：１百万豪ドルの増加)、親会社については38百万豪ドルの増加(2023年度：67百万豪ドルの減少)が

認識された。詳細については注記25を参照のこと。
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 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

受取利息      

実効金利法で計算      

現金及び中央銀行預け金 4,123 4,277 683 3,651 3,785

支払担保金 647 581 68 646 578

投資有価証券 3,494 2,037 1,126 3,254 1,846

貸付金 44,460 35,582 21,096 38,217 30,518

その他の金融資産 15 38 2 13 37

子会社債権 － － － 2,577 2,145

売却目的保有資産 － － 6 － －

実効金利法で計算する受取利息合計 52,739 42,515 22,981 48,358 38,909

その他      

適格ヘッジに係る非有効部分－純額 8 94 (77) 16 94

トレーディング目的有価証券及びFVISで
測定する金融資産

1,600 1,143 347 1,474 1,044

子会社債権 － － － 81 (146)

その他合計 1,608 1,237 270 1,571 992

受取利息合計 54,347 43,752 23,251 49,929 39,901

支払利息      

実効金利法で計算      

受入担保金 (317) (327) (64) (302) (319)

預金及びその他の借入金 (21,268) (14,993) (2,810) (18,190) (12,666)

発行済債券 (6,094) (4,667) (2,257) (5,422) (4,221)

子会社債務 － － － (3,324) (2,802)

借入資本 (1,848) (1,448) (1,026) (1,773) (1,408)

その他の金融負債 (394) (516) (162) (177) (302)

実効金利法で計算する支払利息合計 (29,921) (21,951) (6,319) (29,188) (21,718)

その他      

預金及びその他の借入金 (2,389) (1,925) (399) (2,248) (1,789)

トレーディング負債
a (2,643) (653) 1,169 (2,785) (671)

発行済債券 (194) (494) (93) (82) (338)

銀行税 (357) (332) (340) (357) (332)

子会社債務 － － － 242 131

その他の支払利息 (90) (80) (108) (74) (69)

その他合計 (5,673) (3,484) 229 (5,304) (3,068)

支払利息合計 (35,594) (25,435) (6,090) (34,492) (24,786)

純利息収益 18,753 18,317 17,161 15,437 15,115
 

 

a
　財務部門のバランスシート管理業務の純影響額を含む。
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平均貸借対照表残高及び金利

 

ウエストパックの利付資産及び利付負債の日次平均残高、並びに受取利息又は支払利息は、以下のとおりであ

る。

 
 連結

 2024年 2023年 2022年

 平均残高 受取利息 平均金利 平均残高 受取利息 平均金利 平均残高 受取利息 平均金利

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％

資産          

利付資産          

貸付金：
a          

オーストラリア 633,772 37,865 6.0 607,154 30,164 5.0 582,456 17,694 3.0

ニュージーランド 92,222 6,155 6.7 90,130 5,028 5.6 87,236 3,203 3.7

その他の海外 6,666 440 6.6 6,548 390 6.0 6,362 199 3.1

住宅
a          

オーストラリア 439,121 24,982 5.7 424,427 19,640 4.6 411,950 11,851 2.9

ニュージーランド 60,810 3,561 5.9 59,319 2,702 4.6 57,050 1,796 3.1

その他の海外 407 17 4.2 468 18 3.8 492 19 3.9

個人向け          

オーストラリア 10,684 1,039 9.7 11,954 1,001 8.4 13,910 1,084 7.8

ニュージーランド 1,063 97 9.1 1,094 102 9.3 1,126 115 10.2

その他の海外 7 1 14.3 7 1 14.3 7 1 14.3

法人向け
a          

オーストラリア 183,967 11,844 6.4 170,773 9,523 5.6 156,596 4,759 3.0

ニュージーランド 30,349 2,497 8.2 29,717 2,224 7.5 29,060 1,292 4.4

その他の海外 6,252 422 6.7 6,073 371 6.1 5,863 179 3.1

トレーディング目的有価証券
及びFVISで測定する金融資
産：

         

オーストラリア 28,605 1,223 4.3 23,486 843 3.6 16,715 235 1.4

ニュージーランド 4,718 251 5.3 3,959 201 5.1 3,784 76 2.0

その他の海外 3,027 126 4.2 2,641 99 3.7 2,337 36 1.5

投資有価証券：          

オーストラリア 85,208 3,227 3.8 66,631 1,822 2.7 70,804 985 1.4

ニュージーランド 6,570 201 3.1 6,164 148 2.4 4,950 85 1.7

その他の海外 2,147 66 3.1 2,082 67 3.2 2,027 56 2.8

その他の利付資産：
b          

オーストラリア 79,226 3,340 4.2 96,291 3,424 3.6 82,102 366 0.4

ニュージーランド 8,636 465 5.4 10,496 496 4.7 9,769 153 1.6

その他の海外 19,258 988 5.1 24,867 1,070 4.3 17,238 157 0.9

売却目的保有資産：          

オーストラリア － － － － － － 425 6 1.4

利付資産及び受取利息合計
a 970,055 54,347 5.6 940,449 43,752 4.7 886,205 23,251 2.6

無利息資産          

金融派生商品 16,786   23,423   23,395   

売却目的保有資産 －   －   2,444   

その他すべての資産
a,ｃ 70,468   59,356   62,719   

無利息資産合計
a 87,254   82,779   88,558   

資産合計 1,057,309   1,023,228   974,763   
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a
　貸付金の一部の無利息貸付金は「その他すべての資産」として表示されている。当該無利息貸付部分は、モーゲージを相殺

する預金の影響を表すもので、貸付金の金利計算の際に考慮される。2024年度において、ニュージーランド内の相殺貸付金

は分類が変更されて「その他すべての資産」として表示されている。比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されて

いる。

b
　受取利息には、適格ヘッジに係る非有効部分純額が含まれる。

c
　不動産及び設備、無形資産、繰延税金資産、モーゲージ相殺勘定に関連する無利息貸付金並びにその他のすべての無利息資

産が含まれる。モーゲージ相殺の残高は57,028百万豪ドル(2023年度：49,702百万豪ドル、2022年度：47,328百万豪ドル)で

あった。

 

 連結

 2024年 2023年 2022年

 平均残高 支払利息 平均金利 平均残高 支払利息 平均金利 平均残高 支払利息 平均金利

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％

負債          

利付負債          

預金及びその他の借入金：
a          

オーストラリア 489,693 19,413 4.0 460,149 13,544 2.9 427,097 2,249 0.5

ニュージーランド 65,070 3,220 4.9 63,760 2,464 3.9 60,678 765 1.3

その他の海外 19,356 1,024 5.3 20,132 910 4.5 21,175 195 0.9

譲渡性預金証券          

オーストラリア 33,598 1,509 4.5 31,822 1,128 3.5 29,839 205 0.7

ニュージーランド 2,424 141 5.8 2,727 136 5.0 2,956 53 1.8

その他の海外 12,867 736 5.7 13,338 657 4.9 14,513 137 0.9

取引口座
a          

オーストラリア 122,235 4,112 3.4 129,760 3,083 2.4 131,923 629 0.5

ニュージーランド 8,836 404 4.6 8,647 322 3.7 8,878 77 0.9

その他の海外 823 13 1.6 868 7 0.8 842 3 0.4

貯蓄預金
a          

オーストラリア 189,405 7,007 3.7 164,800 4,620 2.8 160,261 654 0.4

ニュージーランド 18,465 635 3.4 19,376 537 2.8 20,722 132 0.6

その他の海外 996 25 2.5 1,035 25 2.4 935 5 0.5

定期預金          

オーストラリア 144,455 6,785 4.7 133,767 4,713 3.5 105,074 761 0.7

ニュージーランド 35,345 2,040 5.8 33,010 1,469 4.5 28,122 503 1.8

その他の海外 4,670 250 5.4 4,891 221 4.5 4,885 50 1.0

買戻契約：          

オーストラリア 22,040 692 3.1 34,511 314 0.9 35,136 109 0.3

ニュージーランド 4,318 234 5.4 4,922 231 4.7 2,543 39 1.5

その他の海外 193 11 5.7 219 11 5.0 100 2 2.0

借入資本：          

オーストラリア 37,229 1,676 4.5 31,895 1,313 4.1 28,961 934 3.2

ニュージーランド 2,983 172 5.8 2,489 135 5.4 1,747 92 5.3

その他の利付負債：
b          

オーストラリア 164,722 8,370 5.1 154,859 5,990 3.9 137,796 1,308 0.9

ニュージーランド 20,134 768 3.8 19,986 464 2.3 18,579 403 2.2

その他の海外 953 14 1.5 1,854 59 3.2 1,876 (6) (0.3)

利付負債及び支払利息合計
a 826,691 35,594 4.3 794,776 25,435 3.2 735,688 6,090 0.8
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 連結

 2024年 2023年 2022年

 平均残高 支払利息 平均金利 平均残高 支払利息 平均金利 平均残高 支払利息 平均金利

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

百万
豪ドル

％

無利息負債          

預金及びその他の借入金：
a          

オーストラリア 119,408   117,538   121,074   

ニュージーランド 10,891   12,213   14,139   

その他の海外 1,333   1,292   1,038   

金融派生商品 21,413   26,353   24,750   

売却目的保有負債 －   －   682   

その他すべての負債 6,024   (218)   7,069   

無利息負債合計
a 159,069   157,178   168,752   

負債合計 985,760   951,954   904,440   

株主持分 71,493   71,229   70,268   

非支配株主持分 56   45   55   

株主持分合計 71,549   71,274   70,323   

負債及び株主持分合計 1,057,309   1,023,228   974,763   
 

 

a
　2024年度において、一部の預金商品は、顧客へのマーケティング方法と整合させるために、貯蓄預金と取引口座の間で分類

変更された。当行グループはまた、一部の預金商品について、利付商品か無利息商品かの分類を変更した。比較数値は、当

期の表示に合わせて修正再表示されている。

b
　支払利息は、財務部門のバランスシート管理業務及び銀行税の純影響額を含む。
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変動の算定

純利息収益は、利付資産及び利付負債の元本及び関連する金利の変動によって毎年変動することがある。以下の

表は、純利息収益の増減を、当該資産及び負債における元本の変動による部分と金利の変動による部分に配分した

ものである。

・　元本による変動は資産及び負債の平均残高の増減に基づき算定される。

・　金利による変動は当該資産及び負債に係る金利の変動に基づき算定される。元本の変動と金利の変動の組み合

わせにより生じる変動は、金利による変動に配分されている。

 

 連結

 2024年 2023年

 
元本による
変動額

金利による
変動額

合計
元本による
変動額

金利による
変動額

合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

利付資産       

貸付金：
a       

オーストラリア 1,337 6,364 7,701 747 11,723 12,470

ニュージーランド 117 1,010 1,127 106 1,719 1,825

その他の海外 7 43 50 6 185 191

住宅
a       

オーストラリア 853 4,489 5,342 492 7,297 7,789

ニュージーランド 65 794 859 57 849 906

その他の海外 － (1) (1) 1 (2) (1)

個人向け       

オーストラリア 43 (5) 38 46 (129) (83)

ニュージーランド 2 (7) (5) 4 (17) (13)

法人向け       

オーストラリア 441 1,880 2,321 209 4,555 4,764

ニュージーランド 50 223 273 45 887 932

その他の海外 7 44 51 5 187 192

トレーディング目的有価証券及びFVIS
で測定する金融資産：

      

オーストラリア 185 195 380 101 507 608

ニュージーランド 38 12 50 4 121 125

その他の海外 15 12 27 5 58 63

投資有価証券：       

オーストラリア 508 897 1,405 (65) 902 837

ニュージーランド 10 43 53 21 42 63

その他の海外 2 (3) (1) 2 9 11

その他の利付資産：       

オーストラリア (569) 485 (84) 72 2,986 3,058

ニュージーランド (88) 57 (31) 13 330 343

その他の海外 (245) 163 (82) 76 837 913

売却目的保有資産：       

オーストラリア － － － (6) － (6)

受取利息の増減合計
a 1,317 9,278 10,595 1,082 19,419 20,501

 

 

a
　比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されている。
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 連結

 2024年 2023年

 
元本による
変動額

金利による
変動額

合計
元本による
変動額

金利による
変動額

合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

利付負債       

預金及びその他の借入金：
a       

オーストラリア 922 4,947 5,869 150 11,145 11,295

ニュージーランド 51 705 756 40 1,659 1,699

その他の海外 (35) 149 114 (10) 725 715

譲渡性預金証券       

オーストラリア 128 253 381 23 900 923

ニュージーランド 3 2 5 3 80 83

その他の海外 (25) 104 79 (7) 527 520

取引口座
a       

オーストラリア 182 847 1,029 28 2,426 2,454

ニュージーランド 7 75 82 4 241 245

その他の海外 － 6 6 － 4 4

貯蓄預金
a       

オーストラリア 278 2,109 2,387 60 3,906 3,966

ニュージーランド 11 87 98 6 399 405

その他の海外 (1) 1 － － 20 20

定期預金       

オーストラリア 334 1,738 2,072 39 3,913 3,952

ニュージーランド 30 541 571 27 939 966

その他の海外 (9) 38 29 (3) 174 171

買戻契約：       

オーストラリア 134 244 378 (17) 222 205

ニュージーランド (28) 31 3 37 155 192

その他の海外 (1) 1 － 2 7 9

借入資本：       

オーストラリア 219 144 363 84 295 379

ニュージーランド 27 10 37 39 4 43

その他の利付負債：       

オーストラリア 350 2,030 2,380 297 4,385 4,682

ニュージーランド 3 301 304 15 46 61

その他の海外 (41) (4) (45) (1) 66 65

支払利息の増減合計
a 1,601 8,558 10,159 636 18,709 19,345

純利息収益の増減：       

オーストラリア
a (164) 576 412 335 71 406

ニュージーランド
a 24 75 99 13 348 361

その他の海外 (144) 69 (75) 98 291 389

純利息収益の増減合計
a (284) 720 436 446 710 1,156

 

 

a
　比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されている。
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注記４.　利息以外の収益

 

会計方針

利息以外の収益には、純手数料収益、資産管理及び保険業務による純収益、トレーディング収益、並びにその他

の収益が含まれる。

 

純手数料収益

ウエストパックは、他の当事者がウエストパックの顧客への財又はサービスの提供に関与している場合、その顧

客との取決めの性質が提供者本人としてのものか他の当事者の代理人としてのものかを評価する。ウエストパック

が他の当事者の代理人を務めている場合、ウエストパックが稼得する収益は、受領した対価純額(すなわち、顧客

から受領した総額から第三者のプロバイダーへの支払額を控除後の金額)である。代理人としての対価純額は、顧

客と契約履行の第一義的責任を負う第三者のプロバイダーとの間の取引を円滑化するための手数料収益を示してい

る。

 

手数料収益

手数料収益は、約束した財又はサービスを顧客に移転することによって履行義務が充足された時点で認識され

る。手数料収益には、信用手数料、取引に係る受取手数料及びその他の無リスクの手数料収益が含まれる。

信用手数料には、特定の与信枠手数料、クレジットカード年会費、及び顧客に銀行口座を提供する手数料が含ま

れる。これらは与信期間/サービス提供期間にわたって定額法で認識される。

取引手数料は、FX手数料、電信振替、銀行小切手の発行等の銀行取引を促進することによって稼得される。これ

らの一回限りの取引に関する手数料は、当該取引が完了した時点で認識される。取引手数料は、スキーム費用控除

後のインターチェンジ・フィーを含むクレジットカード取引についても認識される。これらは、取引が完了した時

点で認識されるが、受領したインターチェンジ・フィーの一部は、ウエストパックのクレジットカード報奨プログ

ラムに基づきウエストパックが顧客に対して将来のサービス債務を負っているため、前受収益として繰り延べられ

る。

その他の無リスクの手数料収益には助言及び引受報酬が含まれ、関連サービスが完了した時点で認識される。

金融商品の実効金利の不可欠な部分を成す収益は、実効金利法を用いて認識され、受取利息に計上される(例え

ば、ローン組成手数料)。
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手数料費用

手数料費用は、顧客への財又はサービスの提供に応じて直接変動する外部増分コストを含んでいる。増分コスト

とは、特定の財又はサービスが特定の顧客に提供されなければ発生しなかったであろう費用である。金融商品の実

効金利の不可欠な部分を成す手数料費用は、実効金利法を用いて認識され、純利息収益に計上される。手数料費用

には、クレジットカード・ロイヤルティ・プログラムに関連する費用(ポイントと引き換えにサービスが提供され

た時点で費用として認識される)及び加盟店取引コストが含まれる。

 

資産管理及び保険業務による純収益

資産管理による純収益

顧客のファンド及び投資を継続的に管理することによって稼得する資産管理報酬は、管理期間にわたって履行義

務が充足された時点で認識される。

 

保険料による収益

保険料による収益には、生命保険、生命保険運用、抵当権付住宅ローン貸付保険及び損害保険の商品について稼

得する保険料が含まれる。

・　定期的に支払われる生命保険の保険料は、発生主義に基づいて収益として認識される。

・　生命保険運用保険料には、サービスが提供される期間にわたって収益として認識される管理報酬部分が含まれ

ている。生命保険及び運用契約の預金部分は、収益ではなく、生命保険債務の変動として扱われる。

・　損害保険料は保険契約者に対する請求額(税金を除く)から構成され、保険対象のリスクが出現する可能性が高

いパターンに基づき認識される。パターン評価に基づく未稼得部分は、未経過保険料債務として認識される。

 

保険金請求費用

・　生命保険契約及び損害保険契約の保険金は、債務が確定する時点で費用として認識される。

・　生命保険運用契約に関して発生した保険金は、払戻しを表し、生命保険債務の減額として認識される。

 

生命保険債務の変動

生命保険債務の変動には、健全性基準LPS 340「保険契約債務の評価」に規定されているマージン・オン・サー

ビス法(MoS)を用いて計算された生命保険契約債務の価値の変動が含まれる。

規制、競争、金利、税金、証券市場の状況及び一般的な経済状況も生命保険債務の見積りに影響を及ぼす。
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トレーディング収益

・　トレーディング資産、負債及び金融派生商品の公正価値の変動から生じる実現損益及び未実現損益は、発生し

た期に認識される(ただし、デイ・ワン損益は繰延べられる。注記22参照)。

・　財務部門の金利及び流動性管理業務に関連する純収益は純利息収益に含まれる。

 

その他の収益－受取配当金

・　時価のある株式に係る配当金は、配当権利落ち日に認識される。

・　時価のない株式に係る配当金は、当社が配当を受ける権利が確定した時点で認識される。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

純手数料収益      

信用手数料 763 697 686 709 647

取引手数料 1,118 1,146 1,132 935 959

その他の無リスクの手数料 135 154 122 125 136

手数料収益 2,016 1,997 1,940 1,769 1,742

クレジットカード・ロイヤリティ・
プログラム

(134) (153) (126) (106) (120)

取引に係る支払手数料 (210) (199) (143) (169) (161)

手数料費用 (344) (352) (269) (275) (281)

純手数料収益 1,672 1,645 1,671 1,494 1,461

資産管理及び保険業務純額      

資産管理による収益純額 441 562 726 － －

生命保険料収益 － － 834 － －

生命保険運用及びその他の収益 － － (141) － －

保険料、投資及びその他の収益合計 － － 693 － －

生命保険金、生命保険債務の変動及び
その他の費用

－ － (611) － －

保険金、保険債務の変動及びその他の
費用合計

－ － (611) － －

資産管理及び保険業務純額 441 562 808 － －

トレーディング 704 717 664 637 678

その他      

子会社からの受取配当金 － － － 1,284 1,050

子会社との取引 － － － 564 550

その他の会社からの受取配当金 3 1 4 1 1

資産の売却に係る純利益/(損失) 6 － (3) 8 1

在外営業活動体のヘッジに係る
純利益/(損失)

(1) － － (4) (51)

リスク管理目的で保有する金融派生商品

に係る純利益/(損失)
a 7 1 9 7 1

公正価値で測定する金融商品に係る
純利益/(損失)

(24) 78 12 (32) 71

被支配事業体及びその他の事業の売却に係

る純利益/(損失)
b － 268 (823) － －

その他 27 56 103 23 45

その他合計 18 404 (698) 1,851 1,668

利息以外の収益合計
c 2,835 3,328 2,445 3,982 3,807
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a
　リスク管理目的で保有する金融派生商品による収益は、利益の経済的ヘッジの影響を反映している。

b
　売却に係る利益／損失には以下が含まれている。

・　2023年度：アドバンス・アセット・マネジメント・リミテッドに係る利益243百万豪ドル

・　2022年度：オーストラリアの生命保険事業に係る損失1,112百万豪ドル、オートファイナンスに係る利益170百万豪ドル及

びニュージーランドの生命保険に係る利益119百万豪ドル

c
　是正のコストに関連する項目を含み、当行グループについて利息以外の収益の44百万豪ドル(2023年度：52百万豪ドル、

2022年度：64百万豪ドル)の減額、親会社については30百万豪ドル(2023年度：56百万豪ドル)の減額として認識された。詳細

については注記25を参照のこと。

 

クレジットカード・ロイヤルティ・プログラムに関連する前受収益は、2024年９月30日現在、ウエストパックに

ついて338百万豪ドル(2023年度：324百万豪ドル、2022年度：330百万豪ドル)、親会社については35百万豪ドル

(2023年度：32百万豪ドル)であった。これは、クレジットカード報奨ポイントが引き換えられた時点で手数料収益

として認識される。

ウエストパック又は親会社について、その他の重要な契約資産又は契約負債はなかった。
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注記５.　業務費用
 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

人件費      

従業員の報酬、受給権及び諸経費 5,160 5,254 5,111 4,540 4,674

退職年金 551 521 533 491 459

株式報酬 97 90 88 94 88

事業再編費用 91 233 134 75 226

人件費合計 5,899 6,098 5,866 5,200 5,447

賃借      

オペレーティング・リース賃借料 116 153 170 99 128

不動産及び設備の減価償却及び減損
a 455 474 626 387 420

その他 129 159 118 120 139

賃借合計 700 786 914 606 687

テクノロジー      

ソフトウェア資産の償却及び減損
a 908 629 655 802 573

IT機器の減価償却及び減損 125 132 177 99 108

技術サービス
b 871 735 721 770 645

ソフトウェアのメンテナンス及び
ライセンス

770 603 506 653 504

電気通信 90 112 144 69 91

テクノロジー合計
b 2,764 2,211 2,203 2,393 1,921

その他      

専門処理サービス
b 798 905 1,056 696 762

郵便及び事務用消耗品 130 139 144 109 114

広告 176 169 158 150 137

貸付以外の損失 111 65 104 88 52

その他の無形資産及び繰延費用の償却

及び減損
a 34 2 123 2 2

子会社に対する投資の減損 － － － 117 (14)

その他の費用
b 332 317 234 367 365

その他合計
b 1,581 1,597 1,819 1,529 1,418

業務費用合計
c 10,944 10,692 10,802 9,728 9,473

 

 

a
　減損費用には以下が含まれていた。

・　のれん及びその他の無形資産に関して、当行グループについて32百万豪ドル(2023年度：なし、2022年度：122百万豪ド

ル)、親会社についてはなし(2023年度：なし)

・　コンピューター・ソフトウェアに関して、当行グループについて19百万豪ドル(2023年度：８百万豪ドル、2022年度：110

百万豪ドル)、親会社については19百万豪ドル(2023年度：８百万豪ドル)

・　不動産及び設備に関して、当行グループについて８百万豪ドル(2023年度：31百万豪ドル、2022年度：117百万豪ドル)、

親会社については８百万豪ドル(2023年度：31百万豪ドル)

b
　2024年度において、当行グループは重要性がない費用項目を廃止し、関連するコストを他の関連する費目区分に再配分し

た。比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されている。

c
　当行グループについてコンプライアンス、規制及び是正のコストに関連する項目の１百万豪ドルの増加(2023年度：７百万

豪ドルの増加、2022年度：63百万豪ドルの増加)、親会社については１百万豪ドルの増加(2023年度：３百万豪ドルの減少)が

含まれていた。詳細については注記25を参照のこと。
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注記６.　減損費用

 

会計方針

減損費用は、過去の実績、現在の状況及び合理的に裏付可能な将来の経済状況についての複数の確率加重計算を

用いたマクロ経済シナリオを考慮して、現在の帳簿価額と予想将来キャッシュ・フローの現在価値との差額を測定

する予想損失モデルに基づいている。ECLの計算、並びに減損費用に関する重要な会計上の仮定及び見積りの詳細

は、注記10に記載されている。

減損費用は損益計算書に認識され、それと同額が以下のとおりに認識される。

・　貸付金、償却原価で測定する負債証券及び子会社債権の残高：評価性引当金勘定を通じて金融資産の帳簿価額

の減額として認識(注記10参照)。

・　FVOCIで測定する負債証券：負債証券そのものの帳簿価額は減額せず、OCIの積立金に認識(注記26参照)。

・　信用コミットメント：負債性引当金として認識(注記25参照)。

 

回収不能な貸付金

ウエストパックの貸付金回収手続を実施後、ウエストパックが依然として貸付金の契約上の返済額を回収できな

い場合、貸付金の全部又は一部を回収できない可能性がある。回収不能な金額は、すべての可能な返済額を受領し

た後に、関連するECLに対する引当金に対して直接償却される。

貸付金に担保が付されている場合には、通常、担保からの収入を受領した後に、また特定の状況においては担保

の正味実現可能価額が算定された後に、金額が直接償却されるが、これは全額回収が合理的に見込まれないことを

示しており、また直接償却がより早い時点で行われることもある。無担保の個人向け貸付金は通常、180日延滞後

に直接償却される。

ウエストパックはその後、直接償却した貸付金からキャッシュ・フローを回収できる場合がある。これらは、回

収が行われた期間に損益計算書に認識される。

減損費用の詳細は下表のとおりである。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

引当金繰入額/(戻入額)      

正常債権 (150) 274 225 (142) 172

不良債権 877 565 299 801 523

回収 (190) (191) (189) (184) (184)

減損費用/(戻入) 537 648 335 475 511

うち、以下に関連するもの：      

貸付金及び信用コミットメント 536 647 333 469 517

償却原価で測定する負債証券 － － 4 1 －

FVOCIで測定する負債証券 1 1 (2) 1 1

子会社債権 － － － 4 (7)

減損費用/(戻入) 537 648 335 475 511
 

 

詳細は注記10に含まれている。
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注記７.　法人税等

 

会計方針

当期の税金は、当期税金及び繰延税金から構成される。税金は損益計算書に認識される。ただし、OCIに直接認

識される項目に関連する場合には、包括利益計算書に認識される。銀行税は利益に課せられる税ではないため、法

人税等には含まれていない。銀行税は注記３の支払利息に含まれている。

当期税金とは、各管轄地域で制定されている、又は実質的に制定されている税率及び法律を用いた事業年度の税

金債務である。当期税金には、過年度の税金債務に対する調整も含まれる。

繰延税金は財務書類上の資産及び負債の帳簿価額と、その税務上の価額との一時差異で構成される。

繰延税金は、各管轄地域で制定されている、又は実質的に制定されており、資産が現金化又は負債が決済される

時に適用される予定の税率及び法律を用いて決定される。

繰延税金資産と繰延税金負債は、同じ税務当局、同一の課税対象企業又はグループに関連し、かつ純額で決済す

る法的権利及び意図がある場合に相殺されている。

繰延税金資産は、かかる税金資産のために将来の課税所得が利用できる可能性が高い範囲まで認識される。

以下の一時差異について繰延税金は認識されない。

・　企業結合以外の取引で、かつ会計上又は税務上のどちらの損益にも影響を与えない取引における資産又は負債

の当初認識

・　企業結合におけるのれんの当初認識

・　親会社が予測可能な将来において分配を予定していない子会社の未処分利益

親会社はオーストラリアの完全所有子会社を含む連結納税グループの親会社である。連結納税グループのすべて

の事業体は税金分担契約を締結しており、これは取締役会の考えでは、親会社が債務不履行に陥った場合に、連帯

責任を制限するものである。

当期税金及び繰延税金は「グループ割当基準」を用いて認識される。連結納税グループの親会社として、親会社

は連結納税グループの当期税金全額並びに税務上の繰越欠損金及び関連する税額控除から生じる繰延税金資産を認

識する。親会社はこれらの残高について、グループ内の他の企業と相互に全額を補償し合っている。

 

重要な会計上の仮定及び見積り

ウエストパックは複数の税務管轄地域で営業活動を行っており、世界規模での当期税金負債の算定に際し重要な

判断が要求される。税務上の影響が不確実な取引が多数あり、引当金は予想される影響に基づき算定される。
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法人税等

法人税等から税引前利益への調整は以下の表のとおりである。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

税引前利益 10,107 10,305 8,469 9,216 8,938

オーストラリアの法人税率30％による税額 3,032 3,092 2,541 2,765 2,681

課税所得の計算における損金不算入/
(非課税)額の影響：

     

ハイブリッド資本の分配金 139 117 67 139 117

保険契約者の稼得に対する生命保険に
係る税金調整

－ － (1) － －

配当金調整 － 3 － (379) (315)

その他の非課税項目 (4) (9) (97) (3) (1)

その他の損金不算入項目 25 49 409 23 44

海外税率の調整 (27) (25) (31) (4) (4)

法人税等の過年度引当(過剰)/不足額 (20) 7 (77) (13) (2)

その他の項目
a (28) (130) (41) (3) (16)

法人税等合計 3,117 3,104 2,770 2,525 2,504

法人税等の内訳：      

当期法人税額 3,125 3,009 2,661 2,520 2,393

繰延税金の変動
b 12 88 186 18 113

法人税等の過年度引当(過剰)/不足額 (20) 7 (77) (13) (2)

法人税等合計 3,117 3,104 2,770 2,525 2,504

オーストラリア合計 2,632 2,637 2,316 2,480 2,430

海外合計 485 467 454 45 74

法人税等合計 3,117 3,104 2,770 2,525 2,504
 

 

a
　2023年度にはアドバンス・アセット・マネジメント・リミテッドの売却に関連する86百万豪ドル(親会社：なし)が含まれて

いた。

b
　2022年度には、売却目的保有の資産及び負債に関連して、41百万豪ドルの貸方計上(親会社：なし)が含まれていた。

 

2024年度の実効税率は30.84％(2023年度：30.12％、2022年度：32.71％)であった。
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税金資産

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

当期税金資産 13 5 13 5

繰延税金資産 2,147 2,095 1,883 1,957

税金資産合計 2,160 2,100 1,896 1,962
 

 

税金負債

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

当期税金負債 569 780 408 607

税金負債合計 569 780 408 607
 

 

繰延税金資産

繰延税金資産残高は、以下に帰属する一時差異から成る。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

損益計算書に認識された金額及び利益剰余金期首残高     

貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金 1,519 1,465 1,314 1,267

長期休職、年次有給休暇及びその他従業員給付に
対する引当金

407 403 388 384

不動産及び設備 203 222 192 195

その他の引当金 167 240 141 219

リース負債 576 592 508 531

その他すべての負債 222 240 205 226

損益計算書に認識された金額及び利益剰余金期首残高の
合計

3,094 3,162 2,748 2,822

OCIに直接認識された金額     

投資有価証券 206 － 206 －

キャッシュ・フロー・ヘッジ － 87 － 87

OCIに直接認識された合計額 206 87 206 87

繰延税金資産総額 3,300 3,249 2,954 2,909

繰延税金資産と繰延税金負債の相殺 (1,153) (1,154) (1,071) (952)

繰延税金資産純額 2,147 2,095 1,883 1,957

変動     

期首残高 2,095 1,754 1,957 1,646

損益計算書に認識された額 (68) (141) (74) (155)

OCIに認識された額 119 87 119 87

繰延税金資産と繰延税金負債の相殺 1 395 (119) 379

期末残高 2,147 2,095 1,883 1,957
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繰延税金負債

繰延税金負債残高は、以下に帰属する一時差異から成る。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

損益計算書に認識された金額及び利益剰余金期首残高     

ファイナンス・リース取引 112 194 106 190

不動産及び設備 538 497 482 446

その他すべての資産 232 247 232 240

損益計算書に認識された金額及び利益剰余金期首残高の
合計

882 938 820 876

OCIに直接認識された金額     

投資有価証券 － 34 － 34

キャッシュ・フロー・ヘッジ 233 138 214 －

確定給付 38 44 37 42

OCIに直接認識された合計額 271 216 251 76

繰延税金負債総額 1,153 1,154 1,071 952

繰延税金資産と繰延税金負債の相殺 (1,153) (1,154) (1,071) (952)

繰延税金負債純額 － － － －

変動     

期首残高 － － － －

損益計算書に認識された額 (56) (53) (56) (42)

OCIに認識された額 55 (342) 175 (337)

繰延税金資産と繰延税金負債の相殺 1 395 (119) 379

期末残高 － － － －
 

 

未認識の繰延税金残高

以下の潜在的な繰延税金残高は認識されていない。下記の残高総額の税効果は関連する管轄地域で適用される実

効税率に基づいており、税率は15％から45％の範囲である。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

将来減算一時差異     

収益勘定に係る税務上の欠損金 422 448 422 448

資本勘定に係る税務上の欠損金 265 184 150 64

将来加算一時差異     

分配が行われた場合に源泉徴収の対象になると考えられる
子会社の未処分利益

402 365 － －
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注記８.　１株当たり利益

 

会計方針

基本的１株当たり利益(以下「EPS」という。)は、WBC所有者に帰属する当期純利益を、発行済普通株式の期中加

重平均株式数で除することによって算定される。これらの数値は自己株式及び自己株式に関連する配当金について

調整される。希薄化後EPSは、すべての希薄化効果のある潜在的普通株式が転換されると仮定して、基本的EPSを調

整することによって算定される。潜在的希薄化効果のある金融商品の詳細については、注記14及び注記31を参照の

こと。

 

 2024年 2023年 2022年

 基本的 希薄化後 基本的 希薄化後 基本的 希薄化後

WBC所有者に帰属する当期純利益
(百万豪ドル)

6,990 6,990 7,195 7,195 5,694 5,694

制限株式の配当金に関する調整
a (7) － (5) － (3) －

潜在的希薄化効果の調整：       

転換可能借入資本の保有者への分配金
b － 476 － 400 － 233

WBC所有者に帰属する当期純利益(調整後) 6,983 7,466 7,190 7,595 5,691 5,927

普通株式の加重平均株式数(百万株)       

発行済普通株式の加重平均株式数 3,481 3,481 3,507 3,507 3,564 3,564

自己株式(RSP及びEIPの制限株式を含む)
a (5) (5) (5) (5) (5) (5)

潜在的希薄化効果の調整：       

株式報酬 － 6 － 4 － 4

転換可能借入資本
b － 413 － 385 － 326

普通株式の加重平均株式数(調整後) 3,476 3,895 3,502 3,891 3,559 3,889

普通株式１株当たり利益(豪セント) 200.9 191.7 205.3 195.2 159.9 152.4
 

 

a
　制限株式については注記31で説明されている。RSP及びEIPの制限株式に基づく一部の株式は権利が確定しておらず、発行済

普通株式ではないが、配当金を受け取っている。これらのRSP及びEIPの配当金は普通株主に帰属する利益を示す目的で控除

される。

b
　当行グループは、将来において普通株式へ転換される可能性がある転換可能借入資本を発行している(詳細については注記

14を参照のこと)。これらの転換可能借入資本商品は潜在的希薄化効果のある金融商品であるため、希薄化後EPSは、当該商

品が期首、又は年度の途中で発行された場合には当該商品の発行日に転換されていたかのように算定される。

 

次へ
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金融資産及び金融負債

 

会計方針

認識

通常の取引以外の金融資産及び金融負債は、ウエストパックが契約条件の当事者となった時点(通常は決済日(支

払実行日又は現金前払/前受日))で認識される。通常の取引による金融資産の購入及び売却は、ウエストパックが

資産を購入又は売却する契約を締結する日である約定日に認識される。

 

認識の中止

金融資産は、当該資産からのキャッシュ・フローを受取る権利が失効した場合、又は「パス・スルー」契約に基

づき、ウエストパックが当該資産からのキャッシュ・フローを受取る権利を譲渡するか、あるいは受取ったキャッ

シュ・フローを全額支払う債務を引受けるかのいずれかにより、所有に伴う実質的にすべてのリスク及び便益を移

転した場合に、認識が中止される。

ウエストパックが所有に伴うリスク及び便益を一部移転したものの、所有に伴う実質的にすべてのリスク及び便

益を移転も留保もしない状況が発生することもある。かかる状況では、ウエストパックが移転資産の支配を留保す

る場合、ウエストパックが継続的に関与する範囲で、当該資産は引き続き貸借対照表に認識される。

金融負債は、債務が弁済された、取消された、又は終了した時点で認識が中止される。既存の金融負債が同一の

貸し手のまま条件の大幅に異なる別の負債に交換された場合、又は既存の負債の条件が大幅に変更された場合、そ

の交換又は変更は、当初の負債の認識の中止と新たな負債の認識として処理され、それぞれの帳簿価額の差額は損

益計算書に認識される。

新しい条件に基づくキャッシュ・フローの割引後の現在価値(当初実効金利を用いて割引かれたもの)が当初金融

負債の残存キャッシュ・フローの割引後の現在価値から少なくとも10％乖離している場合、その新しい条件は大幅

に異なっているとみなされる。当該金融商品の建通貨の変更、固定金利から変動金利への変更、転換条項といった

定性的な要因も考慮される。

 

分類及び測定基準

金融資産

金融資産は、現金及び中央銀行預け金、支払担保金、トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資

産、金融派生商品、投資有価証券、貸付金並びにその他の金融資産に分類される。

金融資産は、a)資産を運用管理する事業モデルに基づき、また、b)当該金融商品の契約上のキャッシュ・フロー

が元本及び利息の支払いのみ(以下「SPPI」という。)に相当するかどうかによって分類される。

ウエストパックは、金融資産のグループがどのように運用管理されているかを反映するレベルで事業モデルを決

定している。事業モデルを評価する際、ウエストパックは、どのように業績やリスクが管理、評価及び報告されて

いるか、過去の期間における売却の頻度、規模及びその理由、並びに将来の期間における売却見込みなどの要因を

考慮する。
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契約上のキャッシュ・フローがSPPIかを評価する際、利息は主に貨幣の時間価値及び元本残高の信用リスクに対

する対価として定義される。貨幣の時間価値は、利息の要素のうち、時の経過のみに対する対価として提供される

ものとして定義され、当該金融資産の保有に係るその他のリスク又はコストに対する対価ではない。契約上の

キャッシュ・フローを変化させうるためにSPPIの基準に該当しない契約条項には、偶発的でレバレッジがあるよう

な特性、ノン・リコースの取決め及び貨幣の時間価値を修正しうる特性が含まれる。

 

負債商品

負債商品が元本残高に係るSPPIに相当する契約上のキャッシュ・フローを有する場合、以下に分類される。

・　キャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することによって目的が達成される事業モデルの中で当

該負債商品が保有される場合は、償却原価。

・　キャッシュ・フローの回収又は金融資産の売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有される

場合は、FVOCI。

・　金融資産の売却を通じて目的が達成される事業モデルの中で保有される場合は、FVIS。

負債商品は、元本残高に係るSPPIに相当する契約上のキャッシュ・フローがない場合、又は会計上のミスマッチ

を解消又は軽減させるためにFVISで測定するものとして指定される場合に、FVISで分類及び測定される。

 

持分証券

以下の場合、持分証券はFVOCIで分類及び測定される。

・　トレーディング目的以外で保有されている。

・　ウエストパックにより取消不能な選択が行われている。

それ以外の場合は、これらはFVISで測定される。

 

金融負債

金融負債は、受入担保金、預金及びその他の借入金、その他の金融負債、金融派生商品、発行済債券並びに借入

資本に分類される。

トレーディング目的以外で保有される、又はFVISで測定するものとして指定されない金融負債は償却原価で測定

され、それ以外はFVISで測定される。

FVISで測定する金融資産及び金融負債は、公正価値で当初認識される。その他のすべての金融資産及び金融負債

は、直接帰属する取引費用を公正価値にそれぞれ加算又は減算した額で当初認識される。

上記の金融資産又は金融負債の各カテゴリーの会計方針に関する詳細は、該当項目の注記に記載されている。

金融資産及び金融負債の公正価値の決定に関するウエストパックの方針は、注記22に記載されている。
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貸付及び信用リスク

 

注記９.　貸付金

 

会計方針

貸付金は、公正価値と直接帰属する取引費用及び手数料を合計した額で当初認識される金融資産である。

元本残高に係るSPPIに相当する契約上のキャッシュ・フローを有し、当該キャッシュ・フローを回収するために

貸付金を保有することによって目的が達成される事業モデルの中で保有される場合、当該貸付金はその後、実効金

利法を用いて償却原価で測定される。これらは、ECLに対する引当金控除後の金額で表示される。

SPPIに相当するキャッシュ・フローがない場合、金融資産の売却によって目的が達成される事業モデルの中で保

有される場合、又は会計上のミスマッチを解消若しくは軽減させるためにFVISで測定するものとして指定されてい

る場合は、当該貸付金はその後、FVISで測定される。

公正価値又は償却原価で測定される残高については、注記22を参照のこと。

モーゲージ・ファシリティと預金ファシリティの両方を有するローン商品は、資産と負債の構成要素が相殺基準

を満たさないため、これらの要素を分けて、貸借対照表に総額で表示される。当該商品について稼得した利息は損

益計算書に純額で表示されるが、これはこの純額表示が顧客に課せられた利息の発生状況を反映しているためであ

る。
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計上を行った拠点の所在地及び商品の種類別に示した貸付金ポートフォリオは、以下の表のとおりである。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

オーストラリア     

住宅 503,271 485,474 503,270 485,466

個人向け 10,174 11,289 10,174 11,288

法人向け 195,483 181,509 193,042 179,241

オーストラリア合計 708,928 678,272 706,486 675,995

ニュージーランド     

住宅 62,484 61,235 － －

個人向け 1,058 1,083 － －

法人向け 31,055 31,008 306 369

ニュージーランド合計 94,597 93,326 306 369

その他の海外合計 7,810 6,089 7,189 5,470

貸付金総額 811,335 777,687 713,981 681,834

貸付金のECLに対する引当金(注記10参照) (4,568) (4,433) (3,938) (3,813)

貸付金合計
a,b 806,767 773,254 710,043 678,021

 

 

a
　貸付金純額合計には、当行グループについて5,185百万豪ドル(2023年度：3,949百万豪ドル)、親会社については6,054百万

豪ドル(2023年度：4,734百万豪ドル)の証券化された貸付金が含まれている。証券化された貸付金には、ウエストパックが関

連負債証券の保有者である貸付金は含まれていない。

b
　貸付金純額合計には、当行グループについて42,228百万豪ドル(2023年度：43,029百万豪ドル)、親会社については36,825百

万豪ドル(2023年度：36,300百万豪ドル)のカバード債プログラムの担保に差入れられた資産が含まれている。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

327/623



以下の表は、2024年９月30日現在におけるウエストパックの全貸付金の契約上の期日の分布を示したものであ

る。

 

 連結

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
15年以内

15年超 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

オーストラリア      

住宅 5,272 1,007 21,536 475,456 503,271

個人向け 6,385 3,074 715 － 10,174

法人向け 63,263 115,396 9,225 7,599 195,483

オーストラリア合計 74,920 119,477 31,476 483,055 708,928

ニュージーランド      

住宅 192 566 4,438 57,288 62,484

個人向け 878 177 3 － 1,058

法人向け 19,762 11,215 77 1 31,055

ニュージーランド合計 20,832 11,958 4,518 57,289 94,597

その他の海外合計 2,564 4,982 264 － 7,810

貸付金合計 98,316 136,417 36,258 540,344 811,335
 

 

以下の表は、2024年９月30日現在において期日到来まで１年超のウエストパックの貸付金の金利別内訳を示した

ものである。

 

 連結

 
変動利付
貸付金

固定利付
貸付金

 
合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期日到来まで１年超の貸付金の金利別内訳    

オーストラリア    

住宅 452,824 45,175 497,999

個人向け 1,814 1,975 3,789

法人向け 127,540 4,680 132,220

オーストラリア合計 582,178 51,830 634,008

ニュージーランド    

住宅 6,571 55,721 62,292

個人向け 179 1 180

法人向け 937 10,356 11,293

ニュージーランド合計 7,687 66,078 73,765

その他の海外合計 4,860 386 5,246

期日到来まで１年超の貸付金合計 594,725 118,294 713,019
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注記10.　予想信用損失に対する引当金

 

会計方針

減損費用の詳細は注記６に記載されている。

減損は、償却原価で測定するすべての金融資産、リース債権、FVOCIで測定する負債証券、子会社債権及び信用

コミットメントに適用される。

ECLは以下のとおり認識される。

・　貸付金(リース債権を含む)、償却原価で測定する負債証券及び子会社債権：評価性引当金勘定を通じて金融資

産の帳簿価額の減額として認識(注記９及び注記17参照)。

・　FVOCIで測定する負債証券：負債証券そのものの帳簿価額は減額せず、OCIの積立金に認識(注記17及び注記26

参照)。

・　信用コミットメント：負債性引当金として認識(注記25参照)。

 

測定

ウエストパックは、ECLに対する引当金を３つのステージによるアプローチに基づき計算している。ECLに対する

引当金は、該当する期間にわたり、債務不履行から生じると予想される回収不足を確率加重した見積りである。こ

れらは、発生する可能性がある結果の範囲を評価し、貨幣の時間価値、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状

況の予測を考慮することによって決定される。

当該モデルでは、以下を含む３つの主要要素(及び貨幣の時間価値)を使用してECLを決定している。

・　デフォルト確率(以下「PD」という。)：取引相手方がデフォルトに陥る確率

・　デフォルト時損失(以下「LGD」という。)：デフォルト時に発生が見込まれる損失

・　デフォルト時エクスポージャー(以下「EAD」という。)：デフォルト時に存在する信用エクスポージャーの見

積額

 

モデルのステージ

３つのステージは以下のとおりである。

 

ステージ１：12ヶ月間のECL－正常債権

信用リスクが組成以降著しく増加してはいない金融資産には、12ヶ月間のECLに対する引当金が認識される。

 

ステージ２：全期間のECL－正常債権

信用リスクが組成以降著しく増加しているが、資産がまだ正常である金融資産には、全期間のECLに対する引当

金が認識される。信用リスクの著しい増加を表す指標は、次ページ(訳注：以下の「信用リスクの著しい増加」の

項)に記載されている。
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ステージ３：全期間のECL－不良債権

ステージ３の金融資産は債務不履行となっているものである。これは、信用リスク・アセットの計算に用いられ

る規制上の債務不履行の定義と整合している。債務不履行は以下の場合に発生する。

・　(担保の現金化などの措置に対する償還請求権をウエストパックが有するか否かを問わず)顧客がその信用債務

を全額返済できないとウエストパックが判断している。指標には、利息若しくは元本の支払いに係る債務不履

行、借り手が重大な財政的困難に陥っていること、又は個別の債務不履行に関連する観察可能な経済情勢な

ど、ウエストパックとの契約違反が含まれる。

・　顧客の重大な信用債務のいずれかの支払いが90日超期日経過している。

これらの金融資産には、全期間のECLに対する引当金が認識される。

 

一括評価及び個別評価

ステージ１及び２の金融資産は一括して評価される。すなわち、これらの金融資産は、類似した信用リスク特性

(商品の種類及び顧客リスクグレードを含む)を持つ類似の資産プールにグループ分けされる。ステージ３の金融資

産は個別に評価され、特定の基準値を下回るものは一括して計算される。

 

予想期間

ステージ２及び３のECLに関する全期間の時間枠を考慮する際、当該基準は通常、期限前返済、延長及びその他

のオプションについて適宜調整した残存契約期間を使用することを求めている。実行と未実行の両方の構成要素を

含む一部のリボルビング与信枠(例えば、クレジットカードやリボルビング・クレジットラインなど)については、

ウエストパックが返済を要求し未実行のコミットメントを解約できる契約上の条項は、信用損失に対するエクス

ポージャーを契約上の通知期間に限定しない。これらの与信枠の期間は過去の実績に基づいている。

 

ステージ間の移動

金融資産は、減損モデルのステージのいずれの方向にも移動する可能性がある。信用リスクの著しい増加が認め

られなくなった場合、これまでステージ２に含まれていた金融資産はステージ１に戻る可能性がある。同様に、不

良債権と評価されなくなった場合、ステージ３の金融資産はステージ１又はステージ２に戻る可能性がある。

 

重要な会計上の仮定及び見積り

重要な判断には、信用リスクの著しい増加がいつ発生したか、将来予測に関するマクロ経済情報の見積り及び

オーバーレイが含まれる。引当金に影響しうるその他の要因には、借り手の財政状況、担保の処分可能見込額、他

の債権者に対するウエストパックの順位、顧客情報の信頼性、並びに貸付金回収に係る費用及び期間の見込みが含

まれる。
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信用リスクの著しい増加(以下「SICR」という。)

金融資産が組成以降いつSICRに陥ったかを決定することは、組成以降のデフォルト確率(PD)の変化に基づく重要

な会計上の判断である。PDの変化がリスクの著しい増加を表しているかを決定するにあたり、PDの相対的な変化と

PDの絶対的な基準値の両方がエクスポージャーのポートフォリオに基づいて考慮される。

ウエストパックは、支払いが30日超期日経過している金融商品はSICRに陥っているという推定を反証しないが、

この推定は一次的指標ではなく、当行グループの安全装置(backstop)として使用する。さらに、通常、困窮に係る

取決めにおける顧客による支払繰延はSICRの兆候として扱う。

 

将来予測に関するマクロ経済情報

各ステージのECLの測定及び信用リスクの著しい増加に係る評価では、過去の事象及び現在の状況並びに将来の

事象及び経済状況の合理的かつ裏付け可能な予測を考慮する。将来予測に関する情報の見積りは、重要な会計上の

判断である。ウエストパックでは、ベースケース、アップサイド及びダウンサイドの各シナリオを含む３つの将来

のマクロ経済シナリオを考慮する。

これらのシナリオのマクロ経済変数は、現在における経済予測に基づくものであり、人口に対する就業率、実質

国内総生産の成長率並びに住宅及び商業用不動産の価格指標が含まれるが、これらに限定されない。

・　ベースケースのシナリオ

　このシナリオでは、戦略的な意思決定や予測に使用されるウエストパック・エコノミクスによる内部経済予測

を活用する。

・　アップサイドのシナリオ

　このシナリオは、ベースケースのシナリオの若干の改善を表している。

・　ダウンサイドのシナリオ

　ダウンサイドのシナリオはより深刻なシナリオで、ECLがベースケースのシナリオに基づくものを上回る。こ

のシナリオは、GDPのマイナス成長、商業用不動産及び住宅の価格の下落並びに失業率の上昇が組み合わさった

景気後退を想定しており、これらは同時に、報告日以降のすべてのポートフォリオにわたるECLに影響を与え

る。

　マクロ経済の３つのシナリオは確率加重されており、ともに潜在的な損失配分の将来予測に関するウエストパッ

クの見解を示している。これら３つのマクロ経済シナリオのそれぞれに適用されるウェイトは、過去の頻度、現在

の傾向及び将来予測に基づく状況を考慮する。

　マクロ経済変数と、３つのマクロ経済シナリオの確率加重は、取締役会(及びその附属委員会)による監視を受

け、グループ最高財務責任者及びグループ最高リスク管理責任者の承認を必要とする。
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オーバーレイ

　必要な場合、モデルにまだ組み込まれていない合理的で裏付け可能な情報を反映するよう、モデルから得られた

結果に調整が加えられる。

　新しい情報が入手可能となることから、時間の経過とともに判断は変わる可能性があり、その結果、ECLに対す

る引当金が変更される場合もある。

 

貸付金及び信用コミットメント

以下の表は、ウエストパック及び親会社の、ステージ別の貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金

を開示している。

 

 2024年 2023年

 正常債権 不良債権 正常債権 不良債権  

 
ステージ

１
ステージ

２
ステージ

３
合計

ステージ
１

ステージ
２

ステージ
３

合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

連結         

貸付金のECLに対する引当金         

住宅 162 879 639 1,680 152 1,036 513 1,701

個人向け 61 207 99 367 64 198 98 360

法人向け 405 1,163 953 2,521 355 1,231 786 2,372

貸付金のECLに対する引当金合
計(注記９)

628 2,249 1,691 4,568 571 2,465 1,397 4,433

信用コミットメントのECLに対
する引当金

        

住宅 7 18 － 25 6 16 － 22

個人向け 16 27 － 43 18 27 － 45

法人向け 110 300 38 448 111 300 19 430

信用コミットメントのECLに対
する引当金合計(注記25)

133 345 38 516 135 343 19 497

貸付金及び信用コミットメン
トのECLに対する引当金合計

761 2,594 1,729 5,084 706 2,808 1,416 4,930

ECLに対する引当金：         

個別評価引当金 － － 536 536 － － 351 351

一括評価引当金 761 2,594 1,193 4,548 706 2,808 1,065 4,579

貸付金及び信用コミットメン
トのECLに対する引当金合計

761 2,594 1,729 5,084 706 2,808 1,416 4,930

貸付金総額 639,900 161,121 10,314 811,335 605,761 163,583 8,343 777,687

信用コミットメント 181,275 30,395 441 212,111 177,971 27,814 366 206,151

貸付金総額及び信用コミット
メント

821,175 191,516 10,755 1,023,446 783,732 191,397 8,709 983,838

貸付金のカバレッジ・レシオ
(％)

0.10 1.40 16.40 0.56 0.09 1.51 16.74 0.57

貸付金及び信用コミットメン
トのカバレッジ・レシオ
(％)

0.09 1.35 16.08 0.50 0.09 1.47 16.26 0.50
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 2024年 2023年

 正常債権 不良債権 正常債権 不良債権  

 
ステージ

１
ステージ

２
ステージ

３
合計

ステージ
１

ステージ
２

ステージ
３

合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

親会社         

貸付金のECLに対する引当金         

住宅 136 743 575 1,454 117 907 446 1,470

個人向け 54 184 92 330 55 172 90 317

法人向け 348 968 838 2,154 306 1,026 694 2,026

貸付金のECLに対する引当金合
計(注記９)

538 1,895 1,505 3,938 478 2,105 1,230 3,813

信用コミットメントのECLに対
する引当金

        

住宅 6 14 － 20 4 13 － 17

個人向け 12 17 － 29 13 19 － 32

法人向け 105 283 27 415 105 282 18 405

信用コミットメントのECLに対
する引当金合計(注記25)

123 314 27 464 122 314 18 454

貸付金及び信用コミットメン
トのECLに対する引当金合計

661 2,209 1,532 4,402 600 2,419 1,248 4,267

ECLに対する引当金：         

個別評価引当金 － － 437 437 － － 301 301

一括評価引当金 661 2,209 1,095 3,965 600 2,419 947 3,966

貸付金及び信用コミットメン
トのECLに対する引当金合計

661 2,209 1,532 4,402 600 2,419 1,248 4,267

貸付金総額 564,844 139,828 9,309 713,981 533,446 140,873 7,515 681,834

信用コミットメント 160,418 27,033 411 187,862 156,080 24,390 343 180,813

貸付金総額及び信用コミット
メント

725,262 166,861 9,720 901,843 689,526 165,263 7,858 862,647

貸付金のカバレッジ・レシオ
(％)

0.10 1.36 16.17 0.55 0.09 1.49 16.37 0.56

貸付金及び信用コミットメン
トのカバレッジ・レシオ
(％)

0.09 1.32 15.76 0.49 0.09 1.46 15.88 0.49
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貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金の増減

貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金の調整表は、一年間における月次の変動の合計により決定

されている。調整表における主な調整項目は以下のとおりである。

・　「ステージ間の移動」は、ECLに対する引当金を再測定する前のステージ１、ステージ２及びステージ３の間

の移動を表す。

・　「当年度事業活動」は、当年度に開始された新規貸付(当年度に全額返済により認識が中止された貸付を控除

後)を表す。

・　「ECLに対する引当金の再測定(純額)」は、当年度中の信用度の変更(ステージ間の移動を含む)、ポートフォ

リオ・オーバーレイの変更、将来予測に基づく経済シナリオによる変更並びに当年度に行われた一部返済及び

既存ファシリティの追加実行が、ECLに対する引当金に及ぼした影響を表す。

・　「直接償却」は、全額の回収を合理的に見込めない場合にエクスポージャーの認識中止を行ったことによる

ECLに対する引当金の減少を表す。

 

 連結 親会社

 正常債権 不良債権  正常債権 不良債権

 
ステージ

１
ステージ

２
ステージ

３
合計

ステージ
１

ステージ
２

ステージ
３

合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

2022年９月30日現在残高 885 2,341 1,399 4,625 777 2,063 1,240 4,080

ステージ１への移動
a 1,252 (1,119) (133) － 1,115 (990) (125) －

ステージ２への移動
a (588) 1,069 (481) － (503) 941 (438) －

ステージ３への移動
a (7) (489) 496 － (6) (443) 449 －

当年度事業活動
a 226 (243) (141) (158) 191 (223) (130) (162)

ECLに対する引当金の再測定

(純額)
a (1,066) 1,238 824 996 (975) 1,071 767 863

直接償却 － － (601) (601) － － (554) (554)

外貨換算及びその他調整額 4 11 53 68 1 － 39 40

2023年９月30日現在残高 706 2,808 1,416 4,930 600 2,419 1,248 4,267

ステージ１への移動 1,222 (1,165) (57) － 1,088 (1,036) (52) －

ステージ２への移動 (315) 822 (507) － (274) 724 (450) －

ステージ３への移動 (3) (608) 611 － (3) (527) 530 －

当年度事業活動 303 (328) (293) (318) 267 (308) (243) (284)

ECLに対する引当金の再測定
(純額)

(1,149) 1,070 1,123 1,044 (1,016) 937 1,016 937

直接償却 － － (620) (620) － － (573) (573)

外貨換算及びその他調整額 (3) (5) 56 48 (1) － 56 55

2024年９月30日現在残高 761 2,594 1,729 5,084 661 2,209 1,532 4,402
 

 

a
　増減表で開示された金額の分類は、ECLに対する引当金の変動の性質をより適切に反映させるために見直しが行われてい

る。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。
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 連結 親会社

 正常債権 不良債権  正常債権 不良債権

 
ステージ

１
ステージ

２
ステージ

３
合計

ステージ
１

ステージ
２

ステージ
３

合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

住宅         

2022年９月30日現在残高 143 1,095 415 1,653 106 1,016 369 1,491

ステージ１への移動
a 316 (311) (5) － 295 (292) (3) －

ステージ２への移動
a (60) 316 (256) － (55) 290 (235) －

ステージ３への移動
a － (131) 131 － － (125) 125 －

当年度事業活動
a 41 (98) (106) (163) 40 (97) (99) (156)

ECLに対する引当金の再測定

(純額)
a (284) 176 364 256 (265) 128 316 179

直接償却 － － (50) (50) － － (43) (43)

外貨換算及びその他調整額 2 5 20 27 － － 16 16

2023年９月30日現在残高 158 1,052 513 1,723 121 920 446 1,487

ステージ１への移動 351 (345) (6) － 311 (307) (4) －

ステージ２への移動 (41) 310 (269) － (36) 276 (240) －

ステージ３への移動 － (196) 196 － － (183) 183 －

当年度事業活動 59 (131) (158) (230) 55 (123) (143) (211)

ECLに対する引当金の再測定
(純額)

(357) 209 396 248 (309) 174 357 222

直接償却 － － (57) (57) － － (46) (46)

外貨換算及びその他調整額 (1) (2) 24 21 － － 22 22

2024年９月30日現在残高 169 897 639 1,705 142 757 575 1,474
 

 

a
　増減表で開示された金額の分類は、ECLに対する引当金の変動の性質をより適切に反映させるために見直しが行われてい

る。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。
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 連結 親会社

 正常債権 不良債権  正常債権 不良債権

 
ステージ

１
ステージ

２
ステージ

３
合計

ステージ
１

ステージ
２

ステージ
３

合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

個人向け         

2022年９月30日現在残高 99 250 123 472 85 218 112 415

ステージ１への移動
a 359 (356) (3) － 323 (322) (1) －

ステージ２への移動
a (59) 126 (67) － (54) 114 (60) －

ステージ３への移動
a － (132) 132 － － (123) 123 －

当年度事業活動
a 28 (15) － 13 26 (13) － 13

ECLに対する引当金の再測定

(純額)
a (346) 350 256 260 (312) 317 244 249

直接償却 － － (358) (358) － － (341) (341)

外貨換算及びその他調整額 1 2 15 18 － － 13 13

2023年９月30日現在残高 82 225 98 405 68 191 90 349

ステージ１への移動 358 (356) (2) － 325 (324) (1) －

ステージ２への移動 (59) 106 (47) － (56) 98 (42) －

ステージ３への移動 － (136) 136 － － (128) 128 －

当年度事業活動 36 (9) － 27 34 (8) － 26

ECLに対する引当金の再測定
(純額)

(340) 405 295 360 (305) 372 283 350

直接償却 － － (394) (394) － － (378) (378)

外貨換算及びその他調整額 － (1) 13 12 － － 12 12

2024年９月30日現在残高 77 234 99 410 66 201 92 359
 

 

a
　増減表で開示された金額の分類は、ECLに対する引当金の変動の性質をより適切に反映させるために見直しが行われてい

る。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。
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 連結 親会社

 正常債権 不良債権  正常債権 不良債権

 
ステージ

１
ステージ

２
ステージ

３
合計

ステージ
１

ステージ
２

ステージ
３

合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

法人向け         

2022年９月30日現在残高 643 996 861 2,500 586 829 759 2,174

ステージ１への移動
a 577 (452) (125) － 497 (376) (121) －

ステージ２への移動
a (469) 627 (158) － (394) 537 (143) －

ステージ３への移動
a (7) (226) 233 － (6) (195) 201 －

当年度事業活動
a 157 (130) (35) (8) 125 (113) (31) (19)

ECLに対する引当金の再測定

(純額)
a (436) 712 204 480 (398) 626 207 435

直接償却 － － (193) (193) － － (170) (170)

外貨換算及びその他調整額 1 4 18 23 1 － 10 11

2023年９月30日現在残高 466 1,531 805 2,802 411 1,308 712 2,431

ステージ１への移動 513 (464) (49) － 452 (405) (47) －

ステージ２への移動 (215) 406 (191) － (182) 350 (168) －

ステージ３への移動 (3) (276) 279 － (3) (216) 219 －

当年度事業活動 208 (188) (135) (115) 178 (177) (100) (99)

ECLに対する引当金の再測定
(純額)

(452) 456 432 436 (402) 391 376 365

直接償却 － － (169) (169) － － (149) (149)

外貨換算及びその他調整額 (2) (2) 19 15 (1) － 22 21

2024年９月30日現在残高 515 1,463 991 2,969 453 1,251 865 2,569
 

 

a
　増減表で開示された金額の分類は、ECLに対する引当金の変動の性質をより適切に反映させるために見直しが行われてい

る。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。

 

減損費用の調整

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

貸付金及び信用コミットメント：     

当年度事業活動
a (318) (158) (284) (162)

ECLに対する引当金の再測定(純額)
a 1,044 996 937 863

償却原価で測定する負債証券の減損費用 － － 1 －

FVOCIで測定する負債証券の減損費用 1 1 1 1

子会社債権に係る減損 － － 4 (7)

回収 (190) (191) (184) (184)

減損費用/(戻入)(注記６) 537 648 475 511
 
 
 

a
　増減表で開示された金額の分類は、ECLに対する引当金の変動の性質をより適切に反映させるために見直しが行われてい

る。比較数値は、当期の表示に一致させるため修正再表示されている。
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平均貸付金に対する直接償却合計の比率(回収額控除後)

 

 連結

 2024年 2023年

 ％ ％

平均貸付金に対する直接償却合計の比率(回収額控除後)   

住宅 0.01 0.01

個人向け 2.21 1.78

法人向け 0.05 0.07

平均貸付金に対する直接償却合計の比率(回収額控除後) 0.05 0.05
 

 

強制執行中の債権に対する直接償却

当年度の直接償却額のうち、当行グループの596百万豪ドル(2023年度：581百万豪ドル)、親会社の549百万豪ド

ル(2023年度：534百万豪ドル)については、当行グループが依然として回収する権利を有する残高を示している。

 

オーバーレイが貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金に及ぼす影響

貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金の、モデル化されたECLとポートフォリオ・オーバーレイの

内訳は、以下の表のとおりである。

ポートフォリオ・オーバーレイは、基礎となるモデル化されたECLにおいて把握されていないポートフォリオ内

の潜在的なリスクの領域及び不確実性に関連するリスクを把握するために用いられる。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

貸付金及び信用コミットメントのモデル化さ
れたECLに対する引当金

4,905 4,498 4,205 3,880

オーバーレイ 179 432 197 387

貸付金及び信用コミットメントのECLに対す
る引当金合計

5,084 4,930 4,402 4,267
 

 

経済の将来予測に関するインプット及びポートフォリオ・オーバーレイに関連する変更は本報告書作成日までに

入手可能な合理的かつ裏付け可能な情報に基づいており、その詳細は以下のとおりである。

 

貸付金及び信用コミットメントのモデル化されたECLに対する引当金

貸付金及び信用コミットメントのモデル化されたECLに対する引当金は、３つのシナリオに基づき確率加重した

見積りであり、この３つのシナリオはともに、潜在的な損失配分の将来予測に関する当行グループの見解を示して

いる。モデル化されたECLに対する引当金の変動は、「ECLに対する引当金の再測定(純額)」として個別に開示され

ている。オーバーレイは、基礎となるモデル化されたECLにおいて把握されていない、ポートフォリオ内の潜在的

なリスク及び不確実性を把握するために用いられる。
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ベースケースのシナリオでは、以下のウエストパック・エコノミクスの予測を用いている。

 

ベースケースのシナリオに関

する主要な経済の仮定
2024年９月30日 2023年９月30日

年間GDP：   

オーストラリア
2024年(暦年)について1.5％、2025年(暦

年)について2.4％の成長の予測

2023年(暦年)について1.2％、2024年(暦

年)について1.6％の成長の予測

ニュージーランド
2024年(暦年)について0.1％、2025年(暦

年)について2.0％の成長の予測

2023年(暦年)について0.8％、2024年(暦

年)について0.2％の成長の予測

オーストラリアの商業用

不動産価格指標

2024年(暦年)について11.5％の価格下

落、2025年(暦年)について1.3％の価格

上昇の予測

2023年(暦年)について15.0％、2024年

(暦年)について0.5％の価格下落の予測

住宅価格：   

オーストラリア
2024年(暦年)について5.7％、2025年(暦

年)について4.0％の価格上昇の予測

2023年(暦年)について5.8％、2024年(暦

年)について4.0％の価格上昇の予測

ニュージーランド

2024年(暦年)について0.7％、2025年(暦

年)について6.4％の価格上昇の予測

2023年(暦年)について1.0％の価格下

落、2024年(暦年)について7.7％の価格

上昇の予測

オーストラリアの政策金利
2024年 12月に4.35％、2025年 12月に

3.35％の政策金利の予測

2023年12月に4.1％、2024年12月に3.6％

の政策金利の予測

失業率：   

オーストラリア
2024年12月に4.3％、2025年12月に4.6％

の予測

2023年12月に3.9％、2024年12月に4.7％

の予測

ニュージーランド
2024年12月に5.3％、2025年12月に5.6％

の予測

2023年12月に4.3％、2024年12月に5.2％

の予測
 

 

ダウンサイドのシナリオはより深刻なシナリオで、予想信用損失がベースケースのシナリオを上回る。このシナ

リオは、GDPのマイナス成長、商業用不動産及び住宅の価格の下落並びに失業率の上昇が組み合わさった景気後退

を想定しており、これらは同時に、報告日以降のすべてのポートフォリオにわたる予想信用損失に影響を与える。

このシナリオに用いられた仮定及びベースケースとの関連性は、今後の経済状況を注視しながら監視し、必要に応

じて更新される。アップサイドのシナリオは、ベースケースのシナリオから若干の改善を表すものである。

以下の感応度の表は、確率加重したシナリオに基づく貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金報告

額と、ベースケースのシナリオ及びダウンサイドのシナリオに100％のウェイトを前提とした場合(他の前提はすべ

て一定とする)の貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金を示している。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

確率加重したECLに対する引当金報告額 5,084 4,930 4,402 4,267

ベースケースのシナリオを100％とした
場合のECL

3,559 3,409 3,089 2,927

ダウンサイドのシナリオを100％とした
場合のECL

7,195 6,849 6,221 5,957
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ステージ１の貸付金及び信用コミットメント(12ヶ月間のECLに基づき算出)の１％がステージ２(全期間のECLに

基づき算出)に振替えられた場合、貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金は、ウエストパックについ

て93百万豪ドル(2023年度：78百万豪ドル)、親会社については81百万豪ドル(2023年度：70百万豪ドル)増加するこ

とになる。この見積りは、貸付金及び信用コミットメントの振替額にステージ別のモデル化された平均引当金カバ

レッジ・レシオを適用している。

以下の表は、ウエストパック及び親会社が適用した経済ウェイトを開示している。2024年度において、広範なマ

クロ経済の不透明性が若干緩和されたことを反映し、ダウンサイドのシナリオのウェイトを2.5％引き下げ、ベー

スケースのシナリオのウェイトを同率引き上げた。

 

 2024年 2023年

シナリオのウェイト ％ ％

アップサイドのシナリオ 5.0 5.0

ベースケースのシナリオ 52.5 50.0

ダウンサイドのシナリオ 42.5 45.0
 

 

当行グループの債務不履行の定義は、信用リスク・アセットの計算に用いられる規制上の債務不履行の定義と整

合している。

 

ポートフォリオ・オーバーレイ

基礎となるモデル化されたECLにおいて把握されていないリスク(重大な不確実性を含む)の領域に対応するため

に、ポートフォリオ・オーバーレイが用いられる。ポートフォリオ・オーバーレイの決定は専門家の判断を必要と

し、完全に文書化され、包括的な内部ガバナンス及び監視の対象である。オーバーレイは継続的に再評価され、リ

スクが変動(増加又は減少)したと判断されるか、モデル化されたECLにおいてその後に把握された場合、オーバー

レイは除外又は再測定される。

2024年９月30日現在のポートフォリオ・オーバーレイ合計額は、ウエストパックについて179百万豪ドル(2023年

度：432百万豪ドル)、親会社について197百万豪ドル(2023年度：387百万豪ドル)であり、以下で構成される。

・　主に金利及びインフレの上昇によって消費者に対しストレスが高まる可能性を反映したオーバーレイが、当行

グループについて77百万豪ドル(2023年度：302百万豪ドル)、親会社について106百万豪ドル(2023年度：275百

万豪ドル)。

・　主に潜在的なサプライチェーンの混乱及び労働力不足の影響を反映した、一部の産業に対するオーバーレイ

が、当行グループについて32百万豪ドル(2023年度：60百万豪ドル)、親会社について21百万豪ドル(2023年

度：42百万豪ドル)。

・　異常気象事象が顧客に及ぼすと予想される影響に対するオーバーレイが、当行グループについて70百万豪ドル

(2023年度：70百万豪ドル)、親会社について70百万豪ドル(2023年度：70百万豪ドル)。

ポートフォリオ・オーバーレイの変動は、「ECLに対する引当金の再測定(純額)」を通じて反映されている。
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貸付金及び信用コミットメントのECLに対する引当金に係る信用エクスポージャーの変動による影響

・　ステージ１の信用エクスポージャーは、ウエストパックについて374億豪ドルの増加(2023年度：156億豪ドル

の純減)、親会社については357億豪ドルの増加(2023年度：108億豪ドルの純減)となった。これは、住宅及び

法人向け貸付金ポートフォリオ全体の新規貸付によるものであり、ステージ１のECLも全体的に増加した。

・　ステージ２の信用エクスポージャーは、ウエストパックについて１億豪ドルの増加(2023年度：543億豪ドルの

増加)、親会社については16億豪ドルの増加(2023年度：405億豪ドルの増加)となったが、これは、モデルに用

いる経済状況を更新したことで法人向けのコミッテッド・エクスポージャー合計(以下「TCE」という。)がス

テージ１から純額で振替えられたことによるものであるが、法人向けポートフォリオ及び特定の住宅貸付金

ポートフォリオが純額で減少したことにより一部相殺された。ステージ２のECLは減少したが、これは、住宅

貸付金ポートフォリオへのオーバーレイの減少、ダウンサイドのシナリオのウエイト付けの減少、ステージ２

の法人向けポートフォリオにおける信用度の平均的な改善(純額)によるものである。

・　ステージ３の信用エクスポージャーは、ウエストパックについて20億豪ドルの増加(2023年度：11億豪ドルの

増加)、親会社については19億豪ドルの増加(2023年度：９億豪ドルの増加)となった。これは、90日超延滞し

た住宅ローン残高が増加したことと、法人向けポートフォリオ内において一部格下げがあったことによるもの

である。

 

注記11.　信用リスク管理
 

指標 注記名 注記番号

信用リスク

顧客又は取引相手方のウエストパックに対

する債務不履行により生じる金融損失のリ

スク

信用リスク管理フレームワーク

信用リスク評価システム

信用リスクの集中及び信用リスクに対するエクス

ポージャーの上限

金融資産の信用度

信用リスクの軽減、担保及びその他の信用補完

11.1

11.2

11.3

 

11.4

11.5
 

 

11.1　信用リスク管理フレームワーク

 

ウエストパック全体のリスク管理フレームワークの詳細については、注記21.1を参照のこと。

・　ウエストパックは、信用リスク管理フレームワーク、信用リスク管理戦略、信用リスク選好度ステートメン

ト、並びにそれらを支えるための、役割及び責任、許容される実務、限度及び主要な統制を定めたさまざまな

方針や選好度に関するステートメントを整備している。

・　信用リスク管理フレームワークには、信用リスクを管理するための原則、手法、システム、役割及び責任、報

告並びに主要な統制が説明されている。
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・　取締役会附属リスク委員会(以下「BRiskC」という。)、ウエストパック・グループ業務執行リスク委員会(以

下「RISKCO」という。)及びウエストパック・グループ信用リスク委員会(以下「CREDCO」という。)は、ウエ

ストパックの与信ポートフォリオのリスク構造、業績及び管理状況、並びに信用リスクの主要方針の策定及び

見直し状況を監視する。

・　信用リスク評価システムの方針は、信用リスク評価システムの理念、設計、主な特徴及び評価結果の利用につ

いて説明している。

・　リスク評価プロセスに重大な影響を及ぼすすべてのモデルは、ウエストパックのモデル・リスク方針に従って

定期的に見直される。

・　信用リスク評価システムの年次レビューはBRiskC及びCREDCOによって実施される。

・　特定の信用リスクの見積り(PD、LGD及びEADの水準を含む)は、ウエストパックの信用モデル・リスク方針に

沿って監視され、毎年見直される。モデルは、最高リスク管理責任者から委譲された権限に基づき承認され

る。モデル・リスクは、ウエストパックのモデル・リスク委員会によって監視される。

・　ECLに対する引当金の決定において、将来予測に関する経済的インプット及び将来予測に関するシナリオにお

ける確率のウェイト、並びにモデルから得られた結果に対する修正は、取締役会(及びその附属委員会)による

監視を受け、最高財務責任者及び最高リスク管理責任者の承認を必要とする。

・　与信の拡大に対して与信承認権限の委譲及び正式な限度額を管理するための方針がウエストパック全体にわた

り定められている。

・　与信マニュアルが定められ、ウエストパック全体で維持されており、これには信用リスクの発生、評価、承

認、文書化、決済及び継続管理に関する方針が含まれている。

・　気候変動関連の信用リスクは、ウエストパックの気候変動に関する意見表明書及び行動計画に沿って検討され

ている。気候変動リスクは、持続可能性リスク管理の枠組み(SRMF)、当行グループの環境・社会・ガバナンス

(ESG)信用リスク方針及び取締役会のリスク選好度ステートメント(RAS)に裏付けられるウエストパックのリス

ク・フレームワークに従って管理されている。気候変動関連信用リスク委員会は、ウエストパック全体の気候

変動関連の移行及び物理的リスクによる信用エクスポージャーへの潜在的な影響を特定し、管理するための作

業を監督し、CREDCOに報告する。

・　ウエストパックのESG信用リスク方針は、該当する取引の信用リスクプロセスにおいてESGリスクを管理するた

めのウエストパックの全体的なアプローチを詳述している。

・　業界特有の指針が必要とみなされる場合には、セクター別の方針が与信の拡大について指針を示す(例えば許

容可能な財務比率又は容認される担保等)。
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11.2　信用リスク評価システム

 

信用リスク評価システムの主要な目的は、ウエストパックがさらされている信用リスクについて評価を行うこと

である。ウエストパックでは、この評価のために主に２つのアプローチがある。

 

取引管理型の顧客

取引管理型の顧客は、一般的に法人向け貸付金のエクスポージャーを伴う顧客である。これらは、予想されるPD

に応じて、個別に顧客リスク評価(以下「CRG」という。)を割り当てられる。各与信枠はLGDを割り当てられてい

る。ウエストパックのリスク評価システムは、債務不履行実績のない顧客と債務不履行実績のある顧客の両方につ

いてリスク評価を階層化している。債務不履行実績のない顧客のCRGは、ムーディーズの格付やS&Pグローバル・

レーティング(以下「S&P」という。)等の外部機関の無担保シニア債の格付に応じてマッピングされる。

以下の表は、ウエストパックの開示上の信用度の分類と対応する外部機関の格付にマッピングされた取引管理型

ポートフォリオに関して、ウエストパックの大まかなCRGを示したものである。

 

  取引管理型

財務書類上の開示  
ウエストパックの

CRG
 ムーディーズの格付  S&Pの格付

評価が高い(Strong)  A  Aaa - Aa3  AAA - AA-

  B  A1 - A3  A+ - A-

  C  Baa1 - Baa3  BBB+ - BBB-

評価が良い(Good)
/ 中程度(Satisfactory)

 D  Ba1 - B1  BB+ - B+

    ウエストパックの格付

評価が低い(Weak)  E  監視対象(Watchlist)

  F  特に留意すべき(Special Mention)

 G  
基準以下(Substandard)

/ 債務不履行状態(Default)

  H  
貸倒懸念(Doubtful)

/ 債務不履行状態(Default)
 

 

プログラム管理型のポートフォリオ

プログラム管理型のポートフォリオには、一般的にモーゲージ、個人向け貸付金(クレジットカードを含む)及び

一部の中小企業向け貸付金等の個人向け商品が含まれる。これらの信用エクスポージャーは、債務不履行の発生可

能性を過去に予測した特性の分析に基づき同類のリスク・プールにグループ分けされ、信用エクスポージャーの

プールに応じたPDが割り当てられる。当該エクスポージャーはその後、そのPDを取引管理型のエクスポージャーに

対してベンチマーキングすることにより、評価が高い(strong)、中程度(satisfactory)、又は評価が低い(weak)に

割り当てられ、さらに上表のとおり外部機関の格付にマッピングされる。また、支払いが１日超期日経過している

プログラム管理型のエクスポージャーは評価が低い(weak)に分類される。
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11.3　信用リスクの集中及び信用リスクに対するエクスポージャーの上限

 

信用リスクの集中

信用リスクは、多くの取引相手方が同様の業務に従事し、同様の経済的特性を有しているため、経済状況又はそ

の他状況の変化によって同様の影響を受ける場合に集中する。

ウエストパックは、リスクの集中を管理し、ポートフォリオのリバランスを行うために与信ポートフォリオを監

視している。

 

個々の顧客又は関連する顧客グループ

ウエストパックは、個々の顧客及び関連する顧客グループに対して通常許容可能な信用エクスポージャーの総額

について大規模エクスポージャーの限度額を設けている。これらの限度額は、顧客のリスク格付別に階層化されて

いる。

 

特定の業種

企業、政府、その他の金融機関に対するエクスポージャーは、関連するオーストラリア・ニュージーランド標準

産業分類(ANZSIC)コードに基づいてさまざまな業種に分類され、各業種におけるウエストパックのリスク選好度の

限度額に対して監視される。

 

個々の国

ウエストパックは、政治状況、政府の方針及び経済状況など、ウエストパックに対する債務を履行するための顧

客の能力、あるいは特定の国における資産の現金化に関するウエストパックの能力のいずれかに悪影響を及ぼす可

能性のある、個々の国に関連するリスクに対して限度額を設けている。

 

信用リスクに対するエクスポージャーの上限

信用リスクに対するエクスポージャーの上限(差入れられた担保を除く)は、オンバランスの金融資産(現金及び

中央銀行預け金、支払担保金、トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資産、金融派生商品、投資有

価証券、貸付金、その他の金融資産並びに売却目的保有資産に含まれる一部の残高で構成される)並びに未実行の

信用コミットメントの帳簿価額で表されている。

以下の表には、オンバランスの金融資産及び未実行の信用コミットメントに関してウエストパック及び親会社が

さらされている信用リスクの集中が記載されている。

持分証券は、主要な金融リスクが信用リスクではないため、トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金

融資産並びに投資有価証券の残高から除外されている。
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金融資産の重要な各クラスに関する信用の集中は以下のとおりである。

 

トレーディング目的有価証券

及びFVISで測定する金融資産

(注記16)

 ・　ウエストパックについて47％(2023年度：58％)、親会社について48％(2023

年度：59％)が金融機関による発行であった。

・　ウエストパックについて　50％(2023年度：37％)、親会社について49％

(2023年度：37％)が政府又は準政府機関による発行であった。

・　ウエストパックの　82％(2023年度：76％)、親会社の86％(2023年度：

83％)がオーストラリアでの保有であった。

   

投資有価証券(注記17)  ・　ウエストパックについて　17％(2023年度：21％)、親会社について　17％

(2023年度：22％)が金融機関による発行であった。

・　ウエストパックについて　82％(2023年度：79％)、親会社について83％

(2023年度：78％)が政府又は準政府機関による発行であった。

・　ウエストパックの91％(2023年度：89％)、親会社の99％(2023年度：99％)

がオーストラリアでの保有であった。

   

貸付金(注記９)  以下の表には、貸付金の業種別及び地域別の詳細な内訳が記載されている。

   

金融派生商品(注記20)  ・　ウエストパックと親会社のいずれについても　81％(2023年度：80％)が金

融機関による発行であった。

・　ウエストパックの90％(2023年度：75％)、親会社の91％(2023年度：76％)

がオーストラリアでの保有であった。
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 連結

 2024年  2023年
a

 貸付金
貸借対照表
上のその他
すべて合計

未実行の信
用コミット
メント

合計  貸付金
貸借対照表
上のその他
すべて合計

未実行の信
用コミット
メント

合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル  百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

オーストラリア          

ホテル業、喫茶業及び飲食業 9,810 26 1,637 11,473  8,818 22 1,619 10,459

農業、林業及び漁業 13,733 40 2,713 16,486  11,894 52 2,695 14,641

建設業 7,900 33 4,623 12,556  7,140 37 4,496 11,673

金融業及び保険業 29,484 112,860 13,801 156,145  28,162 131,658 13,718 173,538

政府、行政及び防衛 811 99,830 1,558 102,199  1,030 62,231 1,414 64,675

製造業 9,997 499 8,361 18,857  9,721 824 7,489 18,034

鉱業 2,865 415 3,038 6,318  2,506 520 3,364 6,390

不動産業 60,767 546 13,771 75,084  55,970 668 13,342 69,980

資産関連サービス業
及び法人向けサービス業

14,321 149 7,921 22,391  13,468 207 6,542 20,217

サービス業 13,015 108 8,369 21,492  13,464 86 8,546 22,096

商業 15,159 366 9,933 25,458  14,101 452 9,457 24,010

運輸業及び倉庫業 10,289 681 6,313 17,283  8,862 668 5,440 14,970

公益事業 8,175 983 8,373 17,531  7,306 924 5,879 14,109

個人向け融資 511,025 1,056 84,006 596,087  494,306 936 85,644 580,886

その他 1,577 592 1,781 3,950  1,524 576 1,545 3,645

オーストラリア合計 708,928 218,184 176,198 1,103,310  678,272 199,861 171,190 1,049,323

ニュージーランド          

ホテル業、喫茶業及び飲食業 313 3 32 348  318 1 33 352

農業、林業及び漁業 8,352 41 573 8,966  8,826 62 627 9,515

建設業 385 1 566 952  408 2 460 870

金融業及び保険業 4,757 11,364 1,838 17,959  4,440 13,347 2,414 20,201

政府、行政及び防衛 210 8,820 812 9,842  183 7,598 809 8,590

製造業 1,785 58 1,444 3,287  2,142 33 1,378 3,553

鉱業 151 2 125 278  156 4 72 232

不動産業 7,604 649 1,080 9,333  7,011 618 1,291 8,920

資産関連サービス業
及び法人向けサービス業

962 121 357 1,440  996 111 418 1,525

サービス業 1,961 45 823 2,829  1,621 26 1,106 2,753

商業 2,164 32 1,154 3,350  2,409 25 1,118 3,552

運輸業及び倉庫業 661 105 362 1,128  763 115 404 1,282

公益事業 1,621 557 1,340 3,518  1,566 606 1,488 3,660

個人向け融資 63,563 117 14,221 77,901  62,339 92 13,960 76,391

その他 108 77 123 308  148 81 161 390

ニュージーランド合計 94,597 21,992 24,850 141,439  93,326 22,721 25,739 141,786
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 連結

 2024年  2023年
a

 貸付金
貸借対照表
上のその他
すべて合計

未実行の信
用コミット
メント

合計  貸付金
貸借対照表
上のその他
すべて合計

未実行の信
用コミット
メント

合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル  百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

その他の海外          

ホテル業、喫茶業及び飲食業 85 － 11 96  107 － 10 117

農業、林業及び漁業 2 － 1 3  3 － 1 4

建設業 34 － 73 107  60 － 127 187

金融業及び保険業 3,656 9,447 4,964 18,067  2,414 14,091 4,417 20,922

政府、行政及び防衛 － 4,389 － 4,389  － 3,218 － 3,218

製造業 958 3 1,500 2,461  212 1 1,639 1,852

鉱業 28 － 931 959  33 － 666 699

不動産業 472 2 37 511  466 1 43 510

資産関連サービス業及び
法人向けサービス業

503 35 797 1,335  543 22 400 965

サービス業 36 － 629 665  196 2 335 533

商業 909 3 1,813 2,725  999 3 1,359 2,361

運輸業及び倉庫業 527 15 108 650  438 6 132 576

公益事業 232 1 139 372  233 1 39 273

個人向け融資 328 － 13 341  347 3 14 364

その他 40 97 47 184  38 75 40 153

その他の海外合計 7,810 13,992 11,063 32,865  6,089 17,423 9,222 32,734

総信用リスク合計 811,335 254,168 212,111 1,277,614  777,687 240,005 206,151 1,223,843
 

 

a
　2024年度において、当行グループは、規制報告の表示にさらに整合させるために、業種カテゴリー間の特定のエクスポー

ジャーの分類を見直した。また、ロンドン・クリアリング・ハウス(以下「LCH」という。)で清算された一部の金融派生商品

のエクスポージャーについても、基礎となるリスクの所在をより適切に反映させるため、所在地間で再分類を行った。比較

数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されている。
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 親会社

 2024年  2023年
a

 貸付金
貸借対照表
上のその他
すべて合計

未実行の信
用コミット
メント

合計  貸付金
貸借対照表
上のその他
すべて合計

未実行の信
用コミット
メント

合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル  百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

オーストラリア          

ホテル業、喫茶業及び飲食業 9,777 26 1,637 11,440  8,784 22 1,619 10,425

農業、林業及び漁業 13,659 40 2,713 16,412  11,828 52 2,695 14,575

建設業 7,188 31 4,623 11,842  6,540 36 4,496 11,072

金融業及び保険業 29,430 160,947 13,801 204,178  28,098 178,999 13,718 220,815

政府、行政及び防衛 809 99,831 1,558 102,198  1,028 62,231 1,414 64,673

製造業 9,811 496 8,361 18,668  9,544 824 7,489 17,857

鉱業 2,816 415 3,038 6,269  2,464 520 3,364 6,348

不動産業 60,743 548 13,771 75,062  55,934 668 13,341 69,943

資産関連サービス業
及び法人向けサービス業

14,013 151 7,921 22,085  13,147 207 6,542 19,896

サービス業 12,802 107 8,369 21,278  13,258 86 8,546 21,890

商業 14,962 365 9,933 25,260  13,924 452 9,457 23,833

運輸業及び倉庫業 9,978 682 6,313 16,973  8,593 668 5,440 14,701

公益事業 8,145 983 8,373 17,501  7,280 924 5,879 14,083

個人向け融資 511,023 1,056 84,006 596,085  494,297 934 85,644 580,875

その他 1,330 521 1,781 3,632  1,276 474 1,545 3,295

オーストラリア合計 706,486 266,199 176,198 1,148,883  675,995 247,097 171,189 1,094,281

ニュージーランド          

ホテル業、喫茶業及び飲食業 － 2 － 2  － － － －

農業、林業及び漁業 － 11 4 15  － 29 4 33

建設業 2 － 78 80  4 － 52 56

金融業及び保険業 － 5,969 112 6,081  － 7,484 112 7,596

政府、行政及び防衛 － 2,087 2 2,089  － 1,761 2 1,763

製造業 35 55 82 172  43 26 85 154

鉱業 － 1 61 62  － 3 － 3

不動産業 － 141 － 141  － 138 1 139

資産関連サービス業
及び法人向けサービス業

2 21 13 36  5 19 13 37

サービス業 － 39 6 45  － 20 7 27

商業 266 28 223 517  316 20 254 590

運輸業及び倉庫業 1 76 32 109  1 15 20 36

公益事業 － 327 94 421  － 311 77 388

個人向け融資 － － － －  － － － －

その他 － － 1 1  － 2 1 3

ニュージーランド合計 306 8,757 708 9,771  369 9,828 628 10,825
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 親会社

 2024年  2023年
a

 貸付金
貸借対照表
上のその他
すべて合計

未実行の信
用コミット
メント

合計  貸付金
貸借対照表
上のその他
すべて合計

未実行の信
用コミット
メント

合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル  百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

その他の海外          

ホテル業、喫茶業及び飲食業 74 － 11 85  75 － 10 85

農業、林業及び漁業 1 － 1 2  2 － 1 3

建設業 24 － 66 90  53 － 109 162

金融業及び保険業 3,648 9,047 4,957 17,652  2,408 14,196 4,409 21,013

政府、行政及び防衛 － 3,288 － 3,288  － 1,831 － 1,831

製造業 895 4 1,498 2,397  195 1 1,637 1,833

鉱業 2 － 928 930  6 － 663 669

不動産業 241 1 16 258  235 1 20 256

資産関連サービス業及び
法人向けサービス業

480 35 794 1,309  521 22 395 938

サービス業 17 － 626 643  173 1 332 506

商業 768 3 1,787 2,558  868 3 1,243 2,114

運輸業及び倉庫業 499 15 103 617  410 6 128 544

公益事業 228 1 139 368  207 1 18 226

個人向け融資 282 － 10 292  290 － 11 301

その他 30 94 20 144  27 75 20 122

その他の海外合計 7,189 12,488 10,956 30,633  5,470 16,137 8,996 30,603

総信用リスク合計 713,981 287,444 187,862 1,189,287  681,834 273,062 180,813 1,135,709
 

 

a
　2024年度において、当行グループは、規制報告の表示にさらに整合させるために、業種カテゴリー間の特定のエクスポー

ジャーの分類を見直した。また、LCHで清算された一部の金融派生商品のエクスポージャーについても、基礎となるリスクの

所在をより適切に反映させるため、所在地間で再分類を行った。比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されてい

る。
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11.4　金融資産の信用度

 

信用度に関する開示

以下の表は、減損規定が適用される、償却原価又はFVOCIで測定する信用リスクに対するエクスポージャー総額

の信用度を示している。信用度は、信用リスク評価システム及び複数のシナリオでの将来の経済状況の予測を参照

して決定される(注記11.2参照)。

 
 連結

 2024年 2023年
a

 ステージ１ ステージ２ ステージ３ 合計
b ステージ１ ステージ２ ステージ３ 合計

b

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

住宅ローン         

評価が高い 311,054 24,975 － 336,029 291,914 27,447 － 319,361

評価が良い/中程度 159,016 45,242 － 204,258 156,836 48,929 － 205,765

評価が低い 2,512 16,389 6,893 25,794 2,533 14,178 5,237 21,948

住宅ローン合計 472,582 86,606 6,893 566,081 451,283 90,554 5,237 547,074

個人向け貸付金         

評価が高い 4,104 104 － 4,208 4,318 95 － 4,413

評価が良い/中程度 5,254 825 － 6,079 6,097 802 － 6,899

評価が低い 191 570 190 951 252 623 192 1,067

個人向け貸付金合計 9,549 1,499 190 11,238 10,667 1,520 192 12,379

法人向け貸付金         

評価が高い 81,696 19,387 － 101,083 80,177 13,564 － 93,741

評価が良い/中程度 75,873 47,282 － 123,155 63,434 52,477 － 115,911

評価が低い 200 6,347 3,231 9,778 200 5,468 2,914 8,582

法人向け貸付金合計 157,769 73,016 3,231 234,016 143,811 71,509 2,914 218,234

投資有価証券         

評価が高い 102,721 － － 102,721 73,963 － － 73,963

評価が良い/中程度 － 71 － 71 － 51 － 51

評価が低い － 649 － 649 － 876 － 876

投資有価証券合計
c 102,721 720 － 103,441 73,963 927 － 74,890

その他すべての金融資産         

評価が高い 76,264 － － 76,264 112,482 － － 112,482

評価が良い/中程度 899 － － 899 597 － － 597

評価が低い 229 － － 229 197 － － 197

その他すべての金融資産合計 77,392 － － 77,392 113,276 － － 113,276

未引出の信用コミットメント         

評価が高い 140,786 14,341 － 155,127 137,275 11,169 － 148,444

評価が良い/中程度 40,271 14,186 － 54,457 40,482 15,142 － 55,624

評価が低い 218 1,868 441 2,527 214 1,503 366 2,083

未引出の信用コミットメント合計 181,275 30,395 441 212,111 177,971 27,814 366 206,151

         

評価が高い－合計 716,625 58,807 － 775,432 700,129 52,275 － 752,404

評価が良い/中程度－合計 281,313 107,606 － 388,919 267,446 117,401 － 384,847

評価が低い－合計 3,350 25,823 10,755 39,928 3,396 22,648 8,709 34,753

オン・バランスシート及び
オフ・バランスシート合計

1,001,288 192,236 10,755 1,204,279 970,971 192,324 8,709 1,172,004
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a
　2024年度に当行グループは、プログラム管理型のエクスポージャーのマッピングを取引管理型のエクスポージャーにさらに

整合させるため、プログラム管理型のエクスポージャーを評価が高い(strong)、中程度(satisfactory)、又は評価が低い

(weak)に分類する際の方法を修正した。これは開示方法のみに係る変更であり、当行グループの信用エクスポージャーの基

礎となる信用度やECLの変更を表するものではない。比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されている。

b
　この信用度に関する開示は、信用リスクの集中の開示とは異なる。本開示は、償却原価又はFVOCIで測定する金融資産のみ

に関連しており、したがって、トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資産、並びに金融派生商品を除外して

いるためである。

c
　エクイティ商品を除く。償却原価で測定するものが1,172百万豪ドル(2023年度：1,438百万豪ドル)含まれている。このう

ち、452百万豪ドル(2023年度：511百万豪ドル)が「評価が高い」、71百万豪ドル(2023年度：51百万豪ドル)が「評価が良い/

中程度」に分類されており、649百万豪ドル(2023年度：876百万豪ドル)が「評価が低い」に分類されている。

 

これらの残高の裏付けとして保有している担保の詳細は、注記11.5に記載されている。

 
 親会社

 2024年 2023年
a

 ステージ１ ステージ２ ステージ３ 合計
b ステージ１ ステージ２ ステージ３ 合計

b

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

住宅ローン         

評価が高い 304,169 24,829 － 328,998 285,019 27,316 － 312,335

評価が良い/中程度 117,339 33,284 － 150,623 117,007 36,087 － 153,094

評価が低い 2,233 15,471 6,235 23,939 2,255 13,342 4,754 20,351

住宅ローン合計 423,741 73,584 6,235 503,560 404,281 76,745 4,754 485,780

個人向け貸付金         

評価が高い 3,721 92 － 3,813 3,917 82 － 3,999

評価が良い/中程度 4,849 647 － 5,496 5,692 625 － 6,317

評価が低い 178 512 180 870 236 561 180 977

個人向け貸付金合計 8,748 1,251 180 10,179 9,845 1,268 180 11,293

法人向け貸付金         

評価が高い 70,448 18,047 － 88,495 68,229 12,647 － 80,876

評価が良い/中程度 61,784 42,132 － 103,916 50,967 46,127 － 97,094

評価が低い 123 4,814 2,894 7,831 124 4,086 2,581 6,791

法人向け貸付金合計 132,355 64,993 2,894 200,242 119,320 62,860 2,581 184,761

投資有価証券         

評価が高い 95,346 － － 95,346 67,257 － － 67,257

評価が良い/中程度 － 71 － 71 － 51 － 51

評価が低い － － － － － － － －

投資有価証券合計
c 95,346 71 － 95,417 67,257 51 － 67,308

その他すべての金融資産         

評価が高い 119,265 － － 119,265 155,014 － － 155,014

評価が良い/中程度 731 － － 731 515 － － 515

評価が低い 71 － － 71 50 － － 50

その他すべての金融資産合計 120,067 － － 120,067 155,579 － － 155,579

未引出の信用コミットメント         

評価が高い 129,379 13,659 － 143,038 124,609 10,412 － 135,021

評価が良い/中程度 30,827 11,667 － 42,494 31,265 12,655 － 43,920

評価が低い 212 1,707 411 2,330 206 1,323 343 1,872

未引出の信用コミットメント合計 160,418 27,033 411 187,862 156,080 24,390 343 180,813

         

評価が高い－合計 722,328 56,627 － 778,955 704,045 50,457 － 754,502

評価が良い/中程度－合計 215,530 87,801 － 303,331 205,446 95,545 － 300,991

評価が低い－合計 2,817 22,504 9,720 35,041 2,871 19,312 7,858 30,041

オン・バランスシート及び
オフ・バランスシート合計

940,675 166,932 9,720 1,117,327 912,362 165,314 7,858 1,085,534
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a
　2024年度に当行グループは、プログラム管理型のエクスポージャーのマッピングを取引管理型のエクスポージャーにさらに

整合させるため、プログラム管理型のエクスポージャーを評価が高い(strong)、中程度(satisfactory)、又は評価が低い

(weak)に分類する際の方法を修正した。これは開示方法のみに係る変更であり、当行グループの信用エクスポージャーの基

礎となる信用度やECLの変更を表するものではない。比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されている。

b
　この信用度に関する開示は、信用リスクの集中の開示とは異なる。本開示は、償却原価又はFVOCIで測定する金融資産のみ

に関連しており、したがって、トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資産、並びに金融派生商品を除外して

いるためである。

c
　エクイティ商品を除く。償却原価で測定するものが71百万豪ドル(2023年度：51百万豪ドル)含まれており、それらはすべて

「評価が良い/中程度」に分類されている。

 

これらの残高の裏付けとして保有している担保の詳細は、注記11.5に記載されている。
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11.5　信用リスクの軽減、担保及びその他の信用補完

 

ウエストパックでは、貸出業務に起因する信用リスクを軽減させるため、幅広い手法を用いている。これには、

ウエストパックが、法的拘束力のある文書の入手を通じて、担保及びその他の信用補完物に対する直接・取消不能

かつ無条件の償還請求権を有することを確立させることが含まれている。

 

担保

以下の表には、金融資産の各該当クラスについて保有される担保又は担保による保証の性質が記載されている。

 

住宅ローン及び個人向け貸付

金
a

 住宅ローンは不動産担保によって保証され、保証金及び敷金の形態で追加保証

を求めることもある。

個人向け貸付金(クレジットカード及び当座貸越を含む)の大半は無担保であ

る。担保をとる場合は、適格な自動車、キャラバン、キャンピングカー、ト

レーラーハウス及びボートに限定される。また、個人向け貸付金には、主に株

式又は管理するファンドによって担保される信用取引に伴う貸付金が含まれ

る。

   

法人向け貸付金  法人向け貸付金は、担保による保証を求める場合、担保による一部保証を求め

る場合、無担保の場合がある。担保による保証は通常、不動産担保及び/あるい

は事業資産又はその他資産に対する一般的な担保契約による。

適切な場合には、担保として、保証、スタンドバイ信用状又はデリバティブ・

プロテクションなど他の証券をとることもある。

   

トレーディング目的有価証

券、FVISで測定する金融資

産及び金融派生商品

 これらのエクスポージャーは、信用リスクを反映する公正価値で計上される。

トレーディング目的有価証券については、発行者又は取引相手方から直接担保

を求めることはないが、当該商品の契約書に黙示されている場合がある(資産担

保証券等)。負債証券の引受条件には、担保による保証を含む場合がある。

金融派生商品については、これらのエクスポージャーを測定する際に、同一の

取引相手方とのデリバティブ資産とデリバティブ負債の影響を相殺するため

に、通常、マスター・ネッティング契約が用いられる。また、時価評価による

ポジションの超過についての潜在的な積み上げを避けるために、通常、主要な

金融機関である取引相手と担保による保証契約を締結している。中央清算機関

を通じた金融派生商品取引の清算が増加している。
 

 

a
　信用契約に関連して保有する担保が含まれる。
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管理又はリスク軽減

ウエストパックは、以下の統制を通じて信用リスクを軽減している。

 

担保及び評価の管理  貸付金の裏付として保有する担保の見積実現可能価額は以下の組み合わせに基

づいている。

・　保有担保の直近の正式な評価額

・　全保有担保の見積実現可能価額に関する経営陣の評価

この分析では、評価時点で経営陣が入手可能なその他の関連情報も考慮され

る。必要に応じて、最新の評価額を入手している。

ウエストパックは、金融市場のポジションに関連する担保を毎日再評価し、必

要に応じて担保の補填要求を速やかに行うための正式なプロセスを整備してい

る。当該プロセスには、オーストラリア・プルデンシャル基準CPS第226号によ

り規制されている中央清算されない顧客のデリバティブに対する証拠金も含ま

れる。担保による保証契約は、国際スワップデリバティブ協会(以下「ISDA」と

いう。)策定の取引契約のクレジット・サポート・アネックス及び買戻取引のグ

ローバル・マスター買戻契約(GMRA)を通じて文書化されている。

金融市場のポジションに関連して、ウエストパックは、以下の担保のみを認識

している。

・　現金(主に豪ドル(AUD)、ニュージーランド・ドル(NZD)、米ドル(USD)、カ

ナダ・ドル(CAD)、英ポンド(GBP)又は欧州連合ユーロ(EUR))

・　オーストラリア・プルデンシャル基準(APS)第112号におけるリスク・ウェ

イトがゼロの場合、オーストラリアの連邦政府、州政府及び特別行政区政

府、又は当該各政府管轄の公営企業が発行した債券

・　その他政府及び権限のある与信審査役によって承認された国際機関が発行

した有価証券

・　クレジット・リンク債を通じて購入されるプロテクション(ただし、収入が

現金又はその他の適格担保に投資されるもの)

   

その他の信用補完  ウエストパックは、最低限の適格性要件を満たす事業体からの保証、スタンド

バイ信用状又は信用デリバティブのプロテクションのみを認識している(ウエス

トパックが信用エクスポージャーを有している事業体と関連がない場合)。これ

には、以下が含まれるが、これらに限定されない。

・　ソブリン

・　オーストラリアとニュージーランドの公営企業

・　リスク評価が最低でもA3/A-と同等であるADI及び海外の銀行

・　リスク評価が最低でもA3/A-と同等であるその他の事業体

与信ポートフォリオ管理部門(以下「CPM」という。)は、エクスポージャー及び

相殺効果のあるヘッジ・ポジションの監視を通じて、ウエストパックの法人、

ソブリン及び銀行向け業務に係る与信ポートフォリオを管理している。CPMは、

最低限の適格性要件を満たす事業体から信用プロテクションの買いを行ってい

る。
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相殺

 

オーストラリアとニュージーランドに居住する信用度の高い顧客は、当行グ

ループと正式な契約を結ぶ場合があり、それにより当行グループが顧客指定の

勘定内で総額ベースの貸借残高を相殺できる。国外の勘定との相殺は許可され

ていない。

債務不履行が発生した場合には、当行グループがオフバランスの金融市場取引

に関する法的強制力のあるマスター・ネッティング契約を締結している取引相

手方と、クローズアウト・ネッティングが行われる。

相殺の詳細については注記23に記載されている。

   

中央清算機関

 

ウエストパックは、中央清算機関を取引相手とするデリバティブ取引を行って

いる。中央清算機関である取引相手は、厳格な加入要件、すべての取引に対す

る証拠金の回収、デフォルト・ファンド、及び債務不履行が発生した場合の支

払いについて明示的な定義された優先順位を通じてリスクを軽減している。
 

 

貸付金に対する保有担保

ウエストパックは、貸付金ポートフォリオの保有担保による保証範囲を分析している。範囲は以下のとおりに測

定される。

 

保証範囲  担保価値に対する担保付貸付金の比率

全額が担保されている

一部が担保されている

無担保

 100％以下

100％超150％以下

150％超又は担保が保有されていない(例えばクレジットカード、個人向け貸付

金及び高格付の法人に対するエクスポージャー等を含む可能性がある)
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ウエストパック及び親会社の貸付金ポートフォリオには、保有担保からの以下の保証が付されている。

 

 2024年 2023年

 
住宅

貸付金
a

個人向け
貸付金

法人向け
貸付金

合計
住宅

貸付金
a

個人向け
貸付金

法人向け
貸付金

合計

 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

正常債権         

連結         

全額が担保されている 100.0 9.7 68.1 89.6 100.0 10.0 66.1 89.1

一部が担保されている － 11.1 14.2 4.2 － 16.4 15.2 4.5

無担保 － 79.2 17.7 6.2 － 73.6 18.7 6.4

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

親会社         

全額が担保されている 100.0 10.7 68.3 89.9 100.0 10.9 66.3 89.4

一部が担保されている － 12.2 14.1 4.1 － 18.0 15.3 4.5

無担保 － 77.1 17.6 6.0 － 71.1 18.4 6.1

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

         

不良債権         

連結         

全額が担保されている 91.5 － 56.7 79.0 93.9 － 55.3 78.2

一部が担保されている 8.5 23.2 23.4 13.4 6.1 33.9 23.9 13.0

無担保 － 76.8 19.9 7.6 － 66.1 20.8 8.8

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

親会社         

全額が担保されている 91.8 － 59.7 80.0 93.9 － 56.8 78.9

一部が担保されている 8.2 24.4 21.7 12.7 6.1 35.6 23.3 12.7

無担保 － 75.6 18.6 7.3 － 64.4 19.9 8.4

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 

 

a
　担保分類の目的上、住宅ローンは、不良債権でない限りは「全額が担保されている」に分類されている。不良債権の場合は

「一部が担保されている」に分類することができる。

 

帳簿価額及び関連するECLに対する引当金の詳細は、注記９及び注記10にそれぞれ開示されている。貸付金の信

用度については注記11.4に開示されている。

 

貸付金以外の金融資産に対する保有担保

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

現金(主に金融派生商品のため) 3,079 3,526 2,936 3,244

売戻契約に基づく有価証券
a 17,950 11,862 17,950 11,821

金融派生商品に基づく有価証券
a 112 53 112 53

その他の保有担保合計 21,141 15,441 20,998 15,118
 

 

a
　担保として受領した有価証券は、当行グループ及び親会社の貸借対照表において認識されていない。
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預金及びその他の資金調達契約

 

注記12.　預金及びその他の借入金

 

会計方針

預金及びその他の借入金は、公正価値で当初認識され、その後、実効金利法を用いた償却原価又は公正価値のい

ずれかで測定される。

預金及びその他の借入金は、公正価値基準で管理されている場合、会計上のミスマッチが減少又は解消する場

合、あるいは組込デリバティブを含んでいる場合、公正価値で測定するものとして指定される。

これらの負債が公正価値で測定される場合、公正価値の変動(信用リスクの変動によるものを除く)があれば、損

益計算書に認識される。信用リスクの変動に起因する公正価値の変動は、OCIに認識される。ただし、それが会計

上のミスマッチをもたらす場合には、損益計算書に認識される。

公正価値及び償却原価で測定された残高は注記22を参照のこと。

発生した支払利息は、実効金利法を用いて純利息収益に認識される。

無利息負債は金利の付かない商品に関連している。

 
 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

オーストラリア     

譲渡性預金証書 33,215 32,947 33,215 32,947

無利息、要求払
a 128,705 120,354 128,705 120,354

その他の利付取引口座
a 110,393 114,097 110,393 114,097

その他の利付貯蓄預金
a 197,415 179,110 197,415 179,110

その他の利付定期預金 157,282 144,220 157,282 144,220

オーストラリア合計 627,010 590,728 627,010 590,728

ニュージーランド     

譲渡性預金証書 1,711 2,247 － －

無利息、要求払
a 10,287 11,514 － －

その他の利付取引口座
a 8,815 8,160 － －

その他の利付貯蓄預金
a 17,854 18,796 － －

その他の利付定期預金 36,245 35,827 － －

ニュージーランド合計 74,912 76,544 － －

その他の海外     

譲渡性預金証書 11,948 12,023 11,948 12,023

無利息、要求払 1,193 1,358 503 548

その他の利付取引口座 736 789 532 573

その他の利付貯蓄預金 987 1,003 892 883

その他の利付定期預金 3,703 5,723 3,596 5,602

その他の海外合計 18,567 20,896 17,471 19,629

預金及びその他の借入金合計 720,489 688,168 644,481 610,357
 

 

a
　2024年度において、一部の預金商品は、顧客へのマーケティング方法と整合させるために、貯蓄預金と取引口座の間で分類

変更された。当行グループはまた、一部の預金商品について、利付商品か無利息商品かの分類を見直した。比較数値は、当

期の表示に合わせて修正再表示されている。
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非付保定期預金

非付保定期預金とは、政府による預金保険制度の対象外であり、引出しに契約上の障害がある預金である。ウエ

ストパックにおいては、これはオーストラリア政府の金融請求制度(以下「FCS」という。)の限度額を超える、又

は当該制度の対象外である譲渡性預金証書及び定期預金を含む。以下の表は、定期預金について、カテゴリー別及

び残存期間別に示したものである。

 
 連結

 ３ヶ月以内
３ヶ月超
６ヶ月以内

６ヶ月超
１年以内

１年超 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

保証額を超える譲渡性預金証書      

　オーストラリア 11,627 20,405 1,161 22 33,215

　ニュージーランド 1,532 170 9 － 1,711

　その他の海外 2,129 4,742 5,077 － 11,948

保証額を超える譲渡性預金証書合計 15,288 25,317 6,247 22 46,874

保証額を超える定期預金      

　オーストラリア 61,500 23,100 28,351 8,025 120,976

　ニュージーランド 14,463 12,914 6,848 2,020 36,245

　その他の海外 1,722 927 944 108 3,701

保証額を超える定期預金合計 77,685 36,941 36,143 10,153 160,922

保証額を超える銀行間定期預金
a      

　オーストラリア 802 1,891 857 7 3,557

　ニュージーランド － － － － －

　その他の海外 5 － 7 27 39

保証額を超える銀行間定期預金合計 807 1,891 864 34 3,596
 

 

a
　銀行間定期預金は注記19に含まれている。
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注記13.　発行済債券

 

会計方針

発行済債券とは、ウエストパックの事業体が発行した債券、ノート、コマーシャル・ペーパー及び社債である。

発行済債券は、公正価値で当初測定され、その後、実効金利法を用いた償却原価又は公正価値のいずれかで測定

される。

発行済債券は会計上のミスマッチを減少又は解消させる場合、又は組込デリバティブを含んでいる場合に公正価

値で測定するものとして指定される。

これらの負債が公正価値で測定される場合、公正価値の変動(信用リスクの変動によるものを除く)があれば、損

益計算書に認識される。信用リスクの変動に起因する公正価値の変動は、OCIに認識される。ただし、それが会計

上のミスマッチをもたらす場合には、損益計算書に認識される。

公正価値及び償却原価で測定された残高は注記22を参照のこと。

発生した支払利息は、実効金利法を用いて純利息収益に認識される。

 

以下の表において、短期債券(12ヶ月以内)と長期債券(12ヶ月超)の区別は対象債券の組成時の満期日に基づいて

いる。

 
 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

短期債券     

　自社発行 32,328 29,285 28,905 27,915

短期債券合計 32,328 29,285 28,905 27,915

長期債券     

　カバード債 39,472 41,605 35,513 36,954

　シニア債 91,945 81,385 79,464 70,088

　証券化 5,539 4,298 － －

長期債券合計 136,956 127,288 114,977 107,042

発行済債券合計 169,284 156,573 143,882 134,957

     

変動の調整     

期首残高 156,573 144,868 134,957 122,339

発行 80,245 70,974 68,438 62,992

償還、返済、買戻し及び減額 (67,100) (62,596) (58,931) (52,671)

現金の変動合計 13,145 8,378 9,507 10,321

FX換算の影響 (5,798) 3,458 (5,167) 2,530

公正価値調整 283 (135) 275 (144)

公正価値ヘッジのヘッジ会計に係る調整 4,338 (346) 3,659 (348)

その他 743 350 651 259

非現金の変動合計 (434) 3,327 (582) 2,297

期末残高 169,284 156,573 143,882 134,957
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 連結

 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル

短期債券   

　自社発行：   

　　米国コマーシャル・ペーパー 22,507 22,687

　　ユーロ・コマーシャル・ペーパー 1,048 －

　シニア債：   

　　豪ドル 1,900 2,090

　　ユーロ 483 －

　　英ポンド 5,313 3,265

　　米ドル － 564

　　その他 1,077 679

短期債券合計 32,328 29,285

長期債券(通貨別)：   

　豪ドル 41,191 36,346

　スイス・フラン 2,554 3,358

　ユーロ 32,182 34,002

　英ポンド 5,695 3,202

　日本円 78 80

　ニュージーランド・ドル 3,483 3,324

　米ドル 50,258 45,288

　その他 1,515 1,688

長期債券合計 136,956 127,288
 

 

ウエストパックは、ヘッジ活動の一部として発行済債券から生じるFXエクスポージャーを管理している。ウエス

トパックのヘッジ会計に関する詳細については、注記20を参照のこと。
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注記14．　借入資本

 

会計方針

借入資本とは、ウエストパックが発行した商品のうち、関連する管轄地域において健全性規制当局が発行する基

準に基づき規制上の自己資本として組入れが適格なものである。借入資本は、公正価値で当初測定され、その後、

実効金利法を用いて償却原価で測定される。発生した支払利息は純利息収益に認識される。

 
 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

その他Tier 1(以下「AT1」という。)借入資本     

ウエストパック・キャピタル・ノート 8,376 8,056 8,376 8,056

米ドル建AT1証券 1,728 1,750 1,728 1,750

AT1借入資本合計 10,104 9,806 10,104 9,806

Tier 2借入資本     

劣後債 27,779 23,370 26,666 22,279

Tier 2借入資本合計 27,779 23,370 26,666 22,279

借入資本合計 37,883 33,176 36,770 32,085

     

変動の調整     

期首残高 33,176 31,254 32,085 30,734

発行 6,326 3,453 6,326 2,894

償還、返済、買戻し及び減額 (1,957) (1,171) (1,951) (1,171)

現金の変動合計 4,369 2,282 4,375 1,723

FX換算の影響 (1,416) 235 (1,401) 212

公正価値ヘッジのヘッジ会計に係る調整 1,714 (623) 1,675 (611)

その他 40 28 36 27

非現金の変動合計 338 (360) 310 (372)

期末残高 37,883 33,176 36,770 32,085
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その他Tier 1借入資本

AT1商品の主要な条件及び共通の特徴の要約は、以下に記載されている。

 
連結及び親会社

 分配若しくは金利
潜在的

転換予定日
a

選択可能な

償還日
b

2024年 2023年

百万
豪ドル

百万
豪ドル

ウエストパック・キャピタル・ノート(以下「WCN」という。)    

1,690百万豪ドル
WCN５

(３ヶ月物BBSWレートに年率3.20％を加算)
×(１－オーストラリアの法人税率)

2027年９月22日 2025年９月22日 1,688 1,686

1,423百万豪ドル
WCN６

(３ヶ月物BBSWレートに年率3.70％を加算)
×(１－オーストラリアの法人税率)

2026年７月31日
2024年７月31日

c － 1,421

1,723百万豪ドル
WCN７

(３ヶ月物BBSWレートに年率3.40％を加算)
×(１－オーストラリアの法人税率)

2029年３月22日 2027年３月22日 1,716 1,714

1,750百万豪ドル
WCN８

(３ヶ月物BBSWレートに年率2.90％を加算)
×(１－オーストラリアの法人税率)

2032年６月21日 2029年９月21日 1,740 1,739

1,509百万豪ドル
WCN９

(３ヶ月物BBSWレートに年率3.40％を加算)
×(１－オーストラリアの法人税率)

2031年６月22日 2028年９月22日 1,499 1,496

1,750百万豪ドル
WCN10

(３ヶ月物BBSWレートに年率3.10％を加算)
×(１－オーストラリアの法人税率)

2034年６月22日 2031年９月22日 1,733 －

WCN合計   8,376 8,056

米ドル建AT1証券     

1,250百万米ドル
米ドル建AT1証券

固定金利5.00％(年率)
d 該当なし 2027年９月21日 1,728 1,750

米ドル建AT1証券合計   1,728 1,750
 

 

a
　転換は、予定された転換条件を満たすことが前提となっている。仮に転換されるとしても、関連する転換予定日に当該転換

条件が満たされない場合、予定された転換の条件が満たされる次の分配金支払日まで、転換は行われない。

b
　一部のAT1商品は、複数の選択可能な償還日がある場合があるが、上記の表では、最初に到来する選択可能な償還日を示し

ている。ウエストパックは、オーストラリア金融監督局(以下「APRA」という。)の書面による事前承認を条件として、選択

可能な単数又は複数の償還日に、関連するAT1商品の償還を選択することができる。

c
　2023年12月18日、WCN10の再投資の募集により、802百万豪ドルのWCN６が１口当たり100豪ドルでWCN６の指定関係者に譲渡

された。これらのWCN６は後にウエストパックによって償還され消却された。2024年７月31日、621百万豪ドルの残りの発行

済WCN６は、ウエストパックによって１口当たり100豪ドルで償還及び消却された。

d
　2027年９月21日(最初のリセット日)まで(同日を含まない)。各リセット日以降(同日を含む)、次のリセット日(同日を含ま

ない)までに早期償還、転換又は償却されない場合、５年物米ドル・ミッドマーケット・スワップ市場実勢レートに年率

2.89％を加算した金利に等しい固定金利(年率)。

 

ウエストパック・バンキング・コーポレーションにより発行されたAT1商品の共通の特徴

支払条件

AT1商品に係る分配金及び金利支払は任意であり、結果的にAPRAの健全性基準に基づくウエストパックの自己資

本要件に違反しない、ウエストパックが債務不履行に陥らない、又は陥る可能性が高くならない、さらにAPRAが支

払に反対しないなどの支払条件が満たされた場合にのみ支払われる。

概して、何らかの理由により分配金又は利息が関連する支払日に全額支払われなかった場合には、未払の金額が

関連する支払日から20営業日以内に全額支払われない限り、又はその他の特定の状況を除き、ウエストパックは、

ウエストパック普通株式に対するいかなる配当金の決定又は支払も行ってはならず、あるいはウエストパック普通

株式の任意買戻し又は減資を行ってはならない。
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AT1商品は以下の状況においてウエストパック普通株式に転換される。

・　予定された転換

転換予定日に、特定の転換条件が満たされた場合、関連するAT1商品
1
は、ウエストパック普通株式に転換さ

れ、保有者は関連するAT1商品の額面及び転換予定日の直前20営業日の期間にわたり決定されたウエストパック

普通株式の株価(１％の割引が含まれる)に基づき算定された可変数のウエストパック普通株式を受取る。

・　資本トリガー事由又は存続不能トリガー事由

ウエストパックは、以下の事由が発生した際には、一部の又はすべてのAT1商品を転換することが求められる

ことになる。

－資本トリガー事由(ウエストパックの普通株式Tier 1資本比率が5.125％以下(レベル１又はレベル２ベースに

ついて
2
)であるとウエストパックが決定する場合、あるいはAPRAが書面でその旨ウエストパックに通知をする

場合)

－存続不能トリガー事由(ウエストパックの資本商品の転換、直接償却又は評価減、あるいは公的機関の資本注

入(又は同等の支援)のいずれかが必要で、それらがないとウエストパックが存続不能になるとAPRAが書面でウ

エストパックに通知した場合)

転換対象の各AT1商品に対して、保有者は関連するAT1商品の額面及び資本トリガー事由発生日又は存続不能ト

リガー事由発生日の直前５営業日の期間にわたり決定されたウエストパック普通株式の株価(１％の割引が含ま

れる)に基づき算定された、可変数の株式数のウエストパック普通株式(最大転換数が設定されている)を受取

る。最大転換数は普通株式の株価に基づいており、発行時のウエストパック普通株式の株価の約20％相当までで

ある。

資本トリガー事由又は存続不能トリガー事由の発生後、転換が５営業日以内に行われない場合、関連するAT1

商品に関する保有者の権利は直ちにかつ取消不能の形で終了する。

・　その他の状況における転換

ウエストパックは特定の状況においてAT1商品の早期転換を選択できる
1
、あるいは早期転換を要求されること

がある
1
。この転換条件は予定された転換と概ね類似するが、最大転換数は転換事由によって異なる。

・　早期償還

ウエストパックは、選択可能な償還日に、又は特定の税務上若しくは規制上の理由により、関連するAT1商品

の償還(APRAの書面による事前承認を条件とする)を選択できる。

 

1
　米ドル建AT1証券を除く。

2
　レベル１は、自己資本比率の測定において、単一の「拡大認可企業」の一部であるとAPRAが承認している、ウエストパッ

ク・バンキング・コーポレーションとその子会社で構成される。レベル２は、ウエストパック・バンキング・コーポレー

ションとそのすべての子会社を統合したものであり、APRA規則によって個別に除外されている事業体を除く。レベル２グ

ループのトップはウエストパック・バンキング・コーポレーションである。
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Tier 2借入資本

当行グループのTier 2商品(劣後債)の主要な条件及び共通の特徴の要約については以下のとおりである。

 

 金利
a 満期日

選択可能な

償還日
b

2024年 2023年

百万
豪ドル

百万
豪ドル

ウエストパック・バンキング・コーポレーションにより発行された劣後債

100百万米ドル 固定金利 2046年２月23日 該当なし 110 103

20,000百万円 固定金利 2026年５月19日 該当なし 202 206

10,200百万円 固定金利 2026年６月２日 該当なし 103 105

10,000百万円 固定金利 2026年６月９日 該当なし 101 103

1,500百万米ドル 固定金利 2031年11月23日 2026年11月23日 2,095 2,127

350百万豪ドル 固定金利 2029年８月16日 2024年８月16日 － 350

185百万豪ドル 固定金利 2048年１月24日 該当なし 184 184

130百万豪ドル 固定金利 2048年３月２日 該当なし 130 130

1,000百万米ドル 固定金利 2039年７月24日 該当なし 1,196 1,134

1,250百万米ドル 固定金利 2034年７月24日 2029年７月24日 1,686 1,677

1,000百万豪ドル 変動金利 2029年８月27日 2024年８月27日 － 1,000

1,500百万米ドル 固定金利 2030年２月４日 2025年２月４日 2,141 2,199

1,500百万米ドル 固定金利 2035年11月15日 2030年11月15日 1,854 1,802

1,000百万米ドル 固定金利 2040年11月16日 該当なし 1,010 939

1,250百万豪ドル 変動金利 2031年１月29日 2026年１月29日 1,250 1,236

1,000百万ユーロ 固定金利 2031年５月13日 2026年５月13日 1,544 1,476

1,000百万米ドル 固定金利 2041年11月18日 該当なし 1,059 989

1,250百万米ドル 固定金利 2036年11月18日 2031年11月18日 1,572 1,529

26,000百万円 固定金利 2032年６月８日 2027年６月８日 261 266

1,000百万米ドル 固定金利 2033年８月10日 2032年８月10日 1,368 1,346

450百万シンガポール・ドル 固定金利 2032年９月７日 2027年９月７日 516 498

1,500百万豪ドル 変動金利 2033年６月23日 2028年６月23日 1,496 1,494

300百万豪ドル 固定金利/変動金利 2023年６月23日 2028年６月23日 300 292

1,100百万豪ドル 固定金利/変動金利 2038年６月23日 2033年６月23日 1,100 1,092

1,500百万豪ドル 固定金利/変動金利 2038年11月15日 該当なし 1,502 －

750百万米ドル 固定金利 2033年11月17日 該当なし 1,148 －

650百万豪ドル 変動金利 2034年４月３日 2029年４月３日 649 －

600百万豪ドル 固定金利/変動金利 2034年４月３日 2029年４月３日 593 －

1,000百万豪ドル 変動金利 2034年７月10日 2029年７月10日 996 －

500百万豪ドル 固定金利/変動金利 2034年７月10日 2029年７月10日 500 －

ウエストパック・バンキング・コーポレーションにより発行された劣後債合計 26,666 22,277

ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドにより発行された劣後債
c   

600百万ニュージーランド・ドル 固定金利/変動金利 2032年９月16日 2027年９月16日 541 553

600百万ニュージーランド・ドル 固定金利/変動金利 2034年２月14日 2029年２月14日 572 540

ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドにより発行された劣後債合計 1,113 1,093

劣後債合計    27,779 23,370
 

 

a
　一部の劣後債は、選択可能な償還日までの期間は固定金利、それ以降は変動金利となる。

b
　一部のTier 2商品は、複数の選択可能な償還日がある場合があるが、上記の表では、最初に到来する選択可能な償還日を示

している。ウエストパック・バンキング・コーポレーションは、APRAの書面による事前承認を条件として、選択可能な単数

又は複数の償還日に、関連するTier 2商品の償還を選択することができる。

c
　ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドにより発行された劣後債は、RBNZの書面による事前承認を条件として、

(該当がある場合は)未払利息を加算した額面で、選択可能な償還日又はその後の利払日にTier 2商品のすべて又は一部償還

を選択することができる。特定の税務上又は規制上の理由によりTier 2商品のすべてを早期償還する場合は、RBNZの書面に

よる事前承認を条件として、利払日に行うことが認められる。
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劣後債の共通の特徴

ウエストパック・バンキング・コーポレーションにより発行

利息の支払は、ウエストパックが利息支払時にも支払直後にも支払能力を有することが前提である。

 

存続不能トリガー事由

存続不能トリガー事由の定義については、AT1借入資本において記載している。存続不能トリガー事由が発生し

た際には、ウエストパックは、一部又はすべての劣後債を、AT1借入資本において記載された方法に類似した方法

で算定された可変数のウエストパック普通株式に転換することが求められる。

存続不能トリガー事由の発生後、Tier 2商品の転換が５営業日以内に行われない場合、関連するTier 2商品に関

する保有者の権利は直ちにかつ取消不能の形で終了する。

 

ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドにより発行

利息の支払は、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドが利息支払時にも支払直後にも支払能力を有す

ることが前提である。

 

存続不能トリガー事由

ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドにより発行されるTier 2商品には、存続不能トリガー事由が設

けられていない。これらの商品は、RBNZの自己資本比率の枠組みによればTier 2資本として適格であるが、APRAの

自己資本比率の枠組みでは適格ではない。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

365/623



注記15.　証券化、カバード債及びその他の譲渡された資産

 

ウエストパックは、通常の事業活動において、金融資産を取引相手方又は組成された企業に譲渡する取引を行っ

ている。状況に応じて、これらの譲渡により、譲渡対象資産の認識が全面的に中止される場合、一部の認識が中止

される場合、又は譲渡をしても認識が中止されない場合がある。金融資産の認識の中止に関するウエストパックの

会計方針については、171ページ(訳注：原文のページ)の金融資産及び金融負債を参照のこと。

 

証券化

証券化とは、資産(又はその資産若しくは資産から生じるキャッシュ・フローに対する持分)を組成された企業に

譲渡し、その企業が、第三者である投資家に対して資金調達目的で、また、ウエストパックに対して流動性目的で

過半数の利付負債証券を発行することである。

当行グループ資産の証券化は、ウエストパックによって、資金調達及び流動性確保の手段として利用されてい

る。ウエストパックが支配する証券化のために組成された企業について、注記30で定義されているとおり、組成さ

れた企業は子会社及び連結対象に分類される。ウエストパックが組成された企業を支配しているかどうかを評価す

る際には、ウエストパックの変動リターンに対するエクスポージャー及び変動リターンに影響を及ぼす能力を考慮

する。ウエストパックは、当該資産に関連する継続的なリスクの負担及び利益の享受、また金融派生商品、流動性

ファシリティ、信託管理及び業務サービスの提供を通じて、組成された企業から変動リターンを得る可能性があ

る。

ウエストパックが当行グループ資産の証券化に提供した未実行の資金調達及び流動性ファシリティは345百万豪

ドル(2023年度：356百万豪ドル)であった。

 

カバード債

ウエストパックには、オーストラリアの住宅ローン債権(オーストラリア・プログラム)及びニュージーランドの

住宅ローン債権(ニュージーランド・プログラム)に関連する２つのカバード債プログラムがある。これらのプログ

ラムに基づき、住宅ローン債権のプールのうち特定のものが、倒産隔離されている組成された企業に割り当てら

れ、当該企業は債券の保有者への支払いに対する保証を提供する。ウエストパックは、組成された企業との保証及

びデリバティブを通じて当該組成された企業から変動リターンを得ており、当該企業を連結している。

 

買戻契約

所定の価格での買戻しに合意することを条件に有価証券が売却される場合、当該有価証券は当初の分類(すなわ

ち「トレーディング目的有価証券」又は「投資有価証券」)で引き続き貸借対照表に認識される。

受取った現金対価は負債(買戻契約)として認識される。詳細は注記19を参照のこと。
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以下の表は、ウエストパックの譲渡された資産及び関連する負債を示している。

 

 
譲渡された資
産の帳簿価額

関連する負債
の帳簿価額

譲渡された資産に対する
償還請求権のみがある負債：

譲渡された資
産の公正価値

関連する負債
の公正価値

純公正価値
ポジション

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

連結      

2024年      

証券化
a 5,580 5,539 5,575 5,552 23

カバード債
b 50,269 39,472 該当なし 該当なし 該当なし

買戻契約 19,938 18,848 該当なし 該当なし 該当なし

合計 75,787 63,859 5,575 5,552 23

2023年      

証券化
a 4,329 4,298 4,306 4,294 12

カバード債
b 50,296 41,605 該当なし 該当なし 該当なし

買戻契約 35,075 25,059 該当なし 該当なし 該当なし

合計 89,700 70,962 4,306 4,294 12

      

親会社      

2024年      

証券化
a 6,449 6,407 6,443 6,420 23

カバード債
b 43,337 35,512 該当なし 該当なし 該当なし

買戻契約 16,205 16,071 該当なし 該当なし 該当なし

合計 65,991 57,990 6,443 6,420 23

2023年      

証券化
a 5,114 5,082 5,088 5,079 9

カバード債
b 43,291 36,954 該当なし 該当なし 該当なし

買戻契約 28,968 20,315 該当なし 該当なし 該当なし

合計 77,373 62,351 5,088 5,079 9
 

 

a
　証券化された資産の帳簿価額は発行済債券の価額を超過しているが、これは主に、帳簿価額に元本と譲渡された資産から受

取った収益の両方が含まれるためである。

b
　カバード債の帳簿価額と差し入れられた資産の帳簿価額との差額は、カバード債の格付を維持するために必要な上乗せ担

保、及び必要に応じて追加のカバード債を直ちに発行できるようにするための追加資産を反映している。これらの追加資産

は、取引文書に記載されている条件に従い、ウエストパックが任意で買戻すことが可能である。

 

前へ　　　次へ
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その他の金融商品に関する開示

 

注記16.　トレーディング目的有価証券及び損益計算書を通じて公正価値(FVIS)で測定する金融資産

 

会計方針

トレーディング目的有価証券

トレーディング目的有価証券は、活発に取引される負債商品及びエクイティ商品、並びに短期間で売却するため

に取得される金融商品(政府証券及び準政府証券に裏付けされた金融商品を含む)で構成される。当該金融商品は公

正価値で測定される。

トレーディング業務の一環として、ウエストパックは担保付きの有価証券の貸出し及び借入れも行っている。所

有に伴うリスク及び便益が当初の保有者に引き続き残されるため、貸出有価証券はウエストパックの貸借対照表に

引き続き計上され、借入有価証券はウエストパックの貸借対照表に反映されない。現金が担保として提供される場

合、第三者に前払した又は第三者から受取った現金は、それぞれ債権として「支払担保金」に、又は借入金として

「受入担保金」に認識される。

 

売戻契約

売戻契約に基づき購入した有価証券は、ウエストパックが所有に伴うリスク及び便益を得ていないため、貸借対

照表に認識されていない。支払った現金対価は、公正価値で測定するトレーディング・ポートフォリオの一部であ

る売戻契約として認識される。

 

FVISで測定するその他の金融資産

FVISで測定するその他の金融資産は、以下を含む。

・　公正価値で管理されている非トレーディング目的有価証券

・　元本残高に係るSPPIに相当する契約上のキャッシュ・フローがない非トレーディング目的負債証券

・　FVOCIで測定するものとして当行グループが取消不能な指定を行っていない非トレーディング目的持分証券

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

368/623



これらの金融資産に係る公正価値損益は損益計算書に認識される。負債証券から稼得した利息は利息収益(注記

３)に認識され、持分証券の配当金は利息以外の収益(注記４)に認識される。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

トレーディング目的有価証券     

政府証券及び準政府証券 24,532 10,808 23,225 9,772

その他の負債証券 5,958 5,835 5,089 4,435

持分証券 － 5 － 5

その他 285 448 282 448

トレーディング目的有価証券合計 30,775 17,096 28,596 14,660

売戻契約 17,990 12,054 17,990 12,013

FVISで測定するその他の金融資産     

その他の負債証券 461 1,351 428 1,310

持分証券 2 6 － 4

FVISで測定するその他の金融資産合計 463 1,357 428 1,314

トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する
金融資産合計

49,228 30,507 47,014 27,987
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注記17.　投資有価証券

 

会計方針

投資有価証券には、負債証券並びに持分証券が含まれる。これには、FVOCIで測定する負債証券及び持分証券、

並びに償却原価で測定する負債証券が含まれる。これらの金融商品は、注記９より前の部分で「金融資産及び金融

負債」という見出しの下に開示されている基準に基づき分類されている。

 

FVOCIで測定する負債証券

元本残高に係るSPPIに相当する契約上のキャッシュ・フローを有し、当該キャッシュ・フローの回収又は金融資

産の売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有される負債商品を含む。

これらの有価証券は公正価値で測定され、未実現損益はOCIに認識される。ただし、受取利息、減損費用、為替

差損益及び公正価値ヘッジに係る調整は損益計算書に認識される。

減損は、償却原価で測定する金融資産に適用されるのと同じECLモデルを用いて測定される。減損は損益計算書

に認識されるが、それと同額がOCIに認識され、引き続き公正価値で保有される負債証券の帳簿価額を減少させる

ことはない。詳細については、注記６及び注記10を参照のこと。

OCIに認識される累積損益は、その後、当該商品の売却時に損益計算書に認識される。

 

償却原価で測定する負債証券

元本残高に係るSPPIに相当する契約上のキャッシュ・フローを有し、当該キャッシュ・フローを回収するために

金融資産を保有することによって目的が達成される事業モデルの中で保有される負債商品を含む。

これらの有価証券は、公正価値と直接帰属する取引費用を合計した額で当初認識される。これらはその後、実効

金利法を用いて償却原価で測定され、ECLに対する引当金(ECLモデルを用いて算定される)控除後の金額で表示され

る。
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持分証券

トレーディング目的以外で保有されている場合、ウエストパックが投資先に対して支配力又は重要な影響力を持

たない場合、及びFVOCIで測定するという取消不能な選択が行われている場合は、持分証券はFVOCIで測定される。

これらの有価証券は公正価値で測定され、未実現損益はOCIに計上される。ただし、受取配当金は損益計算書に

認識される。OCIに認識される累積損益は、その後、当該商品の処分時にも損益計算書には認識されない。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

投資有価証券     

FVOCIで測定する投資有価証券     

政府債券及び準政府債券 83,403 56,370 78,798 52,562

その他の負債証券 18,866 17,082 16,548 14,695

持分証券 450 442 208 202

FVOCIで測定する投資有価証券合計
a 102,719 73,894 95,554 67,459

償却原価で測定する投資有価証券     

政府債券及び準政府債券 1,172 1,438 71 51

償却原価で測定する投資有価証券合計 1,172 1,438 71 51

償却原価で測定する負債証券のECLに対する引当金 (6) (6) (2) (2)

償却原価で測定する投資有価証券合計(純額) 1,166 1,432 69 49

投資有価証券合計 103,885 75,326 95,623 67,508
 

 

a
　減損は損益計算書に認識され、それと同額がOCIに認識される(注記26参照)。引き続き公正価値で測定する負債証券の帳簿

価額は減額されない。

 

以下の表は、2024年９月30日現在のウエストパックの未決済の投資有価証券の期日及び加重平均利回りを示した

ものである。非課税扱いの有価証券はない。

 

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超
特定の期日

なし
合計

加重
平均

2024年
百万

豪ドル
％

百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

％
百万
豪ドル

％

帳簿価額             

政府債券及び
準政府債券

17,166 3.7 33,349 2.8 19,702 3.7 14,352 5.0 － － 84,569 3.6

その他の負債証券 3,471 5.4 15,088 5.2 307 4.7 － － － － 18,866 5.2

持分証券 － － － － － － － － 450 － 450 －

期日別合計 20,637  48,437  20,009  14,352  450  103,885  
 

 

期日の区分は、投資有価証券に関する契約上の期日に基づき決定される。
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注記18.　その他の金融資産
 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

未収利息 2,223 1,996 1,987 1,780

引渡未済売却有価証券 1,716 2,905 1,716 2,905

未収金 343 333 320 282

銀行間貸付 174 97 173 95

清算及び決済残高 602 454 480 445

未収手数料 276 289 155 161

その他 122 145 120 144

その他の金融資産合計 5,456 6,219 4,951 5,812
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注記19.　その他の金融負債

 

会計方針

その他の金融負債には、FVISで測定する負債及び償却原価で測定する負債が含まれる。FVISで測定する金融負債

には、以下が含まれる。

・　トレーディング負債(すなわち、空売有価証券)

・　FVISで測定するものとして指定された負債(すなわち、一部の買戻契約)

公正価値及び償却原価で測定された残高は注記22を参照のこと。

 

買戻契約

所定の価格での買戻しに合意することを条件に有価証券が売却される場合、当該有価証券は当初の分類(すなわ

ち「トレーディング目的有価証券」又は「投資有価証券」)で引き続き貸借対照表に認識される。

受取った現金対価は負債(以下「買戻契約」という。)として認識される。買戻契約は、トレーディング・ポート

フォリオの一部として運用管理されている場合、公正価値で測定するものとして指定され、それ以外の場合には、

償却原価で測定される。

公正価値で測定するものとして指定される買戻契約の場合、公正価値の変動(信用リスクの変化によるものを除

く)はすべて、発生時に損益計算書に認識される。信用リスクに起因する公正価値の変動は、OCIに認識される。た

だし、それが会計上のミスマッチをもたらす場合には、損益計算書にも認識される。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

買戻契約 18,848 25,059 16,071 20,315

銀行間預入 3,635 4,537 3,631 4,533

未払利息 4,940 4,138 4,094 3,337

引渡未済購入有価証券 2,966 3,477 2,966 3,477

未払金及びその他の未払費用 2,375 2,191 1,994 1,723

決済及び清算残高 934 832 801 805

空売有価証券 3,248 3,496 3,248 3,496

その他 1,131 1,140 1,112 1,094

その他の金融負債合計 38,077 44,870 33,917 38,780
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注記20.　金融派生商品

 

会計方針

金融派生商品は、その価値が原資産の価値、参照金利又は指数より算出される商品であり、先渡、先物、スワッ

プ及びオプションが含まれる。

ウエストパックは、顧客のニーズを満たし、当行グループの資産・負債管理(以下「ALM」という。)の活動に対

応し、マーケット・メーキング及びポジショニング活動を行うために、金融派生商品を利用している。

 

トレーディング目的金融派生商品

当行グループのALMの活動において使用されるが、会計上のヘッジ関係に指定されていない金融派生商品は、経

済的ヘッジとみなされる。これらの金融派生商品は、顧客のニーズを満たし、マーケット・メーキング及びポジ

ショニング活動を行うために使用される金融派生商品と併せて、FVISで測定され、トレーディング目的金融派生商

品として開示されている。

 

ヘッジ目的金融派生商品

ヘッジ目的金融派生商品とは、当行グループのALMの活動において使用され、かつ、公正価値ヘッジ、キャッ

シュ・フロー・ヘッジ又は在外営業活動体に対する純投資ヘッジという３種類の会計上のヘッジ関係の１つに指定

されたものをいう。これらの金融派生商品は公正価値で測定される。これらのヘッジの指定及び関連する会計処理

は以下のとおりである。

ウエストパックのALMの活動の詳細については、注記21を参照のこと。

 

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジは、資産又は負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーをヘッジするために使用されてい

る。

公正価値ヘッジにおける金融派生商品及びヘッジ対象の資産又は負債の公正価値の変動は、受取利息に認識され

る。ヘッジ対象の資産又は負債の帳簿価額は、ヘッジ対象リスクに関連する公正価値の変動に応じて調整される。

ヘッジが中止された場合、当該資産又は負債の帳簿価額に対する公正価値調整があれば、満期までの期間にわた

り償却され、純利息収益に認識される。当該資産又は負債が売却された場合、未償却の調整があれば、直ちに純利

息収益に認識される。
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キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジは、資産、負債又は将来の予定取引に帰属するキャッシュ・フローの変動性に対す

るエクスポージャーをヘッジするために使用されている。

有効なヘッジの場合、金融派生商品の公正価値の変動は、OCIを通じてキャッシュ・フロー・ヘッジ積立金に認

識され、その後、ヘッジ対象の資産又は負債に帰属するキャッシュ・フローが損益計算書に影響を及ぼす時点で受

取利息に認識される。

一部が非有効なヘッジの場合、非有効部分に関連する金融派生商品の公正価値の変動は、直ちに受取利息に認識

される。

ヘッジが中止された場合、累積損益があれば、引き続きOCIに計上される。この累積損益は、ヘッジ対象の資産

又は負債が損益計算書に影響を及ぼす期間にわたり償却され、純利息収益に認識される。

予定取引のヘッジが発生する見込みがなくなった場合、OCIに計上された累積損益があれば、直ちに純利息収益

に認識される。

 

純投資ヘッジ

純投資ヘッジは、在外営業活動体の純投資から生じるFXリスクをヘッジするために使用されている。

有効なヘッジの場合、金融派生商品の公正価値の変動は、OCIを通じて外貨換算積立金に認識される。

一部が非有効なヘッジの場合、非有効部分に関連する金融派生商品の公正価値の変動は、直ちに利息以外の収益

に認識される。

在外営業活動体が売却された場合、OCIに計上された累積損益があれば、直ちに利息以外の収益に認識される。
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金融派生商品合計

金融派生商品の帳簿価額は、以下の表のとおりである。

 

 連結

 トレーディング ヘッジ
金融派生商品の
帳簿価額合計

 資産 負債 資産 負債 資産 負債

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年       

金利契約       

スワップ契約 47,697 (49,742) 5,619 (5,969) 53,316 (55,711)

オプション 235 (186) － － 235 (186)

金利契約合計 47,932 (49,928) 5,619 (5,969) 53,551 (55,897)

FX契約       

直物及び先渡契約 10,887 (11,643) 20 (171) 10,907 (11,814)

クロス・カレンシー・スワップ契約 9,330 (14,783) 183 (373) 9,513 (15,156)

オプション 152 (135) － － 152 (135)

FX契約合計 20,369 (26,561) 203 (544) 20,572 (27,105)

クレジット・デフォルト・スワップ       

買建信用プロテクション － (276) － － － (276)

売建信用プロテクション 225 － － － 225 －

クレジット・デフォルト・スワップ合計 225 (276) － － 225 (276)

コモディティ契約 235 (85) － － 235 (85)

金融派生商品総額合計 68,761 (76,850) 5,822 (6,513) 74,583 (83,363)

ネッティング契約の影響 (45,045) 46,533 (5,429) 5,856 (50,474) 52,389

金融派生商品純額合計 23,716 (30,317) 393 (657) 24,109 (30,974)

       

2023年       

金利契約       

スワップ契約 65,324 (68,945) 5,689 (10,730) 71,013 (79,675)

オプション 301 (317) － － 301 (317)

金利契約合計 65,625 (69,262) 5,689 (10,730) 71,314 (79,992)

FX契約       

直物及び先渡契約 9,406 (8,219) － (74) 9,406 (8,293)

クロス・カレンシー・スワップ契約 7,650 (8,973) 394 (596) 8,044 (9,569)

オプション 110 (132) － － 110 (132)

FX契約合計 17,166 (17,324) 394 (670) 17,560 (17,994)

クレジット・デフォルト・スワップ       

買建信用プロテクション － (127) － － － (127)

売建信用プロテクション 105 － － － 105 －

クレジット・デフォルト・スワップ合計 105 (127) － － 105 (127)

コモディティ契約 116 (266) － － 116 (266)

金融派生商品総額合計 83,012 (86,979) 6,083 (11,400) 89,095 (98,379)

ネッティング契約の影響 (62,259) 63,111 (5,493) 10,621 (67,752) 73,732

金融派生商品純額合計 20,753 (23,868) 590 (779) 21,343 (24,647)
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 親会社

 トレーディング ヘッジ
金融派生商品の
帳簿価額合計

 資産 負債 資産 負債 資産 負債

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年       

金利契約       

スワップ契約 47,973 (50,141) 5,186 (5,495) 53,159 (55,636)

オプション 235 (186) － － 235 (186)

金利契約合計 48,208 (50,327) 5,186 (5,495) 53,394 (55,822)

FX契約       

直物及び先渡契約 10,887 (11,665) 20 (149) 10,907 (11,814)

クロス・カレンシー・スワップ契約 9,411 (14,917) 52 (135) 9,463 (15,052)

オプション 152 (135) － － 152 (135)

FX契約合計 20,450 (26,717) 72 (284) 20,522 (27,001)

クレジット・デフォルト・スワップ       

買建信用プロテクション － (276) － － － (276)

売建信用プロテクション 225 － － － 225 －

クレジット・デフォルト・スワップ合計 225 (276) － － 225 (276)

コモディティ契約 235 (85) － － 235 (85)

金融派生商品総額合計 69,118 (77,405) 5,258 (5,779) 74,376 (83,184)

ネッティング契約の影響 (45,323) 46,938 (5,151) 5,451 (50,474) 52,389

金融派生商品純額合計 23,795 (30,467) 107 (328) 23,902 (30,795)

       

2023年       

金利契約       

スワップ契約 66,248 (69,227) 4,616 (10,412) 70,864 (79,639)

オプション 301 (317) － － 301 (317)

金利契約合計 66,549 (69,544) 4,616 (10,412) 71,165 (79,956)

FX契約       

直物及び先渡契約 9,406 (8,230) － (63) 9,406 (8,293)

クロス・カレンシー・スワップ契約 7,824 (9,369) 64 (163) 7,888 (9,532)

オプション 110 (132) － － 110 (132)

FX契約合計 17,340 (17,731) 64 (226) 17,404 (17,957)

クレジット・デフォルト・スワップ       

買建信用プロテクション － (127) － － － (127)

売建信用プロテクション 105 － － － 105 －

クレジット・デフォルト・スワップ合計 105 (127) － － 105 (127)

コモディティ契約 116 (266) － － 116 (266)

金融派生商品総額合計 84,110 (87,668) 4,680 (10,638) 88,790 (98,306)

ネッティング契約の影響 (63,187) 63,415 (4,565) 10,317 (67,752) 73,732

金融派生商品純額合計 20,923 (24,253) 115 (321) 21,038 (24,574)
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ヘッジ会計

ウエストパックは、金融派生商品と潜在的エクスポージャーの会計処理の差異から生じる可能性のある金利リス

ク及びFXリスクにより生じる収益及び資本のボラティリティを管理するために、金融派生商品を会計上のヘッジ関

係に指定している。これらの会計上のヘッジ関係及びヘッジに使用されるリスクは以下のとおりである。

ウエストパックは、ヘッジ対象の条件がヘッジ手段の条件と非常に一致する場合に、特定のエクスポージャーを

管理するため、１対１のヘッジ関係を締結している。また、ウエストパックは、頻繁に変わる資産及び/又は負債

のポートフォリオの一部としてヘッジ対象がある場合には、動的ヘッジ会計を使用している。当該ヘッジ戦略で

は、ヘッジ対象のエクスポージャーとヘッジ手段は、特定のエクスポージャーについて１対１の会計上のヘッジ関

係にはなく、頻繁に変わることがある。

 

公正価値ヘッジ

金利リスク

ウエストパックは、金利リスクをヘッジし、ヘッジ期間中の金利変動による公正価値の変動に対するエクスポー

ジャーを軽減している。FVOCIの投資有価証券に分類されている固定利付債券の発行及び固定利付債券から生じる

金利リスクは、単一通貨の固定から変動金利への金融派生商品によってヘッジされている。また、ウエストパック

は、金利スワップ及びクロス・カレンシー・スワップを使用して、外貨建の固定利付債券の発行におけるベンチ

マーク金利リスクをヘッジしている。公正価値ヘッジ会計を適用するにあたり、ウエストパックは特定のエクス

ポージャーを管理するため、主に１対１のヘッジ会計を使用している。

また、ウエストパックは、ヘッジ期間中の金利変動による公正価値の変動に対するエクスポージャーを軽減する

ための一部の固定金利モーゲージの公正価値ポートフォリオ・ヘッジ会計について、動的ヘッジ会計戦略を使用し

ている。これらの固定金利モーゲージは、予想される金利改定日に基づいて期間別バケットに配分され、関連する

期間別バケットの容量に応じて、固定から変動金利への金融派生商品が指定される。

ウエストパックは、公正価値の変動のうち通常は最も重要な構成要素を表すベンチマーク金利をヘッジしてい

る。ベンチマーク金利は、関連する金融市場で観察可能な金利リスクの構成要素であり、例えば、豪ドル金利につ

いてはBBSW及びAONIA、米ドル金利についてはSOFR、ニュージーランド・ドル金利についてはBKBMである。非有効

部分は、ヘッジ対象と金融派生商品の金利改定の期間的差異又は割引差異から生じる可能性がある。また、ポート

フォリオ・ヘッジ会計の非有効部分は、期限前償還リスク(すなわち、貸付金の期限前償還の実績と予想の差異)か

ら生じる。期限前償還による非有効部分を管理し、新規のオリジネーションに対応するため、ポートフォリオ・

ヘッジは、定期的に指定の中止及び再指定が行われる。
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キャッシュ・フロー・ヘッジ

金利リスク

顧客預金及び貸付金からの利息のキャッシュ・フローのボラティリティに対するウエストパックのエクスポー

ジャーは、マクロ・キャッシュ・フロー・ヘッジと呼ばれる動的ヘッジ会計戦略を使用して金利デリバティブで

ヘッジされている。顧客預金及び貸付金は、これらの予想される金利改定日に基づいて、期間別バケットに配分さ

れる。金利デリバティブは、関連する期間別バケットの資産又は負債の総額ポジションに応じて指定される。ウエ

ストパックは、公正価値の変動のうち通常は最も重要な構成要素を表すベンチマーク金利をヘッジしている。この

ベンチマーク金利は、関連する金融市場で観察可能な金利リスクの構成要素であり、例えば、豪ドル金利について

はBBSW及びAONIA、米ドル金利についてはSOFR、ニュージーランド・ドル金利についてはBKBMである。非有効部分

は、ヘッジ対象と金利デリバティブの金利改定の期間的差異又は割引差異から生じる可能性がある。非有効部分

は、金利デリバティブの想定元本が、関連する期間別バケットの容量を超えている場合にも生じる。会計上のヘッ

ジ関係は月次で見直され、必要に応じて指定の中止及び再指定が行われる。

 

FXリスク

外貨建の固定利付債券及び変動利付債券の発行による外貨建の元本及び信用証拠金のキャッシュ・フローに対す

るウエストパックのエクスポージャーは、外貨と豪ドルの変動を管理するために、１対１のヘッジ関係においてク

ロス・カレンシー・デリバティブ契約及び為替デリバティブ契約の利用を通じてヘッジされている。また、外貨建

の変動利付債券の発行について、ウエストパックは、外貨建の変動金利から主に豪ドル又はニュージーランド・ド

ルの変動金利にヘッジしている。これらのエクスポージャーは、公正価値の最も重要な構成要素を表している。非

有効部分は、ヘッジ対象とクロス・カレンシー・デリバティブの金利改定の期間的差異又は割引差異から生じる可

能性がある。

 

純投資ヘッジ

FXリスク

構造的なFXリスクは、海外の支店及び子会社に展開している豪ドル以外の通貨建のウエストパックの資本から生

じる。為替相場の変動により、海外における事業の資本の豪ドル相当額は変動し、ウエストパックの財務業績の報

告額及び自己資本比率に重大な変動をもたらす可能性がある。

ウエストパックは、在外営業活動体に対する純投資から生じる通貨換算リスクをヘッジする際に、FX先渡契約を

利用している。ウエストパックは現在、最も重要な在外営業活動体であるニュージーランド事業への純投資に対し

てヘッジ会計を適用しており、このためヘッジ対象リスクは豪ドルに対するニュージーランド・ドルの変動であ

る。非有効部分は、FX先渡契約の想定元本が純投資額を上回った場合のみ生じる。
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経済的ヘッジ

ウエストパックのALMの活動の一環として、ニュージーランドの将来の収益と長期資金調達取引をヘッジするた

めに、リスク管理目的で経済的ヘッジが締結される場合がある。これらのヘッジはヘッジ会計の要件を満たしてい

ないため、以下のヘッジ手段の開示には含まれていない。

 

ヘッジ手段

以下の表は、ヘッジ手段の帳簿価額と、ヘッジ関係及びヘッジ対象リスクの種類ごとに分類された１対１ヘッジ

関係におけるヘッジ手段の想定元本額の満期分析を示している。

 
   連結

   想定元本 帳簿価額

 
ヘッジ手段

ヘッジ対象
リスク

１年以内
１年超
５年以内

５年超 合計 資産 負債

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年         

１対１ヘッジ関係       

公正価値ヘッジ 金利スワップ 金利リスク 21,400 82,571 55,004 158,975 3,611 (4,858)

 
ク ロ ス ・ カ レ ン

シー・スワップ
金利リスク 1,098 13,188 981 15,267 (22) (281)

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

ク ロ ス ・ カ レ ン
シー・スワップ

FXリスク 1,098 13,188 981 15,267 205 (92)

 
為替先渡及び

スワップ
FXリスク 3,663 － － 3,663 2 (144)

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク 3,631 － － 3,631 18 (27)

１対１ヘッジ関係合計 30,890 108,947 56,966 196,803 3,814 (5,402)

マクロ・ヘッジ関係       

ポートフォリオ
公正価値ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 該当なし 該当なし 該当なし 16,317 35 (204)

マクロ・キャッ
シュ・フロー・
ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 該当なし 該当なし 該当なし 422,943 1,973 (907)

マクロ・ヘッジ関係合計 該当なし 該当なし 該当なし 439,260 2,008 (1,111)

ヘッジ金融派生商品総額合計 該当なし 該当なし 該当なし 636,063 5,822 (6,513)

ネッティング契約の影響 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし (5,429) 5,856

ヘッジ金融派生商品純額合計 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 393 (657)

         

2023年         

１対１ヘッジ関係       

公正価値ヘッジ 金利スワップ 金利リスク 16,179 80,537 40,307 137,023 3,072 (8,979)

 
ク ロ ス ・ カ レ ン

シー・スワップ
金利リスク 3,696 10,840 1,102 15,638 (274) (806)

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

ク ロ ス ・ カ レ ン
シー・スワップ

FXリスク 3,696 10,840 1,102 15,638 668 210

 
為替先渡及び

スワップ
FXリスク 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク 3,486 － － 3,486 － (74)

１対１ヘッジ関係合計 27,057 102,217 42,511 171,785 3,466 (9,649)

マクロ・ヘッジ関係       

ポートフォリオ
公正価値ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 該当なし 該当なし 該当なし 21,524 217 (20)

マクロ・キャッ
シュ・フロー・
ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 該当なし 該当なし 該当なし 287,510 2,400 (1,731)

マクロ・ヘッジ関係合計 該当なし 該当なし 該当なし 309,034 2,617 (1,751)

ヘッジ金融派生商品総額合計 該当なし 該当なし 該当なし 480,819 6,083 (11,400)

ネッティング契約の影響 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし (5,493) 10,621

ヘッジ金融派生商品純額合計 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 590 (779)
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   親会社

   想定元本 帳簿価額

 
ヘッジ手段

ヘッジ対象
リスク

１年以内
１年超
５年以内

５年超 合計 資産 負債

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年       

１対１ヘッジ関係       

公正価値ヘッジ 金利スワップ 金利リスク 20,962 77,739 54,797 153,498 3,457 (4,789)

 
ク ロ ス ・ カ レ ン

シー・スワップ
金利リスク 377 1,002 659 2,038 (23) (23)

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

ク ロ ス ・ カ レ ン
シー・スワップ

FXリスク 377 1,002 659 2,038 75 (112)

 
為替先渡及び

スワップ
FXリスク 3,663 － － 3,663 2 (144)

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク 2,636 － － 2,636 18 (5)

１対１ヘッジ関係合計 28,015 79,743 56,115 163,873 3,529 (5,073)

マクロ・ヘッジ関係       

ポートフォリオ
公正価値ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 該当なし 該当なし 該当なし 1,797 32 －

マクロ・キャッ
シュ・フロー・
ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 該当なし 該当なし 該当なし 398,519 1,697 (706)

マクロ・ヘッジ関係合計 該当なし 該当なし 該当なし 400,316 1,729 (706)

ヘッジ金融派生商品総額合計 該当なし 該当なし 該当なし 564,189 5,258 (5,779)

ネッティング契約の影響 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし (5,151) 5,451

ヘッジ金融派生商品純額合計 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 107 (328)

       

2023年       

１対１ヘッジ関係       

公正価値ヘッジ 金利スワップ 金利リスク 15,636 79,627 38,674 133,937 2,933 (8,966)

 
ク ロ ス ・ カ レ ン

シー・スワップ
金利リスク 95 1,340 674 2,109 (32) (104)

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

ク ロ ス ・ カ レ ン
シー・スワップ

FXリスク 95 1,340 674 2,109 96 (59)

 
為替先渡及び

スワップ
FXリスク 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク 2,585 － － 2,585 － (63)

１対１ヘッジ関係合計 18,411 82,307 40,022 140,740 2,997 (9,192)

マクロ・ヘッジ関係       

ポートフォリオ
公正価値ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 該当なし 該当なし 該当なし 2,632 84 －

マクロ・キャッ
シュ・フロー・
ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 該当なし 該当なし 該当なし 263,188 1,599 (1,446)

マクロ・ヘッジ関係合計 該当なし 該当なし 該当なし 265,820 1,683 (1,446)

ヘッジ金融派生商品総額合計 該当なし 該当なし 該当なし 406,560 4,680 (10,638)

ネッティング契約の影響 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし (4,565) 10,317

ヘッジ金融派生商品純額合計 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 115 (321)
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以下の表は、１対１ヘッジ関係における重要なヘッジ手段に関連する加重平均為替レートを示している。

 

 
ヘッジ手段

ヘッジ対象
リスク

通貨ペア
加重平均レート

 2024年 2023年

連結      

キャッシュ・フロー・
ヘッジ クロス・カレン

シー・スワップ
FXリスク

ユーロ:
ニュージーランド・ドル

0.5963 0.5943

 
米ドル：

ニュージーランド・ドル
0.6252 0.6716

 為替スワップ FXリスク 米ドル：豪ドル 0.6676 該当なし

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク
ニュージーランド・ドル:

豪ドル
1.0984 1.0857

   米ドル：豪ドル 0.6745 0.6839

      

親会社      

キャッシュ・フロー・
ヘッジ クロス・カレン

シー・スワップ
FXリスク

ユーロ:豪ドル 0.6650 0.6650

日本円:豪ドル 79.6448 79.6448

 中国人民元：豪ドル 4.7334 4.7275

 香港ドル：豪ドル 5.6124 5.6124

 為替スワップ FXリスク 米ドル：豪ドル 0.6676 該当なし

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク
ニュージーランド・ドル:

豪ドル
1.0905 1.0842

   米ドル：豪ドル 0.6745 0.6839
 

 

ヘッジ会計が貸借対照表と積立金に与える影響

以下の表は、公正価値ヘッジ関係におけるヘッジ対象の帳簿価額と、公正価値ヘッジ会計調整累計額(以下

「FVHA」という。)に関連する帳簿価額の構成要素を示している。

 

 2024年 2023年

 
ヘッジ対象の
帳簿価額

FVHA
ヘッジ対象の
帳簿価額

FVHA

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

連結     

金利リスク     

投資有価証券
a 65,585 (165) 40,402 (3,257)

貸付金 16,638 77 21,223 (301)

発行済債券及び借入資本 (102,039) 3,749 (100,176) 9,801

     

親会社     

金利リスク     

投資有価証券
a 61,775 (294) 37,995 (3,170)

貸付金 2,019 (22) 2,510 (122)

発行済債券及び借入資本 (87,495) 3,532 (86,575) 8,866
 

 

a
　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する投資有価証券の帳簿価額には、ヘッジ対象である資産が公正価値で測定され

ているため、ヘッジに係る公正価値調整は含まれない。ヘッジ会計に係る公正価値調整により、その他の包括利益から損益

計算書への振替が発生する。
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ヘッジ損益の調整が中止されたヘッジ対象について、上記の帳簿価額にはFVHAに係る利益/損失は含まれていな

い(2023年度：なし)。

積立金に係るキャッシュ・フロー・ヘッジ及び純投資ヘッジの税引前の影響は、以下のとおりである。

 

 2024年 2023年

 金利リスク FXリスク 合計 金利リスク FXリスク 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

連結       

キャッシュ・フロー・ヘッジ
積立金

   
   

期首残高 249 (47) 202 1,147 (1) 1,146

公正価値の変動による純利益/
(損失)

878 (377) 501 (311) (324) (635)

受取利息への振替 (149) 226 77 (587) 278 (309)

期末残高 978 (198) 780 249 (47) 202

        
親会社        
キャッシュ・フロー・ヘッジ
積立金

       

期首残高 (288) (1) (289) 629 1 630  
公正価値の変動による純利益/
(損失)

1,049 (176) 873 (535) (35) (570) 

受取利息への振替 91 41 132 (382) 33 (349) 
期末残高 852 (136) 716 (288) (1) (289) 
 

 

ヘッジ会計が適用されなくなったヘッジ関係に関連して、キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金にウエストパック

及び親会社について16百万豪ドルの純利益(2023年度：２百万豪ドルの純利益)が残っている。

注記26に開示されているように、純投資ヘッジの公正価値の変動による純利益は、ウエストパックについては28

百万豪ドル(2023年度：155百万豪ドルの純損失)、親会社については31百万豪ドル(2023年度：97百万豪ドルの純損

失)であった。外貨換算積立金には、当行グループの米ドル事業に対する純投資ヘッジの非継続に関連する損失

が、ウエストパックについては158百万豪ドル(2023年度：158百万豪ドルの損失)、親会社については162百万豪ド

ル(2023年度：162百万豪ドルの損失)含まれている。これは、関連する米ドル事業の処分時にのみ損益計算書に振

替えられる。

 

ヘッジの有効性

ヘッジの有効性は、ヘッジ関係の開始時に、また存続期間中も継続して、将来に向かって判定される。１対１の

ヘッジ関係の場合、ヘッジ手段として用いられている金融派生商品の重要な条件がヘッジ対象の条件と一致する場

合は、その一致している条件に対する定性的な評価がヘッジの有効性の判定に使用される。さらに、すべてのヘッ

ジに対して回帰分析、ドル・オフセット及び/又は感応度分析を含む定量的な有効性テストが実施される。

また、ヘッジ関係に高い有効性が保たれていてヘッジ会計が引き続き適用できるかどうか、また、非有効部分が

ないかどうかを判断するために事後テストを実施している。これらのテストは、回帰分析とドル・オフセット法を

用いて行われる。
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以下の表は、ヘッジの有効性の判断に関する詳細を示している。

 

 
ヘッジ手段

ヘッジ対象
リスク

非有効部分の計算
に用いられるヘッ

ジ手段の
公正価値の変動

非有効部分の計算
に用いられるヘッ

ジ対象の
価値の変動

受取利息に認識さ
れるヘッジの非有

効部分

利息以外の収益に
認識されるヘッジ
の非有効部分

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

連結       

2024年       

公正価値ヘッジ 金利スワップ 金利リスク 1,845 (1,817) 28 該当なし

 
クロス・カレンシー・

スワップ
金利リスク 761 (765) (4) 該当なし

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 698 (714) (16) 該当なし

 
クロス・カレンシー・

スワップ
FXリスク (25) 25 － 該当なし

 為替先渡及びスワップ FXリスク (126) 126 － 該当なし

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク 28 (28) 該当なし －

合計   3,181 (3,173) 8 －

       

2023年       

公正価値ヘッジ 金利スワップ 金利リスク (2,355) 2,397 42 該当なし

 
クロス・カレンシー・

スワップ
金利リスク (12) 15 3 該当なし

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

金利スワップ 金利リスク (849) 898 49 該当なし

 
クロス・カレンシー・

スワップ
FXリスク (46) 46 － 該当なし

 為替先渡及びスワップ FXリスク 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク (155) 155 該当なし －

合計   (3,417) 3,511 94 －

       

親会社       

2024年       

公正価値ヘッジ 金利スワップ 金利リスク 2,295 (2,274) 21 該当なし

 
クロス・カレンシー・

スワップ
金利リスク 84 (84) － 該当なし

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

金利スワップ 金利リスク 1,121 (1,126) (5) 該当なし

 
クロス・カレンシー・

スワップ
FXリスク (9) 9 － 該当なし

 為替先渡及びスワップ FXリスク (126) 126 － 該当なし

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク 31 (31) 該当なし －

合計   3,396 (3,380) 16 －

       

2023年       

公正価値ヘッジ 金利スワップ 金利リスク (2,226) 2,260 34 該当なし

 
クロス・カレンシー・

スワップ
金利リスク (17) 18 1 該当なし

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

金利スワップ 金利リスク (858) 917 59 該当なし

 
クロス・カレンシー・

スワップ
FXリスク (2) 2 － 該当なし

 為替先渡及びスワップ FXリスク 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

純投資ヘッジ 先渡契約 FXリスク (97) 97 該当なし －

合計   (3,200) 3,294 94 －
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注記21.　リスク管理、資金調達及び流動性リスク、並びに市場リスク

 

金融商品は、銀行業務及び金融サービスを提供するウエストパックの事業にとって基本的なものである。関連す

る金融リスク(信用リスク、資金調達及び流動性リスク、並びに市場リスクを含む)は、ウエストパックが直面する

リスク全体のうち重要な割合を占めている。

本注記は、ウエストパックの主要な金融リスクに対するエクスポージャーに関する金融リスク管理関連の各種方

針、実務及び定量的な情報について詳述している。

 

指標 注記名 注記番号

概要 リスク管理フレームワーク 21.1

信用リスク 注記11「信用リスク管理」参照 11

資金調達及び流動性リスク

ウエストパックが支払義務を履行できない

リスク、又は資産を支えるための適切な金

額、期間、資金調達の構成を持たないリス

ク

流動性モデル

資金調達源

担保として差入れられた資産

金融負債の契約期日

予想期日

21.2.1

21.2.2

21.2.3

21.2.4

21.2.5

市場リスク

外国為替相場、コモディティ価格、株価、

クレジット・スプレッド、金利等、市場関

連の各種要素の変化によりウエストパック

の財務成績又は財政状態に悪影響が及ぼさ

れるリスク。これには、銀行勘定内の金利

リスク(金利の変動に伴う収益又は銀行勘定

科目の経済価値に係る損失リスク)が含まれ

る。

バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)

トレード市場リスク

ノン・トレード市場リスク

 

21.3.1

21.3.2

21.3.3

 

 

21.1　リスク管理フレームワーク

 

取締役会は、ウエストパックのリスク管理フレームワーク、リスク管理戦略及び取締役会のリスク選好度ステー

トメントの承認、並びにウエストパックによるリスク管理の有効性の監視について責任を負う。取締役会は、以下

の責任を取締役会附属リスク委員会(BRiskC)に委譲している。

・　ウエストパックのリスク管理フレームワーク、リスク管理戦略及び取締役会のリスク選好度ステートメントの

レビュー及び承認に向けての取締役会への提言

・　取締役会のリスク選好度ステートメントと一致するウエストパックのリスク構造及び管理のレビュー及び監視

・　リスク管理のためのフレームワーク、方針及びプロセス(リスク管理フレームワーク及び取締役会のリスク選

好度ステートメントと一致する)の承認

・　経営陣に与えられた承認決定権を超えるリスクのレビュー、及び適切な場合には承認
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主要な金融リスクのそれぞれについて、ウエストパックは、役割及び責任、容認される実務、限度並びに主要な

統制を定めるリスク管理フレームワーク及びそれを支えるさまざまな方針を維持している。

 

リスク  リスク管理フレームワーク及び統制

資金調達及び

流動性リスク

 ・　資金調達及び流動性リスクは、ウエストパックの取締役会で承認されたリスク管理戦略

の一環である取締役会で承認された流動性リスク管理フレームワークで定義された方針

及びプロセスに従って測定され、管理される。

・　流動性リスク管理フレームワークに従ってウエストパックの流動性及び資金調達ポジ

ションを管理する責任は、グループ資産・負債委員会(以下「ALCO」という。)及び財務

リスクの監視の下、財務部門に委譲される。

・　ウエストパックの流動性リスク管理フレームワークは、ウエストパックの資金調達及び

流動性リスク選好度、ウエストパック内の資金調達及び流動性リスクを管理する主要メ

ンバーの役割及び責任、リスク報告及び統制プロセス並びにウエストパックの貸借対照

表の管理に用いられる限度額及び目標値について定めている。

・　財務部門は年次の資金調達レビューを実施し、ウエストパックの貸借対照表について３

年間にわたる資金調達戦略の概要をまとめている。このレビューには、世界的な市場の

傾向、ピア・アナリシス、大口資金調達能力、資金需要の予想、資金調達リスク分析が

含まれる。この戦略は、市況の変化、投資家心理及び資産と負債の増加率の見積りを考

慮するよう継続的に見直しが行われる。

・　ウエストパックは、ウエストパックの資金調達リスク選好度の範囲内で維持されるよう

に資金調達の構成及び安定性を監視している。これには、流動性カバレッジ比率(以下

「LCR」という。)及び安定調達比率 (以下「NSFR」という。)両方の遵守を満たすことが

含まれる。

・　ウエストパックは、予期せぬ資金需要に備える等複数の目的で、流動性資産のポート

フォリオを保有している。流動性資産の保有水準は、通常及びストレス下におけるウエ

ストパックの貸借対照表の流動性要件が考慮される。

・　財務部門は、新たな「資金調達の危機」が発生した場合に、ウエストパックが取るべき

措置の概要を示した、不測の事態に備えた資金調達緊急計画を保持している。この計画

は、ウエストパックのより広範な流動性危機管理方針に合わせて調整されており、取締

役会によって毎年承認されている。

・　日次の流動性リスク報告書は、ウエストパックの財務部門及び財務リスク・チームに

よってレビューされる。流動性に関する報告書は、グループALCOに対しては毎月、取締

役会に対しては四半期ごとに提示されている。

 

市場リスク  ・　市場リスク・フレームワークは、トレード市場リスク及びノン・トレード市場リスクを

管理するウエストパックのアプローチについて記載している。

・　トレード市場リスクには、金利リスク、FXリスク、コモディティ・リスク、株価リス

ク、クレジット・スプレッド・リスク及びボラティリティ・リスクが含まれる。ノン・

トレード市場リスクには、金利リスク及びクレジット・スプレッド・リスクが含まれ

る。

・　市場リスクは、VaR及びストレスVaR(以下「SVaR」という。)の限度、純金利収益アッ

ト・リスク(以下「NaR」という。)及び構造的リスクの限度(クレジット・スプレッド及

び金利ベーシス・ポイント価値限度を含む)並びにシナリオ分析及びストレス・テストを

用いて管理されている。

・　BRiskCは、VaR、SVaR、NaR及び特定された構造的リスクの限度を利用することによるト

レード市場リスク及びノン・トレード市場リスクに係るリスク選好度を承認している。

これには、金融市場部門と財務部門のトレーディング業務並びにノン・トレードALMの活

動に係るVaRの各部門における限度が個別に含まれている。

・　市場リスクに係る各限度額は、市場の流動性及び集中の考慮に加え、当行のリスク選好

度及び事業の戦略に基づいて事業部門の責任者に割り当てられている。
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  ・　市場リスクのポジションは、委譲された権限並びに関連する市場リスクの性質及び規模

に応じて、トレーディング・デスク及びALM部門によって管理されている。

・　現在のエクスポージャー及び限度利用状況の日々の監視は、市場リスク・チームによっ

て独立して実施されており、VaR及び構造的リスクの限度に対する市場リスクのエクス

ポージャーを監視している。VaR値の日次報告書は、リスクの種類、商品種別、地域別に

作成されている。ウエストパック・グループ市場リスク委員会(以下「MARCO」とい

う。)、RISKCO及びBRiskCに対して四半期報告書が作成されている。

  ・　モデルの完全性を裏付けるため、また、極端な又は予想外の変動を分析するために、ス

トレス・テスト及び計測されたVaR値を用いたバックテストが毎日実施されており、市場

リスク部門、資本リスク部門及び流動性リスク部門の長は、承認されたストレス上申の

枠組みを追認している。

・　BRiskCは、１日の損益と20日間の累計損益の両方を検討する損益の上申の枠組みを承認

している。

・　財務部門のALM部門は、金融派生商品を使用したヘッジを通じたリスク軽減を含むノン・

トレード金利リスクを管理する責任を負っている。これは、市場リスク部門によって監

督され、財務部門財務リスク委員会(TRFC)、MARCO、RISKCO及びBRiskCによってレビュー

される。グループALCOは、NaR、並びに資本及び非金利感応型預金ヘッジのデュレーショ

ンをレビューする際に、ノン・トレード市場リスクとグループ戦略との整合性について

追加的な監視を行う。
 

 

21.2　資金調達及び流動性リスク

 

21.2.1　流動性モデル

 

ウエストパックの流動性の管理において、財務部門は、予測貸借対照表とウエストパックの大口資金調達ポート

フォリオの満期プロファイルを用いて、流動性の行方を予測している。また、ウエストパックは、流動性が効率的

かつ慎重に管理されるように、該当する管轄地域では個別の流動性限度も設定している。

さらに、ウエストパックは、広範な市況及びシナリオに基づくキャッシュ・フローに関する債務についての履行

能力を評価するため、定期的なストレス・テストを実施している。これらのシナリオは、流動性の限度及び戦略的

計画に関する情報を提供している。
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21.2.2　資金調達源

 

資金調達源は、通貨、地域、商品及び期間が分散するように、定期的に見直される。その資金源には、以下が含

まれるがこれらのみには限定されない。

・　預金

・　発行済債券

・　市場性のある有価証券の売却による収入

・　中央銀行との買戻契約

・　貸付金の元本の償還

・　受取利息

・　手数料収入

 

流動性資産

財務部門では、予期せぬ資金需要に備えるため、質の高い流動性資産のポートフォリオを保有している。当該資

産は、現金で保有されるか、若しくはオーストラリア準備銀行又は他の中央銀行との買戻契約に適格で、国債、州

政府債及び高格付の投資適格証券の形式で保有されている。流動性資産の保有水準は高い頻度で見直され、貸借対

照表及び市況の両方の条件と整合している。

ウエストパックの流動性資産の保有高の概要は以下のとおりである。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 実績 平均 実績 平均 実績 平均 実績 平均

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

現金 65,356 94,468 102,223 118,380 58,236 85,384 93,300 107,189

トレーディング目的有価証券
及びFVISで測定する金融資産

31,717 19,183 19,516 19,937 29,538 16,954 17,080 17,941

投資有価証券 103,435 92,622 74,884 72,101 95,415 85,076 67,306 65,199

その他の金融資産 174 199 97 134 173 195 95 126

オンバランスの流動性資産合計 200,682 206,472 196,720 210,552 183,362 187,609 177,781 190,455
 

 

さらに、特定の状況においてオーストラリア準備銀行(以下「RBA」という。)及びニュージーランド準備銀行で

の買戻しが適格な、自社で組成したAAA格付の不動産担保証券である貸付金を、ウエストパックは70,306百万豪ド

ル(2023年度：65,155百万豪ドル)、親会社は62,770百万豪ドル(2023年度：59,418百万豪ドル)を保有している。年

初から現在までの平均残高は、ウエストパックについては70,282百万豪ドル(2023年度：60,083百万豪ドル)、親会

社については63,975百万豪ドル(2023年度：54,437百万豪ドル)である。
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ウエストパックの資金調達の構成

ウエストパックは、ウエストパックの資金調達リスク選好度の範囲内で維持されるように資金調達の構成及び安

定性を監視している。これには、LCR及びNSFR両方の遵守を満たすことが含まれる。

 

 2024年 2023年

 ％ ％

顧客預金 66.9 66.0

残存期間が12ヶ月超の大口の期限付資金調達 13.9 13.8

残存期間が12ヶ月以内の大口資金調達 11.4 12.3

持分 7.2 7.5

証券化 0.6 0.4

当行グループの資金調達額合計 100.0 100.0
 

 

2024年度のウエストパックの資金調達の構成の変動には、以下が含まれている。

・　顧客預金は、2024年度に327億豪ドル増加し、2024年９月30日現在のウエストパックの資金調達額合計(持分を

含む)の66.9％を占めた(2023年９月30日現在の66.0％から上昇)。

・　残存期間が12ヶ月超の長期資金調達は、2024年９月30日現在のウエストパックの資金調達額合計の13.9％を占

めた。証券化による資金調達が、資金調達額合計のさらに0.6％を占めた。ウエストパックは、世界中の資本

市場における大口資金調達の規模と多様な構成を活用し、2024年度に419億豪ドルの長期大口資金調達を行っ

た。

・　残存期間が12ヶ月以内の大口資金調達は、2024年９月30日現在のウエストパックの資金調達額合計の11.4％を

占めた(2023年９月30日現在の12.3％から低下)。残存期間が１年未満の長期資金調達を含むこのポートフォリ

オの満期までの加重平均残存期間は、151日であった。

・　株式買戻しの影響及び配当金の増加を反映して、持分による資金調達は2024年度に５億豪ドル減少し、2024年

９月30日現在の資金調達額合計の7.2％を占めた。

2024年９月30日現在の既存の債券プログラムによる借入及び発行残高については、注記12、注記13、注記14及び

注記19に記載されている。

 

貸付目的ファンディング・プログラム(以下「FLP」という。)

2020年11月11日に、ニュージーランド準備銀行(RBNZ)は、FLPを通じた景気刺激策を2020年12月に開始する旨を

発表した。当該FLPは、ニュージーランドの市中銀行に市場実勢OCRで３年間にわたり資金を提供するもので、高品

質の担保が差し入れられる。当該FLPの下で利用可能な資金の規模には、各銀行の適格ローンの４％が初期割当と

して含まれていた。適格ローンの増加に応じて、条件の充足を条件として適格ローンの最大２％の追加割当も利用

可能であり、合計額の上限は適格ローンの最大６％であった。このプログラムは2020年12月７日に開始され、2022

年12月６日まで実行された。当年度に、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドはこのプログラムに基づ

く返済を予定どおり行い、2024年９月30日現在の残高合計は2,981百万ニュージーランド・ドル(2023年９月30日現

在：4,981百万ニュージーランド・ドル)となった。
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信用格付

2024年９月30日現在の親会社の信用格付は以下のとおりである。

 

 2024年

 短期格付 長期格付 格付の見通し

フィッチ・レーティングス F1+ AA- 安定的

ムーディーズ・レーティングス P-1 Aa2 安定的

S&Pグローバル・レーティング A-1+ AA- 安定的
 

 

21.2.3　担保として差入れられた資産

 

ウエストパック及び親会社は、標準的な条件の一部として、負債を保証するために、(主に他の金融機関に対し

て)担保を差入れることを求められる。注記15に開示されている証券化及びカバード債プログラムを裏付ける資産

の他に、担保として差入れられたこれらの金融資産の帳簿価額は、以下のとおりである。

 

 連結  親会社

 2024年 2023年  2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル  百万豪ドル 百万豪ドル

現金 6,269 4,535  6,199 4,505

有価証券(譲渡性預金証書を含む) 1,721 2,166  1,721 2,166

買戻契約に基づき差入れられた有価証券 19,938 35,075  16,205 28,968

偶発債務に対して差入れられた有価証券 56 －  56 －

負債/偶発債務を保証するために差入れられた合計額 27,984 41,776  24,181 35,639
 

 

21.2.4　金融負債の契約期日

 

以下の表は、貸借対照表日現在で支払うべき金融負債に係るキャッシュ・フローについて、契約期日までの残存

期間ごとに分類したものを示している。表内の各数値は、割引前の将来の約定キャッシュ・フローであるが、ウエ

ストパックでは、予想キャッシュ・フローに基づき固有の流動性リスクを管理している。

金融負債に係るキャッシュ・フローには、元本の支払額と、関連する利払期間中の固定又は変動利息の支払額の

両方が含まれる。元本の支払額は、最初の契約期日における支払額である。ヘッジ会計上のヘッジ関係として指定

され、経済的ヘッジとして使用されている金融派生商品負債は、契約の残存期間中の保有が見込まれ、当該期間に

わたる総キャッシュ・フローを反映している。

トレーディング目的で保有する金融派生商品(経済的ヘッジを除く)及びFVISで測定する「その他の金融負債」に

分類される特定の負債は、流動性目的のために、契約期日に基づき管理されているわけではなく、したがってこれ

らの負債は１ヶ月以内に表示されている。ウエストパックが契約期日に基づいて管理する負債のみが、以下の表に

おいて、割引前の約定ベースで表示されている。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

390/623



 

 連結

 １ヶ月以内
１ヶ月超
３ヶ月以内

３ヶ月超
１年以内

１年超
５年以内

５年超 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年       

金融負債       

受入担保金 3,092 － － － － 3,092

預金及びその他の借入金 518,458 69,841 129,864 10,056 50 728,269

その他の金融負債 25,759 1,851 4,593 1,049 5 33,257

金融派生商品：       

トレーディング目的保有 23,158 － － － － 23,158

ヘッジ目的保有(ネット決済対象) (18) (198) (269) (381) 36 (830)

ヘッジ目的保有(グロス決済対
象)：

      

キャッシュ・アウトフロー 13,556 20,755 39,009 92,784 44,267 210,371

キャッシュ・インフロー (11,622) (16,220) (38,699) (91,167) (41,207) (198,915)

発行済債券 5,609 12,192 47,472 105,035 18,327 188,635

借入資本を除く金融負債合計 577,992 88,221 181,970 117,376 21,478 987,037

借入資本 62 332 889 9,650 42,891 53,824

割引前の金融負債合計 578,054 88,553 182,859 127,026 64,369 1,040,861

偶発債務及び契約債務の合計       

信用状及び保証 13,118 － － － － 13,118

信用供与契約 198,876 － － － － 198,876

その他 117 － － － － 117

割引前の偶発債務及び契約債務
の合計

212,111 － － － － 212,111

       

2023年       

金融負債       

受入担保金 3,540 － － － － 3,540

預金及びその他の借入金 492,759 77,985 115,224 8,847 47 694,862

その他の金融負債 20,374 832 16,905 2,767 5 40,883

金融派生商品：
a       

トレーディング目的保有 18,542 － － － － 18,542

ヘッジ目的保有(ネット決済対象) 2 (6) 113 130 302 541

ヘッジ目的保有(グロス決済対
象)：

      

キャッシュ・アウトフロー 7,555 13,131 41,532 93,762 27,158 183,138

キャッシュ・インフロー (6,395) (11,931) (40,619) (90,167) (25,049) (174,161)

発行済債券 5,258 13,656 39,958 102,529 18,116 179,517

借入資本を除く金融負債合計 541,635 93,667 173,113 117,868 20,579 946,862

借入資本 18 267 815 9,416 38,430 48,946

割引前の金融負債合計 541,653 93,934 173,928 127,284 59,009 995,808

偶発債務及び契約債務の合計       

信用状及び保証 12,447 － － － － 12,447

信用供与契約 193,457 － － － － 193,457

その他のコミットメント 247 － － － － 247

割引前の偶発債務及び契約債務
の合計

206,151 － － － － 206,151
 

 

a
　ヘッジ会計上のヘッジ関係にない金融派生商品はすべて、過年度においてはトレーディング目的保有の項目に表示されてい

た。2024年度においては、これらの金融派生商品の管理方法をより適切に反映するために、経済的ヘッジは関連するヘッジ

目的保有の項目に表示されている。比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されている。
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 親会社

 １ヶ月以内
１ヶ月超
３ヶ月以内

３ヶ月超
１年以内

１年超
５年以内

５年超 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年       

金融負債       

受入担保金 2,949 － － － － 2,949

預金及びその他の借入金 472,586 59,872 109,208 7,816 50 649,532

その他の金融負債 25,217 1,851 2,829 8 － 29,905

金融派生商品：       

トレーディング目的保有 23,158 － － － － 23,158

ヘッジ目的保有(ネット決済対象) (23) (187) (287) (322) 43 (776)

ヘッジ目的保有(グロス決済対
象)：

      

キャッシュ・アウトフロー 13,566 20,885 39,202 98,148 44,600 216,401

キャッシュ・インフロー (11,622) (16,288) (38,924) (96,397) (41,544) (204,775)

発行済債券 5,245 11,104 42,214 85,150 16,935 160,648

子会社債務 12,301 651 3,114 13,039 55,010 84,115

借入資本を除く金融負債合計 543,377 77,888 157,356 107,442 75,094 961,157

借入資本 62 315 836 9,375 41,551 52,139

割引前の金融負債合計 543,439 78,203 158,192 116,817 116,645 1,013,296

偶発債務及び契約債務の合計       

信用状及び保証 12,539 － － － － 12,539

信用供与契約 175,206 － － － － 175,206

その他 117 － － － － 117

割引前の偶発債務及び契約債務
の合計

187,862 － － － － 187,862

       

2023年       

金融負債       

受入担保金 3,257 － － － － 3,257

預金及びその他の借入金 447,791 66,071 94,886 6,969 47 615,764

その他の金融負債 19,788 832 14,977 (9) 5 35,593

金融派生商品：
a       

トレーディング目的保有 18,536 － － － － 18,536

ヘッジ目的保有(ネット決済対象) (73) (147) (24) (194) 292 (146)

ヘッジ目的保有(グロス決済対
象)：

      

キャッシュ・アウトフロー 7,526 12,236 40,401 84,213 26,654 171,030

キャッシュ・インフロー (6,386) (11,276) (39,761) (81,435) (24,547) (163,405)

発行済債券 4,847 12,820 33,866 86,665 17,068 155,266

子会社債務 13,921 546 2,670 12,195 48,625 77,957

借入資本を除く金融負債合計 509,207 81,082 147,015 108,404 68,144 913,852

借入資本 18 249 761 9,133 36,922 47,083

割引前の金融負債合計 509,225 81,331 147,776 117,537 105,066 960,935

偶発債務及び契約債務の合計       

信用状及び保証 11,847 － － － － 11,847

信用供与契約 168,719 － － － － 168,719

その他 247 － － － － 247

割引前の偶発債務及び契約債務
の合計

180,813 － － － － 180,813
 

 

a
　ヘッジ会計上のヘッジ関係にない金融派生商品はすべて、過年度においてはトレーディング目的保有の項目に表示されてい

た。2024年度においては、これらの金融派生商品の管理方法をより適切に反映するために、経済的ヘッジは関連するヘッジ

目的保有の項目に表示されている。比較数値は、当期の表示に合わせて修正再表示されている。
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21.2.5　予想期日

 

以下の表は、予想期日に基づく貸借対照表を表している。以下の分析が契約期日ではなく予想期日に基づいてい

ること、割引の影響があること、及び報告期間以降の経過利息が除かれていることが原因で、以下の表の負債の残

高は、契約期日の表(注記21.2.4)と一致しない。以下の表にはトレーディング目的有価証券として分類された持分

証券、投資有価証券及び特定の期日の定められていない生命保険に関する資産が含まれる。これらの資産は処分に

ついての予想期間に基づいて分類されている。預金は以下の表に約定ベースで表示されているが、ウエストパック

の通常の銀行業務の一環として、これらの残高の大部分が維持されると予想している。

 

 連結

 2024年  2023年

 
12ヶ月以内
期日到来

12ヶ月超
期日到来

合計  
12ヶ月以内
期日到来

12ヶ月超
期日到来

合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル  百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産        

現金及び中央銀行預け金 65,667 － 65,667  102,522 － 102,522

支払担保金 6,269 － 6,269  4,535 － 4,535

トレーディング目的有価証券
及びFVISで測定する金融資産

33,090 16,138 49,228  25,046 5,461 30,507

金融派生商品 21,978 2,131 24,109  18,633 2,710 21,343

投資有価証券 20,930 82,955 103,885  17,221 58,105 75,326

貸付金(引当金控除後) 97,010 709,757 806,767  92,419 680,835 773,254

その他の金融資産 5,355 101 5,456  6,219 － 6,219

その他すべての資産 921 15,242 16,163  901 15,167 16,068

資産合計 251,220 826,324 1,077,544  267,496 762,278 1,029,774

負債        

受入担保金 3,078 － 3,078  3,525 － 3,525

預金及びその他の借入金 711,076 9,413 720,489  679,903 8,265 688,168

その他の金融負債 37,024 1,053 38,077  42,050 2,820 44,870

金融派生商品 25,390 5,584 30,974  19,737 4,910 24,647

発行済債券 59,911 109,373 169,284  53,854 102,719 156,573

その他すべての負債 2,732 2,975 5,707  3,090 3,186 6,276

借入資本を除く負債合計 839,211 128,398 967,609  802,159 121,900 924,059

借入資本 3,829 34,054 37,883  2,770 30,406 33,176

負債合計 843,040 162,452 1,005,492  804,929 152,306 957,235

純資産/(負債) (591,820) 663,872 72,052  (537,433) 609,972 72,539
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 親会社

 2024年  2023年

 
12ヶ月以内
期日到来

12ヶ月超
期日到来

合計  
12ヶ月以内
期日到来

12ヶ月超
期日到来

合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル  百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産        

現金及び中央銀行預け金 58,400 － 58,400  93,466 － 93,466

支払担保金 6,199 － 6,199  4,505 － 4,505

トレーディング目的有価証券
及びFVISで測定する金融資産

31,736 15,278 47,014  23,447 4,540 27,987

金融派生商品 21,976 1,926 23,902  18,500 2,538 21,038

投資有価証券 18,748 76,875 95,623  14,226 53,282 67,508

貸付金(引当金控除後) 76,274 633,769 710,043  68,391 609,630 678,021

その他の金融資産 4,850 101 4,951  5,812 － 5,812

子会社債権 8,735 43,604 52,339  10,031 43,613 53,644

子会社に対する投資 － 9,095 9,095  － 8,019 8,019

その他すべての資産 719 12,949 13,668  781 12,979 13,760

資産合計 227,637 793,597 1,021,234  239,159 734,601 973,760

負債        

受入担保金 2,935 － 2,935  3,243 － 3,243

預金及びその他の借入金 637,088 7,393 644,481  603,816 6,541 610,357

その他の金融負債 33,883 34 33,917  38,736 44 38,780

金融派生商品 25,392 5,403 30,795  19,722 4,852 24,574

発行済債券 53,982 89,900 143,882  47,176 87,781 134,957

子会社債務 13,492 42,230 55,722  14,748 40,915 55,663

その他すべての負債 2,357 2,387 4,744  2,464 2,863 5,327

借入資本を除く負債合計 769,129 147,347 916,476  729,905 142,996 872,901

借入資本 3,829 32,941 36,770  2,770 29,315 32,085

負債合計 772,958 180,288 953,246  732,675 172,311 904,986

純資産/(負債) (545,321) 613,309 67,988  (493,516) 562,290 68,774
 

 

21.3　市場リスク

 

21.3.1　バリュー・アット・リスク

 

ウエストパックは、トレード市場リスクとノン・トレード市場リスクの両方について、統制方法の１つとして

VaRを利用している。

VaRは、過去の市場の変動に基づき、一定の信頼水準での特定の期間にわたる損益における潜在的な損失に関す

る統計的見積りである。信頼水準は、いかなる１日においても損失がVaRの見積りを超過しない確率を示してい

る。

VaRでは、ポートフォリオの価値を変動させる可能性がある、金利、外国為替相場、価格変動、ボラティリティ

及びこれらの指標間の相関関係等を含む、あらゆる重要な市場変数を検討するように努めている。現在のエクス

ポージャー並びにVaR及び構造的集中限度の利用状況の日々の監視は、市場リスク部門によって独立して実施され

ている。これらの限度に加えて、重要な損益についてエスカレーション・トリガーを設定し、また99％信頼区間を

超えるリスクのストレス・テストを実施している。
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VaRの主要パラメータは以下のとおりである。

 

 トレード市場リスク
ノン・トレード
市場リスク

保有期間 １日間 １年間

信頼水準 99％ 99％

使用した過去データの期間 １年間 ６年間
 

 

21.3.2　トレード市場リスク

 

以下の表は、累計VaRをリスクの種類ごとに記載したものである。

 

 連結及び親会社

 2024年  2023年  2022年

 最高 最低 平均  最高 最低 平均  最高 最低 平均

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

金利リスク 21.2 5.4 10.8  21.8 7.2 11.0  20.2 5.0 9.2

FXリスク 7.3 0.9 2.4  14.2 1.1 4.3  8.3 0.3 2.5

株式リスク 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.0  0.1 0.0 0.0

コモディティ・リスク 1.7 0.6 1.2  3.5 0.9 2.0  4.0 1.5 2.5

その他の市場リスク
a 10.1 1.9 5.4  9.4 3.2 6.0  6.5 1.4 2.9

分散化の影響 該当なし 該当なし (6.9) 該当なし 該当なし (8.1)  該当なし 該当なし (6.5)

正味の市場リスク 23.4 6.8 12.9  31.8 8.8 15.2  21.2 5.4 10.6
 

 

a
　期限前償還リスクと、(一般的な信用格付の変動によりさらされることとなる)クレジット・スプレッド・リスクを含む。

 

21.3.3　ノン・トレード市場リスク

 

ノン・トレード市場リスクには、銀行勘定内の金利リスク(以下「IRRBB」という。)－金利の変動に伴う純金利

収益又は銀行勘定科目の経済価値に係るリスク－が含まれる。

純金利収益(以下「NII」という。)の感応度は、純金利収益アット・リスク(NaR)モデルを用いて監視される。

NaRモデルは、貸借対照表の基本データを、廃止事業、新規事業及び予想される金利更改の傾向に関する仮定と組

み合わせたものである。これは、オーストラリア及びニュージーランドの現在の市場金利から上下100及び200ベー

シス・ポイントの変動を条件として、１年間にわたる一連の潜在的なNIIの結果をシミュレーションするものであ

る。
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純金利収益アット・リスク

以下の表は、今後12ヶ月の期間において100ベーシス・ポイントの金利ショック(上下の変動)が生じるという最

悪のケースを想定した場合の潜在的なNIIの結果(NII報告額に占める割合として表される)を記載したものである。

 

NIIの(増加)/減少

2024年  2023年  

現在
最大エクス
ポージャー

最小エクス
ポージャー

平均エクス
ポージャー

 現在
最大エクス
ポージャー

最小エクス
ポージャー

平均エクス
ポージャー

 ％ ％ ％ ％  ％ ％ ％ ％

連結 1.84 1.84 0.97 1.42  1.81 1.88 0.82 1.42

親会社 1.40 1.43 0.59 1.03  1.47 1.67 0.49 1.20
 

 

バリュー・アット・リスク－IRRBB

以下の表は、IRRBBの内部VaRを記載したものである。
1

 

 2024年  2023年

 現在 最高 最低 平均  現在 最高 最低 平均

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

連結 77.7 80.6 37.5 50.0  49.5 68.4 45.7 55.8
 

 

1
　IRRBBは実際にはより長い保有期間にわたって管理されているが、トレード市場リスクの結果との比較を可能にするため、

保有期間を１日間、過去データの期間を１年間としている。

 

2024年９月30日現在の親会社のIRRBBのVaRは、77百万豪ドル(2023年度：49百万豪ドル)であった。

 

リスクの軽減

IRRBBは、構造的な金利リスク(資産と負債のデュレーションのミスマッチ)や資本管理を含む、通常の銀行業務

が原因で生じる。

ウエストパックは、金融派生商品を利用してかかる金利リスクに対するエクスポージャーをヘッジしている。ウ

エストパックのヘッジ会計の詳細については、注記20に記載されている。

トレード市場リスクの監視に使用されているのと同じ統制を実施することにより、経営陣はIRRBBの監視及び管

理が可能になっている。

 

構造的なFXリスク

構造的なFXリスクは、外貨建収益の発生、並びに海外の支店及び子会社に展開している豪ドル以外の通貨建のウ

エストパックの資本から生じる。為替相場の変動により、海外における事業の収益及び資本の豪ドル相当額は変動

し、当行の財務業績の報告額及び自己資本比率に重大な変動をもたらす可能性がある。

注記20には、構造的なFXリスクに関連する純投資ヘッジ及びニュージーランドの将来の収益の経済的ヘッジに関

する詳細が含まれている。

 

前へ　　　次へ
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注記22.　金融資産及び金融負債の公正価値

 

会計方針

金融商品の公正価値は、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受取るで

あろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格である。

当初認識時に、活発な市場からの異なる観察可能な情報が存在しない限り、取引価格は一般的に金融商品の公正

価値を表している。観察不能な重要な情報を利用する場合、取引価格と公正価値の差額(デイ・ワン損益)は、商品

の契約期間にわたって、又はインプットが観察可能になった場合に、損益計算書に認識される。

 

重要な会計上の仮定及び見積り

ウエストパックが使用している評価モデルの大半で、観察可能な市場データのみをインプットとして用いてい

る。しかし、一部の金融商品では、現在の市場で容易に観察することができないデータが用いられることがある。

観察可能なインプットが入手可能かどうかは、以下のような要素によって影響される。

・　商品の種類

・　市場活動の深度

・　市場モデルの成熟度

・　取引の複雑さ

観察不能な市場データが用いられる場合、公正価値の決定にはより多くの判断が求められる。これらの判断の重

要性は、評価全体に対する観察不能なインプットの重要性に影響を受ける。観察不能なインプットは通常、他の関

連する市場データから算出され、以下に対して調整される。

・　業界標準の慣行

・　経済モデル

・　観察された取引価格

金融商品の信頼性の高い公正価値を算定する目的で、経営陣は上記の手法に調整を行うことがある。これらの調

整は、市場参加者が公正価値の設定において考慮するであろう要因に対するウエストパックの評価が反映されてい

る。

これらの調整には、ビッド/オファー・スプレッド、信用評価調整(以下「CVA」という。)及び資金調達評価調整

(以下「FVA」という。)が組み込まれている。
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公正価値評価の統制フレームワーク

ウエストパックは、公正価値が取引から独立した機能によって算定又は検証される、公正価値評価の統制フレー

ムワークを用いている。このフレームワークは、該当する会計上、業界及び規制上の基準の遵守を達成するために

利用される方針及び手続をまとめたものである。このフレームワークには、以下に関連する具体的な統制が含まれ

ている。

・　金融商品の再評価

・　独立した価格の検証

・　公正価値の調整

・　財務報告

このフレームワークの主要な要素は、ウエストパック内の評価の上級専門家から成る再評価委員会である。再評

価委員会は、公正価値測定基準が適用されていることを評価するために、定められた方針及び手続の適用の見直し

を行う。

公正価値を決定する方法は、入手可能な情報によって異なる。

 

公正価値のヒエラルキー

評価ヒエラルキーにおける金融商品のカテゴリーは、公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低位の

レベルのインプットに基づいている。

ウエストパックは、以下のヒエラルキーに従って公正価値で測定するすべての金融商品を分類している。

 

評価手法

ウエストパックは店頭(以下「OTC」という。)デリバティブの公正価値を決定するにあたり、市場で認められた

評価手法を適用している。これにはCVA及びFVAが含まれ、それぞれの評価手法には無担保のデリバティブ・ポジ

ションに関して発生する信用リスク並びに資金調達の費用及び便益が組み込まれている。

具体的な評価手法、評価モデルに使用されるインプットの観察可能性及び重要な各商品カテゴリーに関するその

後の分類については、以下に概要が記載されている。
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レベル１の商品(レベル１)

活発な市場で取引される金融商品の公正価値は、直近の無調整の相場価格に基づいている。これらの価格は、実

際の独立当事者間取引に基づいている。

レベル１の商品の評価では、経営陣の判断をほとんど、あるいは一切必要としない。

 

商品  貸借対照表上の分類  含まれる商品   評価

        

上場商品  金融派生商品  上場金利先物及び

オプション、コモディティ

及び排出権先物

 

  

これらすべての商品は、価格が容易に観察

可能である、流動性がありかつ活発な市場で

売買される。評価には、モデル又は仮定は用

いられない。

FX商品  金融派生商品  FX直物及び先物契約

 

  

エクイティ商品  金融派生商品

 

トレーディング目的有

価証券及びFVISで測定

する金融資産

 

その他の金融負債

 

 上場株式及び株式指数   

 

 

 

負債商品  トレーディング目的有

価証券及びFVISで測定

する金融資産

 

投資有価証券

 

その他の金融負債

 オーストラリア及びニュー

ジーランドの国債
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レベル２の商品(レベル２)

活発に取引されない金融商品の公正価値は、観察可能な市場価格を最大限に利用する評価手法を用いて決定され

る。評価手法には以下が含まれる。

・　市場で標準的な割引計算の使用

・　オプション価格決定モデル

・　市場参加者によって広く利用され、認められているその他の評価手法

 

商品  貸借対照表上の分類  含まれる商品  評価

       

金利商品  金融派生商品  金利及びインフレ・スワッ

プ 、 ス ワ ッ プ シ ョ ン 、

キャップ、フロア、カラー

並びにその他のノンバニラ

金利デリバティブ

 

 業界の標準的な評価モデルが商品ごとの予

想される将来の支払額の算定に用いられ、当

該支払額は現在価値に割り引かれる。このモ

デルの金利インプットは、ベンチマーク金利

並びにスワップ、債券及び先物の市場におい

て活発に付される金利である。金利のボラ

ティリティは、ブローカー及び一般に認めら

れているデータ提供機関から入手される。一

般に認められている価格を入手できない場合

には、レベル３の商品として分類される。

 

FX商品  金融派生商品  FXスワップ、FX先渡契約、

FXオプション及びその他の

ノンバニラFXデリバティブ

 

 業界の標準的な評価モデルを用いて、市場

で観察可能なインプット、又は一般に認めら

れている価格提供機関から得られる。一般に

認められている価格を入手できない場合に

は、レベル３の商品として分類される。

 

その他のクレジッ

ト商品

 金融派生商品  単名クレジット・デフォル

ト・スワップ及び指数クレ

ジット・デフォルト・ス

ワップ

 主要なインプットとして信用スプレッドが

組み込まれている業界の標準的なモデルを用

いて評価される。信用スプレッドは、一般に

認められているデータ提供機関から入手され

る。一般に認められている価格を入手できな

い場合には、レベル３の商品として分類され

る。

       

コモディティ商品

 

 金融派生商品  コモディティ及び排出権デ

リバティブ

 業界の標準的なモデルを用いて評価され

る。

当該モデルは予想される将来の引渡額及び

支払額を算定し、それを現在価値に割り引

く。当該モデルのインプットには、フォワー

ド・カーブ、市場で観察可能なインプットか

ら推定されたボラティリティ、ディスカウン

ト・カーブ並びに基礎となる直物及び先物の

価格が含まれる。重要なインプットは、市場

で観察可能なインプット又は一般に認められ

ているデータ・サービスを通じて入手される

インプットである。一般に認められている価

格を入手できない場合には、レベル３の商品

として分類される。
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商品  貸借対照表上の分類  含まれる商品  評価

       

エクイティ商品  金融派生商品  上場株式オプション、OTC

株式オプション及び新株予

約権

 流動性が低いため、上場オプションはレベ

ル２である。

株価、配当金、ボラティリティ及び金利な

どの観察可能なパラメータに基づき、業界の

標準的なモデルを用いて評価される。

 

資産担保債券  トレーディング目的有

価証券及びFVISで測定

する金融資産

 

投資有価証券

 オーストラリア住宅ローン

担保証券(以下「RMBS」と

いう。)及びその他の資産

担保付証券(以下「ABS」と

いう。)

 期限前償還条項が付された変動利付債券を

評価するための業界の手法を用いて評価され

る。オーストラリアのRMBSは一般に認められ

ているデータ提供機関から入手される価格を

用いて評価される。一般に認められている価

格を入手できない場合には、レベル３の商品

として分類される。

 

無資産担保債券  トレーディング目的有

価証券及びFVISで測定

する金融資産

 

投資有価証券

 

その他の金融負債

 

 州政府債及びその他の国

債、社債並びにコマーシャ

ル・ペーパー

 

無資産担保債券に係る有価

証券買戻契約及び売戻契約

 独立した値付機関から入手される観察可能

な市場価格、ブローカーの相場価格又は

ディーラー間価格を用いて評価される。これ

らのソースから価格を入手できない場合に

は、レベル３の商品として分類される。

公正価値で測定す

る貸付金

 

 貸付金

 

 固定利付債券及びシンジ

ケート・ローン

 商品の条件及びキャッシュ・フローのタイ

ミングを反映し、信用度について調整した割

引率、又は将来の期待売却額を用いた割引

キャッシュ・フロー法。

 

譲渡性預金証書  預金及びその他の借入

金

 譲渡性預金証書  満期までの残存期間が類似している預金に

提示される市場レートを用いた割引キャッ

シュ・フロー。

       

公正価値で測定す

る発行済債券

 発行済債券  発行済債券  商品の条件及びキャッシュ・フローのタイ

ミングを反映し、ウエストパックの推定され

た信用度に関する市場における観察可能な変

動について調整した割引率を用いた割引

キャッシュ・フロー。
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レベル３の商品(レベル３)

金融商品の評価に重大な影響を及ぼしうるインプットの１つ以上が、当該商品の流動性が低いことや当該商品が

複雑であるために、観察可能な市場データに基づいていない金融商品が該当する。これらのインプットは通常、関

連する他の市場データから算出及び推定され、現在の市場の傾向及び過去の取引に応じて調整される。

これらの評価は、経営陣の高次の判断を用いて算定される。

 

商品  貸借対照表上の分類  含まれる商品  評価

       

負債商品  トレーディング目的有

価証券及びFVISで測定

する金融資産

 

投資有価証券

 通常は第三者割当を通じて

発行される、観察可能性の

低い特定の負債証券

 これらの証券は独立した値付機関又は第三

者の再評価に基づき評価される。非流動性及

び/又は複雑性のため、レベル３の資産とし

て分類される。

エクイティ商品  投資有価証券

 

 戦略的エクイティ投資  直近の独立当事者間取引(入手可能な場

合)、割引キャッシュ・フロー法又は企業の

純資産の参照など、当該商品に適切な評価手

法を用いて評価される。

非流動性、複雑性及び/又は観察不能なイ

ンプットを評価モデルに用いるため、レベル

３の資産として分類される。
 

 

以下の表は、公正価値で測定する金融商品についての公正価値のヒエラルキーの分類を要約したものである。

 

 2024年 2023年

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

 
百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

百万
豪ドル

連結         

継続的に公正価値で測定する
金融資産

        

トレーディング目的有価証券
及びFVISで測定する金融資産

15,522 33,700 6 49,228 4,468 26,012 27 30,507

金融派生商品 13 24,089 7 24,109 27 21,290 26 21,343

投資有価証券 14,117 88,155 447 102,719 5,620 67,833 441 73,894

貸付金 － 210 15 225 － 4 15 19

継続的に公正価値で測定する
金融資産合計

29,652 146,154 475 176,281 10,115 115,139 509 125,763

継続的に公正価値で測定する
金融負債

        

預金及びその他の借入金
a － 46,878 － 46,878 － 47,220 － 47,220

その他の金融負債
b 891 18,428 － 19,319 1,714 10,255 － 11,969

金融派生商品 14 30,955 5 30,974 28 24,604 15 24,647

発行済債券
c － 5,385 － 5,385 － 3,222 － 3,222

継続的に公正価値で測定する
金融負債合計

905 101,646 5 102,556 1,742 85,301 15 87,058
 

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

402/623



 

親会社         

継続的に公正価値で測定する
金融資産

        

トレーディング目的有価証券
及びFVISで測定する金融資産

15,091 31,918 5 47,014 4,395 23,566 26 27,987

金融派生商品 13 23,883 6 23,902 27 20,985 26 21,038

投資有価証券 11,166 84,182 206 95,554 3,490 63,767 202 67,459

貸付金 － 210 1 211 － 4 3 7

子会社債権 － 1,044 － 1,044 － 1,159 － 1,159

継続的に公正価値で測定する
金融資産合計

26,270 141,237 218 167,725 7,912 109,481 257 117,650

継続的に公正価値で測定する
金融負債

        

預金及びその他の借入金
a － 45,167 － 45,167 － 44,973 － 44,973

その他の金融負債
b 891 18,428 － 19,319 1,714 10,213 － 11,927

金融派生商品 14 30,776 5 30,795 28 24,531 15 24,574

発行済債券
c － 1,961 － 1,961 － 1,852 － 1,852

子会社債務 － 344 － 344 － 1,875 － 1,875

継続的に公正価値で測定する
金融負債合計

905 96,676 5 97,586 1,742 83,444 15 85,201
 

 

a
　満期日に支払を要求される契約上の未決済残高は、当行グループについて47,328百万豪ドル(2023年度：47,614百万豪ド

ル)、親会社について45,603百万豪ドル(2023年度：45,331百万豪ドル)であった。

b
　満期日に支払を要求される契約上の未決済残高は、当行グループについて19,320百万豪ドル(2023年度：11,970百万豪ド

ル)、親会社について19,320百万豪ドル(2023年度：11,　929百万豪ドル)である。

c
　満期日に支払を要求される契約上の未決済残高は、当行グループについて5,678百万豪ドル(2023年度：3,772百万豪ドル)、

親会社について2,226百万豪ドル(2023年度：2,392百万豪ドル)であった。当行グループ及び親会社について、ウエストパッ

ク自身の信用リスクの変動に帰属する発行済債券の公正価値の累積変動は、58百万豪ドルの減少(2023年度：45百万豪ドルの

減少)であった。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

403/623



市場で観察不能な金融商品の調整

市場で観察不能な評価手法から導き出された公正価値で測定する金融商品(レベル３)の変動の要約は、以下の表

のとおりである。

 

 

トレーディン
グ目的有価証
券及びFVISで
測定する
金融資産

投資有価証券
デリバティブ
資産及び

その他の資産

レベル３
資産合計

デリバティブ
負債

レベル３
負債合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

連結       

2022年９月30日現在残高 18 387 40 445 23 23

資産に係る利益/(損失)及び
負債に係る(利益)/損失：

      

　損益計算書で認識 － － (9) (9) (7) (7)

　OCIで認識 － (17) － (17) － －

取得及び発行 31 84 145 260 115 115

処分及び決済 (19) (13) (124) (156) (109) (109)

市場で観察不能への/からの振替 (4) － (12) (16) (7) (7)

外貨換算の影響 1 － 1 2 － －

2023年９月30日現在残高 27 441 41 509 15 15

資産に係る利益/(損失)及び
負債に係る(利益)/損失：

      

　損益計算書で認識 (1) － (28) (29) 2 2

　OCIで認識 － (11) － (11) － －

取得及び発行 9 21 231 261 308 308

処分及び決済 (11) (5) (220) (236) (311) (311)

市場で観察不能への/からの振替 (18) － (2) (20) (9) (9)

外貨換算の影響 － 1 － 1 － －

2024年９月30日現在残高 6 447 22 475 5 5

以下の日付現在保有の金融商品
について損益計算書で認識
された未実現利益/(損失)：

      

　2023年９月30日現在 (1) － 25 24 (1) (1)

       

　2024年９月30日現在 － － 5 5 1 1
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トレーディン
グ目的有価証
券及びFVISで
測定する
金融資産

投資有価証券
デリバティブ
資産及び

その他の資産

レベル３
資産合計

デリバティブ
負債

レベル３
負債合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

親会社       

2022年９月30日現在残高 18 157 22 197 23 23

資産に係る利益/(損失)及び
負債に係る(利益)/損失：

      

　損益計算書で認識 － － (9) (9) (7) (7)

　OCIで認識 － (30) － (30) － －

取得及び発行 30 79 144 253 115 115

処分及び決済 (19) (4) (116) (139) (109) (109)

市場で観察不能への/からの振替 (4) － (12) (16) (7) (7)

外貨換算の影響 1 － － 1 － －

2023年９月30日現在残高 26 202 29 257 15 15

資産に係る利益/(損失)及び
負債に係る(利益)/損失：

      

　損益計算書で認識 (1) － (28) (29) 2 2

　OCIで認識 － (13) － (13) － －

取得及び発行 9 16 228 253 308 308

処分及び決済 (11) － (220) (231) (311) (311)

市場で観察不能への/からの振替 (18) － (2) (20) (9) (9)

外貨換算の影響 － 1 － 1 － －

2024年９月30日現在残高 5 206 7 218 5 5

以下の日付現在保有の金融商品
について損益計算書で認識
された未実現利益/(損失)：

      

　2023年９月30日現在 (1) － 25 24 (1) (1)

　2024年９月30日現在 － － 5 5 1 1
 

 

レベル３への振替及びレベル３からの振替は、関連する金融商品の公正価値の決定に用いられる評価モデルへの

重要なインプットの観察可能性が変わったために発生した。振替は、期末日現在の公正価値を使用して報告されて

いる。

 

重要な観察不能なインプット

市場で観察不能な評価の仮定において合理的に可能性のある変動に対する感応度は、ウエストパックの損益報告

額に重要な影響を及ぼさなかったと考えられる。

 

デイ・ワン損益

2024年９月30日現在において認識されなかったデイ・ワン利益の期末残高は、ウエストパックと親会社のいずれ

についても１百万豪ドルであった(2023年度：なし)。
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公正価値で測定しない金融商品

継続的に公正価値で測定しない金融商品について、公正価値は以下のとおりに導き出されている。

 

商品  評価

貸付金  入手可能な場合、貸付金の公正価値は観察可能な市場取引に基づいている。入手可

能でない場合、公正価値は割引キャッシュ・フロー・モデルを用いて見積られる。

変動利付貸付金について使用される割引率は、現行の実効金利である。固定利付貸

付金に適用される割引率は、貸付金の満期に対する市場金利及び借手の信用度を反

映している。

投資有価証券  帳簿価額はその公正価値に近似する。残高は主に、非流動的な市場における政府証

券に関連している。公正価値は、直近の発行を参照して監視される。

預金及びその他の借入金  要求払預金債務(無利息、利付及び貯蓄預金)の公正価値は、その帳簿価額に近似し

ている。定期預金の公正価値は、満期までの残存期間が類似している預金に提示さ

れる市場金利を適用し、割引キャッシュ・フローを用いて見積られる。

発行済債券及び借入資本  公正価値は、割引キャッシュ・フロー・モデルを用いて算定される。適用される割

引率には商品の条件及び見積キャッシュ・フローのタイミングが反映され、ウエス

トパックの信用スプレッドの変動について調整される。

その他すべての金融資産

及び金融負債

 その他すべての金融資産及び金融負債について、帳簿価額はその公正価値に近似す

る。これらの項目は、短期的な性質である、金利更改の頻度が高い、又は信用格付

が高いかのいずれかである。
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以下の表は、公正価値で測定しない金融商品の見積公正価値及び公正価値ヒエラルキーを要約したものである。

 

 連結

 
帳簿価額

見積公正価値

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年      

公正価値で測定しない金融資産      

現金及び中央銀行預け金 65,667 65,667 － － 65,667

支払担保金 6,269 6,269 － － 6,269

投資有価証券 1,166 － 452 714 1,166

貸付金 806,542 － － 805,776 805,776

その他の金融資産 5,456 － 5,456 － 5,456

公正価値で測定しない金融資産合計 885,100 71,936 5,908 806,490 884,334

公正価値で測定しない金融負債      

受入担保金 3,078 3,078 － － 3,078

預金及びその他の借入金 673,611 － 670,515 3,869 674,384

その他の金融負債 18,758 － 18,758 － 18,758

発行済債券
a 163,899 － 162,750 1,755 164,505

借入資本
a 37,883 － 39,390 － 39,390

公正価値で測定しない金融負債合計 897,229 3,078 891,413 5,624 900,115

      

2023年      

公正価値で測定しない金融資産      

現金及び中央銀行預け金 102,522 102,522 － － 102,522

支払担保金 4,535 4,535 － － 4,535

投資有価証券 1,432 － 511 921 1,432

貸付金 773,235 － － 768,890 768,890

その他の金融資産 6,219 － 6,219 － 6,219

公正価値で測定しない金融資産合計 887,943 107,057 6,730 769,811 883,598

公正価値で測定しない金融負債      

受入担保金 3,525 3,525 － － 3,525

預金及びその他の借入金 640,948 － 636,999 4,331 641,330

その他の金融負債 32,901 － 32,901 － 32,901

発行済債券
a 153,351 － 152,131 998 153,129

借入資本
a 33,176 － 33,512 － 33,512

公正価値で測定しない金融負債合計 863,901 3,525 855,543 5,329 864,397
 

 

a
　発行済債券及び借入資本の見積公正価値は、組成以降のウエストパックの信用スプレッドの変動の影響を含む。
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 親会社

 
帳簿価額

見積公正価値

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年      

公正価値で測定しない金融資産      

現金及び中央銀行預け金 58,400 58,400 － － 58,400

支払担保金 6,199 6,199 － － 6,199

投資有価証券 69 － － 69 69

貸付金 709,832 － － 709,048 709,048

子会社債権
a 50,517 － 4,683 45,834 50,517

その他の金融資産 4,951 － 4,951 － 4,951

公正価値で測定しない金融資産合計 829,968 64,599 9,634 754,951 829,184

公正価値で測定しない金融負債      

受入担保金 2,935 2,935 － － 2,935

預金及びその他の借入金 599,314 － 598,587 1,405 599,992

その他の金融負債 14,598 － 14,598 － 14,598

発行済債券
b 141,921 － 142,427 － 142,427

子会社債務 55,378 － 3,505 51,873 55,378

借入資本
b 36,770 － 38,240 － 38,240

公正価値で測定しない金融負債合計 850,916 2,935 797,357 53,278 853,570

      

2023年      

公正価値で測定しない金融資産      

現金及び中央銀行預け金 93,466 93,466 － － 93,466

支払担保金 4,505 4,505 － － 4,505

投資有価証券 49 － － 49 49

貸付金 678,014 － － 674,713 674,713

子会社債権
a 51,796 － 4,274 47,522 51,796

その他の金融資産 5,812 － 5,812 － 5,812

公正価値で測定しない金融資産合計 833,642 97,971 10,086 722,284 830,341

公正価値で測定しない金融負債

受入担保金 3,243 3,243 － － 3,243

預金及びその他の借入金 565,384 － 564,310 1,443 565,753

その他の金融負債 26,853 － 26,853 － 26,853

発行済債券
b 133,105 － 133,039 － 133,039

子会社債務 53,788 － 3,408 50,380 53,788

借入資本
b 32,085 － 32,431 － 32,431

公正価値で測定しない金融負債合計 814,458 3,243 760,041 51,823 815,107
 

 

a
　子会社債権からは、子会社に対する投資合計の一部である、株式に類似した特性を有する長期性負債商品778百万豪ドル

(2023年度：689百万豪ドル)が除外されている。

b
　発行済債券及び借入資本の見積公正価値は、組成以降のウエストパックの信用スプレッドの変動の影響を含む。
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注記23.　金融資産と金融負債の相殺

 

会計方針

金融資産と金融負債は、ウエストパックがいかなる状況においてもそれらを相殺する法的に強制力のある権利を

有し、当該資産及び負債を純額で決済する、又は資産の現金化と負債の返済を同時に行う意思がある場合に、貸借

対照表において純額で表示される。貸借対照表において報告された純額の基となっている資産及び負債の総額は、

以下の表で開示されている。

 

ウエストパックの相殺契約の一部は、いかなる状況においても強制可能であるとは限らない。以下の表における

金額は、相殺又は強制可能なネッティング契約の対象ではない残高が存在する場合、貸借対照表と整合しない可能

性がある。この注記に表示されている金額は、ウエストパック又は親会社の信用リスクに対するエクスポージャー

を表すものではない。信用リスク管理に関する情報については、注記11を参照のこと。ウエストパックが使用して

いる相殺及び担保契約並びにその他の信用リスク軽減戦略は、注記11.5の「リスク軽減の管理」のセクションにお

いて詳細に記載されている。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

409/623



 

 連結

 強制可能なネッティング契約の対象金額

 貸借対照表における相殺の影響  
強制可能なネッティング契約の
対象だが相殺されない金額

 

 総額 相殺額
貸借対照表
に報告

された純額

その他の
認識された
金融商品

現金

担保
a、b

金融商品
担保

純額

 百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル

2024年        

資産        

支払担保金
c 4,532 (4,474) 58 － － － 58

金融派生商品
d 73,247 (50,474) 22,773 (17,071) (3,065) (112) 2,525

売戻契約
e 19,898 (1,908) 17,990 － (14) (17,950) 26

貸付金
f 23,218 (23,147) 71 － － － 71

資産合計 120,895 (80,003) 40,892 (17,071) (3,079) (18,062) 2,680

負債        

受入担保金 2,562 (2,559) 3 － － － 3

金融派生商品
d 80,776 (52,389) 28,387 (17,071) (5,870) (1,721) 3,725

買戻契約
g 20,756 (1,908) 18,848 － (57) (18,791) －

預金及びその他の借入金
f 49,007 (23,147) 25,860 － － － 25,860

負債合計 153,101 (80,003) 73,098 (17,071) (5,927) (20,512) 29,588

        

2023年        

資産        

支払担保金
c 11,162 (11,107) 55 － － － 55

金融派生商品
d 87,261 (67,752) 19,509 (13,344) (3,417) (53) 2,695

売戻契約
e 12,054 － 12,054 － (109) (11,862) 83

貸付金
f 25,343 (25,301) 42 － － － 42

資産合計 135,820 (104,160) 31,660 (13,344) (3,526) (11,915) 2,875

負債        

受入担保金 5,131 (5,127) 4 － － － 4

金融派生商品
d 95,461 (73,732) 21,729 (13,364) (4,340) (2,166) 1,859

買戻契約
g 25,059 － 25,059 － (19) (25,040) －

預金及びその他の借入金
f 52,421 (25,301) 27,120 － － － 27,120

負債合計 178,072 (104,160) 73,912 (13,364) (4,359) (27,206) 28,983
 

 

a
　デリバティブ金融資産及び売戻契約の現金担保3,078百万豪ドル(2023年度：3,525百万豪ドル)は、貸借対照表に受入担保金

として開示されている。残りは、注記12で預金及びその他の借入金に認識されている、定期預金に含まれる。

b
　デリバティブ金融負債及び買戻契約による強制可能なネッティング契約の対象である現金担保5,927百万豪ドル(2023年度：

4,359百万豪ドル)は、貸借対照表に開示されているとおり、支払担保金の一部である。残りの支払担保金は、貸借対照表に

開示されているとおり、この欄には含まれていない先物証拠金342百万豪ドル(2023年度：176百万豪ドル)で構成される。

c
　総額は中央清算機関である取引相手に対して直接保有する変動証拠金で構成される。変動証拠金が未収の場合、支払担保金

の一部として報告される。変動証拠金が未払いの場合は、受入担保金の一部として報告される。相殺額は変動証拠金に関す

るものである。

d
　デリバティブ金融資産1,336百万豪ドル(2023年度：1,834百万豪ドル)及びデリバティブ金融負債2,587百万豪ドル(2023年

度：2,918百万豪ドル)は、強制可能なネッティング契約の対象ではない。

e
　売戻契約は、注記16に記載のトレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資産の一部である。

f
　総額は上記の相殺基準を満たす債務及び利息の相殺口座で構成される。これらの口座は、注記９の法人向け貸付金の一部並

びに注記12の預金及びその他の借入金の一部である。

g
　買戻契約は、注記19のその他の金融負債の一部である。
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 親会社

 強制可能なネッティング契約の対象金額

 貸借対照表における相殺の影響  
強制可能なネッティング契約の
対象だが相殺されない金額

 

 総額 相殺額
貸借対照表
に報告

された純額

その他の
認識された
金融商品

現金

担保
a、b

金融商品
担保

純額

 百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル百万豪ドル

2024年        

資産        

支払担保金
c 4,532 (4,474) 58 － － － 58

金融派生商品
d 73,041 (50,474) 22,567 (16,971) (2,922) (112) 2,562

売戻契約
e 19,898 (1,908) 17,990 － (14) (17,950) 26

貸付金
f 23,218 (23,147) 71 － － － 71

資産合計 120,689 (80,003) 40,686 (16,971) (2,936) (18,062) 2,717

負債        

受入担保金 2,562 (2,559) 3 － － － 3

金融派生商品
d 80,595 (52,389) 28,206 (16,971) (5,800) (1,721) 3,714

買戻契約
g 17,979 (1,908) 16,071 － (57) (16,014) －

預金及びその他の借入金
f 49,007 (23,147) 25,860 － － － 25,860

負債合計 150,143 (80,003) 70,140 (16,971) (5,857) (17,735) 29,577

        

2023年        

資産        

支払担保金
c 11,162 (11,107) 55 － － － 55

金融派生商品
d 86,969 (67,752) 19,217 (13,334) (3,135) (53) 2,695

売戻契約
e 12,013 － 12,013 － (109) (11,821) 83

貸付金
f 25,343 (25,301) 42 － － － 42

資産合計 135,487 (104,160) 31,327 (13,334) (3,244) (11,874) 2,875

負債        

受入担保金 5,131 (5,127) 4 － － － 4

金融派生商品
d 95,394 (73,732) 21,662 (13,334) (4,310) (2,166) 1,852

買戻契約
g 20,315 － 20,315 － (19) (20,296) －

預金及びその他の借入金
f 52,421 (25,301) 27,120 － － － 27,120

負債合計 173,261 (104,160) 69,101 (13,334) (4,329) (22,462) 28,976
 

 

a
　デリバティブ金融資産及び売戻契約の現金担保2,935百万豪ドル(2023年度：3,243百万豪ドル)は、貸借対照表に受入担保金

として開示されている。残りは、注記12で預金及びその他の借入金に認識されている、定期預金に含まれる。

b
　デリバティブ金融負債及び買戻契約による強制可能なネッティング契約の対象である現金担保5,857百万豪ドル(2023年度：

4,329百万豪ドル)は、貸借対照表に開示されているとおり、支払担保金の一部である。残りの支払担保金は、貸借対照表に

開示されているとおり、この欄には含まれていない先物証拠金342百万豪ドル(2023年度：176百万豪ドル)で構成される。

c
　総額は中央清算機関である取引相手に対して直接保有する変動証拠金で構成される。変動証拠金が未収の場合、支払担保金

の一部として報告される。変動証拠金が未払いの場合は、受入担保金の一部として報告される。相殺額は変動証拠金に関す

るものである。

d
　デリバティブ金融資産1,335百万豪ドル(2023年度：1,821百万豪ドル)及びデリバティブ金融負債2,589百万豪ドル(2023年

度：2,912百万豪ドル)は、強制可能なネッティング契約の対象ではない。

e
　売戻契約は、注記16に記載のトレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資産の一部である。

f
　総額は上記の相殺基準を満たす債務及び利息の相殺口座で構成される。これらの口座は、注記９の法人向け貸付金の一部並

びに注記12の預金及びその他の借入金の一部である。

g
　買戻契約は、注記19のその他の金融負債の一部である。
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その他の認識された金融商品

これらの金融資産及び負債は、いかなる状況においても強制可能であるとは限らないマスター・ネッティング契

約の対象であるため、貸借対照表において総額で認識される。マスター・ネッティング契約の相殺の権利は、取引

相手方の債務不履行など、所定の事象が将来発生した場合にのみ強制可能である。

 

現金担保及び金融商品担保

これらの金額は、資産及び負債の総額に対して、マスター・ネッティング契約に基づき受取った又は差入れた金

額である。金融商品担保は通常、取引相手方の債務不履行の場合に直ちに換金可能な有価証券から成る。マス

ター・ネッティング契約の相殺の権利は、取引相手方の債務不履行など、所定の事象が将来発生した場合にのみ強

制可能である。
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無形資産、引当金、契約債務及び偶発債務

 

注記24.　無形資産

 

会計方針

耐用年数を確定できない資産

のれん

企業結合において取得したのれんは、取得原価で当初認識され、通常は、以下の金額である。

(ⅰ)　支払対価が

(ⅱ)　取得した識別可能な資産、負債及び偶発債務の公正価値の純額を上回る金額。

その後、のれんは償却されないが、減損テストが行われる。減損テストは少なくとも年１回、又は減損の兆候が

あればいつでも行われる。減損費用は、資金生成単位(以下「CGU」という。)の帳簿価額がその回収可能価額を上

回る場合に認識される。回収可能価額とは、CGUの公正価値から売却費用を控除した金額と使用価値のいずれか高

い方の金額である。

ウエストパックのCGUは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・

インフローを生成する識別可能な最小の資産グループを表している。これらはウエストパックが事業を監視及び管

理するレベルを反映している。

 

ブランド

セント・ジョージ、BT及びバンク・エスエーなど、企業結合において取得したブランドは、取得原価で当初認識

される。これらの資産は、耐用年数を確定できないと評価されているため償却されないが、少なくとも年１回又は

減損の兆候があればいつでも減損テストが行われる。耐用年数を確定できないという評価が事象や状況により引き

続き裏付けられているかどうかを判断するため、無形資産であるブランドそれぞれの耐用年数も各期間において見

直される。

 

耐用年数を確定できる無形資産

コンピューター・ソフトウェアなどの耐用年数を確定できる無形資産は、取得原価で当初認識され、その後、減

損控除後の償却原価で認識される。

 

無形資産 耐用年数 償却方法

のれん 確定できない 該当なし

ブランド 確定できない 該当なし

コンピューター・ソフトウェア ３年から10年
定額法又は(級数法を用いた)

逓減残高法
 

 

重要な会計上の仮定及び見積り

企業結合において取得した資産及び負債の公正価値の算定には判断を要する。公正価値評価が異なることによ

り、のれんの残高や被取得企業の取得後の業績も異なってくる。
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のれん以外の無形資産の耐用年数の算定にも判断を要する。

無形資産の減損を評価する際、適切なキャッシュ・フロー及びその算定に適用される割引率の決定には重要な判

断を要する。使用価値の算定に適用される重要な仮定の概要は、後述のとおりである。

のれん以外の資産については、経営陣は、過去の期間に認識された減損損失が存在しなくなった、又は減少した

可能性を示す兆候があるかどうかも評価する。そのような兆候がある場合、資産の回収可能価額が見積られる。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

のれん     

期首残高 7,419 7,393 6,253 6,253

取得
a 21 － － －

その他の調整 (7) 26 － －

期末残高 7,433 7,419 6,253 6,253

コンピューター・ソフトウェア     

期首残高 2,797 2,264 2,371 1,992

取得 792 1,141 673 952

減損 (19) (8) (19) (8)

償却 (889) (621) (783) (565)

その他の調整 (6) 21 － －

期末残高 2,675 2,797 2,242 2,371

取得原価 8,856 8,450 7,493 7,187

償却及び減損累計額 (6,181) (5,653) (5,251) (4,816)

帳簿価額 2,675 2,797 2,242 2,371

ブランド 638 670 636 636

無形資産合計 10,746 10,886 9,131 9,260

のれんは、以下のCGUに配分された：     

コンシューマー 4,829 4,829 4,484 4,484

ビジネス及びウェルス
b 2,122 2,101 1,769 1,769

ニュージーランド 482 489 － －

のれん合計 7,433 7,419 6,253 6,253

ブランドは、以下のCGUに配分された：     

コンシューマー 350 382 350 350

ビジネス及びウェルス
b 288 288 286 286

のれん合計 638 670 636 636
 

 

a
　ヘルスポイントの取得に関連している。

b
　2024年度に、当行グループは「ビジネス及びウェルス」という新たな事業セグメントを創設し、「スペシャリスト・ビジネ

ス部門(SBD)を廃止した。SBDの一部の事業(プラットフォームCGU及びマージン・レンディングCGUを含む)は、ビジネス及び

ウェルスのセグメントに組み込まれた。ビジネス及びウェルス・セグメントは現在、個別のCGU(ビジネス、プラットフォー

ム、マージン・レンディング及びヘルスポイント)で構成されており、これらにのれんが配分されている。ビジネスにおける

のれんの帳簿価額は、2024年９月30日及び2023年９月30日現在において1,812百万豪ドルであった。このセグメントの残りの

個々のCGUに配分されたのれんの帳簿価額は、重要ではない。

 

RAMSブランドの帳簿価額(32百万豪ドル)は、2024年度に全額減損した。
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減損テスト及び結果

減損テストは各CGUの回収可能価額とその帳簿価額を比較することにより、少なくとも年１回、又は減損の兆候

があればいつでも実施される。のれん以外の資産については、経営陣が、過去の期間に認識された減損損失が存在

しなくなった、又は減少した可能性を示す兆候があるかどうかも評価する。そのような兆候がある場合、当該資産

の回収可能価額が見積られる。回収可能価額は、まず、現在の使用から発生する予想キャッシュ・フローの現在価

値である使用価値に基づき算定される。使用価値が帳簿価額を下回るCGUについては、売却費用控除後の公正価値

も考慮される。当年度において、これを考慮する必要はなかった。

 

回収可能価額の算定に使用される重要な仮定

対象となる重要な各CGUののれんの減損テストにおいて使用された仮定は以下の表のとおりであり、過去の実績

及び経営陣による将来の予測に基づいている。当年度において、現在の経済環境を考慮し、ウエストパックはこれ

らの仮定を再評価し、CGU及び当行グループの使用価値を合理的に見積るために必要な場合にはその修正を行っ

た。

 

 割引率 キャッシュ・フロー

 
税引後株主資本利益率/
税引前株主資本利益率

予測期間/永久成長率

 2024年 2023年 2024年 2023年

オーストラリアのCGU
a

9％/11.7％～11.9％ 9％/11.8％～12.1％ ５年間/２％ ３年間/２％

ニュージーランド 9％/11.4％～11.7％ 9％/11.5％～12.0％ ５年間/２％ ３年間/２％
 

 

a
　オーストラリアのCGUは、コンシューマー、並びにビジネス及びウェルス内のCGUで構成されている。

 

ウエストパックは予測キャッシュ・フローを調整後の税引前株主資本利益率で割り引く。

使用されたキャッシュ・フローは、経営陣が承認した予測に基づいている。これらの予測は、現在及び将来の経

済状況、観測可能な過去の情報並びに経営陣による将来の経営成績の予想に関する情報を活用している。永久成長

率は、予測期間を超えるキャッシュ・フローを推定するために適用された成長率を表し、RBAが目標とする長期的

なインフレ率の下限を反映している。テストされたすべてのCGUについて、のれんの回収可能性はいずれか１つの

特定の仮定に依拠しているものではない。重要なCGUの仮定において減損の兆候を示す、又は当行グループの損益

報告額に重要な影響を及ぼす可能性のある合理的に可能性のある変動はない。
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注記25.　引当金、偶発債務、偶発資産及び信用コミットメント

 

会計方針

引当金

引当金は、過去の事象から生じる現在の債務について、当該債務を決済するための支払い(又はその他の経済的

譲渡)が必要となる可能性が高く、かつ当該支払について信頼性のある見積りが可能な場合に認識される。

 

従業員給付－永年勤続休暇引当金

オーストラリア及びニュージーランドの特定の従業員に永年勤続休暇が付与されている。引当金は予想支払額に

基づき算定される。支払いが今後１年間を超えて見込まれる場合、引当金は、予想される従業員の勤続年数、稼働

率及び平均昇給率の仮定を用いて現在価値まで割り引かれる。

 

従業員給付－年次休暇及びその他の従業員給付引当金

年次休暇及びその他の従業員給付(非貨幣性給付を含む賃金給与及び関連する間接費(給与税など))に対する引当

金は、予想支払額に基づき算定される。

 

信用コミットメントのECLに対する引当金

以下に説明されるとおり、ウエストパックは与信枠及び保証の提供を行っている。与信枠から引出しが行われ、

その結果生じた資産が引出額を下回る可能性が高い場合、減損に対する引当金が認識される。ECLに対する引当金

は、注記10に記載された方法で計算される。

 

コンプライアンス、規制及び是正に係る引当金

コンプライアンス、規制及び是正に係る引当金は、規制当局の措置及び内部レビューの両方の結果特定された、

当行グループの顧客サービス提供時の潜在的な不正行為事項に関連している。これらの事項によりウエストパック

に発生する可能性が高い費用(該当する顧客への返金を含む)の評価は事案ごとに行われ、引当要件に合致する場合

には個別の引当金が設定される。

 

偶発債務

偶発債務とは、将来の不確実な事象の発生を条件として将来債務となる可能性がある債務であり、かつ経済的資

源の移転の可能性が高くない、又はその現在の債務額を信頼性をもって測定できないものである。偶発債務は貸借

対照表上に認識されないが、経済的資源の流出がほとんどない場合を除き開示される。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

416/623



未実行の信用コミットメント

ウエストパックは、要求された場合にのみ貸借対照表に認識されるさまざまな契約を顧客と締結している。これ

らの契約には、信用供与契約、手形裏書、金融保証、スタンドバイ信用状及び引受枠が含まれる。

 

偶発資産

偶発資産とは、将来の不確実な事象の発生を条件として将来資産となる可能性がある資産である。偶発資産は貸

借対照表上に認識されないが、経済的便益の流入の可能性が高い場合には開示される。

 

重要な会計上の仮定及び見積り

訴訟及び貸付以外の損失並びにコンプライアンス、規制及び是正事項に係る引当金の財務報告においては、現在

において義務が存在するかの特定を行う際、また過去の事象から発生する可能性がある支出についての発生確率、

時期、性質及び金額の見積りを行う際に重要な見積りの判断を伴う。これらの判断は個別事象に関連する特定の事

実及び状況に基づいて行われる。

永年勤続休暇に対する引当金は、独立した保険数理士によるレポートによって裏づけられている。

 

引当金

 

 
永年勤続
休暇

年次有給
休暇及びそ
の他従業員

給付

信用コミッ
トメントの
減損に対す
る引当金

リース資産
除去債務

事業再編費
用引当金

訴訟、貸付
以外の損失

及び
是正に係る
引当金

合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

連結        

2023年９月30日現在残高 464 933 497 183 342 358 2,777

繰入額 99 1,139 80 7 190 188 1,703

取崩額 (58) (1,163) － (27) (274) (188) (1,710)

未使用分の戻入れ (28) (9) (61) － (48) (118) (264)

その他 － (1) － － － － (1)

2024年９月30日現在残高 477 899 516 163 210 240 2,505

親会社        

2023年９月30日現在残高 453 844 454 160 329 303 2,543

繰入額 88 1,099 71 6 180 158 1,602

取崩額 (48) (1,110) － (25) (267) (168) (1,618)

未使用分の戻入れ (28) (9) (61) － (44) (114) (256)

2024年９月30日現在残高 465 824 464 141 198 179 2,271
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法的債務

ウエストパックには2024年９月30日現在、以下の債務がある。

・　1987年労働者補償法並びに1998年労働災害管理及び労働者補償法(ニュー・サウス・ウェールズ州)による自家

保険業者としての保険数理上の査定に基づく22百万豪ドル(2023年度：23百万豪ドル)。

・　1985年労災補償法(ヴィクトリア州)による自家保険業者としての保険数理上の査定に基づく７百万豪ドル

(2023年度：８百万豪ドル)。

・　1986年労働者リハビリテーション及び補償法(南オーストラリア州)による自家保険業者としての保険数理上の

査定に基づく７百万豪ドル(2023年度：８百万豪ドル)。

・　2003年労働者補償及びリハビリテーション法(クイーンズランド州)による自家保険業者としての保険数理上の

査定に基づく２百万豪ドル(2023年度：２百万豪ドル)。

・　1951年労働者補償法(オーストラリア首都特別地域)による自家保険業者としての保険数理上の査定に基づくゼ

ロ豪ドル(2023年度：ゼロ豪ドル)。

・　1986年職場復帰法(ノーザン・テリトリー)による自家保険業者としての保険数理上の査定に基づくゼロ豪ドル

(2023年度：ゼロ豪ドル)。

・　1981年労働者補償及び傷害管理法(西オーストラリア州)による自家保険業者としての保険数理上の査定に基づ

く１百万豪ドル(2023年度：１百万豪ドル)。

・　1988年労働者リハビリテーション及び補償法(タスマニア州)による自家保険業者としての保険数理上の査定に

基づく２百万豪ドル(2023年度：１百万豪ドル)。

上記の年次休暇及びその他の従業員給付に対する引当金におけるこれらの債務に対しては、適切な額の引当がな

されている。

 

引当金

訴訟、貸付以外の損失及び是正に係る引当金

2024事業年度の引当金は以下の見積額を含む。

・　潜在的な過去の違法行為に関連する顧客への返金額

・　是正プログラムを完了させるための費用

・　特定の訴訟及び規制上の調査に関連して発生する潜在的な貸付以外の損失及び費用

最終的な結果は、引当金を見積る際に使用した仮定と実際の結果が異なる場合、引当金を下回る、又は上回る可

能性がある。是正のプロセスは、さらなる事実が明らかになるにつれて変化する可能性があり、このような変化は

最終的なエクスポージャーの変更をもたらす可能性がある。
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特定の訴訟

2024年９月30日現在、当行グループは、以下を含む特定の訴訟に関係する、潜在的な貸付以外の損失及び費用に

係る引当金を計上している。

・　国内金融規範(以下「金融規範」という。)及び2009年全国消費者信用保護法(Cth)に基づく違反を主張し、

ASICがウエストパックを相手取って2023年９月４日に提起した民事罰手続。当該手続はシステム及び運用上の

欠陥に関連しており、ウエストパックが2015年から2023年の間に288件のオンラインによるハードシップ免責

の申請に対して金融規範で求められる期限内に対応しなかったと主張している。ウエストパックは、ASICに自

主的に報告し、影響を受けた顧客の救済を行った。ASICはまた、ウエストパックが、信用業務が効率的、誠実

かつ公正に行われるようにするために必要なあらゆる措置を取っていなかったと主張している。審理日は2025

年５月27日に設定されている。

・　2013年３月１日から2018年10月31日までに自動車ディーラーに支払われたフレックス手数料に関して、ウエス

トパック及びセント・ジョージ・ファイナンス・リミテッド(以下「SGF」という。)を相手取り、ビクトリア

州最高裁判所において2020年７月15日に開始された集団訴訟。ウエストパック及びSGFは、信用の代理店とし

て行動するディーラーの不公正な行為に責任を負い、誤解を招く又は欺瞞的な行為に関与していたことが主張

されている。当該手続は、自動車ローン業界の複数の貸手を相手取って開始された集団訴訟３件のうちの１件

である。１件の手続が2024年９月に和解に至った。２件の手続に係る合併訴訟が、2024年10月14日に開始し

た。ウエストパック及びSGFは手続において抗弁している。ウエストパックは業界全体での禁止に伴い、フ

レックス手数料を支払っておらず、2025年に自動車ローン事業の売却を完了する予定である。

・　2023年10月５日、BTファンズ・マネジメント・リミテッド(以下「BTFM」という。)、ウエストパック・セキュ

リティーズ・アドミニストレーション・リミテッド(以下「WSAL」という。)、及び当行グループの旧子会社で

あるウエストパック・ライフ・インシュアランス・サービシズ・リミテッド(現TALライフ・インシュアラン

ス・サービシズ・リミテッド)(以下「WLIS」という。)を相手取った集団訴訟がオーストラリア連邦裁判所に

おいて開始された。2024年９月に、当事者は、裁判所の承認を条件としてこの訴訟を中止することに合意し

た。

これらの問題に伴って生じる可能性のある費用(関連する取引相手又は裁判所が当該事案に関連して取る可能性

のあるアプローチを含む)、及び該当する罰金、罰則、損失又は損害に関する裁判所の評価については、依然とし

て不確実性が残る。裁判所が決定したこれらの事案の解決策に伴うウエストパックにおける実際の費用総額は、引

当金を上回る、又は下回る可能性がある。

 

事業再編費用引当金

ウエストパックは、コミットされた事業再編及び支店閉鎖に関する事業再編費用引当金を計上している。当該引

当金は、主に分離費用及び余剰人員の整理に関連して保持されている。

 

リース資産除去債務

リース資産除去債務は、ウエストパックの不動産リースの終了時におけるリース不動産の原状回復費用の見積り

を反映している。
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偶発債務

 

規制上の調査、レビュー及び照会

ASIC、ACCC、APRA、AUSTRAC、BCCC、AFCA、OAIC、ATO及びフェアワーク・オンブズマン(以下「FWO」という。)

などの国内の規制当局、法定機関及びその他の機関、並びにニュージーランド準備銀行、ニュージーランド金融市

場庁及び通商委員会、BPNG及びその財務分析・監督部門、SEC、FINRAなどの一部の海外の規制当局は、調査、レ

ビュー又は照会(中には業界全体にわたるものもある)を随時実施している。これらの措置は、当行グループに関係

する、又は将来関係する可能性があるさまざまな事案(潜在的な違反及び不順守を含む)を対象とする場合がある。

これらには現在、以下のものが含まれる。

・　RAMSに関連したさまざまな規制当局とのやり取り。これには、2019年１月１日から2023年９月１日までの住宅

ローン商品の提供に関連した、ウエストパック、RAMSファイナンシャル・グループ・ピーティーワイ・リミ

テッド(以下「RFG」という。)及びRAMSが認可した信用代理店(RAMSのフランチャイズ加盟店を含む)に関する

ASICによる強制調査が含まれる。ASICの現在の調査は、RFG及びウエストパックの一般的な行動上の義務、無

認可のローン紹介者及び無免許者との商取引の禁止、及び誤解を招く情報の提供に焦点を当てている。RAMSの

事業に対するウエストパック及びRFGの戦略的レビューを受け、RFGは多くのフランチャイズ加盟店との契約を

終了し、2024年８月６日からRAMS事業の新規住宅ローン申込みを停止した。これらの行為に対して、2024年５

月の集団訴訟の開始を含め、フランチャイズ加盟店から異議が申し立てられている。当社はまた、APRAからの

照会にも対応している。

・　ウエストパックの共通報告基準(CRS)による報告の是正及び改善に関するATOとのやり取り。十分に完了させら

れなければ、はウエストパックに対する強制措置につながる可能性がある。

・　ウエストパックが自ら開示した、従業員給与関連の資格に関する是正プログラムについてのFWOによる調査。

ウエストパックは、強制措置が取られる可能性は高いと考えており、これには法的拘束力のある保証も含まれ

る可能性がある。

・　リスク・ガバナンス、取引監視プログラム及び関連するプロセスと手続を含むAML/CTFプログラム、業界規範

の準拠、消費者信用契約のバンキング商品、ハードシップ免責の手続、消費者への貸付行為、消費者データ

権、並びに設計及び配分の履行義務などのその他の分野に対する規制上の調査、レビュー又は照会。

これらの調査又は事項の結果に伴いどのような措置(もしあれば)が取られるのかは不確実である。上記事案に関

連して訴訟手続が行われる場合に発生し得る金融負債又は負担し得る費用に関連する引当金は設定されていない。
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これらの調査、レビュー若しくは照会又は関連する事業に関してウエストパックが行うリスク・ベースの決定の

結果により、訴訟(集団訴訟及び刑事訴訟を含む)、多額の罰金及び罰則、違反通知、法的拘束力のある保証を含む

強制措置、レビューの実施義務、刑事訴追の判断を得るための連邦政府又は州政府の公訴局長官への送致、資本要

件又は流動性要件の賦課、ライセンスの取消し、停止若しくは変更、顧客救済、又は規制当局若しくはその他の当

事者によるその他の制裁若しくは処分が過去に行われた、及び/又は将来的に行われる可能性がある。調査により

一部の事象ではすでにかなりの数の履行義務違反が発見され、また将来的にも発見される可能性がある。これによ

り、多額の金銭的及びその他の罰則となる可能性がある。類似の事項に関連した過去の罰則及びウエストパックに

よる違反も、課され得る罰則に影響を及ぼす可能性がある。第三者への依拠や第三者からの擁護がある場合も、罰

則は軽減されない可能性がある。

 

訴訟

当行グループのための及び当行グループに対する現在進行中の訴訟手続及び請求があり、また請求が発生する可

能性がある。実際及び潜在的な訴訟上の請求及び訴訟に関連して、以下に挙げるような偶発債務が存在する。

 

集団訴訟

上記の「引当金」の項に記載されているものほかに、以下の集団訴訟がある。

・　ウエストパックは、2013年12月16日から2019年11月19日までの間にウエストパック株式等の持分を取得した特

定の投資家を代表して、オーストラリア連邦裁判所において2019年12月に開始された集団訴訟手続において抗

弁している。当該手続は、該当期間にわたるウエストパックによる金融犯罪のモニタリングに関する市場の開

示の問題及びAUSTRAC民事訴訟の対象となっている事項に関する主張が含まれている。集団のメンバーを代表

して求められた損害額はまだ特定されていない。しかし、2022年８月に行われた手続に関する審理の過程で、

申立人は、集団のメンバーの一部に関して主張する可能性のある損失の予備的な見積りが10億豪ドルを超えた

ことを示唆した。申立人が集団のメンバーを代表して主張する損害賠償の見積りを最終的にどのように算定す

るかは依然として不明なものの、請求額が上記の金額を上回る(又は下回る)可能性がある。問題となっている

とされる期間及び請求の性質に加え、AUSTRAC民事訴訟の開始時に当行の時価総額が減少したことを考慮する

と、主張されている損害賠償の合計額(申立人が最終的に明確にした場合における、その時点の金額)はかなり

の額になる可能性が高い。ウエストパックは引き続き、開示内容が不適切であったこと、また、それにより集

団のメンバーが損害を被ったことのいずれも認めていない。本件の審理日は未定である。
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内部レビュー及び是正

前期と同様に、ウエストパックは引き続き、当行グループの顧客、従業員、その他の利害関係者及び評判に影響

を及ぼす可能性のある問題を特定し解決するために多くのレビューを行っている。これらの内部レビューにより引

き続き問題を特定し、当行グループの顧客及び従業員(該当する場合)が特定された過去の慣行により不利な立場に

置かれることがないよう、賠償/救済の支払い又は該当する場合には払戻しなどの事態の是正措置を取る、又は取

る予定である。これらの問題の中には特に、消費者への貸付行為、貸付人としての義務の遵守、ハードシップ免責

の手続、十分な研修、方針、プロセス及び手続、取引監視プログラム及び関連するプロセスと手続を含むAML/CTF

プログラム、商品開示、個人情報の破棄及び保管、並びに一部の商品の契約条件の運用方法を含む製品の不適切な

ガバナンスによる影響が含まれる。

これらのレビューを行うことにより、当行グループはまたプロセス及び統制(当行グループの請負業者、代理人

及び認可した信用代理店に対するものを含む)を改善することができる。当行グループに発生する可能性が高い損

失の評価は、財務書類の目的上事案ごとに行われているが、常に信頼性をもって見積ることは不可能である。ウエ

ストパックが顧客、従業員又は問題に対して救済又は賠償を行った場合でも、規制当局が救済の基準、範囲又は

ペースに異議を申し立てたり、強制措置(法的拘束力のある保証又は謝罪金の要求を含む)を取ったり、罰金/罰則

又はその他の制裁(民事若しくは刑事訴追を含む)を課したりするリスクが残る可能性がある。これらのレビューの

一環として特定された実際の又は潜在的な請求又は訴訟(顧客、従業員/組合、規制当局又は刑事検察官によって提

起される可能性がある)、賠償/救済の支払及び/又は返金に関連して、偶発債務が存在する可能性がある。

 

偶発的な賦課金

当行グループは、多くの規制当局による賦課金の対象となっている。こうした賦課金は、該当する規制機関の判

断で課される可能性がある。これらには金融請求制度やラスト・リゾート補償制度の財源とするための賦課金が含

まれる。

 

売却された事業に関連する第三者に対するエクスポージャー

当行グループは、事業体、事業及び資産のさまざまな売却に関連して保証、補償及びその他のコミットメントを

他の当事者に提供しており、潜在的エクスポージャーを有している。保証、補償、及びその他のコミットメントは

さまざまな事項、行為及びリスクを対象としている。当行グループは、これらの補償に基づく支払いを実行済みで

あり、これらの取決めに基づく実際の請求及び潜在的な請求に関して１者以上の当事者と協議中である。過去の事

象から生じる現在の債務であり、決済が発生する可能性が高く、その金額を信頼性を持って見積ることのできる場

合に引当金を計上している。
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偶発税務リスク

オーストラリア及びその他の管轄地域の税務及び規制当局は、通常の業務において、ウエストパックが実施した

取引(過去及び現在の取引の両方)に関する直接税又は間接税の扱いについて見直しを行う。ウエストパックはま

た、税務及び規制当局より受領したさまざまな通知及び情報請求に対応している。

これらの見直し、通知及び請求により、追加の税金負債(利息及び罰金を含む)が発生する可能性がある。

ウエストパックは、オーストラリア及びオーストラリア外の管轄地域において受けた、これら及びその他の事項

を評価し、第三者からの助言を受けている。

 

清算債務及び決済債務

ウエストパックには、ロス・シェア契約が発生する可能性のある清算及び決済活動を規定した規則が適用され

る。この中には、ウエストパックが清算基金に拠出している中央清算機関の要件が含まれる。別の清算参加者が債

務不履行に陥った場合、ウエストパックは清算基金に追加の拠出を求められる場合がある。

 

親会社による子会社に対する保証

2023年度に引き続き、ウエストパック・バンキング・コーポレーションが、ウエストパックの親会社として子会

社に対して供与している保証は以下のとおりである。

・　子会社が引続き債務を履行する責任をウエストパックが負っていることを認める、特定の子会社に関するコン

フォート・レター。

・　議会の要求事項を遵守するために、オーストラリアの金融サービス機関又はクレジットの認可を受けた企業で

ある完全所有子会社の一部に行った保証。２つの保証を除くすべての保証は、年間20百万豪ドル(自動復元額

としてさらに20百万豪ドル)を上限とし、個別の２つの保証は２百万豪ドル(自動復元額としてさらに２百万豪

ドル)を上限としている。

 

偶発資産

下記の表に示されている信用コミットメントは偶発資産と等しい。偶発事象が生じた場合、これらの契約債務は

貸借対照表において貸付金に分類される。
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未実行の信用コミットメント

ウエストパックは、要求された場合にのみ貸借対照表に認識されるさまざまな契約を顧客と締結している。これ

らの契約には、信用供与契約、手形裏書、金融保証、スタンドバイ信用状及び引受枠が含まれる。

これらによって、ウエストパックは、要求された場合には流動性リスクにさらされ、顧客が期日に支払うべき金

額を返済できない場合には信用リスクにさらされる。信用損失に対する最大エクスポージャーは、商品の契約額又

は想定元本額である。一部の契約は、ウエストパックがいつでも解約することができ、大部分は引出が行われない

まま満了することが予想される。実際の流動性リスク及び信用リスクに対するエクスポージャーは引出額に応じて

変動し、開示される金額を下回る場合がある。

ウエストパックは、これらの契約を締結する際には、オン・バランスシート商品と同じ与信方針を用いている。

信用リスク及び流動性リスクの管理に関する詳細は、それぞれ2024年度年次報告書の注記11及び注記21を参照のこ

と。

金融派生商品を除く未実行の信用コミットメントは、以下のとおりである。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

未実行の信用コミットメント     

信用状及び財務保証
a 13,118 12,447 12,539 11,847

信用供与契約
b 198,876 193,457 175,206 168,719

その他 117 247 117 247

未実行の信用コミットメント合計 212,111 206,151 187,862 180,813
 

 

a
　スタンドバイ信用状は、顧客が債務不履行に陥った場合に、提示書類に照らして債務を支払う保証である。金融保証は、第

三者に対する顧客の債務の裏付けとして与えられる無条件の保証である。当行グループは、発行した金融保証の一部につい

て、担保として現金を保有する場合がある。

b
　信用供与契約には、与信枠を提供する当行グループ側のすべての義務が含まれている。与信枠は貸付が行われないままに期

限が満了する可能性があるため、限度額は必ずしも将来必要なキャッシュを反映していない。上記に開示された契約債務に

加えて、当行グループについては60億豪ドル(2023年度：88億豪ドル)、親会社については51億豪ドル(2023年度：79億豪ド

ル)の信用エクスポージャーが、提示し承認されたもののまだ取消可能である。これらはウエストパックの信用リスクに対す

る最大信用エクスポージャーの計算には含まれている。
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資本及び配当金

 

注記26.　株主持分

 

会計方針

株式資本

普通株式は、普通株式１株当たりの払込金額から直接帰属する発行費用を控除した金額で認識される。自己株式

は、親会社の株式を、親会社若しくはウエストパックのその他の事業体が購入したものである。これらの株式は、

当該株式を購入するために支払われた対価及び、該当する場合は、当該株式のその後の売却又は再発行により受取

る対価を控除し、株式資本に対して調整される。

 

非支配株主持分

非支配株主持分とは、親会社が直接的又は間接的に所有していない株主持分に帰属する子会社の純資産における

持分を指す。

 

積立金

外貨換算積立金

ウエストパックの在外営業活動体の換算から生じる為替差額及び純投資ヘッジに係る相殺効果のある損益は、外

貨換算積立金に反映される。この積立金の貸方累積残高は通常、在外営業活動体の売却又は処分時に利益が実現

し、損益計算書に認識されるまでは配当金の支払いに利用することができない。

 

FVOCIで測定する負債証券に関する積立金

この積立金は、(損益計算書に認識される受取利息、減損費用及び為替差損益を除く)FVOCIで測定する負債証券

の公正価値の変動(関連するヘッジ会計調整額及び税金を控除後)から成る。これらの変動は、当該資産が処分され

た場合に損益計算書に振替えられる。

 

FVOCIで測定する持分証券に関する積立金

この積立金は、FVOCIで測定する持分証券の公正価値の変動(税引後)から成る。これらの変動は、当該資産が処

分されても損益計算書に振替えられない。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金

キャッシュ・フロー・ヘッジに指定されたヘッジ手段の有効部分に関連する公正価値の評価損益(税引後)から成

る。

 

株式報酬に関する積立金

費用として認識される持分決済型の株式報酬の公正価値から成る。
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その他の積立金

親会社のその他の積立金は、公正価値で実施された特定の過去におけるグループ内の事業再編に関係している。

この積立金は連結上消去される。

ウエストパックのその他の積立金は、子会社に対する親会社の所有割合の変更のうち、支配の喪失をもたらさな

いものに関連する取引から成る。

その他の積立金の計上額には、NCIの調整額と、支払った、又は受取った対価の公正価値との差額が反映されて

いる。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

株式資本     

全額払込済普通株式資本 37,958 39,826 37,958 39,826

自己株式
a (758) (702) (816) (760)

株式資本合計 37,200 39,124 37,142 39,066

非支配株主持分     

永久優先株式(以下「PPS」という。) 339 － － －

その他
b 8 44 － －

非支配株主持分合計 347 44 － －
 

 

a
　2024年度：権利未確定のRSP及びEIPで保有する自己株式数6,173,874株(2023年度：5,249,663株)。

b
　ウエストパックはウエストパック・バンク-PNG-リミテッドの持分8.74％相当の非支配株主持分を取得した。

 

永久優先株式(PPS)

2024年９月13日、ウエストパックの完全子会社であるウエストパック・ニュージーランド・リミテッド(以下

「WNZL」という。)は、外部投資家に対して375百万ニュージーランド・ドルのPPSを発行した。PPSは、直接帰属す

る発行費用(6百万ニュージーランド・ドル)控除後の１株当たり払込金額で、当行グループの非支配株主持分とし

て認識されている。PPSの裁量分配金は、支払われた時点で資本に認識される。

 

PPSの主な条項の要約は以下のとおりである。

 

ニュージーランド・

ドル
発行日 PPS分配率 任意償還日

375百万ニュージー

ランド・ドル
2024年９月13日

2029年9月13日(金利がニュージーランド3ヶ月

物銀行手形金利に年率3.50％を加算した変

動金利にリセットされる日)までは固定金利

7.10％

2029年9月13日及び翌日

以降の各四半期予定分

配金支払日
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未払PPS分配金

四半期ごとのPPSの分配は、WNZLの絶対的な裁量による。さらに、PPSの分配金は、WNZLが支払日に支払能力があ

り当該支払いが行われた直後も支払能力が残っている場合で、PPS分配金の支払いが、支払時点におけるWNZLの登

録条件に違反しない場合にのみ支払われる。

PPS分配金は非累積である。PPS分配金が全額払い込まれない場合、WNZLは、その後PPS分配金が全額払い込まれ

るまで、普通株式の配当を決定又は支払うことはできず、またWNZLの普通株式の任意の買戻しの引受け又は減資を

行うことはできない(ただし、限定的な場合を除く)。

 

償還

WNZLは、すべてのPPSを、関連する任意償還日、又は一定の税制上若しくは規制上の理由によりいつでも償還す

ることを選択できる。償還には、ニュージーランド準備銀行の事前の書面による承認及び償還直後のWNZLの残存支

払能力を含む一定の条件が適用される。保有者には償還を要求する権利はない。

 

転換

PPSには、転換オプション又は交換オプション、若しくは存続不能トリガーも付されていない。

 

普通株式

ウエストパックは授権株式資本を持たず、普通株式は無額面である。普通株式の株主は、配当金を受取り、ウエ

ストパックの清算時には保有株式数及び保有株式に係る支払金額の割合に応じた金額の割当を受取る権利を有す

る。

普通株式の株主は、株主総会において、本人あるいは委任状により、１株当たり１議決権を得る。

 

普通株式数の増減の調整表

 

 連結及び親会社

 2024年 2023年

 株数 株数

期首残高 3,509,076,960 3,501,127,694

配当金株式再投資制度による発行株式
a － 7,949,266

株式買戻し
b (67,665,599) －

期末残高 3,441,411,361 3,509,076,960
 

 

a
　2024年度の中間配当金、2023年度の中間及び最終配当金に対する配当金株式再投資制度は、第三者による既存株式を購入す

ることにより履行されたため、発行済株式数に影響はなかった。2022年度の最終配当金については、参加者は株式を１株当

たり平均価格23.86豪ドルで受領したため、株式資本は192百万豪ドル増加した。

b
　2024年度において、ウエストパックは、25億豪ドル相当のWBC普通株式を株式市場で買戻しする予定であることを発表し

た。2024年９月30日現在、ウエストパックは、普通株式67,665,599株(1,812百万豪ドル)を１株当たり平均価格26.78豪ドル

で買戻し、消却した。
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市場で買戻された普通株式

 

 連結及び親会社

 2024年

 株数 平均価格(豪ドル)

株式報酬制度について：   

従業員持株制度(以下「ESP」という。) 1,294,803 21.05

制限株式
a 2,456,247 23.02

ウエストパック業績連動型制度(以下「WPP」という。)
－行使された新株引受権

317,173 22.00

ウエストパック株式インセンティブ制度(EIP)
－行使された業績目標のない新株引受権

836 21.47

ウエストパック長期変動報酬制度(以下「LTVR」という。)

－行使される新株予約権
b 679,694 32.54

市場で買戻された普通株式合計 4,748,753 －
 

 

a
　RSP及びEIPに基づき従業員に割当てられた普通株式は、株式の権利確定まで自己株式に分類される。

b
　2024年９月に、将来の新株予約権行使のために679,694株を購入した。

 

株式報酬制度に関する詳細は、注記31を参照のこと。
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積立金の増減の調整表

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

FVOCIで測定する負債証券に関する積立金     

期首残高 (165) 62 103 313

公正価値の変動による純利益/(損失) (591) (187) (813) (179)

税効果 180 59 243 53

損益計算書への振替 5 (125) 5 (125)

税効果 (1) 39 (1) 39

FVOCIで測定する負債証券に係る損失引当金計上額 1 1 1 1

その他 3 (14) － 1

期末残高 (568) (165) (462) 103

FVOCIで測定する持分証券に関する積立金     

期首残高 126 136 (15) 5

公正価値の変動による純利益/(損失) (2) (19) (5) (29)

換算から生じる為替差額 1 － － －

税効果 2 9 2 9

期末残高 127 126 (18) (15)

株式報酬に関する積立金     

期首残高 1,983 1,893 1,874 1,784

株式報酬費用 96 90 96 90

期末残高 2,079 1,983 1,970 1,874

キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金     

期首残高 152 813 (203) 440

公正価値の変動による純利益/(損失) 501 (635) 873 (570)

税効果 (158) 189 (262) 171

損益計算書への振替 77 (309) 132 (349)

税効果 (24) 94 (39) 105

期末残高 548 152 501 (203)

外貨換算積立金     

期首残高 (138) (505) (141) (195)

在外営業活動体の換算から生じる為替差額 (328) 522 (165) 151

純投資ヘッジに係る利益/(損失) 28 (155) 31 (97)

期末残高 (438) (138) (275) (141)

その他の積立金     

期首残高 (23) (21) 41 41

所有者との取引 7 (2) － －

期末残高 (16) (23) 41 41

積立金合計 1,732 1,935 1,757 1,659
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注記27.　自己資本比率

 

APRAは、ウエストパックを含むADIの健全性規制当局である。APRAは以下の評価基準を用いてADIの規制資本を測

定している。

 

資本レベル  定義

普通株式等Tier 1資本

(以下「CET1」とい

う。)

 払込株式資本、利益剰余金及び特定の積立金から特定の無形資産、資産化された費

用及びソフトウェアを控除した最高水準の資本の構成要素、並びに自己資本比率の

観点から連結されていない保険及びファンド管理子会社への投資及び利益剰余金に

より構成される。

Tier 1資本  CET1とAT1資本の合計。AT1資本は、CET1に含まれないものの損失吸収の性格を有す

る特定の有価証券から成る高水準の資本の構成要素により構成される。AT1商品は

特定のトリガー事由が発生した場合に株式に転換され、損失を吸収する。

総規制資本  Tier 1資本とTier 2資本の合計。Tier 2資本には、程度は異なるが、Tier 1の資本

要件を満たさないものの、ADIの全般的な強化と、特定のトリガー事由が発生した

場合にその損失吸収力の向上に貢献する劣後商品及びその他の資本の構成要素が含

まれる。

レバレッジ比率  レバレッジ比率は、Tier 1資本をエクスポージャー測定値で割ったものとして算定

される。エクスポージャー測定値は、オン・バランスシート項目、金融派生商品の

エクスポージャー、証券金融取引(SFT)のエクスポージャー、及び市場以外に関連

するオフ・バランスシートのエクスポージャーで構成される。
 

 

APRAの健全性基準により、ウエストパックを含むオーストラリアのADIは、健全性基準の資本要件(以下「PCR」

という。)を以下の数値以上に維持するよう義務付けられている。

・　CET1比率を4.5％以上

・　Tier 1資本比率を6.0％以上

・　合計規制自己資本比率を8.0％以上

また、APRAは、ウエストパックを含むADIに対して、業界のPCRを超えるPCRを満たすよう求めている。APRAは、

各ADIに課したPCRの開示を認めていない。また、APRAはADIに対して、以下から成る追加的CET1バッファーを保有

するよう求めている。

・　APRAが国内におけるシステム上重要な銀行(以下「D-SIB」という。)に指定するADIについては、4.75％の資本

保全バッファー(１％のサーチャージを含む)。APRAはウエストパックをD-SIBに指定している。

・　1.0％のカウンターシクリカル資本バッファー。カウンターシクリカル・バッファーは各管轄区域で設定さ

れ、APRAはオーストラリアにおける基準設定を担当している。カウンターシクリカル・バッファー要件は、現

在、オーストラリアのエクスポージャーに対して1.0％がデフォルトとして設定されているが、これはAPRAに

よって0％から3.5％の範囲で変更される可能性がある。

上述のバッファーは総称して「資本バッファー」と呼ばれる。CET1比率が資本バッファーの範囲内にある場合、

利益配分に制限が適用される。この中には、配当金、AT1資本の分配金及び従業員への変動賞与を通じて分配可能

な利益額に対する制限が含まれる。
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ウエストパックに対するCET1要件の合計は10.25％以上(業界のCET1要件の最低値である4.5％に、D-SIBに適用さ

れる5.75％以上の資本バッファーを加算したもの)、Tier 1資本比率要件は11.75％以上、及び合計規制自己資本比

率要件は13.75％である
1
。

さらに、APRAの資本フレームワークでは、ADIに対してレバレッジ比率を最低3.5％は維持することも求めてい

る。APRAが各ADIの最低レバレッジ比率を変更する可能性もある。

 

1
　APRAは各ADIに対してより高い要件を適用する可能性があることに注意すべきである。

 

資本管理戦略

ウエストパックは資本管理アプローチについて、年１回の自己資本充実度評価プロセス(ICAAP)を通じて評価し

ている。主な特徴は以下のとおりである。

・　規制上の最低値、資本バッファー及び不測の事態への対応計画の検討を含む資本管理戦略の策定。

・　規制資本要件の検討、並びに格付機関、株式投資家及び債券投資家などの外部の利害関係者の観点の考慮。

・　さまざまな不利な経済シナリオの下でウエストパックのリスク耐性を検証するストレス・テストのフレーム

ワーク。

 

取締役会は、通常の事業状況における目標CET1運転資本の範囲を、11.0％から11.5％の間とすることを決定し

た。
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注記28.　配当金
 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期末現在で認識されていない配当金      

期末以降に取締役は以下の配当金の支払いを
提案している：

     

最終配当金１株当たり76豪セント(2023年度：
72豪セント、2022年度：64豪セント)で、す
べて30％での税率で全額フランキング済

2,615 2,527 2,241 2,615 2,527

期末現在で認識されていない配当金合計 2,615 2,527 2,241 2,615 2,527
 

 

取締役会は、全額フランキング済の最終配当金１株当たり76豪セントを、2024年11月８日時点で登録されている

株主に対して2024年12月19日に支払うことを決定した。

株主は、配当金を現金で受取るか、又は配当金株式再投資制度に基づき、配当金を追加の株式に再投資するかを

選択できる。

取締役会は、第三者による株式の市場買付を手配することで、普通株式最終配当金に対する配当金株式再投資制

度(以下「DRP」という。)を履行することを決定した。DRP参加者に提供される株式数の決定に使用する市場価格

は、2024年11月13日からの15取引日に設定され、割引部分は含まれない。

当年度に認識した配当金の詳細は、持分変動計算書に記載されている。

次年度以降数年間に親会社が利用可能なオーストラリアのフランキング・クレジットは、3,504百万豪ドル(2023

年度：3,520百万豪ドル、2022年度：3,298百万豪ドル)である。これは、フランキング・クレジットの期末残高と

して計算され、オーストラリアの当期税金負債及び提案される2024年度の最終配当金について調整される。

 

ニュージーランドの株式帰属方式税額控除(インピュテーション・クレジット)

１株当たり0.06ニュージーランド・ドル(2023年度：0.07ニュージーランド・ドル、2022年度：0.08ニュージー

ランド・ドル)のニュージーランドの株式帰属方式税額控除が、提案される2024年度の最終配当金に付されること

になる。その後数年度にわたって親会社が利用可能なニュージーランドの株式帰属方式税額控除は、374百万

ニュージーランド・ドル(2023年度：557百万ニュージーランド・ドル、2022年度：678百万ニュージーランド・ド

ル)である。これは、オーストラリアのフランキング・クレジットと同じ基準で計算されるが、ニュージーランド

の当期税金負債勘定が用いられる。
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グループ構造

 

注記29.　子会社及び関連会社に対する投資

 

会計方針

子会社

ウエストパックの子会社とは、ウエストパックが当該企業から生じる変動リターンに対するエクスポージャー又

は権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーを通じて当該リターンに影響を及ぼすことが可能なため、支配し連

結している企業をいう。

ウエストパックが子会社の支配を中止する場合には、子会社への留保持分があれば公正価値で再測定し、その結

果生じる損益は損益計算書に認識される。

子会社におけるウエストパックの所有持分が変動しても、その結果、支配を喪失しない場合には、持分保有者と

の取引として会計処理される。

親会社の財務書類において、子会社に対する投資は取得原価で当初計上され、その後、取得原価と回収可能価額

のいずれか低い方の金額で保有される。

ウエストパックの事業体間の取引はすべて、連結上相殺消去される。

 

関連会社

関連会社とは、ウエストパックが、営業及び財務方針について重要な影響力を有しているが支配はしていない事

業体である。ウエストパックは関連会社を持分法で会計処理している。関連会社に対する投資は取得原価で当初認

識され(子会社の支配の喪失に伴い公正価値で認識される場合を除く)、取得後の関連会社の利益(又は損失)に対す

るウエストパックの持分に相当する金額分だけ各年度において増加(又は減少)する。関連会社からの配当金受取額

は、関連会社に対する投資を減少させる。

外国会社の大部分は設立国において事業を営んでいる。非法人事業体の「設立国」については、事業を営んでい

る国を記載している。全被支配事業体の事業年度は、別途記載のない限り、ウエストパックと同じである。ウエス

トパックは、ウエストパックが信託への関与から生じる変動リターンを有し、かつ、当該信託に対するパワーを通

じて当該リターンに影響を及ぼす能力を有している、多数のユニット型信託をその時々に連結している。これらの

ユニット型信託は表には含まれていない。
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被支配事業体の完全なリストは連結対象事業体に関する開示書類に記載されている。以下の表には、2024年９月

30日現在のウエストパックの重要な被支配事業体が含まれている。

 
社名  設立国

Westpac Financial Services Group Pty Limited  オーストラリア

BT Portfolio Services Limited  オーストラリア

Capital Finance Australia Limited  オーストラリア

Crusade Trust No.2P of 2008  オーストラリア

Series 2008-1M WST Trust  オーストラリア

Series 2022-1P WST Trust  オーストラリア

Series 2024-1 WST Trust  オーストラリア

Westpac Term PIE Fund  ニュージーランド

Westpac Covered Bond Trust  オーストラリア

Westpac Equity Holdings Pty Limited  オーストラリア

Westpac Overseas Holdings No. 2 Pty Limited  オーストラリア

Westpac Securitisation Holdings Pty Limited  オーストラリア

Westpac New Zealand Group Limited  ニュージーランド

ウエストパック・ニュージーランド・リミテッド  ニュージーランド

Westpac NZ Covered Bond Limited
a  ニュージーランド

Westpac NZ Securitisation Limited
a  ニュージーランド

Westpac Securities NZ Limited  ニュージーランド

ウエストパックバンク-PNG-リミテッド  パプアニューギニア
 

 

a
　当行グループは、これらの事業体の19％を間接的に所有している。ただし、契約上及び仕組上、これらの事業体はいずれも

当行グループの被支配事業体とみなされる。

 

以下の被支配事業体は、2001年会社法の決算日の統一に関する規定への準拠を免除されている：Westpac Cash

PIE Fund、Westpac Notice Saver PIE Fund、Westpac Term PIE Fund。

以下の重要な被支配事業体は完全所有ではない。

 
所有割合 2024年 2023年

ウエストパックバンク-PNG-リミテッド
a 89.9％ 89.9％

Westpac NZ Covered Bond Limited 19.0％ 19.0％

Westpac NZ Securitisation Limited 19.0％ 19.0％
 

 

a
　2024年９月、ウエストパックは8.74％を追加取得した。報告日現在、PNGにおける株式譲渡登記はまだ処理中である。これ

が完了すれば、ウエストパックの持ち株比率は98.65％に上昇することになる。

 

非支配株主持分

NCIの残高の詳細については注記26に記載されている。ウエストパックにとって重要性のあるNCIはない。
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重要な制限

ウエストパック内の企業間での現金又はその他の資産の譲渡、配当金又はその他の資本分配金の支払い、貸付金

の提供又は返済に関する重要な制限はなかった。ウエストパックによるウエストパックの資産へのアクセス又は資

産の利用及び負債の決済に関しても、NCIの保護的権利に起因する重要な制限はなかった。

 

関連会社

ウエストパックにとって重要性のある関連会社はない。

 

子会社又はその他の事業の持分の変動

取得した事業

９月30日終了年度

2024年度－ウエストパックは以下を取得した。

・　2024年９月11日、ウエストパック・バンク-PNG-リミテッドの持分8.74％相当の非支配株主持分を取得、ウエ

ストパックの持分は98.65％に上昇。

・　2024年４月６日、ヘルスポイント・クレームズ・ピーティワイ・リミテッドの事業。

2023年度－取得した事業はなかった。

2022年度－ウエストパックは2021年12月13日にマネーブリリアント・ピーティワイ・リミテッド(100％持分)を

取得した。

売却した事業

９月30日終了年度

2024年度－売却した事業はなかった。

2023年度－ウエストパックは、2023年３月31日にアドバンス・アセット・マネジメント・リミテッドに対する持

分を売却した。

2022年度－ウエストパックは、以下の事業に対する持分を売却した。

・　ウエストパック・ライフNZリミテッド(2022年２月28日売却)

・　ウエストパックのモータービークル・ディーラーファイナンス及びノベーテッドリース事業(2022年３月24

日売却)

・　ウエストパック・ライフ・インシュアランス・サービシズ・リミテッド(2022年８月１日売却)
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注記30.　組成された企業

 

会計方針

組成された企業は通常、特定の明確化された目的を達成するために設立されており、その事業は特定の資産の購

入などのみに限定されている。組成された企業は一般的に、対象となる資産によって担保されている、及び/又は

それらの資産に連動している債券又は持分証券によって、資金調達を行っている。組成された企業が発行した負債

証券及び持分証券は、劣後のレベルがさまざまなトランシェを含む場合がある。

組成された企業は子会社に分類され、注記29の定義を満たした場合に連結される。ウエストパックが組成された

企業を支配しない場合、連結は行われない。

ウエストパックは、連結対象及び非連結の組成された企業と、主に証券化、資産担保付及びその他のストラク

チャード・ファイナンス、並びにファンドの管理業務などのさまざまな取引を行っている。

 

連結対象の組成された企業

証券化及びカバード債

ウエストパックは、２つのカバード債プログラムを含め、自社の金融資産を証券化し、住宅ローン債権のプール

を倒産隔離されている組成された企業に割り当てるために、組成された企業を利用している。詳細については、注

記15を参照のこと。

 

ウエストパックが管理するファンド

ウエストパックは、多数の投資管理ファンドの責任企業及び/又はファンド管理会社として行動している。ウエ

ストパックはファンド管理会社として、代理人ではなく本人として行動しているとみなされる場合に、当該ファン

ドを連結している。本人か代理人かの決定には、ウエストパックが変動リターンに対する十分なエクスポージャー

を有しているかどうかの判断を行うことが必要である。

 

契約外の財政支援

ウエストパックは、これらの連結対象の組成された企業に対して契約外の財政支援を行っていない。

 

非連結の組成された企業

ウエストパックは、債券又はエクイティ商品、保証、流動性及びその他の与信契約、貸付金、ローン・コミット

メント、特定の金融派生商品、並びに投資管理契約を含め、さまざまな非連結の組成された企業に対する持分を有

している。

持分は、複雑でない金融派生商品(金利又は通貨スワップなど)、企業の変動を吸収するよりも変動をもたらす金

融商品(クレジット・デフォルト・スワップに基づく信用保証など)、並びに単なる組成された企業ではなくより広

範囲な営業活動を行う企業に対する求償権が付された組成された企業に対する貸付を除いている。
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通常の事業活動において発生する非連結の組成された企業に対するウエストパックの主な持分は、以下のとおり

である。

 

トレーディング目

的有価証券
 

ウエストパックは組成された企業に対する持分を活発に売買しており、通常、それ以外

には組成された企業に関与していない。ウエストパックは、これらの有価証券に係る受

取利息を稼得しており、また、トレーディング収益を通じた公正価値の変動を利息以外

の収益に認識している。

投資有価証券  

ウエストパックは、流動性目的でモーゲージ担保付証券を保有しており、通常、それ以

外には組成された企業に関与していない。これらの資産は、高格付の投資適格証券であ

り、RBA又は他の中央銀行との買戻契約に適格である。ウエストパックは受取利息を稼得

しており、また、これらの資産の売却から生じる純損益は損益計算書に認識される。

貸付金及びその他

の信用コミット

メント

 

ウエストパックは、利息及び手数料収益を得るために、ウエストパックの担保及び信用

承認プロセスを条件として、非連結の組成された企業に貸付を行っている。組成された

企業は主に、不動産信託、証券化事業体並びにプロジェクト及び不動産ファイナンス取

引に関連するもので構成されている。

投資管理契約  

ウエストパックはファンドを管理し、顧客に投資機会を提供している。ウエストパック

は、管理報酬を得ており、利息以外の収益に認識される。

ウエストパックはまた、これらの投資管理ファンドの受益証券を保有することがある。

ウエストパックは、ファンドの受取分配金を得ており、利息以外の収益を通じて公正価

値の変動を認識している。
 

 

非連結の組成された企業に対するウエストパックの持分及びこれらの持分に関連した損失に対する最大エクス

ポージャーは、以下の表のとおりである。最大エクスポージャーは、損失リスクを軽減するような担保又はヘッジ

は考慮されていない。

・　非連結の組成された企業に対する債券及びエクイティ商品、並びに貸付金を含むオンバランスの金融商品につ

いて、損失に対する最大エクスポージャーは帳簿価額である。

・　流動性ファシリティを含むオフバランスの金融商品、貸付金及びその他の信用コミットメント、並びに保証に

ついて、損失に対する最大エクスポージャーは、名目元本である。
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 連結

 

第三者のモー
ゲージ及びそ
の他の資産担
保付証券に

対する投資
a

証券化
ビークルに
対する融資

当行グループ
が管理する
ファンド

その他の
組成された
企業に

対する持分

合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2024年      

資産      

トレーディング目的有価証券及びFVISで
測定する金融資産

1,055 － 2 8,241 9,298

投資有価証券 8,881 － － － 8,881

貸付金 － 27,786 － 23,871 51,657

その他の金融資産 2 － 53 － 55

オンバランスのエクスポージャー合計 9,938 27,786 55 32,112 69,891

オフバランスのエクスポージャーの
名目元本合計

－ 7,638 － 9,145 16,783

損失に対する最大エクスポージャー 9,938 35,424 55 41,257 86,674

組成された企業の規模
b 90,864 35,424 15,811 41,257 183,356

      

2023年      

資産      

トレーディング目的有価証券及びFVISで
測定する金融資産

1,436 － 2 1,989 3,427

投資有価証券 6,538 － － － 6,538

貸付金 － 26,176 － 22,439 48,615

その他の金融資産 1 － 54 － 55

オンバランスのエクスポージャー合計 7,975 26,176 56 24,428 58,635

オフバランスのエクスポージャーの
名目元本合計

－ 9,269 － 7,930 17,199

損失に対する最大エクスポージャー 7,975 35,445 56 32,358 75,834

組成された企業の規模
b 71,193 35,445 16,352 49,943 172,933

 

 

a
　第三者のモーゲージ及びその他の資産担保付証券に対する当行グループの持分は債券の上位トランシェであり、投資適格に

格付されている。

b
　当該企業の資産合計又は時価総額のいずれか、あるいはそれらが入手できない場合には当行グループの確定エクスポー

ジャー合計(貸付契約並びに負債証券及び持分証券の外部保有について)、管理しているファンド(当行グループの管理してい

るファンドについて)、あるいは発行済債券の合計価額(第三者の資産担保証券に対する投資について)に相当する。

 

契約外の財政支援

ウエストパックは、これら非連結の組成された企業に契約外の財政支援を行っていない。

 

前へ　　　次へ
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その他

 

注記31.　株式報酬

 

会計方針

ウエストパックは、従業員により提供された役務に対する報酬全体の構成要素として、さまざまな株式報酬契約

を従業員と締結している。株式報酬契約は、株式を無償で受取る権利(新株引受権)及び制限株式(無償で発行)から

成る。株式報酬契約は通常、特定の期間にわたる継続的な雇用(雇用期間又は権利確定期間)が必要とされ、業績目

標(権利確定条件)が含まれる場合がある。各契約の詳細は以下に記載のとおりである。

株式報酬は、現金決済型又は持分決済型のいずれかの契約として分類しなければならない。ウエストパックは現

金での決済を義務付けられていないため、ウエストパックの重要な契約は持分決済型である。

 

新株引受権

新株引受権は持分決済型契約である。公正価値は付与日現在で測定され、役務受領期間にわたり費用として認識

され、同額が株主持分の株式報酬に関する積立金で増加する。

新株引受権の公正価値は、付与分の権利確定及び市場関連の業績目標を織り込んだ２項式/モンテカルロ・シ

ミュレーション価格決定モデルを用いて付与日現在で見積られる。新株引受権の公正価値は、ウエストパックによ

る従業員の継続的な雇用などの市場以外の権利確定条件を除いている。そのかわり、市場以外の権利確定条件は、

権利確定が予想される新株引受権の数の見積りに織り込まれ費用として認識される。各報告日現在、市場以外の権

利確定に関する仮定は更新され、毎年認識される費用には直近の見積りが考慮される。付与日以降に公正価値の再

見積りは行われないため、市場に関連する仮定は毎年は更新されない。

2023年１月１日までは、新株引受権は、ウエストパック長期変動報酬制度(以下「LTVR」という。)及びウエスト

パック業績連動型制度(WPP)に基づき発行されていた。2023年１月１日以降、新株引受権は、株式インセンティブ

制度(EIP)に基づいて発行される。詳細は以下を参照のこと。

 

制限株式

制限株式は持分決済型契約として会計処理されている。無償で従業員に割り当てられた株式の公正価値は、権利

確定期間にわたり費用として認識され、同額が株主持分の株式報酬に関する積立金で増加する。従業員に対する義

務を履行するために発行される普通株式の公正価値は付与日に測定され、株主持分の独立した項目として認識され

る。

2023年１月１日までは、制限株式は、制限株式制度(RSP)に基づき発行されていた。2023年１月１日以降、制限

株式は、株式インセンティブ制度(EIP)に基づいて発行される。詳細は以下を参照のこと。
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株式インセンティブ制度(EIP)

株式インセンティブ制度(EIP)は2023年１月１日より導入され、RSP、WPP及びLTVRの各制度に代わる統合された

制度である。RSP、WPP及びLTVRに基づく既存の割当は引き続き各制度の規則に従うが、2023年１月１日以降の付与

はすべてEIPに基づき実施される。EIPに基づき発行される証券には、制限株式、業績目標のない新株引受権、業績

連動型新株引受権及び制限新株引受権が含まれる。EIPの基本的条件はRSP、WPP及びLTVRと類似しており、上記の

新株引受権及び制限株式と同様に持分決済型契約として会計処理される。

上記の制度に関して、取締役会は、特定の状況において、権利未確定の割当をゼロにすることも含めて調整する

裁量権を有している。クローバックは、法的に許容されかつ実務上可能な範囲で、権利確定済の報奨にも適用する

ことができる。

 

従業員持株制度(ESP)

無償で従業員に割り当てられる予定の株式の価値は、事業年度にわたり費用として認識され、その他の従業員給

付として引当計上される。従業員に対する義務を履行するために発行される普通株式の公正価値は株主持分に認識

される。従業員に対する義務を履行するための株式を市場で買戻すこともある。

 

制度の名称

ウエストパック長期変

動報酬制度(LTVR)/EIP

LTVR－業績連動型新株

引受権及び制限新株引

受権

ウエストパック業績

連 動 型 制 度 (WPP)

/EIP－業績目標のな

い新株引受権

制限株式制度(RSP)

/EIP－制限株式

従 業 員 持 株 制 度

(ESP)

株式報酬の種類 新株引受権(無償で割

当)。

 

新株引受権(無償で

割当)。

 

ウエストパック普通

株式(無償で割当)。

ウエストパック普通

株式(無償で割当)、

従業員１人当たり年

間1,000豪ドルを上

限とする。

利用方法 取締役の報酬と説明責

任を、長期的な株主利

益に一致させる。

主にニュージーラン

ドの従業員及びオー

ストラリア以外を拠

点とする主要な従業

員に対する短期変動

報酬の一部の強制的

な繰延べに使用。

主に主要な従業員に

対する報奨の付与並

びに一部のオースト

ラリアの従業員及び

その他一部の海外管

轄区域の従業員に対

する短期変動報酬の

一部の強制的な繰延

べに使用。

オーストラリアの適

格従業員に対する報

奨の付与(前年度に

関して他の制度に基

づき金融商品をすで

に提供されている場

合を除く)。

行使価格 なし なし 該当なし 該当なし
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業績条件
a 2024年度の報奨：報奨

の50％は４年間の業績

期間にわたる相対的株

主 総 利 回 り ( 以 下

「TSR」という。)に照

らして測定され(業績連

動型新株引受権)、残り

の50％はリスクカル

チャー及びその他の内

部指標に照らして測定

される(制限新株引受

権)。すべての参加者に

付与される業績連動型

新株引受権及びCEOに付

与される制限新株引受

権には、テスト期間終

了後に、さらなる繰延

期間が適用される。

 

2020年度から2023年度

の報奨：４年間の業績

期間にわたるTSR。

なし なし なし

勤務条件 権利確定期間を通じて

の継続雇用又は取締役

会による決定による。

権利確定期間を通じ

ての継続雇用又は取

締役会による決定に

よる。

制限期間を通じての

継続雇用又は取締役

会による決定によ

る。

株式は通常、従業員

がウエストパックを

退職しない限り、付

与から３年間ESP内

での留保が義務付け

られている。

権利確定期間(費用

が認識される期間)
b

2020年度から2023年度

の報奨：４年間

 

2024年度業績連動型新

株引受権CEO報奨：６年

間

 

2024年度業績連動型新

株引受権GE報奨：５年

間

 

2024年度制限新株引受

権CEO報奨：50％は４年

間で50％は５年間

 

2024年度制限新株引受

権GE報奨：４年間

付与時に定められた

確定期間
b
。

付与時に定められた

確定期間。

１年間

期間終了時の取扱い 期間終了時に自動的に

行使される。

期間終了時に自動的

に行使される。

株式は、権利確定期

間終了時に制限が解

除される。

株式は、制限期間終

了時又は従業員のウ

エストパック退職時

に制限が解除され

る。

従業員は権利確定期

間に配当金及び議決

権を受け取るか？
c

いいえ いいえ はい はい
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a
　取締役会は、報奨の全部又は一部が適切ではなかったと取締役会が判断する深刻な状況若しくは新たな情報が判明した場

合、又は法律若しくは健全性基準によって要求される場合、深刻な違法行為を含む特定の状況において、制限株式、業績目

標のない新株引受権、業績連動型新株引受権及び制限新株引受権の数をゼロにすることも含め下方調整する裁量権を有す

る。取締役会は、当年度及び繰延べSTVRに対する調整が不十分であるか又は利用できないと考えられる場合、通常は権利確

定されていないLTVRに対して調整を適用する。クローバックは、法的に許容されかつ実務上可能な範囲で、権利確定済の

LTVRにも適用することができる。

b
　2020年度から2023年度のLTVR報奨及び業績目標のないWPP/EIP報奨に基づき2015年７月より後に付与された新株引受権で権

利確定したものは、開始日から最長で15年(ニュージーランドでは通常10年)の間これを行使することができる。2024年度

LTVR報奨に基づく権利確定済の新株引受権(業績連動型新株引受権及び制限新株引受権)は、権利確定日から２年以内に権利

行使が可能である。

c
　LTVR制限新株引受権は、権利確定期間中に配当金が累積される。LTVR業績連動型新株引受権は、業績期間後のさらなる繰延

期間にのみ配当金が累積される。これらの配当金相当支払額は、権利確定の対象となるLTVR制限新株引受権又は業績連動型

新株引受権の数を、適用期間中の各登録日における宣言された配当金額で乗じることにより計算される。この計算にはフラ

ンキング・クレジットは含めない。これらは繰延期間の終了時に支払われる。

 

各株式報酬制度は以下のように数値化される。

 

ⅰ　ウエストパック株式インセンティブ制度(EIP)－業績目標のない新株引受権

 

 
期首現在
未行使

期中付与 期中行使 期中失効
期末現在
未行使

期末現在
未行使かつ
行使可能

2024年       

新株引受権       

１年の権利確定期間 4,252 111,458 836 3,416 111,458 －

２年の権利確定期間 7,714 81,828 － － 89,542 －

３年の権利確定期間 2,862 29,584 － － 32,446 －

４年の権利確定期間 9,870 76,116 － 4,225 81,761 －

５年の権利確定期間 － 15,270 － － 15,270 －

６年の権利確定期間 － 9,661 － － 9,661 －

７年の権利確定期間 － 10,250 － － 10,250 －

新株引受権合計 24,698 334,167 836 7,641 350,388 －

加重平均残存契約期間 10.6年    13.8年  

2023年       

新株引受権 － 24,698 － － 24,698 －
 

 

当年度において発行されたEIPにおける役務ベースの新株引受権の付与日現在の加重平均公正価値は20.65豪ドル

(2023年度：19.52豪ドル)であった。
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ⅱ　ウエストパック株式インセンティブ制度(EIP)長期変動報酬制度(LTVR)－業績連動型新株引受権及び制限新株

引受権

 

 
期首現在
未行使

期中付与 期中行使 期中失効
期末現在
未行使

期末現在
未行使かつ
行使可能

2024年       

新株引受権 － 898,756 － － 898,756 －

加重平均残存契約期間 0年    5.8年  

2023年       

新株引受権 － － － － － －
 

 

当年度において発行されたEIP LTVRの業績連動型新株引受権及び制限新株引受権の付与日現在の加重平均公正価

値は18.00豪ドル(2023年度：なし)であった。

 

ⅲ　ウエストパック長期変動報酬制度(LTVR)

 

 
期首現在
未行使

期中付与 期中行使 期中失効
期末現在
未行使

期末現在
未行使かつ
行使可能

2024年       

新株引受権 4,028,972 － － 645,174 3,383,798 －

加重平均残存契約期間 12.6年    11.9年  

2023年       

新株引受権 3,777,179 1,054,449 － 802,656 4,028,972 －
 

 

2023年１月１日からのEIP導入に伴い、2024年９月30日終了事業年度においてLTVR新株引受権は発行されていな

い。2023年９月30日終了事業年度において発行されたLTVR新株引受権の付与日現在の加重平均公正価値は11.90豪

ドルであった。
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ⅳ　ウエストパック業績連動型制度(WPP)

 

 
期首現在
未行使

期中付与 期中行使 期中失効
期末現在
未行使

期末現在
未行使かつ
行使可能

2024年       

新株引受権       

１年の権利確定期間 136,521 － 56,966 15,219 64,336 60,779

２年の権利確定期間 173,646 － 46,602 28,533 98,511 38,257

３年の権利確定期間 50,168 － 12,523 － 37,645 9,243

４年の権利確定期間 428,203 － 201,082 13,323 213,798 2,799

５年の権利確定期間 6,927 － － － 6,927 －

６年の権利確定期間 6,576 － － － 6,576 －

７年の権利確定期間 6,977 － － － 6,977 －

新株引受権合計 809,018 － 317,173 57,075 434,770 111,078

加重平均残存契約期間 12.2年    11.7年  

2023年       

新株引受権 788,794 265,859 182,624 63,011 809,018 100,303
 

 

2023年１月１日からのEIP導入に伴い、2024年９月30日終了事業年度においてWPP新株引受権は発行されていな

い。2023年９月30日終了事業年度において発行されたWPP新株引受権の付与日現在の加重平均公正価値は20.81豪ド

ルであった。

 

ⅴ　ウエストパック株式インセンティブ制度(EIP)－制限株式

 

割当日
期首現在
未行使

期中割当 制限解除 期中失効
期末現在
未行使

2024年度 310,649 2,393,902 115,752 38,327 2,550,472

2023年度 － 313,599 2,950 － 310,649
 

 

当年度において発行されたEIP株式の付与日現在の加重平均公正価値は23.14豪ドル(2023年度：22.23豪ドル)で

あった。

 

ⅵ　制限株式制度(RSP)

 

割当日
期首現在
未行使

期中割当 制限解除 期中失効
期末現在
未行使

2024年度 4,916,346 － 2,085,417 92,540 2,738,389

2023年度 5,036,346 1,908,170 1,845,884 182,286 4,916,346
 

 

2023年１月１日からのEIP導入に伴い、2024年９月30日終了事業年度においてRSP株式は発行されていない。2023

年９月30日終了事業年度において発行されたRSP株式の付与日現在の加重平均公正価値は23.50豪ドルであった。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

444/623



ⅶ　従業員持株制度(ESP)

 

 割当日 参加者数
参加者１人当たり
平均割当株式数

割当株式数合計
１株当たり

市場価格
a 公正価値合計

2024年度 2023年11月23日 27,549人 47株 1,294,803株 21.20豪ドル 27,449,824豪ドル

2023年度 2022年11月24日 27,541人 42株 1,156,722株 23.75豪ドル 27,472,148豪ドル
 

 

a
　割当のための１株当たり市場価格は、付与日までの５日間の取引高加重平均価格に基づいている。

 

2023年度のESP報奨は、市場での株式購入によって履行された。

2024年９月30日現在のESPに関して計上した負債は28百万豪ドル(2023年度：28百万豪ドル)であり、その他の従

業員給付に引当計上された。

 

ⅷ　その他の制度

ウエストパックはまた、当行グループの小規模な特定部分に制度を提供している。当該制度に基づく給付は、事

業の対象部分の成長及び業績に直接連動する。当該制度は、費用及び利益の希薄化の観点から個別でも全体でもウ

エストパックにとって重要ではない。

現在発行済の株式オプション及び/又は新株引受権の保有者全員の氏名がウエストパックのオプション保有者登

録簿に記載され、この登録簿はニュー・サウス・ウェールズ州シドニー市ジョージ・ストリート680番地12階の

Link Market Servicesにおいて閲覧することができる。

 

ⅸ　公正価値の仮定

新株引受権の公正価値は、各付与日現在で個別に算定されている。

相対的TSRに基づく業績目標のある新株引受権の公正価値は、モンテカルロ・シミュレーション価格決定モデル

を用いて算定された平均TSRの結果を考慮している。

TSRに基づく業績目標のない新株引受権(すなわち業績目標のない新株引受権及び制限新株引受権)の公正価値

は、付与日現在の株価を参照して算定されている。権利確定期間にわたる予想配当利回りを反映する割引率も業績

目標のない新株引受権及びLTVR業績連動型新株引受権に適用されている。

その他の重要な仮定には以下が含まれる。

・　リスク・フリー金利のリターン3.8％(TSRに基づく業績目標のある付与に適用)

・　ウエストパック株式に係る配当利回りはLTVRに基づく発行及びEIPに基づく発行とも5.5％(TSRに基づく業績目

標のある付与に適用)

・　ウエストパックのTSRのボラティリティ26％(TSRに基づく業績目標のある付与に適用)

・　TSRに基づく業績目標のある付与については、比較企業グループ及びウエストパックのTSRのボラティリティ及

びその相関係数
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注記32.　退職年金契約

 

会計方針

ウエストパックは、確定給付制度の資産又は負債について、確定給付債務と制度資産の公正価値の純額で認識し

ている。確定給付債務は、見積将来キャッシュ・フローを質の高い長期社債の金利を用いて割り引いた現在価値と

して算定される。

退職年金費用は営業費用に認識され、再測定はOCIを通じて認識される。

 

重要な会計上の仮定及び見積り

当該制度の債務の保険数理上の評価は一連の仮定によって決まり、主に物価のインフレ、昇給率、死亡率、疾病

率、割引率及び投資収益がある。仮定が異なれば制度資産と債務の評価、並びにその結果OCIに認識される再測定

額及び損益計算書に認識される退職年金費用の金額が著しく変わる可能性がある。

 

2024年９月30日現在、ウエストパックは以下の確定給付制度を有している。

 

制度名 種類 給付金の形式
前回の保険数理士による

積立状況の評価日

ウエストパック・グループ

制度(以下「WGP」とい

う。)

確定給付及び積立
物価スライド年金及び一

括支給
2023年６月30日

ウエストパック・ニュー

ジーランド退職年金制度

(以下「WNZS」という。)

確定給付及び積立
物価スライド年金及び一

括支給
2023年６月30日

ウエストパック・バンキン

グ・コーポレーション英

国従業員退職年金制度(以

下「UKSS」という。)

確定給付
物価スライド年金及び一

括支給 2021年４月５日
a

ウエストパック英国医療給

付制度
確定給付 医療給付 該当なし

 

 

a
　UKSSの2024年度の最終的な保険数理士による積立状況の評価は、2025年に入手可能となる予定である。
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確定給付制度では新規加入者の募集を締切っている。ウエストパックには、当該制度の積立に対する年次拠出又

は確定拠出項目以外に債務はない。

WGPは、ウエストパックの主な確定給付制度であり、その信託証書の条件及びオーストラリアにおける関連する

法令に従って運用管理されている。確定給付債務は、現行の加入者の給与及び加入期間、また、年金受給者の場合

には物価のインフレに基づいている。

確定給付制度によって、ウエストパックは以下のリスクにさらされている。

・　割引率－割引率の下落により将来の支払額の現在価値が増加することになる。

・　インフレ率－インフレ率の上昇により、年金受給者への支払いが増加することになる。

・　投資リスク－投資収益の減少により、不足額を相殺するのに必要な拠出金が増加することになる。

・　死亡率リスク－加入者が仮定よりも長生きすることにより、ウエストパックが支払うべきキャッシュ・フロー

が増加することになる。

・　行動リスク－一括払いではなく、年金として一部の給付を受取る加入者の割合が増加することにより、ウエス

トパックが支払うべきキャッシュ・フローが増加することになる。

・　法令リスク－確定給付を提供するコストが増加するような法令の変更が行われる可能性がある。

投資リスクは、資産クラス間の制度資産の割り当てに関するベンチマークの設定によって管理される。長期的な

投資戦略は、以下の目的のために、比較的高水準なエクイティ投資を利用することが多い。

・　有利かつ長期的な投資リターンを確保する。

・　インフレに対してある程度の防御となる資本の評価増及び配当金の増加の機会を提供する。

保険数理上の評価に基づいて、WGP、WNZS及びUKSSの積立の勧告が行われる。確定給付制度の積立評価は、会計

上の確定給付制度の剰余金/不足額の計算とは異なる仮定に基づいている。直近の評価に基づくと、確定給付制度

資産は、140百万豪ドル(2023年度：47百万豪ドル)の剰余金があり、全加入者の確定給付の現在価値をカバーする

のに十分である。現在の拠出率は以下のとおりである。

・　WGP－加入者の給与の19.5％でWGPへ拠出される。

・　WNZS－加入者の給与の17.4％でWNZSへ拠出される。

・　UKSS－2021年度の保険数理上の評価に基づき、拠出は求められない。

 

拠出

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

雇用主の拠出 30 89 30 87

加入者の拠出 7 8 7 8
 

 

2025年９月30日に終了する事業年度における雇用主の予想拠出額は29百万豪ドルである。
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認識された費用

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

当期の勤務費用 27 26 40 26 25

給付純債務に係る利息費用純額 (11) (14) 11 (10) (14)

確定給付費用合計 16 12 51 16 11
 

 

認識された確定給付残高

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期末現在の給付債務 2,218 2,110 2,169 2,062

期末現在の制度資産の公正価値 2,424 2,320 2,380 2,274

剰余金/(不足額)純額 206 210 211 212

その他の資産に含まれる確定給付制度の剰余金 215 217 215 217

その他の負債に含まれる確定給付制度の不足額 (9) (7) (4) (5)

剰余金/(不足額)純額 206 210 211 212
 

 

確定給付債務の平均期間は12年(2023年度：12年)である。

 

重要な仮定

 

 連結及び親会社

 2024年 2023年

 
オーストラリア

の基金
海外の基金

オーストラリア
の基金

海外の基金

割引率 5.6％ 4.3％－5.0％ 5.8％ 5.1％－5.5％

昇給率 3.5％ 3.0％－3.9％ 3.6％ 3.0％－4.0％

インフレ率(年金受給者はインフレ分を増加して
受領する)

2.5％ 2.0％－3.2％ 2.6％ 2.0％－3.3％

60歳男性の平均余命 31.9年 27.6－27.8年 31.7年 27.5－27.9年

60歳女性の平均余命 34.5年 29.6年 34.3年 29.6年
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重要な仮定の変動に対する感応度

WGPに関する確定給付債務に係る仮定の変動による影響は、以下の表のとおりである。ウエストパックのその他

の確定給付制度の仮定について合理的に発生する可能性がある変動は、確定給付債務に重要な影響を与えないと考

えられる。

 

 債務の増加

 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル

割引率の0.5％の下落 136 135

年次昇給率の0.5％の上昇 3 5

インフレ率の0.5％の上昇(年金受給者はインフレ分が増額され受領する) 131 127

平均余命の１年の伸び 46 45
 

 

資産配分

以下の表は、制度の運用の内訳を資産クラス別に示している。

 

 2024年 2023年

 
オーストラリア

の基金
海外の基金

オーストラリア
の基金

海外の基金

現金 5％ 3％ 5％ 3％

エクイティ商品 43％ 9％ 43％ 8％

負債商品 26％ 5％ 26％ 7％

不動産 8％ 2％ 8％ 1％

その他の資産 18％ 81％ 18％ 81％

合計 100％ 100％ 100％ 100％
 

 

エクイティ商品及び負債商品は主に相場価格のある資産であり、不動産資産及びその他の資産は主に相場価格が

ない。その他の資産にはインフラ・ファンド及びプライベート・エクイティ・ファンドが含まれる。
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注記33.　監査報酬

 

監査人であるプライスウォーターハウスクーパース(以下「PwC」という。)及びPwCネットワーク・ファームに属

する海外ファームに対する未払報酬は以下のとおりである。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 千豪ドル 千豪ドル 千豪ドル 千豪ドル

監査及び監査関連報酬     

監査報酬     

PwCオーストラリア 28,035 25,859 27,673 25,580

海外のPwCネットワーク・ファーム 5,429 5,712 689 812

監査報酬合計 33,464 31,571 28,362 26,392

監査関連報酬     

PwCオーストラリア 2,888 2,605 2,888 2,605

海外のPwCネットワーク・ファーム 279 96 30 －

監査関連報酬合計 3,167 2,701 2,918 2,605

監査及び監査関連報酬合計 36,631 34,272 31,280 28,997

その他の報酬     

海外のPwCネットワーク・ファーム 69 282 － －

その他の報酬合計 69 282 － －

監査報酬及び非監査報酬合計 36,700 34,554 31,280 28,997
 

 

監査人に対する未払報酬は以下のように分類されている。

 

監査 年度末の監査、半期のレビュー並びに債券発行及び増資に伴うコンフォート・レター

監査関連
会計基準及び報告要件に関する相談、規制関連のコンプライアンス・レビュー

並びに債券及び資本の募集に関する保証業務

その他
システム保証、コンプライアンスに関するアドバイス及び統制レビューなど、さまざまな

サービス
 

 

ウエストパックの方針により、PwCの独立性が損なわれない、又は損なわれるように見受けられない場合、並び

にウエストパックに関する監査人の専門性及び経験が重要である場合にのみ、法定監査業務の他の業務について

PwCを利用する。すべてのサービスは、プライスウォーターハウスクーパースによる監査又は非監査サービスのエ

ンゲージメントに関するウエストパックの事前承認の方針に従い、取締役会附属監査委員会によって承認された。

PwCはまた、ウエストパックに関連があるが連結対象ではないさまざまな事業体について、6.6百万豪ドル(2023

年度：8.7百万豪ドル)の報酬を受け取った。これらの非連結事業体には、ウエストパックが支援する事業体、ウエ

ストパック・グループの事業体が受託会社、管理会社又は契約当事者である信託、退職年金基金並びに年金基金が

含まれている。
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注記34.　関連当事者の開示

 

関連当事者

ウエストパックの関連当事者とは、ウエストパックが支配する、又は重要な影響力を行使できる当事者のことで

ある。例として、子会社、関連会社、共同支配企業及び退職年金制度、並びに経営幹部及びこれらの関連する当事

者が含まれる。

 

経営幹部(以下「KMP」という。)

経営幹部とは、直接的又は間接的にウエストパックの活動を計画、指図及び管理する権限及び責任を有する者で

あり、取締役(業務執行取締役か否かを問わない)が含まれている。

 

親会社

ウエストパック・バンキング・コーポレーションは当行グループの最終的な親会社である。

 

子会社－注記29

親会社には、子会社との間に以下の関連当事者取引及び残高がある。

 
取引/残高の種類 詳細な開示箇所

子会社債務/債権の残高 貸借対照表

受取配当金/子会社との取引 注記４

受取利息及び支払利息 注記３

連結納税グループの割当及び引受 注記７

保証及び引受 注記25
 

 

子会社債務/債権の残高には、広範にわたる銀行業務及びその他金融業務が含まれている。

親会社と子会社との間の関連当事者取引の条件は、通常の商取引の条件と異なる時がある。親会社と子会社との

間の関連当事者取引は連結時に相殺消去される。

 

関連会社－注記29

ウエストパックは、通常の商取引の条件による広範にわたる銀行業務及びその他金融業務並びにファンド管理業

務を当行グループの関連会社に提供している。

 

退職年金制度

ウエストパックは確定拠出制度に対して535百万豪ドル(2023年度：509百万豪ドル)、確定給付制度に対して30百

万豪ドル(2023年度：89百万豪ドル)を拠出した。注記32を参照のこと。
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KMPの報酬

KMPの報酬合計は以下のとおりである。

 

 短期報酬 退職後給付
その他の
長期報酬

退職給付 株式報酬 合計

 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル

連結       

2024年 22,085,122 613,423 175,780 － 15,481,114 38,355,439

2023年 22,430,187 601,682 147,090 1,187,215 13,494,675 37,860,849

親会社       

2024年 20,907,779 493,529 175,780 － 14,569,565 36,146,653

2023年 21,252,526 487,514 147,090 1,187,215 12,904,703 35,979,048
 

 

KMPとのその他の取引

KMPは、通常の業務において、ウエストパックから個人銀行業務及び金融投資サービスを受けている。金利及び

担保などの条件並びにウエストパックに対するリスクは他の従業員との取引と同様であり、返済についての通常の

リスク以上のものを伴わず、又はその他の不利な特性を示していなかった。

KMP及びその関連当事者に提供された貸付金の内訳及び課された関連利息は、以下のとおりである。

 

  当年度利息未払額
期末現在貸付金

残高 貸付金を有する
KMPの人数

  豪ドル 豪ドル

2024年  1,030,280 32,064,184 10

2023年
a  741,814 20,443,546 10

 

 

a
　2023年９月30日現在の貸付金残高は修正されている。
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新株引受権保有数

SECの開示要件を遵守するために、以下の表は、2024年９月30日現在、最高経営責任者及びその他の経営幹部(そ

の関連当事者を含む)が保有する業績連動型新株引受権及び業績目標のない新株引受権の内訳を示している。

 

 最終行使日
新株引受権

の数

マネージング・ディレクター兼最高経営責任者   

ピーター・キング 2029年11月15日から2037年10月１日 635,251

グループ業務執行役員
a   

クリスティーン・パーカー 2029年11月15日から2037年10月１日 281,151

キャロリン・マッキャン 2029年11月15日から2037年10月１日 260,824

ネル・ハットン 2029年11月15日から2030年11月15日 84,637

キャサリン・マクグラス 2026年10月１日から2037年10月１日 228,294

ジェイソン・イエットン 2029年11月15日から2037年10月１日 397,027

マイケル・ローランド 2029年11月15日から2037年10月１日 316,795

アンソニー・ミラー 2029年11月15日から2037年10月１日 391,789

スコット・コラリー 2029年11月15日から2037年10月１日 401,683

ライアン・ザニン 2029年11月15日から2037年10月１日 239,355
 

 

a
　KMPであるグループ業務執行役員のみ記載している。

 

ウエストパックは当年度中にオプションを発行しておらず、2024年９月30日現在、オプション残高はない。
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注記35.　キャッシュ・フロー計算書に係る注記

 

会計方針

現金及び中央銀行預け金には、支店及びATMにおける保有現金、海外の銀行への現地通貨建の預け金、並びにRBA

の口座及び海外の中央銀行の口座への預け金を含む中央銀行預け金が含まれる。

 

営業活動から得た/(に使用した)現金・預金(純額)から当期純利益への調整は以下のとおりである。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

当期純利益 6,990 7,201 5,699 6,691 6,434

調整項目：      

減価償却、償却及び減損 1,522 1,237 1,581 1,407 1,089

減損費用/(戻入) 727 839 524 659 695

当期法人税額及び繰延税額の純減/(増) (252) 665 427 (346) 363

未収利息の(増)/減 (227) (730) (544) (207) (657)

未払利息の(減)/増 802 2,400 794 757 1,863

引当金の(減)/増 (272) (173) (621) (272) (162)

その他の非現金項目 494 (850) 1,869 738 (499)

営業資産及び負債の増減考慮前の営業活動からの
キャッシュ・フロー

9,784 10,589 9,729 9,427 9,126

純(増)/減：      

支払担保金 (2,097) 1,545 (1,524) (2,057) 1,537

トレーディング目的有価証券及びFVISで測定す
る金融資産

(18,994) (4,524) (3,750) (19,452) (4,162)

金融派生商品 (836) 4,082 2,451 1,358 4,414

貸付金 (35,083) (27,270) (36,345) (32,528) (25,080)

その他の金融資産 (348) 128 279 (231) 94

生命保険に関する資産及び負債 － － 266 － －

その他の資産 (34) 8 20 2 11

純増/(減)：      

受入担保金 (318) (2,888) 3,643 (181) (3,092)

預金及びその他の借入金 35,243 24,692 35,054 35,870 23,347

その他の金融負債 (7,084) (17,146) 7,120 (5,281) (18,117)

その他の負債 － (12) 11 (9) (3)

営業活動から得た/(に使用した)現金・預金(純額) (19,767) (10,796) 16,954 (13,082) (11,925)
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取得した事業

ヘルスポイント・クレームズ・ピーティーワイ・リミテッドの取得

2024年４月６日、ウエストパックは完全子会社であるウエストパック・インベストメント・ビークル・ピー

ティーワイ・リミテッド(以下「WIV」という。)を通じて、ヘルスポイントの事業を対価合計30百万豪ドルで取得

した。取得した事業は、テクノロジー、知的財産、契約、従業員及び関連資産で構成されている。この企業結合の

一環として、21百万豪ドルののれんが認識された。

 

支配を喪失した資産及び負債の詳細

支配を喪失した事業の詳細は、注記29に記載されている。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産      

現金及び中央銀行預け金 － 18 169 － －

貸付金 － － 965 － －

その他の金融資産 － 18 66 － －

生命保険に関する資産 － － 2,366 － －

税金資産 － － 39 － －

無形資産 － 55 － － －

その他の資産 － － 168 － －

資産合計 － 91 3,773 － －

負債      

その他の金融負債 － 22 34 － －

税金負債 － － 36 － －

生命保険に関する負債 － － 185 － －

引当金 － 1 52 － －

その他の負債 － － 213 － －

負債合計 － 23 520 － －

WBC所有者に帰属する株主持分合計 － 68 3,253 － －

現金受取額(取引費用控除後) － 311 2,284 － －

受取予定債権(完了時決済)/繰延対価 － － 146 － －

対価合計 － 311 2,430 － －

売却に係る利益/(損失) － 243 (823) － －

売却による現金受領額の調整：      

現金受領額(取引費用控除後) － 311 2,284 － －

控除：連結対象から除外された現金 － (18) (169) － －

現金対価(支払額)/受取額
(取引費用及び保有現金控除後)

－ 293 2,115 － －
 

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

455/623



現金を伴わない投資活動

2023年12月21日、WNZLは親会社であるウエストパック・バンキング・コーポレーション・リミテッドに対し、総

額1,000百万ニュージーランド・ドルの２種類のAT１永久優先株式を発行した。この取引は、1,000百万ニュージー

ランド・ドルのAT１ローン・キャピタル・ノートの償還を通じて決済されたため、現金の移転はなかった。WNZLは

親会社の完全子会社であるため、これらの取引は連結時に消去されている。

 

現金を伴わない財務活動

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2022年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

配当金株式再投資制度に基づき発行された
株式

－ 192 － － 192

リース負債の増加 399 235 244 319 217
 

 

2024年９月11日、ウエストパック・バンク-PNG-リミテッド(以下「WPNG」という。)は、WPNGの8.74％を取得す

るため、親会社に代わって少数株主に66百万パプアニューギニア・キナを支払った。これは、親会社がWPNGから未

払配当金を受け取る代わりに行われたものであり、結果として親会社にとっては現金を伴わない取引となった。

2023年12月18日、WCN10の再投資の募集により、802百万豪ドルのWCN６が１口当たり100豪ドルでWCN６の指定関

係者に譲渡された。これらのWCN６は後にウエストパックによって償還され消却された。2024年７月31日、ウエス

トパックは残りの発行済WCN６を償還した。

 

現金及び中央銀行預け金

以下の表は、現金及び中央銀行預け金の内訳を示したものである。

 

 連結 親会社

 2024年 2023年 2024年 2023年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

現金及び銀行預け金 9,320 13,852 8,961 13,490

為替決済勘定 56,036 88,371 49,276 79,810

中央銀行への法定準備預金 311 299 163 166

現金及び中央銀行預け金合計 65,667 102,522 58,400 93,466
 

 

拘束性預金

当行グループの一部の在外営業活動体は、それぞれの国での事業に関して積立金又は中央銀行預け金の最低残高

を維持することが要求されており、その合計額はウエストパックについて311百万豪ドル(2023年度：299百万豪ド

ル)、親会社について164百万豪ドル(2023年度：166百万豪ドル)である。これらは現金及び中央銀行預け金に含ま

れている。
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注記36.　後発事象

 

2024年９月30日以降、取締役会は、全額払込済普通株式１株当たり76豪セントの最終配当金を全額フランキング

済で支払うことを決定した。当該配当金は2,615百万豪ドルとなる見込みである。2024年９月30日現在、配当金は

負債として認識されていない。提案されている配当金支払日は2024年12月19日である。

取締役会は、2024年度最終配当金に対するDRPを、第三者による発行済株式の購入をアレンジすることにより履

行することを決定した。DRP参加者に割当てられる株式数の決定に使用する市場価格は、2024年11月13日からの15

取引日に設定され、割引部分は含まれない。

取締役会はまた、2023年11月及び2024年５月に発表した株式買戻しについて、さらに10億豪ドル増額し、合計35

億豪ドル相当とすることを決定した。2024年９月30日現在、ウエストパックは普通株式67,665,599株(1,812百万豪

ドル)を買戻し、消却した。

さらに、2024年10月３日、ウエストパックはオートファイナンス・ローン及びリース債権をレジマック・グルー

プ・リミテッドに売却する契約を締結したことを発表した。この売却は2025年度上半期に完了する見込みであり、

予想取引額は売却日の帳簿価額に近似する14億豪ドルから16億豪ドルである。

上記を除き、2024年９月30日終了事業年度以降、本報告書で別途取り扱われておらず、その後の期間におけるウ

エストパックの業務、ウエストパックの経営成績又は財政状態に重大な影響を及ぼした、又は重大な影響を及ぼす

可能性がある、いかなる事象も発生していない。
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連結対象事業体に関する開示書類

以下の表には、ウエストパックの被支配事業体の詳細が含まれている。当行グループ内の事業体の受託者、パー

トナー、共同支配企業の参加者(該当する場合)としての事業体の役割は、「事業体の種類」に開示されている。外

国会社の大部分は設立国において事業を営んでいる。非法人事業体の「設立国」については、事業を営んでいる国

を記載している。事業体の税法上の居住地が国外(1997年所得税査定法の定義による。)である場合は、該当する税

法上の居住地が開示される。

 
 
事業体の名称

 
事業体の種類

保 有 株
式 資 本
の 割 合
(％)

 
設立国

 
税法上の居住地

1925 (Commercial) Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

1925 (Industrial) Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

1925 Advances Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Altitude Administration Pty Limited 法人、受託会社 100 オーストラリア オーストラリア

Altitude Rewards Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Asgard Capital Management Ltd 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Asgard Wealth Solutions Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Bill Acceptance Corporation Pty
Limited

法人 100 オーストラリア オーストラリア

BT (Queensland) Pty. Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

BT Financial Group (NZ) Limited 法人 100 ニュージーランド
国外ーニュージーラン
ド

BT Financial Group Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

BT Funds Management (NZ) Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

BT Funds Management Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

BT Funds Management No. 2 Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

BT Portfolio Services Ltd 法人 100 オーストラリア オーストラリア

BT Securities Ltd 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Capital Finance Australia Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

CBA Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Challenge Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Crusade Trust No.2P of 2008 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Danaby Pty. Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

General Credits Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

GIS Private Nominees Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

HealthPoint Claims Pty. Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Hyde Potts Insurance Services Pte.
Limited

法人 100 シンガポール 国外－シンガポール

Magnitude Group Pty Ltd 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Mortgage Management Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Net Nominees Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Number 120 Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Pendal Short Term Income Fund 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Qvalent Pty Ltd 法人 100 オーストラリア オーストラリア

RAMS Financial Group Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア
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Red Bird Ventures Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Reinventure Fund, I.L.P.
a リミテッド・パー

トナーシップ
N/A オーストラリア オーストラリア

Reinventure Fund II I.L.P.
a リミテッド・パー

トナーシップ
N/A オーストラリア オーストラリア

Reinventure Fund III I.L.P
a リミテッド・パー

トナーシップ
N/A オーストラリア オーストラリア

Reinventure Special Purpose
Investment Unit Trust

信託 N/A オーストラリア オーストラリア

RMS Warehouse Trust 2007-1 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Sallmoor Pty. Ltd. 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Securitor Financial Group Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Series 2008-1M WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Series 2014-2 WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Series 2015-1 WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Series 2019-1 WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Series 2020-1 WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Series 2021-1 WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Series 2022-1P WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Series 2023-1P WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Series 2024-1 WST Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Sixty Martin Place (Holdings) Pty Ltd 法人 100 オーストラリア オーストラリア

St.George Business Finance Pty.
Limited

法人 100 オーストラリア オーストラリア

St.George Finance Holdings Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

St.George Finance Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

St.George Motor Finance Limited 法人 75 オーストラリア オーストラリア

The Home Mortgage Company Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Value Nominees Pty. Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Waratah Receivables Corporation Pty

Limited
b 法人 0 オーストラリア オーストラリア

Westpac (NZ) Investments Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Administration 2 Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Administration 3 Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Administration 4 Pty. Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Administration Pty. Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Altitude Rewards Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Westpac Americas Inc. 法人 100 米国 国外－米国

Westpac Bank-PNG-Limited
c 法人 89.91 パプアニューギニア

国外－パプアニューギ
ニア

Westpac Banking Corporation 法人、パートナー N/A オーストラリア オーストラリア

Westpac Capital-NZ-Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Capital Markets Holding Corp. 法人 100 米国 国外－米国

Westpac Capital Markets LLC 法人 100 米国 国外－米国
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Westpac Cash PIE Fund
b 信託 N/A ニュージーランド

国外－ニュージーラン
ド

Westpac Covered Bond Trust 信託 N/A オーストラリア オーストラリア

Westpac Equity Holdings Pty Ltd 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Equity Investments NZ Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Europe GmbH 法人 100 ドイツ 国外－ドイツ

Westpac Financial Services Group Pty
Limited

法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Financial Services Group-NZ-
Limited

法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Financial Services Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Group Investment-NZ-Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Holdings-NZ-Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Investment Capital
Corporation

法人 100 米国 国外－米国

Westpac New Zealand Group Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac New Zealand Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac New Zealand Staff
Superannuation Scheme Trustee Limited

法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Notice Saver PIE Fund
b 信託 N/A ニュージーランド

国外－ニュージーラン
ド

Westpac NZ Covered Bond Holdings

Limited
d 法人 19 ニュージーランド

国外－ニュージーラン
ド

Westpac NZ Covered Bond Limited
d 法人 19 ニュージーランド

国外－ニュージーラン
ド

Westpac NZ Operations Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac NZ Securitisation Holdings

Limited
d 法人 19 ニュージーランド

国外－ニュージーラン
ド

Westpac NZ Securitisation Limited
d 法人 19 ニュージーランド

国外－ニュージーラン
ド

Westpac Overseas Holdings No. 2 Pty
Limited

法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Overseas Holdings Pty Ltd 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Properties Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac RE Pty Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Securities Administration
Limited

法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Securities Limited 法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Securities NZ Limited 法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Securitisation Holdings Pty
Limited

法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Securitisation Management NZ
Limited

法人 100 ニュージーランド
国外－ニュージーラン
ド

Westpac Securitisation Management Pty
Limited

法人 100 オーストラリア オーストラリア

Westpac Term PIE Fund
b 信託 N/A ニュージーランド

国外－ニュージーラン
ド
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a. Reinventure Fundは、オーストラリアの税務上、パートナーシップとして扱われる登録済のアーリーステージ・ベン

チャー・キャピタル・パートナーシップ(以下「ESVCLP」という。)である。オーストラリアの所得税法では、パートナー

シップの所得がパートナーに課税されるため、ESVCLPのようなパートナーシップに対する居住者テストは含まれていない。

Reinventure Fundの課税所得はオーストラリアの税務原則に従って計算され、ウエストパックの持分はオーストラリアにお

けるウエストパックの税金として処理される。

b. 当行グループはこれらの事業体と資金調達契約を締結しており、関連するリスクとリターンにさらされているとみなされ

る。これらの事業体は、当行グループが当該事業体への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利

を有し、かつ、当該事業体に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有する場合に連結される。

c. 2024年９月、ウエストパックは8.74％を追加取得した。報告日現在、PNGにおける株式譲渡の登録は依然として保留中であ

る。これが完了すると、ウエストパックの保有割合は98.65％に増加する。

d. 当行グループはこれらの事業体の19％を間接的に所有しているが、契約上及び構造上の取り決めにより、これらの事業体は

当行グループ内の被支配事業体とみなされている。
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(ⅶ)　取締役の宣言

 

取締役の意見では、

 

(a)　原文の年次報告書の「2024年９月30日終了事業年度の財務書類」に記載されている財務書類及び注記は、以下を含めて

2001年会社法に準拠している。

 

(ⅰ)　　オーストラリア会計基準、2001年会社規制(Corporations Regulations 2001)(Cth)及びその他の開示に関する

専門的法規に準拠している。

 

(ⅱ)　　ウエストパック・バンキング・コーポレーション(以下「ウエストパック」という。)及び当行グループの2024

年９月30日現在の財政状態及び同日に終了した事業年度における業績について真実かつ適正な概観を与えてい

る。

 

(b)　　2024年９月30日現在の「財務書類」に含まれる連結対象事業体に関する開示書類は、2001年会社法に従って作成された

ものであり、真実かつ正確である。

 

(c)　ウエストパックがその負債を期限までに返済することができると信ずるに足る合理的な根拠がある。

 

注記１(a)には、この財務報告書が国際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準にも準拠しているという記載が含まれてい

る。

 

取締役は、2001年会社法第295A条で要求される最高経営責任者及び最高財務責任者による宣言を与えられた。

 

この宣言は取締役の決議に従って行われている。

 

取締役会を代表して

 

スティーブン・グレッグ ピーター・キング

会長 マネージング・ディレクター兼最高経営責任者
 

 

シドニーにて

2024年11月３日
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２ 【主な資産・負債及び収支の内容】

 

第一部　第６　１「財務書類」の「財務書類注記」及び第一部　第２「企業の概況」３(2)(b)「主な変更事

項」を参照。

 

３ 【その他】

 

　(1) 決算日後の状況

　第一部　第６　１「財務書類」の「財務書類注記」の注記36及び第一部　第２「企業の概況」３(2)(b)

「主な変更事項」を参照。

 

　(2) 訴訟

　当行の事業体は、随時、当行の事業上の行為について提起された訴訟において当事者となっており、重大

な訴訟（もしあれば）については、第一部　第６　１「財務書類」の「財務書類注記」の注記25及び／又は

第一部　第２「企業の概況」３(2)(b)「主な変更事項」に記載されている。適切である場合には、会計基準

の要求するところにより、当該訴訟について引当金を計上した上、財務書類において開示している。

 

４ 【オーストラリアと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】

 

　本書記載の財務書類は、オーストラリアの会計基準（以下「AAS」という。）に基づいて作成されている。

また、当該財務書類は、国際会計基準審議会によって公表されている国際財務報告基準に準拠している。AAS

は、日本で一般に公正妥当と認められている会計原則（以下「日本基準」という。）と特定の点において相違

する場合がある。当該財務書類を日本基準に基づいて表示した場合、財務書類の表示に関して、遡及的な影響

のある多数の主観的な決定及び選択を行うことが要求される可能性がある。当行はそのような決定及び選択を

しなかった。

　当行は、当該財務書類に対する日本基準への調整又はAASと日本基準との相違の数値化を試みていない。さ

らに以下のパラグラフに記載されている個別の相違以外にも、より重要性の高いその他の相違が存在する可能

性がある。当行は今後、このような財務書類の調整又はそのような相違を数値化するつもりはない。

　2024年度の財務情報を日本基準で表示した場合、特に以下の事項において、結果的にAASに基づいた場合と

相違が生じることが見込まれる。
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金融商品

(1)分類及び測定

オーストラリアでは、AASB第９号が、a)資産を運用管理するビジネス・モデルに基づき、また、b)当該金融商

品の契約上のキャッシュ・フローが元本及び利息の支払のみ（以下「SPPI」という。）に相当するかどうかに

よって金融資産を分類する。

負債商品は以下によって測定されることになる。

・　ビジネス・モデルが契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として金融資産を保有するものであり、そ

のキャッシュ・フローが元本及び利息の支払のみに相当する場合には、償却原価。

・　ビジネス・モデルが契約上のキャッシュ・フローの回収と金融資産の売却の両方を目的としており、その

キャッシュ・フローが元本及び利息の支払のみに相当する場合には、その他の包括利益を通じた公正価値

（以下「FVOCI」という。）。

・　金融資産の売却を通じて達成される事業モデルの中で保有され、そのキャッシュ・フローが元本及び利息

の支払のみに相当する場合には、損益計算書を通じた公正価値（以下「FVIS」という。）。

負債商品は、元本残高にSPPIを表す契約上のキャッシュ・フローがない場合、又は会計上のミスマッチを排除

又は減少させるためにFVISで測定するものとして指定される場合にも、FVISで測定される。

以下の場合、持分証券はFVOCIで測定される。

・　トレーディング目的以外で保有されており、かつ

・　当行グループにより取消不能な選択が行われている。

それ以外の場合は、これらはFVISで測定される。

トレーディング目的以外で保有される、又はFVISで測定するものとして指定されない金融負債は償却原価で測

定され、それ以外はFVISで測定される。

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

593/623



日本においては、金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリバティブ

などに分類して規定が定められている。さらに、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的の債

券、子会社及び関連会社株式、その他有価証券に分類される。

・　売買目的有価証券は時価で測定され、時価の変動を損益計算書で認識している。

・　満期保有目的の債券は、取得原価又は償却原価で測定される。

・　個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で計上される。

・　その他有価証券は、市場価格のない株式等以外のものは時価で測定し、時価の変動額（評価差額）は、a)

純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書へ計上されるか、若しくはb) 個々の証券に

ついて、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。市場価格

のない株式等は、取得原価をもって測定される。

日本では、IFRSで認められる公正価値オプションに関する会計基準はない。

 

(2)減損

オーストラリアでは、AASB第９号の減損モデルが償却原価で測定されるすべての金融資産、リース債権、その

他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債証券、ローン・コミットメント及び金融保証契約に適用され

る。

減損モデルの主な要素は以下のとおりである。

・　３つのステージによるアプローチを用いて、予想信用損失を認識することが求められる。信用リスクが組

成時以降著しく増加してはいない金融資産には、12ヶ月間の予想信用損失に対する引当金が求められる

(ステージ１)。信用リスクが著しく増加している、また信用減損が生じている金融資産には、全期間の信

用損失に対する引当金が求められる(それぞれステージ２及びステージ３)。

・　予想信用損失は、発生する可能性がある結果の範囲を評価し、貨幣の時間的価値、過去の事象、現在の状

況及び将来の経済状況の予測を考慮することによって確率で加重計算した金額である。

・　利息は、信用減損が生じている場合(すなわち、ステージ３の場合)を除き、金融資産の帳簿価額総額に基

づき計算される。

日本においては、なお、売買目的有価証券以外の時価のある有価証券（子会社及び関連会社株式を含む。）に

ついて、時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表

価額とし、評価差額を当期の損失として処理する。一方、市場価格のない株式等については、実質価額が著しく

低下したときに、相当の減額を行い、評価差額を当期の損失として処理する。貸出金の貸倒引当金の算定は、以

下(ⅰ)～(ⅲ)の区分に応じて測定する。
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(ⅰ) 一般債権

過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。

(ⅱ)貸倒懸念債権

以下のいずれかの方法による。

・　債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の支払能力を

考慮して貸倒見積高を算定する方法

・　債権の元本及び利息に係る将来キャッシュ・フローを合理的に見積り、当初の約定利率で割り引いた金額

の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法

(ⅲ)破産更生債権等

債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。

 

(3)ヘッジ

オーストラリアにおいては、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投

資ヘッジを含む３種類のヘッジ会計が利用されている。公正価値ヘッジについては、ヘッジ手段の公正価値の変

動は損益として認識される。キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資ヘッジについて

は、ヘッジ手段の公正価値の変動は、ヘッジの有効部分はその他の包括利益として認識され、非有効部分につい

ては損益として認識される。ヘッジの有効性テストの方法は、ヘッジ文書において記載されなくてはならない。

日本においては、「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、公正価値とキャッシュ・フローの変動に対す

るエクスポージャーの管理を目的としてヘッジ会計が行われる。原則として繰延ヘッジが適用されるが、例外的

に時価ヘッジも認められている。

(ⅰ)繰延ヘッジ

ヘッジ手段に係る損益は、当初、損益計算書において認識されず、純資産の部に表示し、ヘッジ対象に係る損

益が認識された際に損益に振り替えられる。

(ⅱ)時価ヘッジ

ヘッジ対象とヘッジ手段の両方が公正価値で測定され、その損益は損益計上される。現行の規則の下では、

「その他有価証券」についてのみ時価ヘッジが認められている。

ヘッジ全体が有効であると判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合には、ヘッジ手段に生じた損益

のうち結果的に非有効となった部分についても、ヘッジ会計の対象として繰り延べることができる。ヘッジの有

効性テストは、ヘッジ手段及びヘッジ対象の主な契約条件が同一であり、また、市場レート又はキャッシュ・フ

ローの変動が完全に相殺されることが予想される場合に省略することができる。
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(4)金融商品の認識の中止

オーストラリアでは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する権利が消滅したとき、あるいは資産の

保有による実質的にすべてのリスク及び便益を譲渡したときに、金融商品の認識を中止する（例えば、金融資産

の無条件の売却など）。資産の保有による実質的にすべてのリスク及び便益を留保した場合には、金融商品の認

識を中止せず、この取引は担保借入として会計処理する。逆に、資産の保有による実質的にすべてのリスク及び

便益について譲渡も留保もしていない場合、企業が資産の支配を保持しているかどうかを判断する必要がある。

支配の有無は、資産を売却できる譲受人の実質的な能力に依存する。企業が支配を喪失したときには資産の認識

を中止する。企業が支配を保持している場合には、継続的な関与の範囲で資産の認識を続ける。

受け取った金額と資産の帳簿価額との差額は、認識の中止時に損益計算書上で認識する。以前、株主持分に計

上していた資産の公正価値に係る調整は、損益計算書に振替えられる。取引から新たに生じた資産や負債はその

公正価値で認識する。

日本においては、「金融商品に関する会計基準」に基づき、次の３つの要件がすべて満たされた場合には金融

資産の消滅を認識しなければならない。

(ⅰ)譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されているこ

と

(ⅱ)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること

(ⅲ)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利又は義務を実質的に有していないこ

と。

 

(5)未収利息不計上（延滞）債権に関する利息

オーストラリアでは、減損した債権に係る利息は、その債権の当初の実効金利で認識される。この実効金利

は、減損を測定する目的上、将来キャッシュ・フローを割引く際にも利用される。

日本において、債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない債権及び破産更生

債権等については、すでに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係

る利息を計上してはならない。

 

(6)貸付金手数料

オーストラリアでは、貸付の実行又は契約締結に係る手数料収入（及び直接費用）はすべて繰延べられ、貸付

金の実効金利に対する調整として認識される。

日本においては、貸付金手数料は発生ベースで計上されるのが一般的である。
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(7)不動産抵当貸付金の取得手数料

オーストラリアでは、貸付金の取得のために外部に支払われた手数料等は資産計上され、貸付金の存続期間に

わたり貸付金実効金利の一部として償却される。

日本においては、「金融商品会計に関する実務指針」において金融資産（デリバティブを除く。）の取得時に

おける付随費用（支払手数料等）は、取得した金融資産の取得価額に含められる。ただし、経常的に発生する費

用で、個々の金融資産との対応関係が明確でない付随費用は、発生時に費用計上することができる。

 

法定準備金

日本においては、銀行法で、剰余金の配当をする場合には、当該配当の五分の一を資本準備金又は利益準備金

として計上することを定めている。これらの準備金の合計額が資本金の額に達した場合には、かかる金額を計上

する必要はない。

オーストラリアでは、このような会計処理は要求されていない。

 

固定資産の減損

オーストラリアでは、有形固定資産の回収可能価額への評価減は、損益計算書上に費用として認識される。将

来において減損損失が減少した場合、減損損失が戻し入れられることがある。

日本においては、「固定資産の減損に係る会計基準」において、長期性資産の割引前見積将来キャッシュ・フ

ローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の

戻入れは禁止されている。

 

のれん

オーストラリアでは、のれんは償却されないが、年に一度及びのれんの減損の可能性が示唆されるときは何時

でも、減損テストが要求される。のれんは、減損テストの目的上、資金生成単位に配分される。資金生成単位の

帳簿価額が回収可能価額を上回る場合、のれんは損益計算書を通じて評価減される。

日本においては、のれんについては、「企業結合に関する会計基準」において、20年以内のその効果の及ぶ期

間にわたり、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却されている。ただし、のれんの金額に重要性が乏

しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の損益計算書に費用計上することができる。また、のれんは、「固

定資産の減損に係る会計基準」の適用を受ける資産であり、これに基づき、償却された帳簿価額の減損テストが

行われる。

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

597/623



無形資産

オーストラリアでは、無形資産の耐用年数について「確定できる」又は「確定できない」のいずれかに判断さ

れる。すべての関連要因の分析に基づき、事業体に対するキャッシュ・フローを生み出す期間について予測可能

な制限がない場合、当該無形資産の耐用年数は確定できないものと見なされる。耐用年数が確定できない無形資

産は償却されないが、年に一度減損テストが実施される。耐用年数が確定できる無形資産は、当該無形資産の見

込まれる利用可能期間である耐用年数にわたり償却される。

日本においては、一般的に、無形資産は、定額法により償却される。

 

資産管理事業の取得費用

オーストラリアでは、新規事業の取得に直接的に付随する投資管理事業に関連する費用は、資産として計上さ

れ、損益計算書において関連する収益の認識と同様の基準にて償却される。

日本においては、そのような費用は発生時に費用計上される。

 

金融負債及び資本の分類

オーストラリアでは、負債若しくは資本に含まれる金融商品の適切な分類の判定については、AASの指針は１

つの包括的な基準であるAASB第132号「金融商品：表示」（以下「AASB第132号」という。）に記載されている。

AASB第132号の基本的な前提は、法的な形態よりも契約関係の実質を評価することである。金融商品の発行体が

保有者に対し現金、別の金融資産又は企業自身の可変数の資本性金融商品を引き渡す契約上の債務（諸条件に明

記のもの、あるいは諸条件を通して間接的に明示されるものの双方を含む。）を負う場合、契約債務の決済方法

にかかわりなく、当該金融商品は金融負債の定義を満たすことになる。

償還条項のない優先株式、あるいは発行体のオプションにおいてのみ償還可能でかつ発行体の裁量により分配

を行える優先株式は、株主持分に分類される。発行体が確定した日又は確定可能な将来の日において確定した金

額又は決定可能な金額での償還を求められる優先株式でかつ分配が発行体の裁量において行うことができない優

先株式は、負債に分類される。しかしながら、配当を自由裁量で行いうる場合には、当該商品は負債部分と資本

部分を併せ持つ複合商品として扱われる。保有者が償還を求めるオプションを有しており、かつ分配を発行体の

自由裁量により行うことができない優先株式は、負債として分類される。この他に、区分処理が求められる可能

性のある組込プット・オプションがある。

日本においては、負債と資本の区分についての詳細な指針はない。しかし、優先株式等の金融商品は、通常会

社法上の法的な形態により負債と資本に分類される。
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従業員給付

オーストラリアにおいては、確定給付制度の再測定（数理計算上の差異、及び利息収益と制度資産に係る運用

収益の差異を含む。）の全額が、当該損益が発生した年度において利益剰余金において直接認識される。当該金

額は包括利益計算書上に反映されている。

日本では、「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」により、年金資産控

除後の確定給付債務の全額が貸借対照表に計上されている。過去勤務費用及び数理計算上の差異の発生額のうち

その期に費用処理されない部分は、その他の包括利益累計額に計上される。過去勤務費用及び数理計算上の差異

は、その後の期間にわたって費用処理され、当期純利益を構成する。

 

企業結合

オーストラリアにおいては、AASB第３号「企業結合」の下、

(a) 買収関連費用は、発生した会計期間の損益計算書において費用として認識される。

(b) 超過収益及び条件付対価は買収日現在の公正価値で測定される。買収後の事象に関連する、又は測定期間

外に行われるその後の再測定（該当ある場合）は、損益計算書において認識されることになる。

(c) 支配の取得以前に保有していた株主持分に影響を与える段階的な買収は、公正価値で再測定され、その損

益は損益計算書において認識される。同様に、支配を喪失した場合、残存持分の公正価値とその帳簿価額

との差異はすべて、損益計算書において認識される。

(d) 支配が保持されている間、非支配持分に係る取引は、持分取引として処理されることになる。

日本においては、「企業結合に関する会計基準」に基づき、取得関連費用については、発生した事業年度の費

用として処理する。かかる取扱いは、支配の喪失をもたらさない非支配持分との取引についても同様である。ま

た、買収会社は、買収後の事象に関連する条件付対価について、その交付もしくは引渡しが確実となり、時価が

合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識し、のれんを修正する。

リース

オーストラリアにおいては、AASB第16号「リース」(以下「AASB第16号」という。)に基づき、

・　リース期間が12ヶ月超のオペレーティング・リースはすべて、借り手の貸借対照表において使用権資産及

びリース債務として表示することが求められている。当該資産及び債務は当初、解約不能なリースのリー

ス料及び延長オプションの行使が合理的に確実である場合の当該オプションに係る期間に支払われるリー

ス料の現在価値で測定される。

・　貸借対照表上のすべてのリースにより、リース債務に係る支払利息及び使用権資産の減価償却が発生す

る。
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日本では、ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいう。ファイ

ナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるが、解約不

能リース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75％以上、又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現

在価値がリース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90％以上のいずれかに

該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、借手の財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債

に計上する。オペレーティング・リースについてはオフ・バランスで処理し、支払いリース料はリース期間にわ

たって費用処理される。ただし、少額（リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外

ファイナンス・リース）又は短期（１年以内）のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じて会計処理を行うことができる。

なお、日本においては、2024年９月13日に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」が公表された。当

該基準では、IFRSと同様に、借手のリース取引をファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類す

るのではなく、借手のすべてのリース取引について使用権資産およびリース負債が計上され、使用権資産から減

価償却費が、リース負債から利息費用が計上されることになる。当該基準は、2027年４月１日以降開始する事業

年度から適用され、早期適用も認められている。
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第７ 【外国為替相場の推移】

日本円と豪ドルとの間の為替相場は、国内において時事に関する事項を記載する２以上の日刊新聞紙に最近５年

間の事業年度において掲載されているので、本項の記載を省略する。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

１ 【日本における株式事務等の概要】

(1) 株式の名義書換取扱場所及び株主名簿管理人

本邦には当行の株主名簿管理人又は名義書換取扱場所はない。

日本の個人投資家又は機関投資家が当行の普通通株式（「当行株式」）を売買するにあたっては、株主名簿

管理人に代わり、証券会社がその取得窓口となり、当該当行普通株式をオーストラリアにおける保管機関又は

その名義人（「現地保管機関」）の名義で当行に登録する。株券は、日本における実質株主に代わり現地保管

機関によって保管されている。実質株主には、当行株式の購入に係る窓口証券会社の預り証が交付されるが、

この預り証は譲渡することができない。

実質株主と、窓口証券会社との間に約款を締結する必要がある。当該約款により実質株主の名義で外国証券

取引口座（「取引口座」）が開設される。売買の執行、売買代金の決済、当行株式の保管及び当行株式に係わ

るその他の取引に関する事項はすべてこの取引口座により処理される。

機関投資家で窓口証券会社に当行株式の保管の委託をしない者は、外国証券である当行株式の取引に関する

契約を窓口証券会社と締結することになる。売買の執行、売買代金の決済及び当行株式の取引に係わるその他

の支払に関する事項はすべて窓口証券会社と機関投資家の間の契約の条項に従い処理される。

 

(2) 株主に対する特典

該当なし。

 

(3) 株式の譲渡制限

該当なし。ただし、当行の取締役会は、ASX上場規則により認められる場合、当行の株式の譲渡を防ぐため

の要求又は譲渡登録を拒絶するための措置を講ずることができる（ASX上場規則によりその義務がある場合

は、当該措置を講じなければならない。）。この場合、取締役会は、株式の保有者、譲受人及び株式仲介人が

いれば、それらに対して要求又は拒絶することを書面にて通知しなければならない。

 

(4) その他の株式事務に関する事項

(イ) 決算期

毎年９月30日

 

(ロ) 定時株主総会

毎暦年少なくとも１回、決算期終了後５か月以内に開催される。
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(ハ) 基準日

当行の株式に対する配当を当行から受領する権利を有する株主は、配当支払のため取締役会が定める基準

日における当行の株主名簿上の登録名義人であり、窓口証券会社から配当を受領する権利を有する実質株主

は、日本国での同一の暦日現在で窓口証券会社が自社に取引口座を持つ全実質株主について作成した実質株

主明細表上の実質株主である。

 

(ニ) 株券に関する手数料

日本における当行株式の実質株主は、窓口証券会社に取引口座を開設し、これを維持するために外国証券

取引口座約款に従って年間口座管理料の支払をする必要がある。この管理料には現地保管機関の手数料その

他の費用を含む。

 

(ホ) 公告掲載新聞名

当行は、実質株主のために、日本国内において一定の事項を日本経済新聞に掲載して公告する。

 

２ 【日本における実質株主の権利行使に関する手続等】

(1) 実質株主の議決権行使に関する手続

議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。

実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関又はその名義人は議決権の行使を行わない。

 

(2) 配当請求に関する手続

配当金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株主明細表

に記載された実質株主に交付される。

株式配当、株式分割については、原則として窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、

実質株主の口座に振り込まれる。ただし、端数株式については、市場で売却処分し、その売却代金は窓口証券

会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、実質株主に交付する。

当行株主は、株主としての新株予約権はないが、株主に対して新株予約権が付与された場合には、当該新株

予約権は、実質株主が特に要請した場合を除き、オーストラリアで売却され、その売却代金は窓口証券会社が

現地保管機関又はその名義人から一括受領し、各取引口座を通じて実質株主に交付する。

配当金株式再投資制度は現地保管機関又はその名義人の名義で当行株式を保有する日本における実質株主に

対しては適用されない。

 

(3) 株式の移転に関する手続

実質株主は窓口証券会社の発行した預り証を提示した上でその持株の保管替え又は売却注文を行うことがで

きる。

実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨による。
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(4) 配当等に関する課税上の取扱い

(イ) 配当

日本の居住者たる個人又は日本の法人が支払を受ける配当金については、オーストラリアにおいて当該配

当の支払の際に徴収されたオーストラリアの連邦、州その他の地方公共団体の所得税があるときは、この額

を控除した後の金額に対して、当該配当の支払を受けるべき期間に応じ、下表に記載された源泉徴収税率に

相当する金額の日本の所得税・住民税が一定の状況下で源泉徴収される。

 

配当課税の源泉徴収税率

配当を受けるべき期間 国内の法人 国内の個人居住者

2014年１月１日から2037年12月31日まで 所得税15.315％ 所得税15.315％、住民税５％

2038年１月１日以降 所得税15％ 所得税15％、住民税５％
 

(注記)

2013年１月１日から2037年12月31日までの期間、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」により、上記に従って算出された各所得税額に対して2.1パーセントの税率による「復興特別

所得税」が上乗せされて課されるため、税率は上記のとおりとなる。

 

日本の居住者たる個人は、当行から株主に支払われる配当については、源泉徴収がなされた場合には確定

申告をする必要はなく、また当該配当については、配当金額の多寡に関係なく確定申告の対象となる所得金

額から除外することができる。

2009年１月１日以降に当行から株主に支払われる配当については、日本の居住者たる個人は、申告分離課

税を選択することが可能である。申告分離課税を選択した場合の確定申告の際の税率は、2014年１月１日か

ら2037年12月31日までに当行から当該個人株主に支払われる配当については20.315パーセント（所得税

15.315パーセント、住民税５パーセント）、2038年１月１日以降に当行から当該個人株主に支払われる配当

については20パーセント（所得税15パーセント、住民税５パーセント）であるが、かかる配当所得（及び一

定の公社債の利子等（2016年１月１日以降））の金額の計算においては、上場株式等（及び一定の公社債

（2016年１月１日以降））の売買損を控除することができる。

なお、個人株主についての配当控除及び法人株主についての受取配当の益金不算入の適用はない。オース

トラリアにおいて課税された税額は、日本の税法上の規定に従い、外国税額控除の対象となることがある。

 

(ロ) 売買損益

当行株式の日本における売買に基づく損益についての課税は、日本の会社の株式の売買損益課税と同様で

ある。また、上場株式等（及び一定の公社債（2016年１月１日以降））の売買損については、当行株式及び

その他の上場株式等の配当所得（並びに一定の公社債の利子等（2016年１月１日以降））の金額(申告分離

課税を選択したものに限る）から控除することができる。
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(ハ) 相続税

当行株式を相続し又は遺贈を受けた日本の居住者たる個人又はその他法定の要件に該当する個人には、日

本の相続税法に基づき相続税が課せられるが、国外で日本の相続税に相当する税が課される場合など、外国

税額控除が認められる場合がある。

 

(5) その他諸通知報告

当行が株主に対して行う通知及び連絡は株式の登録所持人たる現地保管機関又はその名義人に対してなされ

る。現地保管機関はこれを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社は実質株主から実費を徴収して

これをさらに各実質株主に個別に送付する義務がある。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当

該通知若しくは通信が性格上重要性の乏しい場合は、個別に送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付

け、実質株主の閲覧に供される。
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第９ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

該当なし（当行は金融商品取引法第24条第１項第１号及び第２号に該当しないため。）。

 

２ 【その他の参考情報】

2023年（令和４年）10月１日から本書提出日までの間に、次の書類を提出している。

 

(1)　有価証券報告書（自2022年10月１日至2023年９月30日）及びその添付書類：2023年12月15日提出

(2)　半期報告書（自2023年10月１日至2024年３月31日）及びその添付書類：2024年６月14日提出

(3)　訂正発行登録書（売出）：2024年７月19日提出

(4)　発行登録追補書類（売出）及びその添付書類：2024年７月30日

(5)　臨時報告書
1
：2024年９月20日提出

(6)　訂正発行登録書（募集）：2024年９月20日提出

(7)　訂正発行登録書（売出）：2024年９月20日提出

 
 

 

1　本臨時報告書は、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基

づく、最高経営責任者の異動に関する臨時報告書として提出された。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第１ 【保証会社情報】

１ 【保証の対象となっている社債】

 

該当なし。

 

２ 【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

 

該当なし。

 

３ 【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

 

該当なし。

 

 

 

 

第２ 【保証会社以外の会社の情報】

該当なし。

 

 

 

 

第３ 【指数等の情報】

該当なし。
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(訳文)

独立監査人の報告書

 

ウエストパック・バンキング・コーポレーションのメンバー各位

 

財務報告書の監査についての報告書

監査人の意見

私どもの意見では、添付のウエストパック・バンキング・コーポレーション(以下「親会社」という。)及びその

被支配事業体(以下総称して「グループ」という。)の財務報告書は、以下を含めて2001年会社法に準拠している。

(a) 親会社及びグループの2024年９月30日現在の財政状態及び同日に終了した事業年度の財務成績について真実か

つ適正な概観を与えている。

(b) オーストラリアの会計基準及び2001年会社規制に準拠している。

 

監査対象

　親会社及びグループの財務報告書は以下で構成されている。

・2024年９月30日現在の連結及び親会社貸借対照表

・同日に終了した事業年度の連結及び親会社損益計算書

・同日に終了した事業年度の連結及び親会社包括利益計算書

・同日に終了した事業年度の連結及び親会社株主持分変動計算書

・同日に終了した事業年度の連結及び親会社キャッシュ・フロー計算書

・財務書類注記(重要性のある会計方針の情報及びその他の注記を含む)

・2024年９月30日現在の連結対象事業体に関する開示書類

・取締役の宣言

 

監査意見の根拠

私どもはオーストラリア監査基準及び国際監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準のもとでの私ども

の責任は、本報告書の「財務報告書の監査に対する監査人の責任」のセクションに詳述されている。

私どもは、私どもが入手した監査証拠が、監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して

いる。
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独立性

私どもは、オーストラリアにおける財務報告書の監査に関連のある2001年会社法の監査人の独立性に関する規

定、並びに職業的監査人倫理基準審議会のAPES 110「職業的監査人の倫理規定(独立性に関する規定を含む)(以下

「当規定」という。)」における職業倫理に関する規定及び国際会計士倫理基準審議会が公表した国際会計士倫理

規程(国際独立性基準を含む)(以下「IESBA規程」という。)に準拠して、親会社及びグループから独立している。

さらに私どもは、当規定及びIESBA規程に準拠してその他の倫理上の責任を果たしている。

 

グループ監査のアプローチ

監査は、財務報告書に重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得るように立案されている。虚偽

表示は不正又は誤謬から発生する可能性がある。個別に又は集計すると、当該財務報告書の利用者の経済的意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 

グループの監査範囲 監査上の主要な検討事項
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・私どもは、例えば仮定及び本質的に不確実な将

来の事象を伴う重要な会計上の見積り等、グ

ループが主観的な判断を行った領域を監査の重

点項目とした。

・私どもは、グループの地域的、経営上及び法的

な構造、グループ内の各セグメントの重要性及

びリスク特性、グループの会計処理プロセス及

び統制、金融サービス業界及びグループが営業

活動を行っているより広域なマクロ経済環境等

の要因を考慮して、全体としての財務報告書に

対する意見を形成するに足る手続を実施したと

判断できるよう、私どもの監査の範囲を決定し

た。私どもはまた、監査チームが複雑な金融

サービス・グループの監査に必要な適切なスキ

ルと能力を有していると判断した。これには、

個人向け、事業向け及び金融機関向けの銀行業

務並びに資産管理サービスの業界に関する専門

家、また、IT、保険数理、経済、税務及び評価

の専門家が含まれる。

・私どもは、財務上最も重要な事業部門である、

コンシューマー・セグメント及びビジネス・ア

ンド・ウェルス・セグメント、並びにウエスト

パック・インスティテューショナル・バンク・

セグメントの監査を実施した。さらに、私ども

は、ウエストパック・ニュージーランド・セグ

メント及びグループ事業セグメントに関連し

て、財務書類上の特定の勘定科目に対する監査

手続を実施した。

・エンティティ・レベルの統制テスト並びに実証

的手続及び分析的手続を含め、さらなる監査手

続が残りの残高及び連結プロセスに対して実施

された。これらの事業部門において実施された

手続は、グループ全体で実施された追加手続と

ともに、全体としての財務報告書に対する意見

を表明するのに十分な監査証拠を形成してい

る。

・その他の関連するトピックとともに、私ども

は、以下の監査上の主要な検討事項を監査及び

リスク委員会に伝達した。

－貸付金及び信用コミットメントに関する予想

信用損失(以下「ECL」という。)に対する引

当金

－訴訟及び是正に係る引当金並びに規制上の調

査

・これらについては、本報告書の「監査上の主要

な検討事項」のセクションに詳述されている。

 

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、私どもの職業的専門家としての判断において、当事業年度の財務報告書の監査で

最も重要な事項である。監査上の主要な検討事項は、全体としての財務報告書の監査という観点から、また、それ

に対する私どもの意見の形成において対応されているが、私どもは各事項に個別の意見を表明しない。さらに、特
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定の監査手続の結論に関する記載は、その観点においてなされている。別途記載のない限り、以下の監査上の主要

な検討事項は、親会社とグループの双方の監査に関連するものである。

 

監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応方

法

貸付金及び信用コミットメントに関する予想信用

損失(ECL)に対する引当金

 

EDINET提出書類

ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)

有価証券報告書

611/623



財務報告書注記10に記載されているとおり、

2024年９月30日現在の貸付金及び信用コミットメ

ントに関するECLに対する引当金は、グループで

5,084百万豪ドル、親会社では4,402百万豪ドルで

あった。

ECLは、該当する期間にわたり、債務不履行か

ら生じると予想される回収不足を確率で加重計算

した見積りである。これらは、発生する可能性が

ある結果の範囲を評価し、貨幣の時間的価値、過

去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測

を考慮することによって決定される。グループの

ECL決定モデルでは、信用リスクの著しい増大(以

下「SICR」という。)がいつ発生したかを決定す

るための重要な会計上の仮定、将来予測的なマク

ロ経済シナリオの見積り、それらのシナリオに対

する確率加重の適用、並びにモデルからのアウト

プットに対する判断に基づく調整(以下「オー

バーレイ」という。)の識別が含まれる。

ECLに関連する監査手続が監査上の主要な検討

事項であると私どもが判断した際の主な考慮事項

は、以下のとおりである。

(ⅰ)ECLを見積る際に使用されたECLモデル及び重

要な仮定に関連する監査証拠を評価するための、

監査人による高度な判断及び主観を伴う監査手続

であること。

(ⅱ)将来予測的マクロ経済のダウンサイドのシナ

リオの深刻度及び適用される確率加重に関するグ

ループの判断をテストするための、監査人による

高度な判断及び主観を伴う監査手続であること。

(ⅲ)モデルで使用された重要なデータ要素のテス

トに高度な監査手続が必要であること。

(ⅳ)ECLを決定する際に使用された関連するIT統

制のテストに高度な監査手続が必要であること。

(ⅴ)モデル、仮定及び判断のテストに必要な監査

手続の性質及び範囲が、専門的なスキル及び知識

を有する専門家の利用を要すること。

私どもの実施した手続には、グループのECLの

見積プロセスに関連する統制の有効性テストが含

まれた。これには、ECLを決定する際に使用され

るデータ、モデル及び重要な仮定に対する統制、

並びに関連するIT統制が含まれていた。

私どもの手続には、特に以下が含まれていた。

(ⅰ)SICRに関連するモデル及び仮定の適切性並び

にダウンサイドの深刻度の評価によるECL決定に

関するグループのプロセスのテストを支援するた

めに、専門的なスキルと知識を有する専門家を関

与させること。

(ⅱ)将来予測的マクロ経済シナリオに割り当てら

れた確率加重の適切性をテストすること。

(ⅲ)ECLモデルでインプットとして使用された重

要なデータ要素の正確性と網羅性をテストするこ

と。

(ⅳ)オーバーレイの適切性と網羅性をテストする

こと。

 

訴訟及び是正に係る引当金並びに規制上の調査  
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財務報告書注記25に記載されているとおり、

2024年９月30日現在、グループは240百万豪ド

ル、親会社は179百万豪ドルの訴訟、貸付以外の

損失及び是正に係る引当金を計上している。

引当金は、潜在的な過去の違法行為に係る問題

に関連する顧客への返金額、是正プログラムを完

了させるための費用、並びに特定の訴訟及び規制

上の調査に関連して発生する潜在的な貸付以外の

損失及び費用に関連している。これらの事項から

グループに生じうる費用の評価は個別に行われ、

グループが適切であると判断した場合には、個別

の引当又は開示が行われる。

また、将来の不確実な事象の発生を条件として

発生する可能性がある債務、又は経済的資源が移

転される可能性が高くない、若しくは又は信頼性

をもって見積ることができない現在の債務につい

ても、注記25において偶発債務に関する開示が行

われている。

訴訟及び是正に係る引当金並びに規制当局によ

る調査に関連する監査手続が監査上の主要な検討

事項であると私どもが判断した際の主な考慮事項

は、以下のとおりである。

(ⅰ)グループが偶発債務の識別及び必要な引当金

の数値化に重要な判断を行い、その判断には、損

失が発生する可能性、並びに関連する現金流出の

時期、性質及び金額に関連する仮定が含まれてい

たこと。

(ⅱ)手続の実施、引当金及び主要な仮定に関する

監査証拠の評価、並びに関連する開示の適切性の

評価において、監査人によるある程度の判断を伴

う監査手続であること。

私どもの実施した手続にはグループの引当金の

評価に関連する統制の有効性テストが含まれた。

これには、現金支払いの可能性が高い現在の債務

が存在し、信頼性のある金額の見積り可能かどう

かの判断が含まれていた。偶発債務に関する私ど

もの手続には、偶発債務に関するグループの識別

及び評価に関連する統制の有効性テストも含まれ

ていた。これには、損失が発生している可能性が

高いかどうか、及び現在の債務の支払発生可能性

が高いかどうかの判断に対する統制が含まれてい

た。

私どもの手続には、特に以下が含まれていた。

(ⅰ)引当金の数値化及び適用された仮定に関する

証拠の評価

(ⅱ)開示の適切性の評価
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その他の情報

取締役会は、その他の情報について責任を有する。その他の情報は、2024年９月30日に終了した事業年度の原文

の年次報告書に含まれる情報から構成されるが、財務報告書及びそれに関する当監査人の報告書は含まない。

財務報告書に関する私どもの意見は、上記のその他の情報を対象としていないため、私どもは、財務報告書に関

する私どもの意見を通じて当該その他の情報に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。私どもは、報酬報

告書に関する別個の意見、グループの気候報告書(Climate Report)に含まれる特定の指標に関する限定的かつ合理

的な保証意見、また、私どものサステナビリティ関連情報に係る保証報告書(Assurance Report)に詳述されている

とおり、サステナビリティ指標及びデータシートの補足並びに年次報告書の戦略的レビューのサステナビリティの

セクションに含まれる特定の指標に関する限定的な保証意見を表明している。

財務報告書の監査に関する私どもの責任は、その他の情報を通読し、その過程で、当該その他の情報が財務報告

書又は私どもが監査上入手した知識と著しく矛盾しているため重要な虚偽表示であると疑われるようなものがない

かを検討することである。

当監査人の報告書日付より前に私どもが入手したその他の情報に関して実施した手続に基づき、当該その他の情

報に重要な虚偽表示があるとの結論に至った場合、私どもは、かかる事実を報告する必要がある。この点に関し、

私どもが報告すべきことはない。

 

財務報告書に対する取締役の責任

親会社の取締役は、真実かつ公正な概観を与えることを含め、オーストラリアの会計基準及び2001年会社法に準

拠した財務報告書の作成について、並びに不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない財務報告書の作成に必要と取

締役が判断した内部統制について責任を負っている。

財務報告書の作成において、取締役会は、継続企業としての親会社及びグループの存続能力の評価、継続企業に

関連する事項の開示(該当する場合)及び継続企業の前提による会計処理の実施に責任を有する。ただし、取締役会

が親会社若しくはグループを清算又は業務を停止する意思を有する場合、あるいはそうするより他に現実的な代替

方法がない場合はこの限りでない。

 

財務報告書の監査に対する監査人の責任

私どもの目的は、全体としての財務報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的

な保証を得て、意見を含めた監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、オー

ストラリア監査基準及び国際監査基準に準拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見すること

を確約するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財

務報告書の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

財務報告書の監査に対する私どもの責任については、オーストラリア監査・保証基準審議会のウェブサイト

(https://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/ar1_2020.pdf)に詳細な記述がある。この記述は、当監査

人の報告書の一部を成すものである。
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報酬報告書に関する報告書

 

報酬報告書に関する監査人の意見

私どもは、2024年９月30日に終了した事業年度の取締役報告書に掲載されている報酬報告書を監査した。

私どもの意見では、ウエストパック・バンキング・コーポレーションの2024年９月30日に終了した事業年度に係

る報酬報告書は2001年会社法第300A条に準拠している。

 

責任

親会社の取締役は、2001年会社法第300A条に準拠した報酬報告書の作成及び表示についての責任を負っている。

私どもの責任は、私どもがオーストラリア監査基準に準拠して実施した監査に基づき、報酬報告書について意見を

表明することである。

 

 

 

 

プライスウォーターハウスクーパース

 

CJ ヒース シドニー

パートナー 2024年11月３日
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(訳文)

独立登録会計事務所の責任の制限

 

この年次報告書に含まれるプライスウォーターハウスクーパース(オーストラリアのパートナーシップ。以下

「PwCオーストラリア」という。)の監査報告書から生じる請求に関するPwCオーストラリアの責任は、オーストラ

リアのニューサウスウェールズ州の1994年専門家基準法(Professinoal Standards Act 1994)(改正)(以下「専門家

基準法」という。)、並びにオーストラリア・ニュージーランド勅許会計士協会が採用し、ニューサウスウェール

ズ州の専門家基準審議会が専門家基準法に基づき承認したオーストラリア・ニュージーランド勅許会計士(NSW)制

度(以下「NSW会計士制度」という。)に定められた制限の対象となっている。2019年10月８日又は同日より前に発

生した事案については、PwCオーストラリアの責任は、前制度で定められた制限の対象となる場合がある。現行の

NSW会計士制度は、さらに延長されるか置き換えられない限り、2025年７月12日に期限切れとなる。

専門家基準法及びNSW会計士制度は、PwCオーストラリアによる当行グループへの専門家サービスの履行(当行グ

ループの財務書類の監査を含むが、これに限定されない)において行われた、又は省略して行われなかったことか

ら直接的又は代理的にニューサウスウェールズ州において生じる、又はニューサウスウェールズ州法に準拠する、

特定の民事請求に関する損害賠償に関して、PwCオーストラリアの責任を制限する場合がある。

制限の範囲は関連する事案の発生時期によって異なり、2013年10月８日又は同日より後に発生した事案に関して

は、監査業務に対する責任の最大額は75百万豪ドルとなっている。

この制限は、背任、不正又は詐欺行為に対する請求には適用されない。

さらに、オーストラリアの他の州及び準州でも同様の専門家基準に関する法律が施行されており、多くのオース

トラリア連邦法についても、それら法律に基づく責任を、州法や準州法の専門家基準に関する法律により制限され

る責任と同程度まで制限するよう改正が行われている。したがって、ニューサウスウェールズ州以外のオーストラ

リアの州又は準州におけるPwCオーストラリアの行為又は不作為に対する責任は、ニューサウスウェールズ州と同

様の方法で制限される場合がある。

これらの責任の制限により、当行グループの財務書類に対するPwCオーストラリアの監査報告書に基づいて、又

は関連してPwCオーストラリアに対して下された米国法又はその他の外国法に基づく判決の、オーストラリアの裁

判所での執行における損害回復が制限される可能性がある。PwCオーストラリアの資産は、ほぼすべてオーストラ

リアにある。しかしながら、専門家基準法とNSW会計士制度は広範な司法的検討の対象になっていないため、裁判

所によるこの制限の適用方法やこの制限の影響(外国における判決の執行に関する影響を含む)は、多くの点で未検

証のままである。

 

次へ
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Independent auditor’s report
To the members of Westpac Banking Corporation
Report on the audit of the financial report
 

Our opinion
 

In our opinion:
 

The accompanying financial report of Westpac Banking Corporation (the Parent Entity) and its controlled entities
(together the Group) is in accordance with the Corporations Act 2001, including:
 

(a) giving a true and fair view of the Parent Entity’s and Group's financial positions as at 30 September 2024 and of
their financial performance for the year then ended

 

(b) complying with Australian Accounting Standards and the Corporations Regulations 2001.
 

What we have audited
The Parent Entity and Group financial report comprises:
 

・　the Consolidated and Parent Entity balance sheets as at 30 September 2024
・　the Consolidated and Parent Entity income statements for the year then ended
・　the Consolidated and Parent Entity statements of comprehensive income for the year then ended
・　the Consolidated and Parent Entity statements of changes in equity for the year then ended
・　the Consolidated and Parent Entity cash flow statements for the year then ended
・　the notes to the financial statements, including material accounting policy information and other explanatory

information
・　the consolidated entity disclosure statement as at 30 September 2024
・　the directors’ declaration.
 

Basis for opinion
 

We conducted our audit in accordance with Australian Auditing Standards and International Standards on Auditing.
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the
financial report section of our report.
 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
 

Independence
We are independent of the Parent Entity and the Group in accordance with the auditor independence requirements
of the Corporations Act 2001 and the ethical requirements of the Accounting Professional & Ethical Standards
Board’s APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants (including Independence Standards) (the Code)
and the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)
issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) that are relevant to our audit of
the financial report in Australia. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code
and the IESBA Code.
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Our audit approach for the Group
 

An audit is designed to provide reasonable assurance about whether the financial report is free from material
misstatement. Misstatements may arise due to fraud or error. They are considered material if individually or in
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
the financial report.
 

Group Audit scope Key audit matters

・　Our audit focused on where the Group
made subjective judgements; for example,
significant accounting estimates involving
assumptions and inherently uncertain future
events.

 
・　We tailored the scope of our audit to

determine that we performed enough work
to be able to give an opinion on the financial
report as a whole, taking into account the
following factors: the geographic, 
management and legal structure of the
Group; the significance and risk profile of
each segment within the Group; the Group's
accounting processes and controls; the
financial services industry; and broader
macroeconomic environment in which the
Group operates. We also determined that
the audit team included the appropriate
skills and competencies which are needed
for the audit of a complex financial services
group. This included industry expertise in
consumer, business and institutional
banking and wealth management services,
as well as specialists and experts in IT,
actuarial, economics, tax and valuation.

 
・　We conducted an audit of the most

financially significant divisions, being the
Consumer segment, Business and Wealth
segment and the Westpac Institutional Bank
segment. In addition, we performed audit
procedures over specified financial
statement line items in relation to the
Westpac New Zealand segment, and the
Group Businesses segment.

 
・　Further audit procedures were performed

over the remaining balances and the
consolidation process, including testing of
entity level controls, as well as substantive
and analytical procedures. The work carried
out in these divisions, together with those
additional procedures performed at the
Group level, gave us sufficient coverage to
express an opinion on the financial report as
a whole.

・　Amongst other relevant topics, we
communicated the following key audit
matters to the Audit and Risk Committee:

 
－  Provisions for expected credit losses

on loans and credit commitments (ECL)
 
－  Litigation, remediation provisions and

regulatory investigations
 
・　These are further described in the Key audit

matters section of our report.
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Key audit matters
 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of
the financial report for the current period. The key audit matters were addressed in the context of our audit of the
financial report as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these
matters. Further, any commentary on the outcomes of a particular audit procedure is made in that context. The key
audit matters identified below relate to both the Parent Entity and the Group audit, unless otherwise stated below.
 

Key audit matter How our audit addressed the key audit matter

Provisions for expected credit losses on loans and
credit commitments (ECL)
 
As described in Note 10 to the financial report, the
provision for expected credit losses on loans and
credit commitments (ECL) was $5,084 million for
the Group and $4,402 million for the Parent Entity
at 30 September 2024.
 
ECL is a probability-weighted estimate of the cash
shortfalls expected to result from defaults over the
relevant timeframe determined by evaluating a
range of possible outcomes and taking into
account the time value of money, past events,
current conditions and forecasts of future
economic conditions. The Group’s model to
determine the ECL includes critical accounting
assumptions to determine when a significant
increase in credit risk (SICR) has occurred,
estimating forward looking macroeconomic
scenarios and applying a probability weighting to
these, and identifying judgemental adjustments to
modelled outcomes (overlays).
The principal considerations for our determination
that performing procedures relating to the ECL is
a key audit matter were:
 
(i) there was a high degree of auditor judgement,
subjectivity and effort to evaluate audit evidence
related to the ECL model and significant
assumptions used to estimate the ECL,
 
(ii) there was a high degree of auditor judgement,
subjectivity and effort to test the Group’s
judgements relating to the severity of the forward-
looking macroeconomic downside scenario and
the associated weighting applied,
 
(iii) there was a high degree of auditor effort
required to test critical data elements used in the
model,
 
(iv) there was a high degree of auditor effort
required to test relevant IT controls used in
determining the ECL, and
 
(v) the nature and extent of audit effort required to
test the models, assumptions and judgements
required the use of professionals with specialised
skill and knowledge.

Our procedures included testing the effectiveness
of controls relating to the Group’s ECL estimation
process, which included controls over the data,
model and significant assumptions used in
determining the ECL as well as relevant IT
controls.
 
Our procedures also included, among others:
 
(i) the involvement of professionals with
specialised skill and knowledge to assist in testing
the Group’s process for determining the ECL by
evaluating the appropriateness of the models and
assumptions related to SICR and the downside
severity.
 
(ii) testing the appropriateness of the probability
weights assigned to the forward-looking
macroeconomic scenarios.
 
(iii) testing the accuracy and completeness of
critical data elements that are inputs used in the
ECL model, and
 
(iv) testing the appropriateness and completeness
of overlays.
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Key audit matter How our audit addressed the key audit matter

Litigation, remediation provisions and regulatory
investigations
 
As described in Note 25 to the financial report,
provisions for litigation, non-lending losses and
remediation were $240 million for the Group and
$179 million for the Parent Entity at 30 September
2024. 
 
The provisions relate to customer refunds
associated with matters of potential historical
misconduct, costs of completing remediation
programs, and potential non-lending losses and
costs connected with certain litigation and
regulatory investigations. An assessment of the
likely cost to the Group of these matters is made
on a case-by-case basis and specific provisions or
disclosures are made where the Group considers
appropriate.
 
Disclosures are also made in Note 25 for
contingent liabilities for possible obligations whose
existence will be confirmed only by uncertain
future events, and present obligations where the
transfer of economic resources is not probable or
cannot be reliably estimated.
 
The principal considerations for our determination
that performing procedures relating to litigation,
remediation provisions and regulatory
investigations is a key audit matter were:
 
(i) there was significant judgement by the Group
to identify contingent liabilities and quantify
required provisions, which included assumptions
related to the probability of loss and the timing,
nature and quantum of related cash outflows, and
 
(ii) there was a moderate degree of auditor
judgement and effort in performing procedures
and evaluating audit evidence related to the
provisions and key assumptions, and in
evaluating the appropriateness of the related
disclosures.

Our procedures included testing the effectiveness
of controls relating to the Group’s evaluation of
provisions to determine whether a present
obligation with a probable cash outflow exists and
can be reliably estimated. For contingent
liabilities, our procedures also included testing the
effectiveness of controls relating to the Group’s
identification and evaluation of contingent
liabilities, including controls over determining
whether or not it is possible that a loss has
occurred or whether there is a probable outflow
from a present obligation.
 
Our procedures also included, among others:
 
(i) evaluating the evidence of the quantification of
provisions and the assumptions applied, and
 
(ii) assessing the appropriateness of disclosures.
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Other information
 

The directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in
the annual report for the year ended 30 September 2024, but does not include the financial report and our auditor’s
report thereon.
 

Our opinion on the financial report does not cover the other information and accordingly we do not express any
form of assurance conclusion thereon through our opinion on the financial report. We have issued a separate
opinion on the remuneration report, a limited and reasonable assurance opinion on specified metrics included in the
Group’s Climate Report, and a limited assurance opinion on specified metrics included in the Group's Sustainability
Index and Datasheet supplement and sustainability sections of the Strategic Review in the Annual Report as
detailed in our Assurance Report on Sustainability Related information.
 

In connection with our audit of the financial report, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial report or our knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
 

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor’s
report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
 

Responsibilities of the directors for the financial report
 

The directors of the Parent Entity are responsible for the preparation of the financial report in accordance with
Australian Accounting Standards and the Corporations Act 2001, including giving a true and fair view, and for such
internal control as the directors determine is necessary to enable the preparation of the financial report that is free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
 

In preparing the financial report, the directors are responsible for assessing the ability of the Parent Entity and the
Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Parent Entity or the Group or to
cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
 

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial report
 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial report as a whole is free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the Australian Auditing Standards and International Standards on Auditing will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of the financial report.
 

A further description of our responsibilities for the audit of the financial report is located at the Auditing and
Assurance Standards Board website at: https://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/ar1_2020.pdf. This
description forms part of our auditor's report.
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Report on the remuneration report
 

Our opinion on the remuneration report
 

We have audited the remuneration report included in the directors’ report for the year ended 30 September 2024.
 

In our opinion, the remuneration report of Westpac Banking Corporation for the year ended 30 September 2024
complies with section 300A of the Corporations Act 2001.
 

Responsibilities
 

The directors of the Company are responsible for the preparation and presentation of the remuneration report in
accordance with section 300A of the Corporations Act 2001. Our responsibility is to express an opinion on the
remuneration report, based on our audit conducted in accordance with Australian Auditing Standards.
 

 

PricewaterhouseCoopers
 

 

CJ Heath Sydney
Partner 3 November 2024
 
 

 

(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しております。
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Limitation on Independent Registered Public Accounting Firm's Liability
 

The liability of PricewaterhouseCoopers (an Australian partnership which we refer to as PwC Australia),
with respect to claims arising out of its audit report included in this Annual Report, is subject to the
limitations set forth in the Professional Standards Act 1994 of New South Wales, Australia, as amended
(the Professional Standards Act) and Chartered Accountants Australia and New Zealand (NSW) scheme
adopted by Chartered Accountants Australia and New Zealand and approved by the New South Wales
Professional Standards Council pursuant to the Professional Standards Act (the NSW Accountants
Scheme). For matters occurring on or prior to 8 October 2019, the liability of PwC Australia may be
subject to the limitations set forth in predecessor schemes. The current NSW Accountants Scheme
expires on 12 July 2025 unless further extended or replaced.
 

The Professional Standards Act and the NSW Accountants Scheme may limit the liability of PwC
Australia for damages with respect to certain civil claims arising in, or governed by the laws of, New
South Wales directly or vicariously from anything done or omitted to be done in the performance of its
professional services for us, including, without limitation, its audits of our financial statements.
 

The extent of the limitation depends on the timing of the relevant matter and in relation to matters
occurring on or after 8 October 2013, is a maximum liability for audit work of A$75 million.
 

The limitations do not apply to claims for breach of trust, fraud or dishonesty.
 

In addition, there is equivalent professional standards legislation in place in other states and territories in
Australia and amendments have been made to a number of Australian federal statutes to limit liability
under those statutes to the same extent as liability is limited under state and territory laws by
professional standards legislation. Accordingly, liability for acts or omissions by PwC Australia in
Australian states or territories other than New South Wales may be limited in a manner similar to that in
New South Wales.
 

These limitations of liability may limit recovery upon the enforcement in Australian courts of any judgment
under US or other foreign laws rendered against PwC Australia based on or related to its audit report on
our financial statements. Substantially all of PwC Australia's assets are located in Australia. However,
the Professional Standards Act and the NSW Accountants Scheme have not been subject to extensive
judicial consideration and therefore how the limitation might be applied by the courts and the effect of the
limitation remain untested in a number of respects, including its effect in respect of the enforcement of
foreign judgments.
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